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◇ 原 著 ◇ 

療養場所の選択に葛藤するがん患者の 
意思決定における看護師の支援 

―「自宅で過ごしたい」を大切にした看護 ― 

中村有里1）*，水野亜矢子1），木村眞生1），渡辺 爾1）， 
宮下沙也加1），山口優花1），林 京子1），畠  稔1）

 本研究は，緩和ケアにおける療養場所の選択に葛藤するがん患者との意思決定における看護実践を振り返り，看護師
の支援を明らかにし，今後，緩和ケアで葛藤する患者，家族への看護実践の一助にする。対象は C 氏（50 代女性）と
その家族である。看護実践から〈患者，夫を支える存在となり，思いをすり合わせる〉〈「どうにかしてあげたい」とジ
レンマに悩みながら患者，夫と向き合う〉〈今後の療養生活の希望へとつながるように支援する〉の 3 個の大見出しが
抽出された。看護師が C 氏と家族の間に入り込み思いをつなぎ合わせるコーディネーターの役割を担うことで互いに
本音を言うことができた。がん患者が療養場所を選択する際，看護師は患者，家族と対話しそれぞれの思いをつなげて
尊重し調整していくことが必要と考える。 

【キーワード】緩和ケア，意思決定，がん患者 

Ⅰ．は じ め に 

2007 年がん対策基本法による，がん対策推進基本計画が策
定され「すべてのがん患者および，その家族の苦痛の軽減並
びに療養生活の質の維持向上」に着目した目標が掲げられ，
がん患者の在宅療養支援体制の整備が進められてきた。先行
研究では，40 歳から 69 歳までの国民において自宅で最期を
過ごしたいと考える人は約 8 割であるのに対し，自宅で過ご
したいと感じ実現可能だと考える人は約 2 割である 1）。患者
の自宅退院を困難にする要因として，患者が最期を自宅で過
ごしたくとも家族に遠慮があること，点滴および酸素療法を
受けていることが自宅退院を困難にする要因と報告されてい
る 2）。在宅療養支援体制の整備は進められてきてはいるもの
の，自宅で過ごしたい思いはあるが，患者は家族への遠慮が
あり，葛藤しながら療養場所の選択を行っている。A 病院 B
病棟では，悪性腫瘍患者に対して化学療法や手術，放射線療
法を行っており，治療が奏効せず，症状の悪化により日常生
活動作（以下 ADL）の低下が伴う患者には療養場所を変更す
るための意思決定支援を行っている。自宅退院する患者がい
る一方で，自宅で過ごしたい思いがあるも，病院で看取りを
行うことがある。看護師はがん患者が最期まで自分らしく生

きるために，患者の思いを尊重し意思決定を支えることが必
要であると感じながら，自宅退院できるタイミングを逃し，
病院で最期を迎える状況に，十分な支援が行えていないと感
じている。 

Ⅱ．目 的 

療養場所の選択に葛藤するがん患者と家族への意思決定支
援における看護実践を振り返り，看護師の支援を明らかにす
る。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：事例研究 
２．研究対象：A 病院にて 20XX 年に入院していた患者で看

護師が緩和ケアにおける療養場所の選択において意思決定
支援に関わった壮年期女性患者 1 名とその家族。 

３．調査期間：2020 年 8 月～9 月 
４．データ収集方法：診療録より，患者の年齢，性別，家族

構成，入院期間，既往歴，現病歴，病状，入院中の ADL，
入院目的，患者の病識，家族の病識，ケアの内容，患者の
言動に関するカンファレンス内容をデータとして収集した。
さらに患者の意思決定支援に関わった看護師 11 名ととも

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）金沢大学附属病院 
＊ E-mail：nyr1211a@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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に患者との関わりを想起し記述した文章をデータとして収
集した。想起によるバイアスがないか，バイアスを最小限
にするために，記述内容をメンバー間で確認した。 

５．分析方法：どのような看護実践が患者の思いに変化をも
たらしたのか，患者の思いを分析するため，山本らの「『日
本の現場発看護学』の構築をめざした事例研究方法」3）を
用いた。事例研究ワークシートに 3 つの時期に分けて看護
実践内容，患者の言動を記入した。ワークシートを見なが
ら事例について，共同研究者と共に対話し言語化した。研
究者が対話を通して，実践してきた看護行為を言語化・概
念化し，質的研究の経験者にスーパーバイズを受けた。看
護実践のカテゴリー化を行い，大見出し，小見出しが現場
での実践を適切に表現できるまで検討し，明らかになった
実践知を考察した。大見出し毎に結果を記載し，大見出し
内では経過に沿って結果を記載した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

対象者は終末期で意思疎通が困難であったため，代諾者で
ある夫に研究の主旨，プライバシーの保護，結果の公表につ
いて書面と口頭で説明し，同意を得た。本研究は金沢大学医
学倫理審査委員会の承認を得て実施した。 

Ⅴ．結 果 

１．事例の概要 
看護実践の対象は C 氏（50 代女性）。家族構成は夫（50 代），

長女（20 代），三女（20 代），義両親，別所帯の次女（20 代），
孫，実の両親である。C 氏は骨肉腫と診断され，2 年 5 か月
の間，化学療法，手術を行った。放射線治療を控え自宅療養
していたが，呼吸困難のために緊急入院となった。緊急入院
後，放射線治療を行うも奏効せず ADL は低下し床上での生
活となり，医師より緩和ケア病棟への転院が提案された。C
氏は入院時から ADL が自立した状態で自宅退院したいとい
う思いを看護師に話していた。主治医との話し合いの場で，
夫は「C 氏の思いを尊重したいが，病院のように自宅で世話
はできない。病院を移ろうと思う。」と C 氏の希望を叶えた
いが，自宅での介護は困難だと話した。C 氏は話し合いの場
では頷くのみで自分の希望を話さなかった。話し合いの後，
C 氏は看護師に「夫の前では言えなかったけど本当は家に帰
りたい。病院は考えていない。でもトイレに行けるようになっ
てからじゃないと帰れない。」と自宅退院したいが家族の負担
になりたくないという葛藤する思いを話した。転院が決まっ
た後も C 氏は「家に帰りたい。転院したらもう家には帰れな
くなってしまう」と涙を流しており，看護師は転院前に自宅
外出を提案した。C 氏は，娘の誕生日に自宅で家族と一緒に
過ごす時間を作ることができたことで，「転院してもまた家に
帰れるように頑張る」と今後の療養生活に対する前向きな発
言が聞かれた。C 氏は自宅外出の 4 日後に緩和ケア病棟へ転
院した。 

２．看護実践 
療養場所の選択に葛藤する C 氏，家族に対して緊急入院か

ら転院までの約 1 か月間の看護実践から 3 個の大見出しと 11
個の小見出しが抽出された。（表 1．療養場所の選択に葛藤す
る C 氏，家族に対しての看護実践）。以下大見出しは【 】，
小見出しは≪ ≫で表記する。【患者，夫を支える存在となり，
思いをすり合わせる】は 5 個の小見出し，【「どうにかしてあ
げたい」とジレンマに悩みながら患者，夫と向き合う】は 3
個の小見出し，【今後の療養生活の希望へとつながるように支
援する】は 3 個の小見出しから構成された。以下に経過を追
いながら実践の内容を説明する。 
１）【患者，夫を支える存在となり，思いをすり合わせる】 

これまでの入院では明るく振舞い楽しそうに家族の話をす
ることが多かったC氏だが，緊急入院後カーテンを閉めて「家
に帰りたい，孫に会いたい」と 1 人で泣いている姿がみられ
た。看護師は C 氏を 1 人にさせたくないと思い，ベッドサイ
ドで傾聴し≪孤独に寄り添う≫関わりを行っていた。 

その後，放射線治療が奏効せず，C 氏，夫，娘に 1 回目の
病状説明が行われた。主治医より，今後の療養場所を選択す
る必要があるという説明内容に対し，C 氏は頷きながら話を
聞いているが，自分の希望を発言することはなかった。看護
師は，C 氏は病状説明の場では話せない本心があるのではと
考え，病状説明後，看護師は C 氏の療養場所の希望について
思いを確認した。C 氏は「家に帰りたいけど，トイレに行け
るようになってからじゃないと帰れない。家族に迷惑はかけ
られない。」と話し，≪遠慮して本心を話せない C 氏の理解
者となる≫関わりを行うことで，C 氏の葛藤する思いを引き
出した。C 氏の実の両親は「自分たちが世話をするから，自
分たちのところへ帰ってきてもいい」と話したが，C 氏は実
の両親のもとへ帰ることではなく「自宅へ帰りたい」と話し
た。 

2 回目の病状説明では主治医より転院が提案された。「家に
帰りたい」と話す C 氏に対して，夫は「家に連れて帰れない」
と話した。涙を流しながら訴えた 2 人をみた看護師は，2 人
が納得して選択できるようにと考え，C 氏と夫が 2 人で思い
を話せる場を作ることで≪本音を言えないC氏と夫の間に入
り込む≫関わりを行った。その後，C 氏と夫で話し合いをし
た結果，緩和ケア病棟への転院が決定した。 

C 氏は病状の悪化とともに ADL が低下し，1 日のほとんど
を床上で過ごす状態となった。ベッドサイドで C 氏の思いを
傾聴し対話することで，C 氏の≪孤独に寄り添う≫関わりを
行った。その中で，看護師は，C 氏と家族で決めた転院の選
択は覆さないが≪「家に帰れないことはない」と信念を持っ
て≫C 氏，夫の気持ちが変わって「家に帰る」と意思表示が
あればいつでも支援すると伝えた。C 氏は転院が決定した後
も「家に帰りたい」と看護師が訪室する度に涙を流して話し
たが，夫は「連れて帰りたいけど連れて帰れない」と話した。
看護師は「今ここで帰らなければもう家に帰るタイミングが
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なくなる」「このまま転院し自宅に帰ることができなかったら，
夫は後々，何もしてあげられなかったと，後悔するかもしれ
ない」と C 氏，夫の思いを知っているからこそ，2 人の思い
を叶えることができる方法を考え，自宅外出を提案した。C
氏の「母として娘の誕生日を祝いたい」と希望した娘の誕生
日に外出した。 
２）【「どうにかしてあげたい」とジレンマに悩みながら患者，

夫と向き合う】 
C 氏は緊急入院時，「治療し，酸素をつけて家に帰る」と話

し，放射線治療に期待し，緊急入院する数日前と同じように
生活したいと訴えていた。看護師は，C 氏の「家に帰りたい」
思いをカンファレンスで情報共有し，≪C 氏の思いを叶えた
い≫関わりを行った。また，看護師は，放射線治療が奏効し
ていないことを知りながらも，「放射線治療が終われば呼吸の

辛さもなくなり家に帰れる」と話すC氏の思いを傾聴し≪「ど
うにかしてあげたい」が思いとどまる≫関わりを行った。C
氏は病状が進行し ADL が低下した後も「トイレに行けるよ
うになれば自宅退院できる」と，ADL が自立した状態で退院
したいと話していた。しかし，病状の悪化とともに ADL が
低下し，1 日のほとんどを床上で過ごす状態となったため，
≪無理なことは無理と伝える≫ことで，C 氏が病状を理解し
目標変更できるような関わりを行った。2 回目の病状説明後
は，夫に「家には連れて帰れない」と言われ涙を流す C 氏と，
C 氏にはっきりと「家には連れて帰れない」と話す夫の間で，
看護師はかける言葉が見つからずあえて踏み込んで聞かない
ことで≪「どうにかしてあげたい」が思いとどまる≫関わり
を行った。看護師は，カンファレンスで病状説明後の C 氏や
夫の様子などを情報共有した。 

表 1 療養場所の選択に葛藤する C 氏に対しての看護実践 
大見出し 小見出し 実践内容 
患者，夫を支える
存在となり，思い
をすり合わせる 

遠慮して本心を話せない
C 氏の理解者となる 

緊急入院に戸惑う C 氏が入院を受け入れられるよう「今のタイミングで良
かった」と伝える 
C 氏の緊急入院への気持ちの整理をつけるために思いを傾聴 
思いを吐き出させる意図をもって傾聴 
家族のいる前では本音を言い合えない C 氏の思いを傾聴 
転院に対する思いを傾聴 

孤独に寄り添う 思いを吐き出させる意図をもって傾聴 
床上で過ごす時間が長くなった C 氏が孤独にならないよう思いを傾聴 

「家に帰れないことはな
い」と信念を持って 

転院が決まった後でも「いつでも家に帰ろうと思えば支援する」と伝える 
今帰らなければもう帰れなくなると思い外出を提案 
夫の来院するタイミングを逃さずに「家に連れて帰れない」理由を問う 

夫の辛さを理解し味方に
なる 

C 氏の希望を叶えたいと思うが，介護は無理だと思う夫の負担を考え外出
を提案 
夫が C 氏の思いを叶えてあげられなかったことを後悔しないためにも外出
を提案 
夫になぜ「連れて帰れない」のか問う 
夫の外出を受け入れることへの不安な思いを傾聴 
夫の負担を考え自宅退院をすすめすぎない 

本音を言えない C 氏と夫
の間に入り込む 

病状説明の後，C 氏と夫が 2 人になれる場をつくる 

「どうにかして
あげたい」とジレ
ンマに悩みなが
ら患者，夫と向き
合う 

C 氏の思いを叶えたい C 氏の「家に帰りたい」思いをカンファレンスで情報共有 
夫にはっきりと「家に連れて帰れない」と言われ涙を流す B 氏の思いを傾
聴 
希望を持って放射線治療に臨んでほしいと願い，思いを傾聴 

「どうにかしてあげた
い」が思いとどまる 

C 氏の理解度を考えてあえて踏み込んで聞かない 
夫の負担を考えると何も言えない 
落ち込む C 氏に対してかける言葉が見当たらない 

無理なことは無理と伝え
る 

ADL が自立した状態で家に帰ることを目標とするのは難しいと伝える 

今後の療養生活
の希望へとつな
がるように支援
する 

緩和ケア=死ではないと
実感してもらう 

緩和ケア病棟の見学を提案 

転院先の看護師にバトン
タッチ 

看護サマリで申し送る 

自宅で安心して過ごせる
ための準備 

C 氏や家族が戸惑っていないか思いを確認しながら外出準備 
外出が成功するよう外出準備 
花束で娘の誕生日を祝う提案 
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３）【今後の療養生活の希望へとつながるように支援する】 
夫は緩和ケア病棟に対して最期を過ごす場所というイメー

ジを抱いていた。看護師は緩和ケア病棟への見学を夫に提案
し，緩和ケアという言葉のイメージの誤解を解き，≪緩和ケ
ア＝死ではないと実感してもらう≫関わりを行った。 

外出中の便処置に不安を抱いていた C 氏のために，外出前
に便処置を行うことや鎮痛剤など持参する物品を紙に書いて
渡すこと，介護ベッド，介護タクシーの手配，在宅酸素，吸
入時間の調整など C 氏，家族が当日自宅で安心して過ごせる
ためにはどのような段取りですすめるかを考え≪自宅で安心
して過ごせるための準備≫を行った。C 氏は外出により自宅
で 8 時間過ごすことができ，帰院後に C 氏は孫の写真を嬉し
そうに看護師に見せながら外出中の様子を話してくれた。C
氏から「転院してもまた家に帰れるように頑張る」，夫からは
「また帰ってこられるように在宅酸素や介護ベッドはどうし
たらいいですか」という言葉が聞かれた。 

転院前に自宅外出し C 氏が「家で過ごしたい」という思い
を叶えることができたことで，転院後も C 氏が自宅外出を希
望した際に支援できるように，外出の詳細について看護サマ
リで申し送り≪転院先の看護師にバトンタッチ≫し，転院先
の看護師と連携を行った。 

Ⅵ．考 察 

療養場所の選択に葛藤するがん患者と家族への意思決定支
援における看護実践を振り返り，看護師の支援として【患者，
夫を支える存在となり，思いをすり合わせる】，【「どうにかし
てあげたい」とジレンマに悩みながら患者，夫と向き合う】，
【今後の療養生活へとつながるよう支援する】が明らかに
なった。 
１．【患者，夫を支える存在となり，思いをすり合わせる】 

1 回目の病状説明の場で，それまで，看護師の前では「家
に帰りたい」と話した C 氏が，家族の前では遠慮して本心を
話せない様子をみて，看護師は説明後に思いを傾聴し本心を
聞いた。相手を気遣うからこそ本音を言いづらいと森ら 4）が
述べているように，1 回目の病状説明時には C 氏は家族の前
では遠慮して何も言えず，本音を言えないまま転院の話は進
んだと考える。本心を知っている看護師は，再度，医師や家
族と話し合いの場が必要だと考え，多職種と連携し 2 回目の
病状説明の場を設けた。加利川 5）は，医療者は入院当初から
患者，家族，両者の意思を考慮した病状説明を行っていく必
要があり，看護師は患者，家族の意思を尊重し，アドボケイ
トしていく必要があると述べている。2 回目の病状説明の場
では，療養場所に対して希望の異なる C 氏，家族が思いを話
し合えるよう 2 人きりになれる場をつくることで，互いに思
いを話すことができたと考える。看護師は家族の前では遠慮
して本心を話せないという思いを理解し，さらに C 氏と家族
の間に入り込み思いをつなぎ合わせるコーディネーターの役
割を担うことで互いに本音を言うことができた。 

C 氏が「家に帰りたい」と訴えるも夫は「家に連れて帰れ
ない」と話し，C 氏，家族の思いにずれがあり，双方が納得
して療養場所を決めることが困難であった。C 氏と家族の思
いにずれがある際には，互いが納得してできることをみつけ，
転院が決まった後でも，C 氏の希望を叶えるために，また家
族が後悔しないために外出を提案し支援を行ったことはC氏
や家族が外出という形で「自宅でも過ごすことができる」と
いう意識に変化をもたらし，今後の療養生活への希望につな
がったと考える。 
２．【「どうにかしてあげたい」とジレンマに悩みながら患者，

夫と向き合う】 
柳澤 6）が，終末期患者に関わる看護師は患者の「家に帰り

たい」という意思や希望が叶えられない状況に対して葛藤を
抱くと述べているように，看護師は C 氏と夫の間で，どのよ
うに 2 人の思いを調整するべきか悩み，看護師は「どうにか
してあげたい」が思いを傾聴し支えるのみにとどまった時期
があった。 

エンド・オブ・ライフケアにおけるアドバンス・ケア・プ
ランニング（Advance Care Planning）（以下 ACP）は前もっ
て早い段階から人生の最終段階に向けて，その人にとって大
切なことや譲れないことについて，意思表明し，その明らか
になった意思を大切な誰かに伝えるプロセスである 7）と言わ
れている。看護師はジレンマに悩みながらでも，C 氏が自分
らしい残りの人生を過ごすためにも，傾聴し支えるのみにと
どまらず，入院早期からC氏，家族の価値観や目標を理解し，
計画的に情報収集を行いながら，患者，家族の思いを調整し
ていく ACP の重要性が示唆された。 
３．【今後の療養生活の希望へとつながるように支援する】 

エンド・オブ・ライフケアとは，診断名，健康状態，年齢
に関わらず，差し迫った死，あるいはいつか来る死について
考える人が生が終わる時まで最善の生を生きることができる
ように支援することと定義され 8），その支援には患者の全人
的理解が求められ時間を要する。しかし，我が国では医療費
削減を前提に在院日数が短縮化されてきており，限られた入
院期間の中でその人らしい生活をイメージし関わり支援する
ことは難しくなってきている。

黒田 9）は，終末期がん患者は，それまでと同様の生活や自
分らしい生き方を貫くことで，生きることの意味を見出して
いくと述べている。C 氏は緊急入院時は「早く家に帰って今
まで通りご飯を作ったり孫の面倒をみてあげたい。」と話し，
これまでの入院で明るく楽しそうに家族の話をする C 氏に
とって入院時の「家に帰りたい」に込められた意味は“家に
帰って，自律的に生活しながら母親，嫁，祖母として自分の
役割を全うしたい”であったのではないかと考える。病状の進
行とともに，自律できず自らの役割が果たせない現状を突き
付けられて，1 人で涙を流し葛藤している時期を経過し，C 氏
は外出を提案した際には「家の空間にいるだけでいい」と話
すようになった。また，C 氏の実の両親は，「自分たちのとこ
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ろへ帰ってきてもいい」と話したが，C 氏はこれまで生活し
ていた「家へ帰りたい」と話した。「家で過ごしたい」の意味
は徐々に“これまで通りの自律した生活ができなくても，母親，
嫁，祖母としての役割のある家に帰って，家族と過ごしたい”
へと変化したと考える。今回，看護師は入院早期から C 氏と
の対話を通して C 氏の“家族と過ごすために家に帰りたい”の
意味に気づき全人的に理解し，自宅退院が難しい状況の中，
外出という方法が，C 氏らしく過ごすことができる方法の一
つであると判断した。限られた入院期間の中で，C 氏，夫が
互いに納得できる方法である外出支援を行ったことで，C 氏
と夫の成功体験となり“自宅で過ごすこと”への自信につなげ
ることができたと考える。限られた期間の中でエンド・オブ・
ライフケアを実践するために，早期からその人の生活や人生
に焦点を当て，価値観や思いを理解し，病院から病院，病院
から在宅へと思いをつなげる絶え間ない看護の連携を行うこ
とが今後必要な支援と示唆された。 

Ⅶ．結 論 

１．がん患者と家族への意思決定支援として 3 個の大見出し
【患者，夫を支える存在となり，思いをすり合わせる】【「ど
うにかしてあげたい」とジレンマに悩みながら患者，夫と
向き合う】【今後の療養生活の希望へとつながるように支援
する】を抽出した。 

２．看護師は C 氏の家族の前では遠慮して本心を話せないと
いう思いを理解し，さらに C 氏と家族の間に入り込み思い
をつなぎ合わせるコーディネーターの役割を担うことで互
いに本音を言うことができた。  

３．エンド・オブ・ライフケアにおいて，看護師はジレンマ
に悩みながらでも，早期から C 氏の全体像を捉えた看護を
実践していくことが今後必要な支援として示唆された。4．
C 氏の“家族と過ごす”の意味に気づくことで外出支援を
行ったことは，C 氏と夫の成功体験となり，今後の療養生
活への希望につなげることができた。早期からその人の生
活や人生に焦点を当て，病院から病院，病院から在宅へと
思いをつなげる看護の連携を行うことが今後必要な支援と
して挙げられた。 
本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に

おいて発表した。 
なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな

い。 
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◇ 原 著 ◇ 

橈骨動脈穿刺による心臓カテーテル術後の腫脹対応 
（第 2 報） 

― 簡易版 SMP 使用の効果 ― 

若松美智代1）*，橋本華菜1），根本妃良子1），村上知美1），長山朋美1）

 橈骨動脈穿刺で CAG または治療を受けた患者 169 名を対象に，周径測定部位と周径測定回数を簡易化した橈骨動脈
穿刺用腫脹対応プロトコール（SMP）を用い，看護師が統一した橈骨動脈穿刺部上肢の腫脹の観察と腫脹時に安全な対
応ができるか検証した。TR バンドⓇ初回減圧前の周径測定値が 5％以上拡大を腫脹あり，5％未満拡大を拡大ありと定
義した。腫脹ありの発生件数，腫脹時の対応が適切であるかを判定した。拡大ありと拡大なしの腫脹率をフリードマン
検定した。簡易化した SMP（簡易版 SMP）使用後に看護師にアンケートを行い単純集計した。結果は，腫脹あり 1 名，
拡大あり 37 名，拡大なし 131 名であった。腫脹率は時間の経過に伴い減少，有意差はなかった。腫脹の対応は適切に
できた。周径測定部位は 94％，周径測定回数は 82％の看護師が適切と回答した。簡易版 SMP を用い，看護師は安全に
統一した橈骨動脈穿刺部上肢の腫脹の観察と腫脹時の対応ができた。 

【キーワード】腫脹対応，橈骨動脈穿刺，プロトコール，経皮的冠動脈形成術，心臓カテーテル検査 

Ⅰ．は じ め に 

A 病院では，年間約 1,400 件の経皮的冠動脈形成術（以下
PCI）と心臓カテーテル検査（以下 CAG）が行われている。
PCI と CAG（以下心臓カテーテル術）目的の定期入院が月平
均 100 件あり，循環器病棟以外の病棟にも入院受け入れを依
頼している。A 病院での心臓カテーテル術は，橈骨動脈から
のアプローチが 78％を占めている。横田は，「橈骨動脈アプ
ローチは穿刺が容易であり，かつ止血しやすく苦痛が一番少
ない」1）と述べている。しかし，橈骨動脈は血管径が狭く，カ
テーテルによる損傷リスクがある 2）。また，抗凝固剤や抗血小
板薬を内服している患者が多く，穿刺部の腫脹や出血のリス
クも高い 3）4）。西條らは，橈骨動脈穿刺用腫脹対応プロトコー
ル：Swelling Measure Protocol（以下 SMP）を用いて，PCI
患者の橈骨動脈穿刺部上肢の腫脹の判断ができ，腫脹時に対
応ができたと述べている 5）。SMP の使用を継続していく中で，
周径測定部位と周径測定回数が多いという課題があった。そ
こで SMP を見直し，周径測定部位を 4 箇所から 2 箇所，周径
測定回数を6回から4回に簡易化したSMP（以下簡易版SMP）
を使用して，統一した橈骨動脈穿刺部上肢の腫脹の観察と腫

脹時の安全な対応ができるかを検証した。さらに先行研究 6）

では PCI 患者のみを対象としたが，CAG も PCI 同様の穿刺
方法であるため，今回は CAG 患者も研究対象とした。 
《用語の定義》 

日本心血管インターベンション治療学会認定医を含む循環
器医師 10 名と協議して用語を定義した。 
腫脹あり：止血用押圧具（以下 TR バンドⓇ）初回減圧前を基
準とし，周径測定値が 5％以上拡大した状態。腫脹の状態に
より対応が異なるため，周径測定値が 5％以上～10％未満拡
大した状態を「5％腫脹」，10％以上拡大した状態を「10％腫
脹」とする。 
拡大あり：TR バンドⓇ初回減圧前より周径測定値が，5％未
満に拡大した状態 
拡大なし：TR バンドⓇ初回減圧前の周径測定値と同じもしく
は，減少した状態 

Ⅱ．目 的 

簡易版 SMP を使用し心臓カテーテル術後に携わる看護師
が，統一した橈骨動脈穿刺部上肢腫脹の観察と腫脹時の安全
な対応ができるか明らかにする。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）いわき市医療センター 
＊ E-mail：tatamidaisuki@hotmail.co.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅲ．方 法 

１．期間：2019 年 6 月～12 月 
２．対象：橈骨動脈穿刺で心臓カテーテル術を受ける患者169 名 

上記患者が入院する病棟の看護師 120 名 
３．研究方法 
１）患者の属性：年齢，性別，心臓カテーテル術の種類，抗

凝固剤・抗血栓薬内服の有無，心臓カテーテル術の使用シー
ス号数，PCI 後のヘパリン投与の有無。 

２）簡易版 SMP の作成 
（1）SMP を基に，腫脹の定義や腫脹時の対応，医師への報告

基準を循環器医師と協議し，SMP の簡易化を行った（図 1）。
（2）周径測定部位は，先行研究 7）で腫脹の発生が見られた TR

バンドⓇ直下（以下 A 点）と，A 点と肘窩の中間点（以下
B 点）の 2 点とした。 

（3）先行研究 8）では入院時に看護師が，TR バンドⓇのサンプ
ルを手関節に仮装着し，A 点・B 点の位置に印を付け，周
径測定の準備をした。しかし，橈骨動脈穿刺後に医師が装
着する TR バンドⓇは，仮装着時と同一位置にならず，周径

測定部位がずれることがあった。そのため，TR バンドⓇ初
回減圧前に前腕の周径測定部位 A 点・B 点に油性ペンで直
接印をつけた。TR バンドⓇ除去後に，油性ペンの印は，温
タオルで拭きとった。 

（4）先行研究 9）には，PCI 帰室 2 時間以内は，腫脹発生を予
測した観察を行う必要があると示されている。そのため，
周径測定回数は，TR バンドⓇ初回減圧前，帰室 1 時間後，
帰室 2 時間後，翌日 TR バンドⓇ除去時の 4 回とした。帰
室 1 時間後，帰室 2 時間後に周径測定値の拡大があった場
合は，SMP と同様に帰室 4 時間後，帰室 6 時間後も追加
し，6 回の周径測定を行った。 

（5）5％腫脹と 10％腫脹がすぐに判断できるように，TR バ
ンドⓇ初回減圧前の周径測定値を基準に算出した値を簡易
版 SMP 用紙へ記入した。 

（6）腫脹時の対応は，先行研究 10）ではサポーテックスⓇを使
用していた。統一した圧迫固定を行うため，弾力包帯に描
かれている三角形のガイドに合わせ 1/2 巻き重ねることで，
均一な力で圧迫固定ができるエラスコットテンションガイ
ドⓇ3 号（以下エラスコット）に変更した。 

測定部位

 

   

   

   

エ スコットの使用方法

  

 

 

 

 

  

 

 

 

図 1 簡易版 SMP 
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（7）拡大時の対応 
【拡大あり】 
①圧迫固定や挙上は不要とする。 
②周径測定は帰室 4 時間後・帰室 6 時間後を追加する。 
【5％腫脹】 
①B 点以下での腫脹時は，肘窩までエラスコットを巻く。 
②B 点を超えて腫脹した場合は，上腕中央までエラスコット

を巻く。 
③腫脹した上肢は枕を使用し挙上する。 
④周径測定時間毎にエラスコットを外し，周径測定を実施し，

周径測定後は再度エラスコットのまき直しをする。 
⑤周径測定は帰室 4 時間後・帰室 6 時間後を追加する。 
【10％腫脹】 
①主治医へ報告し，指示を確認する。 
②その後の周径測定は中止とする。 
③TR バンドⓇ最終減圧より 12 時間以上経過後の TR バンドⓇ

除去時に周径測定をする。 
（8）簡易版 SMP 用紙の作成 
①A4 版用紙 1 枚に作成した。 
②用紙の下部に周径測定用の紙メジャーを載せ，患者毎に測

定できるよう，用紙から切り離して使用した。 
３）簡易版 SMP 用紙の使用方法 

（1）病棟看護師と血管撮影室看護師に簡易版 SMP 用紙の使
用方法を 20 分程度で説明した。 

①TR バンドⓇ初回減圧前の周径測定は，血管撮影室看護師と
病棟看護師の 2 名により，血管撮影室で実施する。 

②TR バンドⓇ初回減圧前の A 点・B 点の周径測定値を基準
点とし，その後の変化がわかりやすいよう紙メジャーに直
接印をつける。 

③簡易版 SMP の測定指定時間に添って周径測定し，周径測
定値を用紙に記入する。 

④TR バンドⓇ初回減圧前の周径測定値を基に計算式で算出
した 5％腫脹，10％腫脹の値を用紙に記入し比較する。 

⑤測定値が 5％腫脹，10％腫脹の値より大きい場合は，簡易
版 SMP に基づき対応する。 

４）看護師のアンケート作成 
（1）属性：看護師の経験年数 
（2）周径測定部位，周径測定回数は，「多い」「適切」「少ない」

の 3 択で回答を求めた。 
（3）簡易版 SMP 使用による「腫脹時の観察」「腫脹時の判断」

「腫脹時の対応」「医師への報告の判断」は，「できた」「で
きない」の 2 択で回答を求めた。 

（4）簡易版 SMP を使用して良かった点は，「初回測定を血管
撮影室で実施」「紙メジャーの使用」「周径測定箇所」「腫脹
時の数値の記載」「周径測定部位の写真を掲載」「周径測定
回数」「特にない」の 7 項目から複数回答可とした。 

（5）簡易版 SMP についての意見・感想は自由記載とした。 

５）アンケートの実施 
アンケートの回答は，簡易版 SMP を使用し，患者の周径

測定を実施した病棟看護師とした。簡易版 SMP 開始後 6 か
月目にアンケートを配布，無記名で回答後，厳封の上，回収
箱に投函とした。回収箱は，14 日間留め置き法とした。 
４．分析方法 
１）対象患者の属性は，心臓カテーテル術の種類別にまとめ，項

目毎に「腫脹あり」，「拡大あり」の発生率をまとめた。さ
らに，心臓カテーテル術別「腫脹あり」，「拡大あり」の発
生率を Fisher の正確確率検定で比較した（p＜0.05）。 

２）簡易版 SMP 使用による腫脹の評価をした。 
（1）腫脹の発生件数をまとめた。 
（2）「腫脹あり」は腫脹が拡大しなければ，対応が適切である

と判定した。 
（3）「拡大あり」と「拡大なし」は，A 点・B 点における TR

バンドⓇ初回減圧前を基準とし，帰室 1 時間後・帰室 2 時
間後，TR バンドⓇ除去時の周径測定値から腫脹率を算出，
フリードマン検定を実施した（p＜0.05）。 

３）看護師へのアンケート結果は，全項目回答を有効回答と
し，単純集計した。自由記載は類似した内容にまとめた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，いわき市医療センター倫理委員会で承認を得た。
SMP 開発者に研究使用の許可を得た。橈骨動脈穿刺で心臓カ
テーテル術を受ける患者と対象患者が入院する病棟の看護師
に，研究の趣旨，プライバシーの保護，参加は自由意思であ
り，協力拒否による不利益は生じない，得られた結果は本研
究以外で使用しないこと，データは量的に処理され個人が特
定されないこと，データは鍵のかかる保管庫に 5 年間保管後，
廃棄することを口頭と文章で説明した。患者には腫脹増強時
は医師へ報告し，速やかに対処すること，腫脹の評価に用い
る測定位置には，油性ペンで直接皮膚に印を付けることを口
頭と文章で説明し，同意を得た。看護師には，アンケートは
無記名，厳封後に設置した回収箱自由投函により同意とした。

Ⅴ．結 果 

１．患者の属性（表 1） 
対象患者 169 名のうち，PCI 患者は 62 名（36.6％），CAG

患者は 107 名（63.3％）であった。以後 PCI 患者，CAG 患者
の順に述べる。平均年齢は，70.8±10.8 歳，68.1±11.3 歳，性
別は男性 45 名（72.6％），77 名（72.0％），女性 17 名（27.4％），
30 名（28.0％）であった。抗凝固剤の内服ありは，1 名（1.6％），
7 名（6.5％），抗血小板薬の内服ありは，55 名（88.7％），67
名（62.6％）であった。抗凝固剤・抗血小板薬ともに内服あり
は，0 名，4 名（3.7％），抗凝固剤・抗血小板薬の内服なしは，
6 名（9.7％），29 名（27.1％）であった。心臓カテーテル術で
使用されたシースの号数は，4Fr.は，2 名（3.2％），105 名
（98.1％），6Fr.は，54 名（87.1％），1 名（0.9％），7Fr.は，5
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名（8.1％），1 名（0.9％），8Fr.は，1 名（1.6％），0 名であっ
た。心臓カテーテル術後のヘパリン使用は，1 名（1.6％），1
名（0.9％）であった。 
１）心臓カテーテル術別「腫脹あり」｢拡大あり｣の発生率（表 2） 

PCI 患者 62 名のうち，「腫脹あり」は，1 名（1.6％），「拡
大あり」は患者 22 名（35.5％）であった。CAG 患者 107 名の
うち，「腫脹あり」は 0 名，「拡大あり」は 30 名（28.0％）で
あった。PCI 患者と CAG 患者の「腫脹あり」，「拡大あり」の
発生率に有意差はなかった。また，「拡大なし」においても有
意差はなかった。 
２）薬剤別「腫脹あり」「拡大あり」の発生率（表 3） 

抗凝固剤の内服あり 8 名（4.7％）のうち，｢腫脹あり｣は 0

名，「拡大あり」は 1 名（0.6％）であった。抗血小板薬の内服
あり 122 名（72.2％）のうち，｢腫脹あり｣は 1 名（0.6％），「拡
大あり」は 35 名（20.7％）であった。抗凝固剤・抗血小板薬
ともに内服あり 4 名（2.4％）のうち，「腫脹あり」は 0 名，
「拡大あり」0 名であった。抗凝固剤・抗血小板薬の内服な
し 35 名（20.7％）のうち，「腫脹あり」は 0 名，「拡大あり」
は 16 名（9.5％）であった。 
３）心臓カテーテル術の使用シース号数別「腫脹あり」「拡大

あり」の発生率（表 4） 
4Fr.107 名（63.3％）のうち，「腫脹あり」は 0 名，「拡大あ

り」は 30 名（17.8％）であった。6Fr.55 名（32.5％）のうち，
「腫脹あり」は 1 名（0.6％），「拡大あり」は 20 名（11.8％）

表 1 患者の属性 

表 2 心臓カテーテル術別「腫脹あり」「拡大あり」の発生率 

表 3 薬剤別「腫脹あり」「拡大あり」の発生率 

表 4 心臓カテーテル術の使用シース号数別「腫脹あり」「拡大あり」の発生率 

1 9

 2  107

    70 8 10 8     8 1 11 3

  45  72     77  72 0

    17  27 4     30  28 0

     1    1      7    5

    55   38 7     7   2

         0      4    3 7

        9 7     29   27 1

4      2    3 2    105   98 1

    54   87 1      1    0 9
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     1    1  1    0 9後

        2           107

      1 1 0
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 8 4 7       0 1 0
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 4 2 4       0        0

 35 20 7       0 1  9 5
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であった。7Fr.6 名（3.6％）のうち，「腫脹あり」は 0 名，「拡
大あり」は 1 名（0.6％）であった。8Fr.1 名のうち（0.6％）
「腫脹あり」は 0 名，「拡大あり」は 1 名（0.6％）であった。 
４）「腫脹あり」「拡大あり」患者の背景（表 5） 

「腫脹あり」の PCI 患者 1 名は，抗血小板薬の内服があり，
使用したシースは 6Fr.であった。「拡大あり」の PCI 患者 22
名は，抗凝固剤の内服あり 1 名（4.5％），抗血小板薬の内服
あり 20 名（90.9％），抗凝固剤・抗血小板薬の内服なし 1 名
（4.5％），使用したシースは，4Fr.1 名（4.5％），6Fr.19 名
（86.4％），7Fr.1 名（4.5％），8Fr.1 名（4.5％）であった。CAG
患者 30 名は，抗血小板薬の内服あり 15 名（50.0％），抗凝固
剤・抗血小板薬の内服なし 15 名（50.0％）であった。使用し
たシースは，4Fr.29 名（96.7％），6Fr.1 名（3.3％）であった。 
２．腫脹発生後の経過 

腫脹した患者1名のA点初回減圧前の周径測定値は17.3cm，
帰室 1 時間後 17.8cm（+2.8％），帰室 2 時間後 18.5cm（+6.9％）
に拡大した。簡易版 SMP に基づき，帰室 2 時間後からエラ
スコットを A 点より肘窩まで 1/2 巻き重ねにした。枕を使用
し腫脹した上肢を挙上した。その後，周径測定値は，帰室 4
時間後 18.1cm（+4.6％），6 時間後 18.1cm（+4.6％），翌日の
TR バンドⓇ除去時 18.0cm（+4.0％）に減少した。TR バンドⓇ

除去後も A 点・B 点は「拡大なし」で経過した。

３．｢拡大あり」の腫脹率（表 6） 
PCI 患者の「拡大あり」は 22 名，A 点の腫脹率は，帰室 1

時間後 0.0±1.1％，帰室 2 時間後-0.3±1.7％，TR バンドⓇ除去
時-0.3±2.6％であった。B 点の腫脹率は，帰室 1 時間後 0.1±
0.6％，帰室 2 時間後 0.2±2.1％，TR バンドⓇ除去時 0.0±3.0％
であった。CAG の患者の｢拡大あり」は 30 名，A 点の腫脹率
は，帰室 1 時間後 0.4±1.4％，帰室 2 時間後 0.2±1.6％，TR
バンドⓇ除去時-0.1±2.4％であった。B 点の腫脹率は，帰室 1
時間後 0.5±1.1％，帰室 2 時間後 0.4±1.6％，TR バンドⓇ除
去時 0.0±2.3％であった。帰室 1 時間後，帰室 2 時間後，TR
バンドⓇ除去時の腫脹率に有意差はなかった。時間の経過と
ともに，周径測定値が除々に縮小し，TR バンドⓇ除去時には
「拡大なし」となった。 
４．｢拡大なし」の腫脹率（表 7） 

PCI 患者の「拡大なし」は 39 名，A 点の腫脹率は，帰室 1
時間後-0.3±1.3％，帰室 2 時間後-0.5±1.3％，TR バンドⓇ除去
時-1.3±2.3％であった。B 点の腫脹率は，帰室 1 時間後-0.9±
1.6％，帰室 2 時間後-1.1±2.1％，TR バンドⓇ除去時-1.3±2.1％
であった。CAG の患者の「拡大なし」は 77 名，A 点の腫脹
率は，帰室 1 時間後-0.4±1.4％，帰室 2 時間後-0.5±1.5％，TR
バンドⓇ除去時-0.9±2.0％であった。B 点の腫脹率は，帰室 1
時間後-0.4±1.3％，帰室 2 時間後-0.5±1.4％，TR バンドⓇ除去

表 5 「腫脹あり」「拡大あり」の患者の背景 

表 6 「拡大あり」の腫脹率 

表 7 「拡大なし」の腫脹率 
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時-0.9±1.5％であった。帰室 1 時間後，帰室 2 時間後，TR バ
ンドⓇ除去時の腫脹率に有意差はなかった。時間の経過とと
もに，周径測定値が除々に縮小した。 
５．看護師のアンケート結果 
１）アンケートの回答者数は 105 名，回収率は 88％，有効回

答者数は 97 名，有効回答率 92％であった。 
２）看護師の経験年数は 13.3±11.6 年だった。 
３）「周径測定部位」は，91 名（93.8％）が適切であると回答，

「周径測定回数」は 81 名（83.5％）が適切であると回答し
た（図 2）。 

４）「腫脹の観察」96 名（98.9％），「腫脹の対応」76 名（78.3％），
「医師への報告の判断ができた」79 名（81.4％）ができた
と回答した（図 2）。 

５）簡易版 SMP を使用して良かった点は，「初回測定を血管
撮影室で実施」58 名（59.8％），「紙メジャーの使用」39 名
（40.2％），「測定箇所」32 名（33.0％），「腫脹時の数値の記
載｣29 名（29.9％），「周径測定部位の写真を掲載｣26 名
（26.8％），「測定回数｣14 名（14.4％），「特にない」9 名（9.3％）
であった（図 3）。 

図 2 簡易板 SMP を使用した看護師のアンケート結果 

図 3 簡易版 SMP を使用して良かった点 
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6）自由記載の回答では，「腫脹がなかったので対応できるか
わからない」という意見が 21 件あった。「簡易版 SMP に
沿って対応できた」が 8 件，「勤務を交代しても統一した正
しい判断ができると思う」が 5 件あった（表 8）。 

Ⅵ．考 察 

１．周径測定部位の簡易化 
簡易版 SMP は，TR バンドⓇ初回減圧前の周径測定値を基

準としている。TR バンドⓇ初回減圧は血管撮影室看護師から
病棟看護師に申し送る時に行った。A 点・B 点の周径測定部
位の印と基準点となる周径測定値は，TR バンドⓇ初回減圧前
に血管撮影室看護師と病棟看護師の 2 名で，確認しながら行
うことができた。そのため，周径測定部位がずれることなく，
正確に測定できたと考える。 

「5％腫脹」した患者は，帰室 1 時間後の周径測定で，A 点
の周径測定値が腫脹していると判定し，簡易版 SMP に沿っ
た処置を行い，腫脹は軽減した。肘窩と A 点の中間である B
点の周径測定値は拡大することなく経過した。この経過から，
2 カ所の測定で腫脹の観察と腫脹時の対応が可能であること
がわかった。また，看護師の 91％が周径測定部位を 4 カ所か
ら 2 カ所に簡易化したことを適切としている。周径測定部位
の簡易化による腫脹の観察は安全であり，周径測定にかかる
時間が短縮でき，看護師の業務を軽減させることができた。
また，周径測定部位を減少させたことで，患者上肢の油性ペ
ンの印が減り，患者の負担も軽減することができたと考える。
２．周径測定回数の簡易化 

「腫脹」した患者の A 点の周径測定値は，帰室 1 時間後に
2.8％に拡大，帰室 2 時間後に 6.9％に拡大した。先行研究 11）

で示されたように，帰室 2 時間後までは腫脹を予測した観察
が必要であることが明らかになった。5％腫脹した時点で，圧
迫や挙上の処置が開始され，追加測定となった帰室 4 時間後
からは拡大の割合が 5％未満に減少し，再拡大することなく
経過した。 

「拡大あり」の患者は，時間の経過とともに腫脹率は減少，
TR バンドⓇ除去時に A 点・B 点の周径測定値の拡大は見ら
れなかった。圧迫や挙上による処置は行わず，SMP と同様
に周径測定回数を帰室 4 時間後と帰室 6 時間後に実施したこ
とで腫脹率の減少を確認しながら，腫脹の観察と判断ができ
た。 

「拡大なし」の患者は，時間の経過とともに腫脹率は減少，
TR バンドⓇ除去時に A 点・B 点の拡大はみられなかった。
以上のことから，帰室 1 時間後と帰室 2 時間後の周径測定値
が「拡大なし」の場合は，帰室 4 時間後・帰室 6 時間後の周
径測定を行わずに，周径測定回数を 4 回に簡易化させても安
全であることが確認された。また，看護師の 81％が周径測定
回数を 6 回から 4 回に簡易化したことを適切としている。帰
室 1 時間後・帰室 2 時間後の周径測定値が，その後の周径測
定実施の判断基準になることを簡易版 SMP で示すことがで
きた。 
３．腫脹の判断方法の可視化 

看護師の 99％が腫脹の観察ができた，95％は腫脹の判断が
できたと回答している。周径測定に紙メジャーを使用し，周
径測定値に直接印をつけたことにより，周径測定部位の変化
が一目で分かり，周径測定値の拡大の判断が速やかにできた
と考える。また，簡易版 SMP 用紙には，TR バンドⓇ初回減
圧前の周径測定後に，「5％腫脹」と「10％腫脹」を判断する
ための計算式を載せた。算出された値と周径測定値を比較す
ることで，「5％腫脹」「10％腫脹」「拡大あり」の判断が迅速
にできた。「5％腫脹」と「10％腫脹」を計算し，数値化する
ことで判断方法の可視化ができ，その後の対応に繫なげるこ
とができたと考える。 
４．用具の変更 

腫脹時使用する圧迫帯をエラスコットに変更した。包帯に
描かれている三角形のガイドに沿って，一定の圧をかけなが
ら圧迫することができ，看護師の経験知に関係なく，統一し
た対応ができた。看護ケアの質を保つためには，適切な用具
の選択が必要である。 
５．簡易版 SMP の安全性 

岩下らは，「自施設にあったプロトコールを作成し実施する
ことで，介入方法の標準化が可能になる」12）と述べている。
今回，SMP をもとに，周径測定部位と周径測定回数の簡易化，
腫脹の判断方法の可視化，用具の変更を行った。SMP の対象
は PCI を受ける患者であったが，本研究では CAG を受ける
患者も対象とした。橈骨動脈穿刺による穿刺部上肢の「拡大
あり」は，心臓カテーテルの術式，抗凝固剤・抗血小板薬内
服の有無，使用したシースの号数とは関連無く発生した。そ
のため患者背景にとらわれず，全ての患者に簡易版 SMP を
使用することで，看護師の勤務交代や経験知が影響すること

表 8 簡易板 SMP についての意見・感想 
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なく，統一した橈骨動脈穿刺部上肢の腫脹の観察と腫脹時の
安全な対応ができたことが明らかになった。 
６．研究の限界 

対象患者における心臓カテーテル術別の｢腫脹あり｣，｢拡大
あり｣の発生率に有意差はなかった。しかし，抗凝固剤・抗血
小板薬の内服状況，心臓カテーテル術後のヘパリン投与の有
無，心臓カテーテル術の使用シース号数における患者背景が
異なっていた。さらに，内服薬や治療中の薬剤投与量，心臓
カテーテル実施時間などの詳細な背景をもとにした検証には
至らなかったことが今回の研究の限界である。 

Ⅶ．結 論 

簡易版 SMP を使用することで，看護師は心臓カテーテル
術後の統一した橈骨動脈穿刺部上肢の腫脹の観察と腫脹時の
安全な対応ができた。 

本論の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会にお
いて発表した。本論文に関して，開示すべき利益相反関連事
項はない。 

Ⅷ．引 用 文 献 

1） 横田光俊：日ごろの“？”をまとめて解決 循環器ナースの
ギモン（1），照林社，p.55，2017． 

2） 大八木秀和：まるごと図解 循環器疾患，照林社，p38，2018 
3） 塩見紘樹：冠動脈ステント留置患者の抗血栓薬の使い方，

レジデントノート，（24），p.963-971，2022． 
4） 西條正子，鈴木由美子，内山聡美，他：経皮的冠動脈形成

術後の腫脹時の対応-橈骨動脈穿刺用プロトコール使用の
効果-，第 48 回日本看護学会論文集（急性期看護），p.34-
37，2018． 

5） 前掲論文 4）p.37． 
6） 前掲論文 4）p.34． 
7） 前掲論文 4）p.34． 
8） 前掲論文 4）p.34． 
9） 前掲論文 4）p.37． 

10） 前掲論文 4）p.34． 
11） 前掲論文 4）p.37． 
12） 岩下裕美，吹田奈津子：痛みの管理，重症集中ケア，18（4），

p.12，2019． 



― 18 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

◇ 原 著 ◇ 

多職種連携教育における 
SA（Student Assistant）が抱いた思い 

― KJ 法による図解 ― 

伊藤直子1）*，森田恵子1），白戸亮吉2），根岸哲也3）

 多職種連携教育（IPE）に上級学年を SA として採用し，SA が抱いた思いについて明らかにすることを目的とした。
SA6 名にインタビューを行い，KJ 法を用いた構造化・図解化により IPE における SA が抱いた思いについて考察し
た。【さじ加減は難しい】【1 年生のために思案する】【指導する側の視点に気づき，フォーカスを合わせる】【特性に合
わせた対応を考える】【指針が欲しい】【礼儀を意識する】【4 年生としてのプライド】【他の学科専攻（4 年生）からイ
ンスパイアされる】【SA 同士で評価する】の 9 つの概念を見出した。 
 SA という立場の変化を経験した 4 年生は，後輩のために思案し試行錯誤しながら，他学科専攻の学生からインスパ
イアされ自己の専門性が意識化された。就業前の 4 年次に IPE を通して SA を経験した学生は，多職種と連携・協働す
る意識が育まれ，卒業後に多職種連携を推進する人材として活躍し，さらに後輩の育成に寄与できるものと考えられ
た。 

【キーワード】多職種連携教育/演習，看護基礎教育，スチューデント・アシスタント（Student Assistant：SA），KJ 法 

Ⅰ．は じ め に 

厚生労働省は，少子高齢化・核家族化の進展，医療・介護
提供体制の強化などの課題をふまえ，高齢者等が可能な限り
住み慣れた地域で，自分らしい暮らしを人生の最期まで続け
ることができるよう，地域包括ケアシステムの構築について
提唱・推進している 1）。また，継続的な在宅医療・介護の提
供のためには，関係機関が連携し多職種協働により在宅医療・
介護を一体的に提供できる体制構築の必要についても提言が
なされている。世界保健機関（WHO）は，ユニバーサル・ヘ
ルス・カバレッジ（UHC）を健康，保健戦略の中心に掲げ，
保健医療資源の乏しい地域における限られた保健人材の有効
活用と良いコミュニケーションに支えられた多職種連携の必
要を述べており 2），地域の保健・福祉分野における多職種連
携は，より重要視されている。 

さらに，医療の高度化・複雑化，多様な医療ニーズに応じ
る必要性などにより，患者中心の医療を的確・効率的に提供
することを目的として，多様な専門職種・部門・機関が協働・
連携する機会が増えている。医療分野においても多職種間で

情報や目的を共有し，互いに連携し合う力を養うことがます
ます求められている。医療職をめざす大学の学部・学科の高
等教育においては，多職種連携に関する知識や能力を養うた
めに，多職種連携教育（Inter Professional Education；以下
IPE）を就業前に行う必要性が提唱され，国内外の多くの教育
機関においてその成果が報告されている 3）。 

著者らは IPE について継続的に検討を行い，これまでに授
業アンケートによる学生評価の実施 4），演習前後における医
療系大学 1 年生のコミュニケーション・スキルの変化 5）につ
いて報告を行っている。演習プログラムの経験により自己主
張や表現力等のコミュニケーション・スキルは向上したが，
他者受容の項目ではほとんど変化がみられず，1 年次の限ら
れた演習回数では他者受容の共感性には大きな変化を及ぼす
までには至らないことが考えられた。 

IPE は初年次生を対象とした導入的な教育だけではなく，
多年次積み上げ式等の段階的に学習ができる内容の検討が必
要であると考えられた。まず全学科専攻の上級学年への IPE
の実施について検討を行ったが，カリキュラム編成上の問題
があり上級学年全体への導入は見合わせた。そこで 1 年次に
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© 2023 Japanese Nursing Association 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 19 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

チ ー ム 医 療 演 習 を 履 修 し た 上 級 学 年 を SA （ Student 
Assistant; 以下 SA）として採用し，新たに 4 年生の学習機会
の設定を試みることとした。 

近年，SA や TA（Teaching Assistant; 以下 TA）などの
教育補助者は大学で広く導入されるようになり，その効果に
ついて報告されている。SA や TA の導入がもたらす教育的
効果は 2 つに捉えられるといわれ，第 1 は受講学生にもたら
される効果，第 2 は SA や TA を担当した学生にもたらされ
ると報告されている 6）。特に 1 年次に IPE を受講した 4 年生
は，SA として関わることにより多職種連携に関する新たな
学びや知見を得て，さらに assistant としての経験が将来臨床
の場で担う指導的・教育的役割について先行的に学べるので
はないかと考えた。 

そこで本研究では，医療系大学における多職種連携教育科
目に上級学年を SA として採用し，その役割を経験した SA
が抱いた思いについて明らかにすることを目的とした。SA
という役割を経験した学生は，多職種と連携・協働する意識
が育まれ，卒業後に多職種連携を推進する人材，および臨床
の場において指導者としての役割を果たすことが期待され，
今後の人材育成に寄与できるものと考える。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，医療系大学における多職種連携教育科目
の SA という役割を経験した 4 年生が抱いた思いについて明
らかにすることであり，これにより多職種連携教育における
課題と可能性について検討・提言することを研究の意義とし
た。 

Ⅲ．方 法 

１．多職種連携教育の概要 
多職種連携教育は，1 年次後期の必修科目「チーム医療演

習」（15 回）にて実施され，診療放射線学科，リハビリテー
ション学科（理学療法学専攻・作業療法学専攻），看護学科，
臨床工学科の 4 学科 2 専攻の 1 年生全員を学科横断して混合
編成し 1 グループ 6 名による演習を行った。4 年生 SA につ
いては，授業開講前に各学科長・専攻長に推薦を依頼し計 22
名を選出した。SA の役割は進行を含めた積極的な学習支援
とし，演習開始前にオリエンテーションおよび教育学に関す
る学習会を 1 回実施した。SA1 名が 3 グループを教員と共に
担当し，6～9グループで 1つになったブロックに配置された。
２．インタビュー調査 

90 分のグループ演習 5 回と最終発表会 1 回のすべての回に
参加した SA 13 名中，研究参加に同意が得られた 6 名を対象
とした。インタビューガイドを用い，①SA を行うことにより
得られたこと，②SA を行うことで困ったこと，③望むことに
ついて自由に語ってもらった。インタビュー調査は，授業終
了後の 2018 年 12 月から 2019 年 1 月の期間に実施した。 

３．KJ 法 
KJ 法は，民族地理学者・川喜田二郎の創案による「渾沌を

して語らしめる」方法であり，収集した情報を創造的に発想
し統合することにより渾沌としたデータ群を構造化し，その
本質をシンボリックに明らかにすることができる 7），8）。本研
究の目的は，多職種連携教育科目の SA という役割を経験し
た 4 年生の多様な語りから思いの本質を明らかにすることで
あるため，既成の概念による分類や研究者の恣意的な解釈に
よるのではなく，対象者から取材したデータそのものに語ら
せる KJ 法が適切であると判断し用いた。 
４．KJ 法の手順 

まず逐語録を熟読し，その全体感を背景として適切に単位
化・圧縮化することでラベル化する。それらを模造紙に配置
し「探検ネット」と呼ばれる図解を作成し全体感を把握した
上で「多段ピックアップ」という技法により精選したラベル
を元ラベルとして狭義の KJ 法を行う 9）。KJ 法は「広義の KJ
法」と「狭義の KJ 法」に大別され，「狭義の KJ 法」はラベ
ル群をグループ編成によって統合し，図解化，叙述化する以
下の一連の作業を指すが，「広義の KJ 法」では，その前提と
なる取材の技法や「狭義の KJ 法」を累積的に活用する「累
積 KJ 法」の技法なども含める。 

狭義の KJ 法では，ラベルを記載した際の主題をもとにま
ずラベルの質の近さを吟味し 2～3 個程度のセットになるラ
ベルと「一匹狼」と呼ばれる 1 個のラベルを確定する。ラベ
ルのセットは，ポジティブ・ネガティブな言葉で示されてい
るラベルについての分類ではなく，川喜田 10）の事実やその情
報の語りかけの本質に素直に耳を傾け「異質なデータを統合
する」ように行った。セットしたラベルには「表札」と呼ば
れる統合概念を文章として示す。その後，ラベルと表札をグ
ループ編成し，最終的に 10 束以内のグループになるまで統
合を繰り返し，模造紙に各グループの全体感を背景に配置し
て図解化する。図解上では統合されたラベル群のグループは
「島」として表現され，最終統合の各島には「シンボルマー
ク」と呼ばれる象徴概念が与えられ島同士の関係線によって
構造を明らかにする 11）。そして図解全体のタイトルを考案し，
図解をもとに叙述化を行う。 
５．本研究における信頼性及び妥当性の確保 

分析は KJ 法研修を修了した経験者を含め研究者ら 3 名で
行い，上述の多段ピックアップを行う際には，1 回目のピッ
クアップ，2 回目のピックアップ，最後のピックアップと繰
り返し，どうしても拾いたいものだけを抽出するよう再現性
を確保した。加えて図解化においては，研究者間の合意が得
られるまで検討を行った。 

また，妥当性を確保するためにラベルの完成から構造化・
図解化までの過程において KJ 法の教育者である霧芯館－KJ
法教育・研修－主宰・川喜田晶子氏のスーパーバイズを受け
た。 
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Ⅳ．倫理的配慮 

本研究の実施にあたり大学の研究倫理委員会の承認を得た
（承認番号 2018022）。調査開始にあたり研究対象者として選
定された理由，インタビュー内容を IC レコーダーに録音する
こと，データの管理と個人情報の管理について，研究成果の公
表の承諾等について口頭と文書で説明し，同意書への署名を
得た。なお，研究協力の同意を得る際には，協力は任意であり
特に研究対象者の成績や学習上の利害に関係するような暗示
がないよう配慮し，協力を断った際に一切の不利益を被らな
いことを加えて説明した。インタビューの場所は他者の出入
りのない面談室を利用し，インタビュー内容が他者に漏洩し
ないこと，およびプライバシーが守られるよう配慮した。 

Ⅴ．結 果 

逐語録からラベル 148 枚を作成し，KJ 法の手順に従い研
究者 3 名でラベル化，多段ピックアップ法の過程を経てラベ
ル 50 枚を精選し，第 1 段階で 16 の表札を見出した。第 2 段
階において 9 つの島に統合し，その後全体の関係性を構造化
及び図解化した結果を図 1 に示す。各島の中心となる象徴概
念（シンボルマーク）を【 】として示し，図の中で文章末
尾に①があるものは第 1 段階の統合における表札，②は第 2
段階統合における表札『 』とした。また，島同士の関係性
には，相互関係（⇔），波及（））））反対（＞―＜）を用いて示
した。 

【さじ加減は難しい】【1 年生のために思案する】【指導す
る側の視点に気づき，フォーカスを合わせる】【特性に合わせ
た対応を考える】【指針が欲しい】【礼儀を意識する】【4 年生
としてのプライド】【他の学科専攻（4 年生）からインスパイ
アされる】【SA 同士で評価する】の 9 つを見出し，図のタイ
トルは，「SA という立場の変化によるインスパイアから多職
種連携の意識と行動が生まれる」とした。以下，SA が抱いた
思いを以下 1～9 で述べる。 
１．【さじ加減は難しい】 

演習中に「自分たちで完結して“あっ大丈夫です”とするグ
ループには困った」や「せっかく盛り上がってきた空気を，
叱ってだめにしちゃうのも良くないと思い騒いでいる子に怒
れなかった」という『グループの空気次第では対処できない
自分を自覚する』場面がある一方で，関わり方によっては『丸
呑みしたかのような 1 年生の反応に自分の影響力の怖さを感
じた』と『関わり方の塩梅が難しい』と押したり引いたりす
る対応に苦慮していることが示されていた。この島のラベル
数は他の島に比べて多く抽出された。 
２．【1 年生のために思案する】 

演習では『改善のためのポイントを思案したり共有したり
した』などの関わりから『自分が経験したからこそ 1 年生の
気持ちがわかる』と，まず初めに 1 年生目線で何ができるか
思案したことが示された。 

３.【指導する側の視点に気づき，フォーカスを合わせる】 
1 年生のために思案することにより『教える側の視点に気

付いた』『対応に余裕ができてフォーカスを変えることができ
る』変化が示され，SA という指導的立場からの視点の発言が
みられた。 
４．【特性に合わせた対応を考える】 

1 年生への関わりの中で『性差に合わせて対応を変える必
要を感じた』『個人や集団の違いに気づき対応を考えた』とい
う対応が示され，関わり方の方法を考えていたことがわかる。
５．【指針が欲しい】 

1 年生のために思案しながらも，SA は自己で裁量できる範
囲がわからないことや柔軟に対応することが難しいために
【指針が欲しい】と望んでいた。 
６．【礼儀を意識する】 

1 年生への関わりを続ける中で，1 年生の反応から『医療に
関わる者としての礼儀を意識した』と【礼儀を意識する】機
会となる。 
7．【4 年生としてのプライド】 

1 年生とのやり取りを通して，SA は 4 年生という立場から
『どう思われているのか不安になり強がってしまう』，『SA
でもできることはなるべくやらせてほしい』と思い，【4 年生
としてのプライド】が示され，【指針が欲しい】の島とは反対
の関係となった。 
８．【他の学科専攻（4 年生）からインスパイアされる】 

1 年生への指導にあたり SA と関わり『他の学科専攻の 4
年生からインスパイアされ自分の専門性を見つめ直した』と
自己の専門性が意識化される機会となっていた。1 年生のた
めに SA らが思案することから波及した関係を示し【他の学
科専攻（4 年生）からインスパイアされる】の島となった。 
９．【SA 同士で評価する】 

さらに 1 年生への指導にあたり，同じグループや教室を担
当する他の SA の態度やコミュニケーション能力を注視し，
SA 同士でお互いを評価しあう機会になっていた。 

Ⅵ．考 察 

多職種連携教育演習において上級学年の 4 年生を SA とし
て採用し，SA が 1 年生と関わる中で試行錯誤しながら考え
感じたラベルから 9 つのカテゴリーを見出し，図解の主題を
「SA という立場の変化によるインスパイアから多職種連携
の意識と行動が生まれる」とした。これらから SA を活用し
た教育方法のあり方，SA に対しての教育的配慮，および今後
の看護基礎教育における多職種連携教育の課題と可能性につ
いて考察する。 
１．SA を活用する教育方法のあり方 

多職種連携教育演習において SA という役割を担うことに
なった 4 年生 SA の成長について述べる。これまでは，学習
者の目線から自分自身がどのようなことを学ぶのか自己中心
的な学習を行ってきたが，SA という立場に立つことで教え 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 21 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

図 1 KJ 法による図解 
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る側としての役割を意識し【1 年生のために思案する】こと
が思いの中心的な概念となり，他の概念へ作用，波及を及ぼ
していると考えられた。そして【指導する側の視点に気づき，
フォーカスを合わせる】ことから，自分視点の考え方に固執
せずに相手の立場や視点から理解しようと，教室全体やグ
ループ，1 年生や他の SA，教員へと視点を柔軟に変化させる
能力を養う機会となっている。援助者にとって相手の立場に
なり想像力を働かせることは重要であるといわれ 12），医療職
者は相手の立場に自分を入れ替え，相手を理解することが求
められる。SA を担うことは立場の変化を体験し，指導される
側の立場を想像する学習に役立つものと考えられる。しかし，
1 年生への対応について【さじ加減は難しい】と SA は感じ
ており，この島のラベル数が多く抽出されたことからも対応
に非常に苦慮したことが考えられた。SA に対しては，事前に
オリエンテーションを開催しているが【指針が欲しい】と感
じていることからも，SA を活用する教員側が助言の具体例
や関わりのタイミングの見極めに関する技術的な内容の指導
等事前学習の機会の設定がより必要であると考えられた。経
験の浅い看護師が新人教育を行う際に，自分の技術・知識へ
の不安や，緊張による余裕のなさといった特徴があることが
報告されており 13），新人教育に携わる場合には，マニュアル
の活用，指導方法に関する研修の開催など，不安軽減や緊張
緩和への支援が必要であるといわれている。経験の浅い学生
が指導の補助を行う場合には，より具体的な指導マニュアル
を提示し，必要以上に身構えないような配慮が必要であるこ
とが考えられた。 

また，時間の経過とともに SA は，自身の 1 年次の演習体
験を想起しながら 1 年生の思いを探ることに活かし【特性に
合わせた対応を考える】ことにつながり，その個々に適した
対応方法を考える機会になったと思われる。1 年次の演習プ
ログラムの経験によるコミュニケーション・スキルの変化で
は，他者受容の項目はあまり変化がみられず短期間の演習で
は他者を受容するまでには至らなかったが 5），4 年次の SA の
経験は他者を受容するという共感性を育み，さらに個別性の
ある対応に関する意識を養う可能性があるものと考える。SA
という役割を担う中で，SA 同士に起こるインスパイア体験
から生まれる多職種および自己の専門性に関する再認識及び
アシスタントとしての成長が考えられた。 

演習においては，他の専門職を目指す SA 同士の関わりに
よる影響が示された。それは【他の専攻からインスパイアさ
れる】【SA 同士で評価する】の島にあるように，互いに成長
した 4 年生同士が認め合うことや他の SA との違いを意識す
る場面など，他の学科専攻の学生の視点を知ることで自分の
専門性を見つめ直す機会になることが考えられた。インスパ
イア「inspire」とは，ラテン語の「in（中へ）」と「spirare（息，
息吹）」が組み合わさった言葉であり，人に着想・ひらめきを
与える，人を元気づける，明るくさせる，刺激を与える等と
訳される 14）。日本では，「～にインスパイアされる」というカ

タカナ表現に用いられており，インスピレーションやひらめ
きを得るような体験をした時に影響を受けたというような意
味合いで使われる。全体の図式化のタイトルを「SA という立
場の変化によるインスパイアから多職種連携の意識と行動が
生まれる」とし，SA を経験することにより気付きであったり
視点の変化をもたらしたり，新たな自分の専門性を見つめ直
すことが生じるなどの新しい風が吹き込むように受けた影響
を表現するために相応しい言葉として採用し，IPE における
SA という役割を経験した 4 年生の思いを表す主題とした。
石井は，上下関係のない学生たちの自由な意見交換は，互い
の意見を分け隔てなく耳を傾ける姿勢を養い，チーム医療の
前提となる各医療職種間の地位的水平性という感覚が染み込
み，就職後のチーム医療への円滑な参加が可能となると述べ
ている 15）。同じ 4 年生であり，SA という立場にある学生同
士であるからこそ自由な意見交換がなされ，インスパイアさ
れたものと考えられる。特に専門的な学修が進んだ 4 年生同
士であることから医療専門的な会話を活発に交わしインスパ
イアされ，自分の専門性を新たに見つめ直す機会になったと
推察される。 
2．看護基礎教育における多職種連携教育の課題と可能性 

日本における看護基礎教育における IPE の現状として，多
職種の合同授業は実施しているもののチーム医療の必要性だ
けを教授しているレベルでIPEまでには至っていない学校が
あると報告されている 16）。また，IPE は，様々な学部・学科
が関与することから多くの教職員の動員が必要となること，
学生の数が極めて大規模となることから，教育支援プログラ
ムの変更には大きな困難が伴うといわれている 17）。複数の学
年へのIPEの導入等大きな変革を伴わずに多職種連携教育を
充実させるためには，本取り組みのように 4 年次に SA とし
ての役割を担う演習も有用であるのではないかと考える。 

また，SA の役割を担うことは，後輩を育成する意識を育む
機会となり，基礎教育課程において SA として学んだ経験が
指導的立場に置かれた際に役立つのではないかと考えられた。
平野らはプリセプターの困難を検討しており，新人看護師の
指導において経験が浅いために新人に教える自信がないこと
に加え，自分が指導できているのか自己評価できない状況で
あり，最後まで手探りで新人に関わっていると報告している
18）。卒後の臨床場面では，経験を積んだ者は後輩を育成する
指導的立場におかれ，指導上の困難に向き合うことが予測さ
れる。そのような場面において，過度の不安や負担感を負う
ことなく，SA として後輩に携わった経験を役立てられるの
ではないかと考える。 

就業前の 4 年次に IPE を通して SA という役割を経験した
学生は，多職種と連携・協働する意識が育まれ，卒業後に多
職種連携を推進する人材として活躍し，さらに後輩の育成に
寄与できるものと考えられる。 
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Ⅶ．結 論 

本取り組みの多職種連携教育では，以下の二つの可能性が
示唆された。横の関係性である 4 年生同士の関わりを通して
得られた思いは，将来の多職種との実践場面において活かせ
る可能性がある。一方，縦の関係性である後輩との関わりを
通して学んだ経験は，指導的立場に置かれた際に役立つ可能
性があるものと考えられた。 

調査に協力いただいた学生の皆様，本演習にご協力いただ
いた教職員の皆様に深く御礼申し上げます。 

本論文の内容の一部は，第 30 回日本看護学教育学会学術
集会において発表されたものである。なお，本論文に関して
開示すべき利益相反事項はない。 
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◇ 原 著 ◇ 

がん患者へアロマセラピーを取り入れた足湯の効果 
― がん関連倦怠感を CFS と NRS で評価して ― 

佐野明世1）*，新井里美2），石井和美3），蛸島智子1），実法千恵1），葛西 傑4）

 本研究の目的は，がん患者へアロマセラピーを使用した足湯を実施し，倦怠感軽減の効果を明らかにすることであ
る。入院中の患者 14 名に対しアロマ無・有の足湯を 3 日間あけてそれぞれ実施した。精油はラベンダーとオレンジス
イートを使用し，足湯前と終了 2 時間後に質問紙を記載してもらった。分析は，アロマ無群とアロマ有群の足湯の比較
及び，アロマ無群足湯前後とアロマ有群足湯前後の比較としてウィルコクスンの符号付順位検定を行った。その結果，
アロマ無群とアロマ有群の群間比較では，客観的指標と主観的指標ともに有意差はみられなかった。アロマ有群の足湯
前後で脈拍数（p =.001），呼吸数（p =.026），血圧（収縮期 p =.001），CFS の下位尺度「身体的倦怠感」（p =.029）で
有意な差がみられ，アロマ有足湯はがん患者への有効なケアの一つであることが示唆された。 

【キーワード】がん患者，ケア，アロマテラピー，足浴 

Ⅰ．は じ め に 

がん患者の日常生活動作や生活の質（Quality Of Life：以
下 QOL）を低下させる代表的な身体症状には，疼痛，呼吸困
難，がん関連倦怠感がある 1）。癌性疼痛のコントロールは薬
物療法が中心となっているが，倦怠感に対する有効な治療法
は確立されておらず，がん患者への全人的痛みを対象とした
種々の看護ケアの併用が患者への治療効果や患者・医療者と
の相互関係を強めていたとする研究が増えてきている 2）3）。
看護ケアの併用としてアロマセラピーも認知度を上げてきて
いる。アロマセラピーは植物から抽出された天然の精油の芳
香成分がもつ薬理作用を利用し，人間が本来もっている自然
治癒力を高め，心身の疾病予防や治療を行う植物療法の一種
である。アロマセラピーの効果は一つ一つの精油中に含まれ
ている芳香成分のもつ薬理作用にある。そのためアロマセラ
ピーを取り入れるには使用する精油に関しての専門知識が必
須であり，先行研究では看護分野におけるアロマの現状につ
いてデータ収集されており，研究結果では対象文献 150 件の
うち，アロマに関した調査研究が 60 件（40％），実験研究は
6 件（4.0％）であった 4）。具体的方法では 174 件のうち芳香
浴 65 件（37.8％），マッサージ 34 件（19.8％），足浴 19 件

（11.0％）であった。使用した精油は，251 件のうち 193 件
（76.9％）が 1 種類のみの使用であった。中でも，多く使用
されていたのは，ラベンダー74 件（38.3％），グレープフルー
ツ 15 件（7.8％），ベルガモット 13 件（6.7％），オレンジス
イート 12 件（6.2％），ローズマリー10 件（5.2％）であった。
臨床看護師である研究者は，（公社）日本アロマ環境協会でア
ロマセラピーアドバイザー，アロマインストラクター，アロ
マセラピストの資格を取得した経験があり，臨床において患
者のボディクリームでハンドトリートメントなどを実施し，
リラクゼーションの効果を感じてきた。 

そこで今回，アロマセラピーを取り入れた足湯によるがん
患者の痛みや倦怠感軽減への効果を検証したいと考えた。 

Ⅱ．目 的 

がん患者へアロマセラピーを使用した足湯を実施し，客観
的指標と主観的指標を用いて倦怠感への効果を明らかにする。

Ⅲ．方 法 

１．用語の定義 
本研究では，洗うことでのマッサージ効果を含めないため，

湯に下肢を入れることを足湯とし，一般的な看護技術として

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）金沢医科大学病院看護部  2）金沢医科大学看護学部  3）石川県立看護大学 元金沢医科大学看護学部   
4）金沢医科大学病院腫瘍内科 
＊ E-mail：akiy0@kanazawa-med.ac.jp 
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の汚れを落として洗う足浴と区別する。なお，使用物品に関
しては足浴用バケツという一般的な用語を使用する。 
２．研究期間 2020 年 3 月 2 日～2021 年 3 月 31 日 
３．調査対象 A 大学病院 B 病棟に入院する倦怠感のあるが

ん患者のうち，疼痛コントロールのための薬物療法が安定
しており，医師の許可と本人の同意が得られた患者 14 名
とした。本研究において「疼痛コントロールが安定してい
る」とは，疼痛時に使用するレスキュー使用回数が 3 回/日
以内の状態とした。 

４．調査方法 
１）足湯実施場所 

倦怠感のあるがん患者が対象であり，苦痛を最小限とする
ため対象者の病室（ベッドサイド）で実施した。ただし多床
室の場合は，同室者にも 30 分ほど香りがする可能性がある
ことを説明し，了解を得て実施した。 
２）条件 

患者へはアロマの効果を評価するにあたり，患者の先入観
が結果に影響を及ぼす可能性を考慮し，足湯にアロマが入っ
ているか，入っていないかは告知せず，ランダムに足湯を実
施することを事前に説明して実施した。 

（1）使用する精油：先行研究 5）ではラベンダー，グレープフ
ルーツ，ベルガモット，オレンジスイート，ローズマリー
の順での使用頻度であったが，ベルガモットはフロクマリ
ン類のベルガプテンを多く含んでおり光毒性が強く，ロー
ズマリーは高血圧やてんかん発作を引き起こす危険がある
ため本研究では選択せず，ラベンダー，オレンジスイート
の 2 種類を同量ブレンドしたものを使用した。スイート
アーモンドオイルはオープンスキンテストの精油希釈の際
のみ使用し，足湯の際はブレンドした精油だけを使用した。

・オレンジスイート・ブラジル産／学名：Citrus sinensis，科
名：ミカン科，抽出部位：果皮，抽出方法：圧搾法，ロッ
ト No.86 製造番号 08-449-3060，08-440-3060 

・ラベンダー・フランス産／学名：Lavandula officinalis，科 
名：シソ科，抽出部位：花・葉，抽出方法：水蒸気蒸留法，
ロット No.82 製造番号 08-440-3290，08-449-3290 

（2）使用する植物油：スイートアーモンドオイル・スペイン
産／学名：Prunus amygdalus var.dulcis/バラ科，抽出部
位：仁，抽出方法：低温圧搾法／精製，ロット No.011 

（3）オープンスキンテスト：施行者が植物油 5ml に精油 2 滴
を入れて 2％の濃度に攪拌し作成したものを，攪拌棒で患
者の前腕内側に 1×1 ㎝の範囲で塗布し 1 時間おく。精油
を変更するたびにテストを施行した。塗布部位に発赤・痒
みがないか研究者が確認し，症状がある場合は洗い流し，
クーリングした後に医師に診察を依頼し使用を中止するこ
ととした。 

３）データ収集項目 
（1）基本属性：年齢，性別，疾患，アロマ経験の有無 
（2）客観的指標：脈拍数，呼吸数，血圧 

（3）主観的指標：痛みの評価（Numerical Rating Scale）以下
NRS，がん患者の倦怠感の評価（Cancer Fatigue Scale6））
以下 CFS（下位尺度：身体的倦怠感，精神的倦怠感，認知
的倦怠感），睡眠状況，およびケア前後の発言や様子 

４）ケア内容 
（1）アロマ無足湯（アロマ無群）：足浴用バケツにお湯（38℃

～40℃）を半分から 7 分目（患者の外踝 20 ㎝以上）程度準
備し，ベッドサイドで足湯のセッティングを行った。患者
に座位になってもらい，足浴用バケツに両下肢を入れても
らった。足湯中研究者は患者に付き添ったが，両下肢に触
れないようにした。10 分後乾いたタオルで拭きとった。 

（2）アロマ有足湯（アロマ有群）：足浴用バケツにお湯（38℃
～40℃）を半分から 7 分目（患者の外踝 20 ㎝以上）程度準
備し，精油（ラベンダー1 滴，オレンジスイート 1 滴）を
入れて研究者の手でかき混ぜ攪拌した。ベッドサイドで足
湯のセッティングを行った。患者に座位になってもらい，
足浴用バケツに両下肢を入れてもらった。足湯中研究者は
患者に付き添ったが，両下肢に触れないようにした。10 分
後乾いたタオルで拭きとった。 

５）手順 
ケア実施はすべて研究者が一人で行った。1 人の対象者に

アロマ有足湯とアロマ無足湯を 3 日程度の間隔をあけて 16
時前後に 1 回ずつ実施した。アロマ無足湯とアロマ有足湯そ
れぞれの，ケア介入前と，ケア終了直後に脈拍数，呼吸数，
血圧を測定した。アロマ無足湯とアロマ有足湯それぞれのケ
ア介入前と，ケア終了 2 時間後に質問紙（NRS，CFS）を記
載してもらった。 
５．分析方法 

客観的指標と主観的指標の各項目について，アロマ無群と
アロマ有群の足湯前後の比較，およびアロマ無群足湯前後と
アロマ有群足湯前後の比較としてウィルコクスンの符号付順
位検定を行った。なお，分析には統計解析ソフト IBM SPSS 
Statistics Ver.25 を使用し，有意水準は 5％とした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，C 病院研究倫理審査委員会に申請し，研究計画
書，同意書，研究内容の説明文書を提出し，承認を得て実施
した（No.H242）。以下の内容について対象者に口頭と書面で
説明し，意思決定を最大限に尊重したうえで，研究協力につ
いて同意書に署名を得た。 
１）研究への参加は自由意思に基づくものであり，任意であ

ること。 
２）研究に協力しなくとも不利益がなく，同意後いつでも参

加中止することができること。 
３）データの管理はネットワークから切り離されたパソコン

を使用し，パソコン内に保存せず，収集した個人情報は，
ID 化された匿名加工情報とすること。また記録データはす
べてセキュリティロック付き外部記憶媒体に記録し，厳重
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に秘密が守られるよう配慮すること。収集したデータは，
鍵のかかる研究室に保管し，管理を徹底すること。 

４）本研究は介入研究およびアンケート調査であり，手技は
一般的な看護ケアであり身体侵襲は低いと考えられる。多
床室の場合はカーテンを閉め羞恥心やプライバシー保護に
努めること。精油のアレルギーにより皮膚に赤みや掻痒感
など心身の不調が生じた場合は，直ちにケアを中止し主治
医に連絡し対応すること。 

５）得られたデータは研究以外に使用せず，結果公表から 5
年以内に破棄すること。 

６）研究参加者への結果の還元を行うこと。 

Ⅴ．結 果 

１．研究参加者の概要およびアロマ有足湯後の発言内容（表 1）
研究参加者の属性は，男性 7 名，女性 7 名の 14 名であり，

平均年齢 68.5±11.7 歳であった。また，アロマ有足湯後の発
言内容についても示した。 

２．客観的指標の分析結果（表 2） 
１）客観的指標のアロマ無群とアロマ有群の群間比較 

アロマ無群の足湯前とアロマ有群の足湯前の比較では，有
意な差はみられなかった。アロマ無群の足湯後とアロマ有群
の足湯後の比較では，脈拍数（p =.209），呼吸数（p =.833），
収縮期血圧（p =.328），拡張期血圧（p =.753）で，いずれも
有意な差は見られなかった。 
２）客観的指標のアロマ無群の前後比較 

脈拍数について，足湯前は 79.6±14.5 回/分で足湯後は 75.6
±13.8 となり，有意な差がみられた（p =.001）。収縮期血圧
については，足湯前は 116.3±10.1mmHg で足湯後は 111.0±
10.2 となり，有意な差がみられた（p =.007）。また拡張期血
圧でも足湯前は 62.0±7.5mmHg で足湯後は 58.7±8.4mmHg
となり，有意な差がみられた（p =.005）。 
３）客観的指標のアロマ有群の前後比較 

脈拍数について，足湯前は 83.4±16.7 回/分で足湯後は 78.6
±15.3 となり，有意な差がみられた（p =.001）。呼吸数につ

表 1 対象者の属性と発言内容（n=14） 

表２ 客観的指標の群間比較と前後比較（n=14) 
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いて，足湯前は 16.9±4.0 回/分で，足湯後は 14.8±4.6 回/分
となり，有意な差がみられた（p =.026）。収縮期血圧につい
ては，足湯前は 116.9±16.6mmHg で足湯後は 108.3±13.4 と
なり，有意な差がみられた（p =.001）。 
３．主観的指標の分析結果（表 3） 
1）主観的指標のアロマ無群とアロマ有群の群間比較 

アロマ無群の足湯前とアロマ有群の足湯前の比較では，い
ずれも有意な差はみられなかった。アロマ無群の足湯後とア
ロマ有群の足湯後の比較では，NRS（p =.317），CFS 合計（p 
=.479）で，いずれも有意な差は見られなかった。CFS の下位
尺度でも，身体的倦怠感（p =.099），精神的倦怠感（p =.085），
認知的倦怠感（p =.819）で，いずれも有意な差は見られなかっ
た。 
2）主観的指標のアロマ無群の前後比較 

CFS 合計について，足湯前は 20.1±7.3 点で足湯後は 17.4
±5.4 点となり，有意な差がみられた（p =.010）。 
3）主観的指標のアロマ有群の前後比較 

CFS の下位尺度の身体的倦怠感について，足湯前は 6.1±
4.3 点で足湯後は 4.2±2.8 点となり，有意な差がみられた（p 
=.031）。 

Ⅵ．考 察 

本研究では，アロマセラピーの効果を検証することを目的
としており，アロマ有群の足湯前後で有意差がみられた呼吸
数と身体的倦怠感について以下に考察を述べる。 
１．呼吸数について 

本研究では，アロマ有足湯前後で呼吸数に有意な差がみら
れた。鈴木ら 7）の先行研究ではアロマを使用することによる
バイタルサインズに大きな変動はなかった。しかし，本研究
ではアロマ有足湯後に呼吸数が有意に減少していることから，
副交感神経が優位になることが示唆された。吉田ら 8），新田
ら 9）は足部温浴により温熱刺激で下肢皮膚温が上昇し交感神
経系作用を抑制させる作用が主であったと報告しており，白
川ら 10）は心拍数に対して香りを付加しない足部温浴に対し，
香りを付加した足部温浴で有意に減少したと報告している。
また，眞鍋ら 11）はラベンダーの精油を使用した効果として，

ラベンダー精油の主要成分であるリナロールと酢酸リナリル
の作用が発現したため，コントロール条件に比べ副交感神経
が促進されたと報告している。本研究でもアロマ有足湯前後
で呼吸数に有意な差がみられており，亢進された交感神経を
抑制させる効果が示唆された。これは，足湯によって交感神
経系が抑制され，精油の香りにより副交感神経が促進された
ことが考えられた。

しかし今回の結果では，アロマ無群においても脈拍数，収
縮期血圧，拡張期血圧，CFS 合計で有意な減少がみられてい
た。工藤ら 12）は，洗い・簡易マッサージの有無に関わらず両
群とも足浴により有意に脈拍の低下，下肢深部温および上肢
皮膚温は有意な上昇，快感覚の有意な高値，STAI による実
験後の不安感の有意な低下を認めたと報告しており，本研究
でも「あったまった（温まった）」という発言が複数聞かれた
ことからも，足湯という介入そのものが結果に影響を及ぼし
た可能性があると考えられた。 
２．身体的倦怠感について 

がん倦怠感の CFS の項目別検討では石井ら 13）は身体的介
入があることで身体的倦怠感の改善が認められたと報告して
いる。また，市場ら 14）はがん患者を対象にマッサージやアロ
ママッサージを行った結果，CFS の下位尺度すべての得点が
介入前に比べ有意に改善していたことを報告している。患者
へのアロマ有足湯という身体的介入を行ったことで，本研究
でも同様に身体的倦怠感が有意に改善したことが考えられる。
藤岡ら 15）は活動性の維持・向上と倦怠感が関連していると報
告しており，本研究での身体的倦怠感が改善することは患者
の活動性の維持・向上にプラスに働きかけることに影響する
可能性が示唆された。しかし，本研究における後期高齢者で
は CFS の記載方法を説明しても理解が十分でなく前回どの
ような状態だったのかを思いだすために，紙をみせてほしい
といわれることもあり，気分の尺度を記載するのが難しいよ
うに感じた。そのため，参加者の年齢や認知機能によって
CFS の結果に影響したことが考えられた。 

がん患者の日常生活動作や生活の質（Quality Of Life：以
下 QOL）を低下させる代表的な身体症状には，疼痛，呼吸困
難，がん関連倦怠感がある 16）。本研究では，アロマセラピー

表 3 主観的指標の群間比較と前後比較(n=14) 
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を取り入れた足湯によるがん患者の痛みや倦怠感軽減への効
果を検証するために，主観的な効果指標として痛みと倦怠感
を調査した。痛みの包括的評価として，信頼性，妥当性とも
に検証され，臨床で用いられている一般的な痛みの指標 17）で
ある NRS を使用したことで，対象者の痛みの強度は経時的
に追うことができたと考える。しかし，アロマ無群の足湯後
とアロマ有群の足湯後の比較では，NRS（p =.317）で有意な
差はみられなかった。これには本研究での対象者が疼痛コン
トロールがなされていたことが影響したためと考えられるが，
アロマ有足湯での疼痛の増強がみられなかったことから，今
後はがん患者に対してアロマ有足湯のケアが実施可能となる
のではないかと考えられる。ただし，がん患者の倦怠感の概
念分析 18）では，先行要件として疼痛が挙げられており，酒井
らの報告 19）では，倦怠感の原因としては薬剤，痛み，発熱，
高カルシウム血症などが挙げられ，アロマセラピーは香りに
よるリラックス効果で痛みの閾値を上昇させる働きがあり，
非薬物療法による痛みの閾値を上げる看護技術として挙げら
れている。そのため，痛みと倦怠感の関連についてはさらな
る検討が必要である。 
３．精油（オレンジスイート，ラベンダー）について 

オレンジスイートは，香りとしてトップノート・ミドルノー
ト・ベースノートに分けられた中では，揮発性が高く香りの
初めの印象が強く感じられるトップノートに分類されている。
四宮ら 20）はオレンジ精油の作用機序で神経突起の伸長に働
き，細胞毒性がなかったことを検証しており，自律神経バラ
ンスを分析した結果，身体的疲労度が少なく，鎮静効果とリ
ラックス効果があったと報告している。オレンジスイートは
柑橘類の中でも光感作もほとんどなくモノテルペンが主成分
の柑橘類では一番安心して使用できるオイルでリラックスや
リフレッシュ作用，食欲増進が期待できる。本研究でも「気
分転換になって，次の日の朝ごはん全部食べられました」と
いう発言が聞かれており，アロマセラピーの効果があったの
ではないかと考える。また，鼻腔がんの患者ではラベンダー
の香りは感じとれなかったが，オレンジの香りはわかったと
の発言も聞かれており，オレンジスイートがトップノートに
分類され，揮発性が高く香りの初めの印象が強く感じられる
ことから，香りを感じやすく，加齢により嗅覚低下がみられる
高齢者や抗がん剤治療や放射線治療後の患者でも感じること
ができたと考えられる。今後もオープンスキンテストが問題
なければ，ラベンダー，オレンジスイートはケアとして実践し
やすく，特にオレンジスイートは香りも感じやすいため，病棟
に常備しておくと様々な患者へ提供でき，鎮静効果やリラッ
クス効果が期待できるのではないかと考える。 

本研究では，表 1 のようにアロマ有足湯後に「足あったまっ
たわ，夜寝れたわ」「いつもすぐに目が覚めていたけど，ぐっ
すりよく寝れた」など，複数の患者から睡眠への効果が語ら
れた。ラベンダーの鎮静効果やアロマの睡眠の質向上につい
ては先行研究 21～23）でも明らかにされており，本研究におい

ても，今回の精油の組み合わせにラベンダーがブレンドされ
ていること，また足湯を夕方 16 時頃に実施したことが患者
の寝る前の生体リズムを整え，睡眠の質を向上させることが
できたと考える。また，今回アロマセラピーを初めて経験し
た参加者は 10 名，経験したことのある参加者は 4 名であっ
た。アロマ経験のある参加者は，アロマに関しての情報やそ
の時の気分や香りなどに対して発言が多く，表情や雰囲気が
明るくなることがはっきりと感じられた。また，「アロマは初
めて。リラクゼーションになるわ」「アロマは知ってるけどし
たことなかった。気持ちが和むわ」「こういうケアがあったら
いいと思う」といった発言が男性や高齢者で聞かれた。この
ことから，アロマの経験がない患者に対してもアロマを積極
的にケアに取り入れることができるのではないかと考えられ
た。 
４．研究の限界と今後の課題 

本研究では，がん患者に対してアロマセラピーを取り入れ
た足湯による介入を行ったが，足湯というケアそのものに
よっても温浴効果と副交感神経が優位になるため，アロマの
効果と足湯の効果のどちらが先に作用しているのかは判定で
きなかった。また，本研究では先行研究を踏まえ患者の安全
を考慮し香りを限定して行っており，好みの香りを選択でき
なかったことも研究の限界であると考える。がん患者への代
替医療のひとつとして，患者がアロマセラピーを選択できる
ように今後もアロマセラピーを使用したケアを実践，評価し
追及していくことが重要と考える。 

Ⅶ．結 論 

14 名のがん患者にアロマセラピーを取り入れた足湯を実
施した結果，アロマ有群の足湯前後の主観的指標として NRS
では直接的な効果はみられなかったが，呼吸数に有意な減少
がみられた。また，主観的指標として CFS の下位尺度の身体
的倦怠感にも有意な低下がみられた。さらに，食欲や睡眠に
も効果的であった発言もきかれており，アロマセラピーはが
ん関連倦怠感や苦痛の軽減に有効なケアであったことが示唆
された。今後がん患者にアロマセラピーを取り入れることで
看護ケアが充実し，疼痛や倦怠感の強いがん患者のリラク
ゼーションや気分転換の一つとして効果的であり，QOL 向上
に影響すると考えられた。 

本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。 
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◇ 原 著 ◇ 

身体拘束に関する多職種チーム 
カンファレンスの効果 

小河原みゆき1）*，大前 薫2）

【目的】：身体拘束に関する多職種チームカンファレンスを実施することが，医療従事者の患者に対する過剰な身体拘束
を軽減させ，医療事故防止につながるかを明らかにする。 

【方法】：後ろ向きコホート研究 
本研究は，A 病院の院内倫理委員会の承認を得た。 

 身体拘束予防ガイドラインに則った拘束と拘束の解除について，多職種チームカンファレンスを毎日実施した。統計
解析には EXCEL2016 を使用し，student's t-test を行い，有意水準は 5％以下とした。 

【結果】： 
 ① ベッドコール，つなぎ服，安全ベルト，ミトンの使用頻度は有意に低くなった。 
 ② コールマットやサイドコールの使用頻度が有意に高くなった。 
 ③ インシデント・アクシデント報告は低減した。 

【考察】：多職種チームカンファレンスを毎日行うことで，多職種による患者の情報共有と患者の見守りができたことが
身体拘束減少につながった。インシデント・アクシデント報告も低減したことは，医療事故防止につながったのではな
いかと考える。 

【キーワード】身体拘束，多職種チームカンファレンス，医療事故防止 

Ⅰ．は じ め に

2000 年 4 月より，介護保険法実施に伴う「身体拘束の禁止
規定」の通達，2001 年厚生労働省が『身体拘束ゼロへの手引
き』1）を発行以来，介護保険が適応される施設においては「身
体拘束廃止」に向けて取り組む機会となった。しかし，「緊急
時ややむを得ない場合を除き」という一文があるため，これ
が抜け道となり医療・福祉の現場では未だ「身体拘束廃止」
を唱えられない現状にある。平成 28 年に実施された，『身体拘
束ゼロの実践にともなう課題に関する調査研究事業報告書』2）

によると，「身体拘束を行うことがある」と回答した病院は，
一般病棟で 93.1～94.7％，病棟・施設の割合で最も高いのは地
域包括ケア病棟で 98.6％，介護老人保健施設では 46.6％，介
護老人福祉施設では，33.3％と報告している。『身体拘束ゼロ
の手引き』により，高齢者施設では，原則的に身体拘束は禁

止されており，組織的に取り組んでいる施設も多く，病院・
介護施設等全体で 34.1％の機関が身体拘束ゼロを達成できて
いる。 

小川朝生は 3），米国では全入院患者に対しての身体拘束の
実施率は 2-3％，北欧では身体拘束の実施率は低く，同じ欧州
でもフランス・ドイツは 7-9％あたりの身体拘束率と報告し
ている。4）米国の実施率の低さは，看護師当たりの患者の比
率はマンツーマンに近いことが関係しており，我が国と海外
との医療体制や看護体制の違いを考慮する必要はあるが，日
本における身体拘束率は低いとは言い難い現状にある。 

身体拘束を行ったが故に発生した医療事故では，西尾ら 5）

が身体拘束中の深部静脈血栓症に起因する肺血栓塞栓症によ
る突然死が増加していると報告しており，日本では，身体拘
束を行ったが故に発生した医療事故とその判例 6）に関する議
論よりも，転倒・転落予防や医療事故防止についての議論が

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）関西国際大学  2）神戸掖済会病院 
＊ E-mail：m-ogahara@kuins.ac.jp 
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中心である。世界の潮流や，判例を参考にして，医療水準や
社会通念を意識しながら，患者の尊厳と安全を守る看護ケア
体制の構築が急がれる。 

わが国の高齢化率は 28.1％，入院患者の 73.2％が 65 歳以上
と，病院に入院する患者の高齢者の占める割合は高い。7）本
研究の対象者の入院する A 病棟の特徴は，高齢者の入退院が
激しく一時的に身体拘束する機会もあり，身体拘束予防ガイ
ドライン 8）に則った身体拘束とその解除が，病棟スタッフ間
で周知でき，十分に記録できているか。また，業務多忙で患
者のアセスメントが不十分で，不適切な過剰な身体拘束を
行っていないかを評価するために，毎日身体拘束に関する多
職種合同カンファレンスを実施した。先行文献では，身体拘
束が必要とされた患者は，認知機能が低い 9）ことや，転倒転
落のリスクが高い 10）ことが明らかにされている。 

中尾ら 11）による高齢者施設における身体拘束廃止の取り
組みと事故に関する研究では，身体拘束廃止前後で事故数に
大きな変化は見られないと報告している。そこで本研究では，
これまで対象とされていない地域包括ケア病棟における患者
を対象に身体拘束の実態を把握することが，医療従事者の過
剰な身体拘束防止につながるのではないかと考え，本研究に
取り組んだので以下に報告する。 

Ⅱ．目 的 

毎日身体拘束に関する多職種チームカンファレンスを実施
することが，医療従事者の患者に対する過剰な身体拘束を軽
減させ，医療事故防止につながるかを明らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．調査方法 
後ろ向きコホート調査 

２．調査期間 
2018 年 12 月 1 日～2019 年 1 月 31 日 

３．調査対象者 
2018 年 12 月 1 日～2019 年 1 月 31 日の間に入院し，Ⅰ度以

上の身体拘束を受けた患者 258 名（男性 111 名，女性 147 名）
病棟の特徴として，病床数 54 床の地域包括ケア病棟で病

床稼働率 85％～95％，短期 2 入院が入院患者の 30％を占め，
短期2入院を入れると，平均在院日数は10.3～11.3日と短い。 
４．用語の定義 

身体拘束とは，A 病棟で現在使用している抑制帯・体幹ベ
ルト・ミトン・安全ベルト・車椅子に設置するテーブル・4 点
柵・ベットコール・つなぎ服・サイドレールなど，拘束のた
めの道具を使うまたはベッドの壁付けなど，対象者の体の一
部，または全身の動作の自由を制限することである。 
５．統計解析方法 

EXCEL2016 を使用し，Students't-tests を行った。有意水
準は 5％以下とした。 

６．調査方法 
１）身体拘束一覧表の作成 

看護ケアに記載している身体拘束に関する事項の一覧表の
作成を，医療安全管理委員会・記録委員会に依頼した。新た
に作成した身体拘束に関する一覧表は，ワークシートで出力
できるように，電子カルテのシステム変更を行った。身体拘
束に関する一覧表には，出力年月日，患者 ID と名前，身体拘
束の種類と開始日，転倒・転落アセスメントスコア評価と評
価日の情報を電子カルテの入力情報から反映させた。その日，
身体拘束をされている患者全員が 1 枚のシートで出力できる
ようになった。 
２）多職種チームカンファレンスの実施 

入院当日の患者も含め身体拘束一覧表に沿って，毎日多職
種チームカンファレンスを実施した。業務多忙時は，自分の
受け持ち患者のみのカンファレンスに参加することとし，業
務に支障がないよう配慮した。多職種チームカンファレンス
の時間は 13 時 30 分から 15 分間とし，最長 20 分と時間を決
めて実施することとした。 
３）多職種チームカンファレンス結果の記録 

昼間と夜間に分けて身体拘束続行・変更・解除・離床セン
サーの続行・変更・解除などは，その根拠，アセスメント内
容を具体的に電子カルテに入力した。また，転倒・転落アセ
スメントスコアの修正も必要時行うようにした。入力された
看護記録は，看護師長・主任看護師・その日のチームリーダー
看護師が必ず確認を行い，ダブルチエック体制とした。 
４）情報の共有 

入力された看護記録は，身体拘束一覧表に反映され，夜勤
者は更新された身体拘束一覧表を印刷し，患者の情報収集に
活用した。夜間，変更事項があれば，夜勤者が患者情報を修
正し，翌朝の身体拘束一覧表に反映させ，患者情報を更新す
ることとした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，院内看護部倫理委員会の承認を受けた。 

図 1 調査方法 
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データ収集及び分析は，USB 接続不可の院内の電子カルテ
システムを搭載するパソコンを使用し，すべて病棟内で行っ
た。電子媒体のデータはすべてパスワードでロックし保管し
た。データのすべて ID で管理し，個人が特定できないよう
にした。また，鍵のかかる場所で保管し，研究者が責任を持っ
て保管した。紙媒体のデータはチームカンファレンス終了後，
すぐにシュレッダーにて裁断廃棄し，病棟外には一切持ち出
し禁止とした。 

Ⅴ．結 果 

調査人数は，2018 年 12 月は延べ 126 名（男性 54 名・女性
72 名），2018 年 1 月は延べ 132 名（男性 57 名・女性 75 名），
平均年齢は，2018 年 12 月は，男性 82.2±3.4 歳・女性 86.2±
3.6 歳，2018 年 1 月は，男性 81.2±4.2 歳・女性 85.2±4.6 歳で
あった。対象者の平均在院日数は，2018 年 12 月は 17.6 日，
2019 年 1 月は 18.5 日であった。（表 1）また対象者の入院診

療科名は，2018 年 12 月は，脳神経外科 40 名，整形外科 25
名，一般内科 23 名，循環器内科 11 名，皮膚科 16 名，外科 11
名で，2019 年 1 月は，脳神経外科 38 名，整形外科 28 名，一
般内科 29 名，循環器内科 11 名，皮膚科 16 名，外科 10 名で
あった。（図 2） 

多職種合同で身体拘束についてカンファレンスを毎日実施
した結果，2018 年 12 月に比べ，平成 2019 年 1 月は，ベッド
コール，つなぎ服，安全ベルト，ミトンの使用頻度が有意に
低くなり，身体拘束が低減することがわかった（p＜0.05）。4
点柵の使用については，使用頻度は減少したが有意差はな
かった。（表 2） 

1 日あたりのコールマットやサイドコールなど，現在身体
拘束にあたらないとされている離床センサーの使用は，2018
年 12 月に比べ，2019 年 1 月は，有意に高くなり，身体拘束
は低減することがわかった（p＜0.05）。（表 3） 

表 1 対象者の状況 

図 2 対象者の入院診療科 

表 2 1 日あたりの身体拘束の種類と使用頻度 
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1 日あたりの昼と夜の身体拘束の有無や種類の変更につい
ては，2018 年 12 月に比べ，2019 年 1 月は有意に少なくなっ
た（ｐ＜0.05）。（表 4） 

図 3 にインシデント・アクシデント報告数と程度を示した。
多職種チームカンファレンスを実施するまでの 2018 年 10 月
はレベル 2 報告 4 件，11 月はレベル 1 報告 1 件，レベル 2 報
告 1 件，レベル 3a 報告 2 件合計 4 件，カンファレンスを開
始した 12 月はレベル 2 報告が 1 件，1 月は，レベル 1 報告が
2 件のみと低減した。（図 3） 

Ⅵ．考 察 

中尾ら 12）の研究では，身体拘束廃止取り組み後 3 か月以内
では事故数は増加するが，4 ヵ月以降では事故数は減少する
と報告している。また，身体拘束廃止の取り組みに当たって
実施した項目では，65.8％の高齢者施設で，定期的なカンファ
レンスの実施が行われていたと報告している。本研究では，
毎日 15 分～20 分以内という短い時間で，他の業務に対する
支障を最小限にする時間設定としたことも，効果があったと
考える。毎日多職種チームカンファレンスを実施することで，
その日受け持ちの患者のアセスメントの必要性から，患者に

意図的に関わり，患者の行動の意味付けや理由を知ろうとし，
「見廻り」や「患者との時間の共有」という能動的な関わり
を持つことができたのではないかと考える。また，リハビリ
等の活動がある昼間と夜間の不穏の有無などの患者の状態か
ら，昼間は 3 点柵で夜間は 4 点柵等と，多職種チームカンファ
レンスでバリエーションを提案し代替え案を常時考える事が
できるようにもなった。そのバリエーション自体も 2019 年 1
月では減少しているのは，より的確なアセスメントが実施さ
れるようになったためではないかと考える。 

看護スタッフは，毎日多職種チームカンファレンスに参加
することで，受け持ち患者以外の患者の情報を共有できてい
るため，患者家族の面会時も，身体拘束実施の理由の説明や，
家族面会時には解除するなどのケアを，その日受け持ちでな
くてもスムーズに自信を持って行うことができ，患者家族の
安心感にも繋がったのではないかと考える。 

Enns13）らの研究では，身体拘束率が低下したのは，多職種
チームによる複合的介入であったと報告している。患者の受
け持ちセラピスト（PT・OT・ST）に，患者のリハビリの進
捗状況やリハビリのゴールを確認することからはじめ，患者
の退院のゴールを主治医に相談し，患者の受け持ちセラピス

表 3 1 日あたりの離床センサー使用頻度 

表 4 1 日あたりの昼夜身体拘束変更の頻度 

図 3 月別転倒インシデント件数 
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ト（PT・OT・ST），メディカルソーシャルワーカー，薬剤師，
また必要時栄養士もカンファレンスに参加し，患者に関わる
医療従事者すべてのスタッフが患者をも守る体制づくりがで
きたことで，短期間で患者に対する身体拘束軽減の効果が得
られたのではないかと考える。 

毎日チームカンファレンスを実施する事で，多職種で議論
し，身体拘束が切迫性・非代償性・一時性であるかの共通の
認識が持てた。また，共通理解することで，スタッフ全員で，
身体拘束を最小限にし，患者を主に転倒・転落を中心とした
医療事故から守るという体制づくりができた。 

常に代替案を考え，限定的な拘束とすることができるよう
になり，日々継続した危険を回避する工夫，事故を回避する
ことを十分に考えた上での看護ケアの実践は，高齢者の尊厳
を守ることに繋がったと考える。Evans14）らは，抑制廃止に
関するスタッフへの教育，助言などを行うことにより，スタッ
フの意識が向上し，高齢者への身体拘束が減少すると報告し
ており，入院といった高齢者の生活環境の変化に対応した生
活の質の保証を担保することになり，看護者の身体拘束回避
への意識向上に繋がったと考える。 

玉山ら 15）は，入院患者の高齢化に伴い，医療事故に関する
医療者個人または組織への責任追及や医療安全への偏重によ
り，受け持ち看護師一人の判断により，身体拘束を実施する
ことに対するジレンマやストレスを感じ，過剰で予防的な身
体拘束が実施されやすいことも報告されている。 

受け持ち看護師は，一時的な最小限である身体拘束が患者
の最良の看護ケアであるかどうかを見極める重大な責任があ
り，多職種でのチームカンファレンスの実施や，看護記録の
内容を，看護師長・主任看護師・その日のチームリーダー看
護師が毎日確認することで，受け持ち看護師の看護実践の承
認に繋がったと考える。また，昼夜日々更新される患者情報
の電子カルテの修正入力は，多職種での患者情報共有のタイ
ムラグを最小限にすることができたと考える。 

また，折笠 16）は，目標の設定，課題の明確化，勤務体制の
仕組みの見直しなど，教育機会の確保が身体拘束を減らすた
めの実践として報告しており，身体拘束を最小限化するため
の新たな取り組みを常時提案し，患者の生活の質と尊厳を守
る看護を実践する組織文化を構築していくことが重要である。

ケアのマネジメント課程において事故発生の防止策を尽く
す事で，事故防止を図る事が肝要であり，看護者の患者転倒・
転落への漠然とした不安とそれらの回避により身体拘束は低
減したと考える。身体拘束に関する多職種によるチームカン
ファレンスが，医療従事者の過剰な身体拘束を低減させ，医
療事故防止につながることが明らかになったと考える。 

Ⅶ．結 論 

身体拘束に関する多職種によるチームカンファレンスを毎
日実施することで，身体拘束は有意に減少し，多職種による
チームカンファレンスを毎日実施することは身体拘束を減少

させる方法として有効であった。また，転倒・転落インシデ
ント・アクシデント報告は低減した。 

本研究に係る利益相反はない。 
本研究の限界 

本研究は，身体拘束ガイドライン，転倒転落アセスメント
シートに則った身体拘束を実施した。身体拘束の必要性の裏
付けを考える背景として，性別，年齢，疾患名，認知症の有
無，介護度や看護必要度などの患者個々の状況を細かく評価
していないことである。この点が今後の研究課題でもある。 
終わりに 

高齢者は，合併疾患の複雑化，身体機能や精神機能の個人
差が著しく，また入院という生活環境の急激な変化への適合
も個人差が大きく，個別性を重視したケアが必要であるため，
統一した看護ケアによるやエビデンスの構築が難しい。しか
し，さまざまな条件下での研究を蓄積，継続し，身体拘束廃
止実現にむけて努力することが，患者のいのちと尊厳を守る
ことに繋がる。 
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◇ 原 著 ◇ 

児童精神科病棟に入院する患児の長期の行動制限に 
関連する要因についての後方視的研究 

則村 良1）*，永石彩香1）

 本研究の目的は児童精神科病棟に入院して行動制限（拘束，隔離）を受けた患児の行動制限の長期化に関連する要因
を明らかにすることである。対象者は 2012 年 8 月 1 日～2020 年 7 月 31 日の期間，1 施設の精神科病院児童精神科病
棟入院中に行動制限を受けた 15 歳以下の者で，対象者のカルテと行動制限一覧性台帳から，行動制限日数，年齢，性
別，知的障害の有無などを抽出した。その後，短期群と長期群の 2 群に分類し，t 検定やχ2 検定などを実施した。結
果，拘束の対象者は 40 名で，隔離の対象者は 142 名だった。拘束では，知的障害があること，被虐待体験があること，
拘束後 14 日間に暴力があること，拘束後 14 日間に自殺企図があることが，拘束と隔離では入院から行動制限開始まで
の日数が短期群に比べて長いことが明らかになった。行動制限の長期化に対して専門的な介入が必要になること，長期
化には医療安全上の課題や行動制限が治療の一要素として機能していることが関係していると考えられた。 

【キーワード】児童精神科，身体的拘束，隔離，後方視的研究 

Ⅰ．は じ め に 

日本の精神医療における身体的拘束，隔離は精神保健福祉
法第 36 条に基づいて実施される行動制限である。行動制限
（身体的拘束，12 時間以上の隔離）は精神保健指定医の指示
のもと厳格に行われ，他の代替方法がない場合に実施される
やむを得ないものであるが，行動制限を受ける側の患者には
心理的苦悩 1）2）3）や二次的な身体的障害 4）が生じる可能性も
指摘されており，その実施は必要最小限にすることが求めら
れている。しかし，精神保健福祉資料（630 調査）によると
2009 年度では身体的拘束者数 8193 名，隔離者数 8800 名だっ
た 5）のが，2019 年では身体的拘束者数 10875 名，隔離者数
12815 名 6）と，2009 年以降増加し高止まりしている傾向にあ
り，行動制限者の増加，ひいては行動制限日数の長期化が生
じているといえる。 

行動制限の日数が長期化することは行動制限を受けること
による心理的苦悩や二次的な身体的障害のダメージを大きく
する。特に児童，思春期年代の患者は成長発達の最中であり，
心理的な影響は大きいと考えられ，より短い期間で終わるこ
とが望まれる。児童・思春期の行動制限の実態については先

行研究が少なく，比較をすることに限界はあるものの，身体
的拘束期間の平均値が 52.7 日，中央値は 15.5 日 7）と精神科
急性期医療における行動制限の日数 8）より長いことが明らか
になっている。そして，平均値と中央値の隔たりから患者に
よって差があり，長期化することは何らかの要因があると考
えられる。しかし，児童・思春期の行動制限の先行研究を調
べたところ，児童精神科病棟に入院している患者の長期行動
制限の要因について明らかにしたものはみられなかった。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，児童精神科病棟に入院して身体的拘束と隔離を
受けた患児の，身体的拘束と隔離の長期化に関連する要因を
明らかにし，検討することを目的とした。行動制限の実態は
長期化に関連する要因を明らかにすることで，行動制限の長
期化を防止するためのケアについての示唆を得ることができ
ると考える。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
後方視的研究：症例対照研究。 

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）医療法人財団青溪会駒木野病院 
＊ E-mail：norimura@komagino.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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２．用語の定義 
本研究における身体的拘束とは「精神保健福祉法に定めら

れている，精神保健指定医の指示に基づき，身体的拘束を行
うために特別に配慮して作られた衣類又は綿入り帯等を使用
して，一時的に当該患者の身体を拘束し，その運動を抑制す
る行動の制限」とする。隔離とは「精神保健福祉法に定めら
れている，医師（12 時間を超える場合は精神保健指定医）の
指示に基づき，内側から患者本人の意思によって出ることが
できない部屋の中へ一人だけ入室させることにより，当該患
者を他の患者から遮断する行動の制限」とする。 
３．研究対象者 

2012 年 8 月 1 日～2020 年 7 月 31 日の期間，1 施設の単科
精神科病院児童精神科病棟に入院し，行動制限（身体的拘束，
隔離）を受けた 15 歳以下の者。2020 年 7 月 1 日以降に初め
て行動制限になった者，2020 年 7 月 31 日以降も行動制限が
継続していた者は除いた。 
４．データ収集方法 

行動制限一覧性台帳から行動制限となった者を選択し，そ
の者の電子カルテから該当期間の行動制限日数，年齢，性別，
身長，体重，診断，IQ，知的障害の有無，被虐待体験，性的
被害の有無，両親，居住形態，入院形態，入院回数，入院前
の警察介入歴，盗みの既往，入院前の自傷歴，入院前の自殺
企図歴，行動制限開始後 14 日間の自傷・暴力・自殺企図・喧
嘩，行動制限を開始した時点での入院日数，行動制限開始時
の栄養チューブ等（マーゲンチューブ，点滴）の使用の有無
を抽出した。1 回の入院で複数回行動制限が実施されていた，
または複数回入院があった場合は，一番長く行動制限を実施
したエピソードを選択した。 
５．分析方法 

先行研究 9）の身体的拘束期間の中央値 15.5 日を参考に，その 2
倍の日数である 31 日目からを長期の行動制限とし，行動制限者
を短期群（30 日以下）と長期群（31 日以上）の 2 群に分類した。
各データについて，Welch の t 検定，Mann-Whitney U 検定，
Fisher の正確確率検定，ロジスティック回帰分析を実施した。検
定の際の有意水準は 5％以下に設定した。分析には Microsoft 
Excel，EZR on R commander（Version 1.54）を用いた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は医療法人財団青溪会駒木野病院研究倫理委員会の
承認を得て実施した。研究対象施設のホームページ上に研究
の目的や方法などを記した文書を掲載し，研究対象者に研究
参加を拒否する機会の保障をした。 

Ⅴ．結 果 

１．研究対象者の概要 
１）身体的拘束（表 1） 

身体的拘束を受けた者は 40 名であり，男性が 21 名，女性
19 名であった。身体的拘束の日数は中央値［四分位］が 5.5

日［2，41.8］であった。平均年齢（標準偏差）は 12.4（2.1）
歳であり，疾患は F2：統合失調症，統合失調症型障害及び妄
想性障害が 2 名，F3：気分［感情］障害が 5 名，F4：神経症
性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害が 10 名，F5：
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群が1名，F6：
成人の人格および行動の障害が 1 名，F7：知的障害＜精神遅
滞＞が 2 名，F8：心理的発達の障害が 8 名，F9：小児＜児童＞
期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害が 11 名で
あった。診断において知的障害が無いとされた 7 名の IQ が
測定されていなかったため欠損値とし，知的障害が無い者の
IQ の平均値 94 を当てはめた。身体的拘束を受けた 40 名のう
ち，短期群は 29 名（72.5％），長期群は 11 名（27.5％）であっ
た。短期群の身体的拘束の日数は中央値［四分位］が 3 日［2，
8］，長期群は中央値［四分位］が 189 日［71，252］であった。 
２）隔離（表 2） 

隔離を受けた者は 142 名であり，男性が 70 名，女性 72 名
だった。隔離の日数は中央値［四分位］が 31 日［10，83.3］
だった。平均年齢（標準偏差）は 12.6（1.97）歳であり，疾患
は F2：統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害が 12
名，F3：気分［感情］障害が 21 名，F4：神経症性障害，ス
トレス関連障害及び身体表現性障害が 40 名，F5：生理的障
害及び身体的要因に関連した行動症候群が 2 名，F6：成人の
人格および行動の障害が 3 名，F7：知的障害＜精神遅滞＞が
4 名，F8：心理的発達の障害が 32 名，F9：小児＜児童＞期及
び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害が 28 名だった。
診断において知的障害が無いとされた 19 名の IQ が測定され
ていなかったため欠損値とし，知的障害が無い者の IQ の平
均値 92 を当てはめた。隔離を受けた 142 名のうち，短期群は
71 名（50％），長期群は 71 名（50％）だった。短期群の隔離
の日数は中央値［四分位］が 10 日［5，20］，長期群は中央値
［四分位］が 84 日［48，131.5］だった。 
２．短期群と長期群の比較 
１）身体的拘束（表 1） 

身体的拘束を受けた者を短期群と長期群に分けて分析した
結果，統計学的有意に長期群は短期群に比べて身長の平均値
が低く（短期群：152.7cm，長期群：145.6cm），体重の平均値
が軽く（短期群：47.1 ㎏，長期群：35.3 ㎏），IQ の中央値（短
期群：94，長期群：85）が低かった。また，入院から身体的
拘束開始までの日数の中央値が長く（短期群：33 日，長期群：
130 日），身体的拘束後 14 日間の暴力の回数の中央値が多く
（短期群：0 回，長期群：1 回），「身体的拘束後 14 日間の自
殺企図の回数の中央値が多かった（短期群：0 回，長期群：0
回）。そして，統計学的有意に長期群は短期群に比べて，知的
障害が有る割合（短期群：6.9％，長期群：36.7％），被虐待体
験が有る割合（短期群：37.8％，長期群：81.8％），身体的拘
束後 14 日間に暴力がある割合（短期群：10.3％，長期群：
54.5％），身体的拘束後 14 日間に自殺企図の有る割合（短期
群：0％，長期群：36.4％）が高かった。 
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２）隔離（表 2） 
隔離を受けた者を短期群と長期群に分けて分析した結果，

統計学的有意に長期群は短期群に比べて年齢の平均が低く
（短期群：13 歳，長期群：12.3 歳），体重の平均値が軽かった
（短期群：48.0 ㎏，長期群：43.5 ㎏）。そして，入院から隔離
開始までの日数の中央値が長く（短期群：2 日，長期群：29

日），入院前に自殺企図をしたことが有る者の割合（短期群：
42.3％，長期群：25.4％）が低かった。IQ の値や知的障害の割
合では有意差はなく，被虐待体験の有無，性的被害の有無で
も有意差はみられなかった。隔離開始後 14 日間の自傷行為，
暴力，自殺企図，喧嘩などのいわゆる問題行動においても，
短期群と長期群との間で有意な差はみられなかった。 

表 1 身体的拘束者の特性 

40 29 11

5 5 2 41 8 3 2 8 189 71 252 1 24

12 4 2 1 12 5 2 1 12 1 2 3 0 0 4

21 19 17 12 4 7 0 293

150 7 8 9 152 7 8 7 145 7 0 019

43 8 14 47 1 15 5 35 3 7 0 0 002

0 294

0 0 0 0

1
0 0 0

2
2 2 0

3 5 3 2

4
10 9 1

5
1 0 1

1 0 1

7 知 2 2 0

8 8 2

9 通
11 7 4

93 5 83 5 95 5 94 85 99 85 9 93 5 0 027

知 34 2 27 4 7 0 039

20 20 11 18 9 2 0 031

7 33 5 24 2 9 1

不 1 13 4 22 1 9 1 18 0 4 3 4 0 095

38 2 28 1 10 1 0 479

4 3 4 25 0 11 0 5

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 5 0 188

10 30 23 4 7 0 418

8 32 23 2 9 1

15 25 9 20 5 0 273

10 30 5 24 5 0 103

50 8 25 13 33 1 97 130 47 177 5 0 011

後14

0 0 0 25 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1

10 30 5 24 5 0 103

0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 001

9 31 3 2 5 0 007

0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 21 4

4 3 0 29 4 7 0 004

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 40 0 29 0 11

34 23 0 11 0 1 2

  正   0 05 0 01
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３．行動制限の長期化に関連する要因 
1）身体的拘束 

Fisher の正確確率検定の結果，身体的拘束の長期化と知的
障害の有無，被虐待体験の有無，身体的拘束後 14 日間の暴力
の有無，身体的拘束後 14 日間の自殺企図の有無には関連性
がみられた。上記の項目が身体的拘束の長期化に与える影響
を明らかにするために，上記の項目を説明変数に，目的変数

を身体的拘束の長期化（短期群と長期群の二値）にした単変
量のロジスティック回帰分析を実施した。なお，「身体的拘束
後 14 日間の自殺企図」の値は二値に対して完全分離の状態
にあるため，ロジスティック回帰分析から除外した。その結
果，知的障害があること（オッズ比：7.71，95％信頼区間：1.17
～51.1），被虐待体験があること（オッズ比：7.36，95％信頼
区間：1.34～40.5），身体的拘束後 14 日間に暴力を振るうこと

表 2 隔離者の特性 

142 71 71

31 10 83 3 10 5 20 84 48 131 5 8 3 25

12 1 97 13 0 1 93 12 3 1 98 0 042

70 72 33 38 37 34 0 15

154 2 9 99 155 2 9 9 153 2 9 99 0 24

45 8 12 83 48 0 12 27 43 5 13 07 0 037

0 475

0 0 0 0

1
0 0 0

2
12

3 21 11 10

4
40 22 18

5
2 0 2

3 1 2

7 知 4 3 1

8 32 18 14

9 通
28 10 18

90 79 97 8 92 83 5 98 5 88 78 9 0 28

知 14 128 5 9 2 0 398

55 87 24 47 31 40 0 301

12 130 7 4 5 0 7 3

不 0 47 10 85 0 24 4 43 0 23 42 0 805

13 70 1 5 0 211

11 129 2 8 1 2 3 8 0 0 098

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 375

39 103 18 53 21 50 0 707

18 124 7 4 11 0 0 449

49 93 29 42 21 50 0 158

48 94 30 41 18 53 0 0504

14 1 8 5 2 1 3 29 2 5 100 0 00125

後14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 589

28 114 13 58 15 5 0 833

0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 0 149

43 99 18 53 25 4 0 273

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804

28 114 13 58 15 5 0 833

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539

18 124 10 1 8 3 0 802

3 139 1 70 2 9 1 000

  正   0 05 0 01
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（オッズ比：10.4，95％信頼区間：1.93～56.0）が身体的拘束
の長期化を引き起こしていることが示された（表 3）。 
２）隔離 

Fisher の正確確率検定の結果，隔離の長期化と入院前の自
殺企図の有無には関連性がみられた。上記の項目が隔離の長
期化に与える影響を明らかにするために，上記の項目を説明
変数に，目的変数を隔離の長期化（短期群と長期群の二値）
にした単変量のロジスティック回帰分析を実施した。その結
果，自殺企図があること（オッズ比：0.464，95％信頼区間：
0.028～0.946）は隔離の長期化を引き起こしていないことが示
された（表 4）。 

Ⅵ．考 察 

１．専門的な介入の必要性 
身体的拘束の長期化に影響する要因として「知的障害」，「被

虐待体験」が明らかになった。 
知的障害（知的能力障害）は，知的機能（推論，学習，問

題解決能力）障害と適応行動（概念化能力，社会技能，生活
を送る能力）障害の両方を伴う障害である。加えて，知的能
力障害ではコミュニケーション能力の乏しさや自尊心の低さ，
欲求不満への耐性の低さ，衝動性のコントロールの不良，過
剰に攻撃的な行動，攻撃的な性行動に注意を向けることが指
摘されている 10）。そのため，身体的拘束という不快感が強く，
コントロール感が奪われた状況において，知的障害を持つ子
どもは自己や環境を把握して理解することや，その場で適応
的に振る舞うことが困難になると考えられる。つまり，身体
的拘束を受けること自体に対して反射的に不適応な行動を
とってしまいやすく，それゆえに身体的拘束が長期化してし
まうと考える。知的障害を持つ子どもに身体的拘束を実施し
た場合は，通常の身体的拘束についての説明だけでなく，状
況の理解力やコミュニケーション能力・手段への配慮，身体
的拘束による不快感の除去，欲求不満や衝動性のコントロー
ルを支援するようなケアや治療が必要になるといえる。 

身体的虐待や性的虐待を受けた子どもの21～55％にPTSD
がみられ，そして PTSD の症状は，逃避／回避するための胃
痛，頭痛などの身体症状，情動麻痺から解放されるために行
われる自傷行為などの自己破壊行動，敵意や過覚醒状態での
暴力，外傷を再体験しようとするような性的な遊びなどと

いった形で生じることがあると指摘されている 11）。そのため
被虐待体験のある子どもは，身体的拘束をトラウマティック
なストレッサーとして認識し，身体的拘束を実施する瞬間は
もとより身体的拘束中において，PTSD 症状を生じさせてい
る可能性がある。つまり，身体的拘束によって PTSD 症状が
引き起こされ，PTSD 症状による病的行動が身体的拘束開始
時に存在していた問題と重なってしまい，PTSD 症状が生じ
ている間は患者の状態が改善していないとスタッフに認識さ
れ，身体的拘束の長期化につながると考えられる。全米州精
神保健局長協議会の隔離・身体的拘束最小化のための研修カ
リキュラムがアプローチの主軸の一つにトラウマインフォー
ムドケアシステムを取り入れてその効果をあげている 12）よ
うに，被虐待経験のある子どもに身体的拘束を実施した場合
は，通常の心理的ケア以上に，トラウマという病理を基本的
な認識としたケアや治療，セルフコントロールの支援を実施
していく必要があるといえる。 

知的障害や被虐待体験からの影響で個人の能力に制限をか
けるため身体的拘束になった場合は長期化になる恐れがある。
長期の身体的拘束を防止するためには通常の治療やケアだけ
でなく，それらに配慮した専門的な介入が必要になると考え
る。そして，このことから今後精神科看護において知的障害，
虐待の影響やトラウマなどについての理解や援助方法の教育
が重要になることが示唆される。 
２．医療安全における課題 

分析の結果，身体的拘束の長期化に影響する要因として「身
体的拘束後 14 日間の暴力」，長期化に関連する要因として「身
体的拘束後 14 日間の自殺企図」が明らかになった。 

身体的拘束中の患者に対応する主な職種は看護師であり，
看護師が暴力を受けた時に暴力や暴力を振るった患者に対し
て否定的な感情を抱くことはこれまでにも報告されている。
谷本は暴力を受けた直後に看護師は暴力の脅威，患者への嫌
悪や対応への不安を感じていること 13），冨川は看護師が身体
的拘束をしていた患者が暴れたり，看護師を脅す姿を見て攻
撃されるのではないかと怖くなったり感情がかき乱されたこ
と 14）を明らかにしている。身体的拘束を実施したにもかかわ
らずその直近 14 日間に暴力が起きることは，看護師を含む
援助者に困難感や否定的な感情を抱かせ，身体的拘束の長期
化につながっていくと考えられる。そのため，暴力の予防，

表 3 身体的拘束の長期化に関連する要因のオッズ比 

表 4 隔離の長期化に関連する要因のオッズ比 

95

知 7 71 1 17～51 1 0 034

7 3 1 34～40 5 0 022

後14
10 4 1 93～5 0 0 00

95

0 4 4 0 028～0 94 0 0347
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防止に努めることが身体的拘束の解除に必要になる。しかし
ながら，前述したように身体的拘束自体の不快感によるもの
や PTSD 症状から暴力が生じている可能性があるため，単な
る暴力対策というより，Person centered を理念にした
CVPPP15）のようにケアという視点に立った暴力へのアプ
ローチが重要になるといえる。 

精神科病院において自殺の防止は医療安全上の最重要課題
である。自殺の予防に関しては病院内で様々な取り組みが行
われている 16）が，最も強力なものが身体的拘束である。本研
究では，身体的拘束開始後 14 日間に自殺企図をした者が長
期群のみであり，短期群にはいなかったため完全分離となり
ロジスティック回帰分析をすることができなかった。そのた
め，身体的拘束開始後 14 日間の自殺企図が長期化に関連す
ることは明らかにできたが，長期化への影響の程度を明らか
にすることができなかった。しかし，身体的拘束を実施した
にもかかわらずその直近 14 日間に自殺企図がされた場合は
病棟スタッフの衝撃が大きく，身体的拘束を解除していくこ
とに不安を感じさせ，身体的拘束の長期化につながると考え
られる。また，自殺念慮のある患者に対してリスクアセスメ
ントや援助は欠かせないが，子どもの自殺は成人の自殺とは
様相が異なっており 17），そのリスクアセスメントの違いや難
しさもスタッフの不安を増加させ，身体的拘束の長期化につ
ながっていくと考えられる。ただし，同時に隔離の長期化の
要因を明らかにするロジスティック回帰分析の結果，入院前
に自殺企図があった場合には隔離の長期化を引き起こさない
ことが示された。これは入院前に自殺企図があって短くなっ
たというのではなく，過去のエピソードによって入院中の隔
離の期間が左右されない，つまり，医療従事者は過去のこと
を引き合いにだして不安になり隔離を長期化させることはな
いということだと考える。そのため，単にスタッフの不安を
和らげるような対応をするというよりは一般的な自殺予防支
援教育のみならず，小児期，思春期に特化した自殺予防支援
教育をしていくことが重要といえる。 

暴力と自殺は精神科医療の医療安全における重要な課題で
あり，危険を回避するために身体的拘束を行ったにもかかわ
らず，その後すぐに医療安全上の問題が生じると身体的拘束
が長期化すると考える。これら医療安全上の問題に対する看
護師や医師，他の職種への教育や患者へのアプローチが長期
化を防止するためには必要になると考える。 
３．治療の方法としての行動制限 

分析の結果，身体的拘束，隔離ともに短期群と長期群では
入院から行動制限開始までの日数に大きな差があったことが
明らかになった。これは短期群が入院直後の行動制限であり，
長期群は入院して時間が経過してからの行動制限であること
を示しており，入院の拒否やホームシックによる衝動行為な
どによって行動制限が必要になった場合とは違い，医療者が
患者を十分に観察し病理を理解した後での行動制限であり，
根本的な治療と並行するために行動制限が長期化すると考え

る。山崎は行動制限について，やむを得ずとはいえ行動制限
する以上は治療の重要な転回点，『子どもとじっくりかかわる
チャンスが来た』と考え，これまで抱えてきた感情を言葉に
したり，自分の行動や人間関係を振り返ったり，これから先
の生活や他者との関係を考えるといった時間を可能な限り確
保していくことが大切である 18）と述べている。つまり，児童
精神科医療では行動制限をそれ以外では危険を回避できない
ために用いる方法としてだけでなく，行動制限が治療の一要
素と機能する場合もあることを示唆しているといえる。たし
かに行動制限下では医療者と患児が守られた空間で 1 対 1 の
交流を可能にするといえる。しかし，行動制限を精神保健福
祉法にある目的だけではなく治療手段やじっくりかかわる手
段や方法として用いた場合，標的にしている症状，入院後か
ら十分に観察していた病理が改善するまで行動制限を継続し
てしまう可能性がある。ここには治療と自律の尊重，治療と
無危害などの倫理的葛藤があり，児童精神科医療で行動制限
が治療の一要素として機能している場合には，長期化を防ぐ
ために倫理調整が重要になると考える。 
４．研究の限界 

本研究は，後方視的研究であること，症例数が少なく十分
な統計分析手法を実施することができなかったことから，得
られた結果とその解釈には限界がある。今後，前向きの研究
としてデザイン，実施し，症例数を増やして，より信頼性の
ある結果を示す必要がある。 

Ⅶ．結 論 

児童精神科病棟における患児の身体的拘束を長期化する要
因として，知的障害があること，被虐待体験があること，身
体的拘束後 14 日間に暴力があること，身体的拘束後 14 日間
に自殺企図があることが明らかになった。行動制限（身体的
拘束と隔離）の長期群と短期群の比較において，長期群は短期
群より入院から行動制限開始までの日数が長いことが明らか
になった。行動制限の長期化に対して専門的な介入が必要に
なること，長期化には医療安全上の課題や行動制限が治療の
一要素として機能していることが関係していると考えられた。

本論文の内容の一部は，第 53 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。なお，本論文に関して，開示すべき利益相
反関連事項はない。 
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◇ 原 著 ◇ 

拡張型心筋症患者が両室ペーシング機能付き 
植込み型除細動器と共に生きる体験 

浅野仁美1）*，池 睦美1），中村 勝2），長澤 寮2），田村奈実3）

 本研究は，拡張型心筋症（以下 DCM）患者が両室ペーシング機能付き植込み型除細動器（以下 CRT-D）を植込み後
にどのような体験をしているかを探究し，看護支援の一助に繋げることを目的とした。同意を得られた患者 5 名に半構
成的面接を実施し，語りの内容を質的統合法（KJ 法）で分析した。6 枚の最終ラベルに統合され，そのシンボルマーク
として【根治できない病気への思い：切望する現状維持と改善の期待】，【心臓への労り：誰にも理解できない自分だけ
の物差しで行動】，【医療に対する感謝：神の一手を与えてくれた医師への恩返し】，【CRT-D と一体化：無意識の内側
でコントロールされる心臓】，【安心と負担が同居：作動するかもしれない不確かさ】，【死に対する考えの変化：老いに
よって近づくもの】が抽出された。看護者は患者自身の身体感覚を重視したセルフケアを継続して行うための支援や，
CRT-D 植込みによって得られた心不全症状が安定した状態の中で，その人らしく積極的に日常生活を営むことができ
るよう支援することが重要である。 

【キーワード】拡張型心筋症，両室ペーシング機能付き植込み型除細動器，体験 

Ⅰ．は じ め に 

拡張型心筋症（dilated cardiomyopathy；以下 DCM）は，
慢性心不全症状を特徴とし，急性増悪を繰り返す進行性かつ
予後不良の疾患であり，有病率は人口 1,000 あたり 0.5 人程度
と推定されている 1）。DCM は原因不明とされ，根本的治療は
心臓移植のみである 2）。しかし臓器提供者は少なく，DCM 患
者は心不全症状への薬物療法を受けながら日常生活を送って
いる。 

近年，心不全治療の進歩は目覚ましい。薬物を使用しない
心臓再同期療法も登場しており，心不全にしばしば合併する
心室間同期不全を解消し，悪化の防止や心機能を向上するこ
とが可能となった。日本では 2004 年からこの治療を行う両
室 ペ ー ス メ ー カ ー （ cardiac resynchronization therapy 
pacemaker：以下 CRT-P）が使用されるようになった。その
後も 2006 年に致死的不整脈による突然死のリスクを回避す
る両室ペーシング機能付き植込み型除細動器（cardiac 
resynchronization therapy-defibrillator:以下 CRT-D） が開発
され，2017 年には 心臓再同期療法を新たに受ける患者の

72％に CRT-D が使用されており，心機能低下がみられる
DCM 患者にも CRT-D の使用が進んでいる 3）。 

DCM 患者の生活実態については明らかにされていない部
分が多い。疾患受容のプロセスは，蓬田ら 4）が 4 つのカテゴ
リー〈受け流す〉〈受け止める〉〈受け入れを強いられる〉〈現
状を受け入れる〉を抽出しており，受容の程度は状態に伴っ
て強まったり弱まったりしていると報告している。また，小
島ら 5）は DCM 患者の発症後の経過が長期化することから〈疾
病を受容するための苦悩〉や悪化する病態に対する〈生と死
に向き合う心の揺らぎ〉〈疾病と共存することへの辛さ〉を
持っていると報告している。このように DCM 患者は疾患受
容の困難さだけでなく病態の悪化に伴う苦悩や苦痛を内包し
ているといえる。 

また CRT-D の除細動機能の作動は致死的不整脈が生じ，
患者に死が近づいたことを意味する。CRT-D と同じ除細動機
能 を 持 つ 植 込 み 型 除 細 動 器 （ implantable cardioverter 
defibrillator：以下 ICD）を使用している患者では，突然死体
験や除細動機能作動に関連した心的外傷後ストレス障害をき
たす事例が多く 6），植込み後も作動に対する不安や緊急時の
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対応に対する支援の必要性があること 7）が報告されている。
また終末期にある慢性心不全で ICD 植込み後の患者では，予
後予測が困難なことから死亡するまでの 1か月の間に27％の
患者に除細動機能の作動があるにもかかわらず，除細動機能
を停止した患者は 24％に留まっている 8）と報告されており，
作動することによって臨死期まで苦痛が生じる可能性がある。

これらのことから，CRT-D 植込み後の DCM 患者は根治で
きない疾患を抱える苦悩のみならず，CRT-D の除細動機能に
関連した苦痛を生じている可能性もある。しかし，CRT-D 植
込み後の DCM 患者に関する生活実態調査は見当たらない。
そのため，本研究では DCM 患者が，CRT-D 植込み後から身
体症状の変化を感じ，そこから疾患や CRT-D に対する思い
の変化を感じてきたのかについて焦点を当てたインタビュー
調査を実施し，DCM 患者の安楽な生活に向けた今後の看護
支援のあり方について検討する。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，DCM 患者の CRT-D 植込み後に得られた身体症
状や，そこから得られた疾患や CRT-D に対する思いの変化
などの体験を明らかにし，患者の安楽な生活に向けた看護支
援の一助にすることを目的とした。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
質的記述的研究 

２．操作的定義 
本研究における「体験」は，中木らの定義 9）を参考に，「DCM

患者が CRT-D を植込み後に出会った身体症状とその反応か
ら得られた感情や価値の変化」と定義した。 
３．データの収集方法 
１）対象の選択 

研究対象者は，東日本の A 県内 X 病院へ外来通院してい
る CRT-D 移植後の DCM 患者とした。また対象者は，重度な
心機能低下を有するため，①外来通院が可能でかつ身体症状
が安定していること，②60 分程度の面接に耐えうると判断さ
れた者を選定条件とし，外来主治医より紹介してもらった。
また，対象となる患者が少ないことが予想されるため，CRT-
D 移植後の期間については問わないこととした。 
２）データ収集の具体的な方法 

インタビューガイドを用いた半構造化面接を 1 回実施した。
DCM の経過は多様であるため，インタビューガイドには，病
気に気づいた時点から，CRT-D を植え込んだ現在までに体験
した身体症状や，それに伴う気持ちや思いの変化，CRT-D に
対する考えについての項目を設定した。その内容を参加者の
同意を得て，IC レコーダーに録音した。また参加者から病気
に気づいてから現在に至るまでの経過や，今現在 CRT-D と
ともにあることへの思いを自由に語ってもらい，適宜内容を
確認した。尚，インタビューは 2016 年 7～9 月に実施した。 

３）データ分析方法 
本研究では，質的統合法（KJ 法）10）による分析とした。正

木によると，質的統合法（KJ 法）は看護の現象の克明な（豊
富な）記述から看護現象を構造的に把握することに優れ，臨
床の知である看護実践を一般化・理論化していくことを可能
とする方法 11）である。本研究は DCM 患者が CRT-D 植込み
後に出会った多様な心身の変化，それによって得られた反応
を明らかにすることを目的とするものであり，対象者の体験
をありのままに捉えるためには最も適している分析方法と考
えた。分析は，以下の手順で行った後，データの信頼性を高
めるため，質的分析法（KJ 法）に精通した研究者からスー
パーバイズを受けた。 

（1）個別分析 
個別分析は，①単位化とラベル作成，②グループ編成，③

データの構造化（空間配置図の作成），④シンボルマーク付け，
⑤構造の叙述の 5 段階を踏んで行った。すなわち，患者ごと
の逐語録から，CRT-D 植込み後の体験について 1 つの内容が
示されるよう単位化し，1 枚のカードに 1 つの単位が入るよ
うにラベルを作成した。作成したラベルを一面に広げ，「類似
性」に着目してカードを集め，似た意味のカード毎にグルー
プ化した。同じ要領でグループ編成を複数回実施し，類似す
るものが無くなるまで作業を繰り返し最終ラベルを作成した。
作成された最終ラベル同士の理論的関係を発見する作業を行
い，空間配置図を作成した。各々の最終ラベルの性質を象徴
的に示す一文，シンボルマークをつけ，それらによって構造
化された空間配置図を読み取り，論理的なストーリーとして
要約し，各対象者の構造結果として記した。 

（2）総合分析 
個別分析は，事例的性格をもつのに対して，総合分析は普

遍的・法則的性格へと近づくプロセスである。従って，総合
分析は個別分析によって得られた各対象者の最終ラベルから，
個別分析の具体性を残しつつも，抽象度が高すぎないレベル
の目安である 2 段前の状態に戻し，それらをすべて併せ，個
別分析と同様の手順で分析を行った。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，新潟大学大学院保健学研究科倫理審査委員会の
承認（受付番号：第 123 号）を受けて実施した。研究対象者
は，重度な心機能低下を有する可能性があるため，外来通院
可能で身体症状が安定し，60 分程度の面接に耐えうると主治
医より判断された者とした。 

研究参加候補者に①研究の目的，方法，②協力の自由意志と
拒否権の保証，③個人情報・プライバシーの保護，④研究成果
の公表方法，⑤研究開始から終了後までのデータの保管管理と
処理等について文書及び口頭で説明し，研究協力の依頼を行っ
た。研究参加についての熟慮に必要な時間を十分に確保し，参
加候補者の研究への理解を確認した上で，同意が得られた参加
候補者から研究同意書に署名してもらい，研究参加者とした。
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Ⅴ．結 果 

１．研究参加者の概要 
選定基準を満たし同意を得られた 5 名が研究参加者となっ

た。性別は男性 2 名，女性 3 名，年代は 50～70 代，DCM 罹
病期間は 9～35 年，CRT-D 移植後 2～8 年であった。面接時
間は 28～49 分，平均面接時間は 36.6 分であった。参加者の
概要と面接から得られた元ラベルと最終ラベル数を表 1 に示
す。（表 1） 
2．分析結果 

各参加者の個別分析を実施し，それぞれ A 氏 5 枚，B 氏 6
枚，C 氏 5 枚，D 氏 5 枚，E 氏 3 枚の最終ラベルに統合され
た。（表 2） 

個別分析の最終ラベルより 2 段前に遡り，A 氏 12 枚，B 氏
11 枚，C 氏 14 枚，D 氏 14 枚，E 氏 14 枚の計 65 枚を元ラベル
として総合分析を行い，6 枚の最終ラベルに統合された。（表 3） 

6 つの最終ラベル間の論理的関係を発見する作業を行いな
がら，シンボルマークによって構造化された空間配置図より
得られた論理的ストーリーを以下に示す。 

DCM で CRT-D 植込み後の患者は，【切望する現状維持と
改善の期待】という【根治できない病気への思い】を根底に
持っていた。そのため，CRT-D を植込んだとしても【心臓へ
の労り】から【誰にも理解できない自分だけの物差しで行動】
を取っていた。しかし，そんな中で【無意識の内側でコント
ロールされる心臓】を知り【CRT-D と一体化】していたこと
に気付いていた。 

またもう一つの側面としては，【神の一手を与えてくれた医
師へ恩返し】をしたいという【医療に対する感謝】を持つ一
方で，【作動するかもしれない不確かさ】がもたらす【安心と
負担が同居】した状態であるとも感じていた。これらの思い
が影響していき，【老いによって近づくもの】という【死に対
する考えの変化】が生まれた，という体験をしていた。（図 1） 

Ⅵ．考 察 

１．拡張型心筋症患者が両室ペーシング機能付き植込み型除
細動器と共に生きる体験 
抽出されたシンボルマークによって得られたストーリーか

ら，研究参加者の体験を考察する。なお【 】はシンボルマー
ク，〈 〉は最終ラベル，「 」は元ラベルの言葉に対応する
ものとする。 

分析の結果から，DCM 患者が CRT-D と共に生きる体験に
は大きく 2 つの側面が存在した。1 つは，根治しない心臓を
自分なりに労わりながらも，よい状態になるよう努めてくれ
る医療に対する感謝をより一層深めていく DCM 患者として
生き続ける側面である。そして 2 つ目は，CRT-D によって正
常に心臓が動かされるという身体変化と，除細動機能を持っ
た安心と負担という心理的変化から，死に対する考え方の変
化がもたらされた CRT D の植込み後を生きるという側面で
あった。それぞれの側面から参加者の体験について考察を進
める。 
１）CRT-D 植込み後も DCM 患者として生きる体験 

分析結果から本研究の対象であるCRT-D植込み後のDCM
患者は，【切望する現状維持と改善の期待】という【根治でき
ない病気への思い】を根底に抱えていたことが分かった。参
加者の概要を見ると，9～35 年と長期に渡り DCM を患い，
その期間と比べると CRT-D を植込んだ期間はわずか 2～8 年
であるため DCM 患者として過ごしてきた影響が強いといえ
る。「やっぱり，ずっと長いので。自分の中で，こうなった時，
気を付けないといけないってポイントがいくつかあって」と，
【誰にも理解できない自分だけの物差しで行動】を続けてい
た。これは，蓬田ら 12）の DCM を受け入れるプロセスの “現
状を受け入れる”段階では，病気としては根治を望めないため，
低下した心臓をこれ以上悪化させないように様々な手段を考
えるという報告と同様で，CRT-D を植込んだ後も DCM 患者
として現状を維持することを切望しながら，DCM を受容し
て生活を送っていると考えられる。 

加えて，「私にとって一番具合が悪いのは，心臓が水の中に
ふわふわと浮いて位置が定まっていないようなすごく妙な感
覚になることで，そういう時はうつ伏せになって押さえたり，
しばらく大事にしようと思う」などの【心臓への労り】が表
出されていた。これは，上床ら 13）が DCM とともに生きる患
者が生活調整を行うあり様について，胸水貯留による耐え難
い呼吸苦や身体が思うように動かないといった身体そのもの
で感じ取る感覚を基準にしているという報告に類似しており，
DCM 患者にとって自身の身体感覚が特に重要とされるもの
であるといえる。 

一方，【根治できない病気への思い】には，DCM の改善の
期待が含まれている。「先生方の判断で CRT-D を入れた方が
良いと言われ，多少なりと心臓の負担を楽にしてくれるよう
な方法を取ってくれるということならお任せしますと思った」

表 1 研究参加者の概要 
対象者 性 年代 病期間 後 動経験 面 間 ラベル

性 0代 35年 2年 あり 3 分 33

性 0代 25年 3年 あり 4 分 45

女性 0代 年 年 なし 30分 5

女性 50代 32年 年 なし 3 分 42

女性 0代 年 5年 なし 2 分 30
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と，積極的に CRT-D を受け入れていた。従来，薬物療法など
の治療を従順に受けてきた患者にとって，医師から新たな選
択肢が提示されたことは非常に大きな希望となり，改善の期
待を持ちながら【医療に対する感謝】の思いを深めることに
繋がっていた。小島ら 14）は，DCM 患者は病気や自分に合っ
たアドバイスや情報，再発防止・検査結果の変化の説明など
を受けたいという欲求から医師への依存が大きいと報告して
いる。本研究の参加者も CRT-D の提案を受けたことにより

感謝を深めるとともに【神の一手を与えてくれた医師への恩
返し】をしていきたいという思いを生み出し，〈CRT-D を手
術してくれた先生は命の恩人であり，薬では治せない段階か
らより改善してもらいたいという期待に応えていかなければ
ならない〉と，さらに医師に対して従順になっている様子が
伺えた。 
２）CRT D を植込んだ DCM 患者として生きる体験 

本研究では，CRT-D を植込んだことによる身体的な変化を，

表 2 各参加者の個別分析の最終ラベル 

心 の動きは に ント ールされているが、 張 心 症の自分の心 はいつまでも応じることがで
きないであろうことを仕方なく け れるしかない。
2 高齢で が くなってきたが、自分の場合はがんと違って みを感じることなく ことができるため、 経
に考えることがなくなった。
3 気絶が不整 から来ると知ってから、 な変化を 感に感じ れないこともあったが、不整 が きないと

不 を感じず、 なんだと実感する。
4 を んだ後は 動制 があり、 ⼒や 低下を感じていたが、 されて 動してみると れで
しくなった。
5 のが嫌だと思うのは、一人 されてしまう の面 をどう見るかということだ。

では せず高 な を れたことで、 者手 を って 、仕事までできるのは命の 人である先生
のおかげであるから、 してもらいたいという期待に いるように めなければならない。
2 の作動の はトラウマとなり、 急 を ぶなど周りに も かることであるから、作動しないこ

とが一番であり、 が一のことを考え 全に ごすことを心 けている。
3 お を めば具合や成 が悪くなるだろうから、やっぱり生きていたいから めてはいるが、その 面生きる

ことが面 くなくなり、 命があと5年くらいなんじゃないかと思う。
4 病気を し、何回も使える 動機能がついている を められ、 間で も少なく れられ、

んでしまえば楽になると思ったのですぐに手 を け れた。
5 み部に負担がかかっているような違 感があるが気にするほどのことではなく、 み後は いても動

が きなくなった。
半年に 回 いてもらわないと もダメになるし。
れることができないと⾔われた ースメーカーを れてくれたことは の いのように感じられ、何でも

えてくれる 者は ースメーカーと同様に 心感を える 人のような存在である。
2 張 心 症の は しかなく、 で するしかないと⾔われ、 ことなど考えられなかったがそ

ういう病気だと思うしかできなかった。
3 ースメーカーが ったことでわせわせと くと を感じる となったが、家事をする となり年齢的

にも体⼒が低下してきて5〜 年後の電 まで 気でいられるか心配である。
4 人の ースに合わせることなく、自分の ースで動いていたらさほど気になることなく、自然と症状に慣れて

いった。
5 が 0くらいに されていて、 に感じることはないが、 の が 0と表 されると ースメー

カーがあるから正常でいられると 心する。
心 の病気のため何かあったらということを考えておかなければならず、 心のためにも 動は っていた

方が良いが、何か大変なことをしなくても作動したという話を聞き、何が大 だと⾔えないと思った。
2 心 の位置が まらないような感覚や キンと来るような みは自分にしか分からないため、自分の心 を自

分の感覚で考えて、何か 中でもやめるなど気を付けていかないとだめだと思う。
3 何かあったらと思うとそのままの方がいいと思うので、カテーテル検査を けることや を⽌めるなど、なる
くならもう心 をいじらないで、と思う。
4 フル ーシン だから機 がないと私の場合動けないので、 れたくないと⾔える状況ではなく、 はも

う一 の自分みたいな、ありがたい存在である。
5 よりサイ が大きく っている感じが れた当 はあったけれど、慣れてしまえば少し重いかなっていう

感覚はあるかもですけど、これはこれでしょうがないというくらいだ。
ースメーカーで変わった感じがしたのは新 だった れた だけで、ただここにあるだけのもので何も感じ

ず、なくてよいならない方が一番いい。
2 病気と離れることはできず、 ースメーカーを れることを ればまた同じ状 になるだろうから、しょうが

ないと めて、楽観的に行くしかないと思った。
3 を れた後も以前と同様に 行に行くことができている。

ラベル
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表３ 総合分析のシンボルマーク及び最終ラベル 
シン ルマーク ラベル 下位ラベル

との一体化
意識の 側で ント ールされる心

異物感や の みなど変わった感じがあったのは み後だけで、
はただあるだけのものとなり、心 が と同じであると正常に心 が
ント ールされているのだと 心する。

・ み後は異物感や が くなることがあったが、 に感じることも
なく、慣れてしまえば気になることもなくなっていった。
・変わった感じがしたのは み後だけで はただあるだけのものとな
り、 と同じ心 と知ると正常に心 が ント ールされているのだと
心する。

できない病気への思い
望する現状 持と の期待

張 心 症は心 でしか せないため、 を ことで病状が
多少なりともよくなるならばと け れたが、いつまでも心 が えられる
ではないので負担のかかることはしないでほしい。

・ を まなければ同じことを り すだろうし、 ことで多少
なりとも病状がよくなる可能性があるならば け れるほかない。
・ 張 心 症は心 でしか せないため を け れるしかな
かったが、いつまでも自分の心 が に応じることができるわけではな
いので を変えたりして負担をかけないでほしい。

心と負担が同
動機能がある不 かさ

心 の病気があるから実 れたときのことを考えて 動機能が ってい
た方が 心だが、作動すると が⽌められて不 になったり、 急 を
ぶように⾔われていることもあり周りの人に をかけてしまうかもしれな
い。

・作動すると が⽌められて不 になるので作動しないでほしいと思う
が、心 の病気があるから何が大 ということはないので、実 れたと
きのことを考えて 動機能が っていた方が 心だと思った。
・ 師から が作動したら 急 を ぶように⾔われていることもあ
り、もしも 先で こったら くの 環 の病院に んでもらう方が良
く、そうすると周りの人に がかかる可能性がある。

に対する考えの変化
いによって づくもの

お を など楽しみがなくなり体⼒も低下していき 年代に ってきて
いることを感じるが、 みがあるという とは違い、不整 で気絶してしま
えば何も感じず ねるため案外楽なのではないかと思う。

・ される家 の事を思うと生きていたいと思う 面、お を など具合
が悪くなるようなことはできず生きていても面 くなく、動くことも少なく
なり体⼒が低下していき、 年代に ってきていると感じる。
・ だと みがあり、それを らげながら んでいくっていうけど、ありが
たいことに不整 で気絶してしまえば何も考えたり感じたりすることなく
ねるため案外楽なのではないかと思う。

心 への り
にも理 できない自分だけの物 しで行動

心 の位置が まらないような感覚や キンと来る み、 が けたと思
うほどの がある作動は自分にしか分からないので、人に合わせることな
く自分の ースで 全に ごすようにしなくてはいけない。

・心 の位置が まらないような感覚や キンと来るような みは自分にし
か分からないため、自分の心 を自分の感覚で考え、人に合わせることなく
自分の ースで動いて症状に合わせていかないといけない。
・作動は が けたと思うほどの でトラウマとなったり心配で れな
くなったりしたが、 全に ごし、よく れるようにすることで楽になった
と感じている。

に対する感
の一手を えてくれた 師への し

もう一 の自分のような、 からの いのように 心感を えてくれる
を手 をしてくれた先生は命の 人であり、 では せない から

より向上してもらいたいという期待に応えていかなければならない。

・ では せない となっても動けているのは のおかげで、
はもう一 の自分のような、 からの いのように 心感を えるありがた
い存在であり、手 をしてくれた先生は命の 人である。
・高 な を れ、 者手 もいただいていても 仕事をすることが
できていることを 難いと思わなくてはならず、向上してもらいたいという
期待に応えるためには 目だと⾔われたことや 理はしてはいけない。

心臓の病気があるから実際倒れたときのこ

とを考えて除細動機能が入っていた方が安

心だが、作動すると運転が止められて不便

になったり、救急車を呼ぶように言われてい

ることもあり周りの人に迷惑をかけてしまう

かもしれない。

もう一個の自分のような、神からの救いのよ

うに安心感を与えてくれるCRT-Dを手術を

してくれた先生は命の恩人であり、薬では治

せない段階からより改善してもらいたいとい

う期待に応えていかなければならない。

【根治できない病気への思い：切望する現状維持と改善の期待】

【医療に対する感謝

：神の一手を与えてくれた医師へ恩返し】

両面で

根底に

影響して

心臓の位置が定まらないような感覚やズキ

ンと来る痛み、皮膚が破けたと思うほどの衝

撃がある作動は自分にしか分からないので、

人に合わせることなく自分のペースで安全

に過ごすようにしなくてはいけない。

お酒を飲むなど楽しみがなくなり体力も低

下していき死ぬ年代に入ってきていることを

感じるが、痛みがあるという癌とは違い、不

整脈で気絶してしまえば何も感じず死ねる

ため案外楽なのではないかと思う。

異物感や傷口の痒みなど変わった感じが

あったのは植込み後だけで、CRT-Dはただ

あるだけのものとなり、心拍数が設定と同じ

であると正常に心臓がコントロールされてい

るのだと安心する。

【CRT-Dと一体化

：無意識の内側でコントロールされる心臓】

【心臓への労り

：誰にも理解できない自分だけの物差しで行動】

【死に対する考えの変化：老いによって近づくもの】

拡張型心筋症は心臓移植でしか治せない

ため、CRT-Dを植込むことで病状が多少な

りともよくなるならばと受け入れたが、いつま

でも心臓が耐えられる訳ではないので負担

のかかることはしないでほしい。

【安心と負担が同居

：作動するかもしれない不確かさ】

しかし、

そんな中で

相俟って

両面で

一方で、

図１ DCM 患者が CRT-D と共に生きる体験(空間配置図) 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 47 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

― 5 ― 
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「まぁ，調子悪いなとも思わない。調子いいなとも思わない。
これが普通，要するに普通の体だよ。普通はそうでなきゃい
けないからね。」と語っていた。日本循環器学会 15）によると，
CRT 植込み後もその 3～4 割の心不全患者が CRT の効果が
十分に得られない可能性があるが，本研究の参加者は【無意
識の内側でコントロールされる心臓】によって普通な身体を
手に入れ，症状が安定した状態がもたらされていると推察で
きる。また，中西ら 16）の CRT-D と同じく除細動機能を持つ
ICD 患者が植込み後を生きるプロセスの中では，患者が安心
して生きるための環境が整うことによって，植込んだことへ
の意識が薄らぐ“ICD が日常化する”と報告しており，本研究
の参加者が得た【CRT-D との一体化】と同様に，患者が安心
して生きる環境が整ったと捉えることができる。 

その中で，参加者は CRT-D が【作動するかもしれない不
確かさ】から【安心と負担が同居】としていると感じていた。
ICD の患者の多くは作動に関連した精神的苦悩を抱えること 17）

や，作動予期から改めて気を引き締めるといった報告 18）とは
異なるといえる。これには，本研究の参加者には作動経験が
ないものが 5 名中 3 名と多いことや，植込み前に医師からの
説明にあった様に「病気を治すもの」として CRT-D を認識
していることが影響していると考えられる。 

このように【作動するかもしれない不確かさ】があるものの，
普通の身体を得て安定した状態にあると捉えることによって，
「いまはもう我々は死ぬ年代に入ってきているからさ。そんな
に真剣に考えないけどね」と，【老いによって近づくもの】と
【死に対する考えの変化】がもたらされていた。DCM 患者は，
診断時から不確かな予後予測や突然死の可能性の説明を医師
から幾度となく受け，死に対する不安を感じてきたと推測され
る。CRT-D を植込んだことによって，予期せぬ死は遠ざかり，
同年代者と同じように死を準備することができる者となった
と自身を捉えなおすという体験していたといえる。 
２．看護への示唆 

一般的に医療者は CRT-D 植込み後において，適切にペー
シングが行われ心不全に対する治療効果が得られているかに
注意を払い，患者への指導は植込み後の生活上の注意点や心
不全に対するセルフモニタリングに偏りがちになる。加えて
除細動機能の作動は，抑うつや心的外傷後ストレス障害をも
たらす可能性があること 19）や，他者との関係性や，自分の生
活に影響を与える 20）ため，除細動機能の作動の有無や，活動
の制限など日常生活の管理により関心が高まる。 

本研究の結果から，CRT-D 植込み後の DCM 患者は自分の
身体感覚を重視したセルフケアを獲得していることが考えら
れるため，看護者は検査結果の値などの客観的なデータに
沿った指導を中心に行うのではなく，患者の主観的な症状に
寄り添ったケアを共に考える必要があるといえる。 

また，CRT-D を植込み症状が安定したことによって，自身
を同年代者と同様に老いて死に近づく存在であることに気づ
く体験をしている。本研究の参加者の多くが老年期を生きる患

者であったこともあるが，患者をその年代に応じた発達課題を
持ちながら生活する者として捉え，その人らしく積極的に日常
生活を営むことができるよう支援することが重要である。 
３．本研究の限界と展望 

CRT-D 植込み後の DCM 患者が希少であることから，本研
究では 5 名の参加者のデータのみとなった。そのため，本研
究の結果を CRT-D 植込み後の DCM 患者の体験として一般
化することは難しいものの，CRT-D を植込み，社会生活を送
る DCM 患者の体験を知ることはできた。今後より多くの対
象者の詳細な語りを集めることで，DCM 患者の CRT-D 植込
み後の体験をさらに構造化し，患者の安楽な生活の支援に求
められる看護援助を探求する必要がある。 

Ⅶ．結 論 

DCM 患者が CRT-D と共に生きる体験には，心臓を労わり
ながら医療に対する感謝をより一層深めていく DCM 患者と
して生き続ける側面と，両心室ペーシング機能によって心臓
が動かされるという身体変化と，除細動機能を持ったことに
よる心理的変化から，死に対する考え方の変化がもたらされ
た CRT-D の植込み後を生きるという側面の 2 つが存在した。

看護者は，患者が重視する自身の身体感覚に基づいたセル
フケアを継続して行うための支援や，CRT-D 植込みによって
得られた心不全症状が安定した状態の中で，その人らしく積
極的に日常生活を営むことができるよう支援することが重要
である。 

本論文の内容の一部は，第 53 回日本看護協会学術集会に
おいて発表した。なお，本論文に関して，開示すべき利益相
反事項はない。 
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◇研究報告◇ 

看護職が認知症者に禁止や命令を行う場面に着目した 
事例研究 

田辺力也1）*，長井麻希江2），川瀬みどり1），角本則子1）

目的：認知症者の事例をもとに看護職が禁止や命令を行った場面の言葉がけを調査し，そのコミュニケーションにおけ
る課題を検討することである。 
方法：看護職が認知症者に禁止や命令を行った場面の時間帯，患者及び看護職の言葉や行動が 19 日間記録された。看
護職の言葉を質的に分析し，カテゴリー毎の回数や順序パターンを単純集計した。 
結果と考察：該当場面は計 45 回，日勤帯のみでなく，夜勤帯でも認められた。看護職が禁止や命令と共に用いた言葉
がけは『状態を問う』16 回（35.6％），『（禁止の）理由の説明』30 回（66.7％），『共感』1 回（2.2％）であった。言葉が
けの順序は『（禁止の）理由の説明』→『禁止や命令』が最も多く 20 回，『禁止や命令』のみ 8 回であった。認知症者
に共感的に関わるためには，対話の基本である『状態を問う』→『共感』→『（禁止の）理由の説明』という順序を踏
まえる必要があると考えられた。 

【キーワード】認知症，禁止・命令，看護，事例研究，コミュニケーション 

Ⅰ．は じ め に 

言葉による拘束（スピーチロック）は，強い口調での叱責
も含んだ言葉による身体的・心理的拘束であり，物理的な方
法による「身体的拘束」，薬物による「薬物拘束」とは区別さ
れる 1）。認知症者に医療を提供する多くの病院で身体的拘束
を減らす取り組みが進められているが，身体拘束を減らすこ
とに伴って患者の自由な動きによる危険が増すため，ケアす
る側が言葉による禁止や命令を発する機会が増える可能性が
ある。仙波ら 2）は，スピーチロックは高齢者の尊厳を傷つけ，
虐待へと発展してしまう可能性があると述べている。患者に
命令や禁止を発することは高圧的態度に結び付きやすく，「動
かないで。」「（椅子から）立たないで。」など禁止や命令を言
い放つ状況も生まれやすいのではないだろうか。 

言葉による拘束について，看護師らは禁止や命令の言葉が
けが拘束に該当することを自覚しながらも日常的に行ってい
ると自覚していることが報告されている 3）。これとは対照的
に，効果的な認知症ケアとして支持されているユマニチュー
ドは「あなたのことを，わたしは大切に思っています」とい

うメッセージを常に発信し，認知症者の人間らしさを尊重し
続ける状態であるとされている 4）。そのユマニチュードで基
本とされる「見る」「話す」「触れる」「立つ」のうち，「話す」
に注目したとき，心理学者である堀越 5）が提示した対話の順
序は具体的で有用である。ケア対象者との双方向性のコミュ
ニケーションを重視するその基本型では，まずケア対象者に
調子や気持ちを尋ね（Ask），返答された言語的・非言語的メッ
セージに共感を返し（Be with the patient），その後具体的に
理解するための質問や気づきを促すための質問（Clinical 
Question）に移るという順序である。 

自己の臨床経験から，看護職が患者に禁止や命令の言葉が
けをする場面におけるコミュニケーションは双方向性でなく，
看護職からの一方的なメッセージだと感じていた。本研究で
は，看護職と認知症者の対話の質を向上させるため，認知症
者に看護職が禁止や命令を行う場面の状況を調査してその課
題を検討した。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，一事例を元に看護職が認知症者に禁止や

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）敦賀温泉病院  2）富山大学医学部公衆衛生学講座 
＊ E-mail：m-nagai@amall.co.jp 
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命令を行った場面の言葉がけを調査し，看護職が認知症者に
共感的に関わることのできるより良いコミュニケーションに
ついての課題を検討することである。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：事例研究。 
２．研究期間 

令和 2 年 8 月 4 日～令和 4 年 3 月 31 日。 
３．研究対象 

A 病院精神療養病棟の入院患者 1 名に対して看護職が何ら
かの禁止・命令を行った場面を振り返って看護師が記載した
記録内容。 
４．事例紹介 

B 氏，90 歳代女性，主病名はアルツハイマー型認知症，既
往歴として変形性膝関節症， 膀胱がんがある。現病歴は，X
年頃より物忘れあり，家人が泊まり込み介護をしていた。X+3
年 12 月と翌 1 月に自宅で転倒後，昼夜逆転と大声が続き，同
年 2 月に A 病院入院。内服調整により一時的に過鎮静，寝た
きりとなったが，徐々に改善して調査期間には再び大きな声
を出すようになった。調査期間における障害高齢者の日常生
活自立度判定はランク B-2，HDS-R6 点，MMSE6 点であった。
５．A 病院精神療養病棟看護職の概要 

A 病院精神療養病棟看護職は，正看護師 6 名（50％），准看
護師 6 名（50％）であった。性別は女性 11 名（91.7％），男性
1 名（8.3％）であり，経験年数は 3 年から 40 年（平均 23.9
年），うち精神科での経験年数は 1 年から 30 年（平均 8.5 年）
だった。 
６．データの収集方法 

看護職がB氏に何らかの禁止や命令を行った場面の具体的
な様子を，その都度，振り返って看護職に無記名で記録して
もらった。記録用紙はナースセンターに備え，記載内容は時
間帯，患者の言葉・行動，看護職の言葉・行動とした。 

また，その他の患者の情報として内服薬の内容，不眠時頓服
薬の使用状況，活動療法（リハビリテーション，レクリエーショ
ン）への参加の有無，排便状況などを診療録より収集した。 
７．データの分析方法 

まず，看護職が禁止や命令を行った場面の回数を時間帯別
に集計した。 

次に，看護職が禁止や命令を行った場面毎に記録された患者
の言葉・行動，看護職の言葉・行動を記した記録全体をよく読
んで理解した。その後，看護職が行った禁止や命令の声かけと
共に用いられた言葉のみ抜き出して，各文章や文節を一つの意
味を持つまとまりに区切ってコード化した。続いて，それらの
コードを意味の類似性に従って分類し，カテゴリー化した。
コード化，カテゴリー化の過程は研究チーム全体で確認し合い，
適宜修正を加えながら進めた。さらに，看護職が禁止や命令を
行った各場面で看護職が発した言葉の順番を各カテゴリーに
あてはめて捉え直し，そのパターンの件数を単純集計した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は改正「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針（文科省）」に則り，A 病院倫理審査委員会の承認を得て
行った。患者 B とその家族，看護職全員に書面で研究協力を
依頼し，研究成果を学会並びに誌上発表することも説明した
上で書面にて同意を得た。研究期間中は，途中いつでも同意
を撤回でき，その場合も不利益を一切被らないこと，個人情
報を厳密に保護することなどを説明した。看護師が作成する
記録は，誰のものか特定できないように無記名とした。 

Ⅴ．結 果 

１．病棟看護職の概要 
看護職は，正看護師 6 名（50％），准看護師 6 名（50％）で

あった。性別は女性 11 名（91.7％），男性 1 名（8.3％）であ
り，経験年数は 3 年から 40 年（平均 23.9 年），うち精神科で
の経験年数は 1 年から 30 年（平均 8.5 年）だった。 
２．患者の生活状況 

データ収集期間については，研究協力者である看護職ス
タッフと業務の負担などを協議して 19 日間と設定した。B 氏
は活動療法（リハビリテーションやレクリエーション）に参
加することが多く，途中で大声を出し，車椅子を自ら押すな
どの行動がみられ，ほとんどの時間をスタッフが付き添って
いた。排泄については訴えがはっきりせず，失禁が多いため，
おむつを装着していた。尿意を訴えた際は介助されてトイレ，
または室内のポータブルトイレに移乗し，戻ってからも繰り
返しトイレへ行きたいと訴えることがあった。夜間も大声を
出すことがあり，19 日間のうち 4 回追加眠剤を使用した。家
族の面会はみられなかった。 

内服薬は酸化マグネシウム（250mg）3 錠／分 3，モンテル
カスト（10mg）1 錠／朝，リスペリドン 1 錠（2mg）／眠前，
トラゾドン（25mg）3 錠／眠前，ツロブテロールテープ 1 枚
／1 日，トラゾドン（25mg）1 錠／不眠・頓服時であり，調
査期間中に変更はなかった。 
３．看護職が禁止や命令を行った場面の時間帯別回数  

看護職がB氏に対して禁止や命令の声掛けを行った場面の
総回数は 45 回であった。日中の時間帯以外に夜間帯（21～24
時，0～3 時）にも見られ（8 回，17.8％），静かにするように，
起き上がらないようにと禁止する声掛けが認められた。日中
の具体的場面は，食事を待つ間に大声を出して車椅子を押す
B 氏に禁止の声掛けをする，尿意を訴える B 氏に動かないで
待つよう命令するなどであった。（図 1） 
４．禁止や命令の言葉がけと共に使われた他の言葉の種類 

禁止や命令の言葉がけと共に使われた看護職の言葉を質的
に分析した結果，『状態を問う』『（禁止の）理由の説明』『共
感』のカテゴリーに分類することができた。総計 47 のコード
のうち，なぜ大きな声を出してはいけないのかなど『（禁止の）
理由を説明する』コードは 31（66.0％）で最も多く，次いで
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「どうされましたか」など『状態を問う』コードは 15（31.9％），
患者の気持ちに『共感』するコードは 1（2.1％）であった。
（図 2） 
５．禁止や命令の言葉がけの場面における言葉がけの順序 

禁止や命令の言葉がけの場面における看護職の言葉がけの

順序のパターン数は述べ 45 であった。最も多かった言葉が
けの順序は『（禁止の）理由の説明』の後で禁止や命令を行う
順序で 20 件（44.4％），次いで禁止や命令の言葉がけのみの
順序で 8 件（17.8％）であった。最初に共感の言葉がけを示
した順序は 1 件のみであった。（図 3） 

図 1 看護職が禁止や命令を行った場面の時間帯別件数（n＝45） 

図 2 禁止や命令の言葉がけと共に使われた他の言葉のカテゴリーとコード数（ｎ＝47） 

図 3 禁止や命令に伴った言葉がけの順序（ｎ＝45） 
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Ⅵ．考 察 

１．看護職が禁止や命令の声掛けを行った場面の時間帯 
看護職がB氏に対して禁止や命令の声掛けを行った場面は，

日勤帯のみならず，夜勤帯（21～24 時，0～3 時）にも認めら
れた。日中の食事に伴う場面では他の患者の配膳や食事介助，
誤嚥予防などに人員が割かれてB氏のケアに十分な時間をか
けられない実情が影響していると考えられる。スピーチロッ
ク時の看護職の感情・思いに関する報告では 6），忙しい時間
帯では看護職の焦りやいら立ちなどの感情があったとされて
いる。本研究においても，禁止や命令の声掛けを行った場面
では，看護職らにそのような感情が潜んでいた可能性がある。 
２．禁止や命令の声掛けと共に使われた他の言葉の種類及び

その順序 
禁止や命令の声掛けと共に使われた他の言葉を質的に分析

した結果，患者の気持ちに共感するコードは 1（2.1％）と極
めて少なかった。また，看護職が B 氏の状態を問うコード 15
（31.9％）に比べて，理由の説明をするコードが 31 回（66％）
と倍以上であり，その順序も「理由の説明 禁止や命令」が
最も多かった。これらの結果は，患者の訴えに耳を傾ける前
に看護職側からの指示やその理由を一方的に伝えることを示
しており，まずは患者の思いに共感するという段階がふまえ
られていないことが窺える。 

前述の堀越 7）による対話の基本的な流れでは，まず「どう
しましたか？」と尋ねて表出された訴えに対して「共感」す
るという準備段階が重視されている。共感により信頼関係が
築かれていないままで禁止や命令の声掛けをすることは，患
者にとって受け入れがたいばかりか，対等であるべき両者の
関係を看護職優位の縦の関係にしてしまう恐れがある。 

さらに，ユマニチュードの基本でもあるように看護職が認
知症者の様子をまず「見る」ことを十分に行えば，認知症者
の言語的・非言語的なメッセージを適切に受信することがで
きる 8）。その上で「お尻が痛くなったんですね」「トイレに行
きたくなったのですね」など気持ちに沿った共感に行える可
能性がある。それらは，禁止や命令を乱用しなくてもよい状
況を産み出す可能性があり，より意識的に認知症者を観察し，
共感を示した上で働きかける必要があると考えられた。 
３．本研究の意義と限界 

本研究のデータ収集方法の限界として，看護職の回顧的な
記録であるため，無自覚のまま行われた声掛けや忙しさゆえ
に失念された場合などには正確に記録されなかった可能性が
ある。より正確に分析をするためには録音，録画などの方法
が，より丁寧な振り返りをするためにはプロセスレコードを
作成してもらう方法も有効と考えられるが，本研究では実現
可能性を考慮してこのデータ収集方法を採択した。このよう
な限界はあるものの，認知症事例を元に看護職による言葉が
けの順序について一つの課題が提示できたと考える。 

Ⅶ．結 論 

認知症者とのより良いコミュニケーションについて課題を
検討するため，看護職が認知症者に禁止や命令を行った場面
の言葉がけを調査し，言葉の種類やパターンを分析した。そ
の結果，禁止や命令を行う場面では一方的にそのような言葉
が発せられ，患者への状態の問いかけや観察，共感が十分に
行われていない可能性が把握された。まず患者を十分に観察
し，声をかける場合は患者に状態や理由を問いかけ，次にそ
の反応に対して共感するという対話の基本順序を踏まえるこ
とが課題であると示唆された。 

本論文の内容の一部は第 37 回福井県看護学会において発
表した。 

なお，本論文に関して開示すべき利益相反はない。 
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◇研究報告◇ 

臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている 
感情とその要因 

牛山陽介1）* 

 医療施設 A に勤務する 3 年目の看護師 78 名を対象に無記名自記式質問紙調査を実施した。得られた有効回答 54 名
の結果を，質的記述的に分析した。その結果，臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の看護業務を通して，主に【喜び】
（68.5％），【やりがい】（59.3％），【哀しさ】（33.3％），【虚しさ】（14.8％）等の感情を抱いていた。【喜び】と【やりが
い】の要因は，全て患者・家族との関わりに関連していた。【哀しさ】と【虚しさ】の要因は，患者・家族との関わり
を中心に，業務中の職場環境や看護師自身の個人的な要因に関連していた。また，【看護職を辞めたい】という感情の
要因は，全て業務中の職場環境と看護師自身の個人的な要因に関連していた。日々の看護業務を通して抱いている多様
な感情とその要因を，積極的に医療スタッフ間で共有していくための支援の必要性が示唆された。 

【キーワード】臨床経験年数 3 年目，看護師，感情，要因 

Ⅰ．は じ め に 

臨床経験年数 3 年目の看護師について，Benner, P.は「一
人前から中堅のレベルに向かう時期であり，職業人としての
最初の転機である」1）と述べている。 

また，小野らは先行研究において「3 年目から 5 年目看護
師の職務上の役割は多様で日常的に新しい問題や困難な仕事
への挑戦を迫られている」，「3 年目から 5 年目看護師の職業
継続を促す支援を充実させることは看護の質向上においても
重要な課題である」2）と記述している。このことから，臨床
経験年数 3 年目の看護師とは，新人看護師から中堅看護師，
そして熟練した看護師になるための過渡期の段階であり，看
護師としても，人間としても大きく成長していくための重要
な時期であると言える。また，臨床経験年数 3 年目の看護師
の特徴について，畔柳らは先行研究において「学習の技能と
基盤において他の年数の看護師よりも得点が有意に高くなっ
ている」，「プリセプター，院内の係・委員など必然的に学習
を要する環境になっているため，後輩への指導，文献などに
より自己教育力が有意に上昇していると考えられる」，「必然
的に学習せざるを得ない状況にあり，自己教育力が高められ
ている」3）と報告している。このことから，臨床経験年数 3 年

目の看護師は，所属組織において様々な委員会や係などの活
動や各勤務帯のリーダーとしての役割に加え，プリセプター
として後輩の指導に尽力する立場になるなど，今後の所属施
設や所属部署の発展において，大いに主力となりうる存在で
あると考えられる。一方で，山崎らは先行研究において「3 年
目看護師が，治療や看護の選択を必要とする場面の判断に自
信を持てない，自分自身の努力や挑戦に意味を見いだせず，
仕事を継続することに疑問を抱いている現状がある」4）と報
告している。2011 年に公益社団法人日本看護協会が実施した
病院看護実態調査によると，通算経験（臨床経験年数）3 年
の看護職員の離職率は 12.8％であり，これは 2011 年時点での
看護職員全体の離職率よりも高く，なおかつ調査対象の他の
年代（常勤，新卒，通算経験 3 年・5 年・7 年）の中で最も高
い離職率であった。2011 年以降の病院看護実態調査において，
年代別の離職率の調査結果が確認できていないことから，
2021 年現在の国内における臨床経験年数 3年目の看護師の離
職率は定かではない。臨床経験年数 3 年目の看護師は，国内
の多種多様な施設や職場環境で看護業務に従事している状況
にあり，一概にして言うことは出来ないが，臨床経験年数 3
年目の看護師は，日々の看護業務や病棟業務を通して職務の
継続や自身の今後のキャリアプランなどに関して多種多様か
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つ複雑な感情を抱いており，それらの現状が休職や離職に繋
がることも多いと予測される。 

2021 年 9 月時点で，医学中央雑誌を用いて「看護師」，「感
情」をキーワードに設定し，原著論文のみを検索対象として
文献検討を実施した。その結果，看護師の感情的な側面に焦
点を当てている研究は，長年にかけて既に数多く実施されて
いることが見て取れた。しかし，調査対象としている看護師
の経験年数に幅があることに加え，直面した場面（患者の急
変や死, 院内暴力など）や患者の状態（せん妄や特定の疾患な
ど），看護師の職場環境（精神科勤務や集中治療室など）等に
ついて，研究者側の主観によって限局された看護師の感情的
な側面に焦点を当てた研究が大半を占めていた。現時点で，
看護師が臨床現場や看護業務において直面する様々な困難な
事例や体験の内容，またそれらによって抱く感情の多種多様
性は明らかになっている。しかし，臨床経験年数 3 年目の看
護師のみを調査対象にしており，なおかつ臨床経験年数 3 年
目の看護師の置かれている実情や感情的な側面に焦点を当て
ている研究は，現時点の文献検討では確認することが出来て
おらず，明らかになっていない。 

以上から，本研究では，臨床経験年数 3 年目の看護師が日々
の業務を通してどのような感情を抱いているのか，また，な
ぜそのような感情を抱いているのかについて，要因も含めて
具体的に明らかにしたいと考える。本研究の実施は，臨床経
験年数 3 年目の看護師が置かれている実情や感情的な側面に
関する特徴・傾向が理解できるとともに，臨床経験年数 3 年
目の看護師を看護管理学的側面から考察するための有意義か
つ基礎的な資料になる可能性が高いことから， 本研究の実施
は意義がある。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，臨床経験年数 3 年目の看護師が日々の看護業務
を通して抱いている感情とその要因について明らかにするこ
とを目的として実施する。 
用語の定義 
臨床経験年数 3 年目の看護師： 

医療施設において看護業務を実践した経験年数が 3 年以上
4 年未満の看護師 
感情： 

臨床経験年数 3 年目の看護師が日々の看護業務を通して直
面した事物や目の前の対象（患者）と関わることによって看
護師自身（個人）が感じて引き起こされたと自覚した一時的
な心の動き（気持ち） 
要因： 

臨床経験年数 3 年目の看護師が日々の看護業務を通して抱
いている感情の発生や成立を引き起こしている直接的な原因
や条件となった主な要素 

Ⅲ．方 法 

１．データ収集 

１）研究対象施設と研究対象者の選定： 

本研究者が居住していた地域において，臨床経験年数 3 年
目の看護師の人数が多く，看護研究における実績が豊富な医
療施設 A を，本研究の研究対象施設として選定した。選定し
た研究対象施設において，本研究を実施する時期に，臨床経
験年数 3 年目に該当する看護師 78 名を本研究の研究対象者
として選定した。 
２）研究デザイン： 

本研究は，臨床経験年数 3 年目の看護師に対して無記名自
記式質問紙調査を実施し，得られた回答の内容から，日々の
看護業務を通して抱いている感情とその要因を具体的に明ら
かにするため，質的記述的研究デザインに基づいて実施した。
３）データ収集期間： 

データ収集期間は，研究対象施設と研究対象者の都合を考慮
し，平成 23 年 12 月から平成 24 年 3 月の約 4 ヶ月間とした。 
４）データ収集方法： 
・調査手続き

研究対象施設の看護部長および研究対象者が所属する全て
の部署の看護責任者（看護師長）に対して，本研究の趣旨と
目的・意義に関して文書および口頭で説明し，研究協力の同
意を得た上で本研究を実施した。研究対象者に対しては，研
究対象者が所属する部署の看護責任者（看護師長）を通じて，
質問紙と研究趣旨説明書および倫理的配慮に関する研究依
頼・同意書を配布し，回答および回収をもって本研究に対す
る同意を得たものとみなした。 
・調査内容

質問紙の質問項目は，質問紙を使用した質的研究の実施経
験のある匿名の看護教育・研究者の助言を得ながらプレテス
トを複数の看護職者に実施し，得られた意見に基づいて妥当
性を検討しながら独自に作成した。質問紙の主な質問項目は，
① 研究対象者の基本的属性（性別・所属部署），② 日々の業
務を通してどのような感情を抱いているのか，③ ②で回答し
た感情を抱いた要因（直面した状況や体験したこと等）は何
か，とした. なお，上記の①に関しては，質問紙の回収から分
析までの過程において個人が特定されないように，選択肢を
提示して選択式とした。また，上記の②と③に関しては，研
究対象者が自身の思いや考えを可能な限り自由に記述できる
こと，そして本研究者が多種多様な回答を収集する目的で自
由記述式とした。 
５）データ分析方法：

上記の①に関しては，記述統計にて分析を実施した。また，
上記の②と③に関しては，質的記述的（記述内容を繰り返し
読み，日々の業務を通してどのような感情を抱いているのか，
また，なぜそのような感情を抱いているのかについての要因
に関して表現している内容を抽出し，読み解きながら，語彙
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による共通性と相違性を判断基準として分類と整理をしてい
く）に分析した。 

なお，分析の一連の過程は，質問紙を使用した質的研究の
実施経験のある匿名の看護教育・研究者の助言を得ながら実
施することで，分析方法の信頼性を確保した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は平成 22 年度千葉大学医学部附属病院看護部倫理
審査委員会の承認を得て実施した。 

なお，本研究は単独研究のため，学会発表等の公表によっ
て研究の妥当性および厳密性の検討を随時実施した。 

Ⅴ．結 果 

１．研究対象施設・研究対象者の概要 
研究対象施設に選定した医療施設 A は，某大学医学部に附

属する医療施設であった。医療施設 A に勤務する研究対象者
78 名のうち，54 名（男性：女性＝4：50）から有効回答を得
た（有効回答率：69.2％）。 
２．臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている感情とその要因 

研究対象施設（医療施設 A）に勤務する臨床経験年数 3 年
目の看護師 54 名が抱いている感情とその要因に関する分析
結果を表 1 に示す。 

日々の業務を通して抱いている感情とその要因に関しては，
自由記述式の回答を内容分析したため，複数回答を含むもの
とした。なお，以下の記述において，【 】は感情，〔 〕は
要因を示す。また，文字数の関係上，日々の業務を通して抱
いている感情とその要因に関する回答数の詳細は全て表 1 を
参照とし，感情とその要因の記述は全て回答数（％）の多い
順で記述する。加えて，各感情の要因を，先行研究 5）と 6）
において記述されている感情労働の分類方法を参考にして，
独自に区分 A：患者・家族との関わりに関連した要因（以下
区分 A），区分 B：業務中の職場環境に関連した要因（以下 区
分 B），区分 C：対象者自身の個人的な要因（以下 区分 C）
に分類し，記述した。 

研究対象者は，日々の業務を通して抱いている感情として，
【喜び】，達成感や満足感を伴った【やりがい】，【哀しさ】，
嬉しさを伴った【楽しさ】，無力感を伴った【虚しさ】，【看護
職を辞めたい】という感情，【怒り】，【悔しさ】，【苛立ち】，
【苦しさ】，【もどかしさ】，【悩ましさ】，【辛さ】，【学習意欲
がわく】という感情，【他者に適切に説明できない】という 13
の感情を回答した。 

【喜び】の感情を抱いた研究対象者は 37 人（68.5％）であっ
た。37 人のうち，その感情を抱いた要因として，患者の自己
管理能力が向上した体験や退院後に病棟に挨拶に来てくれる
といった体験を伴う〔患者の回復〕を 21 人（38.9％）が回答
し，〔患者・家族からの感謝の言葉や反応〕を 8 人（14.8％）
が回答した。また，患者に名前を覚えてもらえたといった体
験を伴う〔患者との信頼関係の構築〕を 5 人（9.3％）が回答

し，〔患者の退院や転院の支援を予定通り行うことができた
体験〕を 3 人（5.6％）が回答した。【喜び】の感情を抱いた要
因は，全て区分 A に分類された。 

【やりがい】の感情を抱いた研究対象者は 32 人（59.3％）
であった。32 人のうち，その感情を抱いた要因として，〔患
者・家族からの感謝の言葉や反応〕を 12 人（22.2％）が回答
し，患者の自己管理能力が向上した体験や患者の回復してい
く過程を共有する体験を伴う〔患者の回復〕を 7 人（13.0％）
が回答した。また，〔患者への貢献と看護師としての成長の実
感〕を 6 人（11.1％）が回答し，患者が自身の思いを表出して
くれるようになるといった体験を伴う〔信頼関係の構築〕を
4 人（7.4％）が回答した。加えて，〔患者の退院や転院の支援
を予定通り行うことができた体験〕を 2 人（3.7％）が回答し，
〔体位変換の援助により患者に皮膚統合性障害が発生しな
かった体験〕を 1 人（1.9％）が回答した。【やりがい】の感情
を抱いた要因は，全て区分 A に分類された。 

【哀しさ】の感情を抱いた研究対象者は 18 人（33.3％）で
あった。18 人のうち，その感情を抱いた要因として，患者の
状態の急変や終末期医療の際に看護の限界を感じた体験，患
者の手術が予定通り実施されなかったといった体験を伴う
〔患者の状態の悪化〕を 5 人（9.3％）が回答し，〔患者の死
去〕を 3 人（5.6％）が回答した。また，〔患者や家族からの怒
りや哀しさの表出〕，〔せん妄患者からの暴言・暴力〕，〔業務
中に失敗した体験〕を各 2 人（3.7％）が回答し，〔患者との
信頼関係構築の不足〕，勤務が終了する時間の緊急入院の対
応や時間外勤務といった体験を伴う〔多忙な業務〕，〔看護ス
タッフ間の無視や人格否定〕，〔同期と比較したことによる自
信の欠如または劣等感〕を各 1 人（1.9％）が回答した。【哀し
さ】の感情を抱いた要因のうち，〔患者の状態の悪化〕，〔患者
の死去〕，〔患者や家族からの怒りや哀しさの表出〕，〔せん妄
患者からの暴言・暴力〕，〔患者との信頼関係構築の不足〕は
区分 A，〔多忙な業務〕と〔看護スタッフ間の無視や人格否
定〕は区分 B，〔業務中に失敗した体験〕と〔同期と比較した
ことによる自信の欠如または劣等感〕は区分Cに分類された。

【楽しさ】の感情を抱いた研究対象者は 9 人（16.7％）で
あった。9 人のうち，その感情を抱いた要因として，患者が
退院後に手紙を送ってくれるといった体験を伴う〔患者・家
族からの感謝の言葉や反応〕を 4 人（7.4％）が回答し，患者
の自己管理能力が向上した体験や退院後に病棟に挨拶に来て
くれるといった体験を伴う〔患者の回復〕を 2 人（3.7％）が
回答した。また，患者との会話や清潔ケア（沐浴など）を実
践する体験を伴う〔患者とのケアを通しての関わり〕，〔医師
から患者の看護で褒められる体験〕，〔看護師としての成長の
実感〕を各 1 人（1.9％）が回答した。【楽しさ】の感情を抱い
た要因のうち，〔患者・家族からの感謝の言葉や反応〕，〔患者
の回復〕，〔患者とのケアを通しての関わり〕は区分 A，〔医師
から患者の看護で褒められる体験〕は区分 B，〔看護師として
の成長の実感〕は区分 C に分類された。 
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【虚しさ】の感情を抱いた研究対象者は 8 人（14.8％）で
あった。8 人のうち，その感情を抱いた要因として，終末期
の患者の看護を実践において緩和ケアが予想の効果を得られ
ないことで看護の限界を感じた体験を伴う〔患者の状態の悪
化〕を 4 人（7.4％）が回答した。また，〔患者や家族からの怒
りの表出〕，〔せん妄患者からの暴言・暴力〕，〔患者の死去〕，
〔半永久的に繰り返される入退院の業務〕を各 1 人（1.9％）
が回答した。【虚しさ】の感情を抱いた要因のうち，〔患者の
状態の悪化〕，〔患者や家族からの怒りの表出〕，〔せん妄患者
からの暴言・暴力〕，〔患者の死去〕は区分 A，〔半永久的に繰
り返される入退院の業務〕は区分 B に分類された。 

【看護職を辞めたい】という感情を抱いた研究対象者は 4
人（7.4％）であった。4 人のうち，その感情を抱いた要因と
して，勤務が終了する時間の緊急入院の対応や時間外勤務，
業務の効率性の悪化といった体験を伴う〔多忙な業務〕，〔先
輩看護師との関係性の悪化〕，〔同期と比較したことによる自
信の欠如または劣等感〕，〔業務中に失敗した体験〕を各１人
（1.9％）が回答した。【看護職を辞めたい】の感情を抱いた要
因のうち，〔多忙な業務〕と〔先輩看護師との関係性の悪化〕
は区分 B，〔同期と比較したことによる自信の欠如または劣等
感〕と〔業務中に失敗した体験〕は区分 C に分類された。 

【怒り】の感情を抱いた研究対象者は 4 人（7.4％）であっ
た。4 人のうち，その感情を抱いた要因として，〔患者や家族
からの怒りの表出〕，〔患者との信頼関係構築の不足〕，〔医師が
看護師の話に耳を傾けない〕，〔看護師としての無力さの実感〕
を各 1 人（1.9％）が回答した。【怒り】の感情を抱いた要因のう
ち，〔患者や家族からの怒りの表出〕と〔患者との信頼関係構築
の不足〕は区分 A，〔医師が看護師の話に耳を傾けない〕は区分
B，〔看護師としての無力さの実感〕は区分 C に分類された。

【悔しさ】の感情を抱いた研究対象者は 4 人（7.4％）であっ
た。4 人のうち，その感情を抱いた要因として，〔患者の死去〕
を 2 人（3.7％）が回答した。また，〔患者の状態の悪化〕と，
〔多忙な業務〕を各 1 人（1.9％）が回答した。【悔しさ】の感
情を抱いた要因のうち，〔患者の死去〕と〔患者の状態の悪化〕
は区分 A，〔多忙な業務〕は区分 B に分類された。

【苛立ち】の感情を抱いた研究対象者は 3 人（5.6％）であっ
た。3 人のうち，その感情を抱いた要因として，〔患者の自己
管理能力の欠如〕，〔患者からのクレーム〕，同時に多数の患者
に対応するといった体験を伴う〔多忙な業務〕を各1人（1.9％）
が回答した。【苛立ち】の感情を抱いた要因のうち，〔患者の
自己管理能力の欠如〕と〔患者からのクレーム〕は区分 A，
〔多忙な業務〕は区分 B に分類された。

【苦しさ】の感情を抱いた研究対象者は 1 人（1.9％）であっ
た。その感情を抱いた要因として〔患者の死去〕を回答した。
【苦しさ】の感情を抱いた要因である〔患者の死去〕は，区
分 A に分類された。 

【もどかしさ】の感情を抱いた研究対象者は 1 人（1.9％）
であった。その感情を抱いた要因として〔死去した患者の家

族に対する対応〕を回答した。【もどかしさ】の感情を抱いた
要因である〔死去した患者の家族に対する対応〕は，区分 A
に分類された。 

【悩ましさ】の感情を抱いた研究対象者は 1 人（1.9％）で
あった。その感情を抱いた要因として，〔入院期間が長期化し
ている患者・家族との関係性〕を回答した。【悩ましさ】の感
情を抱いた要因である〔入院期間が長期化している患者・家
族との関係性〕は，区分 A に分類された。 

【辛さ】の感情を抱いた研究対象者は 1 人（1.9％）であっ
た。その感情を抱いた要因として，〔責任感が増強する体験〕
を回答した。【辛さ】の感情を抱いた要因である〔責任感が増
強する体験〕は，区分 C に分類された。 

【学習意欲がわく】という感情を抱いた研究対象者は 1 人
（1.9％）であった。その感情を抱いた要因として，急変した
患者をケアする体験を伴う〔患者の状態の悪化〕を回答した。
【学習意欲がわく】という感情を抱いた要因である〔患者の
状態の悪化〕は，区分 A に分類された。 

【他者に適切に説明できない】という感情を抱いた研究対
象者は 1 人（1.9％）であった。その感情を抱いた要因として，
終末期の患者をケアする体験を伴う〔患者の状態の悪化〕を
回答した。【他者に適切に説明できない】という感情を抱いた
要因である〔患者の状態の悪化〕は，区分 A に分類された。

Ⅵ．考 察 

１．研究対象者から得られた研究結果（データ）全体の傾向 
本研究の実施により，臨床経験年数 3 年目の看護師が日々

の業務を通してどのような感情を抱いているのか，また，な
ぜそのような感情を抱いているのかという要因について，直
面した場面や患者の状態，職場環境等に限局されていない，
多種多様で基礎的かつ有意義な研究結果を得ることができた
と考える。 
２．臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている主な感情 

本研究の結果に基づいて，臨床経験年数 3 年目の看護師が
抱いている感情について，回答数の多かった感情を要点とし
て以下に考察を述べる。 

本研究の結果から，【喜び】の感情を回答した研究対象者が
68.5％であり，最も多い割合で見出された。また，【やりがい】
の感情を回答した研究対象者が 59.3％であり，2 番目に多い
割合で見出された。【喜び】や【やりがい】といった感情を回
答した看護師は，その言葉の意味から，看護職としての自分
自身の中で張り合いや充足感を伴う職務満足度や動機付けと
いった積極的で前向きな感情を，日々の看護業務を通して抱
いていると読み解くことができる。看護師を継続していく要
因に関して，職務満足度や動機付けに加えて「喜びの対象と
その質を変化させながら発達・深化していくこと」7）が，先
行研究によって明らかになっている。このことから，臨床経
験年数 3 年目の看護師は，日々の病棟業務を通して【喜び】
の感情（68.5％）と【やりがい】の感情（59.3％）を抱いてお
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り，その感情が職務継続の重要な要素になっていると考えら
れる。 

一方で，【哀しさ】の感情を回答した研究対象者が 33.3％で
あり，3 番目に多い割合で見出され，【虚しさ】の感情を回答
した研究対象者が 14.8％の割合で見出された。【哀しさ】や【虚
しさ】といった感情を回答した看護師は，その言葉の意味か
ら，看護職としての自分自身の中で，張り合いや充足感を得
ることができず，職務満足度や動機付けが無いといった消極
的で否定的な感情を日々の看護業務を通して抱いていると読
み解くことができる。【哀しさ】や【虚しさ】といった感情は
「身体面や精神面の疲労や負荷の蓄積に伴う不調や悪化の表
れである」8）ことが，先行研究によって明らかになっている。
ゆえに，臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の病棟業務を
通して【哀しさ】の感情（33.3％）や【虚しさ】の感情（14.8％）
を抱いており，日々の看護業務に伴う疲労や負荷の蓄積から
身体面や精神面の不調や悪化を引き起こしている可能性があ
ると考えられる。 
３．臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている感情の要因 

臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている感情の要因につ
いて，本研究の結果から【看護師を辞めたい】と【辛さ】の
感情以外の全ての感情の要因において，患者・家族との関わ
りに関連した要因が回答された。特に，回答数が多かった【喜
び】や【やりがい】の感情の要因は，全て〔患者の回復〕 や
〔患者・家族からの感謝の言葉や反応〕を含む患者・家族と
の関わりに関連した要因の回答であった。【喜び】と【やりが
い】の感情の要因に関して，先行研究で明らかにされている
「患者の病状の安定・回復・改善および他者からの感謝の経
験が達成感や充実感などの充足的なポジティブ感情の出現要
因になっている」9）という結果と，概ね同様の結果が得られ
たと考えられる。また，【哀しさ】や【虚しさ】といった感情
の要因に関しても，〔患者の死去〕 や〔患者の状態の悪化〕
といった患者・家族との関わりに関連した要因の回答が多く
得られた。【哀しさ】や【虚しさ】といった感情の要因に関し
ては，本研究の結果で得られた〔患者の死去〕 や〔患者の状
態の悪化〕といった要因との関連性について述べている先行
研究は現時点では確認できていない。ゆえに，臨床経験年数
3 年目が日々の看護業務を通して抱いている【哀しさ】や【虚
しさ】といった感情の要因は，〔患者の死去〕 や〔患者の状
態の悪化〕が多いということが，本研究によって明らかに
なったと言える。  

一方で，【哀しさ】，【楽しさ】，【虚しさ】，【看護職を辞めた
い】，【怒り】，【悔しさ】，【苛立ち】，【辛さ】という感情の要
因に関して，業務中の職場環境に関連した要因と看護師自身
の個人的な要因に関連した回答が含まれていた。特に，【看護
職を辞めたい】という感情の要因は，患者・家族との関わり
に関連した要因の回答はなく，全て〔多忙な業務〕，〔先輩看
護師との関係性の悪化〕，〔同期と比較したことによる自信の
欠如または劣等感〕，〔業務中に失敗した体験〕といった業務

中の職場環境に関連した要因と看護師自身の個人的な要因の
回答であった。【看護職を辞めたい】という感情の要因に関し
て，新卒入職後 3 年以内の看護師を対象とした先行研究にお
いて「離職意向の理由は人間関係（上司）が最も多く，次い
で健康状態（精神），超過勤務，健康状態（身体），勤務体制，
勤務形態，家庭の事情，人間関係（同僚）の順であった」10）

という結果が明らかになっている。上司や同僚との人間関係
や超過勤務，勤務の体制や形態は業務中の職場環境に関連し
た要因に該当し，看護師自身の身体面や精神面，家庭の事情
は看護師自身の個人的な要因に該当すると考えられる。ゆえ
に，本研究で得られた【看護職を辞めたい】という感情の要
因に関する結果は，先行研究の結果と概ね同様であると言え
る。 
４．臨床経験年数 3 年目の看護師に必要とされる援助 

本研究によって，臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の
看護業務を通して，患者・家族との関わりを中心に，業務中
の職場環境や看護師自身の個人的な要因から様々な影響を強
く受けており，その受けている影響が看護業務を通して抱い
ている感情の主な要因になっている可能性が示唆された。看
護師の感情および感情労働に関する先行研究において，「看護
師の職務は，観察力や状況判断力が必要とされるだけでなく，
患者および家族との関係を通して悲しみや怒りといった感情
を体験するなど，精神的に負荷の大きい仕事である。一方で，
職務を通して引き起こされる様々な感情をコントロールする
ことも求められる」11）とされている。また，別の先行研究に
おいても「看護師は患者およびその家族へのケアを提供する
ときの自身の感情の管理技術を要求される」，「看護師は毎日
の業務を通じて自身の感情の管理技術を獲得している」12）と
されている。 

ゆえに，臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の看護業務
を通して多くの要因に直面し，その要因によって引き起こさ
れる多様な自分自身の感情と向き合い，適切に管理するため
の技術を磨いている段階にあるため，何らかの支援が必要な
状態であると考えられる。看護師の感情と看護に焦点を当て
た先行研究において「看護師は患者との関わりで，自己の感
情を認識し理解することが重要で，それが患者をより深く知
ろうというエネルギーに変わり，患者を理解するプロセスに
つながる」ことや，「病棟でのカンファレンスの活用などによ
りスタッフ間で共有し合うことで，自己の感情への気付きが
促進される」13）ことが明らかになっている。このことから，
臨床経験年数 3 年目の看護師に必要とされる援助として，
日々の看護業務を通して抱いている感情とその要因を，医療
スタッフ間で共有していくことが挙げられる。特に，患者・
家族との関わりや業務中の職場環境といった要因は，看護師
個人では適切に管理できない要因も含まれている。そのため，
臨床経験年数 3 年目の看護師が所属する部署の看護管理者が
中心となり，臨床経験年数 3 年目の看護師が日々の看護業務
を通して抱いている感情とその要因を，定期的に表出できる
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機会を設定していく必要性があると考えられる。具体的には，
看護管理者や上司，同僚，他職種が一同に集まるカンファレ
ンスやミーティング，研修等の機会を有効に活用することや，
必要に応じて個別の面談を実施していくことが挙げられる。 

また，臨床経験年数 3 年目の看護師自身も，日々の看護業
務を通して抱いている感情とその要因について，医療スタッ
フ間で共有していくことの必要性を改めて認識し，積極的に
共有していく必要があると考える。 
本研究の限界と課題 

本研究において選定した研究対象施設は，某大学医学部に
附属する医療施設の１施設のみであることから，本研究で得

られた結果に偏りが存在した。また，本研究の協力が得られ
た研究対象者の人数が少なく，研究対象者の属性（男女比・
所属部署）に着目した分析が実施できていない。加えて，看
護師個人の直面する要因と，その要因に伴って抱く感情の内
容と程度には個別性がある。ゆえに，本研究の結果を全ての
臨床経験年数 3 年目の看護師に一般化することは現時点では
困難である。 

そのため，分析の質を確保するために，研究対象施設や研
究対象者の人数を更に大規模にした研究の継続と結果の蓄積
が今後の課題である。 

表 1 臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている感情とその要因 （n=54） 
感 要

患者の回 （患者の 管 力の 、 後に に てくれる） 21 38 9

患者・ からの感 の や 8 14 8

患者との 関 の （患者に 前を てもら る） 5 9 3

患者の や の を予定 り行う とができた体 3 5 6

患者・ からの感 の や 12 22 2

患者の回 （患者の 管 力の 、回 していく の 有） 7 13 0

患者への と看護 としての 長の実感 6 11 1

患者との 関 の （患者が の いを してくれるようになる） 4 7 4

患者の や の を予定 り行う とができた体 2 3 7

体位 換の により患者に 合性 が発生しなかった体 1 1 9

患者の の （ 、看護の の実感、予定手 の 止） 5 9 3

患者の 3 5 6

患者や からの りや しさの 2 3 7

せん 患者からの ・ 力 2 3 7

に した体 2 3 7

患者との 関 の不足 1 1 9

多 な （ 時の 入 の対 、時間 ） 1 1 9

看護スタッフ間の無 や 定 1 1 9

同 と した とによる の または 感 1 1 9

患者・ からの感 の や （ 後に手 を ってくれる） 4 7 4

患者の回 （ 管 力の 、 後に に てくれる） 2 3 7

患者とのケアを しての関わり （患者との や ケアを実 する体 ） 1 1 9

医 から患者の看護で められる体 1 1 9

看護 としての 長の実感 1 1 9

患者の の （看護の の実感） 4 7 4

患者や からの りの 1 1 9

せん 患者からの ・ 力 1 1 9

患者の 1 1 9

的に り される入 の 1 1 9

多 な 時の 入 の対 時間 1 1 9

先 看護 との関 性の 1 1 9

同 と した とによる の または 感 1 1 9

に した体 1 1 9

患者や からの りの 1 1 9

患者との 関 の不足 1 1 9

医 が看護 の に を けない 1 1 9

看護 としての無力さの実感 1 1 9

患者の 2 3 7

患者の の 1 1 9

多 な 1 1 9

患者の 管 力の 1 1 9

患者からのク ーム 1 1 9

多 な （同時に多数の患者に対 する体 ） 1 1 9

しさ 患者の 1 1 9 1 1 9

もどかしさ した患者の に対する対 1 1 9 1 1 9

ましさ 入 間が長 している患者・ との関 性 1 1 9 1 1 9

さ 感が する体 1 1 9 1 1 9

がわく 患者の の （ 患者のケア） 1 1 9 1 1 9

感 と要 の回答数は 数回答を

感 の要 の 患者・ との関わりに関連した要 の 場 に関連した要 対 者 の 的な要
回答数の 合 ％ は 数 一位 は

やりがい

しさ

回答数 ％

37 68 5

32 59 3

18 33 3

しさ 9 16 7

しさ 8 14 8

看護 を
めたい

4 7 4

1 1 9

4 7 4

者に適切に
できない

患者の の （ 末 患者のケア） 1 1 9

しさ 4 7 4

ち 3 5 6

り
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Ⅶ．結 論 

本研究の結果，臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている
感情とその要因について，以下の内容が明らかとなった。 
１．臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の看護業務を通し

て，【喜び】の感情（68.5％）や【やりがい】の感情（59.3％）
を抱いていた。【喜び】の感情と【やりがい】の感情の要因
は，全て〔患者の回復〕や〔患者・家族からの感謝の言葉
や反応〕といった患者・家族との関わりに関連した要因で
あった。 

２．臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の看護業務を通し
て，【哀しさ】の感情（33.3％）や【虚しさ】の感情（14.8％）
を抱いていた。【哀しさ】の感情と【虚しさ】の感情の主な
要因は，〔患者の死去〕や〔患者の状態の悪化〕といった患
者・家族との関わりに関連した要因であったが，業務中の
職場環境に関連した要因と看護師自身の個人的な要因も含
まれていた。また，【看護職を辞めたい】という感情の要因
は，全て業務中の職場環境に関連した要因と看護師自身の
個人的な要因であった。 

３．臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の看護業務を通し
て，患者・家族との関わりを中心に，業務中の職場環境や
看護師自身の個人的な要因から様々な影響を強く受けてお
り，その受けている影響が看護業務を通して抱いている感
情の主な要因になっていることが示唆された。 

４．臨床経験年数 3 年目の看護師は，日々の看護業務を通し
て多くの要因に直面し，その要因によって引き起こされる
多様な自分自身の感情と向き合い，適切に管理するための
技術を磨いている段階にある。そのため，臨床経験年数 3
年目の看護師が，日々の看護業務を通して抱いている感情
とその要因を，積極的に医療スタッフ間で共有できるよう
に支援していくことの必要性が示唆された。 
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◇研究報告◇ 

糖尿病地域連携パスの療養指導に対する患者満足度調査 

藤田真実1）*，法量千恵子1），米田由加里1），成田圭子1）

 A 病院の地域連携パス利用患者が求めている療養指導内容を明らかにし，療養指導の質の向上に繋げることを目的
とした。アンケートによる満足度調査，患者の聞きたい内容を知るためにインタビュー調査を行った。また電子カルテ
から検査データや属性を収集し，単純集計，クロス集計，関連性を解析するためにカイ二乗検定を行った。地域連携パ
スにおける療養指導は，9 割の患者が満足していた。療養指導で患者が聞きたいと思うことは，食事・足のケア・検査・
運動・合併症についてであった。聞きたいことが「何もなし」と答えた人でも，HbA1c の結果が高く，療養行動が伴っ
ていない事もあった。関連性の解析では，運動の実践度と食事への関心について，食事療法の実践と合併症，属性と運
動への関心の 3 項目で有意差を認めた。 

【キーワード】糖尿病，地域連携パス，患者の満足度，アンケート 

Ⅰ．は じ め に 

糖尿病患者数は生活習慣や社会環境の変化により年々増加
している。糖尿病は，放置や治療中断することで合併症の悪
化を引き起こし，重症化することで患者の QOL を妨げると
ともに，治療費の圧迫や，生命を脅かす事もあり，定期的な
検査と継続した治療，患者自身が正しい知識を得て自己管理
を継続していけるような支援が必要である。 

B 市は糖尿病患者が増加しているにもかかわらず，糖尿病
の専門医が少ないため，A 病院では 2009 年に，地域の開業
医と共に糖尿病患者を支えていく治療体制として，糖尿病地
域連携パス（以下連携パス）を作成し，運用を開始した。連
携パスは，地域のかかりつけ医と専門病院が患者の情報を共
有し，協力して診療をサポートするシステムであり，病診連
携により役割分担を明らかにし，安全で質の高い医療を提供
することができる。連携パスでは，1 年毎に当院を受診し，
その間はかかりつけ医に受診する。連携パス受診時には，検
査・栄養指導・療養指導・糖尿病専門医による診察が行われ
る。療養指導は，糖尿病看護認定看護師，糖尿病療養指導士
の資格を持つ看護師が行っている。療養指導時には患者の知
識，理解度，療養行動を確認し，糖尿病自己管理継続の必要

性を再認識してもらうことに努めている。 
糖尿病患者の地域連携パスに関する他施設での地域連携パ

スに関する先行研究では，パスが患者の役に立っているのか，
現状を報告し問題点を検討した内容や，パス全体の評価が多
く，患者への療養指導の内容だけに焦点を当てた研究はない。

療養指導において，患者は満足しているのか，患者が求め
ている療養指導は何か，患者の意見が今後の療養指導の向上
に必須であると考え，満足度調査を行ったので報告する。 

Ⅱ．目 的 

今後の療養指導の質の向上につなげるため，連携パス利用
患者の満足度を調査し，患者が求めている療養指導内容を明
らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
量的研究 

２．データ収集期間 
2020 年 1 月～2020 年 5 月末 

３．対象者 
自分でアンケート調査，インタビュー調査に回答でき，電

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）十和田市立中央病院 
＊ E-mail：kangokanri@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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子カルテからのデータも連結している，連携パスを利用して
受診した 51 名の患者。ADL 状況は限定しない。 
４．データ収集方法 
１）連携パスで受診した患者の問診前に，研究者が研究目的

を説明。同意を得た患者にアンケート用紙を配布し，アン
ケート調査，インタビュー調査を行う。 
 アンケートは外来の待ち時間に記入してもらい，回収
ボックスに入れてもらう。アンケート内容は税所芳史らの
「外来患者へのアンケート調査にみる糖尿病治療満足度と
治療中断意思との関係」を参考にし，満足度調査の質問項
目を作成した。 
 内容は「療養指導にどの程度満足しているか」「自分自身
の糖尿病について理解しているか」「食事療法を実践できて
いるか」「運動療法を実践できているか」「薬の内服や，注
射の実践はできているか」「かかりつけ医受診の際，医師や
看護師に不安なことを聞くことができているか」「A 病院
での療養指導の際に看護師に不安なことを聞くことができ
ているか」「ご自身の思いを話すことができているか」の 8
項目に選定し，満足度については「満足している」「やや満
足」「やや不満足」「不満足」の評価項目で，その他の質問
は「良くできている」「できている」「あまりできていない」
「できていない」の評価項目で回答を求めた。 

２）インタビュー調査内容は，糖尿病療養指導ガイドブック
を参照し 13 項目を選定した。調査は個室で行い，インタ
ビューガイドに沿って実施した。 
 インタビューの流れは「療養指導の時，看護師にどんな
ことを聞きたいと思っていますか」と質問し，回答が得られ
なかった場合は，患者が思いを表出しやすいように，聞きた
い内容についての項目「食事」「嗜好品」「運動」「薬」「注射」
「検査」「血糖測定」「症状」「合併症」「足のケア」「眼科や
歯科」「旅行」「災害」「不安」と書かれた用紙を提示し回答
を求めた。例をあげても特に何もないと返答した場合は，頑
張りを傾聴し，今後も一緒に頑張れるよう奨励した。 

３）記入後のアンケート用紙とインタビュー用紙は鍵付きの
ボックスに保管する。 

４）電子カルテからデータを収集する（年齢，性別，罹病期
間，パス開始日，同居者の有無，キーパーソンの有無，就
業の有無，HbA1c，合併症の有無）。 

５．データ分析方法 
１）アンケート調査した 8 項目を，単純集計した。 
２）インタビュー調査の内容は，患者が聞きたい内容につい

て得られた回答を「関心あり」とし，患者から回答がない
場合を「関心なし」として単純集計した。 

３）電子カルテのデータは，年齢，性別，HbA1c 別に単純集
計した。 

４）アンケート調査の単純集計で得られた結果と属性をクロ
ス集計した。インタビュー調査の単純集計で得られた結果
と属性をクロス集計した。 

５）アンケート調査結果，インタビュー調査結果，電子カル
テから得られた属性間の関連性を解析するためにカイ二乗
検定を行う。統計的な有意水準は，5％未満を有意とした。

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，十和田市立中央病院倫理治験審査委員会にて承
認が得られたうえで実施した。患者に研究の目的，方法，研
究参加への自由意志の尊重，調査に協力できない場合や途中
で辞退する場合でも不利益がないこと，アンケート調査に 5
分，インタビュー調査に 10 分程度の時間を要することにつ
いて文書を用いて説明した。また，調査用紙にはナンバリン
グすることの了承を得た。記入済みのアンケート用紙・イン
タビュー調査用紙・カルテからの情報収集用紙は，個人が特
定できる情報を伏せて，厳重に地域医療連携室の鍵のかかる
場所に保管した。匿名性の確保のため，アンケート調査及び
インタビュー調査の担当看護師と，データ収集の看護師は別
とした。 

インタビュー調査を実施する看護師は，療養指導に携わっ
ていない看護師が担当し，療養指導に影響がない事を説明し
た。 

アンケートで得た結果は，院内の看護研究発表会，院外の
学会発表に用いるが，それ以外に使用することはないこと，
研究終了後適切に破棄処分することを厳守した。なお，院内
の看護研究発表会の後，糖尿病外来に掲示することを説明し
た。 

Ⅴ．結 果 

今回の調査の回答を得る事ができたのは 51 名であった。 
１．分析対象者の基本属性 

男性 22 名（43％），女性 29 名（57％）だった。年齢は 30
～80 歳代，平均年齢は 69.8±11.3 歳。分析時は中央値 72 歳
を境界値とした。HbA1c の平均は 6.7±0.7％だった。（図 1）
（図 2） 

罹病期間は 1～49 年で平均 10.58±9.48 年。連携パス利用の
長い人では，2010 年からであり，短い人では 2019 年からで
あった。キーパーソン有りの人は 46 名（90％），キーパーソ
ン無しの人は 3 名（6％），キーパーソンの有無が不明の人は
2 名（4％）であった。就業数は 17 名（33％）。独居は 12 名
（24％）であった。合併症については，神経障害 2 名（4％），
網膜症 2 名（4％），腎症 21 名（41％），合併症なしが 26 名
（51％）だった。 
２．アンケート調査結果 

連携パス利用についての満足度調査では，「満足」39 名
（76％），「やや満足」9 名（18％），「やや不満足」1 名（2％），
「不満足」0 名，無回答 2 名（4％）だった。薬物療法の実践
度については，「良くできている」22 名（43％），「できてい
る」23 名（45％），「あまりできていない」2 名（4％），「でき
ていない」0 名，「飲んでいない」4 名（8％）だった。糖尿病
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の理解度については，「良くできている」13 名（25％），「でき
ている」35 名（69％），「あまりできていない」3 名（6％），
「できていない」0 名だった。食事療法の実践度については，
「良くできている」6 名（12％），「できている」24 名（47％），
「あまりできていない」20 名（39％），「できていない」0 名，
無回答 1 名（2％）だった。運動療法の実践度では，「良くで
きている」2 名（4％），「できている」19 名（37％），「あまり
できていない」26 名（51％），「できていない」4 名（8％）だっ
た。かかりつけ医に質問できているかについては，「良くでき
ている」13 名（25％），「できている」31 名（61％），「あまり
できていない」6 名（12％），「できていない」1 名（2％）だっ
た。A 病院受診時に質問できているかについては，「良くでき
ている」13 名（25％），「できている」33 名（65％），「あまり
できていない」5 名（10％），「できていない」0 名だった。思
いを話すことができているかについては，「良くできている」
6 名（12％），「できている」37 名（72％），「あまりできてい
ない」8 名（16％），「できていない」0 名だった。（図 3） 
３．インタビュー調査結果 

インタビュー調査では，患者が聞きたい内容について得ら
れた回答を「関心あり」とし，患者からの回答がない場合を
「関心なし」として集計した（複数回答あり）。（図 4） 

多くの関心があった順に，「食事」，「足のケア」，「検査」，
「運動」，「合併症」だった。食事については 24 名中 14 の意
見が聞かれ「1 年に 1 回でもきちんと聞くことで，修正が出
来ているので大変よい」「栄養指導を受けてなかったから，話
を聞けて良かった」等の内容があった。足のケアについては
21 名中 6 の意見が聞かれ「手入れと観察方法，今は何ともな
いけど気になる」「足についてはあまり知らない」等があった。
検査については 12 名中 8 の意見が聞かれ「簡単でいいから
ポイントを教えてもらいたい。『いいですよ』だけではなく，
自分に合ったポイントを教えてもらいたい」「1 年に 4 回検査
していたのが，今は 2 回になっている。春は会社の検診，秋
は個人病院。1 年に 1 回はここにきている。データを見て意
識は出来ている。今，体重も増えてきたけど気を付けようと

いう気持ちは持てている」等があった。運動については 9 名
中 6 の意見が聞かれ「寒い時，なかなか運動できないので，
運動するためのコツを聞きたい。続けられるコツも聞きたい。
もっと何かをするべきなのか」等があった。合併症について
は 8 名中 9 の意見が聞かれ「今の症状が，合併症とつながっ
ているか聞きたい」「合併症なのかどうなのか，不安な時は聞
いている」「どんなことがあるのかは知っている。検査データ
が良ければ安心してもいいものなのか。10 年すれば眼の合併
症が出てくるっていうから。糖尿病になって長いから心配だ」
等があった。（表 1） 

「何もなし」と回答したのは 4 名だった。「何もなし」と答
えた人の属性データやアンケート調査結果を検出してみると，
HbA1c の平均は 7.2％。就業については，無職もしくは農家
であり，4 名中 3 名はアンケート調査結果の運動療法の実践
度の項目において「あまりできていない」と回答していた。 

関心の高い項目において，インタビュー結果における年代
別，男女別，HbA1c 別でも比較してみたところ，大きな差は
なかった。 

ほとんどの患者がインタビューガイドに沿った内容を回答
していた。その他「先生から十分に聞けている。看護師によっ
て話し方や聞き方が違う。ほめながらの会話がうれしい。同
じこと言われるにしても雰囲気がいいと話しやすい」「その時，
その時，何でも聞きたい事を聞けている」といった意見も聞
かれていた。 
４．分析結果 

アンケート調査結果の内容と，属性のクロス集計では食事
療法の実践度と HbA1c のみ差がみられた。アンケート内容 8
項目を年代別，男女別，HbA1c 別で比較を行った。満足度を
男女別でみると男性は「満足」16 名（73％），女性は「満足」
23 名（79％）だった。年代別で見ると，30～50 代は「満足」
5 名（56％），「やや満足」4 名（44％），「やや不満」「不満足」
0 名。60 代以降は 80％以上が「満足」と回答している。HbA1c
別では，HbA1c が 6.5％未満は「満足」16 名（84％），6.5％
以上は 23 名（72％）だった。（図 5） 

図 1 年代別 図 2HbA1c 分布 
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図 3 アンケート調査結果 

図 4 インタビュー結果 
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表 1 インタビュー解答内容 
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食事の実践度では，男女別でみると男性が「良くできてい
る」「できている」12 名（55％），女性が 18 名（62％）。HbA1c
別では，6.5％未満が「良くできている」「できている」で 15
名（79％），6.5％以上では「良くできている」「できている」
が 15 名（47％），6.5％未満では「あまりできていない」4 名
（21％），6.5％以上では 16 名（50％）だった。「できていな
い」と答えた人は男女とも 0％であったが，「あまりできてい
ない」と答えた人が HbA1c6.5％未満では 21％であったのに
対し，HbA1c6.5％以上では 50％だった。 

運動療法の実践度では，HbA1c6.5％未満では「できていな
い」「あまりできていない」が 58％，HbA1c6.5％以上では 59％
が「できていない」「あまりできていない」と答えていた。糖
尿病についての理解度や薬物療法の実践度，思いを話すこと
ができているか，A 病院とかかりつけ医で質問ができている
か，の項目と属性のクロス集計では，約 8 割以上が「よくで
きている」「できている」と答えていた。（表 2） 
 カイ二乗検定において，アンケート調査結果を「できてい
る」群と「できていない」群の 2 群に分け，インタビュー調
査結果も「関心あり」と「関心なし」に分け分析を行った。

図 5 アンケート結果（満足度） 

表 2 クロス集計の結果 
療法の実 と性別の関

実

くできている、できている 55 62

できていない、あまりできていない 45 34

無回答 0 4

療法の実 と 1 の関

実 6 5 6 5

くできている、できている 79 47

できていない、あまりできていない 21 50

無回答 0 3

療法の実 と 1 の関

実 6 5 6 5

くできている、できている 42 41

できていない、あまりできていない 58 59

無回答 0 0
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また，属性や年齢，HbA1c も中央値や平均値で 2 群にわけ，
性別，就業の有無，合併症の有無，キーパーソンの有無でも
関係の比較を行った（P＜0.05）。 

その結果，アンケート調査結果の「運動療法の実践度」と
インタビュー調査結果の「食事への関心」（p=0.0189），アン
ケート調査結果の「食事療法の実践度」と「合併症の有無」
（p=0.0209），インタビュー調査結果の「運動への関心」と「性
別」（p=0.004）の 3 項目が統計学的に有意な差を認めた。 

Ⅵ．考 察 

糖尿病患者の地域連携パスに関する，他施設での先行研究
では，パス全体の評価に対するものであり，患者への療養指
導の内容だけに焦点を当てた研究はなかった。そのため，本
研究と比較できるものではないと考える。 

年齢分布グラフからもわかるように，幅広い年齢層の患者
が連携パスを利用している事がわかった。また，HbA1c は平
均 6.7％であったが，今回の対象者が連携パスを利用している
患者であるため，糖尿病の管理がある程度できていたと考え
る。罹病期間，合併症，キーパーソンの有無，就業の有無に
おいても比較を行ったが，電子カルテからの情報だけでは収
集に限界があり，信憑性が薄いと考え，今回は性別，年代別，
HbA1c 別を主として考察を行った。 

アンケート調査において，90％以上が満足と回答しており，
療養指導については満足が得られていると考える。 

糖尿病の理解度では「よくできている」「できている」が
94％と高かった。しかし，療養行動の基本となる，食事療法
や運動療法の実践度では，患者の自主的な取り組みなしには
成功しないと言われている治療にも関わらず，「できていない」
「あまりできていない」が約半数を占めている。 

食事の実践度においては，男性の実践度は低いが，女性は
高い結果となった。村上らの食事に関する価値観，知識，技
術と性別・年齢との関連の研究報告でも，「女性は男性よりも，
食品選択におけるすべての価値基準に重きを置いていること
が分かりました。また，女性は男性よりも，栄養に関する知
識，料理技術，食全般に関わる技能のすべてが高くなりまし
た。1）」「さらに男性では年齢が高いほど料理技術と食全般に
関わる技能が低い一方で，女性では年齢が高いほど料理技術
と食全般に係る技能が高いという，男女でまったく逆の関連
が見られました。2）」と報告している。

運動の実践度は，女性の「あまりできていない」割合は半
数以上であった。「できていない」理由としては，30～50 代
では仕事や生活スタイルが影響している可能性があり，60 代
以降では身体的問題が関係してくると考える。下方らは，「女
性では，結婚や出産・育児といったライフステージにおいて，
スポーツや運動を中断せざるを得ない場合がある。3）」と述べ
ている。また NILS-LSA の第 7 次調査では，「適度な運動を
行うことに困難を感じている人は，40 歳代では 3.5％にすぎ
ないが，50 歳代で 6.3％，60 歳代で 8.9％，70 歳代で 23.2％，

80 歳代では 41.7％にもなる。4）」と述べていることから，生
活スタイルや，年齢，身体的問題が関係していると言える。 

食事，運動，薬物療法の実践度については，税所らの研究
で報告しているアンケート結果でも，「食事療法の実践は,良
くできている/できているが合わせて 53.2％（74 名），運動療
法の実践は，良くできている/できているが合わせて 39.6％
（55 名）であった。薬物療法の実践は,良くできている/でき
ているが合わせて 86.4％（120 名）であった。5）」と述べてお
り，本研究も類似した結果であった。これらのことからも，
糖尿病のガイドラインでもいわれているように，生活習慣の
行動変容は容易ではない事が伺える。 

また「不安なことを聞けていますか」の項目においては「で
きている」と回答した患者が 90％。「ご自身の思いを話すこ
とができていますか」の項目においても 84％と多いことから，
一方通行の指導ではなく，療養指導中に患者と指導者間でコ
ミュニケーションが取れ，信頼関係が構築されていると考え
られる。 

インタビュー調査において，男女ともに「食事」や「足の
ケア」「検査」「運動」「合併症」の順に関心が高いことがわかっ
た。これらの項目に関心が高いということは，療養指導を受
け糖尿病という病気に対して向き合ってきたからこそ，重要
だと思っているのではないかと考える。また，指導者側も再
確認してもらいたい思いがあり，指導からは欠かせない項目
だと考える。基本の療養行動は，食事療法と運動療法である
が，患者の関心があるのは，「食事」の次に「足のケア」だっ
たことがわかった。インタビュー調査の意見においても，足
の手入れや観察方法についてあまり知らないという意見があ
り，「足のケア」については周知されていないと考える。その
ため 1 年ごとの指導の中で，「足のケア」についても療養指導
士からの積極的な指導が必要である。また，関心が「何もな
し」と答えた患者は，質問等がなくできている群と予想され，
今までの療養行動を賞賛するようにしていた。しかし今回の
アンケート内容や検査データを照らし合わせてみると，運動
療法だけでなく食事療法も「できていない」と答えている。
全体の平均 HbA1c よりも 0.5％高いデータが出ている事や，
患者自身の思いを「話せていない」と答えている事からも「何
もなし」と答えた人こそ，指導者として気にかけていく必要
がある。森らは｢患者からの質問がないから理解，納得してい
るとは限らない。患者はわかりやすい説明を受けることを期
待しているが，忙しそうだから，悪いからと医療者に遠慮す
る気持ちがあることが確認されている｡6）｣と述べている。こ
のことからも，「何もなし」をそのままにせず，気持ちを表出
できていないかもしれないと思い，共に患者自身の療養行動
を振り返り，患者の言葉を表出できる雰囲気づくりを行い，
個人にあった指導を探っていく必要があると考える。 

分析結果において，HbA1c6.5％未満の人が，食事療法の実
践度で「よくできている」「できている」と答えている人が約
8 割を占めている。HbA1c のコントロールが良好な患者は，
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食事療法の自己評価としても「できている」と評価しており，
反対に HbA1c が高い患者は，自己評価においても「あまり
できていない」と評価している人が多かった。データと自己
評価を比較したときに，食事療法の実践度が HbA1c に影響
していると示唆される。クロス集計では，HbA1c にかかわら
ず，運動療法の実践度は約 5 割以上が「できていない」と評
価している。このことから，運動療法は HbA1c に関係なく，
実践することは難しい項目だと言える。 

カイ二乗検定の結果からは，糖尿病の療養指導において，
食事療法と運動療法は切り離せない関係であることが言える。
運動療法を実践している人は，食事への関心が高いことから，
食事についての指導を充実させることで満足度が高まる可能
性が示唆される。運動への関心については，女性が男性より
も高かった。女性に対しては運動療法の指導を充実させるこ
とで満足度が高まる可能性が示唆される。 

今回の研究結果から，初めて聴けた患者の声により，様々
な項目に関心があることがわかった。しかし，関心に対して
療養行動が伴っていないことも結果から分かった。指導者が
患者と共に日々の生活行動を振り返り，今何に関心があるか
を，意識して引き出せるように，雰囲気づくりを行い，実践
しやすい療養行動ができるように介入していく必要がある。
その結果，満足度の向上にもつながると考える。 

Ⅶ．結 論 

１．連携パスにおける療養指導は，9 割の患者が満足してい
た。 

２．療養指導で患者が聞きたいと思うことは，食事・足のケ
ア・検査・運動・合併症についてであった。 

３．聞きたいことが「何もなし」と答えた人でも，HbA1c の
結果が高く，療養行動が伴っていない事もあることを意識
し介入する必要がある。 
本論文に関連し，開示すべき利益相反関連事項にあたる事

項はない。 
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◇研究報告◇ 

精神科救急入院料病棟（精神科スーパー救急病棟） 
入院時に保護室隔離となった患者に対する 

熟練看護師の看護実践 

口羽浩之1）*，武内 愛1），岡田幸貴1），澤田由美2）

【目的】：精神科スーパー救急病棟に保護室隔離となった患者の，入院場面における熟練看護師の看護実践と看護の視点
を明らかにし，隔離処遇にある患者への看護の示唆を得る。 

【方法】：研究者が所属する施設の倫理審査委員会で承認を得た後，半構造化面接法により得られたデータを質的記述的
に分析した。 

【結果】：対象者の語りから[暴力行為の回避を意図した看護実践][自傷行為の回避を意図した看護実践][治療継続のため
の関係構築を意図した看護実践]が抽出され，熟練看護師は患者やスタッフ，家族の安全やその後に続く治療関係も考
慮しながら対応していることが明らかとなった。 

【考察】：暴力や自傷など安全を保つための介入だけでなく，不安への対応や信頼関係を築く行動など治療環境の整備に
関心を向け介入していた。安全安心な環境の提供につながり，その後の回復を通して，その人らしい生活を獲得するた
めの支援へとつながる看護実践であったと考える。 

【キーワード】精神科救急入院料病棟，保護室，入院場面，熟練看護師，看護実践 

Ⅰ．は じ め に 

日本では 2002 年の診療報酬改定により，精神科救急入院
料病棟（以下，精神科スーパー救急病棟）が設置された。精
神科スーパー救急病棟では，年間入院患者の 6 割以上が非自
発的入院であることから，対象となる患者は行動面や情動面
の激しい症状や身体的問題を伴いやすいなど，特有のリスク
を有する 1）。また，入院時，他患者に対する暴力行為や著し
い迷惑行為，器物破損行為が認められ，他の方法ではこれを
防ぎきれない 2）と判断された場合は，保護室隔離となること
もある。また隔離の対象となる患者に関する事項 3）にある，
自傷他害リスクが切迫していると判断された場合も，保護室
隔離となる場合があり，精神保健及び精神障害者福祉に関す
る法律第三十七条第一項の規定に隔離が必要な場合の 5 項目
の基準が設けられている。

精神科スーパー救急病棟では，興奮・攻撃性への対応には
専門的な技術や暴力への身体的な介入スキルが要求されるが，
攻撃的な状況に介入するという臨床経験はそれほど多いわけ

ではなく 4），また突然の入院が多いため，入院時の看護実践
は学びにくい傾向がある。また精神科救急・急性期では興奮・
攻撃性への対応は最も危機的な局面であり，パターナリス
ティックな治療モデルから当事者中心の支援モデルへの転換
を図っていくことは容易ではない 5）と言われている。また非
自発的入院初期の看護援助 6）の研究では，苦しい現状の印象
を変える声掛けなど，治療の受け入れにつながる患者の立場
に立った関わりを行うことで患者自身が治療を受け入れるこ
とが報告されている。また看護師は患者の主体性を支える援
助を認識する一方で，暴力につながり得るリスクの排除とい
う意に反した治療であっても，安全に遂行しなければならな
いという認識を持っていること 7）が明らかにされている。以
上のことから，精神科スーパー救急病棟において，入院時の
看護実践は，治療関係を構築する上で重要な場面と考える。
しかし保護室隔離となった患者の入院時に限定した看護実践
は明らかにされていない。 

本研究では，精神科スーパー救急病棟に保護室隔離となっ
た患者の入院場面における熟練看護師の看護実践と看護師の

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）岡山県精神科医療センター  2）姫路獨協大学 
＊ E-mail：rjjyw407@yahoo.co.jp 
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視点を明らかにし，精神科治療の重要な場面である入院時の
看護への示唆を得たいと考えた。 

Ⅱ．目 的 

精神科スーパー救急病棟入院時に保護室隔離となった患者
に対する熟練看護師の看護実践と看護の視点を明らかにする 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
質的記述的研究 

２．用語の定義 
１）精神科スーパー救急病棟：診療報酬点数表に掲載された

精神科救急入院料病棟の施設基準を満たす病棟とする。 
２）非自発的入院：精神保健福祉法にもとづく医療保護入院，

措置入院，応急入院，緊急措置入院に分類される，自らの
意思に反する入院とする。（精神保健福祉法，第 29 条，第
33 条） 

３）熟練看護師：ベナーは技能修得に関するドレイファスモ
デルの中で中堅レベルの実践は通常，約 3～5 年類似した
患者集団を対象に働いているナースとある。また達人レベ
ルの実践は，状況を直感的に把握し問題領域に正確に狙い
を定めると定義している。8）以上を考慮し，本研究では熟
練看護師を精神科看護経験年数を５年以上，またリーダ的
役割を持つ看護師と定義する。 

４）保護室：隔離室とも呼ばれ，隔離という目的に特化した
病室。室内に便器があること，室外から観察するための観
察窓やモニターカメラが設置されているなどの設備を有す
る部屋 9）とする。また保護室を使用する目的としては，精
神保健福祉法第 37 条，第 1 項に定める範囲とする。 

３．研究対象 
１）選定条件 

現在単科の精神科病院に勤務しており，精神科看護経験年
数５年以上である看護師のうち，看護実践の場面を想起しや
すい期間として，直近２年以内で精神科スーパー救急病棟の
経験を有する看護師（以下“熟練看護師”）とする。 
２）選定方法 

研究者が病院の看護部長に文章および口頭で研究の趣旨を
説明し，研究協力の承諾を得，上記選定条件を満たす看護師
の紹介を依頼した。 
４．データ収集期間 

2020 年 3 月 1 日～2020 年 7 月 31 日 
５．データ収集方法 

先行研究からインタビューガイドを作成し，対象者個々に
半構造化面接を行った。インタビュー前にあらかじめ，研究
の趣旨について書面を送付した。対象者が指定する場所に研
究者 1 名が出向き，プライバシーが確保できる個室でインタ
ビューを行った。インタビュアーは研究者の中から 1 名選定
し，他の対象者にインタビューする場合も同一の研究者がイ

ンタビューガイドをもとに行った。インタビュー内容は，精
神科スーパー救急病棟で保護室隔離となった患者の入院場面
を想起してもらい，実際に行った具体的な看護実践の内容や
看護の視点について聴取した。インタビュー時間は約 60 分
とし，対象者の属性として，性別・年代・精神科病院経験年
数・精神科スーパー救急病棟経験年数を設定した。 
６．データの分析方法 

インタビューの録音内容から遂語録を作成し，データとし
た。看護実践に関わる文章を抽出し，意味内容のわかる範囲
で区切り，コード化した。コードを集約し，サブカテゴリー
とした。サブカテゴリーの内容からさらに抽象度をあげ，カ
テゴリーとした。 
７．真実性の確保 

データ分析の結果の厳密性を確保するために，著者の解釈
やカテゴリー化に偏りが無いかについて共著者と議論したう
えで，精神科看護師経験のある看護を専門として研究を行う
指導教員 1 名によるスーパーヴァイズを受け，真実性と妥当
性を高めた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

岡山県精神科医療センター倫理審査委員会で承認（承認番
号 1-21）を得た後に研究を開始した。研究参加者へ本研究の
目的と方法，不参加・途中辞退の自由，プライバシー保護と
匿名性の確保，結果公表の予定を文章および口頭で説明し，
書面にて同意を得た。録音と記録は，研究参加者の承諾を得
て実施した。インタビューを行う際は守秘義務の守れる個室
を設定し，収集したデータは匿名化し，個人が特定されない
ようナンバーを付けた。データが外部へ漏洩することが無い
よう，パスワードを設定し，研究専用の鍵付き金庫（場所）
で保管した。またデータをインターネットを通じて外部へ送
信する際は，セキュリティー対策が施されたパソコンを使用
した。データは，研究終了後，シュレッダーにて破棄した。 

Ⅴ．結 果 

精神科スーパー救急病棟では，看護師は限られた人数で病
棟業務を行いながら，24 時間緊急入院を受け入れている。短
時間で入院の対応をすることが多い中，熟練看護師は患者や
スタッフ，また同伴する家族の安全やその後に続く治療関係
も考慮しながら対応していることが明らかになった。 
１．対象者の概要 

インタビューを実施した対象者は男性 2 名．女性 2 名，精
神科経験 7 年～15 年，直近２年以内で精神科スーパー救急病
棟の経験を有し，平均年齢は 36 才の看護師であった（表 1）。 

2．精神科スーパー救急病棟入院時に保護室隔離となった患
者に対する熟練看護師の看護実践と看護の視点 

インタビューの分析により，【暴力行為の回避を意図した看
護実践】【自傷行為の回避を意図した看護実践】【治療継続の
ための関係構築を意図した看護実践】の 3 つのカテゴリーが 
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表 1 対象者 4 名の概要 

表 2 保護室隔離となった患者に対する熟練看護師の看護実践 

性別
数

スー ー
数

2 に
スー ー の

の有無

対 者 性 40 7 7 有

対 者 性 30 10 4 有

対 者 性 20 6 6 有

対 者 性 40 15 2 有

カテゴリー カテゴリー コード

入 時の を 先した対

入 時は患者・スタッフの を する（3）
場や 感から の いと の対 を 先して行う（2）

入 時は患者と の に する（2）
か かの確 を行う（2）
と との関 性から 間の 力リスクを する（4）
の しい患者に対しては 数の確保と や 静も予測したかかわりをする（2）
時、 力リスクを ま て 対 から をあける 1

な入 までの を 先した対

な対 を のスタッフを て 1
力が る を する 2

のための 10
入 後、スタッフがリスクを感 るときは 入する 数を やしたり 性スタッフの対 を
したり一 する 9
患者から を感 た時に けるよう ち位置や を て行 している 3

での の を確 し、 を予測する 8
に入 できない とも 定した対 3
な入 を準 する 1
入 後の に する 2
しながら に し まで患者を する 5

患との接触をさけ、 に入 対 ができるようにする 4

力リスクの予測

リスクにつながる を 用する 15
リスク のための 1
めての入 患者は がなく、 に がってくる ともあり、行 の予測がつかない
とを する 4

対 に必要なスタッフの数を する 9
時の や のスタッフとのかかわりを て、入 への け入れの 合、 力リスクを

ア ス ントする 8
入 後は 性や指 に るのかどうかで 力リスクの ができる 5

がよい場合は 衣やバイタル測定の を と行う 1
採血ができ うかどうかを する 2

に するための や行 7

力リスクを めない対
部 への 時の 方 1
力リスクが くなる に触れる行 は、 前に と を る 1

患者の を回 する けを る 7

、 力リスクがある患者への
対 や

入 に同 していない患者の場合は リスクに する 1
、 力リスクがある場合は スタッフと 力しながら患者が さないよう や き、

ち位置を る 17
止場 への侵入を防ぐ の方法 1

や保護 は 有である 1
入 を する場合の や けの 方 5

のために を けながら行 を する 2
のスタッフとアイコンタクトや まった を使って 的に 入をする場合もある 2
力リスクがある場合の医療行 の実施 2

行 を防ぐための 収
入 に らず のリスクを う 1
カルテから入 の や の有無について

収 し リスクのア ス ントをする 1

行 を防ぐための
リスクを ま て ディ ェックや 物を かる 2
リスクに した部 の と 6

後の 療に が影響するかどうかを
ア ス ントする

時、 と とのかかわり方や 間で 関 を予測する 1
関 が いと した場合、入 後の 療、 が に められるか
がある 1
への を なう 2

患者への 的
患者が不 になる とを けるための 3
患者が入 時の とを い さないようにするための 1

再発エ ードの患者は
を 先した関わりをする

発エ ード患者と再発エ ードの患者とではかかわり方を ている 1
再発エ ードは を 先させる 2

発エ ードの患者への な対 発エ ードの患者にはより に す 6

関 性の を た対

への いの 2
療の を 定できる を る 1
療関 の を 先した 時の対 2
ち着かない患者へ をかける 5
の後の 療関 を ながら な対 をする 18

してもらうために、 時間や 療の し、回 に て部 や処 がかわる とを
る 15
療を ポートする 方である とを ってもらうためにまずは 前を る 4
療の必要性を 5

を する患者には、入 に った や り とつな て めたり
医 に指 をもらう 13
入 時の処置に られない場合は医 の指 を ぐ 2

時の や のスタッフとのかかわりを て、入 への け入れの 合、 療関 が
けるかどうかア ス ントする 2

行 の回 を した
看護実

療継 のための関 を した
看護実

力行 の回 を した
看護実
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明らかとなった（表 2）。以下カテゴリーを【 】，サブカテゴ
リーを〔 〕，コードを〈 〉，対象者の語った内容を「 」
と表記した。 
１）暴力行為の回避を意図した看護実践 

1 つ目のカテゴリーである【暴力行為の回避を意図した看
護実践】は，熟練看護師が，入院時に患者によって起こされ
る暴力を回避するための行動を示し，5 つのサブカテゴリー
で構成されていた。 

〔入院時の安全を優先した対応〕は，入院時に患者だけで
はなく，その家族やスタッフの安全も考慮した看護実践を意
味し，7 コードが抽出された。「第一はリスクかな。スタッフ
と患者さんの安全がとにかく一番。」「メンバーもみたりして
るな。この若い子は助けないといけんなとか思ったりする」
「妄想の対象が，家族にあるとかだったら早く家族から離し
たほうが良いなーって思う」などが語られた。 

〔安全な入室までの誘導を優先した対応〕は，入院の告知
を受けた患者を，外来からスーパー救急病棟の保護室へ安全
に誘導することを優先した看護実践を意味し，12 コードが抽
出された。「恐いな，と思えば，ちょっと男性の応援を呼んだ
りします」「まあ例えば日中だったら他の患者の開放観察時間
とかもあるから，安全に部屋まで行ける通路の確保がちゃん
とできているのかとか」などが語られた。 

〔暴力リスクの予測〕は，患者の情報やかかわりの中から
暴力リスクを評価し，予測につなげるための看護実践を意味
し，9 コードが抽出された。「介入に拒否があるとか。暴力が
出そうなくらい病状に圧倒されているのか」「採血も針を使う
ので，安全にできるのか，今の対応している人数で，できる
のかの判断をする」などが語られた。 

〔暴力リスクを高めない対応〕は，入院対応によってさら
に暴力リスクを高めてしまわないための看護実践を意味し，
3 コードが抽出された。「入院した直後にバイタルとか，測っ
たりする前に体に触れることを伝えますね。」「入院を理解で
きないこともあるのに，伝わりにくい言い方で混乱すると余
計不安も強まって安心できないし，暴力もでる可能性がある
からね」などが語られた。  

〔離院，暴力リスクがある患者への対応や意識〕は，離院
や暴力リスクがある患者を安全に保護室に入室してもらうた
めに必要な視点や行動を意味し，8 コードが抽出された。
「パーソナルスペースを保ちつつ，視野において，誘導を」
「一緒に行こうって柔らかく背中を支えるかな」「座って話を
しましょう」「手伝いましょう」などが語られた。 
２）自傷行為の回避を意図した看護実践 

2 つ目のカテゴリーである【自傷行為の回避を意図した看
護実践】は，熟練看護師が入院時に患者の自傷行為を回避す
るためにどのような行動をとっているのかを示し，２つのサ
ブカテゴリーで構成されていた。 

〔自傷行為を防ぐための情報収集〕は，自傷リスクの評価
につながる患者の情報を収集することを意味し，2 コードが

抽出された。「自傷ってなるとカルテから見ないと。自傷自殺
のリスクになりそうな生活背景は事前の情報がないとわから
ないですね」「措置だと自傷他害があるからってなるんですけ
ど。かと言って医保と措置でリスクがどうなるか。医保の方
が自傷他害のリスクが高い人もいるので，リスク面としては
人それぞれかなと」などが語られた。 

〔自傷行為を防ぐための環境調整〕は，自傷行為を防ぐた
めに部屋への持ち込み品や部屋自体の評価を行うことを意味
し，2 コードが抽出された。「自傷のリスクがある場合はボ
ディーチェックはより厳格にする。着替える時にも見る」「安
全を保つ意味では拘束がいるかもしれないので，先生に状況
を報告して，今の処遇について見直してもらったりとか」な
どが語られた。 
３）治療継続のための関係構築を意図した看護実践 

3 つ目のカテゴリーである【治療継続のための関係構築を
意図した看護実践】は，熟練看護師が，患者が治療を継続で
きるように，関係性を築くための行動を示し，5 つのサブカ
テゴリーで構成されていた。 

〔今後の治療に家族が影響するかどうかをアセスメントす
る〕は，患者とその家族の関係を評価し，今後治療に影響が
あるのかを評価することを意味し，3 コードが抽出された。
「関係が良いと患者の近くで寄り添っている」「こちらに協力
してくれるかなとか，まあ，同居している人だったら退院後，
退院に向けて色々考えてくれるかなとか」「状況によっては部
屋とかまで一緒に見てもらったりすることもあるし，こうい
うとこなんだけど，もちろん見通しも伝えて，ここにずっと
いるわけではなく，ここの保護室が必要な理由を家族にその
場で言ったりはするかな」などが語られた。 

〔他患者への心理的配慮〕は，既に入院している患者が不
快にならないような配慮が必要なことを意味し，2 コードが
抽出された。「他の患者さんの前で強制的な介入はしたくない。
感じがよくないと思う」「その人達ももしかしたら入院の時に
強制的な介入があったかもしれない。思い出すのも思い出さ
せるのも嫌だなって思うし」などが語られた。 

〔再発エピソードの患者は休息を優先した関わりをする〕
は，初発エピソードの入院患者と違い，情報も得られている
場合が多く，入院の説明などは短時間で済ませ，まずは休息
してもらうことに重点を置いていることを意味する。2 コー
ドが抽出された。「何回も入院している人はなるべく，やり取
りを減らして早く休んでもらおうとします」などが語られた。

〔初発エピソードの患者への丁寧な対応〕では，初発エピ
ソードの患者は，病気の知識や入院に対してのイメージもな
く，不安も強いため，安心してもらうために丁寧な対応が重
要であることを意味している。1 つのコードが抽出された。
「治療導入，治療継続をしてもらいたいし，病院に悪い印象
をもってほしくない」「最初はきちっとその人がわかるまで，
少し丁寧な言葉でしゃべったほうがいいかな」などが語られ
た。 
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〔関係性の構築を見据えた対応〕は，患者の治療継続に影
響する関係性を築くために必要な対応のこと意味し，11 コー
ドが抽出された。「一番入院時が不安だったり，感情の波が激
しかったりする中で，きちんと関わるというか。そこが信頼
関係の土台になると思う」「治療の進行状況であったり，休息
の程度，回復の程度にあわせて，お部屋も変わってきますし，
退院に向けて，サポートしていきます」「生活に困っていた部
分や困り事からちょっと内服を勧めたりとか」「嫌なのは百も
承知で言ってるんだけど，もう，今必要なんですって話をし
ながら。選んでもらうかな」などが語られた。 

Ⅵ．考 察 

熟練看護師は，入院時より暴力行為や自傷行為の回避を意
図した看護実践だけでなく，今後の治療継続のための関係構
築を意図した看護実践も行っており，治療環境の整備を行っ
ていた。またこれらは後述する精神科看護の基本と一致して
おり，熟練看護師は基本を重要としていると考えた。 
１．安全を意図した看護実践 
１）暴力行為の回避を意図した看護実践 

患者や対応するスタッフ，また同伴している家族に対して
も安全に配慮した行動が行われているが，保護室を利用する
患者は暴力が出やすい状態であり，家族が妄想対象になって
いる場合や家族が入院に同意する場合も多く，暴力の対象が
家族に向けられやすいことを考慮した介入であると考えた。
また対応するスタッフの中で経験が浅いスタッフには危険の
高い場面は避け，自らが危険な場面を対応していることが明
らかになった。既に対応しているスタッフで事態の収拾が困
難な場合や，自分の手に負えないと判断した時には，そのま
ま状況を引きずらないで，潔く役割を交代し 10），対応を替わ
ることで暴力を回避する行動と考えた。 

入院が決定し，外来のスタッフや家族とともに入棟し，保護
室に入るまでは，安全を優先した対応を重要としていることが
明らかになった。保護室に入室するまでには，危険な箇所や他
の入院患者の存在，設備品などがあり，決して安全な環境とは
言えない。そのような環境の中，誘導が中断せず，保護室に入
室するには，病状評価が必要であり，熟練看護師はそれら情報
から暴力リスクを判断し，それに応じた対応をしていると考え
た。十分な支援体制がない状況で，患者に対抗しようとしたり，
自制させようと試みたり，あるいは攻撃をとめるよう説得する
ことは適切ではないと提唱されている 11）。リスクを感じた際
に，一人で対応することや，その場で対応することを優先せず，
応援の要請や，介入のタイミングをずらす行動をとり，暴力を
未然に防ぐ対処をとっていると考えた。また入院患者が入室す
る際は，既に入院している患者と接触する可能性があり，患者
同士でのトラブルに発展することも考えられる。入院の際は区
画扉を閉めたり，開放観察の時間をずらしたりと熟練看護師は
目の前の入院患者だけではなく，既に入院している患者の状況
も考えながら対応していると考えた。 

またリスクにつながる情報を活用することを対象者の多く
が発言し，特に入院前の暴力行為や過去の暴力歴に着目する
ことで暴力リスクを予測していた。攻撃行動への転化要因の
確認の方法として，入院以前の攻撃や暴力に関するエピソー
ドは有力な情報 12）となり，それらの情報に着目し，リスクの
評価に生かしていると考えた。一方で事前の情報だけでリス
クを判断するのではなく，対応時の様子を優先的に評価して
いる点も熟練看護師の特徴と考えた。侵襲的な処置である採
血を行う前に安全に行えるかどうかの評価を行っていること
から，患者にもスタッフにも危険が伴う処置の場合は，途中
で抵抗などがあれば，両者が怪我をする可能性が高く，熟練
看護師は特に慎重に評価をしていると考えた。 

暴力リスクを高めない対応として，保護室までの誘導では，
端的にわかりやすい言葉で説明をし，混乱を防ぐことが必要
と語られていた。入院時の患者は，幻覚妄想状態や急な入院
により困惑をしているケースも多く，さらに混乱することで
暴力に発展する場合もあるため，これらを防ぐための対応で
あると考えた。暴力への予防的対処法として，自分が普通と
感じるパーソナルスペースより遠めの距離を維持することが
提唱されている 13）。もっともパーソナルスペースが近くなる
肌に触れる行為は，事前の説明や許可をとるなど暴力リスク
を高めない対応をとっていると考えた。 

離院，暴力リスクがある患者への対応は，もっとも緊迫し
た場面であり，慎重さが求められる場面である。多くの対象
者が入室後はまず座ってもらうことが明らかとなっている。
座ってもらえることで協力的かどうかの判断や，急な飛び出
しや暴力に対して行動が読みやすくなると考えた。リスクが
高い場合は声掛けだけで回避するのではなく，患者との物理
的な距離や体勢を考慮していると考えた。また対象者の多く
は，保護室への誘導や入室時に抵抗がみられた際に暴力行動
に発展しないために，強制的な介入も必要であることを語っ
ていた。その際は介入するタイミングを他のスタッフへアイ
コンタクトや言葉で伝えていた。患者の意に沿わない入院や
治療が行われる場合や，理解できない入院治療に対し，患者
は全身の力を振り絞って抵抗しようとする 14）とある。精神科
スーパー救急病棟の特徴的な入院形態である非自発的入院の
患者は，入院に合意が得られていないため，抵抗がみられる
ことを想定した対応が求められる。熟練看護師は，暴力を予
防するために，強制的な介入は複数のスタッフで同時に介入
しやすいような伝達方法を行っていると考える。 
２）自傷行為の回避を意図した看護実践 

自傷リスクのアセスメントのために，カルテから入院の経
緯や幻覚妄想の有無や自傷歴など過去の情報を参考にしてい
た。自殺未遂の既往は，最も明確な危険因子 15）であり，また
精神疾患をもつ場合は，直接的な自殺の要因がない場合でも，
さまざまな妄想にとらわれて，自殺に及ぶことがある。しか
も，そうした場合はそれが精神疾患のせいであるとは気づけ
ず，援助を求めることができないことが多く 16），過去の自傷
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歴や幻覚妄想などの精神症状の把握が自傷リスクの評価には
有用であると考えた。これらの情報をもとにリスクを評価し
ていると考えた。 

自傷行為を防ぐための環境調整では，自傷に使われる可能
性のある物や設備の確認を行っていた。自傷に使われる可能
性のある物の物理的排除だけでなく，その後の行動観察がし
やすい部屋を検討するなど，観察がしやすい環境を整えるこ
とで自傷を予防し，早期発見に役立てていると考えた。 
２．治療継続のための関係構築を意図した看護実践 

入院時は家族と同伴で病棟まで付き添われることが多く，
家族と本人のかかわり方や距離感を誘導時に観察しているこ
とが語られていた。今後の治療と家族の関係は，欧米を中心
に 1970 年から，家族の感情的な巻き込まれや批判が統合失
調症の再発素因になるという感情表出（expressed emotion：
以下 EE）研究が行われている。家族から患者に対して高 EE
な関係を改善するために，対処方法を家族がもち，家族自身
が元気になることで家族の EE が下がり，患者も再発しにく
くなる 17）と説明している。すなわち，治療の継続や再発素因
は患者本人だけでなく，家族の感情表出の対処方法や協力な
ども影響するため，家族の評価を入院時から行うことは，そ
の後の治療方針に影響する重要な看護実践と考えた。また同
伴する家族に対しても入院や保護室の説明，見通しなどの説
明を行うと語られていた。家族も患者の発病に戸惑い，困り
事を抱え，心身ともに疲れ果てることが多い 18）。すなわち患
者本人だけでなく，その家族も支援者として労い，安心して
もらえるように配慮していると考えた。 

他患者が不快になることを避けたり，入院時のことを思い
出さないようにするなどがあげられており，入院患者の対応
だけでなく，既に入院している患者にも配慮をしていること
を示す。患者が少なくとも一定の時間，負の感情を経験して
いた 19）ことから，入院時のことが嫌な思いとして残っている
患者も多いと考えた。既に入院している患者が，他の入院患
者の入院時の様子を見たり，感じたりすることで，嫌なエピ
ソードを思い出すかもしれない。既に入院している患者が入
院時のことを思い出さないように配慮していると考えた。 

再発エピソードの患者には，入院の説明は過去の入院時に
説明をしているため，簡単に済ませており，休息を優先して
もらいたいことが語られていた。しっかりと時間をかけて説
明や対応をする場面とそうでない場面を治療の優先順位を考
慮した行動と考えた。 

初発エピソードの患者にはより丁寧に話していた。患者は
不安や緊張を抱き，看護師を信頼していいのか葛藤しながら
も，看護師の存在を通して安心感を得ようとしていた 20）。す
なわち初発や初めて入院される患者は不安が強く，安心感を
求めていることが多いと考えた。また入院時の不安などが嫌
な記憶として残ると今後の治療に影響するため，丁寧に対応
し，安心感と心身の回復へつながるかかわりをしていると考
えた。 

関係性の構築を見据えた対応では，味方であることを知っ
てもらうためにまず名前を名乗っていた。患者の中には病院
や対応するスタッフに安心できないことも多い。まず名前を
名乗り，味方であることを最初のアプローチから実施するこ
とで，少しでも早く安心してもらうための行動と考えた。行
動制限そのものは苦しいものであっても，制限のある中で交
わされるスタッフ等との関係性，かかわりが肯定的な感情経
験や行動制限の価値づけを可能としているのかもしれない 21）。
すなわち安心してもらうための丁寧な対応は，入院患者に
とって，肯定的な感情や保護室が回復するために必要な場所
であることを考えるきっかけとなり，治療継続に影響する重
要な対応と考えた。また内服を拒否する患者には，入院に至っ
た経緯や困り事とつなげて勧めると語られている。患者の医
療への動機が低いことや入院前の問題行動に対して看護師が
批判的な対応をせずに，患者の思いや認識を受け止めること
は，患者が自分の気持ちや考えを自由に伝えることができる
雰囲気をつくり，信頼関係構築につながっていく 22）。すなわ
ち拒薬している患者に無理やり内服を勧めるのではなく，内
服に対しての患者の受け止めや困っていることに理解を示す
ことや与薬の方法を自分で決める機会を設けることで，治療
関係を深める方法をとっていると考えた。 

精神科看護は，精神的健康について援助を必要としている
人々に対し，個人の尊厳と権利擁護を基本理念として，専門
的知識と技術を用い，自律性の回復を通して，その人らしい
生活ができるように支援すること，また看護の基本のなかで，
人が精神的危機に陥ったとき，まず提供されなければならな
いのは，脅かされず不安の少ない「安全，安心」な環境であ
り，援助関係の形成は，患者との間に信頼関係があってはじ
めて成り立つ 23）と定義されている。本研究から，熟練看護師
は暴力や自傷など安全を保つための介入だけでなく，不安へ
の対応や信頼関係を築く行動など治療環境の整備に関心を向
けた看護を実践していた。これらの介入は，安全安心な環境
の提供につながり，その後の回復を通して，その人らしい生
活を獲得するための支援へとつながる看護（図 1）であるこ
とが示唆された。 

Ⅶ．結 論 

本研究において，精神科スーパー救急病棟入院時に保護室
隔離となった患者に対する熟練看護師の看護実践では【暴力
行為の回避を意図した看護実践】【自傷行為の回避を意図した
看護実践】【治療継続のための関係構築を意図した看護実践】
が抽出され，治療環境の整備を行っていたことが明らかと
なった。 

熟練看護師は，入院時には暴力や自傷など安全を保つこと
や，不安への対応，信頼関係を築く看護実践を通し，治療環
境の整備を行っていた。その結果，患者の安全・安心が担保
され，その後の回復を通して，その人らしい生活を獲得する
ことにつながる支援であることが示唆された。 
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本研究は，インタビューガイドを用いた半構造化面接を
行ったため，インタビュアーの面接の進め方によって，対象
者の思いが言語化されず，重要なデータを拾えていない可能
性もある。また1施設による対象者4名での調査研究であり，
当該施設に限られた内容のため，一般化には限界がある。対
象者の数を増やす，グループインタビューをするなど，さら
に研究を洗練化させることで，入院時の看護のさらなる向上
につながると考えた。本論文の内容の一部は，第 52 回日本看
護学会学術集会において発表した。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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図 1 入院時に保護室隔離となった患者に対する看護実践 
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◇研究報告◇ 

良性疾患で子宮全摘術を受ける患者の 
手術前後の思いとその変化 

― 術後に助産師による面接を実施して ― 

細川喜美恵1）* 

【目的】：良性疾患で子宮全摘術を受ける患者に助産師が提供できるケアや相談，支援内容の方向性を検討するため，患
者の手術前後の思いとその変化の実態を把握する。 

【方法】：A 病院で，良性疾患で子宮全摘術を受ける患者に手術前にアンケートを実施，術後 3 日以降にアドバンス助産
師が面接を行い，再度アンケートを実施し，患者の思いの変化を分析した。 

【結果】：研究対象者は 20 名で，手術前に「子宮を摘出することは悲しい」の問いに「とてもそう思う」「そう思う」と
回答した患者が 65.0％，「女性を失う気がする」が 60.0％で，手術後に有意に減少した。子宮全摘術を受ける患者の 95.0％
の患者が「更年期障害が心配」と思っており，助産師から指導を受けたい項目も「更年期障害」が 60.0％で最も多かっ
た。 

【考察】：手術が決定した時点から外来での助産師の支援も必要であると考える。更年期障害を心配する患者が多いの
で，今後相談窓口を開設することも考慮する必要がある。 

【キーワード】子宮全摘，女性喪失感，更年期障害，助産師 

Ⅰ．は じ め に 

わが国では，子宮良性腫瘍で年間約 58,000 人の女性が子宮
摘出術を受けている 1）。A 病院の産婦人科おいても 2019 年に
子宮全摘術を受けた女性が 167 人で，そのうち 147 名は良性
疾患で子宮全摘術を受けている。乳房や子宮など女性器の喪
失には「女性のアイデンティティの喪失」という精神的変化
があり，術後は身体的ケアだけでなく心理的・精神的支援も
必要となる 2）。 

A 病院の産婦人科で勤務する看護職はほとんどが助産師で
ある。助産師は，女性の一生に寄り添う専門職であり，妊娠・
分娩・産褥期以外にも女性とその家族を含む健康や性と生殖
に関する相談・支援，教育等を行うことがその役割・責務と
して位置付けられている 3）。しかし，A 病院の婦人科手術の
クリニカルパス（適応率 100％）には，アウトカムにもタス
クにも性に関する相談や支援，また心理的・精神的支援に関
する項目が無い。また，退院指導は共通した指導用紙を用い
て実施しているが，内容は，退院後から次回受診日までの安

静度や清潔，食事や排泄，性生活の禁止，異常時の連絡方法
についてなどの説明のみで，心理的・精神的支援は標準化さ
れていない。 

専門職として助産師が提供できるケアや相談，支援内容の
方向性を今後検討するために，今回，良性疾患で子宮全摘術
を受ける患者の手術前後の思いとその変化の実態を把握する
ことを目的に本研究に取り組んだ。 

Ⅱ．目 的 

良性疾患で子宮全摘術を受ける患者に助産師が提供できる
ケアや相談，支援内容の方向性を検討するため，患者の手術
前後の思いとその変化の実態を把握する。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン  
記述的研究 

２．研究対象・期間 
対象：A 病院で，良性疾患で腹腔鏡下膣式子宮全摘術もしく

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）大和高田市立病院 
＊ E-mail：kimie_h@qb4.so-net.ne.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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は腹式単純子宮全摘術を受ける患者 20 名。 
期間：2020 年 9 月 1 日～2021 年 1 月 30 日 
３．データの収集方法 
１）手術前アンケート 

手術前に研究目的を口頭で伝え，研究協力の同意を得た患
者に質問用紙を配布し，同日か翌日に研究者が回収した。 
２）手術後（面接後）アンケート 

手術後に助産師による面接の同意を得た患者にアドバンス
助産師が面接を実施し，面接直後に質問用紙を配布し，同日
か翌日に面接者が回収した。 
４．調査項目 
１）手術前アンケート 

（1）属性：年齢・術前の主病名・術式・分娩回数・挙児希望
の有無 

（2）子宮喪失感について 
先行研究 4）で手術によって子宮を失った女性の心因性不定

愁訴として調査されていた項目を元に，独自で作成した質問
項目，「子宮を摘出することは悲しい」「月経が無くなるのは
寂しい」「女性を失う気がする」について「とてもそう思う」
「少しそう思う」「あまり思わない」「全く思わない」の 4 段
階尺度で回答を求めた。 

（3）更年期障害・性生活について 
現在，A 病院で入院中に助産師による指導ができていない

更年期障害と性生活について，患者の不安の程度の実態を知
るために，「更年期障害が心配」「性生活に不安がある」をそ
れぞれ「とてもそう思う」「少しそう思う」「あまり思わない」
「全く思わない」の 4 段階尺度で回答を求めた。 

（4）助産師から指導を受けたい項目について 
助産師から指導を受けたい項目について①子宮の機能②卵

巣の機能③更年期障害④性生活について⑤その他 を選択式
（複数選択可）で回答を求めた。 

（5）子宮の思い出について 
喪失することになる「子宮の思い出」について自由記載し

てもらった。 
２）手術後（面接後）アンケート 

（1）子宮喪失感について 
子宮喪失感について，手術前の質問内容と同様に「子宮を

摘出することは悲しい」「月経が無くなるのは寂しい」「女性
を失う気がする」について「とてもそう思う」「少しそう思う」
「あまり思わない」「全く思わない」の 4 段階尺度で回答を求
めた。 

（2）更年期障害・性生活について 
患者の希望する指導項目を指導した後，患者の思いの変化

を分析するために，手術前の質問内容と同様に「更年期障害
が心配」「性生活に不安がある」をそれぞれ 4 段階尺度で回答
を求めた。 
５．面接 

手術後に助産師による面接をすることに同意を得ていた患

者に，術後 3 日以降にプライバシ－の確保ができる個室かカ
ンファレンス室で面接（半構成的面接法）を実施した。面接
は，研究者である CLoCMiPⓇレベルⅢの認証を受けたアドバ
ンス助産師が実施し，面接時間は一人につき約 30 分で実施
した。

面接の方法は，まず，手術前の質問用紙に回答してもらっ
た「子宮の思い出」について話を聞いた。面接者の姿勢とし
て，常に傾聴的・受容的態度で患者の思いを聞くことに努め，
面接者の発言は共感のみとした。面接中は，録音や筆記は全
く行わず，対話する時に患者との目線を水平に保った。 

次いで，患者が知りたい情報について，卵巣機能や子宮機
能については，女性生殖器のイラスト画を用いてそれぞれの
構造と機能について説明を行った。更年期障害については，
年齢と女性ホルモン（エストロゲン）の分泌量のグラフを用
いて，更年期障害の症状や治療法の説明を行った。性生活に
ついては，患者の知りたい内容についてのみ回答した。説明
に使用するパンフレット等は全患者に同じ媒体を使用した。 
６．データの分析方法 
１）手術前後の子宮喪失感の思いの変化について 

「子宮を摘出することは悲しい」「月経が無くなるのは寂し
い」「女性を失う気がする」について，手術前後の思いの結果
をウィルコクソンの符号順位検定を行い分析した。分析には
統計分析ソフト「R」を使用した。有意確率は p＜0.05 を有意
差ありとした。 
２）手術前後の更年期障害と性生活の思いの変化について 

「更年期障害が心配」「性生活に不安がある」の 2 項目につ
いて手術前後の結果をウィルコクソンの符号順位検定を行い
分析した。分析には統計分析ソフト「R」を使用した。有意確
率は p＜0.05 を有意差ありとした。 
３）助産師から指導を受けたい項目について 

助産師から指導を受けたい項目について（①子宮の機能②
卵巣の機能③更年期障害④性生活について⑤その他），単純集
計を行った。 
４）子宮の思い出について 

子宮を摘出することを悲しいと思っている患者と思ってい
ない患者の「子宮の思い出について」相違があるか比較する
ために，手術前に自由記載してもらった記載内容を，「子宮を
摘出することは悲しい」の問いに「とてもそう思う」「少しそ
う思う」と回答した者と「あまり思わない」「全く思わない」
に回答した者と 2 群に分けて集計した。ですます調の記載は
である調に変換して記載した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

大和高田市立病院倫理委員会の承諾を得て実施した。研究
対象者には，研究目的，方法，調査内容を説明した。また，
研究協力をしない場合でも不利益を生じないこと，研究の途
中で中断することも可能で，その際も不利益は生じないこと，
研究結果は公表予定であること，公表の際，個人は特定され
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ないこと，質問用紙は無記名で回答してもらい研究者以外に
開示することはないこと，データは研究以外の目的では使用
しないことを，書面を提示しながら口頭で説明した。質問用
紙は，中身の見えないファイルに入れてもらい，提出をもっ
て同意とした。回収した質問用紙は鍵付きの引き出しに収納
し，研究者のパソコンにデータ入力後は，すみやかにシュレッ
ダー処理を行った。術後の面接については，手術の身体的侵
襲が落ち着く術後 3 日以降に，面接を実施しても良いか同意
を得てからプライバシ－の確保ができる個室かカンファレン
ス室で，30 分以内で実施した。使用するデータは質問用紙に
記入されていることのみで面接時の発言内容は一切データと
して使用しないことを説明した。 

Ⅴ．結 果 

１．研究対象者の属性 
研究対象者は 20 名で，年齢は 36 歳～59 歳であり，平均年

齢 46.6±5.0 歳であった。術前の主病名は子宮筋腫，子宮腺筋
症，子宮内膜増殖症のいずれかであった。20 名のうち分娩経

験の無い患者は 5 名，1 回が 4 名，2 回が 9 名，3 回が 2 名で
あった。今回の研究対象者の中に挙児希望がある患者はいな
かった。 
２．子宮喪失感について（図 1） 

手術前に「子宮を摘出することは悲しい」の問いに，「とて
もそう思う」「そう思う」と回答した患者は 13 名（65.0％）で
あった。手術後は 8 名（40.0％）で，手術の前後で，有意差を
認めた（p＜0.001）。 

「月経が無くなるのは寂しい」と回答した患者は，手術前
が 4 名（20.0％）で手術後は 2 名（10.0％）で有意差は認めな
かった。 

「女性を失う気がする」と回答した患者は，手術前が 12 名
（60.0％）で手術後は 5 名（25.0％）で，手術の前後で有意差
を認めた（p＜0.01）。 
３．更年期障害・性生活について（図 2） 

「更年期障害が心配」と回答した患者は，手術前が 19 名
（95.0％）で手術後は 10 名（50.0％）で，手術の前後で有意
差を認めた（p＜0.01）。 

図1 手術前後の子宮喪失感の思いの変化（ｎ＝20）

図2 手術前後の更年期障害と性生活の思いの変化（ｎ＝20）
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「性生活に不安がある」と回答した患者は，手術前が 6 名
（30.0％）で手術後は 3 名（15.0％）で有意差は認めなかった。 
４．助産師から指導を受けたい項目について（図 3） 

助産師から指導を受けたい項目は，「更年期障害」が 12 名
（60.0％）で最も多く，次いで「卵巣機能」10 名（50.0％），
「性生活について」5 名（25.0％），「子宮機能」4 名（20.0％），
「その他」5 名であった。その他 5 名の中で，希望する指導
内容の記載があったのは 3 名で，「日常生活の変化」「摘出後
の予防や生活」「記憶力やホルモンの関係」の記載があった。
５．子宮の思い出について（表 1） 

【子宮を摘出することは悲しいと思うと回答した群】では，
「娘 2 人が育った場所なので失うのはやはり悲しい」や「子
どもとの繋がりのある大切な場所なので，摘出するのはとっ
ても悲しい」「出来るなら摘出せず治ってくれたらと手術の日
まで毎日考えてしまい，眠れなかった」などの記載があった。
【子宮を摘出することは悲しいと思わない群】では，「生理時
の出血が多かったので，子宮摘出は自分にとってメリットの
方が大きいのでマイナスの感情はない」や「子どもを授かる
ことができたので，私の子宮はもう役目を果たし終えたと思
え，悲しいとは思わない」などの記載があった。 

図 3 助産師に指導を受けたい項目（複数回答可） 

表 1 手術前の子宮の思い出について（自由記載） 
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Ⅵ．考 察 

岡本ら 5）は，子宮筋腫のため子宮全摘術を受ける患者は，
「良性腫瘍であるにもかかわらず，子宮を摘出しなければな
らないという葛藤，生殖器を失うという戸惑い，不安，悩み
を抱えている」と述べている。本研究においても，良性疾患
で子宮全摘術を受ける患者の多くは，子宮を摘出することを
悲しいと思っていることが明らかになった。子宮の大きな役
割は胎児を育てる場所で，すでに出産を終えている女性に
とっては，子宮の役割は果たせていると思えるが，「子宮の思
い出」で，「子どもを授かることができたので，私の子宮はも
う役目を果たし終えたと思え，悲しいとは思わない」と記載
がある一方で，「子どもとの繋がりのある大切な場所なので，
摘出するのはとっても悲しい」や「娘 2 人が育った場所なの
で失うのはやはり悲しい」などの記載もあり，出産を終えて
いても子宮を失うことを悲しいと思っている患者が存在する
ことがわかった。 

【子宮を摘出することは悲しいと思うと回答した群】で「子
宮を摘出すると思ってもなかったので，最初に話を聞いた時
はとてもショックだった」や「出来るなら摘出せず治ってく
れたらと手術の日まで毎日考えてしまい，眠れなかった」な
どの記載があり，手術が決まってから入院までずっと不安や
悲しみを抱いている患者が存在するため，手術が決定した時
点で，外来での助産師の支援も必要であると考える。 

子宮摘出が患者に女性喪失感を与えることは，複数の先行
研究 6）7）8）で明らかにされているが，本研究でも手術前に「女
性を失う気がする」と回答した患者は，12 名（60.0％）であ
り，子宮摘出することが女性喪失感に繋がることがわかった。
一方で，「月経が無くなるのは寂しい」と回答した患者は，手
術前が 4 名（20.0％），手術後は 2 名（10.0％）と少数であっ
たのは，子宮の思い出についての自由記載に「生理時の出血
が多かったので，子宮摘出は自分にとってメリットの方が大
きいのでマイナスの感情はない」や「生理の量も痛みもひど
かったので楽になれたらいいと願う」とあるように，子宮筋
腫や子宮腺筋症で子宮全摘術を受ける患者の多くは，今まで
過多月経や貧血などの辛さを体験しており，その苦痛から解
放されるので月経が無くなることに寂しさはあまり感じない
からではと考える。 

「子宮を摘出することは悲しい」や「女性を失う気がする」
と回答した患者が手術後に有意に減少したのは，手術後の身
体的状態が安定した時期に面接を行ったので，無事に手術を
終えたという安堵感が結果に影響した可能性もあるが，助産
師による面接が患者の思いに影響を与えたことも示唆される。
永澤 9）は，女性生殖器の看護について「患者は，看護師に不
安を話すことで，みずから内容を整理し，コーピング過程を
促進できることもある。」と述べており，患者の悲しさや寂し
さの軽減に繋げるためにも入院中に傾聴的・受容的態度で患
者の思いを聞く時間を作る必要があると考える。 

助産師から指導を受けたい項目は，「更年期障害」が 12 名
（60.0％）で最も多く，手術前に「更年期障害が心配」と回答
した患者は，19 名（95.0％）で，ほとんどの患者が更年期障
害を心配していることがわかった。竹下ら 10）の研究において
も「本研究対象者は，子宮全摘術をすることにより，更年期
障害が人より早く来るのではないかと懸念している」と述べ
ている。面接後のアンケートで，「更年期障害が心配」と回答
した患者が 19 名（95.0％）から 10 名（50％）と有意に減少
したことは，更年期障害について正しい情報を伝え，指導し
たことが不安の軽減に繋がったと考えられる。 

更年期には，程度に個人差があり，心理・社会的な要因も
その症状に影響することが多い 11）。更年期障害について患者
から話を聞き，個々に応じた対応をするには，限られた面接
時間内では難しく感じる。また更年期障害の対処法，治療法
は様々あり医師の介入も必要となってくる。今後，外来での
相談窓口を開設することも考慮していく必要がある。 

「性生活に不安がある」と回答した患者は，手術前が 6 名
（30.0％），「性生活について」指導を希望された患者は 5 名
いたが，現在実施している性生活指導は，担当助産師が退院
指導の中で，「退院後の初回受診日までは性生活は禁止。それ
以降は医師に確認して下さい」のみの指導になっている。今
後，指導内容の充実を図るため，性生活についての説明資料
を作成することが必要である。また，患者それぞれの性行動
によって望んでいる情報は異なることが考えられるため，
ゆっくり相談や指導ができる時間と場所の確保も大切である
と考える。 

本研究で得た結果を踏まえて，今後，良性疾患で子宮全摘
術を受ける患者を支援できる体制を構築していく必要がある。

研究の限界として，本研究では，面接を実施したのは特定
の 1 人だけだったので，他の助産師が面接を実施した際は，
手術後の質問用紙の回答が異なっていた可能性がある。今回
の質問用紙は先行研究を元に作成したが，質問紙の内容の妥
当性の検討は実施できていない。 

Ⅶ．結 論 

１．良性疾患で子宮全摘術を受ける患者の 65.0％の患者が「子
宮を摘出することは悲しい」と思い，60.0％の患者が「女性
を失う気がする」と思っている。 

２．子宮全摘術を受ける患者の 95.0％の患者が，「更年期障害
が心配」と思っており，助産師から指導を受けたい項目も
「更年期障害」が 60.0％で最も多かった。 

３．手術後，「子宮を摘出することは悲しい」，「女性を失う気
がする」「更年期障害が心配」と回答した患者が有意に減少
した。 
本論文の内容の一部は，第 52 回（2021 年度）日本看護学

会学術集会において発表した。 
なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな

い。 
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◇研究報告◇ 

大学病院消化器病棟における入院長期化の要因分析 

宮地富士子1）*，山村尚裕1）

目的：本研究の目的は，大学病院消化器病棟における入院長期化の要因を明らかにし，入院長期化へ影響を及ぼす要因
に焦点を当てた退院支援介入について検討する。 
方法：後方視的調査にて，対象患者の入院期間を 18 日以下と 19 日以上に分類した。患者属性，入院時の ADL と家族
状況，疾患・治療，治療経過・生活支援，患者の意思決定の 5 カテゴリー42 項目を比較検討した。有意差を認めた因子
に対して，ロジスティック回帰分析を用いた。 
結果：入院長期化へ影響を及ぼす要因は，オッズ比の高い順に消化管穿孔，合併症，主疾患腸閉塞，医療処置，主疾患
がん，介護認定の有無，既往歴糖尿病，自宅退院に対する患者と家族の意向の差の 8 因子に有意な差を認めた。 
結論：看護師は，患者の入院中の ADL の低下や，そのことに起因する家族の介護に対する躊躇を鑑み，生活の場に帰
ろうとする患者と家族の心の準備状態を高め支援することが重要である。 

【キーワード】入院長期化，消化器疾患，退院支援，大学病院，在院日数 

Ⅰ．は じ め に 

わが国の医療を取り巻く環境は，医療技術の進歩と疾病構
造の変化，少子高齢化の進展，家族介護力の低下，医療費の
高騰，国民の医療に対する意識変化などにより大きく変化し
ている。1993 年の医療改正に伴う医療機関の機能の明確化に
加え，医療の質の向上と効率化を図る医療制度改革の推進 1）

により，急性期病院においては在院日数の短縮と在宅ケアへ
の移行が積極的に進められている 2）。令和元年，厚生労働統
計協会の調査によると，一般病床での平均在院日数は全国で
は平均 16.8 日から 16.1 日，東京都では平均 14.5 日から 13.7
日へ 5 年前より短縮している 3）。また，私立医科大学病院実
態調査によると平均在院日数は 12.4 日 4）となっている。 

大学病院をはじめとした特定機能病院のような急性期病院
においては，在院日数の短縮化に伴い，患者が限られた期間
に適切な医療を受け，退院後も安定した療養生活が送れるよ
うに，入院中から退院支援に取り組む必要があることが，多
くの先行研究で述べられている 5）6）。特に医療依存度の高い
患者や高齢者など，いわゆる退院ハイリスク患者については，

介入の必要性を早期段階から見極め，支援する必要があると
されている 7）。大学病院をはじめとした特定機能病院は，高
度専門医療を提供する社会的役割があり，他施設からハイリ
スクな手術患者や難易度の高い治療が必要な患者を受け入れ
ている。大学病院をはじめとした特定機能病院において，こ
れらの患者が退院後も効果的な医療および介護を継続して受
けられることは，患者の QOL 維持・向上においても重要な
ことである。そのため，各医療施設は入院期間短縮と医療継
続を目指して退院調整部門の設置や，医療ソーシャルワーカ
に加えて，退院調整看護師の配置等を行っているが，一方で
一部の患者においては入院期間が長期化していることも事実
である。医療現場は，治療計画の複雑化に加え，患者の生活
背景の多様化により，入院長期化への対策として入院時退院
支援スクリーニング，入院中退院支援カンファレンスの実施
などを多忙な業務の中で迫られている 8）。 

これまでに報告された入院長期化に関する検討として，手
術，DPC 得点を視点とした医師らの報告 9）10）や，高齢者を中
心とした患者要因の分析報告 11），退院調整看護師の退院支援
における困難な状況を調査した報告 12）などが散見される。こ
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れまでの大学病院を対象としていた入院長期化に関する報告
は，高齢者に焦点が当てられており，大学病院消化器病棟に
入院している入院患者全体が対象とはなっていない。高度急
性期医療を提供する大学病院及び特定機能病院の急性期消化
器病棟では，年齢にかかわらず外科的治療や侵襲性のある内
科的治療，検査は入院する患者すべてに行われており，入院
長期化は高齢者だけの問題ではない。国立がん研究センター
がん情報によると 2017 年のがんの罹患数は，大腸，胃，肺の
順で，死亡数は肺，大腸，胃となっており消化器疾患は，わ
が国において罹患数，死亡数ともに上位の疾患 13）となってい
る。そのため，大学病院消化器病棟に入院している患者を対
象とし，入院期間が長期化する要因について詳細に分析する
必要があると考えた。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，大学病院消化器病棟における入院長期化
の要因を明らかにし，入院長期化へ影響を及ぼす要因に焦点
を当てた退院支援介入について検討する。 

Ⅲ．方 法 

１．調査期間及び対象患者 
2016 年 4 月から 2017 年 3 月までの期間に A 大学病院消化

器病棟に入院した患者 792 名を対象とした。研究機関となる
大学病院の概要は，病床数 948 床，診療科 40 科，1 日平均外
来患者数 2,300 例及び平均在院日数 12.2 日の特定機能病院で
ある。また，消化器病棟は病床数 45 床である。他病棟からの
治療目的の転入は，転入日を 1 日目としてカウントした。た
だし，消化器疾患の治療目的でない患者（循環器，呼吸器疾
患などで検査や治療を行った患者），治療経過中に他病棟へ転
出した患者および死亡した患者は除外とした。研究対象施設
のクリニカルパス使用率は 75％である。 
２．調査方法及び調査項目 

本研究は単施設後方視的研究とし，各症例の入院日から退
院日までを観察期間としてデータ収集を行った。 

データ収集内容は，患者の入院時の状況から，退院時の患
者・家族の意思決定に至るまでの時系列から調査項目を作成
した。調査項目は，患者属性，入院時の ADL と家族状況，主
疾患及び既往歴，治療経過・生活支援関連因子，患者の意思
決定関連因子の 5 つのカテゴリーに分類して調査を行った。 

調査項目である患者属性は，先行研究で入院長期化要因と
して報告されている年齢，性別，BMI に加え，先行研究によ
り明らかとなった経済力 14）を追加し 4 項目とした。経済力の
調査方法は，カルテ記入から後方視的に，本人，家族から経
済的不安の訴えがあった場合に有とした。入院時の ADL と
家族状況の項目は，先行研究により長期化要因として報告さ
れている要因 15）を参考に，転倒転落アセスメントスコア，介
護認定の有無，同居者の有無の 3 項目とした。転倒転落アセ
スメントスコアは A 大学病院既存の評価表の入院時の点数

とした。介護認定の有無は，サービス導入の有無に関わらず
入院時に介護認定を受けている場合に有とした。主疾患及び
既往歴は，先行研究により長期化要因として報告されている
要因 16）17）から，消化器治療を主とする疾患を参考に 23 項目
とした。また，治療経過・生活支援関連因子は，退院支援に
関する調査報告 18）を参考に，退院後の医療処置，嚥下障害，
合併症の有無，合併症縫合不全，合併症出血，合併症腸閉塞，
合併症肺炎，合併症の 7 項目とした。これらの項目は医師の
退院サマリーにて診断の記載がある場合を有りとした。最後
に研究者らが実践の中で関連があると想定した患者の意思決
定関連は，自宅退院に対する患者と医療者の意向の差，自宅
退院に対する患者と家族の意向の差，退院後の転帰：自宅退
院，退院後の転帰：他病院転院，退院後の転帰：施設退院の
5 項目とした。自宅退院に対する患者と医療者の意向の差，
自宅退院に対する患者と家族の意向の差に関しては，退院支
援看護師や病棟看護師の入退院・在宅療養支援テンプレート
に記載がある場合に有りとした。 
３．分析方法 

まず，本研究による解析対象患者の入院期間を 18 日以下
の非長期化群と，19 日以上の長期化群に分類した。この分類
に関しては，調査期間中である令和元年，厚生労働統計協会
の調査による，一般病床での平均在院日数は全国では平均
16.1 日，東京都では 13.7 日 19）となっていることに加え，研究
対象施設が特定機能病院であることを鑑み，急性期一般入院
基本料 1（7：1 以上）の平均在院日数上限である 18 日を基準
とし 19 日間以上入院している状態を入院長期化とした。 

次に，患者属性，入院時の ADL と家族状況，主疾患及び
既往歴，治療経過・生活支援関連因子，患者の意思決定関連
因子について有意水準を 5％とした単変量解析を行い，有意
差を認めた項目について多変量解析を行った。なお，独立変
数は多重共線性を評価し，相関係数が 0.8 以上の場合には一
方の変数を削除した。単変量解析には，等数量データは
Student s t-test または Welch s t-test を，質的データは Chi-
square test または Fisher s exact test をデータの性質に応じ
て用い，多変量解析には多重ロジスティック回帰分析（ステッ
プワイズ法）を用いた。統計解析は SPSS ver.25 for Windows
を用いて行った。有意水準は危険率 5％以下で判断した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，東邦大学医療センター大森病院倫理委員会の承
認を受け実施した（承認番号：M17108）。患者データの閲覧
は，各診療科長の許可を得て閲覧した。個人情報流出に配慮
し患者データは，研究者以外が閲覧できないようにし，パス
ワード付き USB で研究責任者が管理した。データ化した患
者情報は，個人が特定されないよう配慮した。データ管理は
施錠できる棚で保管し，研究終了後はすぐにデータをシュ
レッダーにて裁断し破棄した。本研究の成果は学会にて発表
を行うが，個人が特定されないよう匿名化した。 
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Ⅴ．結 果 

１．対象患者の背景 
対象期間に消化器病棟へ入院した患者は 1165 例であった。

そのうち，消化器疾患の治療目的でない 242 例，他病棟へ転
出した 101 例，死亡した 30 例を除外し，最終的に 792 例を
解析対象とした。 

解析対象患者の背景を（表 1）に示す。対象患者は男性 459
例，女性 333 例であり，平均年齢は 66.0±16.9 歳であった。
また，年齢別では 70～79 歳が 224 例（28.3％）と最も多く，
次いで60～69歳が174例（22.0％），80歳以上が162例（20.0％）
であり，60 歳以上が全体の 7 割を占めていた。平均在院日数
は 15.0 日（中央値 11.0 日）であった。対象患者のうち，入院
期間が 18 日以下の非長期化群は 616 例（77.8％）であり平均
在院日数は 9.1±4.3 日，長期化群は 176 例（22.2％）であり平
均在院日数は 35.4±25.6 日であった。 
２．患者属性の比較 

非長期化群と長期化群における患者属性を比較検討した
（表 2）。その結果，経済力への不安（2.4％ vs 8.0％,p =0.002）

で有意差を認めた。一方，年齢，性別及び BMI については両
群間で有意差は認められなかった。 
３．入院時の ADL と家族状況の比較 

非長期化群と長期化群における入院時の ADL と家族状況
を比較検討した（表 3）。その結果，転倒転落アセスメントス
コア（3.4±3.2 点 vs 4.7±4.0 点,p =0.002），介護認定の有無
（12.3％ vs 29.5％,p <0.001）で有意差を認めた。一方，同居
者の有無（78.6％ vs 73.3％,p =0.153）については両群間で有
意差は認められなかった。 
４．主疾患及び既往歴の比較 

非長期化群と長期化群における主疾患及び既往歴を比較検
討した（表 4）。その結果，まず主疾患に関しては，がん治療
の割合が最も高く，非長期化群が 182 例（29.5％），長期化群
が 96 例（54.5％）であり有意差を認めた（p <0.001）。同様に，
消化管穿孔（2.9％ vs 13.1％,p <0.001）及び腸閉塞（4.2％ vs 
9.7％,p =0.006）でも有意な差を認めた。一方，非長期化群が
多い主疾患では，消化管出血（7.8％ vs 1.1％,p =0.001），腸・
肛門疾患（23.5％ vs 6.8％,p <0.001）及びヘルニア（7.8％ vs 
0.6％,p <0.001）で有意差を認めた。 

表 1 対象患者の背景 

   

 
   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

表 2 非長期化群と長期化群における患者属性の比較検討 
 

 

 

 
 

    

       

     

    

       

 

表 3 非長期化群と長期化群における入院時の ADL と家族状況の比較検討 
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次に，既往歴に関しては，心疾患の割合が最も高かったが
両群間で有意差は認めなかった。一方，糖尿病（12.0％ vs 
25.0％,p <0.001），精神疾患（6.8％ vs 2.8％,p =0.048）におい
ては，有意差を認めた。また，手術歴（45.6％ vs 67.6％,p 
<0.001）においても有意差を認めた。 
５．治療経過・生活支援関連因子の比較 

非長期化群と長期化群における治療経過・生活支援関連因
子を比較検討した（表 5）。その結果，退院後の医療処置（8.1％ 
vs 42.0％,p <0.001）で有意差を認めた。同様に，嚥下障害

（2.6％ vs 8.5％,p =0.001）及び合併症の有無（2.6％ vs 
29.0％,p <0.001）についても有意差を認めた。また，合併症の
種類においては，術後縫合不全が 19 例で最も割合が高く，次
いで術後腸閉塞 15 例，術後出血 5 例，療養経過中の肺炎 4 例
であり，非長期化群と長期化群における比較では，術後縫合
不全（0.3％ vs 9.7％,p <0.001），術後腸閉塞（0.3％ vs 7.4％,p 
<0.001），療養経過中の肺炎（0.2％ vs 1.7％,p =0.036）で有意
差を認めた。 

表 4 非長期化群と長期化群における主疾患及び既往歴の比較検討 
   

 

 

 
 

     

       

       

       

       

       

      

       

       

       

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

表 5 非長期化群と長期化群における治療経過・生活支援関連因子の比較検討 
   

 

 

 
 

 

 
     

      

      

       

       

       

       



― 86 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

６．患者の意思決定関連因子の比較 
非長期化群と長期化群における患者の意思決定関連因子を

比較検討した（表 6）。その結果，自宅退院に対する患者と医
療者の意向の差（0.8％ vs 4.5％,p =0.002），自宅退院に対す
る患者と家族の意向の差（2.1％ vs 5.7％,p =0.036）で有意差
を認めた。 

退院後の転帰は自宅退院の割合が最も多く（95.8％ vs 
86.4％,p <0.001），有意差を認めた。また，他病院へ転院（1.6％ 
vs 5.7％,p =0.005），自宅以外へ退院（0.3％ vs 2.8％,p =0.007）
においても有意差を認めた。 
７．入院長期化への影響を及ぼす要因の検討 

まず，単変量解析にて有意傾向を認めた 22 因子に対して
多重共線性を評価した。しかし，いずれの因子間においても
相関係数 0.8 未満で多重共線性は認めなかったため，これら
の因子に対してステップワイズ法を用いた多重ロジスティッ
ク回帰分析で検討した。その結果，入院長期化への影響を及
ぼす要因は，介護認定の有無（調整オッズ比 =2.856, p <0.001），
主疾患がん（調整オッズ比 =3.054, p <0.001），主疾患消化管
穿孔（調整オッズ比 =8.331, p <0.001），主疾患腸閉塞（調整
オッズ比 =4.305, p <0.001），既往歴糖尿病（調整オッズ比 
=1.824, p =0.024），合併症（調整オッズ比 =7.723, p <0.001），
自宅退院に対する患者と家族の意向の差（調整オッズ比 
=0.255, p =0.009），退院後の医療処置（調整オッズ比 =4.032, 
p <0.001）（表 7）の 8 因子に有意な差を認めた。 

Ⅵ．考 察 

１．入院時の患者背景に関する要因 
入院前の患者背景における入院長期化要因は，「糖尿病」と

「介護認定の有無」の 2 項目であった。既往歴である「糖尿
病」においては，わが国の糖尿病患者は増加を続けており，
厚生労働省調査によると，2007 年の段階で糖尿病が強く疑わ
れる人は，890 万人に及んでいる 20）。外科治療において糖尿
病患者は，血糖コントロールを目的に手術前や手術後にコン
トロール期間が必要となる場合がある。また，特に周手術期
において糖尿病に起因する合併症は多数報告 21）されており，
術後経過中に感染症や縫合不全の要因になるなど種々の合併
症を生じ入院期間が延長することが明らかとなった。このこ
とは，糖尿病の有無が入院期間における有意因子と報告して
いる 22）結果と同様となった。入院する以前に手術が予定され
ている患者は，外来から血糖コントロール調整の指導介入だ
けではなく，患者の身体機能を把握し術後想定される合併症
予防への取り組みが重要であると考える。 

介護認定の有無に関して，小川の先行研究では，介護保険
の要介護度の申請と認定手続きに時間を要することが入院長
期化の一要因である 23）と述べられていた。しかし，本研究で
は「入院前から介護認定」を受けている患者が長期化要因と
なっていた。これは，特定機能病院である対象病院では，ハ
イリスク手術が行われており，対象病棟においても 80 歳以

表 6 非長期化群と長期化群における患者の意思決定関連因子の比較検討 
   

 

 

 
 

 

 
   

       

       

    

       

       

       

表 7 多重ロジスティック解析を用いた入院長期化の要因検討 
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上の手術患者が年々増加している背景があり，入院前の日常
生活から介護支援を受けている高齢患者が，侵襲の高い手術
を受けていることが影響していることが推測される。看護師
は，患者の退院後の生活を予測し，家族や社会資源との調整
を早期から始めることが必要である。 

「年齢」に関してみると，DPC データを用いた在院日数の
影響要因分析を行った清水らの先行研究では，年齢が上がる
につれて在院日数が緩やかに上昇する 24）と報告されている
が，本研究において単変量解析にて有意差はあったが，入院
長期化への影響を及ぼす要因ではなかった。これは，本研究
対象患者の年齢分布において，厚生労働省の患者概要の調査
と比較し，60 歳以上の割合が高く 80 歳以上の割合が低いこ
とが影響している可能性がある。対象大学病院では，80 歳以
上のハイリスク手術も行われているが，就労継続を視野に高
度先進医療を希望する 60 歳代の受診行動の結果であると推
測される。 
２．治療経過に関する要因 

入院中の治療経過における入院長期化要因は，「合併症の有
無」であった。 

合併症の内容は，先行研究で多数報告されている「手術」
に関連した「縫合不全」「腸閉塞」と入院療養中に起きる「肺
炎」とした。縫合不全，腸閉塞，肺炎が生じると，食事は中
止され再開するまでに合併症に対する治療や検査が追加とな
ることで，入院期間は延長し長期化したと考えられる。高度
の医療の提供は特定機能病院の役割であり，高難度手術は，
症例数の多い病院で治療を受けることが消化器外科ガイドラ
インで推奨されている。よって本研究対象施設は，大学病院，
特定機能病院の調査であり，DPC の平均在院日数から推測さ
れるように術式や治療内容が入院期間に影響していたと考え
られる。 

主疾患：「がん」「腸閉塞」「消化管穿孔」においては，感染
のコントロールによる薬剤調整期間と，治療方法にかかわら
ず絶食の期間，食事形態や食事摂取量など，治療と食事に関
連することが含まれており，栄養吸収と排泄の影響により，
入院期間に関連していることが推測される結果となった。こ
れは清水・東野らの消化器がんの入院期間に影響を与える因
子の分析報告と同様の結果であった。主疾患：「消化管出血」
「胆石胆嚢炎」「腸・肛門疾患」「ヘルニア」の疾患は，単変
量解析では有意な因子となったが，入院長期化要因ではな
かった。これは，早期発見による内視鏡治療が行えることに
より，食止め期間があったとしても入院期間が 10 日前後で
あることが影響していると思われる。 
３．退院に関する要因 

退院に関する事項における入院長期化への影響を及ぼす要
因は「退院後の医療処置の有無」「自宅退院に対する患者と家
族の意向の差」であった。「退院後の医療処置」についてみる
と，消化器疾患の手術後は，栄養摂取経路の管理や食事形態
の変更，人工肛門やインスリン導入といった生活様式に変化

が起こり，退院後の生活に患者だけではなく，家族も入院前
と比べ役割に変化が生じる可能性が高い。予定手術であって
も食事・排泄という生活の基盤の変化は，患者本人はもとよ
り家族にも大きな変化をもたらす。この生活の変化を受け入
れ変化していくことの準備が，入院長期化に影響を与えてお
り，家族介入が重要な介入項目であることが示唆された。 

看護師は，患者の退院後の医療処置を管理する能力，自分
の病気の受け止めや生活の場に帰ろうとする心の準備状態，
支援者の心の準備状態，支援者の介護能力を総合的に査定し，
生活者として退院できるかの評価と判断をする必要がある。 

患者の意思決定に関連した「自宅退院に対する患者と医療
者の意向の差」「自宅退院に対する患者と家族の意向の差」「退
院転帰自宅」「退院転帰転院」「退院転帰施設」の 5 項目全て
が単変量解析にて有意差はあったが，入院長期化の要因は，
「自宅退院に対する患者と家族の意向の差」であった。これ
は，退院支援看護師の導入，地域包括ケアシステムの導入に
より各病院の退院調整の構築化が進んだことによる変化であ
ると推測される。しかし，原の先行研究において，退院調整
看護師は「在宅への退院受け入れを躊躇する家族との調整」
を困難と感じており 25），介護に対する家族の思いや，経済的
問題から自宅退院を決定するまでに家族との調整に時間を要
していることが影響していると考えられる。病棟看護師は，
患者が自宅退院への希望を家族に遠慮し伝えられないことや，
患者と家族との間で意向が合わず意思決定できない，家族が
退院を受け入れず患者本人の意向が叶えられないなど，患者
の意思決定までのプロセスに葛藤を感じている 26）。政策とし
て，高齢者の早期退院介入，地域との連携強化と，さまざま
な対策はなされているが，患者を自宅で支える家族が介護す
ることを受け入れなければ自宅退院は難しく，現場では苦渋
している現状がある。また，森山は経済的要因に関しても，
福祉施設では費用が病院に入院するよりも高いため，患者も
家族も二の足を踏む姿勢が見られる 27）と報告している。同様
の問題はいくつかの研究で報告されている 28）。経済的問題は，
退院調整看護師らによる先行研究においても，重要項目と報
告されており，患者・家族が早期からアクセス可能な相談窓
口に，サポート依頼をしていくことが在院日数の短期化や，
患者・家族の不安軽減につながると考えられシームレスなシ
ステム作りは重要課題であると考える。 
４．看護師の焦点化した退院支援介入への示唆 

治療に関連した因子は，医師が報告している先行研究と相
違ない結果であった。対象施設は大学病院，特定機能病院で
あり高度な治療を提供する役割にあることから看護師は，患
者の QOL 維持・向上と入院期間の短縮のため，治療に基づ
いたフィジカルアセスメント技術の強化により合併症の予
防・早期発見が重要である。 

退院支援に関連した因子は，消化器疾患において栄養経路
の管理・排泄の管理が，患者の生命の維持，生活の基盤に関
連している重要事項である。看護師は，ヘルスアセスメント
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を基に，治療経過の予測をしながら，計画的に，患者や家族
が，健康管理行動を退院後の生活に取り入れ過ごすことがで
きるように指導を行う必要がある。 

超高齢化社会において，多くの高齢者は介護認定を受けて
いることが予測される。柿原らは，介護者の介護に対する知
識・技術があるものは，介護が続けられる傾向にある 29）と報
告しているように医療体制が，地域・外来・入院病棟が連携
されるだけではなく，患者・家族と医療者が一緒に計画し退
院を目指すことが入院長期化の予防に重要であることが示唆
された。

Ⅶ．結 論 

１．研究対象病院対象病棟における入院長期化への影響を及
ぼす要因は，オッズ比の高い順に主疾患消化管穿孔，合併
症，主疾患腸閉塞，退院後の医療処置，主疾患がん，介護
認定，既往歴糖尿病，自宅退院に対する患者と家族の意向
の差 8 因子であった。 

２．消化器病棟では食事，栄養摂取の経路に関連した疾患や
治療が入院長期化への影響を及ぼす要因であった。 

３．看護師は，患者・家族が，治療の選択，治療計画，生活
の場に帰る準備に積極的に参加できるように，患者とその
家族に支援することが重要である。 
本研究は，第 23 回日本看護管理学術集会にて発表したも

のを一部修正したものである。 
利益相反：本研究には利益相反は存在しない 
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◇研究報告◇ 

2 型糖尿病患者が病気を抱えたことに伴い 
家族に抱く思い 

高橋郁美1）*，伊藤江里1），矢内綾香1）

 本研究の目的は，2 型糖尿病患者が病気を抱えたことにより，家族に抱く思いを明らかにすることである。2 型糖尿
病患者のうち同居者がいる患者 11 名を対象に半構成的面接調査を実施し質的分析を行った。その結果，〔家族の理解不
足へのあきらめ〕〔糖尿病コントロールへの協力に対する要望〕〔家族に負担をかける申し訳なさ〕〔家族の思いに応え
たい〕〔糖尿病コントロールへの協力に対する感謝〕の 5 のカテゴリーが抽出され，家族への思いを抱きながら糖尿病
治療を行っていることが明らかになった。患者が自己管理を継続する上で，患者の生活習慣の変更は同居家族の生活に
も大きな影響を与える。患者自身も治療により家族に負担を与えることで，自分自身の疾患に対して負の感情を抱いて
いることが推察された。したがって，治療や療養生活について正しい情報提供や不利益とならない指導方法を検討して
いく必要がある。 

【キーワード】糖尿病患者，家族，療養生活，在宅療養 

Ⅰ．は じ め に 

日本における糖尿病患者の大部分を占める 2 型糖尿病の発
症には，運動や食事などの生活習慣が関連していることは言
うまでもない。そのため，2 型糖尿病患者にとって生活習慣
の改善は必須であるが，現実には患者の行動変容は容易では
ない。こうした状況は，糖尿病が合併症出現まで患者にとっ
て苦痛を伴う疾患でないことも大きく影響していると考えら
れるが，日々の営みに根付いた生活習慣を変え，新たな習慣
を獲得するためには，患者自身の意思はもちろんのこと家族
など周囲の協力と理解が必要となることも関係している。先
行研究では，糖尿病のコントロールの成否に及ぼす家族の影
響に関して，いくつかの報告がなされている。高倉らの実態
調査では，家族からの支援や家族の治療に対する理解と血糖
コントロール状況の間に有意差は認められなかったが，血糖
値が良好なグループでは食事療法や運動療法に対する家族の
理解状況は良かったことが報告されている 1）。このことから，
家族が治療に対して理解をしていることで，患者の良好な血
糖コントロールへと影響が与えられていると考える。すなわ
ち，家族という存在は糖尿病患者の療養生活を送る上で良き

も悪しきも様々な影響をもたらすと推察される。 
また西尾は，「糖尿病治療の自己管理継続には患者と家族が

互いに無理なく協力できるように十分に話し合い，看護師は
互いの生活に合わせた支援内容や知識，治療での希望につい
て予め理解していくことが重要である」2）と述べている。糖
尿病患者が生活習慣を改善しなければならないことで，同居
している家族も習慣を変更せざるを得ない場合も考えられる。
さらに高齢の糖尿病患者の場合は，コントロールの主導的役
割を家族が担わなければならないことも推測される。糖尿病
に限ったことではないが，慢性疾患を家族員の一人が抱える
ことにより他の家族員にも影響が及ぼされることは想像でき，
一生涯コントロールを継続しなければならない糖尿病に対し
ては，患者本人も家族も無理なく継続できる方策を見出すこ
とが必要である。このように糖尿病患者が生活の中で自己管
理を継続する上では，周囲の人々，特に家族への影響は無視
できないものであると同時に家族からも影響を受けていると
考える。看護者は患者とその家族への支援を担う専門職であ
り，慢性疾患では患者とその家族を一体として支援すること
が求められる。しかし，2 型糖尿病患者が病気を抱えたこと
に伴い，家族へ抱く思いについては先行研究がなかった。そ

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 
＊ E-mail：kyouiku@ohta-hp.or.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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れぞれの立場におかれている対象を理解する上でも，糖尿病
患者が家族に対して，どのような思いを抱いているのかを明
らかにすることは糖尿病患者と家族を支援するうえで重要で
あるといえる。 

さらに近年，糖尿病患者のスティグマが注目されるように
なり，日本糖尿病協会としても社会における糖尿病の知識不
足，誤ったイメージの拡散により，糖尿病を持つ人は「特定
の属性に対して刻まれる負の烙印＝スティグマ」（社会的偏見
による差別）にさらされている 3）と述べている。糖尿病患者
が自分の疾患に対して負の感情を抱くのは，家族の場合もあ
り得る。こうしたことも含め，糖尿病患者が家族に抱く思い
を丁寧に汲み取ることは，これからの看護に重要な示唆を得
られると考える。 

Ⅱ．目 的 

糖尿病患者が病気を抱えたことにより家族に抱く思いを明
らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：質的記述的研究 
２．研究対象者 
１）A 病院 B 病棟で糖尿病の診断を受けて療養している 2 型

糖尿病患者であり，家族と同居している患者。 
３．実施期間 

2020 年 8 月～2021 年 3 月末まで 
１）用語の定義 

本研究においては下記の用語を定義する。 
家族：血縁関係の有無を問わず，患者とともに暮らす同居者 
２）対象者の選定方法 

A 病院 B病棟に入院予定の糖尿病患者家族のうち血縁関係
の有無を問わず 2 型糖尿病患者とともに暮らす同居者がいる
患者を病棟看護責任者に選定してもらう。選定してもらった
患者に対して，入院時に本研究責任者から研究の趣旨や研究
協力内容，倫理的配慮に関して説明を行う。 

質的分析のため 10 名程度を対象の目安とし，承諾を得ら
れた場合は，2020 年 8 月から入院している患者 10 名を選定
する。 
４．データ収集方法 

インタビューガイドを用いて，糖尿病の自己管理方法，糖
尿病と診断されてから家族との関わりや思いの変化があった
かについてプライバシーが保てる個室で 30 分～60 分程度の
面接調査を実施した。面接内容の許可を得て IC レコーダー
に録音した。また，インタビューによる時間的拘束に関して
は研究説明をする際と面接時に説明して確認する。糖尿病を
抱えたことにより生じた家族との葛藤などを思い起こすこと
になるかも知れないこと，不快な感情や辛い経験等を想起し，
苦痛を伴う場合は，速やかにインタビューを中止することも
説明した上で実施した。 

５．分析方法 
インタビュー内容から，逐語録に起こし，家族に対する思

いが語られている部分を抽出して，コード化した。コードを
共通性と意味内容を十分検討した上でカテゴリー化した。分
析の信頼性と妥当性を得るために質的研究の実績のある研究
者にスーパーバイズを受けた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究者が所属する A 病院の生命倫理委員会による承認を
得た。 
１．研究等の対象となる個人の人権擁護 

病棟看護責任者から研究協力の説明を受ける意思確認の際
に強制力が働かないように十分に留意した。対象者には研究
参加は自由意思であること，研究協力の有無に関わらず不利
益が生じないこと，同意したあとでもいつでも同意を撤回で
きることを説明し，同意書の提出を持って同意を得た。個人
情報やデータは厳重に管理し，取り扱いには，個人が特定で
きないようにデータ化し扱うことにした。データは個人が特
定されないように記号化し，データを扱う PC はネットに繋
がっていないものを使用する。電子データならびに紙媒体の
同意書は，それぞれ別の施錠できる場所に保管し，鍵は病棟
責任者が保管する。研究終了後は，速やかに紙媒体のデータ
はシュレッダーで，電子データは専用のソフトでデータを破
棄する。同意書は 3 年間保管した上でシュレッダーにかける。
２．研究等によって生ずる個人への不利益及び危険性ならび

に医学上の貢献の予測 
インタビューによる時間的拘束に関しては研究説明をする

際と面接時に説明して確認する。糖尿病を抱えたことにより
生じた家族との葛藤などを思い起こすことになるかも知れな
い。不快な感情や辛い経験等を想起し，苦痛を伴う場合は，速
やかにインタビューを中止することも説明した上で実施した。

Ⅴ．結 果 

１．対象者の属性 
研究参加者は 2 型糖尿病を持つ 11 名。（表 1） 

２．分析結果（表 2） 
11 名の 2 型糖尿病患者が家族に抱く思いについて 88 コー

ドが抽出され，5 カテゴリーと 11 サブカテゴリーに分類した
（表 2）。【 】はカテゴリー，《 》はサブカテゴリー，対象
者の語りを「」で示した。 

（1）【家族の理解不足へのあきらめ】 
《糖尿病に対する理解不足への仕方なさ》から構成された。
A 氏が「糖尿病という病気自体も知らない，理解していな

いと思う。」「夫の理解不足により自分が今のように入院治療
を必要な状態までになった」と語るように，自己の疾患を家
族に理解してもらえていないという《糖尿病に対する理解不
足への仕方なさ》という【家族の理解不足へのあきらめ】を
感じていた。 
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（2）【糖尿病コントロールへの協力に対する要望】 
《食事療法に対する希望》《生活の協力に対する要望》《協

力を得られないことに対するあきらめ》の 3 サブカテゴリー
から構成されていた。 

D 氏から「娘は仕事も忙しいから，食事の支度などももと
もとやらなかったし，自分が病気になってからもやってくれ
ない。」という思いが表出され，食事に対する希望が聞かれた。
A 氏から「現在，糖尿病になって，やっぱりもう少し夫に家
のことをやって欲しい。」と語られるように，仕事が忙しいと
思うが，家族にも協力して欲しいという要望が聞かれた。両
者から《食事療法に対する希望》や《生活面での協力に対す
る要望》が表出された。しかし，A 氏から「これから夫や娘
に治療をふまえた協力をして貰うことは大変だと思うのであ
きらめている。」といった，治療への《協力が得られないこと
に対するあきらめ》を抱いているという，相対的な【糖尿病
コントロールへの協力に対する要望】が語られていた。 

（3）【家族に負担をかける申し訳なさ】 
《糖尿病が遺伝する可能性が高いことに対する理不尽さ》

《糖尿病に伴う経済的な負担に対する申し訳なさ》《糖尿病に
対する家族の誤った認識》の 3 サブカテゴリーから構成され
ていた。 

B 氏が「他の兄弟は元気なのに，なぜ自分だけが糖尿病に
なったのか。」と語るように，自分だけが糖尿病に罹患したこ

とで感じる理不尽さや，その一方でE氏から「息子もなっちゃ
大変だということで」と家族にも糖尿病が遺伝してしまうの
ではないかという，心配や不安な思いが語られた。また糖尿
病治療を継続していくにあたり，家計に負担をかけてしまう
という経済的な負担に対する申し訳なさの思いが語られた。
E 氏からは「糖尿病に罹患したことで家族がバラバラになっ
た」という家族が疾患に対して誤った認識を持っていたこと
で家族機能が成り立たなくなったこと，その影響で【家族に
負担をかける申し訳なさ】が語られていた。 

（4）【家族の思いに応えたい】 
《家族のためにも糖尿病の悪化を避けたい》から構成され

ていた。 

表 1 対象者の概要 
対 者 性別 同

　

　
　

　
　

親　
　

親　 　

表 2 2 型糖尿病患者の家族への思い 
カテゴリー カテゴリー コード

尿 という 体も らない、 解してい
ないと う（ ）

の 解不足により が のように入
療を必要な までになった（ ）

生 の 力に対する要
、 尿 になって、やっ りもう少し に

の とをやってほしい（ ）

力を られない とに対するあきらめ
れから や に 療を ま た 力をして

もらう とは だと うのであきらめている
（ ）

療法に対する
に を 尿 の に合わせて っても

らいたいという 持ちがある（ ）

の は なのに、な だけが
尿 になったのかという い（ ）

もなっち だという とで（ ）

尿 に う 的な に対する し なさ への による不 （ ）

も 血圧があり、 ともに になりたい
（ ）

や も していないため したい（
）

インスリン 療 となると に をかけて
しまう（ ）

の があるため かっている（ ）

を ってくれる とに対して感 を感 て
いる（ ）

について いたい とがあるが、 に準
をしてもらっているため い らい（ ）

力してもらいたい（ ）

指 のために てもらう とに対して し
ない（ ）

や 用 の い物や の り
をしてくれて し ない（ ）

でもやってくれている とに関して感 して
いる（ ）

尿 に対する 解不足への 方なさの 解不足のあきらめ

のためにも 尿 の を けたいの いに たい

尿 コントロールへの 力に対する要

尿 に対する の った 尿 に 患した とで がバ バ に
なった（ ）

に をかける し なさ

尿 が する 性が い とに対する 不 さ

尿 コントロールへの 力に対する感
管 に対する の関 への感

生 の 力に対する の関 への感

療法に対する の 力への感
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J 氏が「妻も高血圧があり，夫婦ともに健康になりたい」
や，E 氏が「妻や子どもが独立していないため治したい」と
語るように自分だけでなく家庭の事情も語られていた。また，
G 氏が「インスリン治療が開始となると妻に負担をかけてし
まう」など，自身の糖尿病の悪化を避けて【家族の思いに応
えたい】という思いが語られていた。 

（5）【糖尿病コントロールへの協力に対する感謝】 
《食事療法に対する家族の協力への感謝》《自己管理に対す

る家族の関心への感謝》《生活上の協力に対する感謝》の 3 サ
ブカテゴリーから構成されていた。 

D 氏が「献立について言いたいことがあるが，娘に準備を
してもらっているため言いづらい」と語っている。しかし，
「家族の支えがあるため助かっている」とも語っていること
から，申し訳なさを感じながら感謝の思いを抱いているとく
み取ることができた。さらに，E 氏から「食事に関して作っ
てくれたことに妻に感謝している。だから作ったものは全て
食べた」と語られていることから，協力してくれている《食
事療法に対する家族の協力への感謝》が表出された。J 氏が
「栄養指導のために来てもらうことに対して申し訳ない」と
語っている。家族も糖尿病治療へ関心を持ち治療へ協力して
いることに感謝していると語られたことで《自己管理に対す
る家族の関心への感謝》が表出された。また治療に関するこ
とだけでなく，D 氏や F 氏が語るように通院や買い物の送り
迎えに関する《生活上の協力に対する感謝》の【糖尿病コン
トロールへの協力に対する感謝】が多く語られていた。 

Ⅵ．考 察 

本研究は糖尿病患者が病気を抱えたことにより家族に抱く
思いを明らかにすることである。糖尿病患者は家族に対する
【家族に負担をかける申し訳なさ】を感じながらも【家族の
思いに応えたい】という思いや家族に対する【糖尿病コント
ロールへの協力に対する感謝】という思いを抱く半面，【糖尿
病治療への協力に対する要望】，【家族の理解不足のあきらめ】
の思いを抱いていることが明らかになった。したがって，「治
療コントロールに対しての家族への要望」と「糖尿病に罹患
したことによる家族に対する思い」の視点で考察していく。 
１．治療コントロールに対しての家族への要望 

糖尿病は慢性疾患であり，食事療法や薬物療法といった長
期的な治療の継続が必要である。適切な治療と，食事療法・
運動療法を続けて症状の改善を行えば，糖尿病合併症を避け
られ，健常者と変わらない生活をすることも可能である。し
かし，血糖のコントロールが不良であれば日常生活動作が悪
化し，健康的な状態の維持が困難となり，生活の質（QOL）
が大きく低下してしまう。そのため，早期からの合併症予防
のための患者や家族の疾患や治療への理解や協力は大きく影
響すると言われている。本研究で，患者の食事療法として家
族が協力的で，生活全般のサポートを受け入れることに対し
て【家族の思いに応えたい】という思いや家族に対する【糖

尿病コントロールへの協力に対する感謝】の気持ちを抱いて
治療に望んでいた。一方，家族に対して【糖尿病治療への協
力に対する要望】という思いを抱いていることも明らかと
なった。家族への期待に応えようと，家族が食生活全般にお
いて自分の食事療法に協力してもらうことが家族にとっての
負担と考え，食事療法についての要望を伝えられずにいたの
ではないかと考える。池本らは 4）「患者は糖尿病になること
で自分は家族に世話になっていると捉え，家族を巻き込んで
はいけないという思いを胸の内にしまい，口にできない思い
がある」と述べていることから【家族に負担をかける申し訳
なさ】を感じていると考える。 

また，患者は家族に自分の疾患をもっと理解してもらいた
いといった思いから《食事療法に対する希望》《生活の協力に
対する要望》をさらに望んでいるのではないかと考える。こ
れは，患者自身は自分の疾患をさらにコントロールしていき
たいと考えながらもコントロール不良にて入退院を繰り返す
ことで家族の更なる協力を望み，治療に協力してくれている
家族の思いを確認できていないことから，互いの食事療法に
対する意思疎通がうまくいかず，《協力を得られないことに対
するあきらめ》に患者の思いが至っているのでないかと推察
された。 
２．糖尿病患者が抱く自己認識と家族の疾患理解に向けて 

糖尿病は，多くの場合は外見だけでは患っているのかどう
かさえ分からない疾患である。2019 年糖尿病協会と糖尿病学
会では，「アドボカシー委員会」5）を設立し，糖尿病の一般的
な社会のイメージとして社会における糖尿病の知識不足，自
己管理や生活習慣が疾患の予後に影響し，遺伝的な背景から
社会的に不利益を被っている現状から患者擁護が考え始めら
れている。「糖尿病の発症要因としては，遺伝的要因と環境要
因が重要であるが，特に 2 型では生活習慣が環境要因として
重要である」6）と厚生労働省より報告されている。本研究に
おいても【家族に負担をかける申し訳なさ】のカテゴリーの
中に《糖尿病が遺伝する可能性が高いことに対する理不尽さ》
というサブカテゴリーが抽出されており，糖尿病になってし
まったことで家族へ生活，精神面への負担を与えてしまうと
感じているのではないかと患者自身が自分の疾患に対しての
負の感情を抱いていると推察された。また，《糖尿病に対する
家族の誤った認識》というサブカテゴリーがあり，家族が誤っ
た認識を持つことで家族機能が成り立たなくなったとの現状
もあった。家族が糖尿病に対して誤った認識を抱いてしまっ
たことで，患者自身が家族に疾患や治療に対して申し訳なさ
を感じ相談できず，糖尿病というものに目を背けてしまうこ
とも関係しているのではないかと考えられる。本研究結果か
ら，患者自身や家族が糖尿病の遺伝性要素について誤った認
識を抱き，《糖尿病が遺伝する可能性が高いことに対する理不
尽さ》を抱いたことが分かった。加藤 7）は「家族を重んじる
文化では 2 型糖尿病に対するスティグマは患者本人の問題だ
けにとどまらず，病気がもたらすスティグマによって家族全
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体を傷つける事になると考えられている」と述べている。こ
のことにより，患者が自己の疾患の誤った認識や，家族へか
かる負担や影響などを考えるがゆえに，家族に食事療法や病
気について相談できず，本人が糖尿病に対する負のイメージ
の感情を抱えているのではないかと考える。そのため，糖尿
病患者が正しく自己の疾患を理解し認識出来ることや家族が
正しく患者の疾患理解などができるようにしていくことが，
糖尿病患者が自己管理力を高めていくために必要であること
が示唆された。 

Ⅶ．結 論 

本研究では，【家族の理解不足のあきらめ】や，【糖尿病治
療への協力に対する要望】，【負担をかける申し訳なさ】，【糖
尿病コントロールへの協力に対する感謝】の思いを抱いてい
ることが明らかになった。 

今後，糖尿病患者が主体的に治療に取り組めるためには患
者の疾患に対する自己認識と家族の正しい疾患理解が患者の
自己管理力を高めるためには必要であることが示唆された。
医療従事者は糖尿病患者が負の感情を抱かないように，糖尿
病治療の正しい情報提供を行い，患者にとって不利益となら
ない指導方法について考えていく必要があると考える。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 

Ⅷ．引 用 文 献 

1） 高倉奈央，中新由佳理，矢野香代：糖尿病療養に対する家
族支援の実態，川崎医療福祉学会誌，18（2），p.485-490，
2009. 

2）西尾育子：成人期 2 型糖尿病患者が自己管理を継続するた
めの家族支援のあり方に対する文献研究，日本糖尿病・教
育看護学会誌，22（1），p.33-43，2018. 

3） 日本糖尿病協会：日本糖尿病学会・日本糖尿病協会合同 ア
ドボカシー活動，（2023 年 8 月 20 日閲覧）， 
http://www.nittokyo.or.jp. 

4） 池本温美，稲垣美智子，多崎恵子他：2 型糖尿患者の療養
生活における家族との“距離”，日本糖尿病教育・看護学会
誌，21（1），p.81-89，2017. 

5） 前掲書 3）． 
6） 厚生労働省：健康 21 糖尿病，（2023 年 8 月 20 日閲覧）， 

http://mhlw.go.jp. 
7）加藤明日香：2 型糖尿患者とスティグマに関する文献レ

ビュー―医療分野の視点から―，医療と社会，26（2），p.197-
206，2018. 



― 94 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

◇研究報告◇ 

外来患者のアドバンス・ケア・プランニングの意識調査 

大久保昌子1）*，福沢麻紀1），仁和喜美江1），赤石真寿美1），田中いり子1），根岸由紀子1）

【目的】：A 病院外来患者の ACP について調査し現状を知る。 
【方法】：小児を除く外来患者 1000 人に，調査用紙を配布し回収，各項目について集計，分析を行った。また，2017 年
12 月に実施された厚生労働省の一部の調査と比較した。 

【結果】：ACP について考えたこと，話し合ったことがあるかでは，70 代が最も多かった。身近な人の医療について難
しい決断を求められたことがある人は，ACP について話し合っている人が多かった。比較した質問項目全てにおいて，
男女での有意差はなかった。厚生労働省の調査との比較では有意差はなかった。 

【考察】：壮年期から老年期は，両親や知人の老い，死別，自身の病気の経験などから ACP について考える機会が増え
る。日本の文化のなかでは，死について語る習慣はあまりないため，話し合いに至らない。身近な人の医療について難
しい決断を求められたことがある人は，自分の経験が ACP のきっかけになっていると考えられた。 

【キーワード】アドバンス・ケア・プランニング，意識調査，人生の最終段階，DNAR，人生会議 

Ⅰ．は じ め に 

患者が重篤な状態や意識不良の時などの，人生の最終段階
と考えられる場面において，家族へ治療方針の選択肢を提案
しても「先生にお任せします」「素人だから分からない」など
と，方針決定や意思表示が出来ない場合がある。 

近い将来の人生の最終段階の方針について，かかりつけ医
には蘇生処置拒否（Do Not Attempt Resuscitate：DNAR）
の希望をしていたにも関わらず，搬送先に家族が申し出な
かったことにより，蘇生処置が行われたケースがあった。ま
た，心肺停止の患者が蘇生処置により心拍再開したが自発呼
吸がなく，人工呼吸器装着の意思を同居している家族に確認
したところ「長男に聞かなければわからない」と返答された
ケースもあった。 

これらのように，患者や家族は普段から人生の最終段階に
おいてどのような治療を受けたいかを考えたり話し合ったり
することがなければ，急に訪れた人生の最終段階と考えられ
る状況に戸惑い，方針を決められず迷うことは十分想像でき
る。また，方針を考えていたにも関わらず，家族らが把握し

ていなければ本人の意思が伝わらない事もあり得る。 
片岡らは「患者に意思決定能力があると判断される場合に

は，DNAR に関する意思決定を患者に確認することが必要で
あり，家族も重要な役割を担うことが考えられる。一方，救
急搬送された場合など，DNAR の説明をする時に本人の意識
がなく，家族の同意のみで方針が決定されることが多い。突
然 DNAR の決定を託された家族の負担は大きく，その支援
が早急に求められる。1）」と述べている。また「日本では DNAR
指示についてのガイドラインは明確ではなく，どのような状
況で，どのタイミングで説明されるかは主治医の判断にまか
されているのが現状である。2）」とも述べている。 

2007 年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン
が策定され，2015 年には最期まで尊厳を尊重した人間の生き方
に着目した医療を目指すことが重要であるとの考え方から「終
末期医療」が「人生の最終段階における医療」へ変更された。

ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは人生の最終
段階の医療・療養について，本人が家族等や医療チームと事
前に繰り返し話し合うプロセスの事であり，愛称として「人
生会議」とも呼ばれている（以下 ACP とする）。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）十和田市立中央病院 
＊ E-mail：kangokanri@hp-chuou-towada.towada.aomori.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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ACP の普及は本人の意思の尊重と家族の精神的負担を軽
減できるのではないかと考えた。そこで，この地域では ACP
についてどの程度の話し合いをしているのか，A 病院に受診
する外来患者を対象に調査した。 

Ⅱ．目 的 

A 病院外来患者の ACP について調査し現状を知る 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン  
１）量的記述的研究デザイン  
２．研究対象者 
１）小児を除く，A 病院外来患者で調査に同意を得られた者

1000 人。 
３．データ収集期間 
１）2020 年 1 月 14 日（火）から 2 月 14 日（金）の平日 
４．データ収集方法 
１）調査配布・回収方法  

（1）平日 10 時～12 時の間，研究者が外来患者に直接声かけ
し，調査に同意を得られた 1000 人に配布した。 

（2）1F 受付機前に回収箱を設置し，配布時に回収箱の設置場
所を説明した。 

（3）回収は研究者が毎日 12 時と 17 時に行った。 
（4）配置した研究者がアンケートの質問に対応できるように

した。 
２）質問内容は属性（性別，年齢）と，2017 年 12 月に行わ

れた厚生労働省の全国調査（対象者：一般国民）から一部
を抜粋し人生の最終段階における医療について「考えたこ

とがあるか」「話し合ったことがあるか」「話し合いを進め
ることについてどう思うか」「書面作成についてどう思うか」
の 4 項目，研究者が追加した項目「蘇生について」「身近な
人の医療について難しい決断を求められたことがあるか」
の 2 項目であった。事前に救急スタッフとスタッフの家族
へプレテストを実施し，質問文章に関しては厚生労働省の
リーフレットに「もしもの時」という表現がされているた
め，高齢者にもわかるように「人生の最終段階」を「もし
もの時」と変更した（資料 1）。 

３）性別と年齢に回答があるものを有効とし，誤記入や無記
入のあった質問は無効回答とした。 

５．分析方法 
１）アンケート回答を単純集計した。 
２）もしもの時に受けたい医療について考えたことがあるか，

もしもの時に受けたい医療について家族と話し合ったこと
があるか，話し合いを進めることについて，書面をあらか
じめ作成しておくことについての回答と性別をクロス集計
した。 

３）身近な人の医療について難しい決断を求められたことが
あるかの回答ともしもの時に受けたい医療について考えた
ことがあるか，もしもの時に受けたい医療について家族と
話し合ったことがあるかの回答をクロス集計した。 

4）もしもの時に受けたい医療について考えたことがあるか，
もしもの時に受けたい医療について家族と話し合ったこと
があるか，書面をあらかじめ作成しておくことについて，
A 病院の回答と 2017 年に厚生労働省の全国調査「人生の
最終段階における医療に関する意識調査」の一般国民の結
果をクロス集計した。 

資料 1 
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5）2），3），4）はχ二乗検定を実施した。統計的有意水準は
5％とした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は病院倫理委員会の承認を得て実施した。 
対象患者へ本研究の目的と方法を明示する文書を提示し，

回答には約 10 分要することを説明した。自由意思によって
同意し了解が得られた場合にのみ協力してもらい，協力が得
られない場合も不利益を被ることはないことを明示した。 

調査は無記名であり，調査結果は統計処理を行い集計する
ため個人が特定されることはなく，得られたデータは本研究
者ら以外が目にすることはなく，鍵のかかるキャビネットで
厳重に管理し，得られたデータは本研究以外の目的で使用す
る事はないことを確約した。 

研究成果は院内発表，学会発表等に用いること，院内発表
後に売店前の掲示板に掲示することを明示した。 

Ⅴ．結 果 

1000 枚配布し 997 枚回収，有効回答は 992 枚（有効回答率
99.2％）であった。 
１．属性  

性別は男性 418 人，女性 574 人の計 992 人であった。 
年齢は 16 歳から 95 歳，平均年齢は 62.9 歳±15.5 歳（表 1）

であった。 
２．もしもの時に受けたい医療について考えたことがあるか 

「考えたことがある」男性 240 人，女性 345 人の計 585 人
（59.0％），「考えたことがない」男性 176 人，女性 223 人の
計 399 人（40.2％），無効回答は男女計 8 人（0.8％）であった。 

男女別での有意差はなかった（P=0.39）（表 2）。 
50 代から 70 代に考えたことがある人が多かった（図 1）。 

３．もしもの時に受けたい医療について家族と話し合ったこ
とがあるか 
「話し合ったことがある」男性 181 人，女性 249 人の計 430

人（43.3％），「話し合ったことがない」男性 224 人，女性 306
人の計 530 人（53.4％），無効回答は男女計 32 人（3.2％）で
あった。 

男女別での有意差はなかった（P=0.98）（表 3）。 
年代別では 70 代に話し合っている人が多かった（図 2）。 
話し合ったことがない理由は「話し合うきっかけがなかっ

たから」284 人，「何を話し合っていいか分からないから」153
人，「話し合う必要性を感じていないから」132 人，「話し合
いたくないから」10 人，その他 47 人であった（表 4）。 

その他の意見として，「遺言のようで嫌だ」，「病気になるイ
メージがわかない」などがあった。 
４．話し合いを進めることについて 

「賛成」男性 343 人，女性 469 人の計 812 人（81.8％），「反
対」男性 0 人，女性 2 人の計 2 人（0.2％），「分からない」男
性 66 人，女性 94 人の計 160 人（16.1％），無効回答は男女計

表 1 対象者の属性 

表 2 受けたい医療について考えたことがあるか（男女別） 

図 1 受けたい医療について考えたことがあるか（年代別） 

表 3 受けたい医療について話し合ったことがあるか（男女別） 

図 2 受けたい医療について話し合ったことがあるか
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18 人（1.8％）であった。 
男女別での有意差はなかった（P=0.58）（表 5）。 
年代別では 60 代，70 代に賛成の人が多かった（図 3）。 

５．書面をあらかじめ作成しておくことについて 
「賛成」男性 284 人，女性 397 人の計 681 人（68.6％），「反

対」男性 4 人，女性 8 人の計 12 人（1.2％），「分からない」
男性 119 人，女性 151 人の計 270 人（27.2％），無効回答は男
女計 29 人（2.9％）であった。 

男女別での有意差はなかった（P=0.79）（表 6）。 
年代別では 60 代に賛成の人が多かった（図 4）。 
賛成と回答した人のうち「実際に作成している」31 人

（4.6％），「作成していない」654 人（96.0％）であった。作成
していない 654 人のうち「話し合っていない」220 人，「何を
書けばいいのかわからない」252 人，「言葉で伝えているので
書面にする必要性を感じていない」148 人，その他 98 人で
あった（表 7）。 

その他の意見として，「時期尚早」，「これから作成しようと
思っている」，「時間がない」などがあった。 
６．救急搬送された場合の蘇生処置について考えたことがあ

るか（図 5） 
心臓マッサージについて「考えたことがある」548 人

（55.2％），「考えたことがない」322 人（32.5％），気管内挿管
について「考えたことがある」354 人（35.7％），「考えたこと
がない」455 人（45.9％），人工呼吸器の使用について「考え
たことがある」406 人（40.9％），「考えたことがない」428 人
（43.1％）であった。 
７．身近な人の医療について難しい決断を求められたことが

あるか（表 8） 
「ある」253 人，「ない」702 人，無効回答 37 人であった。 
難しい決断を求められたことがある人 253 人のうち，受け

たい医療について考えたことがある人が 186 人（73.5％），受
けたい医療について話し合ったことがある人が141人（55.7％）
であった。 

難しい決断を求められたことがある人の方が，もしものと
きに受けたい医療について考えたことがある人（P=0.01），話
し合ったことがある人（P=0.01）が多く，有意差があった。 

身近な人の医療について難しい決断を求められたことがあ
る人の意見として「主人の生死の決断を迫られたことがあり，
延命を決意してしまい今は後悔している。主人は寝たきりで
かわいそう。」「自分の考えが正しいのか判断ができず，なか
なか結論が出せなかった。周囲の肉親の意見が色々あり葛藤
した。」「父の医療方針について正しかったのか，今も後悔し
ている。最期を迎える直前になったらどうして欲しかったか
を普段から話し合っておく必要があったと，今になって思う。」
などがあった。 
８．厚生労働省の全国調査と A 病院との比較（図 6） 

もしもの時に受けたい医療について考えたことがあるかで
は，国民調査では「ある」59.3％，「ない」37.8％，A 病院で 

表 4 話し合ったことがない理由（人） 

表 5 話し合いを進めることについて（男女別） 

図 3 話し合いを進めることについて（年代別） 

表 6．書面を作成しておくことについて（男女別） 

図 4 書面を作成しておくことについて（年代別） 

表 7 書面作成していない理由（人） 
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図 5 蘇生処置について 

表 8 難しい決断の経験と受けたい医療について 

図 6 厚生労働省の全国調査との比較 
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は「ある」59.0％，「ない」40.2％であった（P=0.39）。もしも
の時に受けたい医療について話し合ったことがあるかでは，
国民調査では「ある」39.5％，「ない」55.1％，A 病院では「あ
る」43.3％，「ない」53.4％であった（P=0.15）。意思表示の書
面作成については，国民調査では「賛成」66.0％，「反対」2.1％，
「分からない」29.1％，A 病院では「賛成」68.6％，「反対」
1.2％，「分からない」27.2％であった（P=0.19）。全国調査と
A 病院とのアンケート結果では各項目で有意差はなかった。

Ⅵ．考 察 

今回，A 病院の外来患者が ACP についてどの程度話し合
いをしているか現状を知るために調査を行った。 

2017 年に厚生労働省が行った調査は郵送回収で回収率は
低かった。私たちは待ち時間を利用し，対象者へ直接声かけ
して回答しやすい環境を整えることで高い回収率を得ること
ができた。 

もしもの時に受けたい医療について考えたことがあるかで
は「考えたことがある」は 50 代から多くなり 70 代が最も多
かった。もしもの時に受けたい医療について話し合ったこと
があるかでは「話し合ったことがある」が 50 代から多くなり
70 代が最も多かった。坂田は「壮年期には，自分の親の死に
出会う確率が高くなるうえに，自分と同世代の人々の訃報に
接する機会が増加する。老いのきざしに加えて，このような
ことが増えるにつれて，自分の死について考えざるを得なく
なる。3）」と述べている。今回の研究も同様の傾向で，話し合っ
たことはないと回答した理由は，「遺言のようで嫌だ」，「病気
になるイメージがわかない」という意見からであった。坂田
は「わが国の文化のなかでは，死にゆく者と生き残る者が，
死について語るという習慣はあまりない。4）」と述べ，長江は
「家族で話すことや書いて準備することには抵抗感があるの
が現状である。5）」と述べている。 

もしもの時に受けたい医療について話し合いを進めること
についてどう思うかでは，812 人が｢賛成｣と答えても，話し
合ったことがない人が 530 人と多数であった。 

書面作成についてどう思うかでは「賛成」が 681 人（全体
の 68.6％）に対して，実際に作成している人は 31 人（賛成の
人のうち 4.5％）であった。書面を作成しておくことに「賛成」
と答えた人の中で，作成していない人の理由は「何を書けば
いいのかわからない」という意見が多かった。また，書面を
作成しておくことに「反対」や「分からない」と答えた 282
人（28.4％）の中には，「法的な効力がなければ書く意味がな
い」，「書くことでもめる原因になる」という意見があった。
将来的には必要と感じていても，書式や記入内容が分からな
いため作成していないという結果になった。 

2017 年 12 月に厚生労働省の全国調査「人生の最終段階に
おける医療に関する意識調査」の一般国民の結果と A 病院で
実施したアンケートの結果では有意差はなかった。このこと
から ACP の普及が進んでいないことが分かる。 

蘇生処置については，心臓マッサージについて考えたこと
がある人が多かった。しかし，気管内挿管と人工呼吸器の使
用については考えたことがない人の方が多かった。それは
AED の普及から急変時の対応として心臓マッサージは認知
されてきているが，心臓マッサージ以外の蘇生処置について
はイメージがわかないのではないかと考える。 

身近な人の医療について難しい決断を求められたことがあ
る人は，もしもの時に受けたい医療について考えたり話し
合ったりしている人が多かった。自分の経験が ACP のきっ
かけになっていると考える。 

2018 年の厚生労働省のガイドラインでは「人生の最終段階
はいつ訪ずれるかは分からず，本人が希望する医療・療養を
受けるためには全ての人が人生の最終段階にあるか否かを問
わず，あらかじめ考え，家族等や医療・療養チームと繰り返
し話し合い，その意思を伝えておくことが重要である。6）」と
報告されている。 

治療方針の決定は，患者が意思表示できている時に家族と
十分な話し合いを持ち望む治療を受けることが望ましく，疾
病の有無にかかわらず全ての人があらかじめもしもの時に受
けたい医療について考えることが重要である。家族等と繰り
返し話し合い，救急場面においても本人の意思の尊重と家族
が後悔しない最善の選択ができるような支援が重要だと考え
る。 

今回の研究は，待ち時間を利用し短時間で回答できる質問
項目とした。そのため高い回収率を得られた。さらに，属性
を加えることで様々な角度で全国調査と比較検討できたと考
える。 

Ⅶ．結 論 

１．2017 年 12 月に厚生労働省の全国調査「人生の最終段階
における医療に関する意識調査」の一般国民の結果と A 病
院で実施した調査の結果には，有意差がなかった。 

２．もしもの時に受けたい医療について考えたことがある，
話し合ったことがある，話し合いを進めること，書面作成
については男女差がなかった。 

３．もしもの時に受けたい医療について考えたことがある，
話し合ったことがある，話し合いを進めることに賛成の人
は，70 代に多かった。 

４．身近な人の医療について難しい決断を求められたことが
ある人が，受けたい医療について考えたり，話し合ったり
していた。 
本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に

おいて発表した。 
なお，本論文に関して，開示すべき利益相反事項はない。 
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◇研究報告◇ 

中高年看護師のキャリア継続に対する 
看護管理者の支援に関する研究 

加納江理1）*，平野一美2），藤田晴美3）

 本研究は，看護管理者が中高年看護師のキャリア継続についてどのように考え，どのような取り組みをしているかを
明らかにすることで，今後のよりよい中高年看護師のキャリア継続支援のための示唆を得ることを目的に行った。 
 A 県内の 300 床以上の国公立病院の看護管理者 9 名に半構成的面接を行い，質的に分析した。分析結果は，588 の
コードから 18 のサブカテゴリーが生成され，4 つのカテゴリーに統合された。 
 看護管理者は，中高年看護師のキャリア継続について，どのように考え，どのように行動しているかの内容は，＜看
護管理者は中高年看護師を様々な側面から位置づける＞，＜看護管理者は中高年看護師に温かな好意的な気持ちを抱
いている＞，＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の中にやりがいを見出していると考えている＞，＜看護部門の
責任者として中高年看護師が働き続けることを支援する＞の 4 つのカテゴリーに統合された。 

【キーワード】中高年看護師，キャリア継続支援，看護管理者 

Ⅰ．は じ め に 

2019年 4月に施行された働き方改革関連法による労働基準
法の改正により，医療現場でも，ワークライフバランスが推
進され，多くの看護師が生涯を通じて看護に従事する環境が
整備されつつある。公益社団法人日本看護協会が実施した
「2021 年病院看護・外来看護実態調査」によれば，2021 年度
の正規雇用看護職員の離職率は 10.6％で前年度比 0.9 ポイン
ト減であり，新卒職員は 8.2％と前年度比 0.4 ポイント減で
あった 1）。近年，離職率は横ばいの傾向が強く，日本看護協
会では，継続して就業継続が可能な看護職の働き方の提案を
行っている 2）。 

日本の人口は 2008 年をピークに減少へと転じ，その構成
も少子化を受け 0～14 歳が減少，15 歳～64 歳が横ばい，65
歳以上が増加と変化しており，将来人口推計からこの傾向は
より強くなっていくと考えられている 3）。このような状況は，
医療の現場で働く看護師の年齢構成にも影響しており，厚生
労働省によれば，40 歳以上の看護師が就業看護師に占める割
合は，2012 年時点で 47％であったが，2020 年には 55.5％と
なっている 4）。

40 歳以上の中高年看護師のやりがいや職務継続に関連す
る研究は 2000 年以降に増え，多くは中高年看護師自身を対
象としたものである。先行研究の，中高年看護師のキャリア
継続への支援を記述したものについて検討した。山崎は中高
年看護師を，看護に愛着を持ちながら成長を続けているポジ
ティブな存在とし，中高年看護師に対する支援は，看護とい
う仕事を通して自己を表現していけるよう，個々の仕事への
思いを尊重して接することや経験を活かす機会や仕組みづく
りが重要と述べている 5）。関は，キャリア中期にある看護職
者のキャリア発達について，看護職者が停滞と向き合い，現
状から「踏み出す」あるいは現状を「受け入れる」ことで，
停滞を乗り越え，自分らしいキャリア発達を遂げることへの
支援が必要としている 6）。高柴は，40 代看護師が働き続けて
こられた原動力を「一人の人間として患者に寄り添えるのが
働く力」とし，働き続けるためには承認しあえる環境の中で，
それぞれの思いが伝えられるような関係性の構築に組織全体
で取り組む必要性があると述べている 7）。これらの文献では，
いずれも個々の経験の尊重，承認の必要性を挙げており，中
高年看護師がキャリアを継続させるためには，組織と看護管
理者からの支援が必要と思われる。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）静岡県立大学  2）医療法人弘遠会すずかけヘルスケアホスピタル  3）医療法人社団敬寿会介護老人保健施設夢の樹の郷 
＊ E-mail：kano-e@u-shizuoka-ken.ac.jp 
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山内は，中堅看護師が他者からのどのような関わりを承認
と捉えているかを調査し，上司は，【高い実践力を期待してく
れる】【日々の踏ん張りを支えてくれる】【実践の質を保証し
てくれる】という 3 つの承認を意図的に行うことが必要とし
ている 8）。櫻間は，非管理職中高年看護師への支援として，
自ら積極的に学習に取り組めるよう，個々の到達目標に応じ
た教育的機会の提供を計画的に行っていくことが重要である，
と述べている 9）。鈴江は，調査対象の看護師長が【仕事と生
活の関係性の受容】と【プラトー状態の受容】は個人を理解
するうえで，両者の受容をして支援していくことで，やりが
いをもって仕事することにつなげたいという中高年看護師な
らではのキャリア発達支援を浮かび上がらせていた，として
いる 10）。このように，中高年看護師のキャリア継続には個々
への理解に基づいた支援を必要とし，現場で働く彼女たちが
承認を実感できる上司の関りが求められている。木村は，看
護管理者は，キャリア中期にあるジェネラリスト・ナースが
看護の視点を持って目標が達成できるように支援していくこ
とが重要であろうと述べており 11），中高年看護師がキャリアを
中断することなく実践能力の向上を図れるよう支援すること
が看護管理者には求められている。組織の看護部門のトップで
ある看護管理者は，部下である中高年看護師のキャリア継続を
支援する役割を持つが，同時に中高年看護師を組織の中でどう
活かすかを考え，検討し，取り組んでいると思われる。 

中高年看護師に対する継続教育や能力開発の必要性は高い
が，一部の専門看護師および認定看護師など，スペシャリス
トの教育や制度化に比べ体系的に整備されていない現状があ
る。この問題の検討において，中高年看護師を対象とした研
究がされてきたが，中高年看護師のキャリア継続に対して看
護管理者がどう考え，どうアプローチしてきたかという過程
を明らかにした研究は見当たらない。 

以上を踏まえ，組織運営に関わる立場にある看護管理者が
中高年看護師のキャリア継続をどのように考えているのか，
実際にどのような行動をしているのかを明らかにすることは，
今後の中高年看護師のキャリア継続支援にとって有益である
と考え，本研究を行うこととした。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は「看護管理者は，中高年看護師のキャリア
継続についてどのように考え，どのような取り組みをしてい
るかを記述し，分析することによって，その構造を見出し，
今後のよりよい中高年看護師のキャリア継続支援のための示
唆を得ること」である。 

Ⅲ．方 法 

１．用語の操作的定義 
１）中高年看護師 

役職についておらず，専門的な資格を有しない 40 歳以上
の看護師とした。 

２）看護管理者 
本研究においては，看護部門の責任者の職にある看護師と

した。 
２．研究デザイン 

中高年看護師のキャリア継続に対して看護管理者がどう考
え，どうアプローチしてきたかという過程を明らかにしてい
くことから，質的研究デザインである。研究手法は「質的記
述的研究方法」を用いる。 
３．研究参加者 

研究参加者を A 県内の 300 床以上の国公立病院の看護管
理者とした。A 県内の条件を満たす医療施設より無作為抽出
にて選び，研究参加に同意の得られた看護管理者 9 名とした。
４．データ収集方法 

半構成的面接法を採用した。研究者は 1 回で 60 分程度の
面接を行い，その際に，研究参加者の同意を得て IC レコー
ダーに録音した。録音に承諾が得られなかった場合，面接内
容を筆記でとどめることへの承諾を得て行った。研究参加者
とその所属施設の背景として，性別，看護師経験年数，看護
管理者としての経験年数，所属施設の病床数，病床区分，看
護師数，看護師の平均年齢を聴取した。研究目的に沿って作
成したインタビューガイドを使用し，看護管理者の思いを自
由に語ってもらった。 
５．データ分析方法 

面接によって得られた逐語録データ，または筆記によって
得られたデータから質的帰納的に分析した。インタビューで
得られた中高年看護師のキャリア継続支援について，1 つの
まとまりをもつ意味ごとに区切り，内容を示すコードを抽出
した。意味内容の類似性に基づいてコードをまとめ，共通す
る意味を示す抽象化の作業を繰り返し，中高年看護師のキャ
リア継続に対する支援を示すカテゴリーを抽出した。そこか
らカテゴリー同士の関係やカテゴリーと全体との関係を確定
するために系統的に探査を行った。分析結果の信頼性として，
生データをもとに表現が適切であるか，研究者間で討議して
確認作業を繰り返して作成した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，静岡県看護協会倫理委員会に提出し，承認を得
て実施した。研究参加者へは研究の趣旨に関しての文書を郵
送し，改めて口頭での研究参加依頼を行った。口頭で研究参
加への同意が得られた場合のみ，面接の日時と場所を調整し
た。面接時に改めて，研究の目的，方法，研究協力は自由参
加であること，途中でも参加を辞退できること，不利益は生
じさせないこと，匿名性を保障すること，同意を得た上で研
究結果を公表すること，データの保管は厳重に行い，研究終
了後にデータは裁断し処理することについて文書および口頭
で説明した。研究データ，および研究参加者の同意書は，研
究者が厳重に保管した。本研究の学会発表，研究報告に関し
て，研究協力者から承諾を得ている。 
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Ⅴ．結 果 

１．分析対象者の概要 
A 県内の 300 床以上の国公立病院の看護管理者 9 名から研

究協力の同意を得た。同意の得られた 9 名に対してインタ
ビューを行い，分析対象とした。その概要は，性別は女性 9
名 53～60 歳（平均 57.9 歳），看護師経験年数は 32～39 年（平
均 35.3 年）であった。看護管理者の経験年数は 1～5 年（平
均 3.2 年）であった。1 人あたりのインタビュー時間は 42～
102 分（平均 62 分）であった。 
２．分析結果 

データから得られた588のコードから18のサブカテゴリー
が生成され，4 つのカテゴリーに統合された（以下＜ ＞内
に表示）。（図 1） 

以下，カテゴリー，サブカテゴリー（以下≪ ≫内に表示）
ごとにインタビューデータを用いて説明する。研究参加者の
語りは「」として表記する。 
１）＜看護管理者は中高年看護師を様々な側面から位置づける＞ 
≪中高年看護師は看護実践能力が高い≫ 

「頭の中でアセスメントする能力は長けてるんですよね。
「あんな～こんな～じゃないの」とかって。そこにヒントが，
ほんとあったりするのも事実。」 

「狭い世界の中でいろいろ異動があるんですけども，どこ
でもやってもらえる経験があるから，どこに回してもやって
くれるっていう」。 

看護管理者は，中高年看護師の看護実践能力を高く評価し
ており，ベッドサイドでの看護の経験の価値を認めていた。
これより≪中高年看護師は看護実践能力が高い≫のサブカテ
ゴリーを抽出した。 
≪中高年看護師の仕事に対する姿勢に物足りなさを感じてい

る≫ 
「やっぱり変化を怖がるっていうかね，変化を嫌う感じ。」
「仕事では割り当てられた業務をするだけになることも多

い。」 
看護管理者は，中高年看護師が持つ看護実践能力が現場で

十分に発揮されていないと感じる場面を語り，中高年看護師
の仕事に対する姿勢に対する物足りなさを感じていた。これ
より≪中高年看護師の仕事に対する姿勢に物足りなさを感じ
ている≫のサブカテゴリーを抽出した。 
≪中高年看護師の存在は周囲への影響が大きい≫ 

「そのあたりの世代が率先して，私はこれをやりたいんで
すっていうことをいうと全面的に協力です，もう全然違いま
す。私たちが言うのと。」 

「発言力は強い。影のリーダー。良いことも悪いこともリー
ダーシップをとっている。」 

看護管理者は，中高年看護師が発する言葉や行動は周囲の
看護師への影響が大きいと考えていた。その言動は部署の運
営に関係することも多く，中高年看護師が前向きになること

が看護部の目標の達成に有効に働くことを認識していた。こ
れより≪中高年看護師の存在は周囲への影響が大きい≫のサ
ブカテゴリーを抽出した。 
≪中高年看護師は役割を避けたがる≫ 

「やっぱり教育に携わるであるとか，いろんな役割を担う
ことを比較的避けて通りたいってタイプの人が多いのかなと
は思っています。」 

「目立つと役割を付けられちゃうので，目立たずにお金が
もらえて働ければいいっていう考えの人もいるんです。」 

役職に就かずに働いてきたという現在の状況は，本人の選
択によるものであったという側面があり，中高年看護師の仕
事に対するそうした姿勢を看護管理者は認識していた。これ
より≪中高年看護師は役割を避けたがる≫のサブカテゴリー
を抽出した。 
≪中高年看護師は年齢を重ね，体力や適応力が低下している

と感じる≫ 
「40 代以上の人たちは，吸収するのもきっと大変な思いで

毎日やっている中で，ゆとりを持ちたいなとも思ってるん
じゃないかって思うと，あまりキツイことも言えないなって
思います。」 

「中には体力的に低下していて夜勤が出来ない，記憶力の
低下で新しい業務をなかなか覚えられないということもあ
る。」 

看護管理者は，自身の年齢と重ねあわせて，中高年看護師
の体力や適応力の低下を感じていた。その中で中高年看護師
が余裕を持てずにいたり，仕事への負担感を持っているので
はないかと推測していた。これより≪中高年看護師は年齢を
重ね，体力や適応力が低下していると感じる≫のサブカテゴ
リーを抽出した。 
≪看護管理者は中高年看護師と若い看護師との間に隔たりが

あると感じている≫ 
「若い子は休憩でも話さずにスマホいじっちゃってますか

ら。対人関係がなかなか弱くなってますね。」 
「50 代以降の看護師の夜勤を減らしたりするんですが。そ

のときに若干不公平感っていう，同じ正職員なのに，何であ
の人たちだけがって思う可能性があると私は思っていたの
で。」 

新人教育の制度の変化に対応する必要性をトップマネジメ
ントとして理解していることが語られた。現場で一緒に働く
中高年看護師たちが，そのギャップを感じ，コミュニケーショ
ンをどのようにとるかを模索している状況に気付いており，
隔たりを埋める努力をしていた。これより≪看護管理者は中
高年看護師と若い看護師との間に隔たりがあると感じている≫
のサブカテゴリーを抽出した。 

＜看護管理者は中高年看護師を様々な側面から位置づける＞
のカテゴリーは，≪中高年看護師は看護実践能力が高い≫，
≪中高年看護師の仕事に対する姿勢に物足りなさを感じてい
る≫，≪中高年看護師の存在は周囲への影響が大きい≫，≪中
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高年看護師は役割を避けたがる≫，≪中高年看護師は年齢を
重ね，体力や適応力が低下していると感じる≫，≪看護管理
者は中高年看護師と若い看護師との間に隔たりがあると感じ
ている≫から抽出した。看護管理者は，中高年看護師を多様

な側面から捉えていた。それは，組織運営の中で看護部門の
代表者として人材を適切に評価するという側面や，その人材
を組織の中でどのように活かしていくかと考える側面があっ
た。 

図 1 

カテゴリー サブカテゴリ― 研究参加者の語りの例

頭の中でアセスメントする能⼒は⻑けてるんですよね。「あんな〜こんな〜じゃないの」とかって。そこにヒントが、ほんとあったりするのも事実

狭い世界の中でいろいろ異動があるんですけども、どこでもやってもらえる経験があるからどこに回してもやってくれるっていう

⼒はすごく持ってる人が多いと思います

いろいろな部署を経験している人が多いので、どのような状況にも対応できる

そういう自分のキャリアアップの看護の専門性って、やり遂げればそれはやりがいがあるんだけれど、なかなかそのチャレンジをするのが難しい

この40代とかの第六感的なのは、鋭い。動こうとはしないけれど、ぽろっという⾔葉に。「なんてね」とかって。気づいているですよね、「〜じゃ
ないの？」とか。だけど自分では動かない

やっぱり変化を怖がるっていうかね、変化を嫌う感じ

家庭中心だと、仕事では割り当てられた業務をするだけになることも多い

そういう人たちがずっと⻑い歴史を知っているので、その中で発⾔してくれるといいときにはいいように回るけど、逆に⾔うとそこが抑⽌⼒になる
場合もあるので、そういう意味では発⾔⼒っていうのは大きいと思います

その子たちが、そのあたりの世代が率先して、私はこれをやりたいんですっていうことをいうと全面的に協⼒です、もう全然違います。私たちが⾔
うのと

発⾔⼒は強い。影のリーダー。良いことも悪いこともリーダーシップをとっている

やっぱり教育に携わるであるとか、いろんな役割を担うことを比較的避けて通りたいってタイプの人が多いのかなとは思っています

目立つと役割を付けられちゃうので、目立たずにお金がもらえて働ければいいっていう考えの人もいるんです

もう、毎日毎日あたふたあたふた、電カルとかね。慣れるのも大変

何か追われている感じ。毎日がきっとほんとに。20代の子たちは、水を吸うように吸収していくと思いますけど、40代以上の人たちは、吸収するの
もきっと大変な思いで毎日やっている中で、ゆとりを持ちたいなとも思ってるんじゃないかって思うと、あまりキツイことも⾔えないなって思いま
す

中には体⼒的に低下していて夜勤が出来ない、記憶⼒の低下で新しい業務をなかなか覚えられないということもある

若い子は休憩でも話さずにスマホいじっちゃってますから。対人関係がなかなか弱くなってますね

50代以降の看護師の夜勤を減らしたりするんですが。そのときに若干不公平感っていう、同じ正職員なのに、何であの人たちだけがって思う可能性
があると私は思っていたので。若い子には減らす理由を先手で説明する

ラウンドに行ったときには、必ず声をかけたりとか、そういうことをしながら、なんていうんですかね、いつも関心持ってるよみたいな。意識づけ
はするようにしていますけど

やっぱり私はほんとに部下を一生懸命愛したいです。同じ仲間なのでね、部下を大事にしたいなって

褒めるってことは本当にその人のことを分かるっていうことなんですね、『すごい』はその人にとっても『すごい』でなければならない

看護が好きだと思うんですよ、続けている以上、看護にその人たちの何かしらの思いがあって、ずっと。ただお金だけじゃないと思っているので

辛いこともね、いっぱいね、当然あるけれども、それをやってこれたのは何かしら現場にやりがいや幸せがあって、絶対的にあるはずだからこそ続
けているんだと思うので

子育て支援の体制もずいぶん整っているんですが、やっぱりそういうものを使ってもこういう急性期の病院で働くっていうのは子育てしながら働
くっていうのは大変なんだろうなって

育児と両立してきた人がほとんどで。その人たちの中で40代以上って⾔うと、ホントに⻑く家庭と両立して頑張ってきていて

在宅、退院支援のこととか、そういうところですね。急性期なので、その急性期に向けたケアのこととかっていうのは、一生懸命研修に行ってま
す。すぐに使えるところには関心は高い

自分で選んできてますので、そのくらいの人たちは退院支援だったり、認知症だったりの研修ですよね

今のトピックスで認知症だとか包括ケアみたいな、そういうところは興味があるようですね

副主任ができたときは、やっぱり、今まで全然見向きもしなかった人たちが結構振り向いてくれて、ああこれって承認って、やっぱり大事だなって
感じたんです

研修のあとで病棟でいろいろ聞かれたりすると、彼女たちにとってはそこが、やっぱりすごくやりがいにつながっているんだと思う

病院ではクリスマスってあんまりやらないんだけど、「やらない？」って声かけたら、「私こんなの買ってきますね」なんてすぐやるように行動で
きた

もっとね、いい味をだしてもらいたいって思います

うまくいけばすごく、そういう人たち（中高年看護師）が推進⼒になってくれたらいい。お互いに目標というか、やりたいことが一致すれば非常に
ね、いいですよね

師⻑がベテランスタッフを頼ってると思いますけど。それがその人たち（中高年看護師）が⼒を発揮できるっていうところに繋がれば、一番いいん
です

なかなか自分の考えとか看護観を伝える機会が今までなかったんですけど、こういう研修を行うことによって自分の看護を若手の人たちとか同僚に
伝えることによってその人に対する評価が違ってくる

看護について話してもらうと、すごいな、と。思いが。で、そういうふうに考えて看護をしてるんだって思うとその人に対する見方が変わったり

成果発表会での発表、自分の名前で発表することで（中高年看護師たちが）認められたって思う

研修で何回か期間を置いて、看護について話すことをサポートしていったら、とてもいい、みんなに対して発表をしたりとか、自身の意見を語った
りとかっていうことができてきたので、やっぱりそういう研修会はとても大事なことだなと思ったんです

役割を持ってもらう事・・・学生の指導者ですが、やってみるとこの人は本当は人を育てるのが好きだったんだと気づくことがあったりする。その
人が変わるチャンスを作る

楽な所へ異動を希望してきますね、本当に働き続けられる支援としては、そういう部署異動は必要。体の不具合も出てきますので、50くらいになる
と。それに合わせて

私は今何が問題って⾔って、問題を聞いて、私ができる支援はねっていう提案をするんですよ、これならできるよと

どうしても病棟の勤務が厳しいとか。年2回意向調査をとっていて、自分から外来に異動したいとか⾔うような場合は、それは検討して。自分が望ん
だような部署に配置することはやっていますので。そういうところで負担が少し減ったりしてるのかな

いま、私が師⻑たちに⾔っているのは、（研修が）手挙げだからって⾔ってもみんながそうやって主体的にできるわけではないので、これはきらっ
とあるな、っていうのはそれなりに眼を付けて育てないと、そういうふうにね持ってかないといけないので。やらないといけないよって

師⻑さんのスタッフへの関わりですね、やっぱりスタッフの動きを見ながら傾聴して承認してあげてとか

（中高年看護師が）現場で輪を乱すこともありますよ、あります。ただ、それは師⻑のマネジメントの知恵でやってもらう

師⻑さんたちの課題ですね、承認っていうところ

卒後3年まではしっかりと指導がいくんですけど、その後って手が離れてしまって、もう30代後半から40以上になるとほとんど声もかけられない
し、っていうような

（看護を）話す機会だと思うんですよね。みんなが行けるわけじゃないけれど、背中をちょっと押してくれて、すごくリフレッシュになったりと
か、見直すチャンスになるので、そういうのがもっと提供できればなと

管理者さんだと学会に行ったりして、そこで周りの風を感じられるけれども、スタッフさんたちはそういう機会が少ない。それがやっぱり課題だと
思います

中高年看護師は自分の看護を語ることで喜びやや
りがいに繋げている

看護管理者が中高年看護師の活躍できる場を作っ
ている

看護部門の責任者として、中高年看護師が働き続
けられる環境を作る

中高年看護師が現場で⼒を発揮するには中間管理
職である師⻑の働きが重要と考える

中堅層以上の看護師を対象とした研修の必要性を
感じている

中高年看護師の⼒に期待している

看護管理者は中高年看護師を様々
な側面から位置づける

看護管理者は中高年看護師に温か
な好意的な気持ちを抱いている

看護管理者は中高年看護師が日常
の看護の中にやりがいを見出して
いると考えている

看護部門の責任者として中高年看
護師が働き続けることを支援する

中高年看護師は実践能⼒が高い

中高年看護師の仕事に対する姿勢に物足りなさを
感じている

中高年看護師の存在は周囲への影響が大きい

中高年看護師は役割を避けたがる

中高年看護師は年齢を重ね、体⼒や適応⼒が低下
していると感じる

看護管理者は中高年看護師と若い看護師との間に
隔たりがあると感じている

中高年看護師に対して、部下として、看護師仲間
として愛情を持っている

中高年看護師の働き続ける姿から、彼女たちが看
護を好きで続けていると考えている

子育てしながら働いている状況へのねぎらいの気
持ちがある

中高年看護師は現場で実践できるスキルの学習へ
の関心が高い

看護管理者が経験した中高年看護師がやる気を出
したエピソード
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２）＜看護管理者は中高年看護師に温かな好意的な気持ちを
抱いている＞ 

≪中高年看護師に対して，部下として，看護師仲間として愛
情を持っている≫ 
「やっぱり私はほんとに部下を一生懸命愛したいです。部

下を大事にしたいなって。」 
「褒めるってことは本当にその人のことを分かるっていう

ことなんですね，『すごい』はその人にとっても『すごい』で
なければならない。」 

看護管理者は，部下に対して愛情を持ち，その気持を言葉
で，態度で積極的に意図的に発信し，看護師たちに伝わるよ
うにしていた。看護部門の責任者として士気を向上するとい
う目的もあったが，看護管理者がどれほどに部下を大事に思
い，共に働いてきた仲間を守りたいという熱い気持ちで愛情
を注いでいることが表現された。これより≪中高年看護師に
対して，部下として，看護師仲間として愛情を持っている≫
のサブカテゴリーを抽出した。 
≪中高年看護師の働き続ける姿から，彼女たちが看護を好き

で続けていると考えている≫ 
「看護が好きだと思うんですよ，続けている以上，看護に

その人たちの何かしらの思いがあって，ずっと。ただお金だ
けじゃないと思っているので。」 

「辛いこともね，いっぱいね，当然あるけれども，それを
やってこれたのは何かしら現場にやりがいや幸せがあって。
だからこそ続けているんだと思うので。」 

意向調査や，普段の面接の中で中高年看護師が不満を口に
しても，結果として働き続けている事実があり，看護管理者
自身が現場をラウンドすることにより，その働きや職場の空
気感から，中高年看護師たちが看護が好きで仕事を続けてい
ると考えていた。これより≪中高年看護師の働き続ける姿か
ら，彼女たちが看護を好きで続けていると考えている≫のサ
ブカテゴリーを抽出した。 
≪子育てしながら働いている状況へのねぎらいの気持ちがあ

る≫ 
「子育て支援の体制を使っても子育てしながら働くってい

うのは大変なんだろうなって。」 
「育児と両立してきた人がほとんどで。その人たちの中で

40 代以上って言うと，ホントに長く家庭と両立して頑張って
きていて。」 

中高年看護師の世代は子育てを10年以上続けている人が多
いと看護管理者は語り，両立していく大変さに共感していた。
昨今のワークライフバランスの取り組みから制度が整備され
てきているが，中高年看護師は既に数年～十数年以上の両立
をしている世代であることを挙げ，働き続けてきたことを高
く評価していた。これより≪子育てしながら働いている状況
へのねぎらいの気持ちがある≫のサブカテゴリーを抽出した。

＜看護管理者は中高年看護師に温かな好意的な気持ちを抱
いている＞のカテゴリーは，≪中高年看護師に対して，部下

として，看護師仲間として愛情を持っている≫，≪中高年看
護師の働き続ける姿から，彼女たちが看護を好きで続けてい
ると考えている≫，≪子育てしながら働いている状況へのね
ぎらいの気持ちがある≫から抽出した。看護管理者は，上司
として中高年看護師に対して，関心を持っている，見ている，
感謝している，と語り，そうした自身の気持ちを態度で伝え
ることに積極的であった。好意を伝えることには組織運営上
の役割という側面もあったが，看護管理者が長年にわたり，
頑張っている，患者さんに尽くしているという中高年看護師
の働きに純粋な温かな気持ちを持ち，一緒に看護をする仲間
を大切に思うという側面もあった。さらに中高年看護師の大
半が子育て世代であり，家庭との両立という課題に数年にわ
たって取り組んでいることを挙げ，継続の原動力は看護が好
きだという気持ちだと結論づけていた。 
３）＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の中にやりが

いを見出していると考えている＞ 
≪中高年看護師は現場で実践できるスキルの学習への関心が

高い≫ 
「急性期なので，その急性期に向けたケアのこととかって

いうのは，一生懸命研修に行ってます。すぐに使えるところ
には関心は高い。」 

「今のトピックスで認知症だとか包括ケアみたいな，そう
いうところは興味があるようですね。」 

中高年看護師の希望する研修会の内容の傾向から，看護管
理者は彼女たちが現場の看護に直につなげられる，すぐに実
践できる技術や知識に関心が高いと考えていた。また，そう
した内容の研修に行った後に，現場で応用できるスキルの高
さも評価していた。これより≪中高年看護師は現場で実践で
きるスキルの学習への関心が高い≫のサブカテゴリーを抽出
した。 
≪看護管理者が経験した中高年看護師がやる気を出したエピ

ソード≫ 
「副主任ができたときは，やっぱり，今まで全然見向きも

しなかった人たちが結構振り向いてくれて，ああこれって承
認って，やっぱり大事だなって感じたんです。」 

「研修のあとで病棟でいろいろ聞かれたりすると，彼女た
ちにとってはそこが，やっぱりすごくやりがいにつながって
いるんだと思う。」 

看護管理者は，中高年看護師が役割を持つことの必要性を
感じていた。中高年看護師にとっての役割を持つ機会は，承
認される経験に繋がり，承認されることがやる気につながる
という出来事を看護管理者は経験していることを語り，上司
としてそういう場を作ることが大切だと認識していた。これ
より≪看護管理者が経験した中高年看護師がやる気を出した
エピソード≫のサブカテゴリーを抽出した。 
≪中高年看護師の力に期待している≫ 

「もっとね，いい味をだしてもらいたいって思います。」 
「うまくいけばすごく，そういう人たち（中高年看護師）
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が推進力になってくれたらいい。」 
看護管理者は，中高年看護師の持っている力に期待してい

た。看護実践能力が高く，看護師としての経験もある彼女た
ちの良さを引き出していきたいという気持ちが語られた。こ
れより≪中高年看護師の力に期待している≫のサブカテゴ
リーを抽出した。 
≪中高年看護師は自分の看護を語ることで喜びややりがいに

繋げている≫ 
「なかなか自分の考えとか看護観を伝える機会が今までな

かったんですけど，こういう研修を行うことによって自分の
看護を若手の人たちとか同僚に伝えることによってその人に
対する評価が違ってくる。」 

「看護について話してもらうと，すごいな，と。思いが。
で，そういうふうに考えて看護をしてるんだって思うとその
人に対する見方が変わったり。」 

看護管理者は，中高年看護師が語る看護の内容を高く評価
していた。看護は中高年看護師が好きで続けてきたことだか
らこそ，看護管理者は語りの内容に素晴らしいものがあると
感じ，その二十年以上の経験の蓄積に対する敬意を語ってい
た。これより≪中高年看護師は自分の看護を語ることで喜び
ややりがいに繋げている≫のサブカテゴリーを抽出した。 
≪看護管理者が中高年看護師の活躍できる場を作っている≫ 

「研修で，看護について話すことをサポートしていったら，
とてもいい，みんなに対して発表をしたりとか，自身の意見
を語ったりとかっていうことができてきたので。」 

「役割を持ってもらう事・・・学生の指導者ですが，やっ
てみるとこの人は本当は人を育てるのが好きだったんだと気
づくことがあったりする。その人が変わるチャンスを作る。」

看護管理者は，中高年看護師が活躍できる場を作ることが，
彼女たちのやる気を引き出すきっかけとして効果があると考
えており，そうした機会の創出に取り組んでいた。これより
≪看護管理者が中高年看護師の活躍できる場を作っている≫
のサブカテゴリーを抽出した。 

＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の中にやりがい
を見出していると考えている＞のカテゴリーは，≪中高年看
護師は現場で実践できるスキルの学習への関心が高い≫，≪看
護管理者が経験した中高年看護師がやる気を出したエピソー
ド≫，≪中高年看護師の力に期待している≫，≪中高年看護
師は自分の看護を語ることで喜びややりがいに繋げている≫，
≪看護管理者が中高年看護師の活躍できる場を作っている≫
から抽出した。看護管理者は病院での数々の場面から中高年
看護師が日常の看護に高い関心を持ち，それぞれが自分の環
境や状況と折り合いをつけつつ，出来る範囲で学習に取り組
んでいると考えていた。さらに看護管理者が中高年看護師と
の関わりの中で経験した，中高年看護師がやる気を出した場
面が数多く語られた。その経験から看護管理者は，中高年看
護師に対する承認が大きな意味を持つという側面と中高年看
護師が自身の看護観を表出することの重要性を確認したとい

う側面もあった。 
４）＜看護部門の責任者として中高年看護師が働き続けるこ

とを支援する＞ 
≪看護部門の責任者として，中高年看護師が働き続けられる

環境を作る≫ 
「楽な所へ異動を希望してきますね，本当に働き続けられ

る支援としては，そういう部署異動は必要。体の不具合も出
てきますので，50 くらいになると。」 

「私は今何が問題って言って，問題を聞いて，私ができる
支援はねっていう提案をするんですよ，これならできるよと。」

看護管理者は，中高年看護師の身体的な負担に配慮し，勤
務を継続できるように部署異動を行っていた。また，家庭の
事情により変則勤務が難しい，休暇が必要等の相談にも耳を
傾け，組織として支援できることを提案したり，困っている
状況に共感することで，看護師として働き続けられるように
支援していた。これより≪看護部門の責任者として，中高年
看護師が働き続けられる環境を作る≫のサブカテゴリーを抽
出した。 
≪中高年看護師が現場で力を発揮するには中間管理職である

師長の働きが重要と考える≫ 
「師長さんのスタッフへの関わりですね，やっぱりスタッ

フの動きを見ながら傾聴して承認してあげてとか。」 
「（中高年看護師が）現場で輪を乱すこともありますよ。た

だ，それは師長のマネジメントの知恵でやってもらう。」 
中高年看護師にとっては部署の管理者である師長は最も近

しい存在の上司であるため，看護管理者は師長たちが関わる
ことで，中高年看護師のやりがいを創出したいと考えていた。
看護管理者だけでなく，師長にも取り組んでもらうために，
具体的に指導や助言を行っていた。これより≪中高年看護師
が現場で力を発揮するには中間管理職である師長の働きが重
要と考える≫のサブカテゴリーを抽出した。 
≪中堅層以上の看護師を対象とした研修の必要性を感じてい

る≫ 
「卒後 3 年まではしっかりと指導がいくんですけど。もう

30 代後半から 40 以上になるとほとんど声もかけられないし。」
「管理者さんだと学会に行ったりして，そこで周りの風を

感じられるけれども，スタッフさんたちはそういう機会が少
ない。それがやっぱり課題だと思います。」 

中高年看護師を含み，セカンドキャリア世代までの看護師
への研修機会が少ないと看護管理者は感じていた。若い世代
には豊富に用意されている研修プログラムが働き始めてから
一定の期間を過ぎると減っていくことから，中堅層以上の看
護師に対して，それぞれの経験値にふさわしい研修を提供す
る必要性を感じていた。これより≪中堅層以上の看護師を対
象とした研修の必要性を感じている≫のサブカテゴリーを抽
出した。 

＜看護部門の責任者として中高年看護師が働き続けること
を支援する＞は，≪看護部門の責任者として，中高年看護師
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が働き続けられる環境を作る≫，≪中高年看護師が現場で力
を発揮するには中間管理職である師長の働きが重要と考える≫，
≪中堅層以上の看護師を対象とした研修の必要性を感じてい
る≫から抽出した。看護管理者は，中高年看護師の支援につ
いて，看護部門の責任者の自分にできること，自分にしかで
きないことを考えていた。中高年看護師が今の病院で働き続
けるには何が必要なのかを見極め，判断し，行動していた。
中高年看護師たちの身体的な負担軽減や家庭環境の変化によ
り働き方の変更を余儀なくされる状況に上司として対応し，
彼女たちのやりがいの創出については直属の上司である師長
への指導や助言を行うことも大切だと考えていた。 

Ⅵ．考 察 

抽出された 4 つのカテゴリーをそれぞれに考察する。 
１．カテゴリー＜看護管理者は中高年看護師を様々な側面か

ら位置づける＞ 
看護管理者は，中高年看護師を客観的に様々な方向から位

置付けていた。看護管理者は部門責任者として自身が統括す
る看護師が組織の中で最も効果的にその能力を発揮し，看護
の質の向上を図ることを役割として担っているため，中高年
看護師に対しても，どのように職場の中で働いてもらうこと
が望ましいかを常に思考していたと思われる。管理者として
組織の人的資源を把握し，自施設の看護をより良い方向に導
いていくための戦略を立てる上で，こうした思考が日常的に
なされていると考えた。高柴は 40 代看護師にとっての仕事
の意味の中で中高年看護師が「発言力はあるけど，怒られな
い，褒められない」と自分たちの存在意義にむなしさや不安
を感じていることが窺えたとしている 12）。鈴江も，部署の管
理者である師長は，中高年看護師のキャリア支援として，実
践能力の停滞と，昇進の見通しがないというキャリア上の停
滞は自己コントロールが不可能であることから，【プラトー状
態の受容】を認識していた，とした 13）。本研究の研究参加者
の看護管理者が自施設の中高年看護師に対して語った視点に
は，昇進することがなく，承認機会が少ない中で淡々と働く
側面と同時に，看護実戦能力を冷静に評価する側面があると
考えられた。 
２．カテゴリー＜看護管理者は上司として中高年看護師に温

かな好意的な気持ちを抱いている＞ 
看護管理者は，中高年看護師が看護という仕事を続けてき

たことに対して敬意を払い，『大変だと思う』『頑張っている』
という言葉で，日ごろの努力を表現していたのは，苦労や困
難に共感する気持ちが存在すると思われる。看護管理者の多
くが自身の経験と，これまで仕事を続けてきた中高年看護師
の姿を重ねていると思われた。そうしたねぎらいの気持ちと
同時に『お金だけではない』と彼女たちが働き続ける理由を
評価しているのは，普段の仕事に取り組む姿勢に目を配り，
その内容を信頼しているからだと思われた。 
３．カテゴリー＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の

中にやりがいを見出していると考えている＞ 
山崎は，中高年看護師は，役職登用のチャンスに恵まれな

かった看護師というネガティブな存在ではなく，現場の第一
線で患者の看護に価値を見出し，ジェネラリストとして看護
を楽しみ，専門職として成長を続ける非常にポジティブな存
在であった，としている 14）。山内は，中堅看護師の高い実践
力に期待するのみでなく揺れながら奮闘している中堅看護師
に日ごろから声をかけ，そのうえでできている実践に対して
しっかりと言葉にして評価を与えていくことは必要である，
と述べている 15）。これらの先行研究から考えられる中高年看
護師像は，看護にやりがいを感じ，高い実践能力を持つもの
であり，彼女たちへ評価を伝えることが重要と考える。本研
究の参加者である看護管理者は，中高年看護師の語る看護に
触れたり，実践的なスキルへの関心の高さが現れる場面から
中高年看護師たちが看護を楽しんでいることや成長している
ことを実感していたと思われる。日常の看護ケアの価値を認
め，承認することが必要と認識しており，今後の中高年看護
師の成長を促すために承認の機会を増やしたいと考えていた
と思われる。 
４．カテゴリー＜看護部門の責任者として中高年看護師が働

き続けることを支援する＞ 
職業継続においては意欲と同時に環境が大きな要因となる。

ハーズバーグの二要因論によれば，動機づけと同時に衛生要
因が存在する 16）。看護管理者は，こうした視点からもアプ
ローチを行っていたと思われる。小手川は，組織として中堅
看護師が自己の状況を客観的に認識する，価値観に基づいて
看護を実践するなどの自己の内在する力を発揮できる環境を
作り，更にレジリエンスなどの中堅看護師の力を引き出す支
援を行うことが，看護職からの離職を防止しキャリア発達の
中断を防ぐために重要であることが示唆された，としている 17）。
小野は，研究対象の中高年看護師が労働者としての役割，妻・
母役割，および親を介護する役割などの複数の役割を担うこ
とによって生じる困難を抱えていた，としている 18）。身体的
な衰えを感じる年代となった中高年看護師にとって，家庭の
状況に配慮した勤務体制の変更や異動に協力的な上司の存在
は職務を継続するための支援であると思われる。看護管理者
は自身の持つ権限である勤務体制の調整や異動を通じて，中
高年看護師が働きやすく，仕事を続けることを選択するよう
な環境を作っていたと思われる。 

ただし，看護管理者が，すべての中高年看護師の日常を把
握することは困難であり，そうした役割を師長の働きに期待
していると思われた。看護管理者が師長に指導や助言をする
ことで，中高年看護師が職場の中でその存在意義を発揮し経
験から培われた看護実践を楽しくできる職場環境を提供した
いと考えていた。 

また，中高年看護師が持てる力を十分に発揮するためには，
看護観を語る場を創出することや，中高年看護師同士が交流
する場を設定することを考えており，そうした活動に対する
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支援も希望していると思われた。 
５．カテゴリー間の関係性 

カテゴリー間の関係性としては，看護管理者は中高年看護
師に対して＜看護管理者は中高年看護師を様々な側面から位
置づける＞が，その基盤になるのは＜看護管理者は上司とし
て中高年看護師に温かな好意的な気持ちを抱いている＞こと
であり，＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の中にや
りがいを見出していると考えている＞ので，看護実践の充実
と職場の環境づくりが＜看護部門の責任者として中高年看護
師が働き続けることを支援する＞ことに繋がると考え，行動
していたと思われた。 

今後の，現場の看護管理者への支援として，中高年看護師
が看護観を語る場の創出や，中高年看護師同士が交流する場
の設定等の企画や，中高年看護師が職場で力を発揮できるよ
うな職場を中間管理職が作れることを目標とした研修等が有
用である可能性が示唆された。 
６．研究の限界 

本研究の研究参加者は A 県内の 300 床以上の国公立病院
の看護管理者 9 名であるという限定されたものであり，この
結果が異なる環境の医療施設において当てはまるかどうかは
不明である。また，A 県内でも地域によって看護師の充足状
況は異なり，今回の調査でも中高年看護師が現場で担ってい
る役割は多様であった。今後は，さらに研究参加者の範囲を
広げ，小規模な医療施設や病床区分の異なる医療施設におけ
るデータの収集を行うことで，中高年看護師のキャリア形成
支援を充実させることができる可能性がある。 

Ⅶ．結 論 

看護管理者は中高年看護師のキャリア形成について，ど
のように考え，どのような取り組みをしているかの内容は，
＜看護管理者は中高年看護師を様々な側面から位置づける＞，
＜看護管理者は中高年看護師に温かな好意的な気持ちを抱い
ている＞，＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の中に
やりがいを見出していると考えている＞，＜看護部門の責任
者として中高年看護師が働き続けることを支援する＞の 4 つ
のカテゴリーに統合された。 

カテゴリー間の関係性としては，看護管理者は中高年看護
師に対して＜看護管理者は中高年看護師を様々な側面から位
置づける＞が，その基盤になるのは＜看護管理者は上司とし
て中高年看護師に温かな好意的な気持ちを抱いている＞こと
であり，＜看護管理者は中高年看護師が日常の看護の中にや
りがいを見出していると考えている＞ので，看護実践の充実
と職場の環境づくりが＜看護部門の責任者として中高年看護
師が働き続けることを支援する＞ことに繋がると考え，行動
していた。 

看護管理者への支援として，中高年看護師が看護観を語る
場の創出や，中高年看護師同士が交流する場の設定等の企画
や，中高年看護師が職場で力を発揮できるような職場を中間

管理職が作れることを目標とした研修等が有用である可能性
が示唆された。 

なお，本論文の内容の一部は，第 48 回日本看護学会看護管
理学術集会にて発表した。また，本論文に関して開示すべき
利益相反関連事項はない。 
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◇研究報告◇ 

初期救急患者から 3 次救急患者に対応する A 病院救急室 
看護師が抱える倫理的悩み 

笠原理絵子1）*，安達祥子2），髙橋倫彦2）

 A 病院救急室は初期救急患者から 3 次救急患者に対応し，救急室看護師の業務内容は多岐にわたる。看護実践や診
療の場面で看護師から不安の声や，救命と重症患者対応で治療処置が優先となり，患者家族に対し十分に対応できな
かったなどの言葉が聞かれることがある。 
 今回，救急室看護師が看護実践の場面や出来事の中で抱える倫理的悩みを明らかにすることを目的に，A 病院看護研
究倫理審査委員会の承認を得，半構造化面接で研究を行った。録音したデータから逐語録を作成しコードを抽出した。
結果で，11 のカテゴリーと 29 のサブカテゴリー，93 のコードを得た。結果から，救急医療ではアルゴリズムや初期治
療が確立し医療者の行動が形態化している背景や，患者の尊厳を尊重したい思い，終末期に移行した時，患者家族に適
切な環境や看護が提供できているのか，患者の意思決定時に介入の難しさを感じるなど，様々な思いから倫理的悩みが
生じていたと考える。 

【キーワード】初期救急から 3 次救急，救急室看護師，ジレンマ，葛藤 

Ⅰ．は じ め に 

A 病院救急室は，初期救急患者から 3 次救急患者の初期治
療に幅広く対応し，患者からの電話対応など業務内容は多岐
にわたる。看護師は診療や看護実践の場面で，この対応は大
丈夫だったのだろうかと不安な気持ちを吐露することがある。
また救命処置や重症患者対応の場面でも，治療や処置が優先
になってしまう状況や，家族対応ができなかったという言葉
も聞かれる。これらのことから看護師は自分が行った看護や
日々の出来事を振り返りジレンマや葛藤を感じることがある。
高野らの先行研究で，2 次救急看護師が感じるジレンマは，
「看護師の捉えた患者の状態と医師の指示・方針の間での板
挟み」と，「医師の帰宅方針と不安を抱えた患者家族との板挟
み」であった 1）。初期救急から 3 次救急室看護師に焦点を当
てた研究は見当たらず，これまで A 病院救急室でこのような
研究に取り組んだことはない。今回，本研究を通して初期救
急患者から 3 次救急患者に対応する救急室に勤務する看護師
が看護実践の中でどのような倫理的悩みを感じるのかを知り，
共有し対応できるための方法の示唆にしたいと考えた。 

Ⅱ．目 的 

初期救急患者から 3 次救急患者に対応する救急室看護師が
看護実践の場面や出来事の中で，どのような倫理的悩みを抱
えているのかを明らかにする。 
＜用語の定義＞ 
倫理的悩み：救急室での看護実践の場面や，出来事の過程で
生じた看護師のジレンマや葛藤，思考を示す。また，救急室
に勤務する看護師としてのあり方や，その立場に偏った考え
方，他者との価値観の違いなどを含む。 

Ⅲ．方 法 

１．調査対象：A 病院救急室看護師 14 名 
２．調査期間：令和 2 年 9 月～10 月 
３．調査方法：半構造化面接法を用いた質的研究 

インタビューガイドを用い，半構造化面接法で行った。面
接場所は研究対象者の所属内で行い，プライバシーが確保で
きる場所で実施した。面接は 1 回限りとし，勤務に支障をき
たさないよう調整し 40 分程度，面接を行った。面接内容は参

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）山形県立新庄病院 元山形県立中央病院  2）山形県立中央病院 
＊ E-mail：usajiihahoraana70nen@yahoo.co.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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加者の承諾を得て IC レコーダーに録音し，面接終了後速や
かに逐語録を作成した。 
４．調査内容：1）救急室経験年数 2）初期救急から 3 次救

急患者に対応する A 病院救急室での倫理的悩みの有無 3）
倫理的悩みの具体的な場面 4）倫理的悩みの場面で感じた
ジレンマや葛藤 

５．データの分析方法 
研究メンバーで面接時に録音したデータから逐語録を作成

した。コード化の過程で，研究テーマについて述べている部
分を前後の文脈に留意しながら，意味内容を損なわないよう
要約しコード化した。サブカテゴリー化，カテゴリー化の過
程では，抽出したコードを意味内容の同質性，異質性に基づ
き分類，集約した。分析の過程で，真実性を高めるため幾度
も逐語録に戻り，研究メンバーで繰り返し検討を重ねた。ま
た全ての過程において，看護研究に精通した指導者からの
スーパーバイズを受け，主観的な分析に偏らないよう真実性
を担保した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究の趣旨，研究参加の自由意志，個人情報の守秘，不参
加による不利益がないこと，研究論文等への公開の可能性を
研究説明用紙にて説明した。説明から同意を確認するまで十
分な期間を設け，参加の可否を検討できるようにし，同意書
を回収箱へ投函してもらった。尚，本研究は山形県立中央病
院看護研究倫理審査委員会による審査を受け，承認を得て実
施した。インタビュー構成では，研究者と対象者が同救急室
勤務であるため，精神的身体的負担とならないよう，対象者
の救急室経験年数配分を考慮し，話しやすい雰囲気作りに努
めた。インタビュー時間は 30 分～40 分とした。 

Ⅴ．結 果 

１．対象者の概要 
A 病院救急室看護師に研究依頼し，14 名から同意を得られ

た。平均した部署経験年数は，4 年 10 か月であった。 
２．初期救急患者から 3 次救急患者に対応する救急室看護師

の倫理的悩み 
分析の結果，11 のカテゴリー，29 のサブカテゴリー，93 の

コードが抽出された（表 1）。以下，カテゴリーは【 】で，
サブカテゴリーは〈 〉で，コードは「 」で示す。コード
は，代表的な内容のコード 1 例を抜粋した。 

【救急室でのルーティンな処置や治療】は，機械で行う心
臓マッサージの衝撃，救急搬送時の脱衣，医師の指示や処置
の優先〈非人道的と感じる処置への衝撃的な思い〉〈救急車対
応で脱衣を促す疑問〉〈患者を取り囲み一気に処置を始める申
し訳なさ〉であった。〈非人道的と感じる処置への衝撃的な思
い〉は，「心臓マッサージ，機械（ルーカス）で，非人道的み
たいな感じ，衝撃的でした。これが主流なんだと」，〈救急車
対応で脱衣を促す疑問〉は「なんで（服を全部）脱がせるん

だろう…自分だったら嫌だな」，〈患者を取り囲み一気に処置
を始める申し訳なさ〉は「意識清明な患者に，今どういう状
況で，こういう処置をしてますという説明がないまま進んで
しまう」だった。 

【侵襲が大きい蘇生処置のあり方】は，高齢患者の蘇生処
置，開胸などの救命処置〈（超）高齢患者に施される侵襲の大
きい救命行為に対する疑問〉，〈侵襲が大きく，効果が期待さ
れない救命処置に対する疑問〉であった。〈（超）高齢患者に
施される侵襲の大きい救命行為に対する疑問〉は「高齢者の
CPA（心肺停止）多いですよね。私達もできるだけのことは
しますけど，その患者さんや家族にとってこれが一番ベスト
なのかと考える」，〈侵襲が大きく効果が期待されない救命処
置に対する疑問〉は「即死じゃないけど，もう厳しいだろう
という方に対しても積極的な治療がなされる場面があるじゃ
ないですか，開胸してみたりとか…それが本当にいいのかと
思う」だった。 

【軽症から重症患者の対応で煩雑な状況になるため，患者
対応が疎かになる】は，診察場所の確保，煩雑となる死後処
置とその家族対応，重症患者の対応，待ち時間〈診察場所の
確保やベッド確保のため，患者を医療者の都合に合わせてし
まう申し訳なさ〉，〈煩雑な状況から死後処置や家族で過ごす
時間を確保できない申し訳なさ〉，〈重症患者を優先できなく
なるジレンマ〉，〈待ち時間が長いことの心苦しさ〉だった。
〈診察場所の確保やベッド確保のため，患者を医療者の都合
に合わせてしまう申し訳なさ〉は「次から次へと救急車が来
れば早く病棟に入院案内したいと思ってしまう。説明すら手
短に終わりにして申し訳ないと思う」，〈煩雑な状況から死後
処置や家族で過ごす時間を確保できない申し訳なさ〉は「静
かな環境を整えて，その人にとっての最期だからね。最期の
時間というものを家族と一緒にとってあげたいなと思うけど
なかなか難しい」，〈重症患者を優先できなくなるジレンマ〉
は，「胸痛患者を担当していた看護師が電話に出ていた時，診
察に来た医師が『なんで看護師がいないんだ』と怒った。な
るべく離れないようにと思うが電話の音が鳴りっぱなしで…
優先順位や離れるなというのは分かるが…」，〈待ち時間が長
いことの心苦しさ〉は「待ち時間…，待つね。そういう病院
（初期救急から 3 次救急）だから仕方ないけど，ごめんなさ
いって。声かけようと思うけど行けない。ドアを開けると，
そのたびに目線感じるから，あって思う」だった。 

【コミュニケーション不足により実践に生かせないチーム
医療】は，急変時の医師の指示，医師とのコミュニケーショ
ン〈個々に飛び交う医師の指示を実践する看護師の困惑〉，〈医
師とコミュニケーションがうまく取れないわだかまり〉だっ
た。〈個々に飛び交う医師の指示を実践する看護師の困惑〉は，
「重症な患者が来ると人（医師）が集まってくる。個々に指
示が出て，誰に指示を出しているのかわからない。指示に従
いますけど，まとめる人（医師）が一人欲しい」，〈医師とコ
ミュニケーションがうまく取れないわだかまり〉は「先生と 
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表 1 初期救急患者から 3 次救急患者に対応する救急室看護師が抱える倫理的悩み 
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カンファレンスないですよね。重症患者の振り返りというか。
もっと話し合う場があってもいいのかな」だった。 

【救急室の役割と家族看護の必要性】は，家族対応，家族の
面会，家族への声がけ〈治療や処置の重要性を理解する中，家
族看護の必要性も同時に感じる葛藤〉，〈治療優先で家族の面会
もままならない葛藤〉，〈早期の声がけを心掛ける一方，家族の
要望に応えられない立場から生じる交鎖する思い〉だった。〈治
療や処置の重要性を理解する中，家族看護の必要性も同時に感
じる葛藤〉は「処置が優先になっているところで，看護師らし
い関わりや家族を中心に置いた関わり…でも処置救命も大事
と思うし，どうしようかなと考える」，〈治療優先で家族の面会
もままならない葛藤〉は「患者の予後もいいし，心筋保護のこ
とも考えると。面会もそぞろに（心臓カテーテル治療に）わーっ
て行ってしまう。悶々とする」，〈早期の声がけを心掛ける一方，
家族の要望に応えられない立場から生じる交鎖する思い〉は
「声がけのタイミングも，医師が何も話していないのに，看護
師が先に家族と接触しても何も話せない」があった。 

【救急室看護師の立場や制限と限界】は，電話対応，治療
などの意思決定の介入，懸命な救命処置，カンファレンスや
振り返り，求められる判断〈看護師の立場から伝えた言葉を
誤解されるショック〉，〈治療方針や意思決定の時に看護師と
してどこまで介入出来るのか，出来たかという難しさ〉，〈蘇
生に尽力しても助からなかったことを引きずる思い〉，〈カン
ファレンスや振り返りの場がなく，自分の考えや思いを表出
できないため釈然としない思い〉，〈患者やその家族から看護
師に判断を求められる怖さ〉があった。〈看護師の立場から伝
えた言葉を誤解されるショック〉は，「電話対応でお家の人か
ら『救急車で行きます』と言われたので，救急隊の判断で病
院が選定されることを伝えたら，『あなた感じが悪いわね，冷
たいわね』と言われた。それは私が決めることではないし，
感じが悪いわねっていうのは刺さりました」，〈治療方針や意
思決定の時に看護師としてどこまで介入出来るのか，出来た
かという難しさ〉は「本人の意思（手術はしたくない）は無
視されて，家族の希望が強く OP 室まで入室した。何が出来
たのだろう，どうすれば良かったのかモヤモヤが強く残った」，
〈蘇生に尽力しても助からなかったことを引きずる思い〉は
「本当に頑張って蘇生しなければならない。助からないとね，
もやもやする。何かもっとできなかったのかと考える」，〈カ
ンファレンスや振り返りの場がなく，自分の考えや思いを表
出できないため釈然としない思い〉は「デスカンファレンス
もできてない。自分がこう思っていると思った時に，時間が
あれば同じ勤務の人とできたりするが，なかなか振り返りが
ないところで，何か看護師のストレスではないけど，悶々す
る」，〈患者やその家族から看護師に判断を求められる怖さ〉
は「電話対応で『（病院に）行った方がいいと思いますか？』
と聞かれても，アドバイスはできるが最終判断は…」だった。 

【救急室経験年数により生じる思い】は，救急室勤務経験
の年数，理想とする救急室看護師のあり方，救急室経験年数

の浅さ〈救急室勤務が長いことで生じる慣れへの危機感〉，〈経
験年数が長くても生じる理想と現実のジレンマ〉，〈救急室経
験年数が浅いため判断や説明の難しさ〉があった。〈救急室勤
務が長いことで生じる慣れへの危機感〉は「時間にも追われ
るし，患者さんに対してもっと涙が出る思いをしていたと思
う…悪い意味で慣れてしまった。慣れてはいけないね…」，〈経
験年数が長くても生じる理想と現実のジレンマ〉は「経験年
数が経つにつれ，家族への関わり，側にいる時間を作りたい
と実践しているが，まだまだそれもできていない」，〈救急室
経験年数が浅いため判断や説明の難しさ〉は「どうなるかと
いうアセスメント能力がないので，もう少し経験があれば医
師に確認できたのかもしれない」があった。 

【患者家族へ伝えることの難しさ】は患者家族への配慮〈患
者への配慮が伝わらず誤解されてしまうことへの葛藤〉で，
「電話対応は顔が見えないから，お互いに意思の疎通がうま
くいかないと感じる。患者さんのために伝えても，逆切れさ
れると，意図や思いが伝わらず辛い」があった。 

【教育機関病院の役割を果たしているが，患者の不利益の
疑問，不安】は，検査の必要性，研修医の説明内容や医療行
為〈本当に患者に見合った検査なのかという疑問〉，〈研修医
の診察方法や不十分な説明に対する疑問〉，〈研修医の不慣れ
な医療行為に対し生じる不安〉があった。〈本当に患者に見
合った検査なのかという疑問〉は「この患者にとって必要な
検査なのか。救急だから全部検査すれば良いという訳でもな
いと思う。アセスメントはされているのか」，〈研修医の診察
方法や不十分な説明に対する疑問〉は「高校生に造影 CT 検
査が必要になったが，（研修医は）本人にしか説明しなかった。
親より同意をもらう必要があるのではないか」，〈研修医の不
慣れな医療行為に対し生じる不安〉は「『初めてなんです，子
供の点滴』と患者さんの前で言う。患者に不安を与えている
のではと思う」があった。 

【医療者間の捉え方や考え方の相違】は医師と看護師，看
護師同士の価値観，医師の診断と看護師の捉え方〈医師と看
護師間での価値観の相違〉，〈医師の診断と看護師の捉え方の
相違〉，〈看護師と看護師間での価値観の相違〉があった。〈医
師と看護師間での価値観の相違〉は「先生が感じる重症感と
私が感じている重症感が違うと思うことがある」，〈医師の診
断と看護師の捉え方の相違〉は「傍にいると痛い痛いって冷
汗びっしょりだし，何かしてあげたいが，コンサルトするま
では先生の都合でできないことも多い」，〈看護師と看護師間
での価値観の相違〉は「価値観の違いがジレンマになります。
個人のスキルが高く，価値観も異なるので共有できないとジ
レンマを感じます」だった。 

【プライバシーが確保されない環境】は待合室の環境〈個
人情報が聞こえてしまう危惧〉で，「家族に声がけしても待合
室が狭くて，他の患者さんに聞かれているのだろうなと思う。
待合室で全部済ませるのは，個人情報が保護されていないの
では，と思う時がある」だった。 
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Ⅵ．考 察 

本研究において，初期救急患者から 3 次救急患者に対応す
る救急室看護師の倫理的悩みは，【救急でのルーティンな処置
や治療】【侵襲が大きい蘇生処置のあり方】【軽症から重症患
者の対応で煩雑な状況になるため，患者対応が疎かになる】
【コミュニケーション不足により実践に活かせないチーム医
療】【救急室の役割と家族看護の必要性】【救急室看護師の立
場や，その制限と限界】【救急室経験年数により生じる思い】
【患者家族へ伝えることの難しさ】【教育機関病院の役割を果
たしているが，患者の不利益の疑問，不安】【医療者間の捉え
方，考え方の相違】【プライバシーが確保されない環境】が明
らかになった。 

救急領域には救命や治療に有効とされるアルゴリズムや，
初期治療が確立している。そのため救急車対応時にも医療者
の行動が形態化していることから，看護師は個々の患者に見
合った対応なのか疑問視し【救急でのルーティンな処置や治
療】につながっていたと考える。また，A 病院は教育機関病
院でもあるため，大勢の医師や十分な経験がない医師が患者
を取り囲み処置を始める状況は【教育機関病院の役割を果た
しているが，患者の不利益の疑問，不安】とも関連し，患者
に不必要な侵襲や不快な言動を与えているのではないかとい
う思いから生じていたと考える。 

蘇生の場面では，救命を最優先し高度な処置が施される中，
蘇生困難な患者や（超）高齢者への過剰と感じる治療に対し，
【侵襲が大きい蘇生処置のあり方】につながっていたと考え
る。超高齢社会，多死社会を背景に一人ひとりの尊厳を尊重
したい思いや，これ以上苦しい侵襲を与えたくない思いが生
じていたと考える。特に現在は，独居，核家族化，家族との
疎遠など多様な背景がある中で，一人ひとりの意思や背景を
他者が十分に理解しているとは言い難い実状があり，表 1 の
代表的なコードにある「医療の限界じゃなく，本人の限界も
ある」ことの理解を得るにも，時間を要し侵襲を与えている
背景があると考える。そして，結果的に終末期に移行した時，
看取りの環境としてふさわしいのか，死を遂げた患者が過ご
す場所として適切なのか，業務に患者を巻き込んでしまうこと
に対し，＜診察場所の確保やベッド稼働のため，患者を医療者
の都合に合わせてしまうことの申し訳なさ＞にも関連する葛
藤が生じていたと考える。また，治療内容に疑問を抱く一方で，
救命できなかった場合には＜蘇生に尽力しても助からなかっ
たことを引きずる思い＞もあり，救急室看護師としての役割が
果たせなかったことの複雑な感情が混在していると考える。

次に，救命治療にはチーム医療が重要である中で，【コミュ
ニケーション不足により実践に活かせないチーム医療】が
あった。これはチーム医療の大事さを理解しながらもその実
践につながっていないと感じていること，医師も含めた振り
返りがないため，日々の実践につなげられないことから生じ
ていたと考える。 

【救急室の役割と家族看護の必要性】では，迅速な治療や
処置が患者の予後に影響するため優先してしまうが，看護師
は致死的かつ重症な患者ほど，短時間でも家族との面会時間
を設けたいと考える家族看護も重要な役割だと認識している。
これは，患者に意識はあるが看護師は病状の悪さを認識し，
急変した時には意識のない状態で面会することにつながりか
ねないという思いから生じていたと考える。 

【救急室看護師の立場や，その制限と限界】では，特に意
思決定の場面で尊重すべき患者の意思と家族の間，医師との
間に踏み込めないなどの葛藤から生じていると考える。松村 2）

らが「救急室看護師は短時間で治療選択を迫られる場合や延
命や治療の中断などで代理意思決定をする家族に関わる際，
戸惑うことが多い」と述べているように，患者の意思を尊重
するためどのように介入すべきか確信が持てない面も伺えた。
また，救急室では様々な対応に追われ，時間の制限がある中
で一貫した行動をとることができず，患者やその家族との関
係を十分に構築することが難しい。そのため，治療方針決定
までの過程が不明確かつ短時間であるため，どのように介入
できたのか確信が持てず，看護師は自分の関わりがどのよう
に影響したのか，患者や家族からの評価が得られにくいため，
看護支援がニーズに合っていたのかわからない。そのため＜
カンファレンスや振り返りの場がなく，自分の思いを表出で
きない釈然としない気持ち＞が生じ，解決しようとする場を
カンファレンスに求めていたのがわかった。 

【救急室経験年数により生じる思い】で，経験が浅い看護
師でも，緊急性を見極める能力や急変に対応できる能力，察
知する能力が必要とされ，困難さを感じていると考える。ま
た，経験年数が長い看護師も＜救急室勤務が長いことで生じ
る慣れへの危機感＞があり，煩雑な状況から業務を優先せざ
るを得ない状況や，【救急でのルーティンな処置や治療】が繰
り返されてきたことから生じていたと考える。 

多くの看護師が感じる倫理的悩みには，【患者家族へ伝える
ことの難しさ】があった。これは電話対応などの顔の見えな
い状況から互いの思いが正しく伝わりにくく，患者にとって
良いと思う看護師の考えやその言葉が，患者やその家族の期
待と一致しない状況から誤解を招きやすく，葛藤が生じてい
たと考える。 

3 次救急指定病院の役割に，救急医療の教育機関としての
役割を持つことから，【教育機関病院の役割を果たしているが，
患者の不利益の疑問，不安】があった。医師が患者の病態を
把握しながら検査を進め，それらも含め看護師は迅速な判断
から，患者の苦痛の軽減を期待していることから生じ，これ
は＜待ち時間が長いことへの心苦しさ＞にも関連していると
考える。また医師の経験が浅く，患者側に不安や不必要な侵
襲を与えていないかなどの危惧があると考える。 

【医療者間の捉え方，考え方の相違】では，＜医師と看護
師間での価値観の相違＞や，＜医師の診断と看護師の捉え方
の相違＞があり，高野 1）らの先行研究と類似していた。医師
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の立場を理解すると同時に診断のためとはいえ，早く苦痛を
軽減してあげたい思いや，救急の知識に不慣れな医師との間
で病状に対する認識が一致していないことから生じていたと
考える。高野 1）らは，「看護師は症状の奥にある疾患は何か予
測的な思考を続け，急変や重大疾患が隠れている可能性の怖
さも持ちながらアセスメントしていた」と述べ，A 病院救急
室看護師でも同様のことが言える。 

2 次救急看護師を対象とした高野 1）らの先行研究では，医
師との協働の中でも方針に関連するもの，治療方針に向けら
れたジレンマであった。しかし本研究では，教育機関病院と
しての機能や，煩雑な状況で患者対応ができない，救急室看
護師の立場，経験年数に関する思いなど多岐にわたり，初期
救急から 3 次救急の特徴を捉えた結果が得られた。また，複
数のカテゴリーが関連していることも明らかになった。救急
室は救命から看取りの終末期が混在し，救急室看護師は様々
な対応を求められる中，過去の経験も活かし，患者家族の不
利益とならないよう自分の立場を考えた行動をとっていた。
同時に複雑な感情も混在し，心理的負担も大きいと考える。
その背景には，救急室看護師の役割を果たそうとする，患者の
ニーズに応えようとする姿勢の反面，時間の制限がある中で一
貫した行動をとることができない，対応の中で誤解されてしま
うことや，解決できないまま終え，再び新たなジレンマや葛藤
が発生してしまう状況があると考える。また，相反する意思決
定の場面では，患者やその家族と医療者との合意形成の確立を
望みながら，その介入方法がわからない側面もあると考える。

これらの倫理的悩みに対応していくには，ブリーフィング
やデブリーフィングで医師や看護師の考えを言葉にし，共有
することが有効だと考える。その場で生じた悩みや疑問をそ
のままにせず，言葉にして解決につなげていく姿勢も必要だ
と考える。また，スタッフはカンファレンスや振り返りの場
がないと感じており，思いを表出し共有する，解決する場を
求めている。そのため，カンファレンスや振り返りは情緒的
支援，ジレンマや葛藤を緩和できる一助と考える。しかし，
医療者の一方的な解釈に偏らない多角的な視野を持ったカン
ファレンスの構築が必要と考える。 

本研究の結果は，救急室看護師の立場から考える結果であ
り，医師や患者家族の思いと乖離している可能性も否定でき
ない。私達は，これからも救急室看護師の役割を果たしなが
ら，もっと医師，患者家族と話す機会を設けることにより，
互いの思いを知ろうとする姿勢が解決の糸口になると考える。
本研究の限界 

本研究の限界で研究対象人数が少ないこと，救急室外来環
境の特性として患者の変動が激しいこと，事象の経験値から，
感情や考え方を数値化するための尺度や左右差の有無として
の比較は実施していないため，一般化には限界がある。また，
本研究では研究者と対象者が同救急室勤務であるがゆえにす
べての倫理的悩みを引き出せていない可能性がある。 

結語 
初期救急患者から 3 次救急患者に対応する救急室に勤務す

る看護師は様々な倫理的悩みを抱えていた。その結果で，11
のカテゴリー【救急でのルーティンな処置や治療】【侵襲が大
きい蘇生処置のあり方】【軽症から重症患者の対応で煩雑な状
況になるため，患者対応が疎かになる】【コミュニケーション
不足により実践に活かせないチーム医療】【救急室の役割と家
族看護の必要性】【救急室看護師の立場や，その制限と限界】
【救急室経験年数により生じる思い】【患者家族へ伝えること
の難しさ】【教育機関病院の役割を果たしているが，患者の不
利益の疑問，不安】【医療者間の捉え方，考え方の相違】【プ
ライバシーが確保されない環境】が抽出された。 

その背景には，救命から看取りの終末期が混在し，救急室
看護師の役割を果たそうとする姿勢，患者のニーズに応えよ
うとする姿勢，それに伴う複雑な感情，意思決定の場での介
入の難しさなどがあった。 

倫理的悩みの解決緩和に向けた取り組みとして，医師との
ブリーフィングやデブリーフィングによる共有，多角的な視
野を持った振り返りの場の構築が示唆された。 

本研究は，第 52 回日本看護学会学術集会で口演発表した。
本研究における開示すべき利益相反はない。 

Ⅷ．引 用 文 献 

1） 高野真意，安宅真理，山本明奈：2 次救急における看護師
のジレンマ―その場面での考え・対応を看護師のインタ
ビューから―，第 47 回（平成 28 年度）日本看護学会論文
集（急性期看護），p.11-14，2017. 

2） 松村優子，藤本夏鈴，清水倫子，他：救急外来看護師の倫
理的行動力を高めるための取り組みの効果，第 45 回（平
成 26 年度）日本看護学会論文集（急性期看護），p.321-324，
2015． 
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◇研究報告◇ 

A 病院の産後 2 週間健診における指導の効果と 
今後の課題 

― 初産・経産婦の比較から ― 

小山直子1）*，中島英子1），小澤万純1），徳田眞理子1）

 A 病院では母子への継続支援を目的に産後 2 週間健診を行っている。健診で母親の不安や悩み等の相談事が解決さ
れているのか，指導の効果と課題を明らかにしたいと考えた。71 名の褥婦によくある相談事 15 項目について 4 段階で
回答を求め，それぞれを得点化した。同様の質問紙調査を 2 週間健診前後で実施し平均点を比較した。初産婦 46 名，
経産婦 22 名の有効回答が得られ，91.1％が受けて良かったと回答し，初産婦 12 項目，経産婦 8 項目で健診後の平均点
が有意に高かった（p<0.01）。自由記載は初産・経産婦共に児の体重増加を確認できたことによる安心感が多く，授乳
や乳房に関する質問，里帰り後の不安や相談窓口の要望があった。A 病院の 2 週間健診の指導の効果が確認され，特に
初産婦に対する効果は高く，経産婦にとっても授乳・育児手技の不安の軽減につながっていると考えられた。今後は授
乳・乳房ケアのニーズや産後 1 か月健診以降の不安に対する支援の拡充が課題である。 

【キーワード】産後 2 週間健診，相談事，指導の効果，継続支援 

Ⅰ．は じ め に 

出産後の母親にとって，産後から退院までの入院中は，自
分の体調の変化や気持ちを自分の言葉で医療者に話せる状態
であり，助産師や看護師にとっても，日々のケアや退院指導
の中で，直接的に母児の身体の観察や母親の気持ちを聞くこ
とができる期間である。一方で，川村ら 1）は，退院後の母親，
特に初産婦では，「母乳不足や児の成長」に対する不安，「母
親自身の身体的不調」についての不安や悩みがあると述べて
いる。また，鷲尾ら 2）は，育児不安が最も強いとされる産後
2 週間に，助産師が母親の精神面をチェックすることは，乳
幼児の虐待を予防することにつながると述べている。 

産後 2 週間健診は，厚生労働省の「健やか親子 21（第 2 次）」
政策 3）に基づき，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない
支援体制の一貫として重要性が指摘されている。2017 年度か
らは，産婦健康診査事業が，産後 2 週間健診，産後 1 か月健
診の費用の助成をはじめており，産後の初期段階における母
子に対する支援を強化している。西野 4）は，妊娠中から卒乳
までの継続支援において，産後 2 週間健診は欠かせない重要
な母子保健活動であると述べている。 

これらを背景として，A 病院の産婦人科病棟でも，2018 年
の 8 月以降，産後 2 週間健診（以下 2 週間健診とする）の重
要性を意識し継続して行っている。2019 年は分娩件数 341 件
のほぼ全例に対して（経産婦で電話訪問のみを希望した例も
含む），2 週間健診を実施している。2020 年 3 月からは，
COVID-19 感染予防対策として，問題症例と希望者にのみ電
話訪問を実施していたが，2020 年 7 月からは，2 週間健診の
必要性を優先し，健診室の入室を母児のみに限定することを
条件に再開している。しかしながらこれまで，退院後から 2
週間健診までの母親の不安や心配・悩み・困った事などの相
談事が，A 病院で行っている 2 週間健診によって軽減，もし
くは解決されているのか，指導の効果を客観的に評価したこ
とはなかった。そこで今回の研究を行うことにより，2 週間
健診の指導の効果を明らかにし，今後の課題を検討したいと
考えた。2 週間健診の充実が，母親の希望にさらに寄り添っ
た切れ目のない母子支援につながると考える。 

Ⅱ．目 的 

A 病院で行っている産後 2 週間健診の指導の効果と今後の
課題を明らかにする。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）東千葉メディカルセンター 
＊ E-mail：con-brio.88@eastcom.ne.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅲ．方 法 

１．研究の種類・デザイン 
質問紙調査法による量的研究 

２．研究対象 
A 病院で，2020 年 10 月～2021 年 1 月までに出産した 16

歳以上の褥婦 71 名を対象とした（未成年であっても，民法第
753 条により，婚姻をしている場合は成年に達したものとみ
なし，対象に含める）。ただし，日本語の読み書きができない
場合，本研究の内容の理解が困難と考えられ，除外基準の対
象とした。 
３．2 週間健診の実際 

A 病院の 2 週間健診の実際は（2021 年 2 月時点），平日の
午後に 1 人 30 分の予約制で無料で（自治体からの助成はな
い）行っており，産科経験 2 年目以上の助産師・看護師が担
当している。統一した健診を行うため独自に作成したチェッ
ク用紙を使用（図 1）。児の体重増加に応じて，哺乳方法やミ
ルクの量の調整などアドバイスを行っている。児の体重増加
不良やミノルタが高値であれば，小児科医師に報告・診察を
依頼する。褥婦に対しては，体調の確認と乳房・乳頭の状態
に応じたケアや授乳指導を行う。また，うつ病やパニック障
害・虐待経験などの既往や精神状態が不安定な場合は，産後
入院中と 2 週間健診および産後 1 か月健診で，エジンバラ産
後うつ病質問票（EPDS）・育児支援チェックリスト・赤ちゃ
んへの気持ち質問票を使用し回答を依頼する。回答結果から
産後うつ病・虐待のリスク判定や家事・育児機能の総合評価
を行い，状態に応じたフォローアップを行っている（A 病院
では，内服を必要とする精神疾患がある場合には，分娩を行っ
ていない）。 
４．データ収集期間：2020 年 10 月～2021 年 2 月 
５．データ収集方法 

産後入院中に研究の趣旨と方法を説明し，質問紙を配布し
た。質問紙は NO.1 と NO.2 の 2 部構成の 1 冊となっており，
NO.1 を退院後から 2 週間健診までに回答してもらい，NO.2
を 2 週間健診後から 1 か月健診までに回答を依頼した。回答
済みの質問紙 1 冊は，産後 1 か月健診時の外来に回収箱を設
置して回収した。 
６．データ収集内容 

2 週間健診を特集した助産雑誌の西野 5）の施設で行ったア
ンケート調査結果の記事を参考に，産後 2 週間頃の母親から
よくある相談事を，【授乳】【おっぱい】【赤ちゃん】【母の身
体】の 4 大項目に分類した。さらに，【授乳】を<母乳の分泌> 
<ミルクの量や回数> <授乳の間隔>，【おっぱい】を<乳頭痛> 
<搾乳> <乳房緊満>，【赤ちゃん】を<排尿便> <体重の増加> 
<お臍のケア> <おむつかぶれ・皮膚トラブル> <赤ちゃんが
泣き続ける>，【母の身体】を<尿や便が漏れる> <痛み（傷の
痛み・腹痛・腰痛）> <悪露> <陰部・帝王切開の創>の 15 の
小項目に分類した。各 15 小項目に対する母親の不安・悩み・

心配を，NO.1 と NO.2 共に同じ言葉で表現した（例：<母乳
の分泌>「母乳の分泌が充分なのか不安だ」，<搾乳> 「搾乳
をどのようにすれば良いのか悩んだ」，<悪露> 「悪露につい
ての心配があった」，<体重の増加> 「体重が増えているか心
配だ」）。各項目ごとに，「あなたの思う程度を 4 段階でお答え
ください」と依頼し，①とてもそう思う ②ややそう思う ③
あまり思わない ④全く思わないの 4 段階のリッカート尺度
で回答を求めた。また，母親の思いや気持ちについて自由記
載を設けた。 

その他，年代・出産経験など産後の母親の気持ちに影響が
大きいと考えられる基本属性について回答を求めた。また，
NO.2 では，「2 週間健診を受けて良かったですか？」に対す
る「はい」または「いいえ」の選択回答とその理由，「2 週間
健診を受けて，よくある相談事は解決しましたか？」（例：<
体重の増加> 「体重が増えていて安心しました？」）に対する
「はい」または「いいえ」または「該当しない」を選択回答，
今後の健診体制の改善のヒントとするため日時・料金設定に
ついても選択式で回答を求めた。質問紙は，基礎看護学の専
門家からスーパーバイズを受けながら研究者が独自に作成し
た。 
７．分析方法 

データが正規分布であることを確認し，t 検定による統計
学的検討を実施した。統計ソフトは，Excel の分析ツールの
中の t 検定：一対の標本による平均の検定ツールを使用した。

データ分析方法は，よくある相談事についての母親の思う
程度の 4 段階の回答を，4 段階評価の得点（1 点：とてもそう
思う，2 点：ややそう思う，3 点：あまり思わない，4 点：全
く思わない）に換算し，項目別に 1 人 1 人の 2 週間健診前後

図 1 2 週間健診チェック用紙 
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の回答を得点化した。その後，質問紙に対する回答の 2 週間
健診前の平均点と 2 週間健診後の平均点の差が統計的に有意
か確かめるため，有効回答者全体では 4 大項目に着目し，初
産・経産婦別では 15 小項目に着目して，有意水準（危険率）
5％で両側検定の t 検定を行った。 

加えて，2 週間健診前後の平均点の有意差が，2 週間健診の
指導の効果によるものかを裏付ける根拠とするため，2 週間
健診後に「2 週間健診を受けて，よくある相談事は解決しま
したか？」に対する，15 小項目ごとの解決の有無の人数を単
純集計し初産・経産婦別に照合した。 

「2 週間健診を受けて良かったですか？」に対する回答の
比率について単純集計し，回答理由についても整理・照合し
た。 

年代，日時・料金設定について単純集計した。 
「母親の思いや気持ち」の自由記載については，意味内容

の類似性によって回答をカテゴリー化し，初産・経産婦別の
件数を単純集計後，他のデータとの関連性を検討した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

同意説明文書を用い研究対象者に対して，研究目的につい
て文書および口頭による説明を行い，協力が得られない時で
も不利益にならないことを説明した。本研究は，無記名の質
問紙調査のため，個人情報は匿名化されており，回収した質
問紙は鍵のかかる場所に保管し，研究終了後速やかに廃棄す
ることを説明した。また，研究結果は学会などで発表する可
能性もあることを説明した。説明後，文書による同意を取得し
た。本研究はA病院倫理委員会の審査で承認された（第112号）。

Ⅴ．結 果 

質問紙配布数 71 名。回収率は 100％。有効回答数 68 名（初
産婦 46 名，経産婦 22 名）。有効回答率は 95.7％であった。 
１．基本属性 

初産婦は 46 名（67.6％），経産婦は 22 名（32.3％）であっ
た。年代は 10 代 1 名（1.4％），20 代 28 名（41.1％），30 代 39
名（57.3％），40 代 0 名（0％）であった。分娩方法は経腟分
娩 56 名（82.3％），帝王切開術 12 名（17.6％）であった。2 週
間健診日時の希望は「平日午前」9 名（13.2％），「平日午後」
45 名（66％），「休日午前」7 名（10.2％），「休日午後」6 名
（8.8％）であった。2 週間健診利用時間の希望は「30 分」65
名（95.5％），「30 分以上」2 名（2.9％），「30 分以下」1 名（1.4％）
であった。2 週間健診が有料でも受診したいと答えたのは 57

名（83.8％）で大半を占めていた。2 週間健診料金の希望は
「1000 円以下」21 名（30％），「1000 円～2000 円」22 名（32％），
「2000 円～3000 円」10 名（14％），「3000 円～5000 円」4 名
（6％）であった。母乳育児外来の将来的な希望は「有料でも
利用したい」51 名（75％）であった。 
２．質問紙調査結果 

質問紙調査のよくある相談事：【授乳】【おっぱい】【赤ちゃ
ん】【母の身体】の 4 大項目全てに対する有効回答者全体の 2
週間健診前後の平均点の差は，有意水準 5％で両側検定の t 検
定を行った結果，p<0.01 であり有意であった。「2 週間健診を
受けて良かったですか？」に対する回答は，「はい」が 62 名
（91.1％），「いいえ」が 6 名（8.8％）だった。 

2 週間健診を受けて良かった理由については，「児の体重増
加が確認できたこと」（34 件），「不安解消や気分転換になっ
た」（30 件），「授乳について聞けた」（11 件），「臍や皮膚トラ
ブル，排泄などについて聞けた」（6 件）が記入されていた（表
1）。受けて良くなかった理由については，「児の体重測定のみ
だった」（2 件：初産・経産婦），「乳房の様子もみてほしかっ
た」（1 件：初産婦），「あまり相談することができなかった」
（1 件：初産婦），「体重が増えていなくて不安が増した」（1
件：経産婦），「退院前と健診時での混合栄養の指導方法がス
タッフにより相違があり混乱した」（1 件：経産婦）の 6 件が
記入されていた（表 1）。 

2 週間健診前後の 15 小項目別平均点比較では，有意水準
5％で t 検定（両側検定）を行った。その結果，初産婦では
<母乳の分泌> <ミルクの量や回数> <授乳の間隔> <乳頭痛> 
<乳房緊満> <体重の増加> <お臍のケア> <赤ちゃんが泣き
続ける> <尿や便が漏れる> <痛み（傷の痛み・腹痛・腰痛）> 
<悪露> <陰部・帝王切開の創>の 12 小項目で，健診前より
健診後に平均点が高く心配とは思わないという結果であり，
有意差が認められた（p<0.01）（図 2）。しかし，初産婦では
<搾乳>（p=0.471），<排尿便>（p=0.15），<おむつかぶれ・皮
膚トラブル>（p=0.742）の 3 小項目は健診前後の平均点に有
意差がなかった（図 2）。経産婦では<母乳の分泌> <乳頭痛> 
<乳房緊満> <排尿便> <体重の増加> <赤ちゃんが泣き続け
る> <痛み（傷の痛み・腹痛・腰痛）> <陰部・帝王切開の創>
の 8 小項目で，健診前より健診後に平均点が高く心配とは
思わないという結果であり，有意差が認められた（p<0.01）
（図 3）。しかし，経産婦では<ミルクの量や回数>（p=0.479），
<授乳の間隔>（p=0.357），<搾乳>（p=0.055），<お臍のケア>
（p=0.057），<おむつかぶれ・皮膚トラブル>（p=0.575），

表 1 「2 週間健診を受けて良かったですか？」に対する回答とその理由 
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図 2 2 週間健診前後の 15 小項目別平均点比較（初産） 
t 検定（両側）：（p<0.05） 

図 3 2 週間健診前後の 15 小項目別平均点比較（経産） 
t 検定（両側）：（p<0.05） 
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<尿や便が漏れる>（p=0.055），<悪露>（p=0.082）の 7 小項
目は健診前後の平均点に有意差がなかった（図 3）。 

2 週間健診後の 15 小項目別解決の有無の人数を初産・経産
婦別に比較したところ，初産婦では，<母乳の分泌> <ミルク
の量や回数> <授乳の間隔> <搾乳> <乳房緊満> <排尿便> 
<体重の増加> <お臍のケア> <おむつかぶれ・皮膚トラブル> 
<赤ちゃんが泣き続ける> <尿や便が漏れる> <悪露> <陰
部・帝王切開の創>の 13 小項目で解決した人数の方が多く，
<乳頭痛> <痛み（傷の痛み・腹痛・腰痛）>の 2 小項目で未
解決の人数の方が多かった（図 4）。経産婦では，15 小項目全
てで解決した人数の方が多かった（図 5）。 

母親の思いや気持ちに関する自由記載では，赤ちゃんの体
重増加を確認できたことによる安心感，授乳やおっぱいに関
する質問，里帰り後の不安や相談窓口の要望など，初産・経
産婦共通のニーズが見られる一方，経産婦では上の子に対す
る心配などの記載も見られた（表 2）。 

Ⅵ．考 察 

１．指導の効果 
よくある相談事の 4 大項目全てに対し，有効回答者全体の

2 週間健診前後の平均点の差は，統計的に有意であることが
確認でき（p<0.01），91.1％が 2 週間健診を受けて良かったと
回答している。また自由記載でも 2 週間健診を受けることで
安心感を得たり，不安や問題の解決につながっているという
内容の記載が多いことから，A 病院の 2 週間健診における指
導の効果はあったと考えられる。 

初産婦は，よくある相談事の 15 小項目中 12 項目で健診前
より健診後の平均点が有意に高く（p<0.01），有意差がなかっ
た 3 項目に対しても健診後に解決した人数の方が未解決の人
数より多かった。初産婦は，自由記載に児の体重増加がわか
り安心したと記載している人数も多く，1 か月健診より早い
時期に相談できてよかったとの記載も多かった。飯田 6）は，
新生児に接する機会が乏しい初産婦は出生後の生理的変化，
新生児の特徴や授乳や育児方法がわからず，すべてに不安を
感じ育児不安が高くなる傾向がみられたと述べている。また，
島田ら 7）は，初産婦は経産婦より疲労感と育児に対する自信
喪失感を感じている者が有意に多いと述べている。初産婦は
初めての育児のため入院期間だけではわからないことや退院
してから初めて経験することも多く，不安を抱えて過ごして
いると考えられる。しかし，飯田 8）は，2 週間健診受診によ
り，助産師などによる専門職から母親が児と関わる育児行為
を確認しながら，自己効力感の先行要件である成功体験の承
認や言語的説得により，母親に自信を持たせることができた
と述べている。これらのことから，1 か月健診までの間に 2 週
間健診があることで，早い段階で退院後の不安や心配ごとの
相談ができ，それらの解決につながったのではないかと思わ
れる。よって，初産婦に対する 2 週間健診の指導の効果は高
いと言える。 

経産婦は，15 小項目中 8 項目で健診前より健診後の平均点
が有意に高く（p<0.01），<ミルクの量や回数> <授乳の間隔> 
<搾乳> <お臍のケア> <おむつかぶれ・皮膚トラブル> <尿
や便が漏れる> <悪露>の 7 項目で有意差がなかったが，健診
後に解決している人数は未解決の人数より多い。自由記載で
も，児の体重増加や母乳分泌の確認が安心材料になったなど
の記載も多かった。経産婦は育児を経験しており，授乳の手
技や乳房トラブルへの対処方法をすでに取得していることが
多く，児の成長過程を知っている。上原ら 9）は，退院時・1 ヶ
月後において母親としての自信を持っていた母親は，初産婦
より経産婦のほうが有意に多いことが明らかになったと述べ
ている。また，島田ら 10）は，産褥期育児生活肯定感尺度改訂
に関する研究において，第 1 因子「親としての自信」および
第 2 因子「自己肯定感」は，経産婦のほうが初産婦より得点
が有意に高かった（各因子ともに p<0.01）と述べている。こ
れらのことから，経産婦は親としての自信をもっていること
が文献から示唆されているが，健診により児の体重増加を確
認し，乳房や授乳に問題がないことを指導者とともに確認す
ることで，自分の行ってきた育児が間違っていなかったこと
がわかり，不安の軽減につながったのではないかと考えられ
る。よって，経産婦に対する 2 週間健診の指導の効果が確認
できたと言える。しかし経産婦では，上の子の心配や 2 人目
の育児だが不安に思うなどの自由記載も見られた。菅原ら 11）

は，経産婦は前回の育児経験との違いに対する戸惑いや上子
と児の関係など，初産婦とは異なった悩みも考えられ，支援
が必要な対象を見極めていく必要があると述べている。経産
婦特有の不安や悩みにも対応した支援が，経産婦に対する指
導の効果にもつながることが示唆された。 
２．今後の課題 

項目別視点で考えると，<乳房緊満> <乳頭痛>の健診後の
平均点は，初産・経産婦ともに健診前より有意に高いが
（p<0.01），初産婦は<乳頭痛>に関しては健診後も未解決の
人数が上回っている。自由記載からも，特に初産婦からは授
乳姿勢のコツを教えてほしい，母乳をあげても痛いなど，授
乳方法や乳房トラブルに関する記載も多かった。このことか
ら，2 週間健診で，乳頭痛に対する不安の解消はできていな
かったと言える。長谷部 12）は，乳頭の痛みなどにより授乳が
憂鬱な時間に思えることは，母乳をあげたい母親にとって大
変辛いことであり，痛みの原因を明らかにし，それにあった
対処ができるようなケアが必要であると述べている。2 週間
健診で乳頭痛による授乳困難を解決に近づけるためには，授
乳時間に合わせて来院を促し，授乳状況の観察を行い，乳頭
痛の原因に応じた対処法を指導できるようにすることが必要
であると考える。さらに，初産・経産婦共に【授乳】に関す
る自由記載が多く，乳房ケア・授乳指導の不足やスタッフ間
の指導の相違が 2 週間健診の不満の理由にも挙げられている。
冨田ら 13）の研究でも，2 週間健診の満足度の平均点が低い項
目は全て授乳指導だったことから，授乳指導は 2 週間健診の 
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図 4 2 週間健診後の 15 小項目別解決の有無人数比較（初産＝46 人） 

図 5 2 週間健診後の 15 小項目別解決の有無人数比較（経産＝22 人） 
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満足度を左右すると述べている。A 病院でも 2 週間健診にお
ける乳房ケア・授乳指導に対するニーズは高く，それらに対
応するため，スタッフの授乳に関する指導技術を統一し向上
させていくことが必要である。 

健診の日時については，現状の平日午後（66.1％）に約 30
分間（95.5％）という希望が多数を占めた。しかし，現状の無
料で 30 分間の 2 週間健診では，ケアに限界を感じる面もあ
る。30 分という短い時間の中では，来院と授乳の時間を合わ
せることも困難なことから，充分に授乳の観察や指導が行え
ず，乳頭痛の解決につながらなかった可能性がある。質問紙
調査結果からも，有料でも健診を受けたいと希望した母親は
8 割以上いる。A 病院でも有料制で所要時間を現行よりも長
くすることにより，来院時の授乳のタイミングも調整し易く
なり，授乳指導や乳房ケアにかける時間が増えることで，さ
らにケアが充実し，母親だけでなくスタッフにとっても満足
度の上昇につながるのではないかと考える。 

自由記載で，里帰りから自宅へ戻りサポートが少なくなっ
た後の不安の訴えや，初産・経産婦共に退院後の相談窓口を
知りたいという要望，2 週間健診の不満の理由にあまり相談
することができなかったという声もよせられている。母乳育
児外来の将来的な希望については，75％が有料でも利用した
いという結果であった。岡田 14）は，里帰り中は家族からのサ
ポートがあるため母親は赤ちゃんの世話に専念することがで
き，赤ちゃんのペースで生活できるが，自宅に戻りサポート
がなくなると生活が一変することが多いようだと述べている。
また，島田ら 15）は，自宅に手伝いに来てくれていた親らが帰
るであろう 2 か月以降は，核家族では孤独感や焦りが増強す
る可能性も否定できないと述べている。これらのことから，
産後 1 か月健診以降も継続支援は必要不可欠であると考えら
れる。信頼できる相談窓口の提供を行ったり，有料の母乳育

児外来の開設や日帰りも含めた産後ケアの充実など，母親の
様々なニーズに対応できる持続可能な産後のサポート体制を
構築し，2 週間健診，1 か月健診以降の支援体制を拡充させる
ことが今後の課題である。高橋 16）は，2 週間健診で児の様子
や成長を母親と一緒に確認し，母親の不必要な心配や不安を
取り除いて安心させていくこと，そして 24 時間休みなく行っ
ている母親の育児を労い，これからの育児が母子共に健やか
に継続できるようにしていくことが私たちの目的であり，そ
のためには支援・指導内容が母子にとって負担なく実現・継
続可能なものであるかどうか母親の心身の状態を観察しなが
ら評価することが必要となると述べている。2 週間健診は退
院後から 1 か月健診までの間にある必須の通過点として，1
か月健診以降も産後の母子への切れ目のない支援リレーを維
持していくためのバトンを渡す，重要な健診であると考える。
A 病院でも，2 週間健診以降の育児も見据えながら，母親の
思いに寄り添った母子支援を継続していきたいと考える。

Ⅶ．結 論 

１．A 病院の 2 週間健診における指導は，産後の母親の不安
や悩みの軽減に効果があることが明らかになった。 

２．特に初産婦に対する指導の効果が高いが，経産婦にとっ
ても授乳・育児手技に対する不安の軽減につながっている。

３．初産・経産婦共に授乳・乳房ケアに関するニーズが高い
ため，授乳に関する指導技術の統一と向上が必要である。 

４．産後 1 か月健診以降の不安にも対応するため，相談窓口
の提供や母乳育児外来の開設，産後ケアの充実など支援体
制の拡充が課題である。 
本論文の内容の一部は第 52 回日本看護学会学術集会にお

いて発表した。 
なお，本論文に関して開示すべき利益相反関連事項はない。

表 2 自由記載内容例 
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◇研究報告◇ 

学習会による看護師の PICS に関する認識・意識の変化 

今谷寿子1）*，阿部雅恵1），山下裕紀子1），岡崎美幸1）

 研究目的は，学習会を行い看護師の PICS の認識，予防の意識の変化を明らかにすることを目的とした。江尻らが作
成した「ICU 看護師の PICS の理解」をもとに，質問紙を 5 段階評定尺度で作成した。PICS に関する学習会前後で 41
名の看護師に実施した。学習会後の質問紙に自由記載の欄を設けた。認知の項目は PICS の理解について介入後に有意
に高くなった（p＜0.05）。認識の項目は PTSD に関して介入後に有意に高くなった（p＜0.05）。知識の項目は運動機能
障害や認知機能障害，せん妄に関する内容で介入後に有意に高くなった（p＜0.05）。看護記録では，夜間の入眠状況や
精神状態，活動状況の記載があった。自由記載の内容は，患者の離床や入眠状況，精神状況を注視するようになったと
いう内容が多くあった。学習会で PICS の認識ができ，PICS 症状の観察や介入の記録を継続することで PICS 予防に対
する意識が高まったと言える。今後も PICS 予防のため定期的な学習会と記録の継続が必要と考える。 

【キーワード】集中治療後症候群，学習会，看護師 

Ⅰ．は じ め に 

集中治療後症候群（Post Intensive Care Syndrome ;PICS，
以下，PICS）とは 2012 年に提唱された概念で「ICU 在室中
から退室後，退院後まで生じる運動機能，認知機能，精神の
障害のことを言う。特に集中治療室で人工呼吸患者の 25～
80％，敗血症患者の 50～75％に発症する」1）と言われている。
急性期医療を担う A 病院の心臓血管センターは，心臓血管外
科疾患や循環器疾患を主とした病棟である。心臓血管セン
ター内にある集中治療室・CCU では，緊急手術後や急性冠症
候群，生死にかかわる重症患者の受け入れを行っている。そ
のため循環・呼吸不全などの重症疾患により合併症や機能不
全を発症して重篤化しやすいが，A 病院の心臓血管センター
の看護師は， PICS に対しての認識が低く，予防的な介入が
できていなかったため，認識があれば ADL 低下や認知機能
の低下を防ぐ関わりができるのではないかと考えた。PICS を
発症すると入院が長期化するため，術後の早期離床やせん妄
予防，栄養管理等，多職種を含めた介入を求められる。「重症
患者が生き延びたあとに起こりうることを医療従事者が知る
こと。まずは知って，それを ICU-病棟間で共有することが

PICS を防ぎ，PICS に悩む患者や家族に対して手を差し伸べ
られる一歩になる。」2）とあるように，まずは心臓血管セン
ターの看護師の PICS の認識を高める必要があると考えた。 

本研究では，学習会を行い，看護記録を継続することで看
護師が PICS について理解が深まり，看護師の PICS 予防に
対する認識・意識の変化について検証したので報告する。 

Ⅱ．目 的 

学習会によって PICS の予防的介入について理解を深め，
看護記録を継続することで看護師の PICS について認識度，
PICS の予防に対する意識の変化について明らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．研究期間：2019 年 12 月～2020 年 6 月 
２．研究対象者：心臓血管センターに勤務する，経験年数 1

～25 年の看護師 41 名 
３．研究方法 
１）研究対象者に研究内容を説明して同意を得た。 
２）A 病院の心臓血管センターの看護師が，どの程度 PICS

の内容について知識を有しているかを確認するため，質問

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）山口県済生会下関総合病院 
＊ E-mail：0620hisako@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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票の冒頭に，「内容を知っている・聞いたことがある程度・
知らない」について問うた。 

３）江尻ら 3）が作成した「ICU 看護師の PICS の理解」をも
とに，独自の質問用紙（以後，PICS 理解度の質問紙）を作
成した。PICS の認知・認識・知識の 3 つの項目に分け，認
知は 6 項目，認識は 8 項目，知識は 19 項目とした。評価方
法は 5 段階評定尺度（5：非常にそう思う，4：ある程度そ
う思う，3：ややそう思う，2：あまり思わない，1：全く思
わない・わからない）とした。なお，作成された質問項目
の信頼性は，江尻らのデータ収集後のクロンバックα係数．
934 が確認されている。妥当性は，データ収集前に江尻ら
の検討に加えて，PICS の知識がある ICU 経験 5 年以上の
複数の看護師と内容の検討を行い，プレテストを重ねて表
現を調整して妥当性の確保をしたものである。 

４）同意を得られた看護師に 1 回目の PICS 理解度の質問紙
（介入前）を実施した。その後，PICS 症状や PICS を予防
するために看護師が行える予防的介入についての資料を作
成し，研究者が調査対象者に 30 分の学習会を 8～15 名ず
つの集合学習を実施した。 

５）4 月から 6 月末までの心臓外科の予定の開胸手術，緊急
の開胸手術，開腹手術，心筋梗塞，心不全，敗血症，DIC で
集中治療室に入室した患者の PICS 症状について毎日，各
勤務帯で記録をするよう促した。 

６）学習会 3 ヶ月後に看護師へ 2 回目の PICS 理解度の質問
紙（介入後）を実施し，介入後の質問紙の最後に，PICS と
学習会について自由記載の欄を設けて記述してもらった。
また，「内容を知っている・聞いたことがある程度・知らな
い」の質問を設け PICS の内容を理解（認識）しているか
再度確認した。 

７）研究期間中の看護師の PICS に関する看護記録の記述内
容を確認し，症状別に整理した。 

４．分析方法 
１）介入前後で，看護師に対して PICS 理解度の質問紙調査

を実施した。結果は，ウィルコクソンの順位和検定を用い
て分析した。 

２）介入後の自由記載の内容から，類似性のあるものを相違
点・共通点について比較してコード化した。次にそのコー
ドを相違点・共通点について比較することによりサブカテ
ゴリー化し，さらにそれを統合しカテゴリーとした。内容
を研究者間で合意が得られるまで分類を繰り返し，分類妥
当性の確保に努めた。 

３）4 月から 6 月末までの心臓外科手術や緊急入院で集中治
療室に入院した患者の看護記録を調査・整理した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究者の所属施設の倫理委員会で承認を得た。同意書を作
成し，本研究の目的及び研究への参加は自由意志に基づくこ
と，アンケート内容は，無記名としデータは統計的に処理し

プライバシーを保護すること，本研究以外では使用しないこ
とを書面で説明し同意が得られたものを対象とした。 

Ⅴ．結 果 

１．アンケートの回収率及び有効回答率は介入前後ともに 41
名分（100％）であった。 

２．心臓血管センター看護師で PICS を知っている（認知度）
人の人数は介入後に増加した（表 1）。 

３．心臓血管センターの 4 月から 6 月の手術件数は，予定手
術は 18 件，緊急手術は 2 件であった。 

４．PICS 理解度の質問紙について 
１）認知の項目では，介入前後で比較して 6 項目のうち「自

分の PICS の理解は十分である」1 項目のみ介入後に有意
に高くなったが，平均点は介入前で 1.93，介入後に 2.48 と
他の項目に比べて低かった。 

２）認識の項目では，8 項目のうち「PTSD の予防で患者が
集中治療室での記憶と体験を取り戻すことは重要である」
1 項目のみ有意に高くなった。 

３）知識の項目では，19 項目のうち 17 項目で有意に高くなっ
たが，「PICS による認知機能障害の危険因子としてせん妄
がある」，および「運動機能障害は，長期の人工呼吸器管理
が要因の一つである」の項目では有意差を認めなかった（表
2）。 

５．自由記載の分析の結果，29 のコードと 8 のサブカテゴ
リー，5 のカテゴリーが抽出された。以降，カテゴリーを
≪ ≫，サブカテゴリーを【 】，コードを「 」と表す。
29 のコードから≪疼痛を重視する≫≪早期離床を重視す
る≫≪栄養状態を重視する≫≪睡眠状況を重視する≫≪精
神状況を重視する≫≪患者・家族のメンタルヘルス障害を
重視する≫≪看護記録を重視する≫≪学習を重視する≫の
8 つのサブカテゴリーを構成し，【身体機能障害を重視する】
【認知機能障害を重視する】【家族を重視する】【記録を重
視する】【学習を重視する】の 5 のカテゴリーが抽出された
（表 3）。 

６．看護師が介入中の看護記録の記述内容は，「眠剤を投与す
るがしっかり入眠できず，ADL は車いすに移乗できる程度
である」，「ADL，起き上がり立位などは自立している」，
「夜間，十分に眠れてなくストレスを感じている様子あり，
食事摂取は良好」，「夜間 3 剤の眠剤を使用し入眠できてい
る，せん妄症状なく精神状態安定している」，「日中食後に
は 1 時間ほど傾眠されているが，覚醒時は音楽を聴いたり，

表 1 PICS について知っているかの内訳 
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表 2 介入前後の PICS 理解度の質問紙 平均点の前後の比較（N=41） 
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表 3 学習会による看護師の介入行動の変化 
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 スタッフと談笑されて過ごす」など PICS についてアセス
メントした記述があった。 

Ⅵ．考 察 

学習会を行うことで，看護師が PICS について認識が深ま
り，PICS の予防に対する意識の変化について検証した。 

PICS について知っている看護師の人数は，学習会前では，
PICS の内容を知っていると回答した看護師は 3 名，聞いた
ことがある程度と回答した看護師は 15 名，知らないと回答
した看護師は 23 名で認識度も低い状態だった。学習会後は，
内容を知っていると回答した看護師は 26 名，聞いたことが
ある程度と回答した看護師は 14 名，知らないと回答した看
護師は 1 名と変化した。このことから，学習会を行い，看護
記録へ PICS 症状を記載するよう促した結果，認識度が高
まったと言える。しかし，認知の項目⑥「自分の PICS への
理解は十分である」（表 2）では有意に高くなったが，平均点
は他の項目に比べ低く，PICS を知ることはできたが，PICS
に関する理解が十分なのか自信がなく点数が低くなったと考
える。自由記載でも「PICS への理解が十分でないため勉強を
していきたい」，「一度の学習会ではなく，継続的に学習会を
開いていく必要があると思う」のコードが抽出されており，
学習会の実施と看護記録を継続していくことが必要と考える。

認識の項目⑪「PTSD の予防で患者が集中治療室での記憶
と体験を取り戻すことは重要である」（表 2）で学習会後に有
意に高くなったのは，今回の自作の資料や，自己学習から知
識を得たことで，PTSD の発症につながるという認識が高
まったためではないかと考える。山口ら 4）は「患者の ICU で
起こった正しい情報を提供することは，記憶の再構築を助け
ることとなり，ICU での記憶に苦しんでいる患者に対し，有
効な看護介入である」と述べている。また，卯野木 5）は「ICU
での環境や治療・看護が，十分に強い情動反応を伴い，侵入
的に想起されるような非常に強い記憶につながっている可能
性があり，通常の患者ケアや環境にも十分配慮するべき」と
述べている。他施設では，PICS 症状の PTSD の発症を軽減
する対策として ICU ダイアリーなどの介入が行われている
が，A 病院の心臓血管センターでは行っていない。また，自
由記載では「他の病院では何年も前から取り組んでいて，当
院では最新の看護から遅れていると思った」という意見も
あった。今後，患者へ集中治療室での記憶を正確に伝える手
段を工夫することが必要であると考える。 

認識の項目⑦「PICS に対しての早期の適切なリハビリ介入
が重要である」（表 2）では有意差はなかったが，知識の項目
⑱「運動機能障害が生じた患者の ADL の改善に 1 年以上必
要なこともある」，㉒「運動機能障害に最も深く関与する要因
として，重症疾患や炎症がある」，㉔「運動機能障害は，敗血
症や ARDS などの重症患者の約半数が発症する」，㉛「運動
機能障害は，神経筋障害で左右対称性の四肢麻痺を呈する」
で学習会後に高くなった。これは，集中治療室では毎朝，医

師・看護師・理学療法士で患者の離床についてカンファレン
スを行い，日中の業務調整をしたこと。また，集中治療室を
退室後も継続して週 1 回，理学療法士と看護師によるカン
ファレンスを行っていたことで上昇したと考えられる。学習
会を行うことで，PICS に関する詳細な知識が増えたことで，
知識の運動機能障害に関する項目で高くなったと言える。ま
た，自由記載の【疼痛を重視する】で「患者が離床できるよ
う医師にも鎮痛剤を提案するようになった」や，【早期離床を
重視する】で「術後患者の早期離床を促すようになった」，
「PICS を意識することで，離床状況に以前よりも気が付く
ようになった」，「前日の離床状況を情報収集し，違いを観察
するようになった」などのコードが抽出された。「PICS 予防
のために ICU から始めるケアの中で，一般病棟でも継続する
ものとしてリハビリテーションはとても重要である」6）と言
われているが，今回は PICS 症状についての看護記録を継続
することで，患者の ADL の経過が分かりやすくなり，疼痛
管理をしながらのリハビリテーションに対する継続意識が高
まったと考える。 

認識の項目⑧「PICS に対して生活リズムを整えることは重
要である」（表 2）で有意差を認めなかった理由は，研究前か
ら元々患者の生活リズムを整えることに対する意識が高かっ
たためと考える。自由記載の【睡眠状況を重視する】で，「夜
間の入眠状況や精神状態をより気にかけるようになった」，
「日中の逆転がないか，不可解語や行動の変化・ADL に気を
付けて観察している」，「夜勤帯での睡眠状況や患者のさりげ
ない言葉まで意識して観察するようになった」，「せん妄対策
を活用し入眠できない患者には眠剤を提案することができ
た」，「夜間の睡眠の質を気にかけるようになった」などのコー
ドが抽出された。本研究により，せん妄対策や学習会で患者
の生活リズムを整えることの必要性と知識が深まったこと，
各勤務で PICS 症状についての看護記録をしたことで細かい
様子まで観察するようになり，看護師の睡眠に対する意識が
高まったと言える。PICS 対策は「個人が頑張ってやるのでは
なく組織としてシステムの中に組み込み，それを記録に残し
ていくことが重要」7）であり，「看護記録は患者とのコミュニ
ケーションツールであると同時に，医療チームのコミュニ
ケーションツールとしての側面を有している」8）ため，各勤
務で PICS 症状を記録に残したことで，看護実践の継続性を
一貫して行うことができるようになり，患者の個別性を把握
した上で，その情報を次のケアに生かした予防的な関わりが
できるようになったと考える。 

知識の項目⑰「PICS による精神症状は，PTSD 症状を呈す
る」，⑲「PICS による精神症状として，不安の症状を呈する」，
㉑「PICS による精神症状として，抑うつ症状を呈する」，㉓
「PICS による精神症状が 1 年以上続く場合もある」，㉙「ベ
ンゾジアピン系薬剤は，PICS の精神症状発症要因の 1 つで
ある」，32「PICS による認知機能障害は，記憶，注意，遂行
機能の障害が主である」，33「精神疾患の既往は PICS の精神
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症状を引き起こす要因の 1 つである」（表 2）で学習会後に知
識が増加していた。自由記載の【精神状況を重視する】では，
「術後の患者の精神状態を観察するようになった」，「せん妄
のない患者でも各勤務でせん妄の記録があるため，状況が理
解しやすくなった」，「言動・行動など前日との比較など，注
意して観察するようになった」，「精神症状含め ADL の向上
状況，精神状態の把握に繋げる事ができると思う」などのコー
ドが抽出され，せん妄のアセスメントと予防・対策は PICS ケ
アにおいて優先度が高いことへの理解が深まり，知識が増え
てアセスメントが可能になったと考える。 

本研究では，当初は家族との関わりを深め，リハビリテー
ションへの参加などを促して PICS-F についても介入する予
定であったが，新型コロナウイルスの流行で面会制限が始ま
り，研究期間中は面会ができない状況であった。その状況で
あっても「面会制限のある中でどうしたら患者と家族が思い
を伝えられるようになるのか考えるようになった」や，「面会
制限がある中，家族と接する機会が少なくなったが，できる
限り患者の状況を伝えられるようになった」などのコードが
抽出された。「パンフレットを用いる利点は，医療者と家族の
コミュニケーションの機会が生まれることや，患者の治療や
家族に，今後起こり得る症状について情報提供ができる点」9）

であるので，面会制限がある中での家族への関わり方や情報
提供のツールとしてパンフレットを使用しながら，今後の生
活様式に合わせた看護介入を考えていくことが今後の課題で
ある。 

Ⅶ．結 論 

看護師へ学習会を実施したことで，PICS について理解が深
まり，看護記録を継続したことにより，看護師の PICS 予防
に対する認識の向上・意識の変化がみられた。 

本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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◇研究報告◇ 

高齢糖尿病患者がインスリン療法を継続しながら 
生活を調整するプロセス 

坂本倫基1）*，赤峰五月1），中尾美穂2），手島佳代子1），江﨑香寿美3），志垣仁美1），黒髪 恵4）

【目的】：高齢糖尿病患者が糖尿病発症から現在まで，インスリン療法を継続しながらどのように生活を調整してきたか
を明らかにする。 

【方法】：研究デザインは，質的記述的研究である。インスリン療法を行っている 75 歳以上の 2 型糖尿病患者 6 名に半
構造化面接を行った。 

【結果】：高齢糖尿病患者が，インスリン療法を継続しながら生活を調整するプロセスは，糖尿病やインスリン療法に対
して，苦悩や抵抗感を持ちながらも，決心し模索しながら生活を調整していた。その中で人生のイベントを経験しイン
スリンを打つことが生活の一部となり，健康管理へと繋がっていた。生活の調整の促進には【周囲の協力を得て一人
じゃないと感じる】ことや，＜人生の目標ができる＞ことが影響していた。 

【考察】：高齢糖尿病患者を支援するとき，疾患だけでなくその人の持つ人生経験や起こりうるライフイベントなどを考
慮しながら糖尿病と共に生きる人生に焦点を当て支援することが重要である。 

【キーワード】高齢者，糖尿病，インスリン療法，生活，調整 

Ⅰ．は じ め に 

2020 年に実施された国民健康・栄養調査 1）によると，糖尿
病が強く疑われる者の割合は男性 19.7％，女性 10.8％である。
この 10 年間でみると，男女とも有意な増減はみられないが
年齢階級別にみると，年齢が高い層でその割合が高いことが
明らかとなっている。70 歳以上では，男性 26.4％，女性 19.6％
に上り，高齢化の進展により高齢糖尿病患者数は増加してい
る現状がある。2021 年度厚生労働省が示す日本の平均寿命は
男性 81.47 年，女性 87.57 年 2）であり，超高齢化社会の一途を
たどっている。平均寿命の延伸に伴い，高齢糖尿病患者の増
加が予測され，糖尿病罹患期間も長期化してくる。 

糖尿病は神経障害，網膜症，腎症などの合併症予防が重要
である。現在の糖尿病治療には良好な血糖コントロールの維
持，細小血管合併症予防のために，インスリン療法による厳
格な血糖コントロールが有用 3）と言われており，早期からイ
ンスリン療法を開始することも多い。また 2 型糖尿病患者に
おいて，食事療法，運動療法およびインスリン注射以外の薬

物療法でも目標が達成できない場合，インスリン療法を行う
ことが基本的な治療となっている 4）。高齢化により認知機能
の低下や合併症の進行に気づきにくい身体の変化の中でイン
スリン療法を長期間継続していくことは，高齢者にとって容
易ではなく，インスリン療法への思い，インスリン療法に伴
う生活の変化やその向き合い方を明らかにし，患者支援に繋
げていくことは今後の療養支援の一助となる。 

2018 年度，A 病院外来通院中の 75 歳以上の糖尿病患者の
インスリン使用割合は 60％であった。入院中に，自宅療養の
注意点や低血糖時の対応，シックデイの対応などインスリン
管理についての指導が行われているが，自宅での対応に苦慮
する高齢者が存在する一方で，インスリン療法を生活にうま
く取り入れている高齢者も存在している。 

高齢者のインスリン療法に対する先行研究は，インスリン
自己注射手技に関する研究 5），自己注射を安全に継続するた
めの支援に関する研究 6，7）やセルフケア行動における研究 8-10）

の報告がなされている。また病いの捉え方と自己管理の相互
作用における研究 11）において，周囲との関係に病気が及ぼす
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影響について明らかにされている。これまでにインスリン療
法中の壮年期患者が行う生活調整 12）やインスリン療法の意
味づけ 13），糖尿病の自己管理の促進および阻害要因 14），イン
スリン療法の心理的行動的反応 15）について先行研究で明ら
かになっているが，高齢者のインスリン療法と生活の調整に
焦点をあてた報告はない。 

インスリン療法中の壮年期患者が行う生活調整 16）におい
て，糖尿病と共に生きていく覚悟を決めることができるかど
うかが，その後の自己管理に大きく影響し重要なターニング
ポイントとなると述べられており，診断後の糖尿病への思い，
糖尿病と向き合ってきた過程は，インスリン療法を良好に継
続していくことに大きな影響を及ぼす可能性がある。 

そこで今回，診断時からの糖尿病との向き合い方，インス
リン療法を生活に取り込んできた過程を明らかにすることで，
高齢でインスリン療法を継続する患者の支援への示唆を得る
ことができると考えた。 

Ⅱ．目 的 

高齢糖尿病患者が糖尿病発症から現在まで，インスリン療
法を継続しながらどのように生活を調整してきたかを明らか
にする。 
用語の定義 
高齢糖尿病患者：75 歳以上の 2 型糖尿病患者と定義する。 
生活：生活を社会の中で生きる各個人の日常生活活動と捉え，
家族の関係性，他者との関係性，病気管理，価値観などの側
面を含むものと定義する。 
調整：調整を治療の実行と日常生活の折り合いをつけながら，
バランスの取れた状態にすることと定義する。

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：質的記述的研究デザイン 
２．研究期間：2020 年 3 月～2020 年 10 月 
３．研究対象：身体機能に障害がなくインスリン療法を行なっ

ている 75 歳以上の 2 型糖尿病患者とした。また高齢者糖
尿病治療ガイドに示されている 75 歳以上のインスリン使
用者のコントロール目標である HbA1c8.0％未満の人を対
象とした。対象者は糖尿病専門医とともに選出し同意が得
られた 6 名とした。 

４．データ収集方法 
同意の得られた 6 名（男性 4 名，女性 2 名）の患者に対し

て，インタビューガイドをもとに半構造化面接を行った。面
接は外来受診時に個室で 1 人 1 回行った。インタビューの実
施は日本糖尿病療養指導士である外来看護師 1 名が実施した。
面接の内容は録音し逐語録を作成した。質問内容は，①診断
された時の状況，②インスリン療法が始まった時の思い，③
インスリン療法を受け入れ，生活に取り込むきっかけや生活
の変化，④インスリン療法を継続する中で工夫したことにつ
いてである。 

５．データ分析方法 
インタビュー内容を逐語録に起こし，インスリン療法中の

思いや生活の調整に関する文脈を抽出しコードを作成した。
さらに同じ内容を意味するものに分類し抽象度を上げながら
サブカテゴリー，カテゴリーを作成した。糖尿病の診断から
インスリン療法導入・継続といった時間軸を踏まえてカテゴ
リーの位置づけや相互の関係性を検討し図式化した。分析は
複数人で行い，分析過程においては質的研究経験者のスー
パーバイズを受けた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は所属する福岡大学病院看護部研究倫理審査委員会
の承認を得て実施した（承認番号：R1B-4）。研究対象者には，
研究目的・方法・協力しない場合でも不利益は生じない事，
自由意思による参加で撤回も可能である事，個人情報保護，
研究結果の保存と公表に関して文書と口頭で説明を行い，同
意書への署名によって同意を得た。 

Ⅴ．結 果 

１．分析対象者の基本属性 
対象者は 6 名，性別は男性 4 名，女性 2 名であった。対象

者の年齢は 75 から 83 歳であり，平均 78.6 歳であった。糖尿
病の罹病期間は 12 から 29 年間，インスリン治療歴は 4 から
31 年であった（表 1）。インタビュー時間は 14 から 23 分，平
均 17.5 分であった。 
２．インスリン療法を継続しながら生活を調整するプロセス 

153 のコード，27 のサブカテゴリー，10 のカテゴリーが抽
出された（表 2）。以下カテゴリーを【 】，サブカテゴリーを
＜ ＞で示す。“ ”は対象者の語りとする。 

高齢糖尿病患者がインスリン療法を継続しながら生活を調
整するプロセスは，診断を受けた際の【覚悟していたけどやっ
ぱりなという思い】から始まり，【インスリン療法への苦悩と
抵抗】を感じながらも【インスリンを打つ事はしょうがない】
と切り替え，【インスリンを打たなければいけないと決心する】
事で，【模索を繰り返して生活を変える】ことに繋がる。【周
囲の協力を得て一人じゃないと感じる】ことや模索を繰り返
しながら【人生のイベントを経験し乗り越える】ことで【イ
ンスリンを打つことが生活の一部となる】。結果，【模索した
ことで健康管理ができるようになる】というプロセスであっ

表 1 対象者の概要 
病 インスリン
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た。また，生活を調整するプロセスを通じて，【あまり深刻に
考えない方が上手く付き合える】という姿勢があった。カテ
ゴリー間の関連を図 1 に示す。 
１）【覚悟していたけどやっぱりなという思い】 

このカテゴリーは，家族に糖尿病罹患者がいることから，
糖尿病になることを予測していながら不規則な生活を続けて
おり，やっぱり糖尿病になってしまったという思いを示して
いる。 

サブカテゴリーは 3 つあり，＜診断を受けた時のやっぱり
なという思い＞＜生活背景や家族背景により，覚悟していた＞
＜仕事で不規則になる＞から構成されていた。＜診断を受け
た時のやっぱりなという思い＞では過去の暴飲暴食やふらつ
きや口渇などの症状から自身が糖尿病になっていることを予
測していた思いが語られた。また，＜生活背景や家族背景に
より，覚悟していた＞では “家族に糖尿の気があったので，
いつかなるかもと覚悟していた”ことや，＜仕事で不規則にな

表 2 高齢糖尿病患者がインスリン療法を継続しながら生活を調整するプロセスのカテゴリー一覧 

カテゴリー サブカテゴリー

 診断を受けた時のやっぱりなという思い

 生活背景や家族背景により、覚悟していた

 仕事で不規則になる

 インスリン導入時の抵抗感

 インスリンの煩わしさ、面倒くささ

 インスリンをすること自体に抵抗がある

 インスリンを打つことは
 しょうがない

 インスリンを打つことは仕方ない

 インスリンを打たなければ
 いけないと決心した

 インスリンを打たなければいけないという決心

 仕事を割り切った

 自分の生活にあった１日のサイクルを考えた

 糖尿病と向き合う為に模索した

 無茶な生活をしなくなる

 がんになり運動の方法を考え直した

 家族の死を乗り越える

 他の病院に入院した時に怖い体験をした

 再入院になる

 周囲の協力や理解

 医師と治療内容について調整した

 血糖の変動を見ながら試行錯誤する

 糖尿病になったことで健康に興味を持つ

 糖尿病のお陰で健康管理が出来る

 人生の目標が出来る

 初めは打ち忘れたが今は打ち忘れない

 今はインスリンを止めたほうが不安になる

 慣れたらやらないと気持ち悪い

 安心することでインスリンへ積極的になる

 あまり深刻に考えない方が
 上手く付き合える

 あまり深刻に考えない

 インスリンを打つ事が生活の
 一部になる

覧

 覚悟してたけどやっぱりな
 という思い

 インスリン療法への苦悩と抵抗

 模索を繰り返して生活を変える

 人生のイベントを経験し乗り越える

 周囲の協力を得て一人じゃないと
 感じる

 模索したことで健康管理が出来る
 ようになる
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る＞では“用心しとったけど仕事の兼ね合いで，避けられない
部分もあり，やっぱりなという感じだった。”など，診断を予
測していた覚悟や仕事の影響などに対する思いが語られた。 
２）【インスリン療法への苦悩と抵抗感】 

このカテゴリーはインスリン療法開始当時，インスリン注
射への面倒くささ，煩わしさ，抵抗感を持っていたことを示
している。 

サブカテゴリーは 3 つあり，＜インスリン導入時の抵抗＞
＜インスリンの煩わしさ，面倒くささ＞＜インスリンをする
こと自体に抵抗がある＞から構成されていた。＜インスリン
導入時の抵抗＞では“まさかインスリンになるとは考えても
いなかった。”の語りがあり，毎食前に注射を打つことや針を
自分の体に刺すことへの抵抗感などが語られた。また＜イン
スリンの煩わしさ，面倒くささ＞では，1 日に何度も投与す
ることや，外食時，仕事中もインスリンを投与しなければな
らないことの煩わしさ，面倒くさい思いが語られた。＜イン
スリンをすること自体に抵抗がある＞には，人前で投与する
ことの抵抗感に対する思いが語られた。このカテゴリーでは，
インスリン療法への否定的な思いを抱きつつもインスリン療
法と向き合ってきた生活についての語りがあった。 
３）【インスリンを打つことはしょうがない】 

このカテゴリーは，インスリン療法への苦悩や抵抗感を持
ちながらも，気持ちを切り替えたことを示している。 

サブカテゴリーは＜インスリンを打つことは仕方ない＞か
ら構成され“もうそういう運命っていうか，受け入れていくし
かないなって思いました。”などの語りがあり，諦めの気持ち
や苦にしても仕方ないという発想の転換で自分なりに気持ち
を整理していた。 

４）【インスリンを打たなければいけないと決心した】 
このカテゴリーは，インスリン治療を続けていくことを決

め，治療に対し前向きに向かっていく思いを示す。 
サブカテゴリーは＜インスリンを打たなければいけないと

いう決心＞から構成され“初めは嫌やったけどこれを打たん
と生きていけないと思ったらできた。”，“食事に出かけたり
するからお昼だけでも薬がいいかなと思ったけど，インスリ
ン打たないかんと思って決心すればそうないですね。”の語り
があり，前向きに向き合う中でインスリン療法を受け入れた
決心について語られた。 
５）【模索を繰り返して生活を変える】 

このカテゴリーは，仕事への向き合い方の変化，食生活の
改善，運動療法の導入など意識改革を行い，糖尿病と向き合
うために模索を繰り返しながら，努力してきたことを示す。 

サブカテゴリーは 4 つあり，＜仕事を割り切った＞＜自分
の生活にあった 1 日のサイクルを考えた＞＜糖尿病と向き合
う為に模索した＞＜無茶な生活をしなくなる＞から構成され
ていた。＜仕事を割り切った＞では，仕事中の低血糖を契機
に無理をしないように，仕事への向き合い方を変えたことや，
定期的に休みをとる工夫をしたことの語りがあった。＜自分
の生活にあった 1 日のサイクルを考えた＞では，食事の時間
や運動の時間など 1 日の自分の生活サイクルを決め実行した
ことや，そのサイクルを守ることの安心感などの語りがあっ
た。＜糖尿病と向き合う為に模索した＞では，これから糖尿
病と付き合っていかなければならないという思いから，療養
生活を自分で工夫しながら模索した語りがあった。＜無茶な
生活をしなくなる＞には暴飲暴食をしなくなったことや，体
に不調があればすぐに受診するようにしたことなど，自身の

図 1 インスリン療法を継続しながら生活を調整するプロセス 
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体調と相談しながら無理をしないことを心掛け生活を営んで
いた。 
６）【人生のイベントを乗り越える】 

このカテゴリーは，新たな病気の併発，家族の死などの出
来事をきっかけに糖尿病やインスリン療法と生活の調整がう
まくいかない状況から，生活を再構築し，苦難を乗り越える
ことを示す。 

サブカテゴリーは 4 つあり，＜がんになり運動の方法を考
え直した＞＜家族の死を乗り越える＞＜他の病気で入院した
時に怖い体験をした＞＜再入院になる＞から構成されていた。
＜がんになり運動の方法を考え直した＞では“今はがんに
なったから以前の糖尿病だけの時の 7 割くらいの運動量にし
ている。それ以上の負担は今は体に疲労が貯まる。以前は夕
方に毎日ウォーキングを 1 時間くらいしていたが，それが今
出来ないから今は 20 分とかにして家の中でずっと歩いたり，
やり方を今自分自身で模索している。”など，がんになり変化
した体と相談しながら，今まで継続してきた療養行動を維持
する工夫についての語りがあった。また，【模索を繰り返して
生活を変える】経験が，がんという新たな病気を発症した後
も生活を再構築し自分にあった方法を見出すことの原動力に
なっていた。＜家族の死を乗り越える＞では，“妹の死はこた
えた。それから引きこもりになっちゃったんです。それまで
は妹とずっと出かけていた。どこ行くにしても一緒だったん
ですよ。血糖は上がったり下がったりだったと思うけど，覚
えてない。去年くらいから気持ちの整理がついて，自然と受
け入れんとしょうがないって感じですかね。”と語られ，妹の
死をきっかけに精神面が不安定になり，生活が大きく変化し
たことの語りがあった。このカテゴリーでは，がんを発症し
自身の生活の調整を余儀なくされ，自身の体調と相談しなが
ら模索した経験，重要他者の死により精神面のコントロール
が効かず，今までの生活の継続が出来なくなった状態から乗
り越える経験があった。 
７）【周囲の協力を得て一人じゃないと感じる】 

このカテゴリーは家族の協力，医療者の支援，世の中のイ
ンスリン療法への理解により，周囲から治療の継続に対する
協力を得ながら生活していることを実感することを示す。 

サブカテゴリーは 2 つあり，＜周囲の協力や理解＞＜医師
と治療内容について調整した＞から構成されていた。＜周囲
の協力や理解＞では“食事について奥さんが一生懸命やって
くれた”と食事療法の継続に家族の協力があったことが語ら
れた。また，“インスリンは仕事をしているたてまえ，抵抗が
ある，人の前でなかなか打ちづらいですよ。覚せい剤打って
んじゃないかって誤解を与える可能性ありますしね。今はみ
んな割と認知して知ってますからいいけど。”と語られ，近年
のインスリン療法に対する認知度の上昇により，インスリン
療法が継続しやすい環境へ変化していることを患者自身も感
じていた。＜医師と治療内容について調整した＞では，医師
の治療目標と患者の治療目標の折り合いをつけたことや，朝

は内服薬へ変更したことなど，治療に対し主治医と調整した
ことの語りがあった。 
８）【インスリンを打つ事が生活の一部になる】 

このカテゴリーは，インスリン療法が生活の一部となり自
身にとってインスリンを不可欠なものと捉えていることを示
している。 

サブカテゴリーは 4 つあり，＜初めは打ち忘れたが今は打
ち忘れない＞＜今はインスリンを止めた方が不安になる＞
＜慣れたらやらないと気持ち悪い＞＜安心することでインス
リンへ積極的になる＞から構成されていた。＜初めは打ち忘
れたが今は打ち忘れない＞では，“インスリンを打たないと食
べれないと思っているから打ち忘れない”と語りがあった。
＜今はインスリンを止めた方が不安になる＞では“今はイン
スリンを止めたほうが不安になる。”や＜慣れたらやらないと
気持ち悪い＞では“今は何も思わない，朝にインスリンを打た
なかったら気持ち悪い。”などの語りがあり，自身にとってイ
ンスリン療法を不可欠なものとして捉えるように変化してい
た。また＜安心することでインスリンへ積極的になる＞では，
インスリンを継続することが出来た背景に“心配で先生に聞
いたら止めれますよって言われ，安心して積極的に打てるよ
うになった。”と語りがあり，止めれると思えることはインス
リン療法を継続していく上での心の支えとなっていた。 
９）【模索したことで健康管理が出来るようになる】 

このカテゴリーは糖尿病やインスリン療法との折り合いを
つけるために，自分なりに生活の工夫や模索を繰り返すこと
で，糖尿病が自身の一部になることを示す。 

サブカテゴリーは 4 つあり＜血糖の変動を見ながら試行錯
誤する＞＜糖尿病になったことで健康に興味を持つ＞＜糖尿
病のお陰で健康管理が出来る＞＜人生の目標ができる＞から
構成されていた。＜血糖の変動を見ながら試行錯誤する＞で
は“運動のタイミングは結構今は考えている。食後 1 時間した
ら血糖を測る。そして 2 時間後にも測って運動の時間を血糖
を測りながら試している。”や“血糖が低すぎるとインスリン
が多いのではないかと思い，医師と話をした”などの語りが
あった。＜糖尿病になったことで健康に興味を持つ＞では 糖
尿病の情報は本読んだり，インターネットで調べたりして集
めている。自分の病気に対して興味がある。”，“フィットネス
に通い始めた，週に 3～4 回行って体重が 2 ㎏落ちた。体重は
めっちゃ，くっちゃ意識してる。”などの語りがあり，糖尿病
やインスリン療法と付き合うために，自分で考え，身体への
気づきを持ちながら生活を調整していた。また＜糖尿病のお
陰で健康管理が出来る＞では，模索を繰り返す中で健康に対
する意識も変化し“糖尿病で入院してそれから健康って大切
やなって思った。それまでは全く気にしていなかった。”とい
う語りや“糖尿病になったお陰で健康に興味を持ち健康管理
を考えるようになり，糖尿病になってよかった。”，“糖尿病に
なったおかげで毎月 1 回病院に行ける，先生が結果を見なが
らアドバイスしてくれるから非常に感謝している，それであ
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る程度自分の管理ができている。”との語りがあり，一病息災
の考えを持ち生活していた。＜人生の目標ができる＞では 

“食事以外の治療に運動があったから今は運動が趣味に
なった。あと一回ハワイのハーフマラソンに出てみたい。”，
“自分のことは自分でできる健康を維持したい。”などの語り
もあり，糖尿病やインスリン療法と向き合う中で，健康に対
する意識が変化し，新たな人生の目標を見出していた。 
10）【あまり深刻に考えない方が上手に付き合える】 

このカテゴリーは糖尿病やインスリン療法とうまく付き
合っていくための姿勢を示す。 

サブカテゴリーは＜あまり深刻に考えない＞から構成され
“性格は呑気で色んな事に左右されない”の語りや“糖尿病は
天が与えてくれたもの，それと付き合っていかないといけな
いと思い，あまり苦にしないようにした。上手く付き合う方
法を自分で見出すことにした。”との語りがあり，深刻に考え
ず前向きに捉える考え方を持っていた。 

Ⅵ．考 察 

インスリン療法を行う高齢糖尿病患者は，糖尿病と診断後
インスリン療法が開始となり，インスリン療法への苦悩や抵
抗を感じながらも，インスリンを打たなければいけないと決
心し，糖尿病と向き合うために模索して生活を変える。生活
を模索する中で，さらなる苦悩や抵抗感が生じ模索する。そ
の過程を繰り返しながら，インスリンを打つことが生活の一
部となり，健康管理ができるようになるプロセスを経ていた。

慢性の病いに対するケアの焦点は，治癒（cure）にあるの
ではなく，患者が病気と共に生きること（living with illness）
にある。それは病気を管理し，病気と共に生きる方策を発見
することでもある 17）と述べられている。今回の対象者らも慢
性の病いである糖尿病やその治療であるインスリン療法と共
に生きるために生活を模索し，工夫しながら新たな生活を調
整する行動があった。その中で自分に合った運動療法や自身
の体調と相談しながら無理をしないことを心掛けるなど，病
気とうまく付き合う方法を見出していた。高齢糖尿病患者は，
病気や治療と向き合っていくために多くの模索を繰り返して
おり，模索することは様々な苦悩や人生のイベントを乗り越
える糧となっていた。また，対象者の語りから，模索を繰り
返し生活を調整したことや，人生のイベントを乗り越えてき
た経験を経て自身にとってインスリンを不可欠なものとして
捉えるように変化しており，インスリン療法が生活するうえ
で意味を持っていると捉えていることが考えられた。糖尿病
やインスリン療法を継続する患者を支援する時，その病気や
治療が患者にとってどのような意味を持っているか，その意
味を感じとりながら支援していくことも必要である。また，
インスリン療法に対して，止められることへの安心感の語り
があり，糖尿病の初期教育では病態，将来の予想，治療の見
通しについて伝える事の必要性 18）やインスリン療法に不安
を感じている患者に対して，今後の治療の見通しを伝えるこ

とは，抵抗感や葛藤を軽減しインスリン療法を受容すること
に繋がると考える。 

老年期は発達段階の最終段階で，様々な老いの中にその人
らしさを集結していくことができるが，同時に絶望的なまで
の老いの悲惨もある。病いと死に向き合い，心身の衰退をま
ざまざと感じつつ，自分の人生は何であったのかを考えると
き，喜びや満足とともに不安も押し寄せる 19）と述べられてい
る。高齢糖尿患者は，老年期に伴う身体機能の低下とともに，
病気に伴う身体機能の低下が伴う。自身の老いの実感，新た
な病気の発症や家族の死により絶望感，喪失感を伴いやすい
時期である。本研究において，糖尿病やインスリン療法に対
して，初めは苦悩や抵抗感を持ちながらも，インスリンを打
つことを決心し生活を模索し，自身にあった生活を調整して
いた。その中で，がんや重要他者の死など，人生のイベント
の経験や喪失体験により，自身で生活を調整することが困難
となる体験があった。対象者の中には重要他者の死により生
活が大きく変化したが，その障壁を乗り越え，生活を再構築
していた。また，がんによる体力の衰えを感じて，自身の身
体と相談し無理のない生活へと調整していた。調整の促進に
は【周囲の協力を得て一人じゃないと感じる】ことや，＜人
生の目標ができる＞ことが影響し，次の段階へ進んでいた。
また，【あまり深刻に考えない方が上手に付き合える】という，
高齢者ならではの豊富な経験や思慮深さ，柔軟さが影響した，
糖尿病との付き合い方があった。対象者らは，模索を繰り返
しながら生活を工夫した努力，人生のイベントを経験し乗り
越えた経験，糖尿病の治療に対する家族の協力の実感などか
ら，生きていくための強さを獲得しながら糖尿病とうまく付
き合っていることが考えられた。また，＜糖尿病になったこ
とで健康に興味を持つ＞や＜糖尿病のお陰で健康管理が出来
る＞から，糖尿病に対し，言わば感謝の気持ちと共に，糖尿
病と付き合っている姿勢も明らかとなった。高齢糖尿病患者
を支援するとき，糖尿病という病気だけではなく，老年期と
いう段階を考慮し支援することが重要である。老年期に起こ
りやすい身体的変化に加えて，併存疾患による身体や生活の
変化，重要他者の死など人生のイベントが重なり，今まで可
能であった生活や治療の継続が困難となる状況を予測しなが
ら支援していく必要がある。また医療者は，患者の診断時の
思いから，自身で健康管理ができるようになるまでのプロセ
スを共に歩む姿勢が大切である。インスリン療法を継続する
ことを支援するだけでなく，高齢者特有の併存疾患を持ちや
すい背景も考慮しながら，糖尿病と共に生きる人生に焦点を
当てて支援することが重要である。高齢糖尿病患者を支援す
るとき，その方の可能性を信じながら，ひとりひとりの過去・
現在・未来と向き合い，糖尿病とその治療と共に生きる患者
そのものを支援していくことが重要と考える。 

本研究の限界は，単一施設であり対象者が 6 名と限られて
おり，地域の特性が限定されていることである。データを丁
寧に分析することで部分的に高齢者の特徴を明らかにするこ
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とができたが，多様化する家族形態やその人にとってのイン
スリン療法の意味を考慮した実践に繋がるように，研究対象
者を広げてさらに調査していくことが今後の課題である。 

Ⅶ．結 論 

75 歳以上の 6 名にインタビューを行った結果，10 のカテ
ゴリーが抽出された。その特徴は病気や治療と向き合ってい
くために多くの模索を繰り返しており，その模索は様々な苦
悩や人生のイベントを乗り越える糧となることが示唆された。
周囲から支えられていることを実感することや人生の目標が，
模索を繰り返すことの推進力となり，健康管理が出来るよう
になることに繋がっていた。また高齢者ならではの豊富な経
験や思慮深さ，柔軟さが影響した，糖尿病との付き合い方や
糖尿病に対する感謝の気持ちを持ち，糖尿病と共に生きる姿
勢があった。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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◇研究報告◇ 

精神科病棟における自殺リスク者に対する看護実践 
― 精神科一般病室の夜間巡視に焦点を当てて ― 

伊久美紀子1）*，中村優子1），氏平佐和子1），澤田由美2）

【目的】：精神科一般病室における夜間巡視時の自殺リスク者に対する看護実践を明らかにすることを目的とした。 
【方法】：自殺リスク者が治療を行う病棟で勤務経験のある看護師 5 名を対象に個々にインタビューガイドを用いて半
構造的面接を実施。インタビュー内容をデータ化し，意味の類似性に基づいて分類，カテゴリ化した。 

【結果】：対象は看護師，男性 3 名，女性 2 名。インタビューから抽出した 177 データを分析した結果，34 のコードと
12 のサブカテゴリ，3 のカテゴリが生成された。分析の結果，自殺リスク者の背景を見極める，自殺につながる環境を
評価する，自殺リスク者への特別な看護を意識するが明かになった。 

【考察】：自殺企図歴のある患者には再企図への注意が必要であり，“いつもと違う違和感”を察知し，心理的な距離に配
慮し，不眠に対する苦痛に目を向け，話す時間そのものが有用なリスク回避になることが考えられた。 

【キーワード】自殺対策，精神科看護，夜間巡視 

Ⅰ．は じ め に 

わが国の自殺者数は 9 年連続減少しているが，依然として
2 万人を超えており深刻な状況が続いている 1）。自殺に至っ
た事情や経緯は人それぞれであるが，自殺既遂者の 9 割以上
がうつ病などの精神疾患に罹患した状態で自殺企図をしてい
た事が明らかにされており 2），病院内での自殺及び自殺企図
は精神科が最も多い 3）。 

医療事故情報収集等事業報告書 4）によると，院内における
夜間（16 時～8 時）の自殺企図は全体の 58%と半数以上を占
めている。これは，夜間は外界の刺激が減少し孤独感や不安
感が強まりやすい状態であること，看護師が少なく目が行き
届きにくいことなどが考えられる。 

精神科病院での入院治療は急性期症状が緩和すると，保護
室から死角の多い一般病室に移動し，病気から回復していく
ための知識や行動を身に付けていくための治療が始まる。患
者にとってこの時期の治療や入院環境は，現実と直面する場
面が多く，精神的な負荷となり自殺の危険が再度高まる可能
性があり，自殺予防対策は重要となる。 

当院は単科の精神科病院であり，県の精神科医療の中核病

院として，精神科救急急性期入院棟・依存症入院棟・司法精
神科入院棟・児童思春期入院棟など民間では対応が困難な分
野にも対応できる機能を持っており，24 時間 365 日救急対応
が可能な体制を整えている。自殺リスク者が治療を行う病棟
の一般病室において，夜間 1 時間に 1 回の巡視をおこなって
いるが，具体的な看護実践の基準となるものはなく，巡視の
観察点や，自殺リスク者への対応は，個々で迷いながら判断
しており，看護師の夜間の看護実践は看護師間でも共有され
にくい現状がある。 

自殺未遂患者のアセスメントと介入による調査 5）では，自
殺未遂者の再企図の危険性に注意し観察を密にする，患者の
思いや訴えを傾聴する等の安全面の対策を講じることが重要
とされているが，自殺リスク者に対する夜間巡視や看護の実
際についての具体的な研究はない。 

本研究では，精神科一般病室における夜間巡視時の自殺リ
スク者に対する看護実践を明らかにし，自殺リスクのある患
者の看護への示唆を得たいと考えた。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，精神科病院の一般病室での自殺リスクのある患
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者に対する夜間巡視時の看護実践の実態を明らかにし，看護
のあり方を検討することである。本研究の結果は，精神科に
おける自殺予防のための看護をよりよくするための方略を検
討する上で貴重な資料となると考える。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
先行研究では今回の研究テーマについて十分に明らかに

なっていないため，質的記述的研究方法を用いることにした。
２．用語の定義 
自殺リスク者：入院治療により切迫した自殺念慮は消失した
が，自殺念慮が内在している患者を示す。 
夜間巡視：21 時から翌朝 6 時半に看護師が行う巡視を示す。
一般病室：本研究における一般病室とは，隔離処遇対応可能
な病室を除く，閉鎖病棟の個室または多床室およびフロア等
の共用スペースを示す。 
３．データ収集期間 

2020 年 5 月 1 日～2020 年 7 月 31 日 
４．データ収集方法 

先行研究からインタビューガイドを作成した。対象者は，
自殺リスクのある患者が治療をおこなう病棟に勤務経験のあ
る，看護臨床経験 2 年目以上の看護師とした。対象者が指定
するプライバシーが確保できる個室において，半構成的面接
を実施した。 

インタビュー内容は「夜間の一般病室の巡視で特に自殺リ
スクが高いと注意している患者はどんな人ですか」「一般病室
の夜間巡視の実際について」「その他に工夫しておこなってい
る観察や関わり」の 3 点である。面接は精神科看護経験年数
7 年目以上の看護師が実施し，面接時間は 1 人 30 分程度とし
た。面接内容は対象者の許可を得て IC レコーダーに録音し
た。 
５．データの分析方法 

インタビュー内容から逐語録を作成し，分析データとした。
自殺リスク者に対する夜間巡視時の看護実践に焦点を当て，
意味のまとまりごとに切片化した。語りの意味を損なわない
ように文脈を考慮しながらコード化，類似性を検討しながら
サブカテゴリ化した。共通性や関連性を検討，抽象度を上げ
カテゴリを抽出した。 
６．真実性の確保 

データ分析の真実性の確保をするため，文脈の解釈やカテ
ゴリ化に偏りが無いかについて研究者全員が納得するまで修
正を繰り返し協議した。分析の真実性と妥当性を確保するた
めに，分析の全過程において質的研究者のスーパーヴァイズ
を受けた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究を行う上での倫理的配慮については，岡山県精神科医
療センター倫理審査委員会で承認（承認番号 1-22）を得た後

に研究を開始した。研究の開始にあたっては，研究参加者へ
本研究の目的と方法，研究対象者の権利，不参加・途中辞退
の自由，プライバシー保護と匿名性の確保，結果の発表の仕
方についての倫理的配慮を文章および口頭で説明し，書面に
て研究協力に同意が得られた方を研究対象者とした。研究者
が病院の管理者（看護部長）に文書および口頭で研究の趣旨
を説明し，研究協力の承諾を得たうえで，選定条件を満たす
看護師の紹介を依頼した。ただし，自殺既遂に遭遇した看護
師はその時の光景を鮮明に記憶していたり，日常のケアの中
でもよみがえる体験をしていたりするため体験を想起した際
の負担に配慮し，1 年以内に病院内で自殺既遂に遭遇した者
は除外した。さらに同意を得る際に自殺に関連する出来事に
ついて出来事インパクト尺度 6）7）8）を使用し，自殺に対する
トラウマ状態について評価を行い，トラウマ状態にある者も
対象から除外することで，対象者の精神的な負担軽減に配慮
した。面接中にフラッシュバックや心的外傷後ストレス症状
などが生じた場合には直ちに中断すること，回答後に精神的
苦痛が生じた場合は，病棟管理者へ相談するよう説明した。
収集したデータは匿名化し，個人が特定されないようナン
バーを付け，研究専用の鍵付き金庫で保管した。データをイ
ンターネットを通じて外部へ送信する際は，セキュリティー
対策が施されたパソコンを使用し，パスワードを設定した上
で取り扱った。データは，研究終了後シュレッダーにて破棄
した。 

Ⅴ．結 果 

１．対象者の概要 
対象者は男性 3 名，女性 2 名，平均年齢は 37.4 才であった。

全員精神科病院で勤務しており，自殺リスク者が治療をおこ
なう病棟に勤務経験のある看護臨床経験 2 年目以上の看護師
であった（表 1）。 
２．精神科一般病室における自殺リスク者に対する夜間巡視

時の看護実践 
逐語録から抽出した 177 のデータを分析した結果，34 の

コード，12 のサブカテゴリ，3 のカテゴリを抽出した。（表 2）
以下，カテゴリを【 】，サブカテゴリを〈 〉，ローデータ
を「 」と表記する。 
１）自殺リスク者の背景を見極める 

【自殺リスク者の背景を見極める】とは，リスクの高い患
者の兆候や衝動性，生活の変化など，自殺につながる背景に
目を向けることを意味し，〈自殺につながる兆候を見極める〉
〈衝動性の不安定さに着目する〉〈生活の変化に気を配る〉〈問
題解決が長引く患者に関心を向ける〉から構成されていた。 

表 1 対象者の概要 
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〈自殺につながる兆候を見極める〉とは自殺念慮やうつ状
態の程度，違和感などの兆候を査定することを意味し，「入院
時の自殺リスク評価で点数が高い患者は注意して観察してい

る」「しんどいという思いを分かってほしくて，それがいきす
ぎて自殺企図につながる」「自殺リスクの点数が低くなっても
リスクはあると認識している」等が語られた。〈衝動性の不安

表 2 精神科一般病室における自殺リスク者に対する夜間巡視時の看護実践 
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定さに着目する〉とは，周囲の刺激に影響を受け，相談でき
ず行動化する患者に目を向けることを意味し，「思いの表出が
出来ない患者はリスクが高い」「他患者の不調に影響され，希
死念慮が悪化し行動化する可能性がある」等が語られた。〈生
活の変化に気を配る〉とは，入院や外出泊後などの環境の変
化に目を向けることを意味し，「入院して間がない患者は情報
が少なく，患者自身も不調に気づけないことが多いのでリス
クが高い」「昼間外出泊に出た患者は現実と直面し，夜間自殺
リスクが高まる可能性があるので注意して見ている」等が語
られた。〈問題解決が長引く患者に関心を向ける〉とは，医療
で解決できない・成育歴に関わる問題への関心を持つことを
意味し，「仕事，家族間，金銭面での問題がある患者はリスク
が高いと認識している」「愛着問題や社会経験が少ない若年層
の患者は視野が狭くなりやすい」等が語られた。 
２）自殺につながる環境を評価する 

【自殺につながる環境を評価する】とは，一般病室独特の
リスクの把握や，誘発しやすい環境に対応することを意味し，
〈誘発しやすい環境に対応する〉〈一般病室独特のリスクを把
握する〉から構成されていた。 

〈誘発しやすい環境に対応する〉とは自殺の危険がある場
所を把握し，持ち物にも注意して観察することを意味し，「夜
間巡視は荷物も見る」「公衆電話，トイレなどの個室は注意す
る」等が語られた。〈一般病室独特のリスクを把握する〉とは
一般病室をリスクとしてとらえ，患者との心理的距離に配慮
することを意味し，「夜は看護師が少なく，死角が多い一般病
室は自殺しようと思えばできる環境」「一般病室は観察室や隔
離室より目が行き届きにくく，患者も見守られていないと感
じるようだ」等が語られた。 
３）自殺リスク者への特別な看護を意識する 

【自殺リスク者への特別な看護を意識する】とは，不眠を
リスクととらえ，話す機会をケアに活かし，介入のタイミン
グを見極めることを意味し，〈夜間巡視マニュアルの遵守〉〈話
す機会をケアに活かす〉〈介入のタイミングの見極め〉〈不眠
をリスクとしてとらえる〉〈夜間巡視の慎重な確認〉〈高リス
ク患者を多面的に共有〉から構成されていた。 

〈夜間巡視マニュアルの遵守〉とはマニュアルの遵守，巡
視を工夫することを意味し，「巡視は 1 時間おきに 2 人が交
互に部屋を見回る」「不調者の巡視時間は 10～15 分ずらす」
等が語られた。〈話す機会をケアに活かす〉とは違和感があっ
た時には声をかけ，ケアにつなげることを意味し，「違和感が
あった時は観察頻度を上げ，夜でも関わりを持ち，話を聞く
時間をもつ」「患者の表面的な返事を鵜呑みにせず，伝えられ
ずにいる思いはないか考えて関わっている」等が語られた。
〈介入のタイミングの見極め〉とは，不調の原因を聞き，対
策を考え治療につなげることを意味し，「しんどさの原因を聞
き，対策を考える」「自殺リスクが切迫している患者は当直医
に相談する」等が語られた。〈不眠をリスクとしてとらえる〉
とは，不眠により自殺リスクが高まることを意識し対応する

ことを意味し，「眠れていない患者には声をかける，話を聞く」
「巡視で目覚める患者は注意している」等が語られた。〈夜間
巡視の慎重な確認〉とは，夜間の患者の行動，睡眠を注意深
く観察すること意味し，「夜間は患者の居場所を把握する」「巡
視時に患者が入眠しているか体動や，胸郭の動きを観察して
いる」等が語られた。〈高リスク患者を多面的に共有〉とは，
注意が必要な患者をスタッフ間で共有する，他患者の目も自
殺の抑止になることを意味し，「注意する患者は巡視の都度ス
タッフ間で共有している」「多床室は他の患者の目もあり，安
心感がある」等が語られた。 

Ⅵ．考 察 

精神科看護師は夜間巡視時，一般病室における自殺リスク
者に対し，自殺リスク者の背景を見極め，自殺につながる環
境を評価し，自殺リスク者への特別な看護を実践していた。 
１．夜勤に入る準備や日中の関わり 
１）自殺リスク者の背景を見極める 

看護師は，入院時に行った自殺リスクアセスメントを意識
し，自殺につながる徴候を見極めていた。 

1年以内の自殺再企図率は70～90％と高い9）。本研究から，
入院治療により切迫した自殺念慮を有さない状態になった患
者であっても，他患者とのやりとりや，携帯電話などで得た
情報など，些細な刺激で不調をきたし自殺リスクは常に変動
する。看護師は，自殺企図歴のある患者は自殺リスク評価が
下がっても再企図への注意を継続していたことから，急性期
症状が緩和し一般病室に移動した後も注意深く観察し介入に
つなげていたと考える。 

看護師は愛着や成育歴に関わる問題への関心を持ち，問題
解決が長引く患者に注意を向けていた。愛着や成育歴に関わ
る問題を持つ患者は，不快感情を紛らわせようと，危険な行
動をとったり，愛情欲求行動によりアピール行動，愛情を試
す行動をし安心を求めようとしたりする 10）。また頻繁に「死
にたい」と口にする者は，自殺の潜在能力がかなり高く，些
細な自殺願望でも自殺行動を起こしやすい 11）。これらのこと
から看護師の対応次第で患者の自殺行動がエスカレートする
可能性があるが，夜間はマンパワー不足の中で看護師の対応
をより困難にさせている。したがって，自殺リスク者に対す
る夜間の介入には緊急度の見極めと対応が重要である。看護
師は違和感を持った患者に対して表情や声のトーン，視線が
合わない，寝息の違いや身の回りの物の変化など，“いつもと
違う違和感”を察知し自殺リスク者に対する緊急度を見極め
ることで，優先度の高い患者への介入ができ自殺行動の抑止
につながるのではないかと考える。いつもと違う違和感を察
知するためには，日頃から患者の行動に注意を向けて観察す
ることが必要であると考える。 
２）自殺につながる環境を評価する 

看護師は一般病室の環境をリスクとしてとらえ，一般病室
独特のリスクを把握していた。 
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精神保健医療福祉の改革ビジョン 12）で，入院医療中心から
地域生活中心へという方策を推し進めていくことが示された
ことにより，看護師の早期退院への意識は一層強まっている。
急性期の治療では患者のペースに合わせて保護的な関わりを
意識しているが，急性期を過ぎると退院後の生活を見据えて
患者の自立を促す看護に切り替えていく。医療で解決できな
い問題を抱えたまま，退院を進めるケースもあり，患者は治
療が進むことに対し，気持ちがついていかず，不安や焦りに
つながると考える。「一般病室は観察室や隔離室より目が行き
届きにくく，患者も見守られていないと感じるようだ」と語
られているように，一般病室では患者は環境的にも心理的に
も看護師との距離を感じている。看護師は，患者が相談でき
ず自殺につながるリスクを予測し，心理的な距離に配慮しな
がら自殺につながる環境に対応することで自殺を未然に防ぐ
ことにつながるのではないかと考える。 
２．夜間巡視時に焦点化した自殺リスク者への特別な看護実践 

看護師は，気になる患者には声をかけることを意識し，話
す機会をケアに活かしていた。 

看護師は，患者のサインに気づいたらそれを放置せず，患
者に関心を寄せ接触を図ることが何よりも重要である 13）。自
殺に追い込まれた人は，想像できないほどの孤独感に苛まれ
ており，日常生活場面で直接的にかかわる機会が多い看護師
からの現実的で共感的な支援は，時に患者の孤独感を癒すこ
とにつながる 14）。 

患者と話すことで看護師は患者の自殺念慮の程度・抱えて
いる内容を受け取り，患者は気持ちや問題の整理と見通しを
もつことができる。また，希死念慮をもつ患者は，死にたい
という思いと生きたいという思いの中で揺れ動いており 15），
そのような患者にとって，看護師が不調に気づき夜間でも話
す時間を作ってくれたことは，大切にしてもらえた感覚や安
心感につながり，話している時間そのものが有用なリスク回
避になるのではないかと考える。 

看護師は不眠を抱える患者を把握し対応することを意識し，
不眠をリスクとしてとらえ介入していた。睡眠障害の存在は
自殺リスクを 21.6 倍高める 16）。患者は夜勤の看護師の忙しさ
を感じ取り眠れなくても相談できないことがある。看護師は，
患者が眠れないままに一晩中悩みごとを反芻し思いつめ，自
殺を企てる可能性があると予測し，患者からの SOS の有無に
かかわらず，睡眠を注意深く観察していた。巡視の際に体動
が見られる，頻繁にトイレに通う患者は眠りが浅いと判断し，
勤務者と共有しながら，気になる患者には頓服を勧める，医
師に相談をする，眠れない原因や寝るための手立てを一緒に
考える等，不眠への手当を丁寧におこなっていた。患者は夜
眠れるだけで安心感をもつことができる。また，生活リズム
が改善され体調が整うことで退院後の生活に対して前向きな
考えができるようになるのではないか。看護師は不眠に対す
る苦痛に目を向け，投薬をするだけでなく，患者に寄り添う
ことで自殺の回避につながると考える。 

３．夜間の自殺予防のための看護をよりよくする方略 
自殺リスク者の見極めや特別な看護の実践には，一緒に夜

勤をする看護師の協力が必要である。夜勤は看護師が少ない
ことから，パートナーシップ・ナーシング・システムで看護
実践を共有する，指導することは困難である。日頃から事例
検討の場を設けるなど学習を重ね，看護実践を共有すること
ができれば，自殺予防への意識付けとなり患者理解も深まる。
自殺リスク者に対する特別な看護の実践が必要な時に，他の
勤務者に業務を任せられ，助け合える環境づくりも必要と考
える。自殺リスク者が治療をおこなう病棟に勤務経験のある
精神科看護師一個人の中に内在していた実践を広く共有し，
看護教育や精神科病院における人材育成，自殺予防の一助に
なると考えられる。本研究で具体的になった夜間巡視や看護
の実際について，既存の看護基準手順に追記し周知していき
たい。 

Ⅶ．結 論 

精神科一般病室における夜間巡視時の自殺リスク者に対す
る看護実践として【自殺リスク者の背景を見極める】【自殺に
つながる環境に対応する】【自殺リスク者への特別な看護を意
識する】が明らかとなった。 

自殺リスクのある患者への看護として以下が示唆された。 
１．自殺企図歴のある患者には再企図への注意が必要であり，

一般病室に移動した後も注意深く観察し，患者の不調にい
ち早く気付くことで必要な介入につなぐ。 

２．“いつもと違う違和感”を察知し緊急度を見極める。 
３．一般病室は自殺を誘発しやすい環境と認識し心理的な距

離に配慮する。 
４．看護師が不調に気付き夜間でも話す時間を作ってくれた

ことは，大切にしてもらえた感覚や安心感につながり，話
している時間そのものが有用なリスク回避になる。 

５．不眠に対する苦痛に目を向ける。 
本論文の内容は第 52 回日本看護学会学術集会において発

表した。 
なお本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はない。  
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◇研究報告◇ 

混合病棟で経験の少ない看護技術習得に向けた 
ICT を活用した動画視聴の効果 

谷澤大介1）*，神原なおみ1），野口京子1），谷川仁美1）

【目的】：混合病棟において経験の少ない看護技術の動画を作成し，その動画視聴による看護技術習得への効果を明らか
にすることを目的とする。 

【方法】：2021 年，看護師 23 名を対象に，「鼻出血時の対応と後鼻孔バルーンカテーテル挿入介助」の動画を視聴して
もらい，その視聴前後で「必要物品知識テスト」と「技術習得の自己評価」による調査，「技術習得の他者評価」を行
い比較した。動画を視聴した効果と課題の自由記述も求めた。 

【結果】：「必要物品知識テスト」1 項目，「技術習得の自己評価」の全項目，技術習得の他者評価 2 項目において，視聴
後は有意に高くなった（p ＜0.05）。動画を視聴した効果として【視覚によるイメージ化が容易】など 3 カテゴリーが，
課題として【動画提供者への課題】が生成された。 

【考察】：動画視聴後にいくつかの項目が高くなったことから，混合病棟における経験の少ない看護技術習得の有効な学
習手段であることが示唆された。 

【キーワード】動画，ICT 教育，看護技術習得 

Ⅰ．は じ め に 

混合病棟は運営の方法によっては効率的なベッドの確保が
可能になり，病床利用率の上昇，在院日数の短縮という病院
経営上の利点がある。一方，看護スタッフにとっては，単科
からなる一般病棟と比べて多種多様な疾患の患者の看護をし
なければならず，看護業務は煩雑になり業務量も増える 1）。
混合病棟ゆえに習得すべき看護技術が多岐にわたる一方で，
診療補助業務のなかには緊急性が高いものも多い。そのなか
には 1 年に 1 回程度しか経験しないような看護技術もある。
一般に臨床における看護技術は OJT（on the job training）
で経験の豊富な看護師から直接学ぶことが多い。しかし，経
験することが少ない看護技術はマンツーマン指導の機会に恵
まれないままに，すべての看護師が技術習得できているとは
いえない状況がある。参考資料も少なく，日ごろから学習す
ることもできないまま，病棟での勤務経験が浅い看護師のな
かには不安を抱えて業務にあたることも少なくない。経験す
ることが少ない看護技術を看護師がいかに習得していくかは，

混合病棟ゆえの課題でもある。 
こ の よ う な 現 状 に お い て ， 今 回 は Information and 

Communication Technology（ICT）を活用した動画視聴によ
る看護技術習得の手法に着目した。新型コロナウイルス感染
症（COVID-19）の流行により，感染予防の観点から ICT を
活用した研修が急速に取り入れられている。ICT を活用した
オンライン研修には e-Learning などのオンデマンド（On 
Demand）とリアルタイムの配信型があるが，特にオンデマ
ンドで配信されたものは時間や場所を問わず，繰り返し自ら
の学習進度に沿って学ぶことが可能になる。看護学生に e
ラーニングを導入したことで自己学習時間が延長したという
報告 2）からは学習者の主体的学習も期待できる。一方，動画
などの視聴覚教材はリアルな映像によってイメージがしやす
くデモンストレーションと同等の学習効果がある 3）ことが報
告されており，視覚的に理解を助ける魅力的な学習ツールで
あるといえる。この視聴覚教材としての動画を，ICT を活用
してオンデマンドで配信すれば，学習者は随時どこからでも
アクセスし，視覚的に学習できるようになる。これを看護技
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術の習得に活用することで，効果的な技術習得が期待できる
と考えられる。しかし前述したように，混合病棟では看護技
術が多岐にわたるうえに視聴覚教材化されて市販されたもの
は少ない。さらに，日々の看護実践に即座に活かすためには，
実際に働いている部署での器材を使用することが望ましい。
そこで今回，視聴覚教材として経験することが少ない看護技
術の動画を作成し，作成した動画をオンデマンドで配信した。
その動画視聴による看護技術習得への効果について明らかに
する。 

Ⅱ．目 的 

本研究では，混合病棟において経験の少ない看護技術の動
画をオンデマンドで配信することで，動画視聴による看護技
術習得への効果を明らかにすることを目的とする。 

Ⅲ．方 法 

１．用語の定義 
混合病棟：一般病床で複数の診療科の患者が入院する病棟 
経験の少ない看護技術：一人の看護師がその病棟で年 1～2 回
しか経験することのない看護技術 
動画視聴による看護技術習得：動画視聴により，看護の専門
的知識にもとづいて知識習得あるいは技術習得すること 
ボスキシ：ボスミン（5000 倍アドレナリン液）と 4％キシロ
カイン液を 1 対 1 の比率で混合した薬液で，綿花やロール
ガーゼに浸して使用する 
２．研究対象者 

地方都市にある地域医療支援病院 A 病院の混合病棟に勤
務する副師長以上の管理職を除いた常勤看護師 23 名である。
「必要物品知識テスト」と「後鼻孔バルーンカテーテル挿入
介助技術習得の自己評価（以下，技術習得の自己評価）」は全
員を対象にした。「後鼻孔バルーンカテーテル挿入介助技術習
得の他者評価（以下，技術習得の他者評価）」は，鼻出血処置
介助の経験がある 3 名と経験がない 3 名の 6 名を任意に選出
して対象者とした。その際，看護師経験年数が偏らないよう
にした。 
３．研究期間 

2021 年 8 月 6 日～同年 9 月 30 日 
４．研究方法 

作成した動画をオンデマンド配信し，研究対象者に視聴し
てもらった。動画視聴前には，対象者全員に属性を調査した。
動画視聴前後に，知識習得への効果として，「必要物品知識テ
スト」を調査した。次に，技術習得への効果として，「技術習
得の自己評価」を調査した。さらに鼻出血処置介助の経験の
有無により任意に選出した 6 名に動画視聴前と視聴後に「技
術習得の他者評価」を行った。なお動画内容と各質問紙の内
容妥当性は，耳鼻科医師 2 名と耳鼻科単科病棟での勤務経験
が 3 年以上の看護師 1 名による会議により確認した。詳細は
次のとおりである。 

１）動画作成の手順と視聴方法 
動画は耳鼻科医師 2 名の監修のもと研究者らが作成した。

動画内容は鼻出血時の必要物品準備と後鼻孔バルーンカテー
テル挿入準備から挿入後までの一連の処置介助技術で構成し
た。実際に医師が処置している場面で，研究者らが患者役と
看護師役になり，必要物品や一連の処置介助技術をスマート
フォン（iPhoneⓇ11）で撮影した。撮影した動画は，動画編集
アプリケーション（iMovieⓇ）を用いて編集した。処置介助技
術のポイントは字幕で示した。作成した動画をファイル転送
サービス「ファイルなう＜https://d.kuku.lu/＞」にアップ
ロードし，二次元コードから読み取ることができるようにし
た。 

動画が完成し視聴可能になった後の 3 週間を動画視聴期間
とし，期間中は研究対象者が個人のスマートフォン等でいつ
でも何回でも自由に視聴できるようにした。視聴回数は個人
に任せた。 
２）「必要物品知識テスト」と「技術習得の自己評価」 

（1）対象者：研究対象者全員 
（2）調査内容 
①属性：動画視聴前は年齢，経験年数．当病棟の経験年数，
耳鼻科処置介助の経験の有無，後鼻孔バルーンカテーテル挿
入処置介助の経験の有無を二項選択あるいは多項選択しても
らった。動画視聴後は動画視聴回数を記入してもらった。 

「必要物品知識テスト」：研究者らが作成した耳鼻科処置の
必要物品の知識を問う質問紙を用いた。「鼻出血時の介助に不
要なもの」「後鼻孔バルーンカテーテル留置後，鼻内に挿入す
るもの」「後鼻孔バルーンカテーテル留置後，固定に必要なも
の」の 3 質問項目について，解答は 4 つの選択肢から正しい
もの一つを選択するように求めた。質問項目毎の正答者数を
算出した。 
③「技術習得の自己評価」：研究者らが作成した後鼻孔バルー
ンカテーテル挿入介助の手順を問う自己評価式質問紙を使用
した。「カテーテル挿入の目的」「カテーテル挿入の手順」「カ
テーテル挿入の必要物品」「カテーテルの破損や異常の確認」
「テープの固定」の 5 項目からなる。自信を持ってできるま
で技術習得しているかどうかを「4 点：できる」「3 点：概ね
できる」「2 点：ほとんどできない」「1 点：できない」の 4 段
階で自己評価する。点数が高いほど技術習得の自己評価が高
いとみなす。また動画を視聴した効果と課題についての自由
記載の欄も設けた。 

（3）データ収集方法 
動画視聴開始前と終了 1 週間後に調査用紙を配布し，留め

置き法により回収した。無記名としたが，前後の調査の記入
者を一致させるため，対象者に任意の番号を記入してもらう
ように依頼した。 
３）「技術習得の他者評価」 

（1）対象者：耳鼻科処置介助の経験がある 3 名と処置介助の
経験がない 3 名 
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（2）調査方法と内容 
動画視聴前と視聴後の 2 回において後鼻孔バルーンカテー

テル挿入介助を模擬患者に対して実際に実施してもらった。
その実施手順を研究者が作成した「技術習得の他者評価」を
用いて他者評価した。「必要物品の準備」「カフの確認」「ゼリー
の準備」「ガーゼ挿入準備」「ガーゼを渡す」「テープの固定」
の 6 項目からなる。研究者 3 名が評価者となり「4 点：でき
る」「3 点：概ねできる」「2 点：ほとんどできない」「1 点：
できない」の 4 段階で評価した。点数が高いほど，技術習得
ができているとみなした。6 項目において評価者 3 名の評価
点の平均値をその対象者の点数とした。 
５．データ分析方法 

「必要物品知識テスト」の動画視聴前後の正答者数は
Fisher の直接法で，「技術習得の自己評価」と「技術習得の他
者評価」は中央値と Interquartile Range（IQR）を算出し，
動画視聴前後を Wilcoxon の符号付き順位検定で比較した。
統計処理は SPSS Statistics 23 を使用し，有意水準は 5％とし
た。自由記載は，動画の学習効果に関わる内容に着目してコー
ド化し，その意味内容の類似性でカテゴリー化した。分析に
あたってはスーパーバイザーに指導を受け，真実性を確保し
た。 

Ⅳ．倫理的配慮 

徳島市民病院倫理委員会の承認を得て研究を実施した（承
認日：2021 年 8 月 5 日）。研究対象者には研究目的及び調査
方法，調査内容を口頭と文書で説明した。研究への参加は自
由意思であること，研究への協力の有無により不利益が生じ
ないこと，得られたデータは研究目的以外には使用しないこ
と，研究結果を論文やその他の方法で公表する際，匿名性を
守ることと，本研究への参加協力を同意した場合であっても，
いつでも途中でやめることができること，研究終了後 3 年間
の本研究に関わる必須文書の保存とその後の破棄，研究結果
の公表を口頭と文書で説明した。特に任意に選出した「技術
習得の他者評価」の対象者 6 名には研究参加の自由意思と匿
名性を十分に担保した。調査用紙の提出は一定期間設置した
回収箱への個別投函とした。 

Ⅴ．結 果 

１．自己評価の対象者の概要 
調査票を 23 名に配布，20 名から回収し（回収率 87.0％），

有効回答は18名（有効回答率78.2％）であった。15名（83.4％）
は病棟経験年数が 1 年以上であった。耳鼻科の処置介助経験
がある人は 14 名（77.8％），そのうち，後鼻孔バルーンカテー
テル挿入介助の経験がある人は 2 名（11.1％）であった。動
画視聴回数は平均 1.8 回（範囲 1～3 回）であり，1 回のみの
視聴者の 6 割以上は看護師経験と当病棟経験年数 2 年以上の
人であった（表 1）。 

２．動画視聴前後の「必要物品知識テスト」の正答者数の変化 
正答者数は，「後鼻孔バルーンカテーテル留置後，鼻内に挿

入するもの」は動画視聴前 6 であったのに対し，視聴後は 18
と有意に高くなった（p ＜0.001）。「鼻出血時の介助に不要な
もの」と「後鼻孔バルーンカテーテル留置後，固定に必要な
もの」は動画視聴前より 18 および 16 の正答があり，視聴後
は 18 と全員が正答した（表 2）。 
３．動画視聴前後の「技術習得の自己評価」の変化 

「カテーテル挿入の目的」「カテーテル挿入の手順」「カテー
テル挿入の必要物品」「カテーテルの破損や異常の確認」「テー
プの固定」の 5 項目全て動画視聴後に有意に高くなった（p 
＜0.05）（表 3）。 

表 1 「必要物品知識テスト」と「後鼻孔バルーンカテーテル 

挿入介助技術習得の自己評価」の対象者の概要 
1

目
年
 20 22.2
 30 6 33.
  0 .
 50 0 0.0
経験年数
 1年 1 5.6
 1〜2年 2 11.1
 2〜5年 2 11.1
 6〜15年   6 33.
 16年 上 7 3 .

の経験年数
 1年 3 16.6
 1〜2年 5 27.
 2〜5年 9 50.0
 6〜15年   1 5.6
 16年 上 0 0.0

の経験
 ある 1 77.
 ない 22.2

の経験
 ある 2 11.1
 ない 16 .9
動 回数
 1回 .
 2回 5 27.
 3回 5 27.
1回の した人の経験年数       
 看護師経験 2年 2 25.0
       2年 上 6 75.0
  経験 2年 3 37.5
       2年 上 5 62.5
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４．「技術習得の他者評価」 
6 項目のうち，2 項目に変化がみられた。「必要物品の準備」

は視聴前の中央値 1.0（IQR 1.0-2.3）から視聴後 4.0（3.5-4.0）
へと，また「テープの固定」は視聴前の 1.0（1.0-1.0）から視
聴後 3.0（2.5-3.3）へと有意に高くなった（p＜0.05）。その他
の 4 項目については，動画視聴前後で有意な変化はみられな
かった（表 4）。 
５．動画視聴の効果と課題 

カテゴリーを【 】で，記述を「 」で示す。動画視聴の
効果として【視覚によるイメージ化が容易】【自己学習への動
機づけ】【自由な再生が可能】，課題として【動画提供者への
課題】の 4 カテゴリーが生成された。【視覚によるイメージ化
が容易】は「口頭で説明されるより分かりやすかった」「イメー
ジ化できた」などから読み取れるように，動画による視覚の
効果を示すものであった。【自己学習への動機づけ】は，「物
品がどこにあるのかも分かるようにしておきたい」「日ごろか
ら練習しておくことが大切」といった自己学習への動機づけ
となるものであった。 

【自由な再生が可能】は，見たいときに見ることができ，動
画の再生速度を調整することができるといった動画再生の利
点をとらえたものであった。【動画提供者への課題】は，「動
画の疑問に対するフォローはどうするのか」といった動画の
内容の妥当性を心配するものであった（表 5）。 

Ⅵ．考 察 

今回の対象者は約 1 割しか過去に後鼻孔バルーンカテーテ
ル挿入介助の経験がなかった。そのような集団においてまず，
動画視聴による知識習得への効果を「必要物品知識テスト」
の正答者数の変化から検討する。必要物品の知識を問う 3 項
目のうち「鼻出血時の介助に不要なもの」と「後鼻孔バルー
ンカテーテル留置後，固定に必要なもの」の 2 項目において
は有意な変化としては現れなかった。しかし，体外からは見
えない「後鼻孔バルーンカテーテル挿入後に鼻内に挿入する
もの」の正答者数は動画視聴後に有意に高くなった。このこ
とは，日常的な経験から得られる知識の習得に関しては，動
画視聴効果はないが，日常的な経験からは得られない知識の

表 2 動画視聴前後の「必要物品知識テスト」の正答者数 
1

表 3 動画視聴前後の「後鼻孔バルーンカテーテル挿入介助技術習得の自己評価」 

表 4 動画視聴前後の「後鼻孔バルーンカテーテル挿入介助技術習得の他者評価」 

目
動 前前 動

1 時の に 要な のを してく い
      ーンカ ー    アス レーシ ン ト   用

2 ーンカ ー に、 内に するの を してく い
   イシン ロー ーゼ      ス シ    ス シロー ーゼ

3 ーンカ ー 、 に 要な の
   1 .5 アン   2 0    ス ク   

0.05 0.001    の

6 1 0.001

16 1 0. 6

1 1 ー

者数

」

値 値
2.5 2.0 3.0 .0 3.0 .0 0.003
1.0 1.0 2.3 3.0 3.0 .0 0.001
1.0 1.0 2.3 3.0 3.0 .0 0.001
1.0 1.0 2.3 .0 3.0 .0 0.001
1.0 1.0 1.3 3.0 3.0 .0 0.001

0.05 0.001 の
「カ ー 」とは「 ーンカ ー 」の とである

価 目
動 前 1 動 1

1 カ ー の目
2 カ ー の
3 カ ー の 要

カ ー の の
5 ー の

値 値
要 の 1.0 1.0 2.3 .0 3.5 .0 0.026

カフの .0 3.3 .0 .0 .0 .0 0.317
ゼ ーの .0 3.3 .0 .0 .0 .0 0.317
ーゼ 1.5 1.0 2.5 .0 3.3 .0 0.063
ーゼを す 1.5 1.0 2.5 .0 3.3 .0 0.063
ー の 1.0 1.0 1.0 3.0 2.5 3.3 0.03

0.05 の

価 目
動 前 6 動 6
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習得に関しては，動画視聴が有効であったとして考察できる
と考えている。動画による印象の残りやすさがあったと推測
するが，今後は文字や写真のマニュアルと動画での知識定着
率を比較検証することで，その効果が明らかになると考える。

次に，技術習得への効果を検討する。「技術習得の自己評価」
の点数は動画視聴前よりも動画視聴後にすべての項目が有意
に高くなった。同様に「技術習得の他者評価」の点数も，「必
要物品の準備」「テープの固定」の 2 項目で動画視聴後は有意
に高くなった。自己評価のみならず他者評価でも動画視聴後
のいくつかの技術の点数が上がったことより，動画視聴は技
術習得に効果があったといえる。 

以上，動画視聴の効果を知識習得と技術習得の両面から数
的に確認できた。これまでも動画の有用性として視覚と聴覚
で疑似体験ができ具体的にイメージできる 4）ことが報告され
ており，今回も【視覚によるイメージ化が容易】が示された。
このように動画は立体的に目で見ることができるために文章
や写真よりもイメージ化が容易であり，ここが動画の強みで
あるといえる。さらに動画では必要な手技を複数回視聴でき
る 5）有用性もある。今回も【自由な再生が可能】が示された
ように，学習者の進度に合わせながら再生が可能という点も
動画の魅力である。しかも今回は【自己学習への動機づけ】
が効果として示された。これはこれまでの先行研究では示さ
れておらず，今回，動画をオンデマンドで配信したことの効
果として実証できたものである。緊急性の高い看護技術を容
易に再生できる学習環境の提供は，看護師の不安緩和という
点でも注目できるだろう。 

残念ながら平均視聴回数は 1.8 回と少なかった。1 回しか視
聴しなかった人の多くは看護師経験や病棟経験年数 2 年以上
の人であった。経験が長い人は，耳鼻科処置介助の経験もあ
り，既に鼻出血処置の流れをある程度理解している。そのた

め，処置介助のイメージ化が容易だったことが要因ではない
かと考える。動画を用いた学習法は自己学習への動機づけや
学びの強化に有効である 6）と言われており，今後は視聴回数
を増やすための工夫が求められる。 

新型コロナウイルス感染症の流行により医療現場での研修
のあり方が検討されているなかで，今回，視聴覚教材の動画
を，ICT を活用してオンデマンドで配信することで研修スタ
イルの幅が広がったといえるだろう。また，これまで病院全
体で行う e ラーニングとは異なり，病棟独自で作成する動画
は病棟個別のニーズに対応できるという利点もある。動画は
習得すべき技術の多い混合病棟では特に有効な学習ツールで
あるが，これは混合病棟以外の多くの場で活用可能であると
考える。またこれまでの業務や技術のマニュアルの多くは紙
媒体であったが，今後は動画を用いたマニュアルの併用も検
討する価値があるだろう。しかし動画をオンデマンドで配信
する研修スタイルは時や場所を選ばないという強みがある一
方で，勤務時間外の研修を助長させる可能性もある。個人の
端末の使用では通信料負担の問題も派生する。動画をオンデ
マンドで配信する研修の有効性と同時にこれらの課題にも対
応する必要もある。 

本研究は一病棟での研究であり，対象者が少ないことから，
今後一般化するには対象者数を増やしてデータを積み重ねる
必要がある。また今回のテストは，耳鼻科医師，耳鼻科病棟
の経験年数の長い看護師の監修のもとで作ったものであるた
め，妥当であるとは言い切れないところがある。さらに，動
画視聴前後の比較のみで，統制群を設けた比較検討ができて
いないことも研究の限界である。【動画提供者への課題】も示
されたが，看護師によって経験値や学ぶ速さ，技術の程度が
異なることから，看護師の個別性に対応できる動画作成を検
討していくことが今後の課題である。 

表 5 参加者が捉えた動画視聴の効果と課題 
カ ー 数

動 で る とで し すかった 3
で る り分かり すかった 2
を で た 2

を で た 2
要 分かった 2
まではどの うにす いか分からなかった 2
で ていなかった 2

全員 同じイ ー で取り て い 1
え すい 1

をした と ない イ ー で た 1
実 の を一 で る と で て かった 1
実 に にあたる時は、あ て ち着いてで う 1

ど にあるのか 分かる うにして たい 1
日 から 習して く と 1
たいと に る と で る 1
の は人 なので い 1

動 者 の 動 を て、 に思ったり、 に思ったりした時のフ ローはどうするのか 1

な

習 の動

に る
イ ー 容
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Ⅶ．結 論 

１．混合病棟の経験少ない看護技術をオンデマンドで配信し
た動画を視聴することにより，「必要物品知識テスト」は 3
項目のうちの 1 項目において正答者数が動画視聴後有意に
高くなった。動画視聴後は 3 項目において全員が正答した。

２．「技術習得の自己評価」は 5 項目全てにおいて動画視聴後
に有意に高くなった。「技術習得の他者評価」は 6 項目のう
ち，2 項目で有意に高くなった。 

３．オンデマンドで配信した動画を視聴する効果として【視
覚によるイメージ化が容易】【自己学習への動機づけ】【自
由な再生が可能】，課題として【動画提供者への課題】があっ
た。 

４．動画の視聴効果が明らかになったことから，オンデマン
ドで配信した動画は混合病棟における経験の少ない看護技
術習得のための有効な学習ツールであることが示唆された。
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◇研究報告◇ 

精神看護学実習における患者－学生関係に関する 
患者の視点からの文献検討 

夫 博美1）* 

 本研究の目的は精神看護学実習における患者と学生のより良い対人関係構築のために患者－学生関係の特徴と課題
を患者の視点から明らかにすることである。精神看護学実習における患者―学生関係について患者を研究対象にした 7
文献を質的記述的に分析した。その結果，患者－学生関係を示すカテゴリは《治療的関係》と《学習的関係》であった。
《治療的関係》では患者と学生の役割は看護実践の対象者と看護実践者であった。患者は学生を心強い存在と感じ，症
状の軽減，意欲の向上，活動の増加があった。一方，学生の関わりが患者の負荷になった。《学習的関係》では患者と
学生の役割は学習支援者と学習者であった。患者は学生の学習支援を社会的役割と考え，学習への配慮を行っていた。
一方，患者は学生への学習支援で疲労や不快を感じていた。学生が患者に関わる際には患者－学生関係にはこの 2 つの
側面があることを理解する必要がある。 

【キーワード】精神看護学実習，対人関係，文献検討，患者－学生関係 

Ⅰ．は じ め に 

看護過程は対人援助関係の過程を基盤として看護の目標を
達成するための科学的な問題解決方法を応用した思考過程の
筋道である 1）。精神疾患患者（以下，患者）の看護は社会的
相互関係を用いた看護実践が用いられる。そして，看護基礎
教育における精神看護学実習においては看護学生（以下，学
生）も対人関係構築に努めながら看護実践を行う。しかしな
がら，学生は看護師の看護実践と比べると立場の違い及び技
術力の違いがある。そのため，患者－学生関係は患者－看護
師との対人関係とは異なる特徴があると考えられる。看護基
礎教育においては学生のコミュニケーション能力の不足が課
題になっており 2），コミュニケーション能力の向上のための
教育の一層の強化が必要であることが課題として提示されて
いる 3）。しかしながら，学生には患者の気持ちや接し方がわ
からないという悩みがある 4）。このため，患者とのコミュニ
ケーションが困難な場面では様々な要因を理解する必要があ
る 5）。特に精神看護学実習において学生は患者の訴えが日々
変わることや同じ疾患でも患者によって症状が違うことで学
生は患者の理解に戸惑い，学生が患者の訴えや感情を読み

取ったとしてもコミュニケーション技術を活用できないこと
が課題である 6）。 

一方，実習現場である精神科病棟では実習協力に同意する
患者数の不足や実習が患者に及ぼす影響として患者の疲労・
ストレス・症状悪化が課題になっている 7）。学生と患者の良
好な対人関係構築と実習現場及び患者が持つ課題解決の方法
の一つとして，学生は患者の思いと患者に関わる際に留意す
べきことを理解する必要がある。そのためには患者－学生関
係及びその特徴と課題を患者の視点から明らかにする必要が
ある。 

Ⅱ．目 的 

文献をもとに精神看護学実習における患者－学生関係の特
徴と課題を明らかにする。この結果を基にして良好な対人関
係構築のために学生が患者に関わる際の留意点を検討する。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
文献研究による質的記述的研究 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）大和大学 元大阪信愛学院短期大学 
＊ E-mail：chocopafue@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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２．用語の定義 
本研究において「精神看護学実習」とは精神科病棟に入院

中の精神疾患患者を対象とした看護過程に関する実習教育を
指す。実習方法については患者の個別受け持ち制で行うのが
通例である 8）。 
３．研究方法 
１）研究対象文献の抽出方法 

文献抽出は医学中央雑誌 Web 版（Ver.5）を用いて検索を
行った。対象期間は精神看護学が科目として独立した 1996 年
4 月以降 2020 年 3 月までに発行された文献とした。キーワー
ド検索で研究対象文献（以下，対象文献）を抽出した。検索
キーワードは「精神看護学実習」and「学生」and「対人関係」，
「精神看護学実習」and「学生」and「インタビュー」，「看護」
and「実習」and「患者」and「思い」，「看護」and「実習」and
「患者」and「インタビュー」にした。文献の種類においては
「学術論文としての形式が整っている文献」を選択し，「解説，
総説，会議録等」は除外した。文献の内容においては「精神
看護学実習に関する文献」，「研究が患者である文献」，「患者
－学生関係の研究」の全ての条件を満たす文献を選択し，そ
れ以外の文献は除外した。 
４．分析方法 

対象文献を精読し，対象文献に記述されている患者－学生
関係の具体例をデータとして抽出した。次にデータの意味・
内容を考慮した文に要約することによりコードを生成した。
さらにコードを患者－学生関係の視点で抽象化してサブカテ
ゴリを生成し，これをカテゴリ化した。 
５．分析の信頼性 

分析の信頼性を確保するために対象文献収集においては発
行されている文献を可能な限り網羅した抽出ができるように
複数のキーワードを用いて検索した。分析は精神看護学実習
を指導する教員である筆者が行った。また，分析にあたり精

神医学及び精神看護学を専門とする指導教官のスーパーバイ
ズを受けた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は文献研究のため倫理的配慮を要する研究には該当
しない。著作権の侵害，剽窃をしないように留意した。 

Ⅴ．結 果 

１．研究対象文献抽出結果 
検索キーワード「精神看護学実習」and「学生」and「対人

関係」での検索結果は 210 文献であった。そこから除外・選
択基準に従って抽出した結果，対象文献は 1 文献であった。
抽出した対象文献数が少ないため，キーワードを変えて検索
を重ねた。「精神看護学実習」and「学生」and「インタビュー」
での検索結果は 28 文献であった。そこから除外・選択基準に
従って抽出した結果，対象文献は 2 文献であった。「看護」
and「実習」and「患者」and「思い」での検索結果は，560 文
献であった。そこから除外・選択基準に従って抽出した結果，
対象文献は 4 文献であった。「看護」and「実習」and「患者」
and「インタビュー」での検索結果は，468 文献であった。そ
こから除外・選択基準に従って抽出した結果，対象文献は 5
文献であった。以上の延べ 12 文献から重複する延べ 5 文献
を除いた結果，対象文献は 7 文献になった（図 1）。発行年は
1999 年が最も古く，2013 年が最新であった。研究デザインは
量的研究が 2 文献，質的研究が 4 文献，量的・質的混合研究
が 1 文献であった（表 1）。量的研究の文献のデータ収集方法
は全てインタビュー方式の聞き取りであり，患者の語りが
データとして記述されていた。 
２．分析結果 

研究対象 7 文献から 76 の具体例が抽出された。これを分
析した結果，46 コード，19 サブカテゴリが生成され，患者－ 

図 1 研究対象文献検索課程 
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表 1 研究対象文献一覧 

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 患者－学生関係のカテゴリ表 
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学生関係として《治療的関係》と《学習的関係》の 2 カテゴ
リが生成された。以下，カテゴリを《 》，サブカテゴリを〔 〕，
コードを「 」で示す。（表 2） 
３．カテゴリの説明 

患者の視点での患者と学生の良好な対人関係構築という観
点から《治療的関係》と《学習的関係》それぞれにおけるサ
ブカテゴリを肯定的体験と否定的体験に整理して説明する。 
１）《治療的関係》における肯定的体験 

《治療的関係》における肯定的体験は〔会話の楽しみ〕，〔人
間としての尊重〕，〔援助される喜び〕，〔心強い存在〕，〔意欲
の向上〕，〔活動の増加〕であった。 

（1）〔会話の楽しみ〕 
このサブカテゴリは「気楽・話しやすかった」，「若い人と

話すことが楽しかった」，「いろいろな話ができた」から生成
された。患者は学生との会話に気楽で話しやすいと感じたこ
と，患者よりも若い世代である学生と多様な話題の会話を楽
しんだことが示された。 

（2）〔人間としての尊重〕 
このサブカテゴリは「きちんと話を聞いてくれた」，「コミュ

ニケーションを通して人としての関わりがあった」，「希望を
受け入れ，取り入れてくれた」から生成された。患者は学生
には話を聞く姿勢があったと感じたこと，学生が患者に対し
て人間として関わる姿勢を感じたこと，患者の意向が学生に
尊重された思いがあったことが示された。 

（3）〔援助される喜び〕 
このサブカテゴリは「衣生活への助言をしてくれた」，「整

理整頓の援助をしてくれた」から生成された。患者は学生が
行う更衣の援助や衣生活への助言や環境整備の支援を好意的
に感じたことが示された。 

（4）〔心強い存在〕 
このサブカテゴリは「学生といると心強い」，「学生といる

と気分が楽になった」，「癒された」から生成された。患者は
学生がそばにいることが心の支えになり，学生と共に過ごす
ことで気分が安定したこと，学生の援助で症状が緩和された
ことが示された。 

（5）〔意欲の向上〕 
このサブカテゴリは「励みになった」，「生活に張りが出た」

から生成された。患者は学生の関わりによって療養生活の励
みや充実，張り合いを得たことが示された。 

（6）〔活動の増加〕 
このサブカテゴリは「学生がいるから散歩，外出ができた」，

「いろいろな体験ができた」から生成された。患者は学生の
関わりが外出や散歩をする機会になったこと，工作やゲーム
等の活動を体験する機会になったことが示された。 
２）《治療的関係》における否定的体験 

《治療的関係》における否定的体験は〔関わりが不十分〕，
〔学生の無理解〕，〔話題の相違〕，〔会話の停滞〕，〔心身への
負荷〕であった。 

（1）〔関わりが不十分〕 
このサブカテゴリは「頼りなかった」，「積極性がなかった」

から生成された。患者は学生の関わりに安心を得ることがで
きなかったこと，関わりに積極性が不足していたと感じたこ
とが示された。 

（2）〔学生の無理解〕 
このサブカテゴリは「患者の話を聞く姿勢がなかった」，「一

方的な関わりを受けた」，「できないことを笑われた」から生
成された。患者は学生から訴えを十分に聞いてもらえなかっ
たこと，学生の関わりが一方的だったこと，学生から笑われ
たことが示された。 

（3）〔話題の相違〕 
このサブカテゴリは「年代の違いで話題が合わなかった」，

「自分のことを言おうとしなかった」から生成された。患者
は学生との世代の違いから話題が合わないこと，学生が自己
開示しないため会話に困ったことが示された。 

（4）〔会話の停滞〕 
このサブカテゴリは「コミュニケーションが未熟だった」，

「会話が途切れると困った」，「うまく話せない不安があった」
から生成された。患者は学生のコミュニケーション技術が未
熟であったこと，学生との会話が続かず困ったこと，患者が
自己のコミュミケーション力への不安があったことが示され
た。 

（5）〔心身への負荷〕 
このサブカテゴリは「共に過ごす疲労感」，「病的体験の出

現」から生成された。患者には学生からの関わりによって疲
労感や病的体験が生じたことが示された。 
３）《学習的関係》における肯定的体験 

《学習的関係》における肯定的体験は〔社会的役割の遂行〕，
〔交流を円滑にする配慮〕，〔精神医療の理解を支援〕，〔自己
向上を期待〕であった。 

（1）〔社会的役割の遂行〕 
このサブカテゴリは「成人としての役割を自覚」，「役に立

ちたい思い」，「経験させてあげた」から生成された。患者が
若い世代の学生の学習に対して大人としての役割意識を持っ
たこと，学生の協力者として責任を果たす思いがあったこと，
患者が意図的に学生に対して学習経験を与えたことが示され
た。 

（2）〔交流を円滑にする配慮〕 
このサブカテゴリは「遊びを提案した」，「話題を提供した」

から生成された。患者が学生にゲーム等の遊戯を提案したこ
と，話題を提供したことが示された。 

（3）〔精神医療の理解を支援〕 
このサブカテゴリは「自己の体験を教えた」，「精神科病院

の現状を知って欲しい」から生成された。患者が学生に自己
の療養体験を開示したこと，精神科病院の現状理解を促した
ことが示された。 

（4）〔自己向上を期待〕 
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このサブカテゴリは「自分に向上心があった」，「若い人と
話すことが勉強になると思った」から生成された。患者は向
上心を動機として実習教育に参加したこと，患者は自己より
若い世代である学生と会話をすることが自己の学習になると
思ったことが示された。 
４）《学習的関係》における否定的体験 

《学習的関係》における否定的体験は〔気遣いによる疲労〕，
〔学生本位の関わりが不快〕，〔過剰な同行が不自由〕，〔プラ
イバシーに踏み込まれる不快〕であった。 

（1）〔気遣いによる疲労〕 
このサブカテゴリは「役割を果たすことで疲れた」，「薬の

副作用で思い通りにできない」から生成された。患者は協力
者として役割を果たすことで疲労したこと，手の振戦等の抗
精神薬による有害作用で思い通りに協力ができなかったこと
が示された。 

（2）〔学生本位の関わりが不快〕 
このサブカテゴリは「実習中心の関わりを受けた」，「看護

技術の練習台にされた」から生成された。患者は学生の関わ
りが看護援助ではなく学習を主体とした関わりであると感じ
た不快，学生から受けた看護技術が練習目的であると感じた
不快が示された。 

（3）〔過剰な同行が不自由〕 
このサブカテゴリは「自由な時間がなくなった」，「トイレ

等不要な時についてきた」，「しつこく訪室された」から生成
された。患者は学生の関わりで生活の時間が削られたこと，
不必要な学生の同行，必要以上の訪室を受けたことに不自由
さを感じたことが示された。 

（4）〔プライバシーに踏み込まれる不快〕 
このサブカテゴリは「根掘り，葉掘り話したくないことを

聞かれた」，「生活に踏み込まれた」，「プライベート空間に踏
みこまれた」から生成された。患者は話したくない事柄を学
生に質問されることや学生が生活やプライベート空間に立ち
入ることに不快感を持ったことが示された。このサブカテゴ
リのコードには 1～7 の全ての文献が含まれていた。 

Ⅵ．考 察 

患者と学生の対人関係は《治療的関係》において患者と学
生の役割は看護実践の対象者と看護実践者であった。《学習的
関係》において患者と学生の役割は学習支援者と学習者で
あった。これは学生が患者を援助すると同時に患者が学生の
学習を支援していたことを示す。この 2 つの対人関係につい
て考察し，学生が患者と関わる際に留意すべきことを検討し
た。 
１．治療的関係 

患者が学生から受けた態度の否定的体験は〔学生の無理解〕
であり，肯定的体験は〔人間としての尊重〕であった。これ
らのことから，患者－学生関係には学生の基本的な姿勢・態
度が問われると考えられる。学生が患者と関わる際に留意す

べきこととして，患者を理解する姿勢を示すこと，患者を人
として尊重する態度をとることが必要である。 

〔話題の相違〕，〔会話の停滞〕は患者が学生と会話をした
場面での否定的体験であった。学生も患者との関わりにおい
て会話が続かない苦痛，患者の話題についていけない苦しさ
を感じている 9）。これらのことから，話題が合わないことと
会話の停滞への対処法については患者と学生の両者に共通す
る課題であると考えられる。話題を世代の違いで考えると「若
い人と話すのが楽しかった」が示すように患者には若い世代
の学生との会話を楽しむ側面があった。これを考慮すると会
話の相手の世代が異なることは一概に会話が困難になる要因
ではないと考えられる。また，〔会話の楽しみ〕は患者と学生
との会話における場面での肯定的体験であった。これらのこ
とから，学生が患者と会話する際に留意すべきことして，会
話を楽しむ工夫をすること，世代の違いを考慮した話題また
は世代が異なったとしても患者の興味・関心を考慮して楽し
く会話ができる話題を選んで準備することが必要である。 

〔会話の停滞〕では会話が円滑になるように学生は患者と
話題が合わない場合は話題を変える配慮や会話を学生側から
積極的に会話をするように努める必要がある。しかしながら，
話題の問題ではなく患者が沈黙している場合も想定される。
この場合は患者が話すのを待つこと，沈黙に応える関わりが
必要である。 

患者が学生から受けた看護援助における肯定的体験には
〔心強い存在〕，〔援助される喜び〕，〔意欲の向上〕，〔活動の
増加〕があった。学生が行う看護実践の効果には症状の変化
や患者の障害の程度の軽減がある 10）。これらのことから，患
者は学生が実施する生活指導，レクリエーション，散歩等の
看護援助を好意的に受け止めていたと考えられる。これに加
えて，患者は学生の看護援助そのものだけではなく，援助を
通して関わる学生の存在が患者の症状緩和や意欲の向上，活
動の増加につながったと考えられる。 

学生の関わりには〔関わりが不十分〕，〔心身への負荷〕と
いう否定的体験があった。これらのことから，学生の存在の
あり方が患者への心理的な重圧の要因になると考えられ，患
者が学生からの関わり方に不十分さを感じることも心理的な
負担になると考えられる。学生が患者に関わる際には患者の
反応と症状の変化を観察し，効果的に看護援助を実施するた
めには実施時間や場所，頻度についても留意する必要がある。
学生の関わり方と患者の反応については臨床指導者等の客観
的な視点での観察による助言も得る必要がある。 
２．学習的関係 

患者が学生への学習支援を行う関わりでは〔交流を円滑に
する配慮〕が肯定的体験であり，〔気遣いによる疲労〕は否定
的体験であった。これは患者が能動的に学生への配慮を行っ
た場合と学習支援行動が患者の負荷になって心身の不調が生
じる場合があったことを示す。〔学生本位の関わりが不快〕は
患者が学生の関わりが学習目的であり，看護援助としての意
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義を感じず不快になった体験であった。〔過剰な同行が不自
由〕も学生の関わりが看護援助ではなく学習目的に偏った行
動であった結果，患者は学習支援で時間が削られた思いや不
自由さを感じたと考えられる。これらの否定的体験において
患者は心身の安定と休息が必要とする療養生活に対して学生
の学習行動による負荷を受けていたと考えられる。学生が患
者に関わる際には患者が実習教育に時間的な協力をする上で
は納得して行えるようにすると共に患者が休息や自由な時間
を確保できるように留意する必要がある。 

〔プライバシーに踏み込まれる不快〕は患者が学生との関
わりでプライベート空間に踏み込まれてプライバシーを脅か
される不安，話したくないことを聞かれる辛さであった。そ
して，このサブカテゴリを構成するコードには全ての対象文
献が含まれた。これらのことから，学生がプライバシーに関
する会話をする時や看護援助で患者の生活やプライベート空
間に立ち入る時には患者が学生に侵入された等の否定的思い
にならないような配慮が必要である。学生が患者に関わる際
の留意すべきこととして，プライバシーに関する会話や患者
個人の情報収集，患者の生活やプライベート空間に入り込む
際には説明すること，患者の意向を確認し，納得できない時
は実施しないことや患者が拒否できる保障をする必要がある。

〔社会的役割の遂行〕は患者が学生への学習支援を社会の
一員として役割遂行と意味づけていたことであり，〔自己向上
を期待〕は患者が学生との関わりを自己向上の機会と捉えて
いたことであった。〔精神医療の理解を支援〕は学習支援であ
るが，その内容は精神看護学実習での看護実践や看護展開の
枠を越えた学習支援である。患者が学習支援者としての役割
を果たすことは，社会的役割の是認，苦悩の緩和と自己価値
観を高める 11）。これらのことから，患者には精神疾患患者の
一人として実習の協力を通して学生に対して自らの体験や精
神科病院の現状理解を促したいという願いがあったと考えら
れる。これらのことから，患者は学生の学習支援を自己の向
上や自己実現の機会として位置づけていたと考えられる。 
３．看護教育への示唆 

精神看護学実習における患者と学生の対人関係において，
患者は学生を治療者としての役割と学習者として役割を認識
して関わっていることが明らかになった。そして，患者は社
会貢献をする一人の人間として実習に協力している側面があ
る。学生はこれらのことを理解して患者に関わる必要がある。
また，教員や臨床指導者は患者－学生関係について患者の視
点からはこのような体験があることを認識することが学生へ
の指導と患者への援助に必要である。 
４．研究の限界及び今後の課題 

本研究における研究の限界を述べる。対象文献には 3～4 ペー
ジ程度であるものや学会誌以外の対象文献が含まれていたこ
とで引用できる具体例が限定された。対象文献には 2013 年よ
り新しい文献がなく，その後の社会情勢や精神疾患の治療方法
等の変化を考慮すると現在の状況に合わない可能性がある。 

今後の課題として〔心強い存在〕を形成するコードは全て
が急性期病棟の患者が研究対象である文献 5 から生成された
コードであった。急性期の特徴的な症状や状況で辛い時に誰
かがそばにいる心強さがあったと推測されるが，明確ではな
い。他の文献にも急性期症状を持つ患者が含まれているが，
症状別の記述がない上に同様のデータがなかった。このこと
から，急性期および慢性期やリハビリ期のように患者の状況
による対人関係の体験の違いを明らかにする必要がある。こ
れらのことから，患者を対象とした研究を今後も行う必要性
がある。また，学生の視点からの対人関係の特徴と課題も明
らかにする必要がある。 

Ⅶ．結 論 

精神看護学実習における患者と学生のより良い対人関係構
築のための知見を得るために文献検討を行った。文献検索の
結果，7 文献が抽出された。分析の結果，研究対象 7 文献か
ら 76 の具体例が抽出され，46 コード，19 サブカテゴリが生
成された。患者－学生関係として《治療的関係》と《学習的
関係》の 2 カテゴリが生成された。《治療的関係》において学
生の存在は心強く感じられ，学生の関わりは患者の症状の緩
和，意欲の向上，活動の増加をもたらしていた。一方では学
生の関わりに負荷を感じる患者がいた。《学習的関係》におい
て患者は学習者としての学生に対する学習支援者として役割
を果たすことを有意義であると思って協力していた。一方で
は学生が患者に対して学習中心の関わりをした際には，患者
は療養生活に対して負荷を受けたと感じた。学生はこれらの
対人関係と患者の思いを理解して関わることが必要である。 

本研究は放送大学大学院修士課程に提出した修士論文に加
筆・修正をしたものである。尚，本研究の内容の一部は，第
52 回（2021 年）日本看護学会学術集会にて発表した。 

本研究において開示すべき利益相反関連事項はない。 
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◇研究報告◇ 

初めて分娩介助実習を行った助産師の思い 

田邉綾子1）*，菅原早苗1）

 本研究の目的は，分娩介助実習に携わった助産師の思いを知り，今後の教育・指導に役立てるために，初めて分娩介
助実習の指導を行った助産師が実習指導に抱く思いを明らかにすることである。看護学生の実習指導経験のある助産
師経験年数 13～24 年の 3 名を対象とし（1）分娩介助実習を受け入れる前の思い（2）分娩介助実習後の思い（3）今後
の工夫をインタビューした。対象者は，学生指導と分娩担当の兼務を負担に感じ，指導モデルがいない自分の指導への
不安や，理想とする学生指導へのジレンマがあった。しかし，学生時代を振り返り，指導者への感謝の思いを感じたこ
とで，学生と共に学びを深め，より充実した実習指導をすることが自分達の役割だと改めて認識した。そして，指導者
間で情報共有することの重要性が示唆された。 

【キーワード】助産師，助産学生，分娩介助実習，実習指導，思い 

Ⅰ．は じ め に 

近年，産婦人科医の減少や少子化に伴い，分娩を取り扱う
施設は減少しているが，助産師養成機関や助産師養成者数は
増加している 1）。そのため，新たに助産学生の実習を受け入
れる施設が増えている。X 県でも 2019 年 4 月に X 県立看護
専門学校助産師養成課程が新設され，X 県内の 5 施設が初め
ての分娩介助実習を受け入れることとなった。A 病院もその
中の 1 施設であり，今まで看護学生の母性実習や助産学生の
見学実習の受け入れは行っていたが，助産学生の分娩介助実
習の受け入れは初めてであった。日勤の分娩室担当が分娩室
業務と助産学生の指導を兼務することになるため，指導への
不安を抱いている助産師が多くいた。 

分娩介助実習が始まる前に指導マニュアルを作成したが，
実際の助産学生の指導は，その時に携わる経験年数 3～30 年
の個々の助産師に任された。実習指導はマニュアル通りには
いかず，自分達が経験してきた実習との違いもあり，同僚間
で度々指導内容について確認することがあった。緒方ら 2）の
全国調査でも，実習指導者研修の受講経験は 47.6％であり，
指導に関する学びの少ないことや調査対象者の 57.7％に指導
モデルがいないこと，自分自身の経験と先輩・同僚のイン

フォーマルな情報交換等による手探りの指導に頼っている実
態が述べられている。 

助産学生の分娩介助実習が始まり，指導者の間で色々な思
いが生まれた。指導にあたった助産師からその思いについて
語る場が欲しいという意見が聞かれた。先行研究では，分娩
介助実習の指導の困難や実習指導の現状は明らかになってい
る 3）が，初めて分娩介助実習を受け入れる施設での助産師の
思いに関する調査はない。 

そこで，初めて分娩介助実習に携わった助産師の思いを知
り，今後の教育・指導に役立てるために本研究に取り組むこ
ととした。 

Ⅱ．目 的 

分娩介助実習に携わった助産師の思いを知り，今後の教育・
指導に役立てるために，初めて分娩介助実習の指導を行った
助産師が実習指導に抱く思いを明らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
半構成的面接法による質的記述的研究 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）富士市立中央病院   
＊ E-mail：tanabe_ayako@sc.city.fuji.shizuoka.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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２．研究対象者 
A 病院 B 病棟に勤務し，分娩介助実習に関わる経験年数 3

年以上の助産師 13 名のうち，実際に分娩介助実習を担当し，
本研究に協力を得られた助産師 
３．調査期間 

20XX 年 9 月 23 日～20XX 年 11 月 30 日 
４．データ収集方法 

「初めて分娩介助実習を行った助産師の思い」に関する研
究の協力依頼のポスターを掲示し，研究協力者の公募をした。
協力者に研究の主旨を説明し，書面で同意を得てインタ
ビューガイドに基づき，半構造化面接を行った。面接は協力
者のプライバシーが守られる病棟内の個室で研究者と 1 対 1
で行い，協力者の承諾を得て，面接内容を IC レコーダーに録
音した。面接日時は協力者の意向に沿う時間に協力者の負担
を考え 30 分とした。インタビュー内容は，①初めての分娩介
助実習を受け入れる前にどのような思いがありましたか②実
際の分娩介助実習に携わりどんなことを思いましたか，よ
かったこと・大変だったこと③今後，分娩介助実習にあたり，
工夫したいこと，あったら良かったと思うことについてであ
る。 
５．分析方法 

インタビュー内容の逐語録を作成し，研究者 2 名で慎重に
読み込み，実習指導に対する思いに関する内容を抽出しコー
ド化した。コード化したものを類似性に従って整理し，サブ
カテゴリとし，さらにカテゴリ化した。分析の信頼性・妥当
性を高めるために，分析過程において研究指導者のスーパー
バイズを受け，分析結果は数名の指導者に確認してもらった。

Ⅳ．倫理的配慮 

研究協力者に依頼文を用いて口頭で説明した。研究に協力
するかは自由意思によって決定し，研究への参加を拒否して
も不利益を被らないこと，研究への参加・協力を同意しても
いつでも取りやめることができること，プライバシーが保護
されること，データは研究発表終了後 5 年間保存し，その後，
録音データは破棄し，結果は学会などで発表することを文書
と口頭で説明した。A 病院看護部倫理委員会の承認を得た。

Ⅴ．結 果 

１．対象者の背景 
A 病院 B 病棟は変則 2 交替制で，勤務している 20 代から

60 代までの助産師 22 名のうち，13 名が分娩介助実習担当と
なった。その中で，実際に分娩介助実習を担当し，本研究に
協力が得られた 3 名を対象者とした。詳細は表 1 のとおりで
ある。（表 1） 
２．分析結果 

逐語録から抽出した内容をコード化したところ 59 コード
が抽出された。抽出したコードが 9 のサブカテゴリから 7 つ
のカテゴリに大別され，これらを表 2 として示す。（表 2）以

下【 】はカテゴリ，〈 〉はサブカテゴリ，「 」は対象者
の語りを示す。 
１）【指導と業務の両立への大変さ】 

実習担当者は，通常の分娩室業務に加え学生指導も兼務す
る体制であった。複数の産婦が待機している時に，自分が担
当する産婦をみながら，助産学生が担当する産婦もみて，学
生への指導をする必要もあった。そのため「複数の産婦と学
生の全責任を負うのは大変」「余裕はないが患者と学生を見な
ければならないという気持ちがある」と業務と指導の兼務で
余裕がない状態を感じていた。また「学生が分娩をとるが分
娩係として責任がある」と業務と責任が増すことに負担を感
じていた。更に「安全第一だと思うが余裕がない」「内診所見
があっているか確認しながら進めることに大変さを感じた」
という指導と業務を両立させることへの悩みも語られた。 
２）【初めての実習に対する不安】 

分娩介助実習の受け入れが初めてで，対象者自身が助産師
養成課程を卒業後 10 年以上経過していたこともあり「どん
な実習になるか分からないから大変になるだろうと思った」
「今まで学生指導の経験がないからちゃんと対応できるのか
不安だった」「自分が実習指導できるか，教えられるか不安
だった」「自分自身もいっぱいな感じで出来るか不安」という
【初めての実習に対する不安】が語られた。 
３）【理想とする分娩と学生指導とのジレンマ】 

分娩が迫り状況が急激に変化する中，現状把握することで
精一杯になっている学生に対し「学生は色々なことがゆっく
りで時間がかかるため待てない」「学生を待たずに自分が手を
出してしまう」「学生を待てるところと待てないところがある」
といった【理想とする分娩と学生指導へのジレンマ】を感じ
ていた。 
４）【学生時代の振り返り】 

学生が来たことで自分の学生時代を振り返り〈学生時代の
実習姿勢〉として「自分達の頃はアセスメントして自ら発信
しないと分娩介助できない焦りがあった」と語られた。また
「（自分たちは）24 時間実習で夜勤のときもよく指導しても
らえた」「自分が学生の時，任せてくれた指導者をすごいと
思った」など〈学生時代の指導者に対する感謝〉を感じてい
た。 
５）【実習に対する学校側の姿勢や教育方法への疑問】 

分娩進行中で分娩第 2 期間近でも産婦の許可が得られれば，
学生は指導者に自らの課題やアセスメントを報告することも
なく分娩介助をしていた。それに対し「アセスメントもなく
分娩第 1 期もみない分娩介助には疑問がある」など〈分娩介 

表 1 対象者の背景 
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表 2 初めて分娩介助実習を行った助産師が感じた思い 
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助するだけでいいのかという実習に対する疑問〉が語られた。
また〈指導の経験不足〉から「他の人の指導場面を見ていな
いから自分の指導方法がいいのか分からない」「手探りで指導
してみんなはどんな風に指導していくのか不安が大きかった」
「学生に提案できるほど幅がない自信がないというのが正直
なところ」など苦悩が語られた。更に，学生に関する情報共
有の方法も確立されておらず「学生が出来ること出来ないこ
と，注意してほしいことなど情報伝達が必要」「スタッフ間の
情報共有が必要」と〈学生に対する指導者間の情報伝達不足〉
が指摘された。 
６）【よりよい指導にしたい思い】 

様々な不安を抱えているが指導することに対し責任を持ち
「教えるために基礎的なことをもう一度教科書で見直した」
「自分たちの時とは教育方針が違うということが分かった」
「今の教育方針に自分達も合わせていかなければならない」
と現状を理解し受け入れ〈学生と共に学びを深めたい〉とい
う前向きな思いがあった。また〈学生に対する期待と要望〉
として「どこができてどこができないか，何をしたいのか学
生に明確にしてほしい」「学生から今回何例目で目標は何か
言ってもらいたい」「アセスメントもちゃんと持ってきてほし
い」などの思いも語られた。 
７）【学生指導の充実】 

分娩室業務と実習指導担当の兼務を負担に感じ，初めての
ことで分からないことが多く「私たち自身の環境も整えても
らえるといい」「学生専属の担当がいることが理想」と〈実習
担当者の確保〉を望んでいた。「実習について教えてもらいた
い」「実習要綱を読み内容を周知して実習を受け入れたい」な
ど実習を受け入れるための事前準備〈指導者としての自己の
課題〉も感じていた。 

Ⅵ．考 察 

１．実習を受け入れる前の思い 
実習を受け入れる前，対象者は通常の分娩室業務と学生指

導を兼務する体制に対し【指導と業務の両立の大変さ】を感
じていた。複数名の分娩進行者がいる場合，自分の担当する
産婦をみながら，学生の担当する産婦もみて指導も行うこと
となる。中田らは 4）指導を担当する実習指導助産師は，産婦
の安全のためには学生のケア場面を離れることができず，兼
務となっている病棟業務に支障をきたして，職場の人手不足
を増幅すると述べている。指導者は学生指導の責任と産婦へ
の安全確保の狭間で苦悩していると考えられる。 

また，A 病院 B 病棟で初めての分娩介助実習であり，実習
指導が自分達に出来るのだろうかと【初めての実習に対する
不安】も感じていた。緒方ら 5）の全国調査でも，指導に関す
る学びの機会が少ないことや調査対象者の 57.7％に指導モデ
ルがいないこと，自分自身の経験と先輩・同僚間のインフォー
マルな情報交換等による手探りの指導に頼っている実態が述
べられている。更に，緒方ら 6）の研究によって分娩介助実習

指導能力は，一定の臨床経験年数と実習指導への関心・メリッ
トの実感といった教育的志向が重要で，指導経験の積み重ね
からの学びが不可欠であることが示唆されている。初めて実
習指導を行う場合，不安や葛藤，戸惑いなどが生じ，困難と
なることは容易に考えられる。 

A 病院 B 病棟で勤務している助産師は 20 代から 60 代まで
おり，熟達者と言われる 7）臨床経験 10 年以上の助産師が半
数以上いる。その中で実習指導者研修を受講している助産師
は少なく，受講していても教育に関する科目や看護に関する
科目が主となっており，助産に特化した研修は少なく受講し
にくい現状にある。しかし，「学生が分娩をとるが分娩係とし
て責任がある」と業務と責任が増すことに負担を感じながら
も「余裕はないが患者と学生を見なければならないという気
持ちがある」と取り組んでいこうという姿勢も感じられ，大
変さや不安は大きいが実習指導を前向きに捉えていた。今後，
実習指導経験を積むことにより実習に対する不安は減少する
が，指導と業務の両立への大変さが更に明確となると考える。
その事項を抽出し改善に向けて検討していく必要がある。 
２．実際の実習指導を経験しての思い 

実際に実習指導を経験したことで「学生は時間がかかるた
め待てない」「学生を待たずに自分が手を出してしまう」と
いった【理想とする分娩と学生指導へのジレンマ】も感じて
いた。たとえ低リスクであっても分娩進行中は母児にいつ危
険が生じるかわからないため，観察を怠らず経過を予測し学
生の能力を向上させることが求められる。実習指導者の役割
は教育的関わりであり，具体的には協力的な関わり・アドバ
イスの提供・ケアへの参加・ロールモデル・全体像把握とし
ており 8），〈学生と共に学びを深めたい〉【よりよい指導にし
たい思い】で教員とは違う関わりを持っている。そして困難
な思いだけでなく，指導する立場になったことで実習を受け
入れることの大変さを知り【学生時代の振り返り】をするこ
とで，「自分達が学生の頃は夜勤帯でもよく見てもらえた」な
どといった指導者への感謝の思いを知ることができた。知る
ことによって不安や疑問はあるが，実習の現状を理解し，責
任を持って後輩を育成するための指導をしていくこと，また，
指導するために自分自身の知識を再確認するといった，学生
と共に学び成長していくことが自分達の役割だと認識し行動
していたと考える。 

また，A 病院 B 病棟は交替勤務であるため，日々学生指導
者が変わり，継続して学生指導をすることが難しい〈実習担
当者の確保〉が困難な現状がある。そして，産婦の分娩が間
近で学生からアセスメントや学習課題を聞く間もないまま分
娩介助となることもあったため「アセスメントもなく分娩第
1 期もみない分娩介助には疑問がある」などの思いがあった。
また，学生からの報告がないため，実習の到達状況を把握し
にくく，初めての指導を手探りで行っていたこともあり【実
習に対する学校側の姿勢や教育方法への疑問】を感じていた。
それに対し「学生が出来ること，出来ないこと，注意してほ



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 161 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

しいことなど情報伝達が必要」と，学生からの報告を待つだ
けではなく，指導者間での情報共有の必要性も感じ【よりよ
い指導にしたい思い】があった。津田ら 9）が述べているよう
に，分娩介助実習は，助産診断に基づきケアの実践能力を培
う教育であり，その中心的な役割を担うのは実習指導者であ
る。実習指導者の間で円滑にコミュニケーションがとれ，簡
便に情報共有できる方法を検討し，指導に活かす必要がある。
また，充実した実習指導となるよう，酒井 10）らが述べている，
より実践的な指導能力に繋がるような研修会を企画していく
ことも課題のひとつと考える。 
３．今後の実習に向けての展望 

正常分娩の介助 10 例程度を行うことが「基礎的知識技術
を身に着ける最低の線」とされている 11）。分娩介助の必要件
数を到達することは実習の重要な目的であり，実習受け入れ
施設はそれを達成できる環境を整える必要がある。しかし，
実習を受け入れるために「自分達自身の環境も整えてほしい」
「学生専属の担当がいることが理想」という思いが語られて
いるように，実習指導者側の環境調整も必要と考える。 

また，分娩介助するだけでいいのかという疑問があったよ
うに，菱沼 12）の研究結果からも，学生が産婦に寄り添い，見
守り，待つ姿勢や，産婦をありのままに受け止める姿勢，産
婦と信頼関係を構築する努力が望まれている。限られた実習
時間の中，分娩が迫っている産婦を目前にした時報告はどう
したらよいか，学生が自ら発信できるような環境にするため
にはどうしたらいいか【学生指導の充実】のため，指導者間
だけでなく，学校の教員とも話し合い検討していく必要があ
る。また，先行研究では分娩経過中の産婦の瞬時の変化やわ
ずかな分娩進行のサインを的確に学生が判断できるように，
実習場面を教材化する能力や学生個々の理解度，及び，学習
状況に応じて学ばせ方を工夫する力量が問われている。更に
分娩介助実習では，専門職としての価値観や倫理観など人間
性に関わる内容をマンツーマンで伝えることや長期間に渡る
学習継続についての学習効果への配慮など，助産師学生なら
ではの個人的特性に合った工夫が必要とされている 13）。事前
に実習指導者が実習要綱の内容や助産学生のレディネスなど
を把握し，実習に臨む姿勢が必要と考える。 

本研究は，A 病院での分娩介助実習に携わった助産師を対
象として，初めて指導を行った際に抱いた思いを明らかにす
る探求的研究である。しかし，対象者が 3 名と少数で他の指
導者は今回の結果とは異なる意見を持っている可能性もある。
従って，本研究の結果は一般化することはできず，例証の一
つである。 

（謝辞：本研究にご協力いただいた実習指導助産師の皆様
に深く感謝申しあげます。） 

Ⅶ．結 論 

初めて分娩介助実習指導を行った助産師が感じた思いにつ
いて研究した結果【指導と業務の両立への大変さ】【指導者と

しての不安】【理想とする分娩と学生指導とのジレンマ】【学
生時代の振り返り】【実習に対する学校側の姿勢や教育方法へ
の疑問】【よりよい指導にしたい思い】【学生指導の充実】の
7 カテゴリが導き出された。 

今回明らかになった実習指導者の思いから，実習担当助産
師は初めての分娩介助実習指導に自信がなく多重責務による
負担を感じていた。しかし，指導することに責任を持ち，学
生と共に成長したい思いがあり，より充実した実習になるよ
う行動していた。また，同一の実習担当助産師が継続して学
生をみる事が出来ないため，指導者間での情報共有や学生が
自ら報告する必要性が求められた。そして，困難な思いだけ
ではなく，自身が指導する立場になったからこそ知ることが
できた学生時代の指導者への感謝の思いが明らかになった。 

本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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◇研究報告◇ 

特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者と家族の 
退院後の生活における思い 

堀口紋顧1），前谷朋江2）,大賀知津子3），岩田沙織2）

〔目的〕：特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者とその家族の退院後の生活における思いを明らかにすることで
ある。 

〔方法〕：1 年以内に特発性側彎症の手術を受けた思春期女子で学校生活を送っている精神疾患のない患者とその家族 3
組を対象に，退院後の生活における思いについて，半構成的面接を行い，内容分析を用いて分析した。 

〔結果〕：退院後の生活における思いとして，【学校生活への支障】【日常生活への支障・不満】【日常生活での心の揺れ】
の 3 カテゴリーを抽出した。 

〔考察〕：手術後の身体変化や一時的な筋力低下，コルセット装着により日常生活，学校生活において様々な支障や不便
を感じていた。また，運動制限・体動制限により友人と活動することができず劣等感を感じ，モチベーションや活動意
欲を低下させ，発達課題の達成に影響をきたす可能性があることが示唆された。 

【キーワード】特発性側彎症術後，思春期女子患者と家族，退院後の生活，退院後の思い，思春期女子患者の思い 

Ⅰ．は じ め に 

10 歳以降の主に女児に見られる「思春期特発性側彎症」は，
人口の 2～3％の割合で発症するとされており 1），その原因は
いまだに不明である。家族内発生が多いことから遺伝の関与
が考えられるが，いまだに特定の遺伝子は明らかになってい
ない。また，年齢が若く，初潮前や骨の成熟が未熟な例は進
行しやすいと考えられている 2）。東京における 2015 年度の脊
柱側彎症検診（中学生）の実施件数は一次検診としてのモア
レ撮影で 29,397 名（男子：13,915 名，女子：15,482 名）で，
その中で，異常者数は 3,098 名（10.54％）であった 3）。また，
二次検診として専門医の診察を経て直接 X 線撮影を受けた
者は 426 名，X 線撮影の結果，発見された 15 度以上の側彎は
計 281 名（男子：28 名，女子：253 名）であった 4）。このこ
とからも，思春期特発性側彎症は圧倒的に女子の発症者数が
多いことがわかる。

側彎症に対する学校検診は 1979 年より開始されているが，
限られた時間の中で専門外の内科医や小児科医が内科検診と
併せて行うことが多かった 5）。そのため，2005 年から 2010 年

にかけて「学校における運動器検診体制の整備・充実モデル
事業」が実施され，2016 年 4 月より運動器検診が開始される
ようになったが，本運動器検診においても検診方法が統一さ
れておらず，各自治体，学校が独自基準で側彎症検診を行っ
ており，地域での発見率に差が生じ側彎症検診方法の統一化
および検査機器（医療機器）導入の全国義務化が叫ばれるよ
うになった 6）。今後，検診方法の統一等によって，さらに，思
春期側彎症の早期発見，早期治療に繋がることが期待される。

側彎症の治療は，中程度から重度の側彎症の場合，手術療
法が行われることが多い。一般的な側彎症患者の手術後経過
は，術後 1 日目にコルセットの採型，コルセット完成後バル
ンカテーテルを抜去しコルセット装着にて離床を開始する。
入院中に患者本人・家族から手術後の疼痛はもちろん，退院
後の生活についての不安を訴えられることも多い。また，思
春期女子という背景から起こりうる身体的・精神的苦痛は大
きいものと推測する。この成長が著しい時期にある患者が退
院後どのような体験をし，どのような思いを抱いて生活を
送っているのか，また，その患者を支える家族の思いを明ら
かにすることは，術後ケアをする上において重要であると考
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える。しかし，退院後の生活において，側彎症手術を受けた
思春期女子患者と家族がどのような思いを体験しているのか
を明らかにした研究は見当たらないことから，今後，増加す
ると考えられる側彎症手術を受ける思春期女子患者の退院支
援を検討する上で，どのような思いを体験しているのかを明
らかにすることは，重要であると考えられる。 

Ⅱ．目 的 

特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者とその家族の
退院後の生活における思いを明らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．用語の定義 
思春期： 

エリクソンによると，思春期とは 13 歳から 15 歳の中学生
を思春期前半とし，16 歳から 18 歳の高校生の時期を思春期
後半としている 7）。思春期はアイデンティティ（自己同一性）
がテーマとなり，一定の集団や友人など周りの反応を見なが
ら自己認識・自己洞察が出来るようになる時期であり，一方
で，その過程で集団の中での自分の価値が見つけられないな
ど，葛藤や緊張状態に陥ることもある 8）。ここでは，最も思
春期の特徴が現れる時期と言われる 13～18 歳の者を対象と
した。 
思い： 

ここでは，特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者と
その家族が退院後の日常および学校生活を通して感じ，考え
たこととする。 
２．研究デザイン 

半構成的面接法による質的記述的研究である。 
３．研究参加者 

1 年以内に，特発性側彎症の手術を受けた思春期女子で学
校生活を送っている精神疾患のない患者とその家族とした。
手術後 1 年検診を受ける患者に対し，事前に電話連絡し患者・
家族に研究の目的，方法について説明した。説明後承諾を得
た患者・家族に対して研究説明書を郵送し，検診時に再度説
明，書面にて同意を得てインタビューを実施した。 
４．データ収集期間 

データ収集期間は，2019 年 3 月 1 日～3 月 31 日であった。
５．データ収集方法 

患者とその家族を一緒に，インタビューガイドをもとに，
半構成的面接法を用いてインタビュー調査を行った。調査内
容は，退院後の日常生活および学校生活での変化や影響，家
族の患者への関わりについてである。インタビューは個室で
行い，所要時間は 30 分前後とし，インタビュー内容を研究参
加者の許可を得て録音した。また，患者は未成年であり，退
院後，自宅で生活する上で家族の手助けが必要となるため，
一緒にインタビューを行うことで状況が把握しやすいと考え，
患者と家族を一緒にインタビューした。 

６．データ分析方法：  
分析では，研究参加者の語りを大切にするために，得られ

た質的データの文脈を重視しながら意味を解釈し，そこに何
があるかを明らかにしていく Krippendorff の内容分析 9）を
用いた。 

研究参加者（患者とその家族）毎に患者の語り，家族の語
りとして分け，逐語録に起こした。逐語録から文脈を重視し
ながら，意味のまとまりのある文脈に区分し，研究参加者毎
に「退院後の生活における思い」に関する重要な語りを抽出
した。得られたすべての語りを意味内容の類似するものにま
とめ，サブカテゴリーを抽出し，さらに，サブカテゴリー間
での類似性と相違性で類別しカテゴリーを抽出した。また，
研究の厳密性の確保のために，データ収集および分析過程で
内容分析の経験豊富な指導者にスーパーバイズを受けて行っ
た。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，院内倫理審査委員会の承認を得て行った。対象
となる患者とその家族に，事前に電話連絡し患者・家族に研
究の目的，方法について説明し承諾を得た上で，研究説明書
を郵送し，書面で研究への参加・協力は自由意思であること，
途中で参加を拒否しても不利益は受けないこと，プライバ
シーは保護されること，また，研究の結果を公表すること，
その際は，研究参加者を特定できる情報を含まないようにす
ること，収集したデータは本研究以外で使用しないこと，研
究終了後はシュレッダー処理することを説明し，参加の意思
がある場合は，書面により同意を得た。インタビューの前に
研究担当者より，再度，書面と口頭で説明し，質問がある場
合には十分に理解できるよう答え，研究参加の意思を確認し
て行った。 

Ⅴ．結 果 

１．研究参加者の概要 
研究参加者の年齢は，13 歳（中学生），15 歳（中学生），17

歳（高校生）の 3 名とその母親であった。 
２．特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者と家族の退
院後の生活における思い 

インタビュー時間は，20 分～41 分（平均 32 分）であった。
インタビューから抽出された「退院後の生活における思い」
に関する文脈は，69 文脈であった。分析の結果，最終的に 3
カテゴリーと 10 サブカテゴリーが抽出された（表 1）。カテ
ゴリー名を【 】，サブカテゴリー名を〈 〉で，インタビュー
の内容については個人情報に留意し，個人が特定されない程
度に引用した部分を，「 」で示す。 

以下に分類された 3 カテゴリー【学校生活への支障】【日常
生活への支障・不満】【日常生活での心の揺れ】についてそれ
ぞれ説明する。 
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１）【学校生活への支障】 
このカテゴリーは，運動・体動制限が学校生活に及ぼす影

響について述べている内容で，〈コルセット装着に関わる苦
痛〉〈疼痛による学習への支障〉〈運動制限による学校生活へ
の支障〉〈学校生活における学校・家族の支援の必要性〉の 4
つのサブカテゴリーから構成された。 

〈コルセット装着に関わる苦痛〉は，「（コルセットをつけ
ている間）体が今までみたいに動かないし，配り物とかして
も体ごともっていくみたいな感じやね（家族 C）」｢コルセッ
トで締め付けられていると食欲が・・・（家族 A）｣「高校生
活はコルセットを着けて始まったんですけど，1 回ちょっと
ハンドボール部に入ったんですけどね，やっぱりコルセット
つけてるし，しばらくできないじゃないですか。結局やめ
ちゃって，そのまま今は帰宅部です（家族 B）」のように，コ
ルセット装着でスムーズに身体を動かすことができないこと
の苦痛や不便さを述べた内容である。〈疼痛による学習への支
障〉は，「（座っている時間が）長時間になると痛くなります
（患者 A）」「（授業中座っているのは）しんどかった，ちょっ
と下むいただけでちょっと肩とかが痛くなって…（患者 C）」
｢授業中は大丈夫，テスト勉強の時が…（患者 B）｣のように，
疼痛が及ぼす学習への負担を述べた内容である。〈運動制限に
よる学校生活への支障〉は，「体育を半年経ってからし始めた
んですけど，そんなにハードなことはあんまりできないか
なって…（患者 A）」「バスケットボールとかがあっても途中
まで練習は参加するけどゲームってなると激しいから制限し
ている。体育の制限が多くなった（患者 B）｣など，学校生活
において，体育などでの運動制限に対する思いを述べた内容
である。〈学校生活における学校・家族の支援の必要性〉は「軽
いのは自分でできるだけって思ってるんですけど，毎日見て
ると転ぶのがね…今一緒に登校してます（家族 A）」「学校の
先生にお話してどういうことを学校として気をつけてほしい
とかできないこととか具体的に保健室の先生に話をしたりと

か，この子が高校生活をちょっとでも過ごしやすいようにと
思って面談もしました（家族 B）」のように通学途上や学校内
での生活に関する支援が必要であったことについて述べた内
容である。 
２）【日常生活への支障・不満】 

このカテゴリーは，手術を受けたことで生じる日常生活に
ついての不都合やそれに対する不満を述べている内容で，〈手
術後の筋力低下に伴う日常生活への支障・苦痛〉〈できないこ
とが重なることでの不満〉〈身長が伸びたことによる不都合〉
の 3 つのサブカテゴリーから構成された。 

〈手術後の筋力低下に伴う日常生活への支障・苦痛〉は，
「入院している時は電動ベッドやし，力はいらなかった。家
のベッドでは力を入れてるつもりでも力が入っていなくて起
き上がれなかった。家帰って電動買いました。（家族 A）」「あ
と，お風呂とかが結構・・・お風呂用の椅子ではどうしても
（立ち上がることが）ちょっと無理で（家族 B）」「学校から
帰ったら，全力疾走何メートルしたかっていうくらい疲れて
て（家族 A）」のように，手術後の筋力低下による日常生活へ
の支障や苦痛を述べた内容である。〈身長が伸びたことによる
不都合〉は，「手術して骨が伸びたから机の高さが合わなくて
困りました。家のテーブルも底上げして…（家族 A）」のよう
に，術後身長が伸びたことで，手術前に使用していた物品
（テーブル，椅子）が身体に合わず，不便を感じていたこと
を述べた内容である。〈できないことが重なることでの不満〉
は，「普通じゃ気づかないことがちょっとずつ不便に感じて。
それが重なっちゃうから。ちょっとずつの積み重ねがイライ
ラする頃なんで（家族 A）」「ただちょいちょい，いーってなっ
てるからそれをどうしてやればいいのかなって思うことがあ
る（家族 A）」のように，日常生活での不満を述べた内容であ
り，些細なことでも術前と同じようにできないことに不満を
感じていた。 

表 1 特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者と家族の退院後の生活における思い 
カテゴリー （ 脈数） カテゴリ （ 脈数）

生 への （20） コル ット 着に関わる （6）

による への （4）

による 生 への （4）

生 に ける ・ の の必要性 （6）

常生 への ・不 （16） 手 後の 力 に う 常生 への ・ （12）

できない とが なる とでの不 （3）

長が た とによる不 合 （1）

常生 での の れ （33） 部・ への い （14）

に対する （10）

手 後の 体 に対する感 （9）
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３）【日常生活での心の揺れ】 
このカテゴリーは，手術後の創部・外見に対する思いや日

常生活を過ごしていく中で，身体が矯正されたうれしさと術
前と同じように活動できないことの心の葛藤を述べた内容で，
〈創部・外見への煩い〉〈外出に対する躊躇〉〈手術後の身体
変化に対する感謝〉の 3 つのサブカテゴリーから構成された。

〈創部・外見への煩い〉は，「水着はちょっと気になる（患
者 B）」「ちょっとでも目立ちにくいようにはしてあげたいか
なって思って…（家族 B）」のように，術後創部や外見に対す
る本人および家族の思いを述べた内容である。 

〈外出に対する躊躇〉では，｢送り迎えすると，行きたくな
いと言ってた（家族 A）。｣｢帰ってきて機嫌が悪かったり，痛
かったら，じゃあ，明日からは（学校での時間を）減らそう
かってなった（家族 A）｣「テストがあるから行かなあかんっ
て思う（患者 A）」や「手術後外に出たくないとかあって…コ
ルセットしているからかな？以前のこの人じゃないなって…
（家族 A）」「それ（友達と遊びに行くこと）がぐんと減った
のが…本当の引きこもりになったらどうしようっていうのが
…今もそれは継続して，いろいろ連れてってます（家族 A）」
と，術後，患者本人の外出に対する憂いと外出の機会が減少
したことに対する家族の心配について述べた内容である。 

一方で，〈手術後の身体変化に対する感謝〉では，「良かっ
た…曲がった背骨のレントゲンとか見て，歩き方もちょっと，
いがんでたんで，自分でもわかるくらいに…（患者 C）」「曲
がってるから，こういう服着たら分かるとか，体育座りして
何かおかしいと思われたらどうしようって思っていた時があ
るから…手術して良かったって思う（患者 A）」「後ろ姿を見
た時に曲がっているというのはなくなってるし…（家族 A）」
のように手術前の外見が，手術を受けたことによって矯正さ
れたことを実感し，手術を受けたことに感謝を述べている内
容である。 

Ⅵ．考 察 

１．特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者と家族の退
院後の生活における思い
本研究において抽出された 3 カテゴリーをもとに，特発性

側彎症の手術を受けた思春期女子患者と家族の退院後の生活
における思いについて考察する。 

【日常生活への支障・不満】では，手術で身長が伸び，姿
勢が急激に変化したことで，入院前に使用していた机や椅子
の高さが合わず，使いにくさを感じていることがわかった。
また，術後の筋力低下に伴い，ベッドからの起き上がりに苦
労し，自宅のシャワーチェアが低すぎて立ち上がりにくいな
どの支障が積み重なることで，不満や苛立ちに繋がっていた。
これは，術後，日常生活に戻ってみると，手術での急激な身
体変化により，短期間で新しい生活様式に慣れることが必要
となり，患者の精神的ストレスに繋がっていたことが考えら
れる。 

【学校生活への支障】では，元々できていた運動が，コル
セット装着により制限され，スムーズに身体を動かすことが
できず，学校生活に不便さを感じていた。そして，コルセッ
ト装着に関わる苦痛や疼痛によって，長時間座位になること
が難しく，学習への影響も認められた。また，体育などの身
体を使う授業において，身体が接触するような激しいスポー
ツやマット運動は腰部に大きな負担がかかるため，見学する
ことが多かった。このように，コルセット装着による痛みや
行動制限，術後の筋力低下によって，スムーズに学校生活を
送ることができず，家族や教員等からの支援が必要不可欠と
なっていた。思春期にある患者は，今までスムーズにできて
いたことができなくなったということから喪失感を，そして，
友達と同じように行動することができないということから孤
独感を抱く可能性があることが示唆された。 

【日常生活での心の揺れ】では，思春期は一定の集団や対
象の中で自己同一性を形成していくが，その過程において，
集団の中での自分の価値が見つけられない場合，葛藤や緊張
状態に陥る可能性もある 10）。 

退院後，半月～1 ヵ月間は学校以外の外出の機会が減少し，
母親の発言から，「引きこもりになったら…」などの不安や心
配が伺えた。退院後 1 ヵ月で，健常な友人と外出し，同等に
行動することは非常に厳しいことが予想され，活動意欲を低
下させてしまう可能性があると考えられる。和歌らが指摘し
ているように，思春期の時期は，「安心感を得ようと同年代の
仲間との結びつきを重要視する時期であり，所属集団の仲間
から承認されるか否かということが重要な意味を持ち，周囲
に対して治療している自分に劣等感を抱くこともある」11）こ
とと一致している。また，奈良間が述べているように，「患者
自身がその課題に向き合い，意向や希望を表現でき，周囲が
その考えをできる限り尊重して，その選択が患者にとって意
味あるものになるように，支援することが重要である」12）と
考えられる。手術後の身体変化やコルセット装着による運動・
体動制限のため，健常な友人と同等に行動することができず
劣等感を感じ，活動意欲を低下させてしまい，仲間とのつな
がりが失われることで，思春期に確立されるはずであるアイ
デンティティが障害され，劣等感を感じることに繋がる可能
性がある。そして，そのことで，他者との関係の中で自己同
一性を見出すことができず，発達課題の達成に影響を与える
可能性があると考えられる。そのため，患者の意思を尊重し，
支援していくことが必要であると考えられる。 

また，創部が背部にあり本人からは見えにくいため，患者
自身はあまり気にしていない印象であったが，母親は語りの
中で気にする様子が見受けられた。村端は「病気や手術創を
持つ自分は仲間とは違うと考え，自分が他者からどのように
思われるのかといった外見を気にするようになるため，ボ
ディイメージの変化に自分の価値観を見失ったり，将来の自
分にどのような影響を及ぼすかを予測したり，それにより悲
観することもある」13）と指摘している。特発性側彎症は思春
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期に発症することが多く，体表面上の傷や術創が大きな心理
的ストレスになることが多い。好きな服を着ることができな
い，水着になれない，学校での体育授業での着替えなど，個々
にその悩みは異なるため，注意深く患者の声に耳を傾ける必
要がある。一方で，手術を受けたことによって側彎が矯正さ
れ，手術前の外見に対する不安が，手術を受けたことで解消
され，感謝していることも明らかになった。このことから，
手術に対するプラスイメージを伝えることで積極的な治療の
参加に繋がると考えられる。 

以上のことから，医療者では想像できなかった手術後の
日々のこまごました不自由さがあり，それらが不満・ストレ
スとなり蓄積することで，思春期特有の発達課題の達成に影
響を与える可能性があることがわかった。入院中は調整され
た環境の中での生活であったため，患者本人もこれらの生活
上の支障に気がつかなかった。今後は，退院指導の内容を見
直し，退院後の日常生活において少しでも支障なく過ごせる
ように支援する必要があると考えられる。 
２．特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者の術後退院

指導への示唆 
退院後の学校生活においては，コルセット装着による行動

制限（体育授業の参加制限）や，長時間の座位による疼痛，
入院・手術による体力・筋力低下により，入院前と同じよう
に過ごすことが困難であった。思春期は学校行事（宿泊研修・
学校祭・体育大会など）への参加や部活動，習い事等集団生
活が生活の基盤となる。コルセット装着により行動が制限さ
れていることもあるが，行事への参加や運動のすべてが制限
されている訳ではない。森らは，「子どもは困難な状況にあっ
ても，自分にできることとやるべきことをやりながら，前に
進むもの」14）と述べているように，入院中だけでなく退院後
も病気を治すために行うことがあると理解できれば，退院後
の療養行動を自分のこととして受け止め，主体的に取り組む
ことができるのではないかと考えられる。これらのことから，
入院中から，患者，家族へコルセット装着による日常生活動
作の範囲を示し，退院後の生活の変化をあらかじめ予測でき
るように支援する必要がある。 

そして，和歌らが指摘しているように，「装具を装着したま
までも自分自身ができること，制限が必要なこと，周囲のサ
ポートを得て，患者，家族，学校側と共有することが重要」
15）である。そのため，患者・家族だけでなく，学校関係者に
も疾患・治療・安静度について理解してもらう必要があると
考えられる。 
３．本研究の限界と今後の課題 

本研究では，研究対象となる特発性側彎症の思春期女子患
者とその家族が，3 組と少なかった。そのため，特発性側彎
症の手術を受けた思春期女子患者と家族の退院後の生活にお
ける思いの全てを言い表すことはできない。また，研究参加
者が未成年であったため，保護者同伴でインタビューを行っ
たことから，思春期で母親の前で言いにくいこともあった可

能性がある。今後は，未成年者におけるデータ収集方法を検
討する必要がある。しかし，本研究を行ったことにより，患
者・家族が退院後，どのような思いで生活していたのか，何
について悩み，支障を感じていたのかの概要を明らかにする
ことはできたと考えられる。今後は，研究参加者を増やして，
検証していく必要がある。引き続き，患者・家族の思いを汲
み取り，術後指導や退院支援に活かしていきたい。 

Ⅶ．結 論 

１．特発性側彎症の手術を受けた思春期女子患者と家族の退
院後の生活における思いとして，【学校生活への支障】【日
常生活への支障・不満】【日常生活での心の揺れ】の 3 つの
カテゴリーが抽出された。 

２．特発性側彎症術後の思春期女子患者は，手術後の身体変
化，一時的な筋力低下やコルセット装着により，手術前と
比べ，日常生活，学校生活において，様々な支障や不便を
感じていた。 

３．運動制限・体動制限により，友人と活動することができ
ず，劣等感を感じ，モチベーションの低下や活動意欲を低
下させ，発達課題の達成に影響をきたす可能性があること
が示唆された。 

４．入院中から日常生活動作の範囲を示し，退院後の生活に
スムーズに移行し，また，思春期の発達課題達成に支障を
きたさないよう支援する必要がある。 

付記：本論文の内容の一部は，第 22 回京都府看護学会学術集
会において発表した。 
利益相反：本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項は
ない。 
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◇研究報告◇ 

意思表出が困難な精神科療養病棟の患者の 
ストレス状態の把握に関する研究 

村中海斗1）*，伊藤文子2）

 本研究では精神科療養病棟に入院中の意思表出が困難な男性 3 名を対象に唾液中のアミラーゼ測定を場面別に行い，
研究参加者のストレス場面を明らかにすることを試みた。測定場面は日常生活に即した 18 場面に焦点を当てた結果，
3 回すべてにおいて研究参加者全員がストレス状態を示した場面はなかったが各回に 3 人がストレス状態を示していた
場面は，起床時，入浴時，昼食準備時，オムツ交換時，臥床 2 時間後，消灯 2 時間後，起床 2 時間前の 7 場面であっ
た。以上より，離床時や入浴時等の日常生活状況に変化が起こる際にストレス状態となっていた。また調査結果におい
て個人差が大きいことは否めないものの，意思表出が困難な患者は常に高いストレス状態でもなく，またストレスがな
いのではなくストレスがあっても表出がされていない状態であり，日常生活状態の変化を感じ取る場面によってアミ
ラーゼ値が変動しストレス状態となっていることが明らかとなった。 

【キーワード】精神，意思表出困難，アミラーゼ，ストレス 

Ⅰ．は じ め に 

昨今，2020 年の総務省統計局によると 65 歳以上人口が総
人口に占める割合（高齢化率）は 2000 年の 17.4％から 2019
年では 28.4％まで上昇し，高齢化が加速している 1）。それに
伴い，高齢者の様々な身体的・精神的疾患が間題として大き
く取り上げられ，なかでも人の意識や精神状態に大きく影響
する認知症や脳疾患などの有病率も上昇している。そういっ
た疾患の病状によっては患者の意思表出が困難となるケース
があり，言語的なコミュニケーションに限らず， 表情や動作
も乏しくなり，快・不快を表明する事も困難となる場合も少
なくない。そのような場合，援助者が患者の意思を推察する
のは容易ではなく，またその正否を把握したくとも，そもそ
もどのような場面でストレスを感じているかを把握すること
は困難である。 

ハンス・セリエによれば，「ストレスとは内分泌腺の変化と
して現れる非特異的な緊張状態」であり，また，「ストレスを
引き起こす刺激をストレッサー（刺激）と呼び，ストレッサー
によって引き起こされた生体の変化がストレスである」2）と
述べている。さらに，ホームズらは，社会再適応評価尺度の

研究 3）において，生活上の出来事別にストレスの強さを測定
しており，日常生活状況の変化がストレス値を上げる要因で
あることを明らかにしている。

これらを意思表出が困難な患者に置き換えてみると，日常
生活において何かしらのストレッサーが加わることでストレ
スは生まれるため，表出がなくともストレスは存在すると考
えられる。 

先行研究では， 健常者 4）5）はもちろん特別養護老人ホーム
の入居者や認知症患者を対象に唾液アミラーゼの測定を行っ
たストレス調査の報告 6）7）がある。まず健常者を対象とした
研究 4）では，精神的ストレスを負荷したときの唾液アミラー
ゼ活性の経時変化を測定しその変化を中心に述べているもの
が多く，唾液アミラーゼが本人の快・不快のストレスに起因
して変化することが確認できたことからストレス評価を可能
にすると述べられていた。 

また，特別養護老人ホームにおける意思疎通困難な入居者
を対象とした研究 7）では，日常生活場面の 6 場面において唾
液アミラーゼの測定を行った結果，有意な差が見られたのは
入居者を離床させる場面のみであった。さらに，研究参加者
は重篤な意識障害があるものの男女スタッフの声を聞き分け

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会桜ケ丘記念病院  2）帝京大学医療技術学部看護学科 
＊ E-mail：kai.ariel.hiro.716@gmail.com 
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ており，介助する人によってアミラーゼ値が変化していたこ
とから，その人が感じるストレスの要因に着目する必要性が述
べられていた。その他，認知症患者 14 名を対象とした研究 8）

では，対話前後のストレス変化を評価することを目的に研究
が行われ，認知症が高度に進行した高齢者も対話によってス
トレスが軽減する可能性があることが述べられていた。この
ように，いくつかの研究において意識障害のある患者や高齢
者のストレス評価に唾液アミラーゼの活用が有効であること
が明らかとなっている 9）10）。しかし，各個人に焦点をあて，
日常生活におけるアミラーゼ値を用いたストレス値の変化を
分析しているものや精神科療養病棟における意思表出が困難
な患者を対象とした研究は見当たらない。また，患者がスト
レスを感じているにもかかわらずそれを表出できないことに
よって，介助者がその思いを把握できないことは，患者の生
活の質を低下させる恐れがある。 

以上のことより，意思表出が困難な方々の各生活場面にお
けるアミラーゼ値を捉え，日常生活において感じているスト
レスを把握し，その状態の変化を読み取り，その個人に見合っ
た対処方法についての示唆を得ることができると考えた。ま
た，状況に即した具体的なかかわりを考慮することによって，
より個別性を重視した看護支援の妥当性を検討できると考え
る。 

Ⅱ．目 的 

精神科療養病棟における意思表出が困難な患者の唾液アミ
ラーゼを場面別に測定し，その値の比較によって患者のスト
レス状況を可視化することにより，ストレスを感じている場
面を明らかにし，患者の個別性にあわせた，具体的な支援に
ついて示唆を得ることができる。 

Ⅲ．方 法  

１．研究デザイン：実践研究 
２．研究期間：2021 年 12 月～2022 年 3 月 
３．研究参加者：精神疾患の診断を受けている言語的・非言

語的ともにコミュニケーションが困難な患者。  
４．データの収集方法 

研究参加者のアミラーゼ採取については，ストレス負荷に
対する反応のバイオマーカーとして，唾液アミラーゼモニ
ター（ニプロ株式会社製）を使用した。唾液摂取は，唾液ア
ミラーゼモニター専用試験紙を装着したチップを使用し，舌
下にて 30 秒間唾液に浸し，直後に唾液アミラーゼモニター
に挿入することにより，約 1 分間でアミラーゼ活性値が測定
される。チップは，試験紙に含まれていたアミラーゼの器質
となるα-2-クロロ－4－ニトロフェニル－ガラクトピラノシ
ルマルトサイド（Ga1-G2-CNP）を加水分解し，2－クロロ－
4－ニトロフェノール（CNP）を生成する。生成した CNP に
よる試験紙の反射光強度変化を本体で測定しアミラーゼ活性
値に換算することで測定が可能となる。この機械における成

人の基準値は，0～30 kU/L である。基準値を超える場合，31
～45 kU/L で「ややストレスを感じている」，40～60 kU/L で
「ストレスを感じている」，60 kU/L 以上に関しては，「かな
りストレスを感じている」とされている 12）。また，研究参加
者のアミラーゼ採取は，可能な限り同じスタッフによって実
施した。 
５．調査場面 

アミラーゼの採取に至っては，研究参加者が臥床から座位
など体勢が変化する日常生活に即した主な場面とした（表 1）。
唾液アミラーゼ採取の 1 回目は 10 場面，2－3 回目は 18 場面
とした。また，以下の A-J に採取のタイミングを示す。 
A．研究参加者が 7：00 に離床する直前および離床後車いす
へ移乗した 5 分後。 
B．研究参加者が朝食摂取終了後の 8：30 および帰室しベッ
ドへ戻った 5 分後（以下，8：30 帰室前後とする）。 
C．研究参加者が，9：30 入浴する前の平穏時および 9：45 入
浴後ベッドへ戻ってきた 5 分後。 
D．研究参加者が昼食準備で離床する前の 10：30 と車いすへ
移乗した 5 分後（以下，10：30 離床前後とする）。 
E．昼食摂取終了した 11：30 とその後帰室した 5 分後（以下，
11：30 帰室前後とする）。 
F．研究参加者が 14：00 にオムツの交換をする直前およびオ
ムツ交換を終了した 5 分後。 
G．研究参加者が作業療法（音楽鑑賞）に参加する前の 15：
30 と参加終了後。 
H．19：00 研究参加者がベッド上にて 2 時間臥床している時
（以下，19：00 平穏時とする）。 
I．消灯（21：00）し，30 分経過した 21：30（入眠の有無は
含まない）。 
J．消灯（21：00）から 2 時間後の 23：00（入眠の有無は含ま
ない）。 
K．起床 2 時間前の 5：00（入眠の有無は含まない）。 
６．分析方法 

唾液中のアミラーゼ値は，測定値をそのまま評価した。体
勢が変化する前後における測定値を引き算し，その差を求め
分析した。 

唾液アミラーゼの採取データの分析方法については統計に
精通した指導者へ相談し，研究参加者が 3 名であることから
統計的推測（推定や検定）により評価することは困難と判断
し，各患者の測定値を比較して共通性や相違性をわかりやす
く明示し，横軸を時間帯，縦軸を測定値とした折れ線グラフ
を作成した。また，その他データ収集方法や観察方法等につ
いては研究指導者のスーパーバイズを受けながら行った。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，桜ケ丘記念病院の 2021 年度人権擁護倫理推進
委員会の審査・承認を得て実施した。本人及び家族らへ研究
方法と目的，研究参加は自由意思であり可否により不利益は
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生じないこと，データはコード化し匿名性を確保すること，
データの保管と処分は厳重に行うこと，研究結果の公表につ
いては関連学会や学術雑誌で発表することを口頭と文書で家
族含め説明し同意を得た。 

また，唾液を繰り返し採取するため，研究参加者の安全安
楽な状況を常に把握しながら行い，十分な声掛けのもと同じ
スタッフが実施した。また，研究参加者の態勢を整えてから
チップが研究参加者の視野に入ったのを確認した上で口を開
けてもらうなど協力を得ながら実施した。 
用語の定義 
意思表出困難な患者：本研究においては，生活全般に全介助
を要する言語的・非言語的ともにコミュニケーションが困難
な患者とする。 

Ⅴ．結 果 

研究参加者は，精神疾患の診断を受け，生活全般に全介助
を要する言語的・非言語的ともにコミュニケーションが困難
な男性患者 3 名（以下，A 氏・B 氏・C 氏とする）であった。 

唾液アミラーゼ採取の 1 回目は，表 1 において＊マークの
付いた 10 場面で実施し（以下，1 回目の調査を とする），2
回目と 3 回目は，表 1 に示す 18 場面すべてにおいて 2 回ず
つ（以下，2 回目の調査を ・3 回目の調査を とする）実施
し，一人平均 46 回，のべ 138 回採取した。 
１．1-3 回の調査回ごとの結果 

まずは，1-3 回の各回において，3 人ともにアミラーゼ値の
上昇を示した場面について述べる。 

においては，入浴時の前後の 1 場面であった（表 1-1・図
1-2）。 においては，起床時の前後とオムツ交換時の前後の 2
場面であった（表 2-1・図 2-2）。 においては，入浴時の前後，
11：30 帰室前後，19：00 平穏時，消灯後 2 時間経過時，起床
2 時間前の 5 場面であった（表 3-1・図 3-2）。 

以上より，各回において，3 人がストレス状態を示してい
た場面は，起床時，入浴時，11：30 帰室前後，オムツ交換時，

臥床 2 時間後，消灯 2 時間後，起床 2 時間前の 7 場面である
ことが明らかとなった。 
２．上記 1 で上昇がみられた主な場面 
１）起床時前後 

では，A 氏・C 氏については，起床前後にて最大 83 kU/L
の上昇がみられたが，B 氏については上昇は見られなかった。

 A 氏・B 氏・C 氏ともに 7：00 の起床前は 48kU/L 以下の
値であるのに対し，5 分後の起床介助後は，最大で 142kU/L
も上昇していた。 においては，A 氏・C 氏ともに上昇し，
最大で 83kU/L の差がみられていた。 

起床前後について全体を見ると，A 氏・C 氏は， と
もに上昇していた。 

２）入浴時前後 

においては，A 氏・B 氏・C 氏ともに入浴前後で，最大
68 kU/L の上昇がみられた。 については，A 氏のみ上昇が
みられ，前後の差は 54 kU/L であった。 においては，すべ
ての研究参加者において上昇が見られ，最大 156 kU/L の差
がみられていた。 

入浴前後について全体で見ると，A 氏のみ ともに上
昇していた。 
３）11：30 帰室前後について 

では，A 氏・B 氏について最大 30 kU/L の差がみられ
た。 では，A 氏・C 氏において上昇し，最大 67kU/L の差
がみられた。 では A 氏・B 氏・C 氏ともに上昇し，最大
90kU/L の差がみられた。 

11：30 帰室前後について全体で見ると，A 氏のみ と
もに上昇していた。 
４）オムツ交換の前後 

については，A・B・C 氏ともに覚醒した状態で実施した
ところ，オムツ交換の前後で上昇しており，最大 30kU/L の
差が見られた。 については，A・B・C 氏ともに入眠した状
態で実施し，A 氏のみ上昇し，11 kU/L の差が見られた。 

表 1 唾液アミラーゼ採取場面（全 18 場面） 
者  

後 後 5 後  後

後 1 後

後 後 5 後  後  

2 後

後 5 後 後 30 後 

 後 2 後

後  2 後

  

5 後   
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表 1-1 1 回目の唾液アミラーゼの変化 

図 1-2 1 回目の唾液アミラーゼの変化 

表 2-1 2 回目の唾液アミラーゼの変化 

図２－２ ２回目の唾液アミラーゼの変化 
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オムツ交換の前後について全体で見ると，A 氏のみ
ともに上昇していた。 
５）就寝時前後について 

19 時の平穏時を基準に，消灯 30 分経過時の 21：30，消灯
2 時間後の 23：00，起床 2 時間前の 5：00 を比較した。その
結果， については A 氏・C 氏において最大 11kU/L の差が
みられた。 に至っては，3 人ともすべてが消灯（21：00）か
ら 2 時間後の 23：00 に上昇しており，起床時 2 時間前の 5 時
においてもさらに上昇し，最大 109kU/L の差がみられた。 
３．平均値からの結果について（表 4） 
１）アミラーゼ値が上昇していた場面 

A 氏・B 氏・C 氏の各場面における平均値を算出し，表 4 に
示した。A 氏においては，起床時前後・朝食時前後，入浴時前
後，昼食前後，オムツ交換の前後，消灯後 30 分の場面におい
て上昇していた。B 氏においては，11：30 帰室前後，オムツ交
換の前後，OT 参加の前後，消灯後 30 分，消灯後 2 時間後，
起床時 1 時間前の場面において上昇していた。C 氏において
は，起床時前後，入浴前後，11：30 帰室前後，昼食摂取前後の
場面において上昇していた。また，平均値においては，
ともに全員が上昇していた場面は，見当たらなかった。 

２）アミラーゼ値が低下していた場面 
（1）8：30 帰室前後について 

A 氏は，16kU/L 上昇していたが，B・C 氏については低下
しており，最大 69kU/L の差がみられた。 

（2）作業療法（音楽鑑賞）の参加前後について 
作業療法（音楽鑑賞）の参加前後において，参加後に B 氏

が 8kU/L 上昇していたが，A 氏は 4kU/L，C 氏は 60kU/L と
もに低下していた。 

（3）就寝時前後について 
19：00 平穏時 72 kU/L と比較し，21：30 消灯後 30 分経過

時は 85 kU/L，消灯後 2 時間の 23：00 は 40 kU/L，起床 2 時
間前の 5 時は 48 kU/L であった。消灯後一度上昇を示してい
るが，深夜に向かって緩やかに低下し，起床 2 時間前に再度
緩やかに上昇していた。 
３）日中（7：00～15：45）と夜間（19：00～翌 5：00）の比較 

日中と夜間を比較したところ，日中の平均値が 304.3 kU/L
に対し，夜間の平均は 185.3 kU/L であり，明らかに日中が高
かった。 

表 3-1 3 回目の唾液アミラーゼの変化 

図 3-2 3 回目の唾液アミラーゼの変化 

表 4 18 場面におけるアミラーゼ平均値（単位：kU/L） 
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Ⅵ．考 察 

今回得られた結果から，どのような場面でストレスを感じ
やすいのかを明らかにするため，まずは調査の各回数の結果
および 1-3 回の平均値を算出した結果の両視点から場面別に
考察する。 
１．起床時（離床時）について 

回数ごとの結果では，すべての回において A 氏と C 氏は
アミラーゼ値が上昇していたが，B 氏は 2 回目のみ上昇して
いた。 

また，平均値での比較では，A 氏と C 氏は起床前と比較し
て起床後に 2 倍の上昇がみられていたことから，A 氏と C 氏
に関しては，朝の起床時が明らかなストレス状態であったと
言える。これは先行研究 6）7）においても，起床時のストレス
が指摘されており，先行研究を指示する結果となった。しか
し，先行研究と異なっていた点として，ストレス状態になる
要因が挙げられる。先行研究においては，離床における目的
がわかりにくいことやスタッフと体が触れること自体が緊張
を高める 7）と述べられていた。しかし，本研究でのストレス
状態になる要因として考えられることは，患者がまだ覚醒し
ていない状態にもかかわらず，本人の意思やペースに反して
起床および離床がされたというストレッサーからストレスが
発生していると推測される。とくに施設では日課が決まって
いることもあり，同じ生活習慣が営まれていることが多い。
しかし，患者にとっては日々かかわる人やケアのタイミング
は異なっており，一見同じような介助においても日々異なっ
た刺激となっていることが考えられる。よって，今回のデー
タに一貫性がない要因として，唾液採取者は同じであっても，
そこに至るまでの過程は少なからず変化していることから
データも異なっていくことが考えられた。また，先行研究 6）

は，ケア場面ごとに研究参加者が異なっていたため本研究と
一概には比較できないが，ストレス値が高くみられた場面と
しては，離床時および入浴の場面であることから本研究の A
氏 C 氏と同様の結果だったと言える。この点については，先
行文献 7）の課題にもあったように，その前後のプロセスを把
握する必要があるが，少なからず離床や入浴が刺激となって，
それに反応したことからストレス値が上昇したといえる。 

さらにその他の理由として，今回の研究参加者は日常生活
の全てに介助が必要であり，起床をはじめ自分のペースで段
階的に動くということができない状況であった。そのため，
日常生活の全てが介助者のペースで行われていることがスト
レス状態を生み出す要因とも考えられた。 

そして，介助者のペースになる理由の 1 つに，マンパワー
に対し過度なケアが要求されている可能性がある。その理由
として，この施設では朝の離床ケアは夜勤者 2 名で行われて
おり，その背景には，日勤者が出勤した際に病棟の日課をス
ムーズに始動させようというスタッフ同士の気遣いがあった。
よって，少ないマンパワーと短い時間のなかで離床ケアをす

る状況が生み出され，個人のペースに反した離床ケアとなっ
ていた。これは昼の離床ケアも同様で病棟内の日課を時間通
りに遂行するために，患者へのかかわりを短縮せざるを得な
い状況が生み出されており，それが患者のストレスを上昇す
る要因になっている可能性がある。よって，マンパワーの確
保は安全の確保においても重要であるが，患者のストレスの
視点においても確保すべき要因であると考えられる。 
2．入浴時について 

回数ごとの結果では，1 回目と 3 回目の入浴場面において
全員のアミラーゼ値が上昇していた。 また，平均値での比較
においても，A 氏と C 氏は入浴前後において 1.5 倍のアミ
ラーゼ値の上昇がみられていたことから，A 氏と C 氏に関し
て，入浴場面が明らかなストレス状態であったと言える。 

今回実施した 3 名はいずれも入浴は介助浴であり，車椅子
もしくはストレッチャーの使用や体調に合わせ機械浴も行わ
れていた。入浴介助は，安全を第一に行われているが，通常
の病棟業務に加え行われるため，入浴日は多大なるマンパ
ワーが必要となる。そしてスタッフは限られた時間の中で役
割分担をして入浴介助を行っているため，離床ケア同様必ず
しも本人のペースに合わせたケアをしているとは言い難い状
況であった。このような状況を踏まえ，身体的なストレスと
ともに，声掛けや複数人での対応が不足し，いわば流れ作業
での介助において精神的なストレスも感じていたことが推測
される。中野は，身体的なストレスより精神的なストレッサー
の方が唾液アミラーゼの活性を大きくさせる 14）と述べてい
る。今回の結果においても，研究参加者の目を見ながらの声
掛けや身体の可動域への配慮がなされた更衣などが不足し，
いわば本人からの同意を得ないまま次の行動がなされること
から不安や恐怖を抱くなどの精神的ストレスが刺激となり，
アミラーゼ値を上昇させストレス状態を生み出していたと考
えられる。井上 6）の研究においても，入浴はアミラーゼ値を
上昇させる場面として挙げられており，入浴という環境因子
の刺激に反応し強いストレッサーとなり，ストレス状況を生
み出していることが明らかとなった。  
3．オムツ交換の前後について 

回数ごとの結果では，2 回目のオムツ交換の場面において
全員のアミラーゼ値が上昇していた。平均値では，A 氏と B
氏のアミラーゼ値が上昇していることから，A 氏においては，
オムツ交換の場面にてストレス状態であったことが推測でき
る。オムツ交換は排泄の状況も関係してくると思われるが，
基本的に肌や陰部等を他者へ晒すため羞恥心の有無に関して
は今回の研究においては断言できないが，緊張状態になるこ
とは先行文献 6）からも予測ができる。ただ，入浴場面でも同
様，全介助の場合患者のペースでのオムツ交換というより，
この施設では定時での交換であったため，オムツ交換自体の
ストレスと同時に排泄物が肌に接触している不快感からのス
トレスも推測された。 
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4．OT（音楽鑑賞）の参加の前後について 
OT（音楽鑑賞）においては，全体的に結果にまとまりがな

く，ストレスを感じている場面とは言えなかった。しかし，
平均値からは A 氏と C 氏のアミラーゼ値の低下がみられて
おり，OT へ参加したことによってストレスが軽減されたと
解釈できる。また，参加した様子からも明らかな不穏や興奮
は見られず，閉眼して音楽を聴いている様子も見られたため，
少なからずストレス状態にはなかったとみられる。西村らは，
音楽療法において心身のストレスの低下に有効であると報告
しているため 16），ある程度のストレス軽減効果が期待できる
と考える。 
5．平均値から見る日中と夜間の比較について 

病棟の日課と併せてみると，午前中のアミラーゼ値の平均
が夜間に比べ高値であることが分かった。 

田中は，ストレスによる脳（視床下部や扁桃体）のノルア
ドレナリン放出の亢進や身体（副腎が肥大したり，胸腺や脾
臓の萎縮など）の観点から，人間における非活動期（夜間）
と活動期（日中）を比較し，活動期の方がストレスが高いと
述べている 11）。これは，光（明暗周期）によってもたらされ
ていることが述べられており，これを朝の起床時にあてはめ
てみると，入眠していた状況から，自分の意思に反して急に
照明がつけられ，さらに体勢を臥位から座位へ強制的に変え
られるという状況が起こっており，ストレスを感じていると
推測できる。しかし，結果からは B 氏のように顕著にストレ
ス状態ではない場合もあるため，覚醒していないことから点
灯や体勢の変化等に気づいていないことも考えられた。

夜間においては，看護ケアは全てベッド上で行っており， 
離床の前後という条件もない。また久保 17）が述べるように，
ストレスと不眠は深いつながりがあることから，夜間良眠の
際には十分にリラックスしている状態が作りだされているこ
とも考えられる。 しかし，今回の回ごとの結果においては，
朝までアミラーゼ値が上昇していることもあった。 

しかし，平均値から見ると，「明らかなるストレス状態」の
19：00 平穏時と比較し，消灯後 30 分経過時に一時上昇はし
ているものの，消灯後 2 時間の 23：00・起床 2 時間前の 5 時
はともに「ストレスを感じている」レベルまで緩やかに低下
していた。このように，消灯から起床まで緩やかな変動があ
ることが明らかとなった。 

一時的にストレス状態となっている要因としては，起床時
間が早朝に及びスタッフが離床ケアに来るまでベッド上で覚
醒状態のまま過ごしている状況から，ストレス状態であった
ことが考えられた。 
６．回数ごとの結果および平均値からのストレスの場面につ

いて 
1-3 回の全ての回で 3 人が同様に上昇を示す共通の場面は

なかった。しかし，各回の結果において 3 人がストレス状態
であったといえる場面は，起床時，入浴時，11：30 帰室前後，
オムツ交換時，臥床 2 時間後，消灯 2 時間後，起床 2 時間前

の 7 場面であり，これを平均値と合わせてみると，起床時，
入浴時，11：30 帰室前後，臥床 2 時間後の 4 場面がストレス
状態であった。 

また，個別的には A 氏の起床時，入浴時，11：30 帰室前
後，オムツ交換時および消灯後 30 分経過時は，アミラーゼ値
が上昇しておりストレス状態であると解釈できる。また，C
氏においても起床時と入浴時は明らかにアミラーゼ値の上昇
が見られており，ストレス状態であったということができる。

以上より，調査結果において個人差が大きい理由について，
その要因を明らかにするには日常生活におけるプロセスを把
握することが必要な視点であることが明らかとなった。また，
意思表出が困難な患者は，常に高いストレス状態ではないも
のの，私たちが考えている以上にその環境における介助者が
違うことやケアのタイミングの違いを感じ取っていることに
影響を受けている可能性があることが示唆された。また，ス
トレスがないのではなく，ストレスがあっても表出がされて
いない状態であり，日常生活状態の変化を感じ取ることに
よって場面ごとにアミラーゼ値が変動し，ストレス状態と
なっていることについても明らかとなった。よって，この結
果は，セリエ 2）やホームズ 3），ラザルスら 15）が述べる日常生
活から受ける刺激，また生体の変化からストレスが生じると
いう論証を肯定するものとなった。 

スタッフは，より質の高いケアを提供するために今回明ら
かとなった意思表出が困難な患者が，日々繰り返される生活
のなかにおいて細かな変化を感じ取りながら生活しているこ
とを認識し，患者への固定化した思いを変革していくことが
重要である。 

なお，本研究の限界として，今回は唾液採取の場面に焦点
をあて調査を実施したため，唾液採取前後の環境（天候や気
温，他患の様子や騒音の有無など）や研究参加者の身体状況
等（排泄の有無や睡眠状態など）の細部を把握したうえで調
査を実施するには至らなかった点を挙げる。よって，これら
を含むプロセスに着目した分析が更なる課題となった。 

また，今回の調査は，1 施設のみで行われているため，信
憑性をより高めるためには，さらなる大きなサンプル数での
調査が必要になると考える。 

Ⅶ．結 論 

意思の表出が困難な患者を対象とした本研究において，以
下のことが明らかとなった。 
１．各回数の結果において，3 人すべての研究参加者がスト

レス状態であった場面は，起床時の前後（2 回目），入浴時
の前後（1 および 3 回目），11：30 帰室前後（3 回目），オ
ムツ交換の前後（2 回目），臥床 2 時間後，消灯 2 時間後お
よび起床 2 時間前（3 回目）の 7 場面であった。 

２．上記 1 と平均値を合わせてみると，起床時，入浴時，11：
30 帰室前後，臥床 2 時間後の 4 場面がストレス状態であっ
た。  
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３．A 氏と C 氏においては，起床時，入浴時，11：30 帰室前
後は明らかにストレスを感じる場面であった。 

４．離床や入浴およびオムツ交換といった，日常生活におけ
る状態の変化が大きなストレッサーとなっている可能性が
ある。 

５．夜間より日中の方が，ストレス状態であった。 
６．音楽鑑賞の参加により，ストレスを軽減できる可能性が

ある。 
７．起床（離床）時のケアにおいて，短時間にケアを行った

り患者のペースに反することでストレス状態を高める可能
性がある。 

８．意思表出が困難な患者は，ストレスがないのではなく，
ストレスがあっても表出がされていない状態であり，日常
生活状態の変化を感じ取ることによって場面ごとにアミ
ラーゼ値が変動し，ストレス状態となっていることが明ら
かとなった。 

９．ストレスの要因を明らかにするには，測定場面の前後な
ど，日常生活におけるプロセスを把握することが必要であ
る。 

10．意思表出が困難な患者は，常に高いストレス状態ではな
いものの，私たちが考えている以上にその環境において，
介助者が違うことやケアのタイミングなどの変化を感じ
取っており，その変化がストレスに影響を与えている可能
性が示唆された。 

COI：本研究に関連して，開示すべき利益相反関係にある企
業等はない。 
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◇研究報告◇ 

看護単位における看護師一人当たりの 
インシデント報告数と属人度との関連 

小泉麻美1）*，真部高子2），昆野亞友子3），小林貞子4），近藤暁子5）

【目的】：看護単位における看護師一人当たりのインシデントレポート報告率および属人度に関連する要因を探索した。
【方法】：関東地方の 2 つの総合病院の入職一年目を除くスタッフナース合計 802 名を対象とし，無記名自記式質問紙を
用いて調査した。合計 33 の看護単位ごとにインシデント報告率に関連する要因を分析した。 

【結果】：449 名（有効回答率 56.3％）を分析の対象とした。インシデント報告率と属人度に有意な相関は見られなかっ
たが，属人度が高い病棟はルール違反を許容する雰囲気がある，仕事を怠る雰囲気が高い，自分以外が提出したインシ
デントレポートが自部署の再発防止に役立っていると思っていなかった。また，スタッフ同士コミュニケーションがと
れているほど仕事を怠る雰囲気がないという有意な関連があった。 

【考察】：コミュニケーションの不足が仕事を怠る雰囲気及び高い属人度を生んでいる可能性が考えられ，更なる検証が
必要である。 

【キーワード】インシデントレポート，属人度 

Ⅰ．は じ め に 

インシデントレポートとは，医療安全確保を目的とした改
善方策である。組織は，医療事故及び医療事故につながる情
報を早期に把握できるように，各職場においてインシデント
レポートを積極的に速やかに報告するよう促している。しか
し，インシデントレポートの入力や読解には，労務的負担が
伴うため，現場の医療者がレポート行為そのものに，嫌悪感
やペナルティ感を抱く場合がある。また，「免罪されるなら報
告する」という発想は，「守ってくれないなら隠すよ」という
バーター（交換条件）を示すものであり，患者安全の現場に
極めて打算的な文化をもたらし，医療人としての倫理的規範
を著しく損なう可能性がある 1）。医療施設において転倒，転
落などのインシデントを報告する制度があったとしても，実
際の報告事例はごく少数のみである場合が多い 2）。インシデ
ントレポートの数そのものは必ずしも病院の安全性の高低を
示す尺度とはならない 3）。 

一方で，岡本と鎌田 4）は，不祥事を生む組織風土があり，
このような組織風土では属人思考が根深く浸透していると述

べている。属人思考とは，人的要素を重視する傾向が不自然
に高いものの考え方である。属人思考が強い組織では，集団
的思考や意思決定において，対人関係が過度に濃密となり，
事柄を事柄として冷静に見ようという姿勢が失われる傾向が
生じ，このような傾向を，属人風土と定義している 5）。属人
風土が高じることにより，不健全な土壌が増長されていく。
また，属人風土が強い組織や職場では，組織的違反が多く行
われ，過誤されていると述べられている。岡本らは属人風土
の程度を測定する「属人度尺度」を作成した。 

当院では，インシデントレポートは，医療安全において今後
の再発防止につながるものとして，意義や重要性について全職
員に周知し自律的なレポート報告を推奨している。しかし，実
際には，個人や各部門に委ねられ，現場で発生しているインシ
デントがどの程度報告されているのか定かではない。そのため，
報告する文化が育まれ，安全文化が醸成されることが理想では
あるが，インシデントレポート報告件数が少ないと部署内で
「身内意識」からなれ合いが生じ，対応の遅れや不都合を「隠
そう」とする土壌が作り上げられたり，隠蔽などの不適切な対
応が繰り返されたりしているのではないかと懸念される。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）東京労災病院  2）前）東京労災病院  3）関東労災病院  4）労働者健康安全機構医療企画部医療安全対策課 元関東労災病院   
5）東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 
＊ E-mail：koizumimami@tokyoh.johas.go.jp 
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筆者らは昨年度 1 つの病院で 11 看護単位を対象として看
護単位ごとの属人度平均点と看護師一人当たりのインシデン
トレポートの報告数の関連を分析したが，統計的に有意な関
連は見られなかった 6）。しかし，分析看護単位数が少なかっ
たと考え，対象病院を拡大し，さらに，不祥事を生む可能性
のある組織風土に関連すると考えられるスタッフ同士のコ
ミュニケーションの状況や職場のルール違反の有無等の項目
を追加して調査し，インシデントレポートの報告率以外にも
属人度と関連する要因を探索し，組織風土を改善するための
基礎資料を得ることを目標とした。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，①2 つの病院の看護単位ごとの影響レベル 0 か
ら 2 の看護師 1 人当たりの報告数に関連している要因，②属
人度に関連している要因を探索することを目的とした。 
用語の定義 

属人度とは，集団的思考や意思決定において人的要素を不
自然に重視する組織風土のことである。本研究では属人度を
岡本ら 7）の「属人風土尺度」を使用して測定した。 

Ⅲ．方 法 

１．対象 
関東地方の 400 床の A 病院と 610 床の B 病院の看護部長，

副看護部長，看護師長，看護師長補佐及び入職 1 年目の看護
師を除くスタッフナース A 病院 278 名，B 病院 524 名の合計
802 名を対象とした。 
２．調査内容 

対象者の基本属性，インシデントレポートに関する状況 8
項目，属人度を調査した。基本属性は，年齢，性別，看護師
経験年数，各病院での臨床経験年数，最終学歴であった。 

インシデントレポートに関する状況は，各病院でインシデ
ントレポートを報告したことがあるか（ある・ない），インシ
デントレポートの入力経緯について，自らの意思で入力，看
護師長に言われて入力，看護師長補佐に言われて入力，医療
安全のリンクナースに言われて入力，同僚に言われて入力（そ
れぞれ「1.はい」「2.いいえ」），入力したインシデントレポー
トが部署の再発防止に役立っているか，自分以外のスタッフ
が提出したインシデントレポートが自部署の再発防止に役
立っていると思うか（それぞれ「1.十分に役立っている」から
「4.あまり役立っていない」までの 4 段階），対象者の所属看
護単位はインシデントが発生した際にインシデントレポート
を提出しなくてもとがめられない雰囲気があると思うか，対
象者の所属看護単位は効率や業務の円滑化のために少々の
ルール違反を許容する雰囲気があると思うか，勤務中に仕事
を怠る雰囲気があると思うか（それぞれ「1.そう思う」から「4.
思わない」の 4 段階），対象者の所属看護単位はスタッフ同士
コミュニケーションがとれていると思うか（「1.十分とれてい
る」から「4.とれていない」の 4 段階），医療事故を起こさな

いために今自分が身につけたいと思うスキルはどれか，「コ
ミュニケーション」「問題発見力」「問題解決能力」「リーダー
シップ」「チームワーク」「特にない」「その他」の選択肢から
一つ選択してもらった。 

属人風土尺度 7）の質問項目は，Q1「相手の対面を重んじて，
会議やミーティングなどで反対意見が表明されないことがあ
る」，Q2「会議やミーティングでは，同じ案でも，誰が提案者
かによってその案の通り方が異なることがある」，Q3「トラ
ブルが生じた場合，「原因が何か」よりも「誰の責任か」を優
先する雰囲気がある」，Q4「仕事ぶりよりも好き嫌いで人を
評価する傾向がある」，Q5「誰が頼んだかによって，仕事の優
先順位が決まることが多い」の 5 項目であり，それぞれ「あ
てはまる」から「あてはまらない」の 5 段階で調査した。合
計点は 5 から 25 点の範囲で，高いほど属人度が高いと判断
される。13.8 点以下の組織はとりあえず安心，13.8 点から 16
点までに入る場合はやや危険な域にあり，更に 16 点を超え
ると危険な状態と判断され，16 点以上の組織は重篤な組織的
違反が 1 件あることが推定される。 
３．調査方法 

インシデントレポートの報告件数は，各病院の医療安全管
理者がインシデントレポートシステムから入手し集計した。
調査方法は，無記名自記式質問紙を用いた横断的調査であり，
調査期間は 2019 年 6 月 13 日から 7 月 4 日であった。各看護
単位の師長を通じて説明同意書および調査表を配布し，回答
後は各部署に設置した回収袋に入れるよう指示し，配布 3 週
間後に筆者と共同研究者が部署から袋を回収した。 
４．分析方法 
１）2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日までのインシデン

トレポートのうち，治療・処置の必要がない影響レベル 0
から 2 を選択して集計した。 

２）看護単位ごとに属人度合計点の平均値，看護師平均経験
年数，大学卒以上の割合，入力したインシデントレポート
が部署の再発防止に役立っているか，自分以外のスタッフ
が提出したインシデントレポートが自部署の再発防止に役
立っていると思うか，自らの意思または他者（看護師長，
看護師長補佐，医療安全のリンクナース，同僚）の指摘で
入力したかどうか，インシデントが発生した際にインシデ
ントレポートを提出しなくてもとがめられない雰囲気があ
ると思うか，ルール違反を許容する雰囲気があると思うか，
勤務中に仕事を怠る雰囲気があると思うか，スタッフ同士
コミュニケーションがとれていると思うかについての回答
の平均値，看護師 1 人当たりのインシデントレポート報告
数（報告数/看護師数＝以下「報告率」と言う）を算出し，
それらの関係を Spearman の相関係数を用いて統計的に分
析した。さらに，属人度平均値の中央値（12.25）から，属
人度高群と低群に分けて，Mann-Whiteney U 検定により
属人度に関連する要因を分析した。病院間の看護単位ごと
の属人度平均の差も Mann-Whiteney U 検定を用いて分析
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した。分析に使用したデータは表 1 の通りである。分析に
は Statistical Package for Social Science Version26 を使用
し，有意水準は p＜0.05 とした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は研究者の所属する倫理委員会の承諾を得て実施し
た。調査は無記名で，対象者には，研究の目的と意義，個人
情報の保護，調査への参加は自由であり強制ではないこと，
不参加による不利益はないこと，調査内容は研究目的のみに
用い，回答内容が業務評価にはつながらないことなどを文書
で説明した。また，「属人風土尺度」は開発者である岡本氏の
許可を得て使用した。 

Ⅴ．結 果 

１．対象者の特徴 
802 名中 465 名（回収率 57.9％）から回答があり，属人風

土の項目に欠損のあった 16 名を除外した 449 名を（有効回
答率 56.3％）を分析の対象とした。看護単位ごとのアンケー
トの回答率は 27.2％～100％であった（表 1）。看護師の経験
年数は，1～5 年未満が 20.2％，5～10 年未満が 21.3％，10～

15 年未満が 16.2％，15～20 年未満が 10.6％，20～30 年未満
が 18.7％，30 年以上が 9.8％であった。女性が 424 人（95.5％），
学歴は短大卒業以上が 27.3％，そのうち，大卒以上は 15.1％
であった。 
２．インシデントレポートの報告状況 

A 病院の看護単位は 12 あり，一般病棟の他に地域包括ケ
ア病棟や手術室，ICU，外来が含まれていた。インシデント
レポートは全件 2529 件であり，そのうち，影響レベル 0 から
2 の報告件数は 2229 件（88.1％），その報告件数が最も少ない
部署で 4 件，最も多い部署で 424 件であり，報告率は 0.8 か
ら 17.7 であった。B 病院の看護単位数は 21 あり，一般病棟
の他に HCU，救急室等が含まれていた。インシデントレポー
トは全件 3527 件であり，そのうち，影響レベル 0 から 2 の
報告件数は 3148 件（89.2％）であり，報告率は 0 から 14.3 で
あった（表 1）。 

全対象者のインシデントレポートの提出状況に関する各項
目の回答数（％）は表 2 に示す。98.7％の看護師がインシデ
ントレポートを自ら入力していたが，27.7％が同僚や師長・師
長補佐に言われてインシデントレポートを入力したことがあ
ると報告していた。 

表 1 対象病棟の特性 （N=33） 
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別 看護

数

の

合（％）

看護

一 た

りのイン

シデント

ポート

数

入力したイン

シデント

ポートが部

の再発防

止に っ

ているか
1

のス

タッフが し

たインシデント

ポートが 部

の再発防止

に っている

と うか
2

らの

で

入力し

た 合

（％）

看護

長に

われて

入力した

合

（％）

看護

長

に わ

れて入

力した

合（％）

医療

のリン

ク ー

スに

われて

入力し

た 合

（％）

同 に

われ

て入力し

た 合

（％）

インシデントが発

生した にイン

シデント ポート

を しなくても

とがめられない

があると

うか
3

ルール

を

容する

が

あると

うか
4

に を

る

がある

と うか
5

スタッフ

同 コ

ケーショ

ンがとれ

ていると

うか
6

1 一 24 54 1 7 3 10 0 0 0 17 7 2 0 1 9 50 0 4 1 4 1 4 1 12 5 3 1 3 1 3 6 1 6
2 一 19 78 9 11 0 20 1 0 0 4 4 2 3 2 0 73 7 10 5 5 3 5 3 15 8 3 1 3 1 3 5 2 1
3 一 23 47 8 13 2 9 8 0 0 4 5 2 4 2 0 43 5 0 0 0 0 0 0 8 7 2 5 2 7 3 4 2 2
4 一 23 56 5 13 9 10 9 8 6 8 8 2 5 2 5 56 5 4 3 0 0 0 0 17 4 2 9 2 5 2 4 2 2
5 一 22 27 2 13 2 13 5 0 0 9 8 2 8 2 5 22 7 4 5 0 0 0 0 0 0 2 7 2 5 2 6 2 0
6 一 23 47 8 12 6 4 7 0 0 8 4 1 9 1 8 43 5 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 2 3 3 5 1 8
7 一 23 34 7 11 0 6 9 4 3 17 6 1 9 2 0 34 8 4 3 0 0 0 0 8 7 2 8 2 9 3 5 2 4
8 23 78 2 16 4 10 0 4 3 3 6 2 4 2 2 65 2 4 3 8 7 0 0 13 0 3 1 2 7 2 4 1 9
9 56 46 4 13 8 20 6 1 7 0 9 2 1 2 2 17 8 1 8 1 8 0 0 0 0 2 6 2 8 2 7 1 8

10 入 6 100 0 5 0 20 0 0 0 0 8 2 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 6 3 4 2 0
11 一 20 60 0 13 5 14 5 5 0 8 8 1 9 1 9 45 0 10 0 10 0 0 0 5 0 2 7 2 6 2 7 2 7
12 手 16 100 0 14 9 9 6 18 7 6 0 2 5 2 3 81 3 12 5 6 3 0 0 6 3 2 7 2 6 1 8 2 5
13 9 66 6 10 3 22 2 0 0 0 8 3 0 2 7 66 7 11 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 3 2 2 4
14 22 40 9 11 9 10 9 18 1 8 9 2 3 2 0 40 9 0 0 0 0 0 0 9 0 2 9 2 9 2 8 2 3
15 16 56 2 11 3 12 4 12 5 7 9 2 2 1 9 56 3 6 3 0 0 0 0 12 5 2 9 3 0 2 9 2 1
16 一 26 53 8 13 9 16 2 0 0 7 3 2 5 2 3 53 8 3 8 3 8 0 0 0 0 2 8 2 3 2 8 2 5
17 一 29 51 7 14 3 9 3 17 2 3 9 2 9 2 9 44 8 3 4 0 0 0 0 0 0 2 5 2 6 3 3 1 8
18 一 26 61 5 10 9 7 5 15 3 10 2 2 5 2 3 53 8 7 7 0 0 0 0 3 8 2 7 2 9 3 4 1 9
19 一 25 52 0 13 0 12 0 12 0 6 5 2 4 2 2 48 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 6 2 6 3 1 1 8
20 一 26 69 2 11 3 8 7 19 2 6 9 2 2 2 0 50 0 0 0 0 0 7 7 3 8 2 8 2 6 3 3 1 9
21 一 27 44 4 11 4 10 3 7 4 6 6 2 2 2 2 4 1 3 7 0 0 0 0 3 7 2 7 3 0 3 6 1 8
22 一 25 59 2 10 3 6 9 8 0 2 6 2 3 1 9 64 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 5 2 7 3 3 1 7
23 入 12 83 3 10 2 22 5 16 6 0 0 2 1 2 0 66 7 8 3 0 0 0 0 8 3 3 1 2 9 3 0 1 7
24 看護部 7 57 1 12 3 20 8 28 5 0 6 2 3 2 3 14 3 0 0 14 3 0 0 0 0 3 0 2 3 2 8 2 0
25 8 75 0 9 2 23 2 0 0 4 5 1 7 1 8 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 5 3 5 2 0
26 一 28 82 1 12 8 8 7 25 0 4 5 2 5 2 1 78 6 7 1 0 0 0 0 7 1 2 5 2 9 3 0 2 1
27 一 27 48 1 8 9 10 1 11 1 6 1 2 1 2 1 44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 2 8 3 4 2 0
28 一 23 43 4 12 9 17 2 8 6 8 0 2 3 2 3 43 5 4 3 0 0 0 0 4 3 2 9 2 7 2 4 2 0
29 一 28 46 4 12 4 18 0 3 5 6 5 2 1 2 0 46 4 0 0 0 0 7 1 3 6 3 3 3 3 3 2 2 1
30 14 100 0 15 8 15 8 7 1 8 8 2 0 1 9 85 7 7 1 21 4 0 0 0 0 3 1 2 6 3 3 2 2
31 一 34 47 0 10 7 13 6 20 5 3 6 2 1 2 0 35 2 0 0 0 0 0 0 2 9 2 6 3 0 3 0 2 6
32 手 31 70 9 14 6 19 5 3 2 14 3 2 4 2 3 67 7 0 0 0 0 0 0 6 5 2 9 2 7 2 9 2 5
33 81 61 7 12 0 23 6 7 4 3 0 2 1 2 0 45 7 2 5 3 7 3 7 9 9 2 8 2 7 3 0 2 1
1インシデント ポートが部 の再発防止に っているか 1 に っている 4 あまり っていない の

2 のスタッフが したインシデント ポートが 部 の再発防止に っていると うか 1 に っている 4 あまり っていない の

3インシデントが発生した にインシデント ポートを しなくてもとがめられない があると うか 1 う う 4 わない の

4ルール を 容する があると うか 1 う う 4 わない の

5 に を る があると うか 1 う う 4 わない の

6スタッフ同 コ ケーションがとれていると うか 1 とれている 4 とれていない の
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自分が提出したインシデントレポートが自部署の再発防止
に役立っていると思うかについては，十分に役立っていると，
だいたい役立っているを合わせると 66.6％であった。一方，
自分以外のスタッフが提出したインシデントレポートが自部
署の再発防止に役立っていると思うかについても，十分に役
立っていると，だいたい役立っているを合わせると 75.3％で
あった。 

インシデント発生時に，インシデントレポートを提出しな
くてもとがめられない雰囲気があるかどうかでは，そう思う
と，ややそう思うを合わせると 31.1％であった。所属看護単
位で，効率や業務の円滑化のために少々のルール違反（マニュ
アルの手順遵守を怠る）を許容する雰囲気があるかどうかは，
そう思うと，ややそう思うが 34.4％であった。職場は勤務時
間中に仕事を怠る雰囲気があるかどうかでは，そう思うと，
ややそう思うが 21.7％であった。職場は，スタッフ同士コミュ
ニケーションが取れているかどうかでは，十分とれていると，
だいたいとれているが 83.9％であった。 

医療事故を起こさないために今，自分が身につけたいと思
うスキルでは，リーダーシップが最も多く 43.5％，続いてコ
ミュニケーション力が 16.6％，問題解決能力が 13.3％であっ
た。 
３．インシデントレポート報告率に関連している要因  

A・B 病院の看護単位ごとの組織の病棟別属人風土尺度の
平均点（範囲：5.0～16.4 点）は，A・B 病院間の看護単位で
差はなく（p=0.291），13.8 点から 16 点までのやや危険な域の
看護単位が 7 単位，16 点以上の「危険」な領域にある看護単
位は 1 看護単位のみであった（表 1）。病棟別属人度の平均と
報告率に有意な相関は見られなかった（ρ=0.206,p=0.249）が，
属人度が高いほど報告率は高い傾向があった。報告率と有意
な関連があったのはその病棟の平均経験年数のみで，平均経
験年数が長い看護単位ほど報告率は低かった（ρ=-0.411, 
p=0.017）。アンケートの回答率とインシデントレポート報告
率との有意な関連はなかったが，回答率が高い看護単位ほど
師長補佐に言われて報告する傾向があった（ρ=0.358，
p=0.041）。また，スタッフ同士コミュニケーションがとれて
いると思うほど仕事を怠る雰囲気があると思わないという有
意な関連が見られた（ρ=-0.362，p=0.038）（表 3）。 
４．属人度と関連している要因 

属人度高群（>12）と低群（<12）で報告率の有意差はなかっ
た（p =0.446）が，属人度高群の方が有意にルール違反を許
容する雰囲気があると思う（p＝0.005），仕事を怠る雰囲気が
高いと思う（p＝0.002），自分以外のスタッフが提出したイン
シデントレポートが自部署の再発防止に役立っていると思わ
ない（p=0.037）という結果であった。 

Ⅵ．考 察 

属人度とインシデントレポートの報告率に有意な関連はな
かったが，平均経験年数が長い看護単位ほど報告率は低かっ

表 2 インシデントレポートの提出状況に関する結果（n=449） 
項目 回答 　（

有 391 88 0

無 53　 11 9

はい 386（98 7）

いい 5（1 2）

はい の場合 回 337（89 3）

2 3回に1回 34（8 6）

4回 に1回 6（1 5）

看護 長に われて入力

した
はい 26（7 4）

いい 324（92 5）

はい の場合 回 7（26 9）

2 3回に1回 8（30 7）

4回 に1回 9（34 6）

はい 18（5 1）

いい 329（94 8）

はい の場合 回 6（33 3）

2 3回に1回 6（33 3）

4回 に1回 6（33 3）

はい 7（2 0）

いい 340（97 9）

はい の場合 回 6（85 7）

2 3回に1回 0

4回 に1回 4（57 1）

同 に われて入力した はい 46（13 2）

いい 301（86 7）

はい の場合 回 5（10 8）

2 3回に1回 20（43 4）

4回 に1回 20（43 4）

に っている 33（8 46）

だいたい っている 226（57 9）

あまり っていない 112（28 7）

ほとんど っていない 19（4 8）

に っている 62（13 9）

だいたい っている 273（61 4）

あまり っていない 98（22 0）

ほとんど っていない 11（2 4）

う う 26（5 8）

やや う う 112（25 3）

あまり わない 234（52 9）

わない 70（15 8）

う う 22（4 9）

やや う う 131（29 5）

あまり わない 224（50 4）

わない 67（15 0）

う う 18（4 0）

やや う う 79（17 7）

あまり わない 222（49 7）

わない 127（28 4）

とれている 33（7 4）

だいたいとれている 340（76 5）

あまりとれていない 60（13 5）

とれていない 11（2 47）

　　　　　コ ケーション 148（16 6）

問 発 力 142（16 0）

問 解 力 118（13 3）

ーム ーク 63（7 1）

リーダーシップ 386（43 5）

にない 16（1 8）

の 14（1 5）

医療 を さないため

に 、 が につけたい

と うス ル

が した

ポートが 部 の再発防

止に っている

インシデント発生時に、イン
シデント ポートを しな

くてもとがめられない

がある

医療 のリンク ースに

われて入力した

場は効 や の

のために少 のルール

を 容する が

ある

インシデント ポート

の

ある と回答した方 インシ

デント ポートの は

らの で入力した

場は 時間 に

を る がある

場は、スタッフ同 コ

ケーションが れている

看護 長 に われて

入力した

が した ポートが

部 の再発防止に

っている
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た。属人度が高い看護単位はルール違反を許容する雰囲気が
あり，仕事を怠る雰囲気が高く，自分以外のスタッフが提出
したインシデントレポートが自部署の再発防止に役立ってい
ると思わない割合が高かった。このことから，属人度が高い
看護単位は，インシデント事例から学ぶという姿勢が低いの
ではないかと推測される。 

本研究の対象者は看護師の平均経験年数が 14.1 年であり，
日本看護協会調査研究報告 8）の現職勤続年数の平均 10.6 年を
上回っており，勤続年数が長いことで組織のインシデントレ
ポートシステムについては理解していると考えられる。しか
し，勤務年数が長い看護単位ほど報告率が低く，経験年数が
浅い看護師ほど積極的にインシデントレポートを報告してい
た。今回の調査では患者への影響がないインシデントレベル
0 から 2 のインシデントレポート報告件数を調査しており，
アクシデント報告ではないことから業務の多忙さや手間がか
かることで，特に経験年数の長い看護師はインシデントレ
ポートの入力は後回しになることも考えられ，個人の意向や
入力しなくてもよしとする組織風土の影響を受けるのではな
いかと考えられた。 

インシデントレポートの入力は全体の 8 割が自らが気づき
入力していたが，1 割が同僚や師長・師長補佐に言われて入
力していた。平塚 9）は，病院の管理者および看護管理者は，
医療エラーを報告する者に対して，賞賛したりするなど肯定
的なフィードバックを与えることも有効と考えると述べてい
る。荻原 10）は，医療現場において組織的にリーダーシップを
強化することで，適切なインシデントレポートの提出，さら
には情報の共有が図れるようになり，医療安全の確保と継続
が可能になると述べている。佐藤 11）は，安全な組織づくりに
は，医療従事者みずからのヒヤリ・ハット事例を躊躇なく報

告できる職場環境づくりと，提出された報告が医療現場の医
療事故に至るプロセスを未然に断ち切ることができ，報告し
てくれたことに対する評価をきちんとするような組織風土づ
くりが必要となると述べている。つまり，自ら入力されない
場合は，スタッフと管理者の相互作用により部署の安全管理
を講じ再発防止策を検討することにつながり，安全文化の醸
成をはかっていることが示唆された。 

近森 12）は，インシデントレポートの内容を共有できるス
タッフ間の信頼関係を築くような関わりが大切であると述べ
ている。本研究でも，スタッフ同士コミュニケーションがと
れていると思うほど仕事を怠る雰囲気があると思わないとい
う有意な関連があり，インシデント報告がアクシデントの発
生を回避することをスタッフが知っていることでお互いに声
をかけあいインシデントレポート入力を促し，より安全な部
署にしようと取り組んでいるのではないかと推測された。 

属人度が「やや危険」な状態の看護単位が 7 単位，「危険」
な状態の看護単位が 1 単位あり，組織的な違反や重篤な違反
が起こりえることが想定されるが，属人度とインシデントレ
ポート報告率の有意な関連は見られなかった。看護単位ごと
の報告率は部署によりばらつきが認められ，入退院支援部門
など部署によっては一般病棟と比較して看護業務が限定され
ておりインシデントレポート報告が少ないことが理由として
考えられる。そのため，部署ごとの属人度以外の要因が報告
率に影響していた可能性が考えられる。属人度は，人的要素
を重視する考え方であることから，アンケート調査時点での
部署の人間関係や業務の忙しさなどが属人度に影響を与える
と考える。 

今回，属人度が高い病棟ほどルール違反を許容する雰囲気
があり，仕事を怠る雰囲気が高く，自分以外のスタッフが提

表 3 インシデント報告率に関連する要因（N=33） 
イン
シデ
ント

場

数

ルール

容する
を

る 入力
再発防
止

らの
で

入力し
た 合

長に
われ
て

に
われ
て

リンク
に
われ
て

同
に
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アン
ケート
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コ
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ション

インシデント
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数

ルール 容する

を る

入力再発防止

らの で入力した 合

長に われて入力 合

に われて入力 合

リンクに われて入力 合

同 に われて入力 合

アンケート回答

コ ケーション

の したイ の

の 関
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出したインシデントレポートが自部署の再発防止に役立って
いると思わないという関連があり，これは岡本ら 4）の定義と
一致している。本研究の仮説に反し，有意な相関は見られな
かったが，属人度が高いほどインシデントレポート平均報告
は高い傾向があった。このことから，組織的違反を生む土壌
があることがインシデント発生につながるのではないかと考
えられるが，更なる検証が必要である。しかし，スタッフ同
士コミュニケーションを良好にすることで，仕事を怠る雰囲
気を軽減し，属人度を軽減できる可能性も考えられる。 

本研究の限界として，2 施設という限られた状況であるこ
と及び，部署配置人数が少人数でありインシデントレポート
提出が少ない部署もあることから，一部限局したデータであ
ること，また回収率が 6 割未満であり，アンケートに回答し
た対象者は日頃から医療安全に関心をもっているとも捉えら
れ，参加バイアスがある可能性がある。 

Ⅶ．結 論 

看護単位ごとの看護師 1 人当たりのインシデントレポート
報告数と属人度に有意な関連はなかった。インシデントレ
ポートの入力は 8 割が自ら行い，1 割が師長や師長補佐，同
僚からの指摘で入力していた。属人度が高いほどルール違反
を許容する雰囲気，仕事を怠る雰囲気が高く，自分以外のス
タッフが提出したインシデントレポートが自部署の再発防止
に役立っていると思わない割合が高かった。インシデント事
例から学ぶという組織文化の醸成が課題であること，また，
コミュニケーションの不足が仕事を怠る雰囲気につながり，
組織的違反を生んでいる可能性が考えられ，更なる検証が必
要である。 

開示すべき利益相反はない。 
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◇研究報告◇ 

インシデントの情報共有が看護学生の 
安全意識に及ぼす影響 

― 学年進行による医療安全意識の検討 ― 

前川昌代1）*，上野妙子2），山田眞子1），撫養文代3）

 本研究の目的は，継続したインシデントの情報共有が看護学生の医療安全意識に及ぼす影響を明らかにし，医療安全
教育について示唆を得るものである。情報共有の方法は，2 年次は掲示板を用いて前期・後期実習終了時の 2 回/年，3
年次は ICT を活用し 4 月～12 月の実習期間中の毎週末に定期的に実施した。A 看護師養成所に入学後，2・3 年次も在
籍した学生 78 名を対象に，安全意識尺度を用いた質問紙調査を行った。調査は同じ学生を対象に，2・3 年次の各 9・
12・3 月の合計 6 回行った。その結果，安全意識における下位尺度である「黙従性」に有意差が認められ（p＜.01），多
重比較の結果，2 年次の 3 月より 3 年次が有意に高かった。インシデントの情報共有は安全意識の認識の変化にポジ
ティブに影響を与え，基礎看護教育の中で人間の持つ特性について理解を促し，医療安全意識の向上に向けた学習機会
を継続的に提供することの必要性が示唆された。 

【キーワード】看護学生，臨地実習，インシデント，情報共有 

Ⅰ．は じ め に 

近年の医療現場は，医療技術・医療機器等の急速な発展に
伴い，高度化，複雑化している。そんな中，社会の医療安全
への関心と要望は高く，患者視点に立った安全で質の高い看
護の提供ができる人材の育成が求められている。看護基礎教
育においては，2009 年のカリキュラム改正に伴い「看護の統
合と実践」分野の中に「医療安全」という科目が新設され，
医療安全教育が強化されてきた。松本・伊藤が，看護学生は
入学時にすでに医療安全に関心を持ち，日常の体験を通して
医療安全を具体的に理解し，さらに臨地実習によって学びを
深め，医療安全に対する概念を具体的に理解していく 1）と述
べていることからも，学年進行にあわせながら講義・演習・
臨地実習などを通して，患者の安全を意識させる教育が必要
である。先行研究においては，実習前後の医療安全に関する
意識の変化 2）3），リスク感性の学年別比較 4）など，医療安全
に関する報告はされている。また，有田・笠井が学年進行に
よる安全意識を調査した結果，2 年次と，その 2 年後の 4 年
次では「安全意識」に有意差はなかった 5）とした。しかし，
学年進行による安全意識の変化に関する研究は少なく，十分

に明らかにされてはいない現状がある。 
一方，医療安全教育の方法として細野・鈴木・武市は，イ

ンシデント発生の情報共有と疑似体験レベルで認識できる対
策を検討する必要がある 6）と述べており，インシデントの情
報は，より具体的な内容を共有することの必要性を示唆して
いる。3 年課程 A 看護師養成所では 2018 年度より，臨地実
習で発生したインシデントについて掲示板を用いて情報共有
を行い，看護基礎教育の間から医療安全に関心を持ち，専門
職業人として医療安全を身近に捉えられるような教育を実践
してきた。新型コロナウイルス感染症の影響により，2020 年
度の臨地実習は大幅に実習展開の見直しを余儀なくされ，学
生が看護実践能力を養う機会が減少した。川島・富澤は，臨
地実習は学生が実際の現場に身をおくことで，その中に潜む
事故の危険性を実感できる教育的な絶好の機会となる 7）と述
べており，実習展開の見直しは医療安全の視点に視野を広げ
る機会の減少が予測された。限られた実習期間のなかであっ
ても，実習目標の到達と患者の安全・安楽を担保することは
必須である。学生の医療安全への意識向上を維持するために
も 2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し
つつ，情報共有の方法を検討しながら継続できるように取り
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1）関西医療大学 元ベルランド看護助産大学校  2）天理大学 元ベルランド看護助産大学校   
3）久米田看護専門学校 元ベルランド看護助産大学校 
＊ E-mail：maekawa＠kansai.ac.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 183 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2， 2023 

組んだ。効果的な医療安全教育の方法として，先行研究では，
実習を終了した学生が実際に体験した事故事例を用いて行う
医療安全オリエンテーション，過去の事故事例についての学
習や学生自身が体験したインシデントについてのグループ討
議 8）9）など，情報共有方法に関連した報告は多数あるが，情
報共有することによる安全意識への影響を明らかにした報告
はみあたらない。 

学年進行による医療安全意識の変化を明らかにすることは，
学生の医療安全意識の発達過程を理解する一助となると考え
られ，看護学生に対して実施する継続したインシデントの情
報共有が，医療安全に対する意識に変化を及ぼす影響を知る
ことができ，医療安全教育の課題とその対策を検討すること
に有効であると考える。 

Ⅱ．目 的 

本研究は臨地実習で発生したインシデントの情報共有を行
い，看護学生の学年進行による医療安全意識に変化を及ぼす
影響を明らかにし，医療安全教育について示唆を得ることを
目的とした。 

Ⅲ．方 法 

１．対象者 
3 年課程 A 看護師養成所に 2018 年に入学した学生（1 年

次）のなかで，2019 年（2 年次）・2020 年（3 年次）共に在籍
している学生 78 名とした。対象者は 1 年次に基礎看護学実
習Ⅰを経験しており，2 年次前期には基礎看護学実習Ⅱ・後
期には老年看護学実習Ⅰ，3 年次の 4 月～12 月にかけて領域
別看護学実習を履修する。 
２．インシデント内容の情報共有方法と学生参画方法 
１）2019 年度（2 年次） 

インシデントレポートの様式は，学生の混乱を避けるため
A 看護師養成所で使用している従来のものを使用した。イン
シデントレポートのカテゴリー分類は，レポートにおいて報
告を求めている項目（体位・姿勢の保持・移動，生活環境の
整備，保清・整容，食事・水分摂取，診療の補助に関するも
の，観察・報告，個人情報の取り扱い，感染予防，ハラスメ
ント，その他）とし，報告されたインシデントレポートは掲
示するにあたり，内容の類似性をみて整理した。報告者は匿
名化し，発生の状況は基本的に事実に基づき記載し，報告者
がインシデント体験から学んだこと，再発防止に向けた今後
の課題についても同時に掲示することとした。 

前期実習終了後の 9 月と後期実習終了後の 2 月に，対象者
が学内に登校する機会を選択し，掲示板を用いて報告された
インシデント情報を 1 週間程度掲示した。インシデントの報
告件数は前期実習 54 件，後期実習 23 件であった。掲示内容
を閲覧した学生が，有意義な情報提供であり今後の看護実践
に役立つと感じた内容にはシールを掲示板に貼付し，主体的
に参画できるよう促した。学生からは学びになるという声が

ある一方で，実習終了後の情報共有であり，実習中の自分の
看護実践に即時に活かすことが困難であるという意見が聞か
れ，インシデント内容の情報共有時期が課題となった。また
掲示量の問題や掲示場所の確保等についても検討が必要で
あった。 
２）2020 年度（3 年次） 

新型コロナウイルス感染症パンデミックが宣言され，看護
学生にとって重要な実習機会が奪われる事態に陥った。文部
科学省（2020）は，実習施設での実習が困難な場合は，学内
実習などの実施により必要な知識及び技能を習得することが
できる 10）とし，その通達に伴い 3 年課程 A 看護師養成所で
も，学内実習やオンラインを活用した学びなどの対応措置が
取られた。感染拡大状況が影響し，実習グループごとに臨地
での実習期間，学内・在宅での実習期間にばらつきが生じ，
インシデント情報の掲示期間に違いが生じる状況となった。
掲示板での閲覧行為による感染拡大防止と，前年度の課題を
含めて検討し，得た学びを自身の看護実践に即座に活かすた
め，2020 年度は ICT を活用し，インシデント情報をタイム
リーに発信する方法に変更した。ICT ツールとして Microsoft 
Forms を活用し，アンケート機能を用いて学生から報告され
たインシデント情報を匿名化し発信した。インシデント情報
について，閲覧した学生はシールを貼付する代わりに，報告
された内容に対して「非常に活かせる」「やや活かせる」「活
かせる」「あまり活かせない」「活かせない」を選択し，感じ
たことや，自分だったらどうするなど自身の考えをコメント
入力した。 

結果とコメント入力内容は学生間で共有した。アンケート
回答は匿名とし，自由に意見が表出できるようにした。イン
シデント情報は，領域別看護学実習期間中（4 月～12 月）に
定期的（毎週金曜日）に 2～3 件ずつ，合計 34 件発信した。 
３．質問紙調査の時期 

情報共有による安全意識の変化を捉えるために，掲示板を
用いて情報共有を行った 2 年次の 9 月（1 回目），12 月（2 回
目），3 月（3 回目），ICT を活用し情報共有を行った 3 年次の
9 月（4 回目），12 月（5 回目），3 月（6 回目）に質問紙調査
を合計 6 回実施した。（図 1） 
４．質問紙 
１）神薗（2000）が医療従事者の職務エラーに関する研究 11）

で使用し，信頼性を確認した安全についての意識尺度を，
村上・野澤・岩田（2003）によって看護学生を対象として
一部改変したものを使用した 12）。この尺度は「安全への関
心：7 項目」「実習の緊迫感：5 項目」「安全への関与：3 項
目」「黙従性：2 項目」「注意深さ：2 項目」「安全への配慮：
3 項目」「慎重さ：3 項目」の 7 つの下位尺度からなる 25 項
目である（表 1）。この 25 項目のうち 19 項目については，
まったく思わない～かなり思うの 5 段階評定尺度とし 1～
5 に点数化し，また残りの 6 項目は逆転項目として点数化
を行った。したがって数値が大きいほど安全に対する意識
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が高いことを意味する。尺度の使用は尺度開発者の許可を
得た。 

２）すべての看護学実習を終えた 3 年次の 5 回目は安全意識
尺度に加え，インシデントに関する自身の考えについて自
由記載を求めた。 

５．分析方法 
統計処理は統計ソフト SPSS Advanced Statistics26 を用

い，各実習時における安全意識尺度の得点の平均値と標準偏
差を算出し，比較には Friedman 検定を行った。有意差の認
められた項目は多重比較（Bonferroni の方法）を用いた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

ベルランド看護助産大学校の倫理委員会で承認（承認番号
2019-3）を得て，対象者に研究の趣旨，調査は個人が特定され
ないように無記名であること，研究への参加は自由意志であ
ること，研究協力の有無や研究途中での同意の取り下げによ

り学業上の不利益が生じることはないことを口頭と文章で説
明した。質問紙によって得られたデータは学会等で公表する
ことはあるが，研究以外の目的で使用しないこと，研究終了
後に責任を持って破棄することを確約した。質問紙の回収は
留置式回収箱を設置し，投函をもって研究への同意を得たと
みなした。 

また，実習オリエンテーションの際に学生に対して，イン
シデントレポート記載とその分析，情報共有の方法について
説明し承諾を得た。加えて，実際にインシデントレポート提
出時に担当教員から，情報の共有についての再確認を行い，
学生の了解が得られなかったものについては情報の共有を行
わないことの説明を加えた。インシデント情報の共有には，
患者や報告者，関係者などの匿名性の担保を図り，病棟名や
疾患，患者の年齢や性別などは記載せず，インシデントの発
生状況，振り返り，状況理解の促進に必要な際は発達段階，
健康段階を加えて情報の共有を図った。 

図 1 情報共有と調査時期 

表 1 意識尺度 カテゴリーおよび項目内容 
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Ⅴ．結 果 

調査は対象 78 名（男性 7 名・女性 71 名，2 年次 9 月の平
均年齢は 20.8±3.39 歳）に実施し，回収は 76 名（回収率 97.4％）
であった。このうち欠損値がなかった 72 名（92.3％）を分析
対象とした。 
１．安全意識尺度における学年進行による比較 

安全意識尺度の下位尺度の平均値と標準偏差の結果を表 2
に示す。安全意識尺度の下位尺度の合計平均値（以下平均値
とする）を安全意識とした。1 回目の下位尺度の平均値では
「慎重さ」（平均値 4.5）が最も高値であり，「安全への関与」
（平均値 2.78）が最も低値であった。また 6 回目でも「慎重
さ」（平均値 4.51）が最も高値であり，「安全への関与」（平均
値 2.85）が最も低値であった。「慎重さ」は 1～6 回目すべて
において，全項目中最も高い得点値となった。 

各学年の時期による変化を検討するために，Friedman 検定
を行ったところ「黙従性」（カイ 2 乗 17.37，P＜.01）で有意差
があった。「安全への関心」「実習の緊迫感」「安全への関与」

「注意深さ」「安全への配慮」「慎重さ」は有意差がなかった。
多重比較の結果，「黙従性」は 1，4 回目が 2 回目よりも有意
に高く，また 1，4，5，6 回目は 3 回目よりも有意に高かった。
また安全意識尺度における下位尺度の学年平均値を表 3 に示
す。「安全への関心」・「注意深さ」・「安全への配慮」「慎重さ」
については 3 年次（4，5，6 回目）のほうが 2 年次（1，2，3
回目）よりも平均値の上昇があったが有意差はなかった。「実
習の緊迫感」は 3 年次（4，5，6 回目）の方が 2 年次（1，2，
3 回目）よりも平均値は下降したが有意差はなかった。また，
「安全への関与」については 2 年次（1，2，3 回目），3 年次
（4，5，6 回目）の平均値に変化がなかった。 
２．インシデント報告件数と情報共有への参画 

インシデント報告件数と情報共有への参画状況を表 4 に示
す。掲示板を用いての情報共有（2 年次）において，看護実践
に役立つと感じて貼付されたシールの枚数は前期 389 枚，後
期 329 枚であった。ICT を活用した情報共有（3 年次）にお
いて，他者のインシデント体験に対するコメント欄への参画
は，前期 253 件，後期 215 件であった。 

表 2 安全意識尺度の得点平均値と標準偏差  n=72 

２年次 ２年次 ２年次 ３年次 ３年次 ３年次

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目

29.49 30.15 29.9 30.38 30.04 30.22

2.88 2.6 3.04 2.15 2.86 3.07

4.21 4.31 4.27 4.34 4.29 4.32

16.78 17.07 16.79 16.21 16.22 16.1

1.93 2.45 2.46 2.28 1.91 1.92

3.36 3.41 3.36 3.24 3.24 3.22

8.35 8.1 8.5 8.03 8.38 8.54

1.45 1.59 1.58 1.45 1.45 1.4

2.78 2.7 2.83 2.68 2.79 2.85

6.08 5.53 5.38 6.22 5.99 5.85

1.54 1.56 1.8 1.68 1.9 1.4

3.04 2.77 2.69 3.11 3 2.93

7.85 7.74 7.69 7.94 8.04 7.93

1.3 1.35 1.6 1.16 1.11 1.16

3.93 3.87 3.85 3.97 4.02 3.97

12.78 12.89 12.79 12.68 13 12.83

1.5 1.53 1.74 1.56 1.32 1.61

4.26 4.3 4.26 4.23 4.33 4.28

13.5 13.26 13.49 13.39 13.51 13.53

1.52 1.27 1.33 1.53 1.44 1.54

4.5 4.42 4.5 4.46 4.5 4.51

安全意識尺度 カイ2乗 有意確率 多重比較
M

（ＳＤ）
下位尺度を質問項目で除した合計平均値

安全への関心 6.27 0.281

実習の緊迫感 10.78 0.056

安全への関与 7.66 0.176

黙従性 17.37 0.004
＊＊ 2＜1・4

3＜1・4・5・6

注意深さ 2.121 0.832

安全への配慮 1.837 0.871

慎重さ 4.067 0.54

＊＊P＜．０１
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３．他者のインシデント体験に対するコメント欄への参画に
よるインシデントに対するイメージの変化 
すべての看護学実習が終了した 5 回目に実施したインシデ

ントに関する自身の考えについての自由記載の記述は 61 件
であった。そのうち「インシデントは誰にでも起こる可能性
がある」と記されていた内容が 19 件（31.1％）あった。また，
インシデントの情報共有の大切さについて等の内容が 60 件
（98.4％）であり，その内訳は「他者のインシデントから自身
の安全意識が高まる」が 16 件（26.2％），「今後も情報共有し
たい」が 9 件（14.8％），「報告の大切さ」2 件（3.28％），「イ
ンシデントを身近に感じるようになった」 6 件（9.83％），「イ
ンシデントが起きた時には振り返り，次につなげることが大
切である」8 件（13.1％），「自分ならどうするのか考える，他
の人の意見も知れてよかった」4 件（6.56％），「皆の経験を活
かし，意識して行動したい」15 件（24.6％）であった。また，
インシデントを起こした後に，他の学生から冷やかしを受け
たとの記載が 1 件（1.6％）あった。 

Ⅵ．考 察 

インシデントの情報共有における医療安全意識の変化 
１．各学年の時期による有意差に関する推察 

各学年の時期で比較した結果，安全意識における下位尺度
である「黙従性」に有意差がみられた。「黙従性」とは，理解
していなくても，疑問を感じていてもその通りにしてしまう
傾向を意味している。 
１）「黙従性」の有意差からの推察 

「黙従性」は 1，4 回目が 2 回目よりも有意に高く，また
1，4，5，6 回目は 3 回目よりも有意に高かった。2 年次の 3
回目より 3 年次の 4，5，6 回目の「黙従性」が有意に高値で
あったのは，積み重なる看護学実習での体験が影響したと考
えられる。「黙従性」に影響を及ぼす要因として学生要因と環
境要因があり，学生要因は学生が思考・判断を要する場面で
不十分な知識・技術のまま深く考えずに実施すること，環境
要因は学生が報告・連絡・相談を行い難い実習環境や人間関
係などがある 13）。3 年次の実習は，コロナ渦であり，臨地に
おける実習の実施率は通年の 5 割程度であった。また感染拡
大防止のため，看護実践に一部制限がかかり，直接的なケア
については実践ではなく看護計画の立案にとどまることも
あった。そのため，通年のように時間に追われることなく，
根拠を持って看護を考える機会が増えたこと，また体験でき
るケアについては十分に事前学習の時間を持ち実践できたた
め，質問項目である「方法に疑問を感じながらもそのままやっ
てしまうことがある」の内容に対し，自分は安全を意識しな
がら根拠を持って行動できたと考えたことが影響したと考え
られる。経験・知識不足の要因に対しては経験を積むことで
改善が期待できるが，指導を担当する看護師や教員とのコ
ミュニケーションが低下し適切な確認や相談ができない場合
インシデント発生の大きな要因となる。 

3 年次の実習は感染拡大防止のため，臨地でカンファレン
スを実施することも困難であった。そのため，日々の実習終
了前には実習指導者と共に個別リフレクションをする時間を
設けていたが，学生においては自身の看護実践を意味付けす
る時間となるのは勿論のこと，実習時間中は多忙でなかなか
話すタイミングがもてない実習指導者と会話を重ねるなかで，
実習指導者の思考を知る機会となったとも考える。その結果，
質問項目である「理解しないことでも，医師・看護婦の指示
があればそのとおり行動することがある」の内容に対し，自
分は看護師の思考を知り，行動の意味を理解できていると感
じたことも「黙従性」が高値になった要因の一つであると推
察された。学生からは「しっかり指導をもらえているので，
翌日のケアに活かしやすい」との声も聞かれた。臨地におけ
る実習の実施率は減少したものの，少ない体験からしっかり
学びたいという学生の意欲が感じられた。 

しかし，看護実践の減少による卒業時における看護技術到
達度の不足や，カンファレンスの開催中止における他側面か
ら看護の視点を考える機会の減少，自身の考えを他者に伝え
る機会の減少は否めない。学生個人の特徴や特性を理解し，
関係性を築きながら指導にあたる必要があることが示唆され
た。 
２）「黙従性」とインシデントの情報共有との関連からの推察 

有田・笠井が学年進行による医療安全意識を調査した結果，
基礎看護学実習後（2 年次）と，2 年経過した後の領域看護学
実習後（4 年次）の安全意識には有意差がなかったとした。
また，看護学生の医療安全意識を学年別で調査した結果では，
4 年次のほうが 2 年次よりも「安全への関心」が低かったと
し，その要因は，経験を重ねたことによる看護実践に対する
“慣れ”としている 14）。今回の調査では，2 年次の 3 回目より 3

表 3 安全意識尺度 下位尺度の学年平均値 

表 4 インシデント報告件数と情報共有への参画 
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年次の 4，5，6 回目の「黙従性」が有意に高値であり，違う
結果を示した。また，3 年次の 4，5，6 回目の「黙従性」には
有意差はなく，安全意識尺度における下位尺度の学年平均値
においても 2 年次（1，2，3 回目）より 3 年次（4，5，6 回
目）の方が上昇していた。これは ICT 活用によるインシデン
トの情報共有が要因であると考えられる。「黙従性」は 2 回目
が 1，4 回目よりも有意に低い。2 年次の 2 回目の時期は，学
内での講義・演習が中心であったことにより，インシデント
を身近に捉える機会の減少が影響したと推察される。2 年次
の 1 回目は基礎看護学実習Ⅱを終えたばかりであり，初めて
のインシデントの情報共有に興味をもてたことから，閲覧を
通し不十分な知識・自信のない技術のまま考えることなく行
動することの危険性について考えられたことが推察される。
また 3 年次の 4 回目についてもはじめての ICT 活用による
共有であったことや，はじめての領域別看護学実習であった
ことから，他学生の体験を興味深く関心を持って閲覧してい
たことが考えられる。 

その後の 3 年次の 4，5 回目について有意差はなかった。2
年次の掲示は前期・後期と 2 回/年に分けての情報共有であ
り，前期は 54 件，後期は 23 件の掲示量であった。学生から
は共有内容については学びになるという意見がある一方で，
「量が多くて読みきれない」「少しずつ読もうと思ったら掲示
が終了していた」などの声も聞かれていた。3 年次において
は，学生から報告されたインシデント内容は，学生が自分の
タイミングで閲覧できるよう，毎週金曜日に 2～3 件ずつ共
有を行った。学生からは「他の人のインシデントは自分も起
こす可能性があるから気をつけようと思った」「バラバラの実
習場だけど，情報が知れることが良かった」などの声も聞か
れ，実習の継続に連れ，学生の関心が維持できていたことが
考えられた。ICT を活用したタイムリーな情報共有を通して，
他者の経験が自分自身にも起こりえると感じる機会となり，
不十分な知識・技術のまま行動しないように，踏みとどまっ
て考える力が養われたことが示唆された。 

また 5，6 回目についても有意差はなかった。3 年次の 5 回
目はすべての看護学実習を終了し，学内で過ごす時期であり，
6 回目は卒業直前であった。6 回目においても有意に低下が
みられなかったことは，国家試験を終了し卒業を控えた時期
に行われた，医療安全講話や卒業前の多重課題シミュレー
ションでの体験が影響していると考える。学生は情報共有を
通し，数多くのインシデントに触れてきた。特に ICT を活用
したタイムリーな情報共有では，感じたことや，自分だった
らどうするなど自身の考えをコメント入力するために，様々
な思考をめぐらせる。リアルにインシデント場面を想像する
ことを重ね，感じてきた様々な思いが，医療安全講話や卒業
前の多重課題シミュレーションの場で想起されたと考える。
その結果，他人事ではなく自分事として医療安全に向き合う
姿勢が芽生え，社会人になる者としての自覚ができたことが
要因として考えられる。上野・山田・前川は看護学実習につ

いて，実際の医療現場に潜む事故の危険性を実感できる学び
の場である。その貴重な体験の中で教員は，学生の思考や行
動の内省を促し，医療安全意識の向上を図るとともに，人間
的な成長を支援できるよう継続・反復した取り組みが必要で
ある 15）と述べている。実習で向上した医療安全についての関
心が実習終了後も継続できるよう，学内授業において実際の
事例を用いた演習など危険予知ができる思考訓練を含めた学
習方法検討の必要性が示唆された。
２．安全意識尺度における下位尺度の平均値に関する推察 

「安全への関心」「注意深さ」「安全への配慮」「慎重さ」に
ついては，下位尺度の平均値は1 回目～6 回目にかけて上昇，
下降を繰り返していた。有意差はみられなかったが，3 年次
（4，5，6 回目）のほうが 2 年次（1，2，3 回目）よりも，安
全意識尺度における下位尺度の学年平均値は上昇していた。
これは神薗（2000）の臨床経験年数が多い看護師ほど「安全
への関心」が高くなったことを報告している研究 16）と同様の
傾向を示した。インシデントを経験していない学生にとって
は，実習場において，どんなことがインシデントになるのか
イメージできないこともある。多くのインシデント内容を閲
覧し他者のインシデントを自らの状況に置き換える疑似体験
の場としたことで，安全に対する自己の思考や行動の振り返
りになったと考えられる。それと共に危険予測の困難さを実
感し，安全意識について認識の変化に至り「安全への関心」
が高まったと推察された。 

また，「慎重さ」は 1～6 回目すべてにおいて，全項目中最
も高い得点値となった。多くのインシデント情報に触れたこ
とで，質問項目である「同級生が起こしたミス・事故は，自
分も同じことを起こす可能性があると思う」の内容に共感し，
インシデントをより身近に感じることができたことで平均値
が下がることなく，最も高い状態で推移したと考えられる。
実際の他者の体験を知ることは，実習に対する想像力を高め
ることができ，次の実習への心の準備にもつながったと考え
られる。また，情報に対して他の学生の学びのフィードバッ
クを知ることも印象深く，インシデント報告について他側面
からの解釈を促進したことが考えられる。看護師にとって患
者の安全を守ることは重要なことであり，アクシデントに至
らないためにインシデントの段階で事象に気がつくことが求
められる。“人は誰でも間違える”という人間の持つ特性につ
いて理解を促し，ヒューマンエラーの防止について看護基礎
教育の間から継続的に訓練することの必要性が示唆された。 

「実習の緊迫感」は 6 回目がどの時期よりも平均値が低
かった。また 3 年次（4，5，6 回目）のほうが 2 年次（1，2，
3 回目）よりも，安全意識尺度における下位尺度の学年平均
値は低かった。これは質問項目である「実習中はいつも時間
に追い立てられて気持ちに余裕がない」の内容に対し，新型
コロナウイルス感染症拡大により臨地での実習時間が短縮し
たことで，臨地で経験できることが限られていたこと，また
学内実習時間が増えたことから，追い立てられることなく自
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分のペースで学習できたという心理が影響した結果，平均値
が低下したことが考えられる。臨地実習においては，学内で
修得した知識や技術を用いながら人間関係を深め，変化する
対象に必要なケアを考えて実践する。また短い期間のなかで
アセスメントしながら，看護実践の一連の過程を記録として
示す。臨地実習時間が短縮し，学内実習時間が増えたことは，
自分の納得できる学習を追及できる側面はあるものの，臨床
現場で必要とされる時間管理を含めた臨床実践能力との更な
る乖離が予測される。今後，学生から新人看護師への移行教
育の必要性が更に求められることが示唆された。 
３．他者のインシデント体験に対するコメント欄への参画に

よるインシデントに対するイメージの変化 
掲示板での情報共有を開始した活動当初は「インシデント

は起こしたくない」「インシデントを起こすと実習評価に影響
するのでは」とネガティブなイメージを持つ学生もいた。し
かし，すべての看護学実習が終了した 5 回目に実施したイン
シデントに関する自身の考えについての自由記載の記述には，
インシデントの情報共有の大切さについて多く述べられてお
り，これらの結果から，情報共有は安全意識の認識の変化に
ポジティブに影響を与えていることが示唆された。植野は，
学習者間同士で行う評価は，評価結果を最も受け入れしやす
くし，学習者の内省を引き出し，結果として知識の内化や深
化を導くことや，学習動機の向上が期待されることを明らか
にしている 17）。情報共有を通して学生から「自分の報告した
内容が役にたつと思った」という声も聞かれた。報告内容に
対しコメントを返し有意義な情報提供であると他者を評価し
たり，他者の報告から自身の行動を振り返り考えるという行
為が，自分の報告したインシデント内容も患者の安全や再発
防止のために役立っていると思える機会となり，自己への
フィードバックにつながったとも考えられる。インシデント
の情報共有は医療安全に対して否定的ではない認識の変化を
もたらし，医療安全に対する意識向上につながることが示唆
された。また，インシデントを起こした後に，他の学生から
冷やかしを受けたとの記載が 1 件（1.6％）あった。この記載
についてはコメント記入者から「インシデントに対する価値
観は違うなと思った」とも記されており，該当学生において
は，他者のネガティブな言動にも影響されずに，医療安全に
ついての意識が高まっていることが考えられた。冷やかしの
言動があった時期は不明であるが，ネガティブなイメージを
持つ学生もいることを踏まえたうえで，今後も継続して医療
安全教育に取り組む必要性が示唆された。

Ⅶ．結 論 

１．2 年次よりも 3 年次では，看護学生の安全意識における
「黙従性」が有意に高値であった。 

２．基礎看護教育の中で人間の持つ特性について理解を促し，
医療安全意識の向上に向けた学習機会を，継続的に提供す
ることの必要性が示唆された。 

３．インシデントの情報共有は安全意識の認識の変化にポジ
ティブに影響を与えることが示唆された。 
本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に

おいて発表した。なお，本論文に関して，開示すべき利益相
反関連事項はない。 
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◇研究報告◇

コロナ禍における臨地実習プログラムが
学生の社会人基礎力の伸長に及ぼす影響

― コロナ禍前の臨地実習と比較して ―

上野妙子1）*

本研究の目的は，新型コロナウイルス感染症対応下での臨地実習の学びが，社会人基礎力に及ぼす影響について検討
し，学生の社会人基礎力伸長への支援方法について示唆を得ることである。2019 年度（コロナ禍以前）と 2020 年度（コ
ロナ禍）の 3 年次の学生を対象に，社会人基礎力を問う 36 項目（北島ら,2011）の質問紙を用いて，実習開始時，前期
実習終了時，後期実習終了時に調査を行い，Friedman 検定を用いて検討を行った。その結果，臨地実習の制限の有無
にかかわらず，臨地実習が進むにつれて社会人基礎力合計の平均値は伸長した。3 つの能力と 12 の能力要素について
は，能力の伸長時期と伸長した能力要素に違いが見られ，臨地実習が学生の社会人基礎力の伸長に影響をもたらしたこ
とが推察された。臨地実習では，学習方法や学習環境などを考慮し，学生の学びの深化が図れるよう実習内容の構築を
行っていく必要性が示唆された。

【キーワード】看護学生，臨地実習，社会人基礎力，新型コロナウイルス感染症

Ⅰ．は じ め に

2020 年，新型コロナウイルス感染症の感染拡大が世界規模
で発生し，あらゆる分野の産業や教育活動に大きな影響を及
ぼした。看護基礎教育においても例外ではなく，従来の教育
活動からの変換が必要となった。厚生労働省は「新型コロナ
ウイルス感染症の発生に伴う看護師等養成所における臨地実
習の取扱い等」1）を通達し，全国の看護基礎教育機関では臨
地実習の学習内容・学習方法を調整した。その結果，80％以
上の看護基礎教育機関が，臨地実習を学内実習・学内演習，
オンライン，紙面による課題学習などに置き換えて対応を
行った 2）。

看護基礎教育において臨地実習は，知識と技術の統合を図
り，対人関係形成能力や倫理観を養う上で重要な学習の機会
である 3）。また同時に，社会人基礎力の向上にも有効な学びの
場である 4）。社会人基礎力は，「職場や地域社会で多様な人々
と仕事をしていくために必要な基礎的な力」と経済産業省に
より定義され，3 つの能力とその下位概念である 12 の能力要
素から成り立っている。3 つの能力は，「前に踏み出す力（ア
クション）」「考え抜く力（シンキング）」「チームで働く力（チー

ムワーク）」であり，「アクション」は，『主体性，働きかけ力，
実行力』，「シンキング」は，『課題発見力，計画力，創造力』，
「チームワーク」は，『発信力，傾聴力，柔軟性，状況把握力，
規律性，ストレスコントロール力』から構成されている 5）。

看護学生（以下：学生）を対象にした社会人基礎力と臨地
実習に関する先行研究では，成人看護学実習の前後で社会人
基礎力を測定し，臨地実習が社会人基礎力の育成に有効であ
ることや 6），基礎看護学実習中の「正の体験と負の体験」「ス
トレス対処能力」「チームで働く力」などが社会人基礎力の伸
長に影響を及ぼす 7）ことが述べられている。また，筆者らは，
看護師養成所の 2 年次学生を対象に 1 年間の社会人基礎力と
学校生活について調査し，臨地実習が社会人基礎力の伸長に
ポジティブな影響をもたらしたことを報告している 8）。しか
し，コロナ禍により臨地実習の様相が変化することによって，
学生の社会人基礎力の伸長に与える影響が懸念される。

コロナ禍による臨地実習への影響については，多様な検討
がされており，母性看護学実習では，オンラインや学内演習
を取り入れた学習効果の検証 9）10），成人看護学実習では，オ
ンラインで事例展開や手術体験者講話を実施したことによる
実習目標の到達状況の検討 11）が行われ，これらの取り組みが
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実習目標到達に効果的であったことが報告されている。また，
コロナ禍以前とコロナ禍での実習形態の違いが看護技術経験
や 12），卒業時の看護実践到達項目の修得状況に及ぼす影響 13）

について検討されている。
コロナ禍における臨地実習では，多様な制限を伴うことが

多く，それらが学生の社会人基礎力の伸長に与える影響につ
いて検討した報告は少ない。コロナ禍による実習形態の変化
が，学生の学びのひとつである社会人基礎力に与える影響に
ついて検討することは，看護基礎教育における学生の成長支
援にとって意義があると考える。

Ⅱ．目 的

本研究は，コロナ禍における臨地実習プログラムが学生の
社会人基礎力の伸長に及ぼす影響について検討し，社会人基
礎力伸長への支援方法について示唆を得ることを目的とした。
＜用語の定義＞
臨地実習：文部科学省（2002）は 14），臨地実習について看護
職者が行う実践の中に学生が身を置き，既存の知識・技術・
態度の統合を図り，看護実践を通して学びを深める場として
いるが，本稿ではこれに加えて，学びの場を病院や施設など
の臨地に限局せず多様な学びの場での学習を含むものとする。
学内実習：コロナ禍で臨地実習が制限された状況において，
臨地実習の代替として学内で行う演習や事例検討などのこと
とする。
在宅実習：コロナ禍で臨地実習が制限された状況において，
臨地実習の代替として自宅で行う学習（実習グループで実施
するオンラインでのグループディスカッションやカンファレ
ンス，リフレクションなど教員による学習支援を含む）のこ
ととする。

Ⅲ．方 法

１．調査方法
１）研究対象者

A 看護師養成所（3 年課程）の 2019 年度と 2020 年度の最
終学年（3 年次）の学生を対象とし，2019 年度は 77 名，2020
年度は 78 名を研究対象とした。筆者は，2019 年度より A 看
護師養成所の学生に対する社会人基礎力の縦断的研究に取り
組んでおり，2019 年度の学生をコロナ禍以前群，2020 年度の
学生をコロナ禍群とした。最終学年の臨地実習は，成人看護
学実習 6 単位，老年看護学実習 2 単位，精神看護学実習 2 単
位，母性看護学実習 2 単位，小児看護学実習 2 単位，在宅看
護論実習 2 単位，看護の統合と実践実習 2 単位の合計 18 単
位が実施され，学生の性別や学習成績，特徴などを配慮した
5～6 人のグループを編成し実習に臨んだ。
２）調査期間

調査期間は 2019 年 4 月から 2020 年 12 月とした。
３）データ収集方法

社会人基礎力を問う 36 項目および基本属性（性別，年齢，

社会人経験の有無）について，無記名自己記入式質問紙によ
る調査を行った。質問紙は，放課後に対象学生の教室で文書
と口頭で説明した。研究参加への意思の確認は，質問紙の投
函をもって同意とみなす旨についての説明を加えた。回収は
封書による個別投函とし，鍵付きの留置き式回収箱を教室の
後方に設置した。回収までの期間は 1 週間以内とした。質問
紙調査は，対象者が最終学年次の領域実習開始時（4 月），前
期実習終了時（8 月），後期実習終了時（12 月）に実施した。
２．測定内容
１）基本属性（性別，年齢，社会人経験の有無）
２）北島・細田・星 15）が，経済産業省の提示しているプログ

レスシートの 36 項目を参考に作成した社会人基礎力と 3
つの能力，12 の能力要素について調査を行った。12 の能力
要素それぞれに対して 3 項目ずつ質問事項があり，「アク
ション」は『主体性，働きかけ力，実行力』から成り立つ
9 項目，「シンキング」は『課題発見力，計画力，創造力』
から 9 項目，「チームワーク」は『発信力，傾聴力，柔軟性，
状況把握力，規律性，ストレスコントロール力』から構成
された 18 項目，合計 36 項目から構成されている。それぞ
れの項目について，「全くあてはまらない」が 1，「ほとん
どあてはまらない」が 2，「あまりあてはまらない」が 3，
「ややあてはまる」が 4，「かなりあてはまる」が 5，「非常
にあてはまる」が 6 とした 6 段階のリッカートスケールを
使用した。

３．分析方法
コロナ禍以前群，コロナ禍群それぞれに対象者の性別，年

齢，社会人経験の有無について単純集計を行った。社会人基
礎力に関する 3 つの能力と 12 の能力要素の各項目は，時期
毎に単純集計し正規性の確認と信頼性の確認を行い，
Friedman 検定を実施した。多重比較検定は，Bonferroni 法
で調整し，有意水準は 5％とした。分析には統計ソフト IBM
SPSS Statistics26 を使用した。尺度は尺度開発者の許可を得
て使用した。

Ⅳ．倫理的配慮

研究対象者には研究の意義・目的，方法，研究参加は任意
であり，途中でも研究参加の中止が可能であること，研究参
加の中止や不参加によって不利益が生じないこと，データの
匿名性の保持や保管に関すること，研究結果は関連学会や論
文で公表すること等について文書と口頭で説明を行った。
データの結合を行うため，学生自身が定めた 4 桁の英数字を
質問紙へ記載するよう依頼した。各時期の学生データを繋げ
るため 4 桁の英数字を用いて対応表で整理し，データの取り
扱いに注意を払った。研究者と対象者が教員と学生の関係に
あるため，単位認定や本研究のデータ分析に関与しない教員
が対応表を作成した。

本研究は，ベルランド看護助産大学校の倫理審査委員会の
審査により承認を受け開始した（申請番号 2019-1）。



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 191 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023

実習目標到達に効果的であったことが報告されている。また，
コロナ禍以前とコロナ禍での実習形態の違いが看護技術経験
や 12），卒業時の看護実践到達項目の修得状況に及ぼす影響 13）

について検討されている。
コロナ禍における臨地実習では，多様な制限を伴うことが

多く，それらが学生の社会人基礎力の伸長に与える影響につ
いて検討した報告は少ない。コロナ禍による実習形態の変化
が，学生の学びのひとつである社会人基礎力に与える影響に
ついて検討することは，看護基礎教育における学生の成長支
援にとって意義があると考える。

Ⅱ．目 的

本研究は，コロナ禍における臨地実習プログラムが学生の
社会人基礎力の伸長に及ぼす影響について検討し，社会人基
礎力伸長への支援方法について示唆を得ることを目的とした。
＜用語の定義＞
臨地実習：文部科学省（2002）は 14），臨地実習について看護
職者が行う実践の中に学生が身を置き，既存の知識・技術・
態度の統合を図り，看護実践を通して学びを深める場として
いるが，本稿ではこれに加えて，学びの場を病院や施設など
の臨地に限局せず多様な学びの場での学習を含むものとする。
学内実習：コロナ禍で臨地実習が制限された状況において，
臨地実習の代替として学内で行う演習や事例検討などのこと
とする。
在宅実習：コロナ禍で臨地実習が制限された状況において，
臨地実習の代替として自宅で行う学習（実習グループで実施
するオンラインでのグループディスカッションやカンファレ
ンス，リフレクションなど教員による学習支援を含む）のこ
ととする。

Ⅲ．方 法

１．調査方法
１）研究対象者

A 看護師養成所（3 年課程）の 2019 年度と 2020 年度の最
終学年（3 年次）の学生を対象とし，2019 年度は 77 名，2020
年度は 78 名を研究対象とした。筆者は，2019 年度より A 看
護師養成所の学生に対する社会人基礎力の縦断的研究に取り
組んでおり，2019 年度の学生をコロナ禍以前群，2020 年度の
学生をコロナ禍群とした。最終学年の臨地実習は，成人看護
学実習 6 単位，老年看護学実習 2 単位，精神看護学実習 2 単
位，母性看護学実習 2 単位，小児看護学実習 2 単位，在宅看
護論実習 2 単位，看護の統合と実践実習 2 単位の合計 18 単
位が実施され，学生の性別や学習成績，特徴などを配慮した
5～6 人のグループを編成し実習に臨んだ。
２）調査期間

調査期間は 2019 年 4 月から 2020 年 12 月とした。
３）データ収集方法

社会人基礎力を問う 36 項目および基本属性（性別，年齢，

社会人経験の有無）について，無記名自己記入式質問紙によ
る調査を行った。質問紙は，放課後に対象学生の教室で文書
と口頭で説明した。研究参加への意思の確認は，質問紙の投
函をもって同意とみなす旨についての説明を加えた。回収は
封書による個別投函とし，鍵付きの留置き式回収箱を教室の
後方に設置した。回収までの期間は 1 週間以内とした。質問
紙調査は，対象者が最終学年次の領域実習開始時（4 月），前
期実習終了時（8 月），後期実習終了時（12 月）に実施した。
２．測定内容
１）基本属性（性別，年齢，社会人経験の有無）
２）北島・細田・星 15）が，経済産業省の提示しているプログ

レスシートの 36 項目を参考に作成した社会人基礎力と 3
つの能力，12 の能力要素について調査を行った。12 の能力
要素それぞれに対して 3 項目ずつ質問事項があり，「アク
ション」は『主体性，働きかけ力，実行力』から成り立つ
9 項目，「シンキング」は『課題発見力，計画力，創造力』
から 9 項目，「チームワーク」は『発信力，傾聴力，柔軟性，
状況把握力，規律性，ストレスコントロール力』から構成
された 18 項目，合計 36 項目から構成されている。それぞ
れの項目について，「全くあてはまらない」が 1，「ほとん
どあてはまらない」が 2，「あまりあてはまらない」が 3，
「ややあてはまる」が 4，「かなりあてはまる」が 5，「非常
にあてはまる」が 6 とした 6 段階のリッカートスケールを
使用した。

３．分析方法
コロナ禍以前群，コロナ禍群それぞれに対象者の性別，年

齢，社会人経験の有無について単純集計を行った。社会人基
礎力に関する 3 つの能力と 12 の能力要素の各項目は，時期
毎に単純集計し正規性の確認と信頼性の確認を行い，
Friedman 検定を実施した。多重比較検定は，Bonferroni 法
で調整し，有意水準は 5％とした。分析には統計ソフト IBM
SPSS Statistics26 を使用した。尺度は尺度開発者の許可を得
て使用した。

Ⅳ．倫理的配慮

研究対象者には研究の意義・目的，方法，研究参加は任意
であり，途中でも研究参加の中止が可能であること，研究参
加の中止や不参加によって不利益が生じないこと，データの
匿名性の保持や保管に関すること，研究結果は関連学会や論
文で公表すること等について文書と口頭で説明を行った。
データの結合を行うため，学生自身が定めた 4 桁の英数字を
質問紙へ記載するよう依頼した。各時期の学生データを繋げ
るため 4 桁の英数字を用いて対応表で整理し，データの取り
扱いに注意を払った。研究者と対象者が教員と学生の関係に
あるため，単位認定や本研究のデータ分析に関与しない教員
が対応表を作成した。

本研究は，ベルランド看護助産大学校の倫理審査委員会の
審査により承認を受け開始した（申請番号 2019-1）。
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Ⅴ．結 果 

１．対象者の属性 
質問紙はコロナ禍以前群77名とコロナ禍群78名に配布し，

欠損値がなく 1 期～3 期すべての質問紙に回答したものを有
効回答とした。また，基本属性において社会人経験のある学
生については，調査結果に与える影響を考え本稿の分析対象
から除外した。各群の分析対象者は，コロナ禍以前群 63 名
（女性 58 名，男性 5 名，平均年齢 20.2 歳），コロナ禍群 67 名
（女性 61 名，男性 6 名，平均年齢 20.1 歳）であった（表 1）。
２．臨地実習状況の相違 

臨地での実習状況は，コロナ禍以前群は計画通りの実施で
あったが，コロナ禍群は，新型コロナ感染症の感染状況や社
会状況などの影響を受け，病院や施設などによる臨地実習の

受け入れ中止や受け入れ困難な状況の発生，学生の登校制限
などが生じ，臨地での実習時間はコロナ禍以前群の 53％で
あった。また，臨地での実習では，患者との直接的な関わり
の制限や，医療行為や処置などの見学制限，学生カンファレ
ンスの中止，学生控室の利用制限（人数・時間）などが行わ
れた。そのため，臨地実習での学びを担保するため，代替と
して学内実習と在宅実習が設けられた。学内実習では，各領
域で設定したシナリオシミュレーションやロールプレイング，
事例を用いた看護技術演習，課題学習，DVD の視聴などを活
用し学生の学びを補った。また，在宅実習では，オンライン
を活用したカンファレンスやグループディスカッションなど
が行われた。学内実習や在宅実習では，学生が学習計画を立
てて取り組み，実習担当教員が学習状況に合わせて支援を
行った（表 2）。 

表 1 対象者の属性 

表 2 A 看護師養成所におけるコロナ禍での臨地実習の変更事項（抜粋） 
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３．尺度の構成
先行研究の尺度構成に従い，各群の社会人基礎力を測定す

る項目の得点を，測定時期毎に算出し，それぞれの内的整合
性を検討するため Cronbach’sα係数を求め信頼性の確認を
行った（表3，表4）。両群の「社会人基礎力合計」のCronbach’sα
係数は，0.91～0.97，3 つの能力の Cronbach’sα 係数は 0.79～
0.96 と内的一貫性が認められた。12 の能力要素については，
コロナ禍以前群の『課題発見力』の実習開始時と前期実習終
了時，『傾聴力』の実習開始時，『状況把握力』の後期実習終
了時，『ストレスコントロール力』の後期実習終了時，コロナ
禍群の『課題発見力』の前期実習終了時の 6 項目において基
準値（α≧0.70）を満たすことができていなかった。しかし，
下位尺度項目が 3 項目と少ないため Cronbach’sα 係数が低く

なる傾向があることや，再検討が必要とされる基準（α＝0.50）
は上回っていること，3 つの能力要素や社会人基礎力全体の
Cronbach’sα係数は基準値を上回っていることから，一定の
信頼性を得ることができたと判断し分析を進めることとした。
また，コロナ禍群は，全ての時期の『規律性』と，前期実習
終了時と後期実習終了時の『傾聴力』に天井効果が認められ
たが，コロナ禍群の学びの特徴と考え分析対象として使用す
ることとした。
４．社会人基礎力の特徴

調査時期毎の社会人基礎力合計と 3 つの能力，12 の能力要
素の各項目の平均値と標準偏差，Friedman 検定，Bonferroni
多重検定の結果について以下に述べる。

表 3 Cronbach のα係数と天井効果 コロナ禍以前群  n=63

表 4 Cronbach のα係数と天井効果 コロナ禍群  n=67
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１）社会人基礎力の合計得点
コロナ禍以前群とコロナ禍群の社会人基礎力の合計得点の

平均値は，全ての調査時期でコロナ禍以前群よりコロナ禍群
が高値であった。また，どちらも時期が進むにつれて平均値の
上昇が見られ，Friedman 検定の結果，両群とも p＜.001 で有
意差が認められ，Bonferroni で多重比較を行った結果，実習
開始時より前期実習終了時，後期実習終了時が p ＜.001 で有
意に高く，コロナ禍以前群とコロナ禍群に共通していた（表5）。
２）3 つの能力

3 つの能力「アクション」「シンキング」「チームワーク」の
得点を下位尺度項目数で除し平均値の算出を行った（表 6）。
コロナ禍群は，臨地実習が進むにつれて 3 つの能力は伸長し
ていたが，コロナ禍以前群の「シンキング」は，前期実習終
了時より後期実習終了時に平均値の低下がみられた。
Friedman 検定の結果，3 つの能力全てに p＜.05 で両群に有
意差が認められ，多重比較では，コロナ禍以前群の「アクショ
ン」は，実習の進行とともに平均値が有意に上昇しており（p
＜.05），「シンキング」は実習開始時より前期実習終了時が有
意に高かった（p＜.01）。一方，コロナ禍群の「アクション」

と「シンキング」は，実習開始時と前期実習終了時より後期
実習終了時に平均値が有意に高まっていた（p＜.01）。「チー
ムワーク」は両群共通しており，実習開始時より前期実習終
了時と後期実習終了時に平均値が有意に高かった（p＜.01）。
3 つの能力の平均値は，両群共に「チームワーク」「アクショ
ン」「シンキング」の順に高く，時期の進行による順位の変動
はなかった。
３）12 の能力要素

両群の『傾聴力』とコロナ禍以前群の『課題発見力，計画
力，創造力』では，前期実習終了時に平均値が高まっていた
が，後期実習終了時には低下していた。それらを除く能力要
素は，臨地実習の進行とともに平均値の上昇が見られた（表
7，表 8）。12 の能力要素の各項目に対する Friedman 検定の
結果，コロナ禍以前群の『計画力』，コロナ禍群の『規律性』
以外の能力要素に有意差が見られた（p＜.05）。有意差が見ら
れた能力要素について多重比較を行った結果，コロナ禍以前
群の『主体性』を除く能力要素では，前期実習終了時に有意
な平均値の上昇が見られた（p＜.05）。一方，コロナ禍群では
『実行力』と『発信力，傾聴力』の能力要素が前期実習終了

表 5 社会人基礎力合計の平均値（標準偏差）の推移と検定と多重比較の結果

表 6 両群の 3 つの能力（アクション、シンキング、チームワーク）の平均値の推移と検定と多重比較の結果



― 194 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

表 7 コロナ禍以前群の社会人基礎力 12 の能力要素の平均点と標準偏差の推移と検定と多重検定の結果 

表 8 コロナ禍群の社会人基礎力 12 の能力要素の平均点と標準偏差の推移と検定と多重検定の結果 
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時，その他の能力要素は後期実習終了時に有意な平均値の上
昇が見られた（p＜.05）。実習開始時から後期実習終了時にか
けて 12 の能力要素に大きな順位の変動は見られず，『規律性，
柔軟性，傾聴力』が上位，『計画力，創造力，課題発見力』が
下位を占めており，両群に共通していた。

Ⅵ．考 察

コロナ禍における臨地実習では，臨地での実習時間や患者
との直接的な関わり，医療行為や処置見学などの様々な制限
が生じ，多様な学習方略を用いて学びを補う工夫を行った。
本調査の目的は，コロナ禍における臨地実習プログラムが学
生の社会人基礎力の伸長に及ぼす影響について検討し，社会
人基礎力伸長への支援方法について示唆を得ることである。
まず，臨地実習における社会人基礎力伸長の特徴について検
討し，社会人基礎力伸長への支援，研究の限界について以下
に述べる。
１．社会人基礎力伸長の特徴
１）社会人基礎力

社会人基礎力の合計得点は，臨地実習の制限の有無にかか
わらず，時期が進むにつれて上昇し，前期実習終了時と後期
実習終了時は実習開始時よりも有意に高くなっており，先行
研究 16）17）と同様の結果であった。市川 18）は，臨地実習での
多様な人々との交流や体験は，社会人基礎力の向上に関係し
ていると述べている。そのため，コロナ禍における臨地実習
の制限は，学生の社会人基礎力の伸長を妨げる要因になるこ
とが推察された。しかし，コロナ禍での臨地実習はコロナ禍
以前の臨地実習と同様，臨地実習での学びが社会人基礎力の
伸長にポジティブな影響を与えたことが示唆された。
２）社会人基礎力伸長の相違

（1）社会人基礎力の伸長時期
コロナ禍の臨地実習では，3 つの能力「アクション」「シン

キング」「チームワーク」と，天井効果が見られた『規律性，
傾聴力』を除く能力要素の平均値が，臨地実習の進行ととも
に高まり，後期実習終了時には有意な能力の伸長が見られ，
先行研究 19）20）と類似した結果であった。先行研究と本研究で
は，調査期間に違いがあり，先行研究は 1 つの専門領域実習
（2 単位）での調査であり，その期間での社会人基礎力の伸
長を報告している。コロナ禍での臨地実習では，『実行力』『発
信力・傾聴力』は前期実習終了時に有意な伸長が見られたが，
それ以外の多くの能力要素は後期実習終了時に伸長していた。
一方，コロナ禍以前の臨地実習では，『主体性』『計画力』を
除く殆どの能力が前期実習終了時に伸長しており，先行研究
のように短い期間での能力の伸長が見られた。つまり，コロ
ナ禍とコロナ禍以前との臨地実習では，社会人基礎力の伸長
時期に相違があり，その要因として，学生の臨地での経験と
学びの違いの影響が推察される。

コロナ禍の臨地での実習時間は，コロナ禍以前群の 53％で
あり，その上，看護実践も制限されていた。それに伴い，学

生が患者と関わった回数や時間，看護技術を実施した回数，
臨床の看護師の看護実践に触れる機会，チーム連携を見る機
会が減少したことなどが，社会人基礎力の伸長に影響したと
考えられる。コロナ禍の臨地実習では，学生が自ら患者や他
学生などの他者に働きかけ，巻き込みながら物事を遂行する
『働きかけ力』や 21）22），看護過程の展開に必要な『課題発見
力，計画力，創造力』23），患者の思いや指導者，教員の助言
を受け止め人々や物事との関係性を理解し行動する『柔軟性，
状況把握力』24），臨地実習でのストレスに対応する『ストレ
スコントロール力』25）を実践する機会が少なかったことで，
これらの能力の伸長に時間を要した可能性がある。一方，コ
ロナ禍以前の臨地実習では，臨地実習開始直後から学生はこ
れらの能力が求められ，臨地実習の学習過程の中で活用して
いく必要があったため，早期から能力が伸長したことが推察
される。

コロナ禍の臨地実習では，『規律性』が全ての時期，『傾聴
力』は前期・後期実習終了時に天井効果を示していた。先行
研究の結果でも，この 2 つの能力は入学当初や介入前から高
値を示していたことが報告されている 26）27）。これらの能力は，
個人の資質や生活習慣が反映され易く，人間関係を築いてい
く上で欠かせない能力と言える。コロナ禍での実習期間中，
学生は規律を順守し，他者と向き合い，丁寧に話を聴くこと
を継続的に努めたことが考えられる。また，それらに取り組
みやすい学習環境であったことが推察される。

（2）能力と能力要素に見られた相違
コロナ禍以前とコロナ禍の臨地実習での社会人基礎力では，

「シンキング」とその能力要素『課題発見力，計画力，創造
力』の伸長に大きな相違が見られ，コロナ禍では後期実習終
了時まで伸長したのに対して，コロナ禍以前では後期実習終
了時に平均値が低下していた。この要因をコロナ禍の臨地実
習とコロナ禍以前の臨地実習の 2 つの視点から検討する。

まず，コロナ禍の臨地実習では，「シンキング」と『課題発
見力，計画力，創造力』が伸長し続けた。その要因として臨
地実習の制限を補うために導入された学内実習や在宅実習に
よる効果があげられる。学内実習は，思考の整理と深化，知
識理解などに効果的であり 28），自律性が高まる学習成果が報
告されている 29）。学内や在宅実習を取り入れたことで，先行
研究と同様，学生が自己の学習過程に計画的に関与し，思考
の整理が促されたことが考えられる。

一方，コロナ禍以前の臨地実習で「シンキング」と『課題
発見力，計画力，創造力』が後期実習終了時に低下した要因
として 2 つの可能性がある。一つ目は，臨地で看護過程の展
開を行う中で，自己の知識や技術の不十分さや否定的な経験
が積み重なり，学習へのネガティブな感情と状況が生じたこ
とで能力の変動を来し 30），後期実習終了時に平均値の低下を
もたらしたことが考えられる。二つ目は，自己や他者の能力
を正しく理解・評価できず，自分を過大評価するダニング=ク
ルーガー効果 31）の影響が考えられる。臨地実習で看護師の専
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門的な看護実践に触れ，自己の能力の未熟さに気付き，自己
の認知の歪みが訂正され自己評価の修正がなされた結果，後
期実習終了時に適正な能力評価が行われた可能性も否定でき
ない。しかし，本研究では，ダニング=クルーガー効果を示す
他の指標について測定を行っていないため，これ以上言及す
ることはできないが，初学者が自己の能力を自己評価する際
には，自己認知の歪みによる影響が潜んでいることを考慮す
る必要性があると考えられる。
２．社会人基礎力伸長への支援について

コロナ禍における臨地実習の制限によって，臨地で患者や
看護師と直接的に関わり，その経験を通した学びの機会が減
少し，学生の社会人基礎力の伸長に時間を要した。しかし，
その反面，代替として導入した学内や在宅実習によって学生
は，じっくりと自己の課題に向き合い，知識や思考の整理を
行うなどの時間が確保され，「シンキング」とその能力要素『課
題発見力，計画力，創造力』が伸長したことが推察される。
従って，コロナ禍のように限られた臨地実習では，学生が自
分自身の学習に自律的に関与できるための教育的な関わりと，
自己に向き合うための時間を確保した学習体制を整える工夫
が社会人基礎力の伸長への支援に繋がることが示唆された。
３．研究の限界

本稿では，臨地実習の進行と学生の社会人基礎力の推移に
ついて明らかになった。しかし，社会人基礎力の伸長に対す
る関連要因は明らかになっていない。社会人基礎力の評価は
学生の自己評価のみであり研究の限界がある。個人評価の妥
当性や他者評価なども交えて検討を行っていくことが必要で
ある。また，社会人基礎力は，学生の特性，部活動やアルバ
イト経験などの影響を受けることが考えられるが，今回は多
重比較のみの分析となっており，今後は重回帰分析などを用
いて検討していく必要があると考える。

Ⅶ．結 論

１．コロナ禍の臨地実習では，社会人基礎力合計と 3 つの能
力「アクション」「シンキング」「チームワーク」は，臨地
実習が進むにつれて平均値は高まり，後期実習終了時には
実習開始時より有意に伸長していた。

２．コロナ禍の臨地実習では，社会人基礎力の 12 の能力要素
『主体性・働きかけ力』『課題発見力・計画力・創造力』『柔
軟性・状況把握力・ストレスコントロール力』は後期実習
終了時，『実行力』『発信力・傾聴力』は前期実習終了時と
後期実習終了時に実習開始時より有意な能力の伸長が見ら
れた。

３．コロナ禍とコロナ禍以前の臨地実習では，能力の伸長時
期に違いがあり，コロナ禍は後期実習終了時，コロナ禍以
前は前期実習終了時に能力が有意に伸長する傾向が見られ
た。

４．コロナ禍における臨地実習では，学生が自律的に学習に
関与し，自己に向き合う時間が確保できる学習体制の整備
が社会人基礎力の伸長に繋がることが示唆された。
本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に

おいて発表した。
本研究に関連して開示すべき利益相反関係にある企業等は

ない。
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門的な看護実践に触れ，自己の能力の未熟さに気付き，自己
の認知の歪みが訂正され自己評価の修正がなされた結果，後
期実習終了時に適正な能力評価が行われた可能性も否定でき
ない。しかし，本研究では，ダニング=クルーガー効果を示す
他の指標について測定を行っていないため，これ以上言及す
ることはできないが，初学者が自己の能力を自己評価する際
には，自己認知の歪みによる影響が潜んでいることを考慮す
る必要性があると考えられる。
２．社会人基礎力伸長への支援について

コロナ禍における臨地実習の制限によって，臨地で患者や
看護師と直接的に関わり，その経験を通した学びの機会が減
少し，学生の社会人基礎力の伸長に時間を要した。しかし，
その反面，代替として導入した学内や在宅実習によって学生
は，じっくりと自己の課題に向き合い，知識や思考の整理を
行うなどの時間が確保され，「シンキング」とその能力要素『課
題発見力，計画力，創造力』が伸長したことが推察される。
従って，コロナ禍のように限られた臨地実習では，学生が自
分自身の学習に自律的に関与できるための教育的な関わりと，
自己に向き合うための時間を確保した学習体制を整える工夫
が社会人基礎力の伸長への支援に繋がることが示唆された。
３．研究の限界

本稿では，臨地実習の進行と学生の社会人基礎力の推移に
ついて明らかになった。しかし，社会人基礎力の伸長に対す
る関連要因は明らかになっていない。社会人基礎力の評価は
学生の自己評価のみであり研究の限界がある。個人評価の妥
当性や他者評価なども交えて検討を行っていくことが必要で
ある。また，社会人基礎力は，学生の特性，部活動やアルバ
イト経験などの影響を受けることが考えられるが，今回は多
重比較のみの分析となっており，今後は重回帰分析などを用
いて検討していく必要があると考える。

Ⅶ．結 論

１．コロナ禍の臨地実習では，社会人基礎力合計と 3 つの能
力「アクション」「シンキング」「チームワーク」は，臨地
実習が進むにつれて平均値は高まり，後期実習終了時には
実習開始時より有意に伸長していた。

２．コロナ禍の臨地実習では，社会人基礎力の 12 の能力要素
『主体性・働きかけ力』『課題発見力・計画力・創造力』『柔
軟性・状況把握力・ストレスコントロール力』は後期実習
終了時，『実行力』『発信力・傾聴力』は前期実習終了時と
後期実習終了時に実習開始時より有意な能力の伸長が見ら
れた。

３．コロナ禍とコロナ禍以前の臨地実習では，能力の伸長時
期に違いがあり，コロナ禍は後期実習終了時，コロナ禍以
前は前期実習終了時に能力が有意に伸長する傾向が見られ
た。

４．コロナ禍における臨地実習では，学生が自律的に学習に
関与し，自己に向き合う時間が確保できる学習体制の整備
が社会人基礎力の伸長に繋がることが示唆された。
本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に

おいて発表した。
本研究に関連して開示すべき利益相反関係にある企業等は

ない。
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◇研究報告◇ 

急性期病院における二交替制勤務導入に伴った 
育児中看護師のワーク・ライフ・バランスの変化 

稲村尚子1）*，小林慈子2），根建繭子2），荻野博美2），塚原節子3）

 本研究は急性期病院における二交替制勤務導入に伴った，育児中看護師のワーク・ライフ・バランスの変化を明らか
にすることを目的に質問紙調査を行い，自由記述の内容を類似性によって分類してカテゴリー化した。その結果，6 つ
のカテゴリーが抽出され，【時間のロスの軽減】【自分時間確保による生活の充実】のほかに【家族の一員として役割を
果たせる充実感】がある一方【家庭内での役割遂行不足】が，【休息時間確保による心と体の安定】の一方で【長時間
勤務による心身の疲労度の増加】の相反するカテゴリーが抽出された。この【家庭内での役割遂行不足】と【長時間勤
務による心身の疲労度の増加】はネガティブな変化として捉えることができ，三交替制や二交替制の決められた枠にと
らわれず個々の背景や希望に合うよう様々な勤務形態を提案することや，その時々で周囲が柔軟に対応・サポートでき
るような管理体制を整えることが必要と考えられた。 

【キーワード】看護師，二交替制勤務，ワーク・ライフ・バランス，育児 

Ⅰ．は じ め に 

看護師のワーク・ライフ・バランス（以下 WLB）について，
内閣府 1）では，2007 年「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）憲章」が策定された。また日本看護協会 2）からも，
看護師の離職を防ぎ，キャリアの維持・向上のため，WLB を
重視した働き方を選択できるよう取り組みを行っている。し
かし，女性看護師の割合が大きい看護の職場において，結婚・
出産を経た看護師が働き続けるには多くの困難が伴い，子育
てをしながらの仕事と家庭の両立を望んでいても，その困難
さから離職を余儀なくされる現状がある。重本ら 3）は，「自己
の専門性を極め，後輩への指導やリーダーとしての役割を担
うなど，看護の質を支える重要なポジションに立つ中堅看護
師の不在は，ケアを提供する看護チームの安定が得られな
かったり，質の高い看護の実践の実現に困難が生じたりする
事も考えられる。」と述べており，医療・看護の質の保持・向
上のためには，中堅看護師の離職防止が重要である。 

齊藤 4）は，過去 5 年間のレビューから中堅看護師が離職を
思いとどまる要因を 6 つに分類し，そのうちの 1 つに，WLB
への配慮を挙げている。つまり，中堅看護師にあたる育児中

の看護師への離職を防止するためには WLB への取り組みが
重要であると言える。このことから，子どもが生活の中心に
なりやすく，仕事・家庭・自己の生活の充実感を得にくい時
期にある育児中看護師に多様な勤務形態を取れるよう支援す
ることで，WLB の充実に繋がり離職防止やキャリアを積む
ことができると考える。 

また，佐々木ら 5）や窪之内ら 6）の研究では，三交替制勤務
と比較し二交替制勤務は，疲労度が少なく，満足度が有意に
高かったと報告しており，WLB の観点からこれまで主流で
あった三交替制勤務から二交替制勤務への移行が全国的にも
推進されている。 

さて，A 病院 B 病棟では，育児休暇明けの看護師が多く配
属されている。育児中のスタッフを支援するため，三交替制
勤務をベースに時短勤務や夜勤の回数軽減など，すでに多様
な勤務形態を取り入れていたが，このような背景の中 20XX
年 3 月より二交替制勤務が導入された。しかし，二交替制勤
務推進とはいえこれまで慣れてきた勤務形態が変わることで
生活様式に変化をもたらし，WLB に様々な影響をもたらし
たことが予測できる。 

これまでに二交替制勤務と WLB の研究は多数報告 7）～9）さ

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）富山県立大学 元黒部市民病院  2）黒部市民病院  3）東京医療学院大学 
＊ E-mail：s-inamura@pu-toyama.ac.jp 
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れているが，育児中の看護師に焦点を当てた研究は見当たら
なかった。そこで今回，急性期病院における二交替制勤務導
入に伴った育児中看護師の WLB の変化を明らかにすること
を目的に本研究を行った。 

Ⅱ．目 的 

急性期病院における二交替制勤務導入に伴った，育児中看
護師のワーク・ライフ・バランスの変化を明らかにする。 

Ⅲ．方 法 

１．用語の定義 
ワーク・ライフ・バランス（WLB）：「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲章」10）を参考に，仕事，家庭生活，
地域生活，個人の自己啓発など様々な活動について，自らが
希望するバランスで展開できる状態とした。 

二交替制勤務：本研究においての二交替制勤務とは，A 病
院 B 病棟で導入した日勤（8 時 30 分～17 時 15 分），長日勤
（8 時 30 分～20 時 30 分），夜勤（20 時～翌日 9 時 15 分）の
変則二交替制勤務のことを指す。 

育児中看護師：本研究においての育児中看護師とは，小学
生以下の子どもを持ち，共に生活をしている看護師のことを
指す。 
２．対象：本研究に同意の得られた A 病院 B 病棟に勤務して

いる小学生以下の子どもを持ち，三交替制勤務の経験があ
る二交替制勤務に従事している看護師 13 名。 

３．調査期間：20XX 年 9 月 
４．調査方法：無記名自記式質問紙調査とし，二交替制勤務

導入後の WLB の変化について，12 項目以上を自由記述で
回答を求めた。研究者より研究の主旨や本研究における
WLB の定義，記載方法を説明した上で質問紙を直接対象
者に配布し，記入後は施設内に設置された鍵付きの回収
ボックスに各々が直接投函するように依頼した。回収ボッ
クスは研究者が毎日中身を回収し鍵付きの引き出しにて保
管した。 

５．分析方法：得られたデータを本研究の趣旨に沿った内容
かを確認して一つの意味内容をコード化し，内容の類似性・
差異性によりサブカテゴリー，カテゴリーを抽出した。信
頼性を確保するために，時間をおいて研究者で何度もディ
スカッションしながらコードを見直しカテゴリー抽出を
行った。その際質的研究を行っている研究者にスーパーバ
イズを受けた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究の趣旨・内容や，プライバシーの保護，研究不参加や
研究参加を中断した場合でも不利益を被ることはないことを
口頭および文章で説明し，質問紙の提出を持って研究に同意
されたものとした。また，得られた情報や回収後の質問紙，
USB データは鍵付きの引き出しに厳重に管理を行うこと，研

究以外の目的では使用せず，研究発表後に書面はシュレッ
ダーにかけて処分し，USB データの内容はすべて削除するこ
と，研究結果を学会や論文で発表する際には個人が特定され
ないことも併せて説明した。なお，本研究は黒部市民病院看
護部倫理審査委員会の承認（承認番号 2020-02）を得て実施し
た。 

．結 果 

アンケートより 164 コードが得られ，28 のサブカテゴリー
と 6 つのカテゴリーを抽出した。以下にカテゴリーは【 】
でサブカテゴリーは＜ ＞で示した。【家族の一員として役割
を果たせる充実感】には，＜家族が喜んでくれるようになっ
た＞＜家族団らんの時間が増えた＞＜家族の家事育児負担が
減った＞＜子どもとの時間が増えた＞＜子どもの世話ができ
るようになった＞＜夜間の出勤がなくなり家族に安心しても
らえるようになった＞＜夜勤前に時間が出来て家事が出来る
ようになった＞が，【休息時間確保による心と体の安定】には，
＜体が楽になった＞＜休息がとれるようになった＞＜心の余
裕が出来た＞＜睡眠時間が確保できるようになった＞＜生活
リズムが整いやすくなった＞＜体調がよくなった＞＜まと
まった休みが取れるようになった＞＜休みがまとまり気持ち
が楽になった＞が，【時間のロスの軽減】には，＜時間外勤務
が減った＞＜通勤回数が減った＞が，【自分時間確保による生
活の充実】には，＜自分の時間が取れるようになった＞＜生
活が充実した＞がそれぞれ抽出された。また，【家庭内での役
割遂行不足】には，＜家事育児が出来ず家族の負担が増えた＞
＜子どもがさみしがるようになった＞＜子どもがさみしがる
のを見て辛い＞＜長日勤で帰宅が遅く子どもの生活リズムが
崩れる＞が，【長時間勤務による心身の疲労度の増加】には，
＜拘束時間が長くなった＞＜身体的負担が増えた＞＜体調管
理に気を遣うようになった＞＜疲れるようになった＞＜生活
リズムが変化した＞がそれぞれ抽出された。カテゴリーの【家
族の一員として役割を果たせる充実感】がある一方【家庭内
での役割遂行不足】が，また【休息時間確保による心と体の
安定】がある一方で【長時間勤務による心身の疲労度の増加】
が見られた。この【家庭内での役割遂行不足】と【長時間勤
務による心身の疲労度の増加】の 2 つのカテゴリーはネガ
ティブな変化としてとらえることができた。（表 1） 

Ⅵ．考 察 

育児中の看護師の WLB は二交替制勤務導入により，ポジ
ティブな変化とネガティブな変化とが混在して起こっていた。
１．ポジティブな変化について 
１）【家族の一員として役割を果たせる充実感】 

二交替制勤務導入に伴い，子どもや家族と過ごす時間が増
えたことや家事ができるようになったことで妻や母親として
の役割を果たすことができるようになったと感じていること
がうかがえる。上山ら 11）は，高齢化の進んだ地方都市での育
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児期の母親は性別分業役割意識を説明する有効な指標である
性差観が強い傾向であったと報告している。このことより，
地方病院である A 病院も都市部の病院に比べ性役割分担の
意識が強くあることが推測される。男女共同参画が進められ，
夫の家事協力も得られてはいるが，「夫は外で働き，妻は家庭
を守るべきである」という性役割分担の意識がいまだ生活の
中に深く根付いており，女性が仕事に就いていたとしても家
事も育児も中心となりこなさなくてはならない現状があると
考えられた。そのような状況で三交替制勤務を行っていた際
には，家事育児を夫や（義）両親に依頼し出勤しており，妻
や母親としての役割を果たせていないという潜在的なストレ
スとなっていたと推察される。二交替制勤務導入によりそれ
らを家族に依頼する機会が減り，自分自身で果たせる時間が
できたことが充実感に繋がったと考えられた。 

また，本島ら 12）の研究では家族とのコミュニケーションは
精神的サポートになり WLB の満足度を高くしていると報告
している。家族と過ごす時間が増え，必然的にコミュニケー
ションも多くなったことで，これまでより精神的サポートが
得られる状況になったことも充実感に繋がっていることが推
察された。 

２）【休息時間確保による心と体の安定】 
二交替制勤務は夜勤がまとまり，月に 4～5 回であるのに

対し，三交替制勤務では夜勤が 8～9 回と多く，バイオリズム
に逆行する日が多いため体の疲労に繋がりやすい。また，佐々
木ら 13）は，三交替制勤務は生体リズムへの影響が大きく，二
交替制勤務の方がリズムを整えながら勤務を遂行できると述
べているように，二交替制勤務導入により生体リズムが整い，
体調の良い変化を感じていることがうかがえる。また，日勤
後の深夜入り勤務がなくなったことでこれまでよりも夜勤前
に睡眠時間が確保できるようになったことや，二交替制勤務
では夜勤の翌日は必ず休日と決まっており，休日が長くなっ
たような感覚となって，時間的余裕も出来たのではないかと
考えられる。このように，三交替制勤務に比べパターン化さ
れた勤務体制であることが十分な休息時間の確保に繋がり心
身ともに安定した状況に変化したと推察された。 
３）【時間のロスの軽減】 

夜勤がまとまったことで総出勤回数が減ったことはもちろ
ん，準夜勤の帰宅時や深夜勤務の出勤時の真夜中での移動が
なくなったことが時間的なロスの軽減と安心感をもたらして
いると推察される。また，長日勤者が日勤として勤務してい

表 1 二交替勤務導入に伴った育児中看護師のワークライフバランスの変化 

ィ

ィ
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ることで夜勤への引継ぎがスムーズとなり時間外勤務が減っ
たと感じている。本研究では三交替制勤務時と二交替制勤務
導入後の時間外勤務を比較していないため，実際の時間的変
化は確認できないが，対象者からは『時間外が減った』とい
うコードが多く得られており，時間外勤務の減少を自覚して
いる様子がうかがえた。時間外勤務は WLB を崩す代表的な
要因 14）とされており，時間外勤務が減ったことで WLB が取
れた状態に変化させていると考えられた。 
４）【自分時間確保による生活の充実】 

これまで述べたように，二交替制勤務導入により時間のロ
スが減り，休息時間や家事育児にかける時間が確保されたこ
とで，多彩なライフイベントのある育児中の看護師が，自分
のために使える時間が増え，生活が充実したと実感している
ことがうかがえる。中井らも「生活にゆとりが高いと精神的
健康度が高く，WLB の満足が高くなる」15）と述べており，自
分時間の確保が WLB に良い変化を与えたと考えられた。ま
た，近末らは「子育て中の看護職は，仕事・家庭・自己の生
活の充実感が互いに好循環することで，子育てをしながら看
護職として働く生活を楽しむことができ，看護専門職として
自ら描くキャリア・デザインを中断することなく，成長し続
けることができる」16）と述べており，離職防止の面でも WLB
が取れた生活を送ることが，看護師として成長しながら働き
続けることに繋がると考える。 
２．ネガティブな変化について 
１）【家庭内での役割遂行不足】 

ポジティブな変化では主に夜勤での負担が軽減されたこと
によるものであったが，一方では長日勤や夜勤の出勤時間の
影響によるネガティブな面としての WLB の変化も見受けら
れた。長日勤での勤務時は夕食や風呂，寝かしつけという忙
しい時間帯に自宅に母親がおらず，それらが一段落したころ
に帰宅となる。また，夜勤の出勤時は子どもがさみしがる姿
を見るのが辛いといった，他の家族に負担をかけてしまうこ
とや子どもの生活リズムや心のバランスが崩れてしまうこと
に苦痛を感じていることがうかがえる。これらも母親，妻と
しての役割を果たさなければならないという性役割分担の意
識によるものの影響が大きいと推察された。 

高見らは，「子育て看護師の WLB を実現させるには，まず
育児中の看護師が仕事と生活のどちらに重点を置くかを把握
し，個々の意向に沿った柔軟性のある支援を進めていく必要
がある」17）と述べている。家族関係や子の精神状態も看護師
の WLB へ大きな影響をもたらすことは容易に推測できる。
その時々で個人が仕事と生活のどちらに重きを置き，どのよ
うな働き方を望んでいるのかを把握したうえで二交替制勤務
の枠にとらわれずに意向に沿った勤務形態がとれるように配
慮する必要があると考えられた。 
２）【長時間勤務による心身の疲労度の増加】 

長日勤は 12 時間拘束，夜勤では 13 時間 15 分拘束であり，
三交替制勤務に比べ，拘束時間が長いことで身体的・精神的

負担が増え，心身の疲労度を増加させていることが確認でき
る。特に長日勤は，日勤からの引継ぎから夕食後までの看護
ニーズが増大する時間帯にも勤務をするため疲労感が強いこ
とが推測される。しかし，佐々木ら 18）の二交替制勤務と三交
替制勤務とを比較した論文では，二交替制勤務の方が勤務中
の休憩時間の長さや次の勤務までのインターバルが長いため，
疲労回復が早く，蓄積疲労も低くなっていると報告している。
今回の研究対象者が育児中の看護師であり家庭においても
様々な役割を担っていることや，勤務時間が長くなることに
より，定時的に行われる身体的負荷の大きいおむつ交換など
の実施回数が一勤務時間帯で増えてしまうこと，長時間の勤
務に備え十分に休みを取らなくてはいけないという思いから
このような結果が出てきたものと推察された。 
３．ワーク・ライフ・バランスの変化について 

本研究で抽出された 6 つのカテゴリーから，二交替制勤務
を導入することによって時間確保ができ，それにより家族の
一員としての役割を果たすことができたり，心と体の安定や
生活を充実させたりすることができると考えられる。しかし
その反面，家庭内に不在となる時間も長くなり，家庭への負
担や子どもの反応などから家庭内での役割を充分果たすこと
ができないことや，長時間勤務での拘束が疲労度を増してい
ることも分かった。今回家庭内での役割に関する同居家族の
有無，両親等からの協力の有無，子どもの数などの調査をし
なかったため，これらのこととの関連を考察することが出来
なかった。このネガティブと捉えることのできるカテゴリー
には家族の状況との関連が推察される。本研究の結果を基に，
育児中看護師への支援として，三交替制や二交替制の決めら
れた枠にとらわれず個々の背景や希望に出来るだけ合うよう
様々な勤務形態を提案することや，その時々で周囲が柔軟に
対応・サポートできるような管理体制を整えていくことが必
要と考えられた。 

Ⅶ．結 論 

急性期病院において二交替制勤務導入に伴い，育児中看護
師の WLB の変化として，6 つのカテゴリーが抽出された。
【時間のロスの軽減】【自分時間確保による生活の充実】のほ
かに【家族の一員として役割を果たせる充実感】がある一方
【家庭内での役割遂行不足】が，【休息時間確保による心と体
の安定】の一方で【長時間勤務による心身の疲労度の増加】
の相反するカテゴリーが抽出された。この【家庭内での役割
遂行不足】と【長時間勤務による心身の疲労度の増加】の 2
つのカテゴリーはネガティブな変化としてとらえることがで
きた。 
本研究の限界 

本研究は二交替制勤務導入に伴った，育児中看護師の WLB
の変化を明らかにしたが，１施設の 1 病棟に勤務する看護師
のみを対象としており，対象者数が少ないこと，また結果に
家族の状況や地域性が影響していることが考えられ，一般化
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するには限界がある。しかし A 病院での育児中の看護師の二
交代勤務による WLB の変化への対応・対策の参考として十
分に活用できるものと考えられる。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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◇研究報告◇ 

特定機能病院に就業する看護師のキャリア別にみた 
ジェネレーションギャップ 

― 離職者を出さない働きやすい職場環境とは ― 

今川萌子1）*，田口郁実1），若井和子2）

 本研究の目的は，特定機能病院で働く看護師のジェネレーションギャップを明らかにし，働きやすい職場環境を考察
することである。対象は看護師（新人・中堅・看護管理者）197 名で，3 つの視点（看護観・価値観・世代観）から質
問紙調査を実施した。結果，看護観では，【患者家族感謝の言葉】が新人の看護の喜びとなり，看護管理者は，【患者苦
情】にストレスを感じていた。価値観においては，離職要因が新人では，想定外の【患者暴力】であり，看護管理者は，
【家庭との両立難しい】であった。離職しない理由は，新人では特定機能病院で【経験積む】こと，【奨学金返済】が
困難なためであり，中堅は【人間関係良い】であった。世代観では，新人のストレスに【昔の言葉わからない】があっ
たが，看護管理者は【スタッフの成長】が喜びであった。働きやすい職場環境とは，世代観を認め合い，看護の喜びを
感じ合える職場の人間関係づくりが示唆された。 

【キーワード】看護師，キャリア，ジェネレーションギャップ，離職，職場環境 

Ⅰ．は じ め に 

わが国では，2007 年に制定された「仕事と生活の調和（ワー
ク・ライフ・バランス）憲章」を契機に，日本看護協会にお
いてもワーク・ライフ・バランスが重要視された。しかし，
2019 年において正規雇用の看護師離職率 10.7％，新卒採用者
7.8％の実績 1）は，2010 年から現在まで横這い状態である。多
くの看護師雇用を必要とする特定機能病院は，400 床以上の
病床数を有し，高度医療を提供するために毎年，多くの看護
師が採用されている。その反面，離職者も多く，看護師配置
の最低基準を満たすために組織的に離職防止に努めている。
筆者が所属する特定機能病院においても，看護師の教育指導
体制整備や看護管理者研修など離職防止対策に努めているが，
離職が毎年続く現状にある。筆者自身が新人看護師，先輩看
護師とのキャリア間における人間関係や，看護への思い，価
値観に対するギャップを感じることがあった。 

そこで，筆者らは，離職の要因には経験年数による看護観，
職場の人間関係，キャリア志向などのジェネレーション
ギャップが関係しているのではないかと考え「看護師」「離職」
「働きやすさ」「ジェネレーションギャップ」「特定機能病院」

をキーワードとして文献検索を行った。経験年数毎に看護観，
職場の人間関係，キャリア志向などを抽出し文献検討を行っ
た。先行研究には特定機能病院におけるジェネレーション
ギャップに関する文献が見当たらなかった。 

そこで本研究は，ジェネレーションギャップを「看護観」
「価値観」「世代観」の 3 つの視点に分類し，特定機能病院に
就業する看護師のジェネレーションギャップを明らかにする
ことで，働きやすい職場環境に整えるための示唆を得た。 
＜用語の定義＞ 

ジェネレーションギャップとは，広辞苑 2）によると，「世代間
に生ずる知識・関心・考え方などの違い。世代間格差。」とあり，
本研究においては，看護師キャリアに生ずる「看護観」「価値観」
「世代観」の相違とした。「キャリア」とは新人看護師，中堅看護
師，看護管理者の看護師経験歴とした。キャリア別経験年数は，
日本看護協会の『新人職員ガイドライン』3）に準じ，看護師経験
1 年未満を「新人看護師」とした。「中堅看護師」は齋藤 4）の報告
で多く用いられていた中堅看護師の定義をもとに看護師経験 5
年以上 10 年未満とした。「看護管理者」は管理職として職位が副
主任以上とした。「看護観」「価値観」「世代観」は看護師経験歴と
共に変化していくため，対象をキャリア別に選定した。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）川崎医科大学附属病院  2）川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科 
＊ E-mail：imagawa.1212@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅱ．目 的 

本研究は，特定機能病院に就業する看護師のジェネレー
ションギャップを明らかにし，働きやすい職場環境について
考察することを目的とした。 

Ⅲ．方 法 

１．対象の選定 
特定機能病院 A 施設に就業している看護師 197 名を対象

とした。 
２．調査方法および調査内容 
１）調査方法 

筆者らは，先行研究 5）6）7）で明らかにされている離職の要
因と離職を留まる要因を書き出し，類似する内容をグループ
にまとめ，看護または患者への思いに関する内容を「看護観」，
仕事に関する内容を「価値観」，人間関係に関する内容を「世
代観」の 3 つの視点に分類した。これら 3 つの視点をもとに
質問紙調査票を作成した。調査方法は，対象者の個人的な思
いを把握するために，自由記載とした。 
2）調査内容 

調査内容には，（1）属性（年齢，経験年数，配偶者の有無），
（2）看護観（①看護をしている中で喜びを感じること，②看
護をしている中でストレスを感じること），（3）価値観（③仕
事を続けている理由，④看護師を辞めたいと思った理由），（4）
世代観（⑤職場の人間関係で喜びを感じること，⑥職場の人
間関係でストレスを感じること，⑦先輩・後輩間でジェネレー
ションギャップを感じたこと）を質問項目とした。 
３．調査期間 

調査は，2020 年 12 月 4 日から同年 12 月 21 日まで実施し
た。 
４．分析方法 

分析には NTT 数理システム Text Mining Studio Ver.5.2 
を用いた。まず，係り受け頻度解析を行い，単語の出現頻度
を集計した。設定は話題一般とし，係り元品詞を名詞，係り
先品詞を形容詞・形容動詞・動詞・サ変接続に選択し，上位
15 件を抽出した。次に，係り受け頻度解析で上位 50 件の単
語を抽出し，原文と照合しながら単語をまとめ，グループ名
を付けてグルーピングした。さらに，各キャリアに特徴的に
出現するグループ名を統計的に判定するために，特徴語抽出
（抽出指標：カイ二乗値）を行った。特徴語分析のカイ二乗
指標値は自由度１のカイ二乗検定の統計量と同じであり，有
意水準α=0.05 を指標値 3.84，α=0.01 を指標値 6.63 に従い分
析した。本稿において，抽出単語を〔 〕，グループ名を【 】，
原文を“ ”で表示した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，川崎医科大学・同附属病院倫理委員会の承認
（No.5097）を得て実施した。対象者への同意の確認は，質問

紙調査票に同意チェック欄を設け，自由な意思による決定と
し，回収用封筒に入れ，厳封して研究者宛に提出とした。ま
た，個人情報保護のため，使用する調査票を無記名とし，研
究成果を公表の際は対象者の所属名称および部署を記載せず，
個人が確定できないようにすることを確約した。 

Ⅴ．結 果 

質問紙調査票の配布数は 197 件，回収は 128 件（64.9％）
であり，有効回答 126 件を分析対象とした。 
１．対象者の属性 

対象者の平均年齢は，33.1（SD±10.7）歳であり，20 歳代
69 名（54.8％），30 歳代 19 名（15.1％），40 歳代 24 名（19.0％），
50 歳代 14 名（11.1％）であった。看護師全体の経験平均年数
は，11.5（SD±10.4）年であり，新人看護師は全体の 26.2％
（33 名），中堅看護師は 36.5％（46 名），看護管理者は 37.3％
（47 名）であった（表 1）。 
２．3 つの視点における単語頻度解析 

各質問項目を係り受け頻度解析した結果，上位 3 位につい
て述べる。 
１）看護観における単語頻度 

「看護をしている中で喜びを感じること」は，〔患者-感謝〕
14 件，〔患者-いう〕13 件，〔元気-退院〕11 件であった（図 1）。
「看護をしている中でストレスを感じること」は，〔ストレス
-感じる〕5 件，〔患者-対応〕4 件，〔患者-理不尽〕他 4 単語が
各 3 件であった（図 2）。 
２）価値観における単語頻度 

「仕事を続ける理由」は，〔福利厚生－良い〕7 件，〔やる-
感じる〕〔奨学金-借りる〕各 5 件，〔給料－良い〕4 件であっ
た（図 3）。「看護師を辞めたいと思った理由」は，〔看護師-向
く＋ない〕5 件，〔インシデント-起こす〕〔看護師-辞める＋し
たい〕各 4 件，〔インシデント-続く〕他 2 単語が各 3 件であっ
た（図 4）。 
３）世代観における単語頻度 

「職場の人間関係で喜びを感じること」は，〔声-かける〕7 件，
〔後輩-成長〕6 件，〔スタッフ-成長〕他 2 単語が各 5 件であった
（図 5）。「職場の人間関係でストレスを感じること」は，〔スト
レス-感じる〕8 件，〔気-使う〕6 件，〔人-いる〕6 件，〔悪口-いう〕

表１ 対象者の属性 

数（％）

20 69（54 8）
30 19（15 1）
40 24（19 0）
50 14（11 1）

数（％）

看護 1 33（26 2）
看護 看護 5 10 46（36 5）

看護管 者 47（37 3）

126

　　　　　33 1（ 10 7）

看護 数　　　　　11 5（ 10 4）
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他 5 単語が各 3 件であった（図 6）。「先輩・後輩間でジェネレー
ションギャップを感じたこと」は，〔ジェネレーションギャップ
-感じる〕他 5 単語が 2 件であり，他は 1 件であった（図 7）。 

３．キャリアに特徴的に出現するグループ名 
各キャリアにおいて，ジェネレーションギャップとして抽出

されるグループ名の指標値を特徴語抽出により示した（表2）。 

図 1 看護観：看護をしている中で喜びを感じること 
（係り受け頻度解析） 

図 2 看護観：看護をしている中でストレスを感じること 
（係り受け頻度解析） 

図 3 価値観：仕事を続けている理由（係り受け頻度解析） 図 4 価値観：看護師を辞めたいと思った理由 
（係り受け頻度解析） 

図 5 世代観：職場の人間関係で喜びを感じること 
（係り受け頻度解析） 

図 6 世代観：職場の人間関係でストレスを感じること 
（係り受け頻度解析） 

図 7 世代観：先輩・後輩間でジェネレーションギャップを感じ
たこと（係り受け頻度解析） 
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１）看護観において特徴的なグループ名 
「看護をしている中で喜びを感じること」については，新

人看護師の【患者家族感謝の言葉】5.86 が有意差を示し，「看
護をしている中でストレスを感じること」は，看護管理者の
【患者苦情】3.90 が有意差を示した。看護観のジェネレーショ
ンギャップは，【患者家族感謝の言葉】が新人看護師にとって
看護の喜びであり，看護管理者は【患者苦情】が看護のスト
レスに感じていることが特徴であった。 
２）価値観において特徴的なグループ名 

「仕事を続ける理由」について，新人看護師では，【奨学金
返済】9.03 および【経験積む】4.83，中堅看護師では【人間関
係良い】4.18 が有意差を示した。「看護師を辞めたいと思った
理由」については，新人看護師の【患者暴力】4.48 が有意差
を示し，看護管理者では【家庭両立難しい】6.79 が有意差を
示した。価値観のジェネレーションギャップは，【奨学金返済】
と【経験積む】が新人看護師の仕事を続ける理由であり，中
堅看護師は，【人間関係良い】ことが仕事を続ける理由であっ
た。看護師を辞めたいと思った理由には，新人看護師の【患
者暴力】と看護管理者の【家庭両立難しい】ことが特徴であっ
た。 
３）世代観において特徴的なグループ名 

「職場の人間関係で喜びを感じること」について，看護管
理者の【スタッフの成長】15.06 のみが有意差を示した。「職
場の人間関係でストレスを感じること」は，新人看護師の【先
輩との関係】11.90 のみが有意差を示した。「先輩・後輩間で
ジェネレーションギャップを感じたこと」について，新人看
護師の【昔の言葉わからない】12.98 に有意差を示した。世代
観のジェネレーションギャップは，看護管理者が【スタッフ
の成長】を職場の人間関係で喜びを感じており，新人看護師
は，【先輩との関係】でストレスを感じ，先輩・後輩間におい
てジェネレーションギャップを感じたのは【昔の言葉わから
ない】が特徴であった。 

Ⅵ．考 察 

１．看護観におけるジェネレーションギャップ 
新人看護師は，新人看護職員ガイドラインに準じ，プリセ

プターによる教育指導期間中にあった。就業後 1 年以内は看
護職者としてのキャリアの不足や職場環境への適応度が疲労
に関与し，ネガティブになり易い 8）。そのため，新人看護師
が離職する理由には看護の実践能力の不足，自信の無さによ
る精神的落ち込みなどがあり 9），このような時期に【患者家
族感謝の言葉】は，自分の看護に自信がもて，看護に対する
喜びを感じることにつながったと言える。 

中堅看護師の看護観においては有意なグループ名を認めな
かったが，【患者家族感謝の言葉】は新人看護師と同様，看護
の喜びにつながっていた。また，中堅看護師は，全体の状況
を認識することができる立場にあり 10），役割に対する「やり
がい感」と「負担感」の同時認知を体験するため，アンビバ

レント状況が高くなる傾向がある。【患者退院】は，看護管理
者と共通のグループ名として抽出され，看護の喜びとして「や
りがい感」を体験していた。その反面，【患者意思疎通〔意思
疎通－図る＋できない〕】によるストレスは，「負担感」の体
験に相当する。中堅看護師のアンビバレント状況は，キャリ
ア発達におけるプロセスの一つの段階途上にあり 11），上司が
役割内容を調節し任務遂行することが必要である。 

看護管理者がストレスに感じる【患者苦情】は，自部署の
看護実践改善にもつながる重要な情報の一つであり，業務内
容や人材調整などマネジメントを必要とする。このような看
護管理者の行動は，『病院看護管理者のマネジメントラダー 
日本看護協会版』12）の質管理能力（患者の生命と生活，尊厳
を尊重し，看護の質を組織として保証する力）として求めら
れているため，看護管理者がストレスに感じた結果になった
と考えられる。 

キャリア間において看護観のジェネレーションギャップに
共通していたことは，患者と家族の感謝の言葉や信頼関係が
得られ，患者が元気に退院することが看護の喜びであった。
一方，新人看護師と中堅看護師は，喜びもストレスも患者の
言動が特徴的に影響していたが，看護管理者は患者の苦情や
勤務変更など，マネジメントに関することがストレスに感じ
る特徴になったことがキャリア間における相違点であった。 
２．価値観におけるジェネレーションギャップ 

新人看護師が辞めたいと思った理由には，【患者暴力】“患
者さんから暴力があったとき，蹴られる・叩かれる・精神的
なストレスを受けたとき”であった。新人看護師にとって，患
者から暴力を被ることは想定外であり，日頃の自信の無さが
【看護師向かない】と思わせ，患者の暴力による危機的体験
から離職に至ることが考えられる。しかし，離職する場合，
【奨学金返済】が必要であり，就業 8 カ月目の新人看護師に
は奨学金の返済は困難である。これに共通して中堅看護師も
【奨学金返済】のため，特定機能病院において高度な医療と
質の高い看護を学び【経験積む】ことが仕事を続けている理
由であると考えられた。 

中堅看護師は同じ職場で 5 年以上就業しており，同僚や上
司との【人間関係良い】ことが強みである。中堅看護師が離
職をとどまる要因には，周囲からの承認・支えやスキルアッ
プへの支援など 13）があり，【福利厚生が良い】ことで【辞め
る理由がない】ため仕事を継続している。 

看護管理者は，職務内容や責任の範囲ではなく病院看護管
理者が獲得すべき能力を目標職位としてラダーⅠ～Ⅳ（Ⅰ主
任，Ⅱ看護師長，Ⅲ副看護部長，Ⅳ看護部長）のレベル取得
過程にある。レベル毎に「組織管理能力」「質管理能力」「人
材育成能力」「危機管理能力」「政策立案能力」「創造する能力」
が求められている。【看護の質が良い】と自部署が認められる
ことは，病院看護管理者としての能力を高め仕事を続ける理
由になっていると考えられる。また，看護管理者が看護師を
辞めたい理由に【家庭両立難しい】【勤務変更できない】が，
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【家族を養う】ために仕事を続けている状況は，門脇 14）の研
究結果と同様であり，採用後 10 年以上で子育てと仕事の継
続との葛藤で悩みを抱えていることが伺えた。 

キャリア間において価値観のジェネレーションギャップに
共通していたことは，新人看護師と中堅看護師は奨学金の返
済のため，特定機能病院で看護師としての実務経験を積むこ
とが仕事を続けている理由であり，中堅看護師と看護管理者
は辞めるタイミングを逃したことが共通の理由であった。一
方，新人看護師と中堅看護師は，残業が続き，インシデント
を起こすことが仕事を辞めたい共通の理由であり，看護管理
者の場合は，子育てと仕事の両立の難しさがキャリア間の相
違点であった。 
３．世代観におけるジェネレーションギャップ 

新人看護師と中堅看護師に【先輩同期と良い関係】【職場の
良い雰囲気】が職場の人間関係で喜びを感じていた。新人看
護師の早期離職を決意する心理プロセスに先輩看護師との関
係性の悪化を経て心身バランスが崩壊する 15）とされ，本研究
における【昔の言葉わからない】は，先輩にその場で尋ねる
ことができず，言葉の意味を後で調べて確認するため業務が
迅速に行えないことや，先輩と共通の話題についていけない
ことが【先輩との関係】を悪化させる懸念がストレスになる
と考えられる。 

中堅看護師は，多忙と後輩のサポートの衰退から「孤立化」
と「主体性の喪失」が起こり，上司や同僚との関係により，
傷つき離職していく傾向がある 16）。本研究において中堅看護
師の世代観に有意を認めなかったが，【悪口きく】の指標値が
高かったことは，同様の傾向が考えられた。 

看護管理者において，【スタッフの成長】【上司が褒めてく
れる】は，スタッフや患者家族，同僚の看護師長や上司から
の承認や称賛が管理職としての役割を自己評価する手がかり
となる 17） だけでなく，病院看護管理者としてのラダーⅠ・
Ⅱの「人材育成能力」が評価される根拠となり喜びとなる。 

キャリア間における世代観のジェネレーションギャップと
して，新人看護師には，昔の言葉がわからないことで，先輩
との人間関係にストレスを感じていることが特徴であった。
先輩・同期の良い関係，職場の良い雰囲気が新人看護師，中
堅看護師に共通していたが，看護管理者においてスタッフの
成長が人間関係の喜びであったのは，管理職としての視点が
他のキャリアとは異なっていた。 
４．働きやすい職場環境 

新人看護師，中堅看護師の看護観から看護の喜びとなる職
場環境は，「やりがい感」「自信」がもてる同僚や先輩の関わ
りが重要である。患者・家族から感謝の言葉を受けた際は些
細なことでも当該看護師に伝え，自分の看護に「自信」・「や
りがい感」が持てることで，看護の喜びを感じることができ
る。特に新人看護師にとって，自分の看護を認めてもらうこ
とのできる職場の人間関係は，自身の看護を支える原動力と
なり，後の看護実践能力と職務継続を左右する 18）働きやすい

職場環境になると考えられる。一方，患者からの苦情は，自
部署の看護実践改善につながる情報として看護管理者がマネ
ジメントし，スタッフ間で共有することで，看護の質を高め，
ひいては看護の喜びが得られる職場になると考えられる。 

看護師が仕事を続けている理由は，新人看護師と中堅看護
師の両者が特定機能病院で経験を積み実践能力を高めるため
と，奨学金返済のためであることが共通していた。しかし，
職場環境にうまく適応できず同僚や先輩との関係が良好でな
い場合，奨学金の返済が完了する時期から離職希望を申し出
てくることが懸念される。職場で不測の事態が発生した場合，
相談でき，働きやすい職場にするために必要なことは，キャ
リアに関係なく声を掛け合い，スキルアップや役割を遂行で
きる関係である。 

新人看護師，中堅看護師とも人間関係において，先輩・同
期の良い関係と職場の雰囲気の良さを喜びに感じており，特
に新人看護師においては，先輩との関係が特徴的であった。
昔の言葉がわからず話について行けない新人看護師と，後輩
の常識のない態度に世代差を感じている中堅看護師のジェネ
レーションギャップを伝え合うことで世代観の理解につなが
る。つまり，職場の人間関係を理由とした離職者を減少させ
ることができると考えられる。このような世代観を認め合う
先輩・後輩関係を形成するためには職場で悪口や陰口を言わ
ない・言わせない職場の人間関係づくりが重要である。 

Ⅶ．結 論 

本研究は，看護師のジェネレーションギャップを明らかに
するために，「看護観」「価値観」「世代観」の 3 つの視点で作
成した自由記載のアンケートを実施した。さらに働きやすい
職場環境に整えるために考察を行ってきた。 
１．看護観におけるキャリア間のジェネレーションギャップ

には，新人看護師が受け取る【患者家族感謝の言葉】は自
分の看護に自信がもて，看護の喜びを感じていた。看護管
理者は，病院看護管理者として質管理能力を求められてい
るため，【患者苦情】がストレスに感じていたことが特徴で
あった。 

２．価値観におけるキャリア間のジェネレーションギャップ
には，新人看護師が離職を考えたのは【患者暴力】が特徴
であるが，【奨学金返済】が困難なため，特定機能病院にお
いて【経験積む】ことが仕事を続けている理由であり，中
堅看護師は仕事を続けている理由に同僚や上司との【人間
関係良い】ことが特徴であった。看護管理者は，【家庭両立
難しい】ことが離職を考えた理由に特徴があった。 

３．世代観におけるキャリア間のジェネレーションギャップ
には，新人看護師にとって【昔の言葉わからない】ときは，
【先輩との関係】がストレスに感じていたことが特徴であ
り，看護管理者は【スタッフの成長】が管理職としての喜
びが特徴であった。 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 209 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

４．働きやすい職場環境は，キャリアにおけるジェネレーショ
ンギャップを理解し合い，「看護の喜びを感じ合える職場環
境」「仕事を継続できる職場環境」「世代観を認め合える職
場環境」であることが示唆された。そのためには，先輩・
後輩・上司が声を掛けやすい職場の人間関係づくりが重要
である。 

おわりに 
本研究は，対象者を特定機能病院１施設のみとしたため，

普遍的とは言い難い結果であった。今後は，協力施設を増や
し，施設間の差についても分析を行うことを課題とする。ま
た，今回の研究成果を A 病院にフィードバックし，離職者を
出さないよう人材育成に貢献したい。 
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◇研究報告◇ 

看護師の職場適応に向けた支援 
― 対人関係療法の治療戦略を用いた支援の検証 ― 

齋藤朝子1）*，工藤幸子1）

 職務継続が困難となった看護師に，職場適応に向けた対人関係療法（IPT）の治療戦略を用いた支援を行い，その妥
当性と効果について検証した。対象看護師に半構造的インタビューを実施し，質的分析行った結果，職務継続が困難と
なった要因は【役割期待への混乱と恐れ】【相談できない背景にある対人関係への恐れ】に伴う【自尊心の低下と出勤
への憂鬱感】であり，“対人関係上の役割をめぐる不和”が生じていた。IPT の治療戦略を用いた支援後は【相談できる
背景にある信頼できる対人関係】の中で【自身の特性理解と対策】【身近な指導者・管理者との役割調整】が行われる
ことで，【役割期待一致による充実感】【自尊心の回復と精神的な安定】につながり，職務継続が可能となっていた。IPT
の治療戦略を用いた支援は，“対人関係上の役割をめぐる不和“が生じた看護師の職務継続のために有効である可能性が
あり，看護の教育現場で取り入れる意義の可能性が示唆された。 

【キーワード】看護師，職場適応，対人関係療法 

Ⅰ．は じ め に 

看護師の離職防止は看護界にとって重要であり，離職要因
を探り離職防止を図るための提案が報告されている。内野 1）

は，2005 年～2015 年の離職に関する文献検討を行った結果，
離職の主な要因は「リアリティショック」「職場内の人間関係」
が挙げられるとし，離職防止再策として「人間関係の構築」を
挙げている。門脇 2）は看護師の離職意図の発生時期とその内
容を分析し，同期・同僚の相談相手がいることが離職抑制要因
であると報告している。長田 3）は，中堅看護師の職務継続意
志について質問紙調査を行い，役割受容と自尊感情が職務継
続意思に相関があることを示している。これらを踏まえると，
看護師は，リアリティショックや看護実践能力不足に伴い自
尊感情が低下し，職場内の人間関係につまずいた際に，離職に
つながっていることが推察される。そして，看護師が離職せず
職務継続するためには，求められる看護実践能力が獲得され
ることで自尊感情が維持でき，職場内の良好な人間関係が構
築されていることが重要なのではないかと考えられる。 

精神科領域では対人関係に焦点をあてた治療法「対人関係
療法（interpersonal psychotherapy：以下 IPT と略す）」が

あり 4），一般的なうつ病や適応障害における抑うつや自尊感
情の改善効果が検証され 5-7），職場の人間関係の改善などにも
応用が期待されている 8-10）。実際の IPT の治療戦略は，対人
関係と精神症状の関連に着目しながら“悲哀”“対人関係上の
役割をめぐる不和”“役割の変化”“対人関係の欠如”の領域の一
つに焦点をあて，対象者と重要他者の関係性の中で，互いに
相手に期待する役割のズレを一致させる。治療者は，対象者
とともに重要他者との関係性や相手との役割期待のズレにつ
いて探りながら，効果的なコミュニケーションが図れるよう
支援していく。またその際の治療者の態度として，対象者の
代弁者としての温かさを保ち，評価を下さず無条件の肯定的
関心をもち対象者を褒め，役割期待のズレを修正していくプ
ロセスを励まし続けることが基本となる。水島 11）は，職場の
人間関係において，IPT で焦点化する 4 つの領域のうち，特
に“対人関係上の役割をめぐる不和”が課題になることを説明
しているが，この IPT の治療戦略を看護師の職場適応の支援
に活用した報告は見受けられない。 

本報告は，急性期病院で職場適応が困難となった看護師に対
して，IPT の治療戦略を用いた支援を行った効果について検証
し，看護師の職務継続のために活用する意義について考察する。

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）山形大学医学部附属病院 
＊ E-mail：tomomasahome1@yahoo.co.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅱ．目 的 

看護師が職場適応するために，IPT の治療戦略を用いた支
援を行い，どのような効果があるか検証する。 

Ⅲ．方 法 

１．対象 
前職場で職務継続が困難となり，現職場に移動後に IPT 戦

略を用いた支援を受け，その後も職務継続している看護師 5
人（以下，対象者）。年齢は 20 代～30 代女性，前部署での経
験年数は 2 週間～1 年間，現部署での経験年数は 1 年未満～
5 年であった。
２．研究方法 
１）現職場における IPT 戦略を用いた支援方法 

対象者が前職場で職務継続が困難となり，現職場に移動直
後から半年間，以下の支援を行った。 

（1）支援者は，対人療法研究会主催の研修 12）の受講経験があ
り，本研究において IPT における治療者の役割を担った

（以下，支援者）。看護師の離職継続の困難さに IPT の治療
領域“対人関係上の役割をめぐる不和”に課題があると仮説
をたてた。対象者が看護実践能力を獲得し業務遂行する上
で，指導をうける指導看護師や同僚看護師（以下，指導者），
指導環境や勤務調整を行う師長（以下，管理者）を対人関
係における重要他者として捉え，対象者および指導者・管
理者と面接を行い，対象者と指導者の互いの役割期待につ
いて評価し，ズレの有無を明確にした。 

（2）支援者は，対象者に「看護実践能力を段階的に獲得でき
るよう周囲から適切な指導を受ける役割」を与え，わから
ないことや不安なことを周囲に相談しながら看護実践能力
を獲得していくこと，周囲から支援を受ける権利があるこ
とを繰り返し説明した。指導者には「対象者の看護実践能
力に合わせ，わからないことや不安なことに相談にのり具
体的な解決策を示す役割」を与え，自らの期待を押し付け
ず，対象者の特性に合わせた支援をするよう協力依頼・調
整することで，役割期待のズレの一致をはかった。 

（3）支援者は，対象者と指導者の両者に良好なコミュニケー
ション（相互的，率直，具体的な表現）を基本とすること，
非効果的コミュニケーション（一方的，曖昧，非言語的な
表現など）を控える重要性を説明した。また，対象者が指
導者の言葉や態度について過度に自責的に捉えたり，コ
ミュニケーションを不得意とする場合は，他者からのコ
ミュニケーションの捉え方や効果的な質問や相談の方法な
どを説明した。 

（4）支援者は，対象者に常に温かい雰囲気をもって関係性が
維持できるように努め，対象者にとって安全な居場所とし
て存在できるよう配慮した。 

２）インタビュー方法 
移動後半年以上がたち，職務を継続している対象者に，イ

ンタビューガイドを用いた半構成的面接を行った。インタ
ビュー時間は 60 分程度とし，1 人 1 回実施した。インタビュー
はプライバシーが確保される場所で行い，承諾を得た上でイ
ンタビュー内容を IC レコーダーで録音した。対象者に，研究
の主旨について説明し同意をえた。 

（1）期間 
IPT 戦略を用いた支援は 2018 年 4 月から 2021 年 10 月とし

た。インタビューは 2021 年 10 月 26 日～12 月 3 日に実施した。 
（2）インタビュー内容 

インタビューでは，対象者が職務継続が困難となった職場
（以下，前職場），職務継続が可能となっている現職場（以下，
現職場）のそれぞれにおいて，（1）職場において周囲から期
待されていると感じた役割，（2）職場での対人関係とコミュ
ニケーションの状況，（3）職場での精神的・身体的状態，（4）
職場での職務継続に対してどのような支援が行われたか，そ
れぞれについて語ってもらった。なお，（2）の職場でのコミュ
ニケーションについては，IPT で用いるツール“親しさのサー
クル”（図１-例）を用いながら語ってもらった。最後に，職務
継続のために必要だと思うことを対象者に自由に語っても
らった。 

（3）分析方法 
インタビューで得られたデータを逐語録で書き起こし，対

象者が職務継続が困難となった状況，職務継続が可能となっ
た状況について文脈単位で抽出し，データをコード化した。
次にコード内容について類似性，異質性の点から検討し，サ
ブカテゴリー化を行った。さらに，サブカテゴリーの共通性
を検討し抽象度をあげカテゴリーにまとめ，文章としてまと
めた。分析では，研究者間で繰り返し検討を行うことでデー
タ分析の信頼性の確保に努めた。研究者らで IPT の治療戦略
理論および先行文献をふまえ，対象者が職務継続が困難とな
る要因，可能となる要因について検証し，ITP の治療戦略を
取り入れた支援の有効性について考察を行った。 

Ⅳ．倫理的配慮 

対象者は，研究内容を説明し，同意を示した者とした。対
象者には，インタビューによって過去の体験を思い出すこと
で心理的苦痛が生じる可能性があったため，心的負担が最小
限となるよう最大限の配慮をし，不快な感情が出た場合はイ
ンタビューを中断する，時間をおいて再開する，適切なメン
タルサポートを提案することを説明した。他の職員や上司等
への情報漏洩を防ぎ，対象者に不利益になることがないよう
に配慮をすること，査定評価に影響を与えることがないこと
を説明した。本研究は，山形大学医学部倫理委員会に申請し
た。研究者（インタビュアー）が本研究の支援者であること
によるバイアスに関する指摘を受け，対象者の参加拒否や取
り下げを担保すること，直属上司として人事権を持ち合わせ
ていないこと，本調査で得られる意義について報告し，承認
を得た（承認番号 2021－172）。 
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図 1 親しさのサークル 
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Ⅴ．結 果 

前部署，現部署の状況でそれぞれ 5 つのカテゴリー（以下
【 】で示す）が抽出された（表１）。 
１．前職場の状況 

対象者から語られた内容から，43 のコードから 17 のサブ
カテゴリーが抽出され，5 つのカテゴリーが抽出された（表
1）。親しさのサークルでは対象者 5 名とも，共通して指導者・
管理者は第 3 層の外側に記載した（図-前職場）。対象者と指
導者の関係性では，【役割期待への混乱と恐れ】【相談できな
い背景にある対人関係への恐れ】があり，その中で対象者は
【自尊心の低下と出勤への憂鬱感】【自己の特性理解の混乱】
が生じて職務継続が困難となり，【管理者による気遣いと休
養・異動の提案】から異動となった経過がみられた。カテゴ
リーとともに，対象者が語ったインタビュー内容の一部を挙
げる。 

【役割期待への混乱と恐れ】 
「急に専門的な処置やオペ出しなど依頼され，患者の病態

もわからない，前日に予習ができない状態で，急に行くよう
に言われていた。状態を把握していないなかで禁忌薬やアレ
ルギー確認なども急いで行うのが怖かった」 
【相談できない背景にある対人関係への恐れ】 

「困ったときに相談をすると“もうやんなくていいよ”と言
われたりした。看護室にいるのも辛かった」 
【自尊心の低下と出勤への憂鬱感】

「特定の先輩がいる勤務の前の日は憂鬱で行きたくなかっ
たが，休んでしまったらもう行けないと思って出勤していた」
２．現職場での状況 

対象者から語られた内容から，36 のコードから 20 のサブ
カテゴリーが抽出され，5 つのカテゴリーが抽出された（表
2）。“親しさのサークル”では対象者 5 名とも共通して指導者・
管理者は第 2 層と 3 層の間に記載された（図，現職場）。対象

表 1 前職場における状況 
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者と指導者の対人関係において【役割期待一致による充実感】
【相談できる背景にある信頼できる対人関係】があり，その
中で対象者は【自尊心の回復と精神的な安定】【自身の特性理
解と対策】【身近に感じられる指導者・管理者からの役割調整】
の状況がある中で，職務継続できていた。対象者が語ったイ
ンタビュー内容の一部を挙げる。 
【役割期待一致による充実感】 

「ここだと，明日この検査があるから準備していてね，と
か声をかけてくれるから，家で勉強したり，カルテをみてか
ら帰ったりできる」 
【相談できる背景にある信頼できる対人関係】 

「“何か変なんです”“ちょっと不安で”と言うと絶対“どれど
れ”と一緒に見に行ってくれる。忙しい中でも“何がわからな
いの”と聞いてくれる。怖いという人がいない」 

「指導をもらうこともあるけど，理不尽さはない。自分が

悪かったな，と思えるし，何が悪かったから次どうすると具
体的にわかる」 
【自尊心の回復と精神的な安定】 

「今の仕事はちょうどいい。業務以外でも，係や受け持ち
患者のことを色々相談しながらできて，褒めてもらったりも
する。充実感がある」 

「（支援者に）前の部署ですごく怒られて泣いたこととか，
人に対して思っていたことを，話せた。そこまで時間をとっ
てくれて，気にかけてくれる人が一人でもいる，支援者さん
がいるとその日はほっとする」 
【自身の特性理解と対策】 

「前は限界ギリギリまで頑張ってしまっていたけど，自分
も自分の特性を知っておいて，周りの同僚とか上司に伝えら
れるようにならないといけないと思う。今は早めに相談する
ようにしている」 

表 2 現職場における状況 
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Ⅵ．考 察 

１．IPT の治療戦略からみた看護師の職務継続に関する要因
について 
本研究の結果から，対象者が職務継続が困難となった経過

として【役割期待への混乱と恐れ】【相談できない背景にある
対人関係への恐れ】から【自尊心の低下と出勤への憂鬱感】
【自己の特性理解の混乱】が生じていたことが明らかとなっ
た。そして【管理者による気遣いと休養・異動の提案】から
現職場に異動した経過があった。 

これらは，対象者と重要な他者である指導者とで役割期待
のズレがあることから，IPT の治療領域“対人関係上の役割を
めぐる不和”が生じており，対象者が看護実践能力以上の役割
を求められることに混乱と恐れを抱いていたことを示してい
ると考える。さらに役割期待のズレが気づかれていない・調
整が行われない中で，指導者と非効果的なコミュニケーショ
ンが行われる過程で，対象者の対人関係への恐れや自尊心低
下が生じ，職務継続が困難となっていた。これは，IPT 戦略
で捉えられるうつや不安の出現や悪化となる経過 13-14）と類似
していると考えられた。 

一方で，現職場では【相談できる背景にある信頼できる対
人関係】の中で【身近な指導者・管理者との役割調整】が行
われ，【役割期待一致による充実感】につながった結果，職務
継続が可能となっていた。これは，IPT の治療領域である“対
人関係上の役割の不和”に焦点をあて，対象者と指導者との役
割期待の一致が図れるよう調整し，良好なコミュニケーショ
ンが図られたことが有効であったのではないかと考える。ま
た，対象者・指導者・支援者の間で常に温かい雰囲気を作る
ことで，対象者が【相談できる背景にある信頼できる対人関
係】【身近に感じられる指導者・管理者からの役割調整】と認
識し，“どの先輩も相談しやすい”“やり甲斐がある”といった安
心感や自尊心の向上につながり，看護実践能力や期待される
役割を段階的に獲得できたと考える。さらに，【自身の特性理
解と対策】が抽出されたことは，対象者が現職場という心理
的に安全な場所において，前職場での経験を客観的にとらえ，
自己洞察と自己成長につなげていることを示唆しており，
IPT の支援の副次的効果として，対象者がもつレジリエンス
が促進された可能性が考えられた。 
２．看護師の職務継続のための支援として IPT の治療戦略を

用いる意義 
IPT の治療戦略を用いた支援により，対象者は現職場で求

められる看護実践能力を獲得し，良好な人間関係を維持でき，
自尊心が保たれ，職務を継続していた。特に，前職場で職務
継続困難となった要因として IPT の治療領域である“対人関
係上の役割をめぐる不和”が生じており，対人関係での恐れ周
囲からの疎外感，自尊心の低下が憂鬱感といった感情につな
がっていたと考えられ，対人関係とその際の感情などを取り
扱う IPT 戦略が有効に働いたのではないかと考える。 

看護師が離職する要因は，心理的，社会的要因が様々ある
が，一人の看護師が職業的役割として看護実践能力を獲得す
るプロセスで，対人関係の維持や自尊心などにつまずき離職
することは大きな課題である。また，看護師と指導者・管理
者との世代間ギャップによりお互いに求める・求められる役
割期待が異なること，教育背景や社会背景の違いからコミュ
ニケーション方法や価値観が異なることを前提として捉える
ことも，今後の現場教育では必要であると考える。IPT の特
徴の一つとして，抑うつや不安といった症状そのものを取り
扱わず，役割期待のズレやコミュニケーションに焦点をあて，
対人関係上の問題に対処できるようになることによって，連
動していた症状にも対処できることを目指す，ということが
骨格にある 15）。看護の教育現場で，看護実践能力の向上やメ
ンタルヘルスについて課題を抱く指導者・管理者にとって，
看護師の職務への不適応行動にのみ注目するのではなく，看
護師と指導者との関係性や互いの役割期待，コミュニケー
ションに注目することは，より構造的に対象者を取り巻く教
育体制を捉えるきっかけとなり，IPT の治療戦略の視点をも
つことは意義がある可能性がある。また，本稿では取り上げ
ていないが，IPT の治療領域“役割の変化”などは，看護師の
結婚出産といったライフイベントの変化や昇進等などで職務
継続の危機に直面した際 16）などに，メンタルヘルスを支援す
る上で活用できる可能性がある。 

近藤 17）は，「IPT は一般外来でほとんど活用されていない
と思われるが，特有の技法はなく，治療戦略を理解すれば，
短時間の一般外来にもその戦略を取り入れ，効果的な診療が
できる」と述べている。IPT の治療戦略を用いた支援は，看
護師のメンタルヘルスケアや離職防止のための支援に効果的
である可能性があり，今後さらなる実証を行う必要がある。 

Ⅶ．結 論 

看護教育の現場において，IPT の治療戦略を用いた支援に
ついて有効性を検証した。5 名の看護師に支援を行い，効果
検証のためにインタビューを行った結果，対象者が職務継続
困難となった要因は【役割期待への混乱と恐れ】【相談できな
い背景にある対人関係への恐れ】から【自尊心の低下と出勤
への憂鬱感】【自己の特性理解の混乱】につながっており， “対
人関係による役割期待の不和”が生じていたと考えられた。
IPT の治療戦略を用いた支援を行うことで，対象者は【相談
できる背景にある信頼できる対人関係】の中で【自身の特性
理解と対策】【身近な指導者・管理者との役割調整】が行われ，
【役割期待一致による充実感】につながり，職務継続が可能
となっていた。IPT の治療戦略を用いた支援は，対人関係に
おける役割期待で不和が生じやすい看護師が看護実践能力を
習得し職務継続するために有効である可能性が示唆された。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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◇研究報告◇ 

精神看護学におけるシミュレーション教育と 
臨地実習での学び 

― コミュニケーションにおける学生の学びの検討 ― 

平澤由希子1）*，迎田美香1）

 本研究は，精神看護学におけるシミュレーション教育と臨地実習での学生のコミュニケーションの学びを明らかに
することを目的としており，学生の実習記録よりデータを抽出しカテゴリーを生成した。シミュレーション教育と臨地
実習でのコミュニケーションの学びは，質の異なるものであった。シミュレーション教育では模擬患者とのコミュニ
ケーションから，患者との距離のとり方や観察をすること，共感や沈黙の重要性を学んでいた。臨地実習では，患者を
よく観察し個別性に合ったケアを行うこと，共感的理解を示すことが次のケアに繋がることを継続した関わりの中で
学び，対象理解と自己洞察を深めていた。学生のレディネスを整えるために臨地実習の前段階としてシミュレーション
教育を行うことで，学生各々がコミュニケーションの課題を持ち，また精神障害者への抵抗感が軽減し臨地実習に臨む
ことができ，より良い学びに繋がると考える。 

【キーワード】コミュニケーション，シミュレーション教育，精神看護学，臨地実習 

Ⅰ．は じ め に 

精神看護学は患者との人間関係の構築が基盤となり，患者
の思いに関心を寄せ，ありのままの人として受け入れようと
する姿勢が求められる。そのためには患者と共にいる，会話
をすることが大切である。近年の精神医療は治療の場は病院
から地域へ，目標は治癒からリカバリーへ移行してきている。
リカバリーは人それぞれであり，支援のためには対象者の思
いをよく聴く必要がある。 

A 校は 3 年課程の看護師養成所であり，3 年次に精神看護
学実習を行っている。実習のルーブリックは 10 項目中 3 項
目が「効果的コミュニケーションを活用し，受持ち患者との
関係を発展させることができる」という実習目標に関連して
いる。看護におけるコミュニケーションは「コミュニケーショ
ンをとることが目的なのではなく，コミュニケーションを手
段として，相互の発するメッセージの意味や感情の理解を深
め，相互に信頼できる関係性を築くことが目的なのである。」1）

とある。精神看護におけるコミュニケーションは，村方ら 2）

の研究で精神看護学実習におけるコミュニケーション技術を
通して，対象との関係形成のための技術についての学びに加

えて，自己のコミュニケーション傾向についての気づきが得
られていた。精神看護学実習でコミュニケーションを学ぶこ
とは，自己洞察を深め，看護職としての価値観を育む貴重な
機会となっている。 

令和 2 年度は COVID-19 により半数の学生が臨地実習を行
うことができず，患者とのコミュニケーションの機会が得ら
れなかった。学生の学びをできるだけ補うため，学内にてシ
ミュレーション教育を行った。近年ソーシャルネットワーク
サービス等のコミュニケーションツールが普及し，学生は対
面でのコミュニケーションよりも前者を好む傾向がある。ま
た精神看護学実習前に精神障害者と関わったことのある学生
は少なく，偏見や恐怖心を持つ場合もある。大石ら 3）の研究
でも実習前の学生は，精神障害者に対し「突然暴れそう」等
のネガティブなイメージを持っていた。臨地実習での学びを
より有意義なものとするためにも，学内での学びを臨床に近
づける必要がある。 

細田 4）は「臨床の状況をなるべく再現したシミュレーショ
ン教育は，学生の臨床判断の発展のために効果的である。」と
述べている。精神看護はフィジカルアセスメントから得られ
たデータや検査データを基にケアを行うだけでなく，患者と

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）いわき市医療センター看護専門学校 
＊ E-mail：ik-nurs@educet01.plala.or.jp 
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コミュニケーションを図りながら自分自身を看護の道具とし
ケアを行う。コミュニケーションでは自分の受け答えにより
患者の反応が次々と変化していくため，シミュレーターを用
いたシミュレーション教育が難しい。精神看護におけるシ
ミュレーション教育は，重富ら 5）による模擬患者を用いた
ロールプレイや守村ら 6）による実際に精神障害者へ問診を行
うシミュレーション教育等が行われている。より臨床に近い
形で，様々な教育機関で継続的に行えるシミュレーション教
育が必要と考える。 

今回のシミュレーション教育と臨地実習での学生のコミュ
ニケーションにおける学びを検討することによって，精神看
護学におけるシミュレーション教育をより有益とするための
示唆が得られると考え本研究に取り組むこととした。 

Ⅱ．目 的 

本研究では，精神看護学におけるシミュレーション教育と
臨地実習での学生のコミュニケーションにおいての学びを明
らかにする。 

本研究における「学び」とは，コミュニケーションを通し
た対象との関係構築における学生の気づきと，その過程を通
しての自己洞察を含むものとする。 

Ⅲ．方 法 

１．研究対象と調査期間 
A 校の 3 年生 40 名を対象とした。調査期間は令和 3 年 1

月から同年 3 月である。 
２．データ収集方法 
１）学生のレディネス 

全学生が 1，2 年次に基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱ，成人看護学Ⅰ
（慢性期）実習，老年看護学実習Ⅰ・Ⅱを経験している。3 年
次実習は精神看護学実習の他，成人看護学Ⅱ（周手術期）実
習，成人看護学Ⅲ（終末期）実習，小児看護学実習，母性看
護学実習，在宅看護論実習の 6 つの実習をローテーションで
行う。そのため最初に精神看護学実習を行う学生と，最後に
行う学生とではレディネスに差がある。 
２）学内実習におけるシミュレーション教育でのコミュニ

ケーションの実践 
学内実習となった学生 20 名（以下学内群とする）へ，学内

実習 9，10 日目に模擬患者とのコミュニケーションのシミュ
レーション教育を行った。実践は，学内実習となった学生全
員が必ず 1 回は行えるようにした。 

（1）シナリオ 
医学映像教育センターの視聴覚教材「目で見る精神看護

vol.2 精神看護実習－患者とのコミュニケーションのポイン
ト－」を参考にした。 

模擬患者は北島さん，37 歳，男性，統合失調症で入院歴が
3 回あり入院期間は延べ 5 年間に渡る。主な症状は幻聴であ
る。現在までの経過は，自動車販売の仕事をしていたが，ノ

ルマや人間関係によるストレス等が重なり幻聴が現れ任意入
院をした。その後も生活リズムの乱れから昼夜逆転の生活と
なり，入退院を繰り返している。現在，薬物療法により状態
が落ち着いてきたため，約 1 ヶ月後の退院に向けて外泊を始
めた。その後も幻聴による不安が度々みられ，外泊後は生活
リズムが乱れ気味である。模擬患者は，精神看護学実習の指
導経験のある教員が行った。 

1 グループの学生が 6 名の場合は模擬患者の受持ち 1，3，
6 日目，7 名の場合は受持ち 1，3，5，6 日目の場面を想定し
実践した。受持ち 1 日目は患者との出会いの場面，受持ち 3，
5 日目は幻聴により外泊を拒否する場面，受持ち 6 日目は外
泊から帰院した翌日の場面とした。環境は病室と仮定する場
所にベッド，オーバーテーブル，ホールと仮定する場所にテー
ブル，椅子 2 脚，テレビを設置した。 

（2）タイムテーブル 
①ブリーフィング（10 分） 

学生に臨地実習の代替としてシミュレーション教育を行う
こと，方法を説明した。前述した模擬患者情報をホワイトボー
ドに掲示した。グループの学生全員で模擬患者とどのように
関わるかを話し合い，内容を教員がホワイトボードに板書し
た。 
②実践（5 分） 

実践者には話し合った内容を参考にしながら，模擬患者と
自由にコミュニケーションを図ってもらった。実践者以外の
学生は見学し，実践者が困っているような時には助言しても
よいこととした。実践は 1 回 5 分程度としたが，その場の雰
囲気や会話の流れを妨げないよう実践者の申告で終了した。 
③デブリーフィング（20 分） 

1 人目の実践終了後に学生全員で振り返りを行い，内容を
教員がホワイトボードに板書した。その内容を参考に 2 人目
の学生が同じ場面を実践し，その後デブリーフィングを行っ
た。1 つの場面につき，実践とデブリーフィングを 2 回繰り
返し全体で 60 分を要した。 
３）臨地実習におけるコミュニケーションの実践 

臨地実習となった学生 20 名（以下臨地群とする）は，実習
初日に受け持ち患者を決定した。学生は病棟のホール等で受
持ち以外の患者とも自由にコミュニケーションを図ることが
できる環境であった。1 日の実習時間のうち約 6 時間は患者
と関わることができ，計 11 日間の実習を行った。 
４）データ収集方法 

学内群は，シミュレーション教育を行った学内実習 9，10
日目の実習記録から，臨地群は臨地実習 1～11 日目の実習記
録から，患者とのコミュニケーションにおける自己の学びに
関連した内容を抜粋した。 
３．分析方法 

実習記録を精読し，学生のコミュニケーションにおける学
びに該当する内容を抽出し，意味内容を崩さないようにコー
ドを生成した。コードを類似性に基づき分析し抽象度を上げ，
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サブカテゴリー，カテゴリーを生成した。分析は研究メンバー
の意見が一致するまで行い，質的研究経験者にスーパーバイ
ズを受け，信頼性・妥当性を高めた。コミュニケーションに
おける学びについて，学内群と臨地群の傾向を分析した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究はいわき市医療センター倫理委員会の承認を得て，次
の手順を踏んだ。対象者に対して精神看護学実習の評価が終了
した後に本研究の目的，方法，内容，本研究への参加は自由意
思であり参加の有無により評価への影響はないこと，他に学校
生活で不利益を被ることはないこと，途中で参加を中止できる
こと，データは個人が特定されないようにし施錠し厳重に管理
すること，研究終了後はシュレッダー処理をすること，得られ
た情報は本研究のみで使用すること，この研究結果は学会等に
て発表することを口頭と書面にて説明し同意を得た。 

Ⅴ．結 果 

対象者 40 名全員から同意が得られた。そのうち実習記録
にコミュニケーションにおける学びの記載があった，学内群
19 名（95％），臨地群 20 名（100％）を有効回答とした。シ
ミュレーション教育を行った学内群におけるコミュニケー
ションの学びは，200 コード抽出し 40 サブカテゴリー，8 カ
テゴリーに分類した（表 1）。臨地群におけるコミュニケー
ションの学びは，237 コード抽出し 50 サブカテゴリー，12 カ
テゴリーに分類した（表 2）。カテゴリーは『 』，サブカテゴ
リーは＜ ＞，コードは【 】で記す。 
１．シミュレーション教育におけるコミュニケーションの学び 

『患者・学生が互いに安心できる関わりをする』は 14 サブ
カテゴリーからなる。＜患者と一定の距離を保つ＞＜患者に
圧迫感を与えない位置に座る＞＜患者に視線を向けすぎない
ようにする＞＜患者の視界に入り声をかける＞＜患者と目線
の高さを合わせる＞という患者との物理的な距離のとり方に
ついての学びがあった。【患者のプライベートに踏み込みすぎ
ない】等から＜患者の領域に踏み込みすぎない＞，【学生は「安
心してよい存在」だと認識してもらえるよう，実習の目的を
話す】等から＜患者に学生のことも知ってもらえるように関
わる＞という心理的な距離のとり方についての学びが抽出さ
れた。＜患者の好きなこと，共通の話題を会話のきっかけと
する＞＜患者が話しやすいような雰囲気で関わる＞＜コミュ
ニケーションに適した環境を作る＞＜短い時間の関わりを大
切にする＞＜徐々に関係を築く＞＜学生の緊張が患者に伝わ
るため落ち着いて関わる＞＜時には患者と距離をとることも
必要＞があった。『患者の意思を尊重し関わる』は 4 サブカテ
ゴリーからなる。【会話の内容を二転三転させない】【話題を
誘導しない】等から＜患者のペースを尊重する＞が抽出され
た。＜質問攻めにしない＞＜会話の前に患者の同意を得る＞
があった。【拒否された場合は，学生の意見を押し付けず一度
引くことも大切】等から＜無理強いをしない＞が抽出された。

『患者を観察し次の関わりにいかす』は 5 サブカテゴリー
からなる。【話すことだけに必死にならず観察も行う】等から
＜患者の表情や反応を観察する＞が抽出された。＜その場に
適したコミュニケーションをとる＞＜幻聴時は現実的な関わ
りをする＞＜幻聴時は患者から離れて見守る＞＜患者が話せ
る状態か確認する＞があった。『患者が前に進もうとする支援
をする』は 3 サブカテゴリーからなる。【患者自身が答えを表
出できるよう看護者はサポートする】等から＜患者が主体で
考えられるよう支援する＞が抽出された。＜患者のストレン
グスを引き出す＞＜患者の背中を押せるような声かけをする＞
があった。 

『患者の思いを聴き感情に共感する』は 5 サブカテゴリー
からなる。【幻聴・妄想に着目するのではなく，感情に共感す
る】等から＜患者の感情に共感する＞が抽出された。＜幻聴
による苦しみ，悲しみに共感する＞＜患者の感情に寄り添う＞
＜患者の思考・発言を否定しない＞＜傾聴をする＞があった。
『沈黙を大切に待つ』は 3 サブカテゴリーからなる。【待つこ
とで患者の思いを引き出す】【学生が考える「待つ」よりも，
もっとぐっとこらえて待つことが大切】等から＜待つことを
意識する＞が抽出された。＜沈黙を大切にする＞＜場，時間
の共有もコミュケーションである＞があった。『真剣に患者と
向き合うことが大切』は 3 サブカテゴリーからなる。＜患者
の思いを真剣に聴く＞があった。【患者のために何かしたいと
いう学生の気持ちを伝える】等から＜患者に学生の思いを伝
える＞，【疑問に思ったことは直接患者に聞くことも，信頼関
係を築く上で大切】等から＜疑問に思ったことは直接患者に
聞く＞が抽出された。 

『既習の知識・経験をいかしコミュニケーションを図る』
は 3 サブカテゴリーからなる。【今までに学んだことを活用
し，沈黙，復唱を行う】等から＜今までの学びを活用する＞
が抽出された。＜患者が考えやすい聞き方をする＞＜オープ
ンクエスチョンにより患者の思いを引き出す＞があった。 
２．臨地実習におけるコミュニケーションの学び 

『患者それぞれに適した関わり方をする』は 6 サブカテゴ
リーからなる。【怖いという気持ちも忘れてはいけない】【男
性患者は若い女性と話すことに恥ずかしさがあるため，距離
感や時間に配慮する】等から＜患者・学生が互いに安心でき
る距離感を保つ＞が抽出された。【他患者がいる時もそれぞれ
の患者のペースを尊重する】【患者の思いは認めつつ，焦らず
ゆっくり行うよう声かけをする】等から＜患者のペースを尊
重する＞が抽出された。【患者は自分の意志がしっかりしてい
るため，無理強いは逆効果である】等から＜患者の意思を尊
重し無理強いをしない＞が抽出された。＜短い時間の関わりを
大切にする＞＜コミュニケーションを身体的ケアにいかす＞
＜患者が自分から話してくれるまで待つ＞があった。『焦ら
ず徐々に関係を築けばよい』は 4 サブカテゴリーからなる。
＜時間の経過とともに関係は深まる＞があった。【看護者との
関係性により患者の行動に差がみられる】等から＜患者は信
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頼している看護者の意見は受け入れ行動できる＞が抽出され
た。＜患者との関係構築には時間がかかる＞＜看護師から必
要な支援を得て患者と関わる＞があった。 

『患者の言動の意味をよく考え関わる』は 3 サブカテゴ
リーからなる。【患者に拒否されショックだったが，これが精
神症状なのだということがわかった】等から＜患者の言動に
は病状が影響している＞が抽出された。【行動一つひとつに意
味があるため，一方的に注意せず話を聴く】等から＜患者の
言動には意味がある＞が抽出された。【一番辛く怖い思いをし
ているのは患者自身であることを忘れず関わる】等から＜症
状により患者は苦しんでいる＞が抽出された。『毎日継続的に
観察し患者の個性に合わせて関わる』は 7 サブカテゴリーか
らなる。【多弁が続く場合は患者から離れ冷静になるまで待つ】

【患者の目つきがいつもと違う時は距離を置く】等から＜患
者の症状に合わせて関わり方を変える＞が抽出された。【患者
の理解度の確認を行い，共に考え必要時には訂正する】等か
ら＜患者の理解力に合わせたコミュニケーションをとる＞，
【妄想時は患者の興味のある話をすると知っている知識を教
えてくれた】等から＜妄想時は現実的な関わりをする＞，【精
神状態が不安定な時は，安静にするだけでなく作業療法（以
下 OT とする）に参加することで気持ちに変化があらわれる】
等から＜行動を変えることで精神症状も変化する＞が抽出さ
れた。＜患者の表情や反応を観察する＞＜見守る看護も必要＞
があった。【OT に誘う時は，明るく積極的な声かけがよい】
等から＜その場に適したコミュニケーションをとる＞が抽出
された。『患者と振り返り患者が自分で考えられるよう支援す

表 1 シミュレーション教育を行った学内群におけるコミュニケーションの学び 
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る』は 4 サブカテゴリーからなる。【実習時間以外の出来事も
振り返ることで継続的な関わりとなる】等から＜患者と共に
振り返ることで継続的な関わりとなる＞が抽出された。＜患
者自身が選択できるよう支援する＞＜患者自身が問題に気づ
ける声かけをする＞＜患者の様子がいつもと違う時は率直に
聞く＞があった。『言葉にして伝え患者の自己肯定感を高める
関わりをする』は 2 サブカテゴリーからなる。【褒めること
が患者にとって良い影響となるような声かけを行う】等から
＜患者の良いところは言葉にして認める＞が抽出された。【患
者の頑張りを認めることで，意欲を引き出せるとよい】【自己
肯定感が高まるような関わりが大切】等から＜患者の頑張り
を認めることで自信に繋げられる＞が抽出された。『楽しい時
間を過ごすことが患者の精神症状の安定につながる』は 4 サ
ブカテゴリーからなる。【ゲームや新聞を読みながらコミュニ
ケーションをとることで，緊張が和らぐ】【患者の好きな遊び
によって他患者との交流が上手くできる】等から＜OT やレ
クリエーションにより患者の活動の幅が広がる＞が抽出され
た。【昔の話や好きな話の時は，表情が和らぎ微笑むことが多
くなる】等から＜患者が好きなことを話題にして楽しくコ
ミュニケーションを図る＞が抽出された。＜OT は治療であ
り参加を促す関わりが必要＞＜OT について話題にして患者
の意欲を高める関わりをする＞があった。 

『患者の感情の受け皿になる』は 4 サブカテゴリーからな
る。【親身になって傾聴し，患者の辛さの表出を助ける】【患
者の思いを引き出すことも看護になる】等から＜患者の思い
を引き出し傾聴する＞が抽出された。【患者に行動してもらう
ためには，感情を受け止めることが必要】【不安は不安のまま
受け止め，共感し患者の思いに寄り添う】等から＜患者の感
情を受け止める＞が抽出された。＜患者の感情を受け止める
ことで次へ繋がる＞＜共感的な態度をとる＞があった。『学生
の関わりにより患者の行動は変わる』は 3 サブカテゴリーか
らなる。＜学生が間に入り他患者との関わりを支援する＞が
あった。【学生の関わりにより周囲にも関心が向くようになる】
等から＜学生との関わりにより患者の行動が拡大する＞，【学
生の声かけによりセルフケアへの意欲が向上した】等から＜
学生の関わりにより行動が変わる＞が抽出された。『一対一の
人間として真摯に関わる』は 7 サブカテゴリーからなる。【患
者のことを知りたい，関係を築きたいという気持ちで関わる】
等から＜患者を知ろうとすることが大切＞，【精神科だからと
身構えず，真摯な態度で接する】【聞き取りにくい時はそのま
まにせず「〇〇なんですね」と確認をする】等から＜身構え
すぎず一歩踏み込んだコミュニケーションを図る＞が抽出さ
れた。＜疑問に思ったことは直接患者に聞く＞＜患者のプライ
ドを傷つけないように関わる＞＜他者の価値観を尊重する＞
＜その患者の立場を考えて関わる＞＜学生の気持ちを伝える
ことで関係が深まる＞があった。『関わり方によって精神障害
者とも関係を築くことができる』は 4 サブカテゴリーからな
る。【患者なりに学生に何かしてあげたいという気持ちがあ

る】【入院生活の中で患者間の関係が築かれている】【学生に
将棋を教えるという役割により，患者の健康な面がみられる】
等から＜患者にも健康な面がたくさんある＞が抽出された。
＜違うこと，いけないことはきちんと伝える＞＜精神障害者
へのマイナスイメージが軽減した＞＜精神障害者でも気持ち
はきちんと伝わる＞があった。『精神障害者は生きづらさを抱
えている』は 2 サブカテゴリーからなる。【患者は臨機応変に
対応することが難しい】等から＜患者は社会性が乏しい＞が抽
出された。【長期入院患者は寂しさや不安を抱えていることが
多い】【患者は希望があっても，心の中にしまっていることが
ある】等から＜長期入院患者の思いに触れる＞が抽出された。

Ⅵ．考 察 

学内実習でのシミュレーション教育と臨地実習での学生の
コミュケーションにおいての学びを，患者との距離のとり方，
観察したことを次のケアへいかす，感情への共感的理解の視
点から述べる。 
１．患者との距離のとり方 

学内群，臨地群ともに物理的にも心理的にも患者・学生双
方が安心できる距離感で関わることが，よりよいコミュニ
ケーションに繋がることを学んでいた。学内群では『患者・
学生が互いに安心できる関わりをする』で，物理的距離のと
り方，心理的距離のとり方それぞれに対するサブカテゴリー
が抽出されたが，臨地群では＜患者・学生が互いに安心でき
る距離感を保つ＞という物理的・心理的距離のとり方を含ん
だサブカテゴリーに留まった。杉谷ら 7）の研究では，精神科
看護師は患者との物理的距離を患者―看護師間の信頼関係が
どこまで構築されているかを見極めたうえで変化させている
と述べられている。学内群では模擬患者との距離や座る位置，
視線等に気を使い，勘案しながら既習の知識である沈黙や復
唱を活用し実践していた。また患者に威圧感や圧迫感を与え
ず，安心できる関わりをするためには物理的距離だけでなく
心理的距離も重要であり，プライバシーの保護や話題の選択
の重要性について学んでいた。臨地群では学生各々の受け持
ち患者に応じたコードが抽出された。【男性患者は若い女性と
話すことに恥ずかしさがある】は精神障害者に限らない傾向
だが，学生はコミュニケーションを図る中で当たり前のこと
に改めて気づくという経験をしており，臨地実習当初は患者
を精神障害者という括りの中で捉えていたと考える。テキス
トや教員，指導者から教えられるのではなく，患者との関わ
りから学生自身が気づくという体験は，臨地実習での大きな
学びである。臨地群では【怖いという気持ちも忘れてはいけ
ない】という，距離を縮めるだけでなく時には適度な距離感
を保つ必要性も学んでいた。患者との距離感を意図的にコン
トロールすることは困難だったが，治療的関係を構築する重
要性を学んでいた。関係構築においては，モデルとなる看護
者のコミュニケーションから学びを得ていた。患者との関わ
り方だけでなく，長年関わっている看護者だからこそ気づけ
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ること，患者も話し看護者の意見を受け入れることを知り
＜患者との関係構築には時間がかかる＞ことに気づき気負わ
ず患者と関われるようになったと考える。そして 11 日間と
いう限られた実習期間でも日にちの経過とともに患者と会話

が続くようになる，会話の内容が変化する，時には患者の言
動に変化がみられることもあり関係は深まっていった。 

学生は患者に対し力になりたいという思いを持っており，
前のめりでコミュニケーションを図ることや自分の思いを押

表 2 臨地群におけるコミュニケーションの学び 
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し付けてしまうこともある。学内群では自己のコミュニケー
ションを客観的に振り返ることで【拒否された場合は，学生
の意見を押し付けず一度引くことも大切】であることに気づ
き，『患者の意思を尊重し関わる』という学びが得られた。槇
本ら 8）は「看護者は，統合失調症をもつ患者の対人場面での
脆さを捉え，患者の特性に応じた関わりを組み立てていると
考える。」と述べており，学生も精神障害者の特性を踏まえ目
の前の患者の思いを尊重し，時には患者と距離をとることが
結果として信頼関係の構築に繋がることを学んでいた。臨地
群では【他患者がいる時もそれぞれの患者のペースを尊重す
る】というコードが抽出され，患者それぞれの個別性を踏ま
え，病棟という一つの社会の中で生活する人として捉えた学
びができたと考える。 
２．観察したことを次のケアへいかす 

精神疾患は同じ疾患でも人それぞれ違う症状，苦しみがあ
る。その程度がバイタルサイン等の客観的データに現れない
ため，看護者は注意深く観察する必要がある。岩崎ら 9）は自
己のシミュレーション演習について「患者の表情やしぐさな
ど細かい部分も観察することはできるが患者の言動を精神症
状と関連させて捉えることができないこと，患者の言動が精
神症状によるものと理解できてもそのことで生じる内面的な
苦痛までには理解が至らず共感的理解が出現しにくいことが
明らかになった。」と述べている。学内群ではコミュニケー
ションをとることに精一杯で患者の観察を行い，言動と精神
症状を関連させ捉えることは困難であった。しかし【話すこ
とだけに必死にならず観察も行う】とコミュニケーションと
並行して観察を行い，＜幻聴時は現実的な関わりをする＞
＜幻聴時は患者から離れて見守る＞という症状に応じた関
わりの必要性に気づくことができた。 

臨地群では＜患者の言動には病状が影響している＞＜患者
の言動には意味がある＞＜症状により患者は苦しんでいる＞
という学内群にはなかったサブカテゴリーが抽出された。幻
聴時等，精神状態の不安定な時の関わりは患者から離れて見
守った方がよいのか，背中を押した方がよいのか，臨床の看
護師でも難しい場合があるが，患者を継続して観察し，それ
ぞれの症状や理解度に合わせたコミュニケーションをとるこ
との重要性を学んでいた。患者の言動と精神症状を関連させ
て捉え，内面的苦痛を含んだ患者理解を深めるには継続した
関わりが不可欠であると考える。 

学内群でも＜患者のストレングスを引き出す＞大切さを学
んでいたが，臨地群では『患者と振り返り患者が自分で考え
られるよう支援する』という，ケアとしてのコミュニケーショ
ンを実践し学んでいた。この関わりは臨地実習序盤に行える
ものではなく，11 日間をかけて少しずつ患者理解が深まり，
患者との関係が変化していく中で実践できたと考える。患者
の行動変容を促すためには共に振り返り意見を引き出す，出
来ていることは認め患者の自信に繋げることが大切であると
学んでいた。 

また臨地群では OT やレクリエーションを介したコミュニ
ケーションからの学びも得られた。学生も患者も緊張した状
況に遊びを取り入れることで，互いに緊張が和らぎリラック
スした環境でコミュニケーションを図る重要性を身をもって
学ぶことができたと考える。また患者も自分達と同様に得意
なことや好きなことを話すことでコミュニケーションが活性
化し，楽しく過ごすことが精神状態の安定に繋がるという，
コミュニケーション自体がケアとなることを学ぶことができ
た。 
３．感情への共感的理解 

学内群では『患者の思いを聞き感情に共感する』というカ
テゴリーだったが，臨地群では『患者の感情の受け皿になる』
というカテゴリーがみられ，より深い学びとなっていた。患
者が辛い時に寄り添うというケアを経て，患者のストレング
を引き出すことや前に進もうとする支援に繋がる。臨地群で
は患者の思いを引き出し受け止めること，そのケアを経て次
の展開に繋がるという経時的な学びをしていた。幻聴や妄想
といった精神疾患特有の症状を目の当たりにすると，学生は
症状に着目しがちである。学内群では『患者の思いを聞き感
情に共感する』『患者が前に進もうとする支援をする』という
2 つのカテゴリーが抽出されたが，1 回のシミュレーション
教育ではテキストに記載されているように共感することや患
者に寄り添おうとする姿勢を示すに留まった。しかし振り返
りを行うことで，症状を抱える患者の感情に共感する重要性
を学ぶことができたと考える。コミュニケーションをより良
くするためには振り返りが必要だが，学生は緊張しシミュ
レーション教育の実践をしており，詳細に思い出すことや客
観的に振り返ることが難しい。重富ら 10）は「映像を通して振
り返ることは効果的な看護コミュニケーションにとって必要
な対人的技能を高める上で意義あるものである。」と述べてい
る。より正確かつ客観的な振り返りを行うためには，映像の
活用も効果的であると考える。 

学生はコミュニケーションを図る中で沈黙を恐れる傾向が
あり，間を埋めるように次々に質問をする，会話の内容を二
転三転させてしまうこともある。学内群では『沈黙を大切に
待つ』というカテゴリーが抽出されたが，臨地群では『患者
それぞれに適した関わり方をする』で＜患者が自分から話し
てくれるまで待つ＞というサブカテゴリーが抽出された。待
つことに関しては，実際に自分がコミュニケーションを図っ
ている時の沈黙は長く感じることが多いが，学内群では【もっ
とぐっとこらえて待つことが大切】と自己を客観視し気づく
ことができた。学生は沈黙を苦痛なものと捉えていたが，言
語的コミュニケーションにこだわらず，場，時間の共有もコ
ミュニケーションの 1 つであることを学ぶことができた。臨
地群では実習が経過するにつれて，沈黙をあまり気にせず自
然体でリラックスし患者と共に過ごすことができるようにな
り，患者の状況や関係性を踏まえて意図的な沈黙を持つ重要
性を学んでいた。方法としての沈黙ではなく，患者の内面的
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苦痛に共感的理解を示し，自然な反応として沈黙を返す体験
ができたと考える。 

学生は患者とのコミュニケーションを重ねることで対象理
解を深めると共に，患者に対する自分の反応や言動，精神障
害の捉え方，倫理観について考え自己洞察を深めていく。そ
して，それまでの抽象的な学びが具体化し自己の学びとして
獲得されていく。1 回のシミュレーションでは，臨地実習で
行えるような深い考察に至ることは難しいが，他者の意見を
聞き自己の実践を振り返ることで自己を客観視するきっかっ
けとなり，学内群でも精神障害者とのコミュニケーションに
おける重要な事柄を学ぶことができたと考える。 

患者と真剣に向き合うことは看護の前提として当然とも言
えることだが，学生は精神障害者に対し意思の疎通が図れる
のか，自分の発言によって症状が変動してしまうのではない
か，という懸念を抱えていることがある。学内群では患者と
真剣に向き合い，精神障害者だからと身構える，遠慮するの
ではなく＜患者に学生の思いを伝える＞＜疑問に思ったこと
は直接患者に聞く＞ことに気づき，それらが信頼関係を築く
上で大切という学びに繋がったと考える。臨地群は患者と関
わる中で，患者の抱える生きづらさや健康な面に触れ，疾患
や症状は患者の一部ではあるがその人全てではないこと，精
神障害者と一括りにするのではなく，自分と変わらないあり
のままの一人の人間であることに気づくことができたと考え
る。治療者と患者の関係は時として上下関係が生じてしまう
ことがあるが，誰でも管理的な関わりをする人を信頼し本音
を話すことは難しい。渡邉ら 11）は「人間力や人間性は大学教
育で養成されるものではなく，また未熟であっても対象の心
を動かす場合もある。」と述べている。知識や技術の未熟な学
生であっても，患者のことを考え真剣に話を聴く姿勢により，
患者は自分の思いを言葉にし，行動が変わることさえあると
考える。これらの学びは実際に患者と関わる中で得られたも
のであり，シミュレーション教育では得られない学びである。

本研究は COVID－19 のため臨地実習を行うことができず，
学生の学びを補完するためシミュレーション教育を取り入れ
たものである。本来であればシミュレーション教育を行うに
あたり複数回試行を重ね，内容を精選する必要があった。ま
た対象は 3 年課程看護師養成所の一学年 40 名に限定されて
おり，教育課程によりカリキュラム，学習環境，学生のレディ
ネスは異なることが予測されるため，全ての看護学生の学び
として一般化することは難しい。 

今回のシミュレーション教育は，できるだけ臨床に近づけ
るため設定は最小限とし，学生は自由にコミュニケーション
を図ることで，多様な意見があがり多くの学びを得ることが
できた。コミュニケーションの自由度を高め臨地実習の前段
階として行うことで，学生各々が自己のコミュニケーション
の課題を持ち，また精神障害者への抵抗感が軽減し臨地実習
に臨むことができ，臨地実習での学びが円滑になると考える。
しかしながら，自由度を高めると模擬患者の確保やシナリオ

の設定はより困難になる。今後，本研究で得られた知見を踏
まえ，よりよいシミュレーション教育を検討していく必要が
ある。 

Ⅶ．結 論 

１．コミュケーションの学びは学内群で 8 カテゴリー，臨地
群で 12 カテゴリー抽出された。 

２．シミュレーション教育と臨地実習におけるコミュニケー
ションでの学びは質の異なるものであった。シミュレー
ション教育では模擬患者とのコミュニケーションの体験か
ら，精神障害者とのコミュニケーションにおける重要な事
柄を学んでいた。臨地実習では患者と継続して関わること
で対象理解と自己洞察を深め，その場のコミュニケーショ
ンに限らず次のケアに繋がる学びをしていた。 

３．シミュレーション教育は学生のレディネスを整えるため
に臨地実習の前段階として行い，臨地実習に繋ぐことので
きる内容となるよう検討していくことが必要と考える。 
なお，本研究に関して，開示すべき利益相反関連事項はな

い。 
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◇研究報告◇ 

重症心身障害児（者）施設の実習指導者が行う 
看護学生への学習支援 

― 看護を伝えたいプロセスを中心に ― 

船岡未恵1）*，住吉智子2）

 重症児（者）施設において，看護学生が重症児（者）の対象を理解し，よりよい看護を考えるためには，臨地実習指
導者の導きが重要である。しかし，指導者の関わりは十分に解明されていない。今回，重症児（者）施設の指導者が行
う学生への学習支援のプロセスを記述することを研究目的とした。学生指導の経験がある看護師 11 名を対象として面
接調査を行い，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いて分析を行った。結果，学生に重症
児（者）とその看護を伝えたいプロセスは，【個性を知ってほしい】思いが看護を伝える支援の中心となり，【看護の普
遍性と特殊性のバランスをとる】が教育の土台となり，指導者は【道しるべ役】として機能しながら，重症児（者）看
護に対する【学生のイメージ変化を確信】に至るものであった。 
 初学者である学生への重症児（者）看護の学習支援では，指導者と教員との連携の重要性も示唆された。 

【キーワード】重症心身障害児（者），対象理解，実習指導者，修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

Ⅰ．は じ め に 

近年，日本は疾病構造および医療，また社会的背景から看
護師の需要が拡大し，看護系大学等は年々増加している。 

その反面，患者の在院日数の短縮や在宅療養への移行，医
療の高度化・複雑化，医療安全確保の強化等により，臨地実
習（以下，実習）の場の確保が困難となっている 1）。特に小
児看護学実習は，小児医療機関の縮小や閉鎖などもあり，実
習場所の確保に困窮する領域の一つである 2）。 

このような背景により，小児看護学実習を重症心身障害児
（者）（以下，重症児（者））施設において展開する養成学校
あるいは大学が増えている 3）。 

看護基礎教育課程での小児看護学は，健康な子どもから，
先天性・後天性疾患，あるいは急性・慢性疾患や障害をもつ
子どもに至るまで，全人的なアセスメントと看護実践能力を
育成することが求められている 4）。しかし，初学者にとって
は，より健康状態が悪い，あるいは障害を有する対象ほど難
易度が高くなると推測される。このことから，重症児（者）
施設で小児看護学実習を実施した看護学生（以下，学生）が，
どのように対象の全体像を理解するのか，また対象理解を踏

まえた看護について，現場ではどのようなことを重視して支
援しているかについて明らかにすることが必要と考えた。 

学生を対象とした先行研究では，対象の表情や動作からの
対象理解，子どもの権利への気づき 5），重症児（者）に対す
る肯定的なイメージ変化などが 6），報告されていた。 

一方，重症児（者）施設の臨地実習指導者（以下，指導者）
を対象とした研究では，具体的な関わり方について明らかに
していたが 7），指導者が学生に対して，重症児（者）への看
護について，何を大切と考え，それをどのように伝えている
のかについては十分に解明されていなかった。 

現在は様々な社会情勢により，学習方法の変革期であり，
看護基礎教育課程においても従来とは異なる学習方略の改革
が急務である。そのためにも，従来は指導者に依拠していた
実習支援の内容の明確化や言語化が不可欠である。 

以上のことから，本研究では，重症児（者）施設における
指導者が学生に対して，重症児（者）の対象理解を含めた看
護について，何を重視しながら学習を支援しているかを明ら
かにし，教育的支援の基礎資料とすることが必要であると考
えた。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）長岡崇徳大学 元上越看護専門学校  2）新潟大学大学院保健学研究科 
＊ E-mail：funaoma-m＠sutoku-u.ac.jp 
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Ⅱ．目 的 

重症児（者）施設の指導者は，対象理解とその看護のため
に何を大切にしながら支援をしているのか，そのプロセスを
明らかにすることを目的とした。 
用語の定義 
対象理解：理解とは，「内容，意味などがわかること。他人の
気持ちや物事の意味などを受けとること。相手の気持や立場
に立って思いやること。」とされている。本稿では，看護の対
象の気持ちや行動の意味を受け取ることと定義する。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
質的帰納的デザイン 

２．研究参加者 
重症児（者）施設の病棟に 3 年以上の勤務経験を有し，学

生の指導者としての経験のある看護師 11 名。 
３．研究期間 

令和 3 年 3 月～令和 3 年 5 月 
４．データ収集方法 

データ収集方法は，対面あるいはオンラインでの非対面型
面接法によるインタビューとした。インタビューガイドに基
づき，重症児（者）施設での勤務年数や指導者年数・重症児
（者）看護について大切に思っていること・学生支援の具体
的な内容・教員との協働について，自由に語っていただいた。
同意の上で，録音・メモを記録し，逐語録として記述したも
のをデータとして扱った。 
５．データ分析方法 

木下の修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ
（Modified Grounded Theory Approach：以下，M-GTA）を
用いて分析した 8）。分析の手順に従い，分析テーマと分析焦
点者を設定した。 

分析テーマは，研究テーマの絞り込みとデータと内容との
間で調整し，分析テーマはデータ収集後に確定した。研究参
加者から語られた対象理解の内容には“重症児（者）とその看
護をわかってほしい”の願いを含む語りが多く抽出されてい
たため，M-GTA の分析テーマ設定の手順に則り，分析テー
マを「学生に重症児（者）とその看護を伝えたいプロセス」
とし，分析焦点者を「重症児（者）施設の病棟で 3 年以上勤
務し，実習指導を経験している看護師」とした。 

概念を生成する際に，分析ワークシートを作成し，概念名・
定義・具体例（バリエーション）・理論的メモを記入した。分
析ワークシートは概念ごとに作成し，逐語録を読みながら分
析テーマと分析焦点者に照らした内容や関連ある定義を記入
し，定義を凝縮表現した概念を生成した。生成した概念と他
の概念との関係性を概念ごとに検討し，複数の概念の関係か
らなるカテゴリー相互の関係を分析した。中心となる概念・
カテゴリーを設定し結果図を作成した。分析結果は結果図を

基に，概念・カテゴリーからストーリーラインとして文章化
した。 
６．信頼性と妥当性の確保 

解釈による偏りを少なくし，その信頼性や妥当性の確保お
よび客観的データ分析とするため，計画立案時から結果を得
るまでの全過程において，M-GTA 研究会のスーパーバイ
ザー養成講座を修了した研究者に継続的に指導を受けながら，
分析の妥当性を確保した。M-GTA 研修では分析手法や分析
ワークシートの作成方法について学び，分析の厳密性と結果
の信頼性に努めた。なお，M-GTA の方法手順に則り 2 段階
の理論的飽和化を確認した後，反転確認及び新たな概念の創
出がないことが確認されたため，理論的飽和化に至っている
と判断した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究参加者が勤務する施設長等に研究承諾を得た後に，研
究参加者に対して研究の趣旨，目的，方法，個人情報の保護
をはじめとする倫理的配慮等について，文書と口頭により説
明を行った。参加は自由意思であること，途中あるいは参加
後に同意を撤回しても不利益はないこと，匿名処理の上で論
文公表を行うことについて説明した。さらに同意・同意撤回
書の説明も併せて行った。その後，同意書への署名を得た。 

本研究は，新潟大学全学倫理審査委員会の承認（承認番号
2020-0258）を得て行った。 

Ⅴ．結 果 

１．研究参加者の概要 
重症児（者）施設の看護師に研究を依頼し，同意を得られ

た 11 名に半構成的面接を行った。面接は 1 名あたり 1 回，
対面によるインタビューは 5 名，非対面によるインタビュー
は 6 名，面接時間は 25 分-66 分，平均時間は 55.6 分であっ
た。参加者は 11 名（男性 1 名，女性 10 名）。年齢は 20-40 歳
台で平均年齢 35.4 歳。看護師歴は 7 年 -20 年以上で平均年数
16.8 年。重症児（者）施設の勤務年数は 3 年 -23 年で平均年
数 10.7 年。指導者歴は 2 年 -7 年で平均年数 4.5 年であった
（表 1）。 
２．全体像としてのストーリーライン 

重症児（者）施設の指導者が行う看護学生支援プロセスは，
「学生に重症児（者）とその看護を伝えたいプロセス」であっ
た。20 の概念，9 のサブカテゴリー，4 のカテゴリーが生成
された。4 のカテゴリーのうち，1 のコアカテゴリーを生成し
た。全体的な関連について結果図とストーリーラインにまと
めた。なお，カテゴリーは【 】，サブカテゴリー〖 〗，概
念《 》を用いて表した。 

ストーリーラインは以下である（表 2）（図 1）。 
看護学生に対して，重症児（者）施設の指導者が，対象理

解を含めて大切にしている学習支援プロセスとは，「学生に重
症児（者）とその看護を伝えたいプロセス」である。小児看 
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表 1 研究参加者の概要 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

  

表 2 学生に重症児（者）とその看護を伝えたいプロセスに関する概念一覧とサブカテゴリー・カテゴリー 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

図 1 学生に重症児（者）とその看護を伝えたいプロセス 
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護学における〖看護の普遍性と特殊性〗の学習内容と，〖学
生も看護の対象〗とする意識により，【看護の普遍性と特殊性
のバランスをとる】ことが教育内容の土台となる。一方，重
症児（者）と学生を，仲介をしながら〖橋渡し〗，〖代弁者〗，
そして〖教員と擦り合わせ〗を前後しつつ，役割と機能を臨
機応変に変化させて【道しるべ役】となる。 

そのプロセスには，一つの思いがあり，〖看護の魅力〗，
〖個性と強みが看護の視点〗が影響し合う【個性を知ってほ
しい】とする強い願いがある。ここが対象理解と伝えたい看
護の原点となるプロセスの中心である。 

そこから【学生のイメージ変化を確信】に至る。ここで〖プ
ラスのイメージに変えたい〗ことが学生に伝わると，〖認識
変容に充足感〗が得られる。 

しかし，〖プラスのイメージに変えたい〗ことが不十分な
場合は，【道しるべ役】に戻り，〖橋渡し〗，〖代弁者〗とな
り，〖教員と擦り合わせ〗をするなどの循環プロセスを辿る。  
３．プロセスを構成する要素 

概念生成の根拠となったデータの一例を示し，プロセスに
沿って構成要素を説明する。データは特徴的なセンテンスの
み抜粋，要約したうえで，ゴシック体で表記した。  
１）【看護の普遍性と特殊性のバランスをとる】カテゴリー 

これは〖看護の普遍性と特殊性〗，〖学生も看護の対象〗
の 2 つのサブカテゴリーで構成された。 

（1）〖看護の普遍性と特殊性〗サブカテゴリー 
指導者は重症児（者）が対象である小児看護学実習を成長

発達や基本的日常生活習慣の獲得から子どもを捉えられるよ
う，学生と関わっていた。 

「小児看護で重心ってちょっと難しいのかなって思ってた
んですけど，でもこういうこと（日常生活援助や療育，あそ
び）を知ってもらえればいいのかと思って。（C）」と語ってい
た。学生が，重症児（者）が対象である小児看護学実習に関
して戸惑う場合，基本的日常生活習慣の獲得やあそびを通し
て看護を行う発言であった。さらに，対象のペースを大切に
して関わる重要性の発言も聞かれた。このように原理原則の
看護と特殊性ある看護の視点を繋げながら支援を行っていた。

以上，《小児看護学としての普遍性と特殊性》と《その児の
ペースで成長発達》の 2 つの概念からサブカテゴリー〖看護
の普遍性と特殊性〗が構成されていた。 

（2）〖学生も看護の対象〗サブカテゴリー 
「何にっていうよりも全てに対して，どういうふうに関

わっていいかがわからないっていうところで戸惑いを感じる
学生が多いかなっていうのと,多分小児科の教科書をみても
答えが載っていないっていうところが難しいのかなっていう
ふうには思います。（J）」と指導者から見えた学生の様子が語
られ，重症児（者）とのコミュニケーションや身体的な特徴
から学生の《戸惑い行動の発見》をしていた。 

「見本になるように自分でも積極的にいろんなことを話し
かけたりとかしているように心掛けています。（C）」と語ら

れているように《指導者としての責任感》を抱きながら，積
極的にコミュニケーションを図ることで学生と関わっていた。

また「重心施設だからとかではなく，全般的にまずは安心
してほしいなって。学生に，私たちはあなたたちに脅威には
ならないよっていうことをわかってほしいなって。（K）」と，
《緊張しない実習配慮》を行い，学生にストレスを与えない
よう配慮していた。 

以上，《戸惑い行動の発見》，《指導者としての責任感》，《緊
張しない実習配慮》の 3 つの概念から，〖学生も看護の対象〗
が構成されていた。 

これらのサブカテゴリーから【看護の普遍性と特殊性のバ
ランスをとる】カテゴリーが構成された。重症児（者）を対
象とした小児看護学実習において，原則としての看護の視点
を大事にしながらも，重症児（者）としての特殊性も伝えた
いとするカテゴリーであった。 
２）【個性を知ってほしい】コアカテゴリー 

これは〖看護の魅力〗，〖個性と強みが看護の視点〗の 2
つのサブカテゴリーで構成された。 

（1）〖看護の魅力〗サブカテゴリー 
指導者は，常に重症児（者）への看護は模索し続けている

と語られていた。反応から捉えたことは本当にそうであるの
か，他者は同じ反応から違う解釈をするのではないか試行錯
誤しつつ，葛藤を抱きながら，学生と関わっていた。 

「一般の病院では経験できないことができるし，自分を常
に向上させていかないと，（中略）うまくまとめられないです
けど，貴重な仕事だと思うんです。なんていうんですかねぇ，
（中略）一般と違った何かが，何かがあるんです。入所者に
も魅力あるし，やってる仕事も魅力があるんです。（A）」この
ような発言もきかれ，自身の苦労や努力から，重症児（者）
と過ごす時間の充実さや看護の魅力を実感し，重症児（者）
看護が魅力的であると感じていた。 

以上，《ニーズの模索》と《はまってしまう看護の魅力》の
2 つの概念からサブカテゴリー〖看護の魅力〗が構成されて
いた。 

（2）〖個性と強みが看護の視点〗サブカテゴリー 
指導者は，さらに学生に対して，「生活の場であることで，

重い障害をもって気管切開しているとか，あとは呼吸器つけ
て生活している人もいるんだけど，それは治療ではなくて，
その子がより良く生活するために必要なんだということを伝
えます。（F）」と語っていた。学生には，重症児（者）が持つ
障害は個性であり，彼らが持っている強みを見つけて看護す
ることを大切にしている姿勢があった。これは《個性と強み
を看護に活かす》として，個別性ある看護の視点が持てるよ
うな支援であった。加えて，「お母さんとは接する機会が少な
い乳幼児がいますので，愛着形成維持にどうしたらうまく関
わっていけるかなっていうのを，家族看護っていう所を大事
にしています。（G）」と語られていた。長期間，家族と離れて
の療養生活をしている重症児（者）もいることを踏まえた，
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家族にも看護の視点を持ってほしいとの願いが表現されてい
た。 

以上，《個性と強みを看護に活かす》，《重要視する家族の存
在》の 2 つの概念からサブカテゴリー〖個性と強みが看護の
視点〗が構成されていた。 

この 2 つのサブカテゴリーから，【個性を知ってほしい】 
のカテゴリーが構成された。学生に重症児（者）とその看護
を伝えたいプロセスにおいて，対象をこのように捉えて欲し
いとする強い願いが込められたカテゴリーであり，分析テー
マと強く関連することから，これがコアカテゴリーであると
判断した。 
3）【道しるべ役】カテゴリー 

これは〖橋渡し〗，〖代弁者〗，〖教員と擦り合わせ〗の
3 つのサブカテゴリーで構成されていた。 

（1）〖橋渡し〗サブカテゴリー 
指導者は，重症児（者）と学生との関係性を構築しようと，

意図的に働きかけていた。 
「説明する時に説明だけで終わらせるんじゃなくて，何か

こう途中で子どもたちが学生さんが来たら嬉しくて寄ってく
るんですけど，そういう時にコミュニケーションとって，あ
えて子どもたちを巻き込んで。（I）」学生の前で子どもに声を
かけ，コミュニケーションのお手本になり，楽しい雰囲気作
りを工夫することで，意図的に《関係構築の仲介役》となっ
ていた。 

しかし，「どうしてもあの子たちもけっこう敏感に感じ取っ
てる部分があるのかなって。ただ，私たちは目に見えないだ
けで，結構捉えてるんだろうなって思うから，その辺はやっ
ぱりちゃんと，こう丁寧にっていうか，関わっていかなくちゃ
いけないかなって。（B）」と語っていた。病棟は子どもたちに
とっては生活の場であるため，学生が病棟に来ることで子ど
もたちに与える影響があると考え，《児への配慮》も行ってい
た。 

以上，《関係構築の仲介役》と《児への配慮》の 2 つの概念
からサブカテゴリー〖橋渡し〗が構成されていた。 

（2）〖代弁者〗サブカテゴリー 
指導者は，安全な環境を調整できない重症児（者）の危険

回避を知ってもらいたい思いを抱き，支援していた。 
「重心施設での実習に対しての注意事項となると，重心と

か子どもって自分で危険回避ができなかったりするので，こ
ちら側が気付いて危険回避をしてくださいねっていうことは
毎回伝えるようにしてます。（C）」重症児（者）自身が《回避
できない危険リスク》を学生に分かりやすく説明することで，
重症児（者）看護に対する危機管理を徹底するためであった。
子どものいつもと違うという観察力や洞察力が看護に繋がっ
ていることを伝えながら，安全な環境を調整できない重症児
（者）の危険回避を知ってもらいたい思いで支援していた。 

加えて，「1 つはやっぱり重心のお子さんたちは言葉発せら
れないってところがあるので，思いをくみ取った気遣いでき

るようにっていうのはいつも心掛けていることで。（I）」と語
られていた。子ども 1 人ひとりが違う方法で反応しており，
わずかな反応やそれを受け取る側の感受性を大切にしてほし
い気持ちから，《わずかな反応を捉える大切さ》を分かってほ
しい思いで支援していた。さらに指導者が，普段感じている
《反応を代弁》し，学生に伝えていた。これは重症児（者）の
反応を指導者の視点から判断し，解釈した内容を学生に伝える
ことで重症児（者）の理解に繋がれるように支援していた。 

以上，《回避できない危険リスク》，《わずかな反応を捉える
大切さ》，《反応を代弁》の 3 つの概念から〖代弁者〗が構成
されていた。 

（3）〖教員と擦り合わせ〗サブカテゴリー 
指導者は学生の普段の様子が分からないため，「学生さんの

一人一人の性格ご存じなので，なんかどう誘導した方がいい
ですかねってことは話ししたことあります。どんな感じで声
かけた方がいいですかね，どんな感じで修正していくといい
ですかねって相談したことあります。（C）」と語っていた。指
導に戸惑っているときは，学生を理解している実習担当教員
（以下，教員）から情報収集することで，《指導の方向性》を
確認し，学生が混乱しないよう工夫した支援を行っていた。 

同時に「一緒に育てようという気持ちを共有したいです。
今来てる学生をどう育てたいかなって，看護師としてそう
なってほしいって，そういう情熱みたいのを共有したいです。
（K）」と語っていた。これは学生の特性を理解している《教
員と情報共有》しながら，学生への支援に繋げていきたいと
いう思いであった。 

以上，《指導の方向性》，《教員と情報共有》の 2 つの概念か
ら〖教員と擦り合わせ〗が構成されていた。 

この 3 つのサブカテゴリーから，【道しるべ役】のカテゴ
リーが構成された。指導者は学生にとって，重症児（者）施
設での案内役であり，重症児（者）との仲介役でもある。さ
らに指導者自身も教育目標から外れないように学校の教員と
協働するカテゴリーであった。 
4）【学生のイメージ変化を確信】カテゴリー 

このカテゴリーは〖プラスのイメージに変えたい〗，〖認
識変容に充足感〗の 2 つのサブカテゴリーで構成されていた。

（1）〖プラスのイメージに変えたい〗サブカテゴリー 
指導者は，「あんまり偏見をもってほしくなくて，その子は

その子の世界の中で障害があって生まれてきてるから，その
子にとって障害は，私たちの性格みたいな同じようなものか
なって思っているので。（J）」と語っていたことから，学生の
自覚なくとも自分本位の関わりについても《人権に関する倫
理観育成》として，重症児（者）の人権を意識し，尊重した
関わりを学んでほしい倫理観を持ち支援していた。 

学生に対して，「なんか技術を学んでほしいとか障害の種類
について細かく知ってほしいではなく（略）なんか障害があっ
ても自分たちと変わらないんだっていうふうな同じように生
きてるんだっていうのを感じてもらえるといいなってぐらい



― 230 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

でやらせてもらっています。（J）」と発言から，学生が持つ《負
のイメージをプラスに変えたい思い》で支援していた。学生
の重症児（者）のイメージが，実習をきっかけにポジティブ
なイメージになれるよう関わっていた。 

以上，《人権に関する倫理観育成》と《負のイメージをプラ
スに変えたい思い》の 2 つの概念から〖プラスのイメージに
変えたい〗が構成されていた。 

（2）〖認識変容に充足感〗サブカテゴリー 
「あそびの場面でも，この子が好きだって歌を学生が発見

した時があって，「この歌だとすごい笑います。」とか，そう
いうところで，「ああ，本人を見てくれたんだな。」っていう
のは垣間見たりとかもありましたね。（中略）学生が歌を歌い
ながら，この歌だとすごい笑いますって，学生だと表情見な
がら，どの歌が好きなんだろうって，その子を知ろうとして
くれたんですよね。一回，一回聴かせてあげてると，全然表
情違うねって。（K）」と語っていた。学生はじっくりと時間を
かけて関わり，細かな観察を行っていくため，その子どもに
合わせた看護の展開をすることが，《学生が発見した重症児
（者）の反応》となっていた。 

指導者は「単純に机に向かっている時間より患者さんのと
ころに行っている時間が増えたりするだけでちょっと関わり
方が分かったのかなとか。（C）」と語っていた。これは緊張し
ていた学生がベッドサイドに積極的に向かい，重症児（者）
の細やかな反応に気づきながら，看護に繋げている様子から
《関係構築からみえた学生の言動変化》を捉えていた。 

以上，《学生が発見した児の反応》，《関係構築からみえた学
生の言動変化》の 2 つの概念から〖認識変容に充足感〗が構
成されていた。 

この 2 つのサブカテゴリーから，【学生のイメージ変化を
確信】のカテゴリーが構成されていた。これは指導者が学生
に対して，重症児（者）のことをわかってほしいという願い
のもとに，学生の変化を確信するカテゴリーと考えられた。 

Ⅵ．考 察 

１．対象理解の基盤となる「重症児（者）の個性を知ってほ
しい」願い 
今回の研究参加者である指導者らは，学生に対して重症児

（者）を負のイメージや先入観，偏見を持ってみるのではな
く，その子ども自身をみてほしい，個性ある 1 人の対象とし
てみてほしいとの思いが根底にあった。そして，その思いが
全ての支援内容に影響していた。重症児（者）施設に勤務し
た看護師の多くは，最初は衝撃や戸惑いがあり，対象者把握
の確立まで試行錯誤の苦しい時期があることが報告されてい
る 9）。このような背景により，対象を理解する第一段階とし
て，学生には先入観なく，その児自身が個性ある 1 人として
関わってほしい願いがあると推測された。 

さらに重症児（者）施設に勤務する看護師の「やりがい」
とは，ニーズを見極め，対応を変えられる通園ができたとき 10），

あるいは重症児（者）と継続して，彼らと生涯に渡り関われ
ることであると報告される 11）。さらに重症児（者）の特性に
よる倫理的側面として，1 人ひとりの特性を熟知した看護の
提供が必要とされている 11）。 

特定機能病院や急性期病棟と異なり，重症児（者）施設に
勤務する看護師らは長期に渡り，対象との関係を深く築くこ
と，また看護師の創意工夫によって生活の質（Quality of 
life:Q0L）の向上ができたと感じられることで，看護の魅力を
強く感じると推察される。また今回，研究参加者の指導者ら
は「看護師は家庭や家族の代替役割があることも知ってほし
い。」と，一般病棟とは異なる機能も理解してほしいと願って
いた。 

このように，重症児（者）看護の専門職者として，指導者
は自身の看護観を堅固に持った上で，初学者である学生には
負のイメージや障害を先にみるのではなく，その子どもその
ものをみること，個性ある子ども自身を知ることが重症児（者）
看護の原点であることを伝えたいとする強い気持ちが支援の
全ての土台となっていたことが示されていた。 
２．「看護学」としての学習支援 

重症児（者）施設の看護技術として，成長発達や基本的日
常生活援助，あそびを通した普遍的な小児看護学の視点を踏
まえながらも，教科書通りではない重症児（者）看護の特殊
で高度な知識と技術が必要とされる。基本的な学習方略は易
から難，単純から複雑へと段階を踏まえて学習することが基
本である。しかし，重症児（者）施設の看護技術の全ては応
用編であり，指導者にとって，それらの言語化と技術展開を
初学者の学生に示すことは難易度が高いと推測される。 

先行研究には，重症児（者）を対象とした学習成果として，
発達促進ケアなど一般病院における実習と同様の学びが得ら
れている報告がある 12）。今回の指導者らは，この一般病院に
おける実習と同様の学びとともに，実際に子どもと関わりな
がら特殊性のある対象理解を，どちらにも偏ることがないよ
うに，配慮して支援している姿があった。 

この【看護の普遍性と特殊性のバランスをとる】支援には，
〖看護の普遍性と特殊性〗と〖学生も看護の対象〗が行き来
し，その中には“看護実践の役割モデル”も踏まえながら 13），
支援していることが示唆された。具体的な支援方法として，
重症児（者）から捉えた反応を〖代弁者〗として言語化し，
わずかな反応を捉えることの大切さを学生に伝えながら支援
していたことである。また，学生と子どもが遊べるきっかけ
作りをすることで関係構築ができるよう仲介役にもなってい
た。このような関わりをすることで，児の微細な変化が学生
にも伝わり，対象理解の思考の促進につながっていたと推測
される。 

指導者は，さらに重症児（者）への配慮も行っていた。重
症児（者）にとって環境が変化することは，心的な大きなス
トレスがかかり，健康を害し，重篤な症状を生じさせること
が報告される 14）。学生が実習生として来ることは，重症児（者）
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自身に大きなストレスとなっていることを指導者が理解して
いることで，学生のみでなく重症児（者）にも配慮をしてい
たことが示唆された。 

加えて，指導者は学校側との連携についても苦慮していた。
実習は教育と臨床がうまく連携するためには，協働の場に両者
が積極的に参加することが必要との報告がある 15）。インタ
ビューの中では「学生さんだけでなく，教員にも重症児（者）
看護を知ってほしい。」との声が何度か聞かれていた。これは実
習支援を考える上で指導者の切実な願いであると感じられた。

以上のように，指導者は重症児（者）と学生の関係構築を
促しながら，普段から関わっている重症児（者）の反応を捉
えた代弁者となり，普遍的な看護と特殊性のある看護のバラ
ンスをとりながら支援をしていることが示唆された。 
３．指導者が目標とする学生の認識変容 

前述したように，指導者は学生が重症児（者）に対して抱
く負のイメージをなくしたい，変容させたいとの思いがあっ
た。これは，対象を 1 人の尊厳ある人として関わる重要性を
理解していることと，専門職者としての倫理観に裏付けされ
た基本的な姿勢によるものと推測される 16）。 

さらに指導者らは，負のイメージをなくすだけでなく，実
習をきっかけとして学生が持つ重症児（者）に対するイメー
ジを，よりポジティブに変換していけることを願って支援し
ていたことが示唆された。この支援の中で，本研究での新た
な発見は〖学生も看護の対象〗として対応していたことであ
る。重症児（者）を対象にした実習での，緊張感と心の障壁
が高い学生への対応に「指導者は，あなたたち（学生）の脅
威にはならないとわかってもらうよう関わる。」や，「声かけ
づらいなって気持ち，学生さんにさせたくないな。」との言動
があり，深い配慮とともに学生にもケアをしている姿勢を認
めた。このような安心感を持たせる雰囲気づくりと姿勢は，
重症児（者）ケアと類似した関わりである。このようにして，
学生が安心して重症児（者）に接することができる土台とな
る環境調整がされていた。 

また生データでは，学生の言動や行動変化により「重症児
（者）の看護をわかってもらえたと思うと嬉しい。」などの発
言があり，学生の変化を注意深く捉え，認識変容に充足感を
感じていた。これは，一般病棟の実習指導者が，学生の学び
や主体的な取り組み，成長を捉えることでやりがいを感じる
との報告と一致する 17）。加えて，重症児（者）施設の指導者
は，特に「対象の理解」に関する学生の学びをより重視して
いた。 

以上から，学生に重症児（者）とその看護を伝えたいプロ
セスとして，重症児（者）の個性を知ってほしい強い願いの
もとで，指導者は役割を変化させながら学生に関わっていた。
学生の重症児（者）に抱くイメージと認識の肯定的変化がそ
のプロセスの終点となっていた。なお，そこで学生の認識に，
肯定的変化が得られない場合は，【道しるべ役】カテゴリーに
戻る循環プロセスになることが示唆された。 

４．本研究の限界と課題 
本研究の研究参加者の所属施設は 5 施設にわたるため，施

設の特徴が異なる。さらに受け入れている学校ごとに実習目
的や目標の違いから指導内容に偏りが生じていると考えられ
る。今後は，施設の特性や地域性から小児看護学実習での実
習内容も網羅した支援プロセスを明らかにしていくことが課
題である。 

Ⅶ．結 論 

重症児（者）施設の指導者が，学生に対して行う学習支援
プロセスは，【個性を知ってほしい】がその思いの中心となり，
教育として【看護の普遍性と特殊性のバランスをとる】よう
に配慮しつつ，〖橋渡し〗，〖代弁者〗，〖教員と擦り合わ
せ〗をして役割を行き来しながら【道しるべ役】となってい
た。そして学生の重症児（者）看護に対する【学生のイメー
ジ変化を確信】に至っていた。 

重症児（者）施設の指導者は，このように「学生に重症児
（者）とその看護を伝えたい」と願っているプロセスを示し
ていた。 

本研究は，令和 3 年度新潟大学大学院保健学研究科博士前
期課程論文の一部に加筆・修正を加えたものである。 

本論文の内容の一部は，第 46 回日本重症心身障害学会学
術集会において発表した。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 
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◇研究報告◇ 

訪問看護を利用する独居高齢者の 
アドバンスケアプランニングに関する認識 

辻原千晶1）* 

【目的】：訪問看護を利用する独居高齢者のアドバンスケアプランニング（ACP）に関する認識を検討する事。 
【方法】：質的記述的研究。A ステーションを利用している家族と同居していない独居高齢者 9 名への半構造化面接を
実施した。 

【結果】：訪問看護を利用する独居高齢者の ACP に関する認識として，【必要な事だと自覚している】【死について考え
話をする】【もしもの時の医療や療養場所について考えている】【自己や周囲の病気，死別体験が ACP を考えるきっか
けとなる】【話す相手を選んで相談する】【ACP の話し合いに対する周囲の準備が出来ていない】【自分がどうしたいか
より家族の意見を優先する】【もしもの時について考えない】が抽出された。 

【結論】：訪問看護師が ACP を普及することは，誰もが気兼ねなく ACP について話し合うきっかけや環境作りの一助
となり得る。また，独居生活の不安を見据え，認知症や寝たきり，孤独死等を念頭に置いた ACP の必要性が示唆され
た。 

【キーワード】在宅，独居高齢者，ACP，訪問看護 

Ⅰ．は じ め に 

超高齢社会・長寿社会となった日本では，世帯形態の変化
により，独居高齢者が急増し，2040 年には 65 歳以上の単独
世帯が 40％になると予測されている 1）。単独世帯の親族の有
無に関する調査では，子や兄弟姉妹はいるが，同居せずに一
人で暮らしている割合が 74.9％である 2）。独居高齢者に関す
る問題は，認知症や鬱，生活意欲の低下，孤独死等があり，
誰がどこで看取っていくのか，という社会的課題となってい
る。 

近年，最期まで本人らしく生きる事が出来るよう支援する
具体的な方法として，Advance Care Planning（以下 ACP）
に注目が集まっている。日本老年医学会は，ACP を， 将来
の医療・ケアについて，本人を人として尊重した意思決定の
実現を支援するプロセスである”と定義している 3）。ACP の
主体の多くは高齢者であり，本人の意思表示が可能な，出来
るだけ早い段階で ACP を開始する事が推奨されている。さ
らに，本人の価値・ゴール・希望について誰がどのような形

で知っているべきなのかを検討し，それを尊重した終末期ケ
アの意思決定をするための仕組みづくりを考える事が必要で
あると示唆されている 4）。しかしながら，独居高齢者の場合，
家族や周囲の人々が気付かないうちに認知機能が低下し，本
人が希望する人生の最終段階を確認できていないケースもあ
り得ると考える。ACP に関しては，家族を含む当事者同士で
は，話し合う事を躊躇する事が予測されるため，援助者が間
に立ち，高齢者と家族が死を語れる場を提供する事も必要で
ある 5）。訪問看護師は，生活の場における医療とケアにも精
通しているため，独居高齢者の ACP の援助者として適任で
あると考える。 

2017 年の人生の最終段階における医療に関する意識調査
では，一般国民の 59.3％が人生の最終段階における医療・療
養についてこれまでに考えた事があるものの，実際に家族等
や医療介護関係者と詳しく話し合っているのは，2.7％であり，
56％の人が話し合うきっかけがないと回答されている 6）。ま
た，独居高齢者と家族間のあいさつ程度の会話や世間話の頻
度を調査したものでは，毎日55.3％，一週間に1～3回32.2％，

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）ふちゅう訪問看護ステーション 元ベルアンサンブル訪問看護ステーション 
＊ E-mail：chiaki8694@gmail.com 
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2～3 日に 1 回 21.5％であるが 7），ACP に関する話し合いの内
容は明らかにされていない。そこで，訪問看護を利用する独
居高齢者が，ACP についてどのように捉え，日頃家族とどの
ような会話をしているかを調査し，ACP 介入の一助にしたい
と考えた。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，訪問看護を利用する独居高齢者の ACP に
関する認識を検討する事である。 

Ⅲ．方 法 

１．研究参加者 
研究参加者は，A 訪問看護ステーションの利用者で以下の

選定基準に該当した 12 名のうち，本研究の趣旨および協力
依頼の説明を理解し，主治医の許可を得て研究協力への同意
が得られた 9 名を研究参加者とした。研究参加者は，選定基
準と除外基準を決め，担当看護師と主治医に相談の上選定し
た。選定基準は，（1）対象者自身が自身の状態及び治療法の
選択について理解しており，自らの価値観を自由に表現でき
る者，（2）言語的または非言語的な手段によりコミュニケー
ションを図る事ができる者とした。除外基準は，（1）臨床的
に明らかな認知機能障害があり，研究の内容が理解できない
者，（2）身体症状や精神症状が重篤で，主治医・研究者・担
当看護師が研究の参加に妥当でないと判断した者，（3）サー
ビス付き高齢者住宅に住んでいる場合や，家族がいない，も
しくは連絡のつかない者とした。除外基準の理由として，サー
ビス付き高齢者住宅に住んでいる場合は，常に介護者を呼べ
る状態であり，独居の状態とは異なるためである。また，家
族がいない者を除外した理由は，ACP に関する話し合いの在
り方が家族の有無によって異なる可能性があると考えたため
である。 
２．用語の定義 

独居高齢者とは，「独立した住居に一人で住んでいる高齢者」
と定義した。また，家族とは，「お互いが家族であると自覚し
ている存在である事」と定義した。 
３．研究デザイン 

質的記述的研究 
４．データ収集方法 

データ収集期間：2020 年 7 月～9 月 
研究参加者に対し個別面接を行い，基本属性に関する聞き

取りおよびインタビューガイドを用いた 30～60 分の半構造
化面接を実施し，研究参加者の許可を得て内容を録音した。
インタビューを始める前に，研究者が ACP について，厚生
労働省の人生会議（ACP）普及・啓発リーフレット 8）を用い
て説明した。さらに，対象者は人生会議学習サイトの，Shall 
we have の映像 9）を視聴し，ACP についての理解を深めた
上で，インタビューを実施した。インタビューの内容は，①
ACP についてどのように思うか， もしもの時の医療やケア

に関する不安な事， もしもの時に関する不安な事を解消す
るためにしている事， もしもの時について，家族と話し合っ
ている事， 家族と話し合いをしていない場合，もしもの時
について，誰と，どのように話したいか，である。なお，イ
ンタビューでの「もしもの時」とは，医療やケア等を自分で
決めたり，望みを人に伝える事が出来なくなった時，とした。
家族がインタビューの立ち合いを希望された場合は許可し，
積極的傾聴を心掛けていただけるよう説明した。 
５．データ分析方法 

録音した内容より逐語録を作成し，繰り返し読み込み，研
究参加者が伝えようとする意味内容に留意して，最小限の文
脈が要約されるコードを抽出した。次いで，在宅で一人暮ら
しをする高齢者の ACP に関する話し合いの認識として，重
要ととれる内容に注目しながらコード間の共通性・相違性を
見出し，帰納的にカテゴリー化していった。カテゴリーの作
成は，研究者で独立して行い，分析の信頼性，妥当性を確保
するため，在宅領域での研究経験が豊富な研究者のスーパー
バイズを受けながら進めた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究参加者には，厚生労働省が作成した厚生労働省の人生
会議（ACP）普及・啓発リーフレットを用いて行い，ACP は
自分だけに当てはまる事ではなく，全国民に向けて早期から
普及を進めている事であると説明し，精神的ストレスが緩和
できるよう配慮した。時間的拘束に対しては，研究参加者の
都合に合わせた日時を設定した。 

インタビュー実施前に再度，自由意志の尊重，個人情報の
保護について説明し，答えたくない内容は答える必要はなく，
途中中断や，同意を撤回しても一切の不利益にはならない事
を説明し，権利・倫理委員会で承認の得られた同意説明文書
にて十分な説明を行い，文書で同意を得た。 

本研究は，ベルアンサンブル権利・倫理委員会の承認を得
て実施した。（承認年月日：2020 年 6 月 30 日，承認番号：7） 

Ⅴ．結 果 

１．研究参加者の基本属性 
研究参加者の基本属性を表 1 に示した。年齢は，60 代後半

～90 代前半であり，8 名が女性で 1 名が男性であった。家族
の訪問頻度は，月 1～2 回が多く，電話での会話は，1～2 週
間ごとや毎日が多かった。訪問頻度より電話頻度の方が高
かった。近隣との交流は，なしが 4 名，ありが 5 名であった。
全員訪問看護と訪問介護を利用しており，通所介護は 5 名が
利用していた。対象者の介護保険制度における要介護度は，
要支援 2 が 3 名，要介護 1 が 1 名，要介護 2 が 3 名，要介護
3 が 1 名，要介護 5 が 1 名であった。 
２．訪問看護を利用する独居高齢者の ACP に関する認識 

訪問看護を利用する独居高齢者の ACP に関する認識とし
て，9 名の逐語録から，214 のコードが得られた。分析結果か
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ら 29 のサブカテゴリー，8 のカテゴリーが抽出され，表 2 に
示した。以下に，カテゴリーごとの結果を説明する。なお，
カテゴリーを【 】，サブカテゴリーを＜ ＞，コードを「 」
を用いて説明する。 
１）【必要な事だと自覚している】 

ACP に関して，「年齢とともにやっぱり大切かなと思うよ
うになった」「歳からいうとそういう年齢に客観的にはなって
いる」等，＜年齢から ACP を意識する＞。「まだまだいいだ
ろうと思っていたがそうではない」「生まれたからには亡く
なっていくのは当たり前」と，＜他人事ではないと捉えてい
る＞。また，「周りからよく聞くから，（事前の話し合いは）
やっぱりした方がいいかなと思う」「この機会に（話し合いを）
やってみようかなとつくづく思う」等，＜話し合いに抵抗は
ない＞様子であり，ACP に関する話し合いは，必要な事であ
ると自覚していた。 
２）【死について考え話をする】 

「死と直面というか，ちゃんと向き合わなければならない
のは当然の事」「（死は）もう遠くはないと思う」等，＜死に
ついて考える＞事があり，「私が死んだら，この服着せてな，
ここに置いてあるよって伝えてる」「私も亡くなったら，そこ
のお墓に一緒に入れてもらってお祀りしてもらう」等，＜死
後の準備をしている＞。また，「そのままここで死んどったら
それまでやからなって娘に言ってる」「1 人やから，中で死ん
でるか分からへんって言ってる」等，＜孤独死について考え
る＞事があり，「悪くなればもう本当運命だと考えている」「い
つ倒れても，息が途絶えても悲しまんといてね，この歳やか
ら運命やからと伝えている」等，＜死ぬ事は運命だと考える＞
傾向があり，死について考え家族に話をしていた。 
３）【もしもの時の医療や療養場所について考えている】 

「お父さん脳梗塞で延命処置したら意識ないのにあんなま
でせんでもいいと思う」「○○の大将が延命処置したって。自
分は胃ろうは絶対したくないと伝えている。」等周囲の情報か
ら自身に置き換えて考え＜延命処置について考えている＞。
また，「認知症になった時は病院に行くと伝えている」「体動
かんようになったら施設でお世話してもらう」等，＜認知症
や寝たきりになった時の療養場所を考えている＞等，認知症

や寝たきりになると一人暮らしが出来なくなる事を危惧し，
療養場所を検討していた。 
４）【自己や周囲の病気，死別体験が ACP を考えるきっかけ

となる】 
「急病のあと大事なもんはこの袋に入れてる。こんなの（ス

トーマ）もなっているし，いつどうなるかと話している」「お
風呂で倒れたからね，昼に入るようにしてる。倒れる前だっ
たら（もしもの時の事は）そこまで気がつかない。」等，＜自
分の病気体験から想像する＞事が出来ており，もしもの時の
事を考えていた。また，「がんで主人が亡くなって延命治療の
話もしてたから，そういう話ができた」「嫁ぎ先の親が死んだ
時にいずれはこっちも回ってくる。そんなときに話した。」等
＜家族との死別をきっかけに話をする＞機会を持っていた。
さらに，「去年亡くなった主人のお母さんが往診を受けていた
のでそういうのも必要と思った」「友達の親が認知症がひどく
なったから施設に入れたと話していた」等，＜家族や友人か
ら情報を得る＞事が出来ていた。これらの事より，自己や周
囲の病気・死別体験が ACP について考えるきっかけとなっ
ている事がわかった。 
５）【話す相手を選んで相談する】 

「ご主人亡くして隣もその隣も（一人暮らしに）限界来て
るかって言い合いしてる」「（デイサービスは年齢も）似てる
し，よく話する。私は 1 回やけど 3 回ぐらい倒れた人もおる」
等，＜同じ境遇の人に相談している＞。また，「娘とか友達に
話している。友達は同じ年やから話しやすい」「（娘が数人い
るが）もう右に倣えで長女に任してる」等，＜相手を決めて
相談している＞。「ケアマネが大事な事やから息子さんにちゃ
んと言うとかないかんと言ってくれる」「（訪問介護さんから）
こうして私らが訪問する方が，お母さんに合ってるんと違
う？と言われる」等，＜在宅サービス担当者と話している＞
事もあり，話す相手を選んで相談していた。 
６）【ACP の話し合いに対する周囲の準備が出来ていない】 

「話の流れでそういうのがあればいいけど，なかった」「話
はしといた方がええと思うけど，その機会がない」等，＜話
す機会がない＞事が表された。また，「先生とあんまりそんな
話せえへんね」「先生もう死んでもええわ言うたら，まだ 20 

表 1 研究参加者の基本属性 
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表 2 在宅で一人暮らしをする高齢者の ACP に関する認識 
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年は早い，100 までは生きないとって言われた」等，＜主治
医とも具体的な話し合いが出来ていない＞ケースもあった。
ACP に関する話をしようとすると，「そういうときはそうい
うときやわ。と娘も言う」「息子はなるようになるっていう」
等，＜家族は深く考えようとしていない＞様子であり，「（訪
問介護に）あんまり考えんとき，最後何もできなくなったら，
決断するでしょうって言われる」「（延命処置について主治医
に話そうとしたら家族に）それ以上言うたらいかんでって言
われた」等，＜話そうとすると周囲が遮断する＞場合もある
事がわかった。また，「（家族に）まだそこまで考えなくても
良い（と言われる）」「（家族に）まだまだそんな事ないと言わ
れる」等，ACP に関する話し合いについて＜家族はまだ必要
性を感じていない＞事が表された。また，「この歳でこんなん
言う人はいないって言って（主治医は）笑ってた」「息子らに
言うたら笑うてるからな。言いにくいんよ」等，＜話そうと
すると笑われる＞為話しが出来ない事もあり，家族も医療者
も，ACP の話し合いに対する準備が十分に出来ていない事が
見受けられた。 
７）【自分がどうしたいかより家族の意見を優先する】 

「息子らにかて，負担掛けて生きとうない」「皆それぞれ家
庭があるから，そんな世話はできないと思う」等，＜家族に
負担をかけたくない＞思いがある。また，「寝たきりになって
どうしようもなくなったらもう老人ホーム入ってねって言わ
れてる」「他の兄弟にもうホーム行ったらええって言われてる」
等，＜家族の意見に従う＞傾向にあり，自分がどうしたいか
より，家族の意見を優先して考えている認識が見受けられた。
８）【もしもの時について考えない】 

「先な，分かれへんから，どんなになるかね」「死ぬか生き
るかの時ぐらいしか，もしもはない」等，＜今後の想像がで
きない＞，「転倒して気が付かなかったらその時はその時と
言ってる」「こう言ったら何ですが，それはもうその時に考え
る」等，＜状況に合わせて対応する＞と認識していた。また，
「嫌な事は考えずに，最終的になればなったで考えていく」
「そればっかり考えてたらおかしくなる」等，ACP に関し
ては＜嫌な事だと認識している＞。さらに，「（ACP に関する
事は）悲しい話ばかりになる」「考えないで楽しい事を考え
る」等＜悲しい事だと認識している＞。「今しなければならな
いというのはまた別問題」「（緊急手術を受け状態が改善した
ので）喉元過ぎたからもういいやという感じ」等＜ACP の時
期は今ではない＞と捉え，もしもの時について考えないとい
う認識であった。 

Ⅵ．考 察 

本研究では，在宅で一人暮らしをする高齢者の ACP の認
識について，【必要な事だと自覚している】【死について考え
話をする】【もしもの時の医療や療養場所について考えている】
【自己や周囲の病気，死別体験が ACP を考えるきっかけと
なる】【話す相手を選んで相談する】【ACP の話し合いに対す

る周囲の準備が出来ていない】【自分がどうしたいかより家族
の意見を優先する】【もしもの時について考えない】の 8 つの
カテゴリーが抽出され，以下の通り考察した。 
１．死の自覚と準備 

本研究の一人暮らし高齢者は，＜年齢から ACP を意識＞
し，＜他人事ではないと捉え＞，ACP を【必要な事だと自覚
している】。また，＜孤独死について考える＞や＜死後の準備
をしている＞等，【死について考え話をする】事が表された。
高齢者は，死の恐怖や現世からの回避を期待する傾向は高く
なく，死に対して比較的安定かつ現実的な態度を有している 10）

事が報告されている。本研究参加者もまた，加齢に伴い死を
自分事として捉える傾向にあり，ACP の必要性を感じている
のかもしれない。なお，孤独死の可能性を考える点は，本研
究参加者が独居高齢者であった事を特徴づける結果と考える。
独居高齢者に関する意識調査では，約 4 割の人が孤独死を身
近に感じている事が報告されおり 11），他者との交流がなく社
会的に孤立した果てに死亡する事が問題となっている。今回
の研究参加者は，社会から孤立した状態ではないが，一人暮
らしのため，孤独死の可能性や不安は拭いきれないと考える。
独居高齢者が独居生活を続けるためには，本人が，危険な状
態やつらい状況になる可能性を理解し，それでも自宅での生
活を望むという「本人の思いと心構え」が重要である。その
ため，訪問看護師は，独居高齢者に対して，正確な病状や今
後起こり得る厳しい内容を伝え，本人が自分の生活を自分で
考えられるように導くアプローチが求められている 12）。 
２．ACP を考えるきっかけや内容 

ACP に関する話をする時は，【自己や周囲の病気，死別体
験が ACP を考えるきっかけとなる】事が表された。また，
【もしもの時の医療や療養場所について考えている】内容は，
＜延命処置について考えている＞＜認知症や寝たきりになっ
た時の療養場所を考えている＞であった。人生の最終段階に
おける医療やケアを話し合うきっかけについて，先行調査で
は，自分の病気 52.3％，家族の病気や死 63.7％13）が高い値を
占めており，今回の調査でも同様の結果であった。先行研究
では，医療者が病状の予測と起こりうる問題を見通す力は，
ACP を促進する要素になる事 14）が報告されている。本研究
結果からも，自己や身近な人の病気体験，死別体験がある高
齢者は，病状の予測や起こりうる問題を考える力を持ってお
り，訪問看護師が医学的知識に基づくアセスメントを交えな
がら，自分自身に置き換えて捉えられるよう支援すれば，
ACP の話し合いがスムーズに出来ると考える。2025 年には
65 歳以上の高齢者の約 5 人に 1 人が認知症になる事が見込ま
れており，認知症は，誰もが関わる可能性のある身近な病気
である 15）。独居の場合，認知症の兆しを指摘される機会が少
なく診断が遅れる事があるため，研究参加者のように認知症
になる事を想定し，事前に延命処置や療養場所を考え家族や
医療者に意思表明する事は重要な事である。 
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３．ACP の話し合いの現状 
一人暮らし高齢者の ACP の話し合いのあり方として，【話

す相手を選んで相談する】が，＜話す機会がない＞＜話そう
とすると周囲が遮断する＞等【ACP の話し合いに対する周囲
の準備が出来ていない】事が表された。患者と死について話
す事に伴う看護師のバリアに関する質的研究では，死に関す
る会話をすると死を認めてしまうと感じ，死に関する会話を
逸らすかどうか迷い，患者が話す死に向き合えないという体
験をしている 16）との報告がある。今回の結果でも，家族や在
宅専門職が，本人が話そうとしているのに，タイミングを逃
している実情が見受けられた。看護実践における ACP は，
その人が「どう生きたいか」について表現できるよう「どん
な話をするのか」を考え，話をするタイミングを探しつつそ
の人を観察し一歩踏み込む事が重要である 17）。訪問看護師や
在宅専門職は，話のタイミングとアンテナを張り巡らせ，意
図的に ACP に関する対話をする姿勢が求められると考える。
また，＜家族に負担をかけたくない＞＜家族の意見に従う＞
等【自分がどうしたいかより家族の意見を優先する】事が表
された。小笠原氏は，独居高齢者が住み慣れた自宅で最期ま
で過ごすための一番の障壁は家族であり，独居に対する不安
から，自己決定権を奪う事もあり得ると述べている 18）。日本
人が何かを言語化する場合，周囲や関係者への配慮や遠慮が
みられるのは通常の事である。そのため，ACP に関する知識
を有した訪問看護師は，日ごろから本人の ACP に関する情
報を細やかに集め，それらを基に本人や本人に関わる職種や
家族の誰もが，安心して自分の気持ちを話せる場を作る事が
必要であると考える。 
４．ACP に対する負の感情 

ACP については＜嫌な事，悲しい事だと認識しており＞，
【もしもの時について考えない】事が表された。日本人の死
生観に関する心理学的基礎研究では，自分の死に対して受容・
回避・逃避という一見矛盾した態度を同時に有している 19）事
が報告されている。回避や逃避する思いも死生観に触れる大
切な経過であり，訪問看護師はそのような対象者の思いを否
定せず，受容しながら ACP を支援する必要があると考える。 

最後に，本研究の限界について述べる。本研究の研究参加
者は女性が大半を占めており，性差による特徴を踏まえた記
述には至らなかった。また，9 名の要介護度には幅があり，
疾患や病期も様々であったため，結果を一般化するには限界
がある。今後さらに研究参加者の特性を踏まえた検討が必要
である。 

Ⅶ．結 論 

本研究では，訪問看護を利用する独居高齢者は，ACP を必
要な事であると自覚しながらも，もしもの時について考えな
いと認識していた。一方，周囲の病気や死別体験がある高齢
者は，ACP や死について話す事が出来ており，ACP の話し
合いをスムーズに進める糸口となる事が示唆された。しかし，

本人が話そうとしても相手が話を遮断する事や，家族の意見
を優先する等，ACP に対する周囲の準備が出来ていない現状
も見受けられた。今後，訪問看護師が利用者や家族，在宅療
養を支援する多職種に ACP を普及する事は，誰もが気兼ね
なく話し合えるきっかけ作りや環境作りの一助となり得る。
また，独居生活の不安を見据え，認知症や寝たきり，孤独死
等を念頭に置いた ACP の必要性が示唆された。 
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◇研究報告◇ 

精神科病院に入院する患者の退院前訪問における着眼点 

池間功一1）* 

 本研究は，精神科病院に入院する患者の退院前訪問における着眼点を明らかにすることを目的とした。精神科病院に
勤務する看護師 6 名を対象に，退院前訪問実施後に半構造化面接を行った。逐語録を精読し，退院前訪問時における看
護師の着眼点として抽出された 203 のコードを，先行研究で整理した 8 項目，【身体機能】，【生活調整】，【精神症状】，
【人間関係構築】，【想像する力】，【自己評価】，【家族との関係】，【社会資源の活用】に分類してカテゴリ化したところ，
88 のサブカテゴリと 40 のカテゴリが生成された。退院前訪問における 8 項目の着眼点が明らかとなり，それらを看護
師間で共有することによって，病院内生活のみでは見いだせない患者本来の持てる力や個性，特性を退院前訪問によっ
て見出し，退院前訪問時や病院内での看護に見通しを持ち，関わることができると示唆された。 

【キーワード】精神科，退院前訪問，着眼点 

Ⅰ．は じ め に 

厚生労働省（以下，厚労省）は 2004 年に「入院医療中心か
ら地域中心へ」という基本方針のもと，精神保健福祉の改革
ビジョンを示した。また，2017 年には，これからの精神保健
福祉医療のあり方に関する検討会報告書の中で，精神障害者
が地域の一員として生活できるよう，「精神障害者にも対応し
た地域包括ケアシステム」の構築を目指すことが新たな理念
として明確にされた。しかし，日本では依然として他の先進
国と比較しても精神科病院での入院日数が長期化している現
状がある。そのため近年，日本では精神障害者の地域移行支
援が進められており，地域社会への退院支援も重要視されて
いる。精神科病院における退院支援のひとつに精神科退院前
訪問（以下，退院前訪問）がある。2006 年，2008 年の診療報
酬改定により，退院前訪問においては，原則 3 回，入院期間
が 6 ヶ月を超えると見込まれるものに対しては，6 回まで算
定可能となった。他の診療科における退院前訪問指導は原則
1 回であることと比較して，精神科における退院前訪問の回
数が多いことは，入院の長期化により，患者の外界への適応
力そのものが低下することや社会情勢の急速な変化のため，
患者自身や家族，周辺環境などさまざまな調整を要するため

であると考えられる。しかし，厚労省は精神科退院前訪問指
導料について，「入院中の患者の円滑な退院のため，患家等を
訪問し，当該患者又はその家族等に対して，退院後の療養上
の指導を行った場合に，（中略）算定する」といった表現にと
どまり，具体的な指導内容については各施設や実践者の判断
に委ねられている。そのため，「退院後の療養上の指導」につ
いては，各施設で様々な解釈のもとに実施されていることが
想定される。 

筆者自身も入院中の患者に退院支援の取り組みとして退院
前訪問を行った経験があるが，当時は退院前訪問に関する具
体的なマニュアルなどは整備されておらず，退院前訪問にお
ける患者や家族への実践内容は看護者によって様々であると
考えられた。このことから，退院前訪問において看護師はど
のような実践を行っているかを明らかにするため，2017 年に
A 病院で退院前訪問の実態調査を行った 1）。慢性的な経過を
辿る患者から，急性期症状を呈する患者など幅広い症状の患
者が入院する精神科急性期病棟において，実施された退院前
訪問の内容を電子カルテの看護記録から整理した。その結果，
地域生活を送るだけの身体機能が保持されているか，という
【身体機能】，安全な生活を送るための生活環境が保たれてい
るか，という【生活調整】，日常生活を送ることに支障をきた

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）公立大学法人宮崎県立看護大学 
＊ E-mail：ikema@mpu.ac.jp 
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すような精神症状がないか，という【精神症状】，他者への協
力や応援を求め，人的資源を活用し人間関係を良好に保てる
か，という【人間関係構築】，約束や時間を守り，今後予測さ
れる事を想定し対応できるか，という【想像する力】，自身の
言動をプラスに評価し，何が良かったかを表現しているか，
という【自己評価】，家族の評価は現在の患者の状況と合致し
ているか，という【家族との関係】，地域生活の支援となりう
る社会資源の情報をもっているか，資源活用に関して患者と
支援者にズレはないか，という【社会資源の活用】の 8 項目
に整理された。8 項目を表 1 に示す。その後，退院前訪問時
に使用できるフォーマットを作成し A 病院内で共有を行い，
以降 A 病院ではフォーマットを元に退院前訪問を行なった。
しかし，電子カルテに記載されている記録は，患者の言動や
行動，看護師がどのようなケアを行ったかといった事実が記
載されているにとどまり，看護師は何を見て思考しケアを
行ったのか，患者の言動や行動のどの部分に着目し看護に活
かしたのかといった，看護師の着眼点は記載されておらず，
その点については先行研究では明らかにすることができな
かった。そこで，先行研究で得られた 8 項目に対して，看護
師はどのような着眼点を有して退院前訪問を実施していたの
かを明らかにする必要があると考えた。 

本研究に取り組む前に，日本全体として現在の退院前訪問
に関する研究動向を捉える必要があると考え，2019 年に文献
レビューを行った。その結果，退院前訪問が退院促進や地域
移行につながったことが報告されていることが明らかとなっ
たが，効果的な退院前訪問とするためには，早い段階からニー
ズを捉えることを今後の課題としているにとどまり，退院前
訪問における着眼点や判断過程，「退院後の療養上の指導」と
はなにかといった観点から切り込んだ研究は見当たらなかっ
た。 

そこで，精神科での看護経験が豊富であり退院前訪問の実
践力がある看護師が，先行研究で得られた 8 項目を用いつつ，
退院前訪問を行う際にどのような着眼点を有して「退院後の
療養上の指導」を行っているのか明らかにする必要があると
考えた。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，精神科病院に入院する患者の退院前訪問
における着眼点を明らかにすること。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：質的記述的研究 
２．研究参加者：優れた退院前訪問を行う実践力のある中堅

以上の看護師 6 名 
研究参加者については，精神科病院の病棟看護師長に推薦

を依頼した。Benner2）は，同じような対象者を相手に 3～5 年
働いた看護師は中堅にあたり，状況の把握や予兆の察知，臨
機応変な対応に優れてくると述べている。そこで，看護師の
推薦基準として，精神科での経験年数が 5 年以上であり，ケ
アの受け手に幅広い視野を持って予測的判断を行い，生命力
の消耗を最小にするような看護実践が豊かな看護師とした。 
３．データ収集期間：2020 年 5 月～11 月 
４．データ収集方法：研究協力への同意が得られた看護師に

対して，退院前訪問実施後から 1 週間以内に，インタビュー
ガイドを元にした半構造化面接を 1 時間程度行った。イン
タビュー内容は IC レコーダーに録音した。録音した内容
から逐語録を作成した。 

５．分析方法 
１）逐語録を精読した後，研究参加者が発言した内容から，

研究参加者はどのような着眼点を有し，退院前訪問時に研
究参加者がどのように患者へのケアや指導を行っているの
かが読み取れる記述を抽出し，コード化した。 

２）研究参加者は表 1 に示した 8 項目を共有したうえで退院
前訪問を行っているため，1）で抽出したコードを，表 1 に
示した 8 項目の該当する項目に割り振って分類を行った。
また，8 項目に分類されないものに関しては，その他とし
て分類を行った。 

３）8 項目のそれぞれに分類されたコードの共通性，相異性
を検討し，サブカテゴリを生成した。 

４）３）において 8 項目それぞれに生成されたサブカテゴリ
の共通性，相異性を検討し，カテゴリを生成した。 

６．本研究の信憑性の確保 
本研究における分析過程においては，精神看護の実務経験

および研究実績のある研究者のスーパービジョンを受け，繰
り返し討議し分析内容の信憑性の確保に努めた。 
７．用語の操作的定義 

精神科退院前訪問：入院期間が 3 ヶ月，あるいは 6 ヶ月を
超過することが見込まれる精神疾患患者に対して，入院期間
中に看護師や精神保健福祉士，作業療法士等が協働して，患

表 1 退院前訪問における看護支援の 8 項目 

身体機能 生活 整 精神 状 人間関係構築
生活を る けの身体機能が保持

されているか
安 な生活を るための生活 が
保たれているか

常生活を ることに支 をきたすよう
な精神 状がないか

他者への ⼒や応援を求め、人的資源
を活⽤し人間関係を に保てるか

想像する⼒ 自己評価 家族との関係 社会資源の活⽤
や時間を り、今後予測される

を想定し対応できるか
自身の⾔動を スに評価し、 が
かったかを表現しているか

家族の評価は現在の患者の状況と合
致しているか

生活の支援となりうる社会資源の
情 をもっているか、資源活⽤に関して
患者と支援者に はないか
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者同伴のもと患家や施設等に訪問を行い，同伴した医療ス
タッフから患者または家族等に対して退院後療養上必要な指
導を行うこと。 

Ⅳ．倫理的配慮  

本研究は筆者が所属する機関の研究倫理委員会の承認を得
て行った（承認番号第 01-29 号）。精神科病院の病棟看護師長，
退院前訪問対象者には研究参加は自由意志である事，研究の
不参加および参加後の同意撤回により不利益を被ることはな
いこと，個人情報保護等に関して研究依頼文書を用いて口頭
にて説明を行い，書面にて同意を得た。また，病棟看護師長
より紹介していただいた看護師には，同意を撤回しても人事
評価には何ら影響はないことを説明したうえで，倫理的配慮
については同様に口頭および文書で説明し，書面にて同意を
得た。IC レコーダーで録音したデータに関しては，研究終了
後に削除し，得られたデータは本研究以外では使用しないこ
とを確約した。 

Ⅴ．結 果 

１．対象者の概要 
病棟看護師長より推薦を受けた看護師 6 名に同意を得た。

研究参加者の性別は男性 3 名，女性 3 名であった。看護師経
験年数は，平均 17.1 年，精神科経験年数は，平均 10.3 年で
あった。面接時間は平均 47.5 分であった。なお，J 氏につい
ては，同一の退院前訪問対象者に対して 2 回の退院前訪問を
行い，2 回インタビューを行っている。研究参加者の概要は
表 2 に，退院前訪問対象者の概要は表 3 に示す。 
２．退院前訪問における看護師の着眼点 

インタビューを行った後逐語録を作成し，逐語録から退院
前訪問における看護師の着眼点と読み取れる記述を抽出して

コードを作成し，各コードを表 1 に示した 8 項目に分類後，
カテゴリ化を行なった。その結果，【身体機能】は 28 のコー
ドから，9 のサブカテゴリ，5 のカテゴリ，【生活調整】は 35
のコードから，15 のサブカテゴリ，6 のカテゴリ，【精神症状】
は 37 のコードから，12 のサブカテゴリ，5 のカテゴリ，【人
間関係構築】は 36 のコードから，18 のサブカテゴリ，7 のカ
テゴリ，【想像する力】は 13 のコードから，7 のサブカテゴ
リ，3 のカテゴリ，【自己評価】は 12 のコードから，8 のサブ
カテゴリ，4 のカテゴリ，【家族との関係】は 14 のコードか
ら，5 のサブカテゴリ，2 のカテゴリ，【社会資源の活用】は
27 のコードから，14 のサブカテゴリ，8 のカテゴリを生成し
た。また，各コードを分類した結果，その他に分類されたコー
ドはなかった。8 項目とサブカテゴリ，カテゴリとして生成
された着眼点の一覧を表 4 に示す。また，以下に各項目にお
ける代表的なコード，サブカテゴリ，カテゴリを記載し分析
過程の一部を示す。本文中では，コードを〈 〉，サブカテゴ
リを《 》，カテゴリを［ ］で示す。なお，本文中の研究参
加者の語りについては，斜体で記述した。また，研究参加者
の語り中の（ ）は筆者による補足である。 
１）【身体機能】 

【身体機能】では，［退院後の日常生活動作に耐えうる身体
機能は備わっているか］［薬物の有害事象により地域生活を送
るための身体機能への支障が生じていないか］［身体の健康度
向上のためのセルフケア力はあるか］［現在の身体機能で生活
可能な住環境となっているか］［身体の安全が守られる人的・
物理的環境の整備がなされているか］の 5 カテゴリが生成さ
れた。例えば［退院後の日常生活動作に耐えうる身体機能は
備わっているか］は，看護師が訪問時に患者へ過度な身体的
負担がかからないように注意を払っており，訪問時の活動に
よって患者の身体状況が悪化しないか，全身状態に乱れは生

表 2 研究参加者の概要 

表 3 退院前訪問対象者の概要 

者 性 経 精神 経 ン ビュー時間 分

退院前 対象者 性 断 入院時の状態像 退院前 理

性発 不安、不 退院後自宅生活を⾏うため、自宅の 整 ・
の

性精神 制、
機能の低下

入院前は 退院後 入所予定のため、自
宅の整理と ⾒ ・ を けるため

合 ⾏ 、 制 ルー ー への退院予定のため、自宅 や内
状況の

アルコール 存 による
身体状況の 化

自宅への退院のため、現在の で生活可能
か、 する状況はないかの
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じていないかといった着眼点を有していたことを示す。「（患
者の）ADL 的には特にそんなに，別に若いし年齢的にもまだ
〇歳くらいだし。そういう意味ではちょっと，今のところす
ぐすぐ（身体機能が）どうこうっていうのはない」という語
りから，〈年齢的にはすぐには身体機能に問題は起こらない〉，
「やろうと思えば自分で自身の周りのことはできるけど，外
に出て長距離を歩いたりとかは厳しい。気軽に外出できる状
態ではまだない」という語りから，〈長距離の歩行や外出など
はまだ厳しい〉，「歩くのもまだちょっと困難なので。座った
まま周りをこう拭いているような感じだったんですけど」と
いう語りから，〈座位保持した状況で生活環境を整えている〉，
他の語りから，〈階段を使用する住まいは身体への負担がかか
るのではないか〉〈身体機能が改善してからの退院が良い〉〈外
出時の移動は自力では難しい〉〈自宅内の移動動作や身の回り
の整理などは可能〉とコードを生成した。これら 7 コードか
ら，《地域生活における移動動作等の活動への支障はないか》
のサブカテゴリを生成し，加えて他のコードより《退院後清
潔を保持するための体力の有無》《ADL への補助が必要かど
うか》《活動による身体機能の乱れはあるか》の計 4 つのサブ
カテゴリを生成した。これらのサブカテゴリから，［退院後の
日常生活動作に耐えうる身体機能は備わっているか］のカテ
ゴリを生成した。 
２）【生活調整】 

【生活調整】では，［金銭管理能力があるか］［食生活を整
える力はあるか］［精神症状や治療に影響する生活環境となっ
ていないか］［生活リズムを保つ力はあるか］［生活空間を整
えるために必要な身体能力や精神機能はあるか］［睡眠や休息
が取れる住環境に整備する力はあるか］の 6 カテゴリが生成
された。例えば［食生活を整える力はあるか］は，看護師は
訪問時に家電の使用状況や自宅内の廃棄物などから，患者の
自宅での自炊能力についての着眼点を有していたことを示す。
「まだ自分で食事を作ったりとかそういうものは出来ないん
だろうな。惣菜の空だったり，そういうのが散乱している状
況」という語りから，〈自炊能力が低いのか総菜の空などが散
乱している〉，「まあその肥満かな。ただ単に，（食べ物がない
から）じゃあ惣菜っていうのもあるだろうし。だから，そこ
ら辺まで全部（看護師として）関わっていくってなったらやっ
ぱり大変な事だと思うし」という語りから，〈自炊能力を高め
ることは難しいのではないか〉，「炊飯器がコンロの上に乗っ
てた。電気コンロかな。おそらく，あまり使っていないだろ
うと」という語りから，〈食生活に必要な電化製品が使用され
ていない可能性〉とコードを生成した。これら 3 つのコード
から，《自炊能力はどの程度か》のサブカテゴリを生成した。
加えて他のコードから《自炊以外の食調達の手段はあるか》
の計 2 つのサブカテゴリを生成し，これらのサブカテゴリか
ら［食生活を整える力はあるか］のカテゴリを生成した。
３）【精神症状】 

【精神症状】では，［治療・看護による精神症状の回復状態，

今後の可能性はどうか］［精神症状悪化による生活力の低下度
はないか］［対人関係と精神状態（症状）の関連性はみられる
か］［病識や治療アドヒアランスの状況はどうか］［精神状態
（病状）が回復，安定する住環境であるか］の 5 カテゴリが
生成された。例えば［治療・看護による精神症状の回復状態，
今後の可能性はどうか］は，看護師が訪問した際に，以前の
記憶が想起されている状況や，患者の回復段階や今後の症状
改善の可能性について着眼点を有していたことを示す。そこ
から，治療過程において，患者の現在の精神症状や今後の見
通しについての着眼点を有していたことを示す。「（自宅の）
風景とかって結構忘れないじゃないですか。五感，刺激的な。
全部認知（機能）にもどるけど。そこに全部つなげるような
感じになる。見る聞くとか匂うとか，そういう刺激的なもの
を感じて，思い出して欲しいなっていうのはすごくあって。
そこを見てたかな」という語りから，〈自宅周辺環境に身を置
き，五感刺激を受け認知機能が変化してほしい〉，「ATM の
暗証番号って，結構自分の思い出に残っている番号じゃない
ですか。多分自分たちもそうだけど忘れがたいですわ。そこ
が（患者が）思い出せたことが嬉しかった」という語りから，
〈口座の暗証番号を想起〉，「自分の家じゃないって言ってる
のに，お母さんが使われていたのかなっていうくらいの年代
物のタンスがあって。それに普通にパンツとかを直して行く
のよ。下に落ちてたやつをね。覚えてる，どこに入っている
んだって。本当に（タンスを）開けたらパンツしか入ってな
い。（患者が）自分の家じゃないって言いながらも，直すとこ
ろはしっかり覚えてる」という語りから，〈以前の生活の場を
思い出して持ち物の整理ができる〉，他の語りから〈訪問時に
見たものから記憶が想起される〉〈記憶に基づき自宅周辺の道
案内をする〉など計 5 つのコードを生成し，《外部から五感を
刺激することによる記憶障害の改善は見込めるか》のサブカ
テゴリを生成した。加えて他のコードから《入院時からの精
神症状の変化改善状況はどうか》の計 2 つのサブカテゴリを生
成した。これらのサブカゴリから，［治療・看護による精神症
状の回復状態，今後の可能性はどうか］のカテゴリを生成した。
４）【人間関係構築】 

【人間関係構築】では，［生活史の中でつくられてきた社会
関係の様相はどうか］［自己主張，自己表現する力はあるか］
［安定した感情で他者へ対応する力はあるか］［他者に対する
関心や関係したい気持ちはどうか］［相手の気持ちを察する力
はあるか］［礼節，相手を敬う力はあるか］［他者との間で折
り合いをつける力はあるか］の 7 カテゴリが生成された。例
えば［生活史の中でつくられてきた社会関係の様相はどうか］
は，看護師が患者の自宅にあった衣類や装飾品を見て，患者
のこれまでの生活を想像し，社会関係や交友関係についての
着眼点を有していたことを示す。「洋服がどれも汚いけど，汚
くなかったらきれい，おしゃれな感じだったり，○歳だったっ
け。おしゃれに気を遣ってたんだろうな。ユーモアもあるし，
女性ものの服も何着も出てきて。（患者が）『ここに彼女が住
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んでたんで』っていうのもあったから。それすごく普通の反
応というか生活の仕方。男性として正常なところがやっぱり
ある。人が集まってきやすい人なんだろうな。壁に飾り物，
何かパーティーをしたような跡もある。その人の人望，そう
いうものが伺えたかな」という語りから，〈これまでの人間関
係の様相はどうか〉，「（自宅に本人の似顔絵があるという情報
であったが）絵が見つからんかった。絵があったということ
だけど。もらったりとか？そういうものって人望がないとた
ぶんそんなことされないと思う」という語りから，〈人望が交
友関係に関係している〉とコードを生成した。これら 2 つの
コードから，《これまでの社会関係の様相はどうか》のサブカ
テゴリを生成した。加えて他のコードから《対人関係をつく
る力はあるか》《現在継続する支えあう交友関係の状況はどう
か》の計 3 つのサブカテゴリを生成し，これらのサブカテゴ
リから［生活史の中でつくられてきた社会関係の様相はどう
か］のカテゴリを生成した。 
５）【想像する力】 

【想像する力】では，［未来の生活を具体的に豊かに想像す
る力はあるか］［退院後生活の在りたい姿を描く力はあるか］
［未来を見据えた金銭管理能力はあるか］の 3 カテゴリが生
成された。例えば［未来の生活を具体的に豊かに想像する力
はあるか］は，看護師が訪問した際に，患者が病院に持ち帰
る必要物品を選別している姿から，未来のことが想像できて
いるかといった着眼点，退院や施設での生活について患者が
未来へと考えを巡らせることが出来ているかといった着眼点
を有していたことを示す。「これはいる，これはいらないとい
う判断もされていた。それで本人としても，ここで生活する
という意識に繋がったのではないかと思っている」という語
りから，〈将来生活する場に必要か否かを判断している〉，「病
棟の生活環境の中で『退院したい，退院して何がしたい』っ
て，漠然と退院したいではあったと思う。今 1 人暮らしがし
たいっていうのは，どういったこう思いなのかなと。漠然と
しているのか，はたまた干渉されたくないのか分からないけ
ど」という語りから，〈退院後の生活は具体的に想像されてい
るか〉，「だるくて（体が）動かないとかそういうのはない。
（看護師が）『他に（病院に）持って帰りたいものがあったら
自分で取って。私たち分からない』というと，自分で『これ
も要る，これも要る』ってそう言うことはしてた，ちゃんと
動いてた。多分，私たちじゃ分からないって思ってる」とい
う語りから，〈外出後の生活に必要なものを選別〉，他の語り
から〈将来の生活の場となる場所での想定される疑問が出さ
れない〉など計 4 つのコードを生成した。これらのコードか
ら，《今後の生活を具体的に想像できるか》のサブカテゴリを
生成した。加えて他のコードから《近い未来を想像して感情
を動かすことができるか》《計画性のある行動がとれるか》《未
来を描く力の向上の可能性はあるか》の計 4 つのサブカテゴ
リを生成し，これらのサブカテゴリから，［未来の生活を具体
的に豊かに想像する力はあるか］のカテゴリを生成した。 

６）【自己評価】 
【自己評価】では，［他者との関係の中での自己評価はどう

か］［本来その人が持つ個性はなにか］［セクシャリティの健康
的な発揮がなされているか］［自分の在りたい姿を描く力があ
るか］の 4 カテゴリが生成された。例えば［本来その人が持
つ個性はなにか］は，看護師が自宅の物品から患者の趣味や嗜
んでいたものを想像し，患者の個性を捉えようとする着眼点
を有していたことを示す。「CD だったり漫画だったり本だっ
たりっていうのがすごいたくさんあったんだけど。本が結構
しっかりした本を読まれているなって。本当に川端康成の本
だったり，なんか普通の小説家の本が置かれていて。あ，すご
く読んでいるなって」という語りから，〈本を所持して熱心に
読んでいた〉，「ちょっとこだわりがある部分があるんだろう
なっていう。本来は多分，こだわりがあって。好き嫌いがはっ
きりしてたんだろうなって。あと化粧品も頼んでる。定期便み
たいなので。それが嵩んで大変なことになってる。こういうこ
だわりはあったんだろうな」という語りから，〈日常生活での
持ち物からこだわりや，関心を注ぎたいことを予測〉など 2 つ
のコードを生成した。これらのコードから，《本人が嗜んでい
たものはなにか》のサブカテゴリを生成した。加えて他のコー
ドから《所有物による個性が捉えられるか》《ものの見方考え
方の特徴はなにか》《実像に迫った対象像を描けるか》の計 4
つのサブカテゴリを生成した。これらのサブカテゴリから，
［本来その人が持つ個性はなにか］のカテゴリを生成した。 
７）【家族との関係】 

【家族との関係】では，［家族の支援力（情緒的・物理的・
経済的）はあるか］［患者自身の家族への思いや望みはなにか］
の 2 カテゴリが生成された。例えば［患者自身の家族への思
いや望みはなにか］は，看護師が患者の家族に対する思いを
表出した場面を捉え，患者が家族の事をどのように思い，望
んでいることはなにかといった着眼点を有していたことを示
す。「前回訪問に行った時も，〇さんにアルバム見てみてって
おっしゃってたみたい。お母様のこと，あとワンちゃんの写
真も（片付けの）途中であったりとかして。悲しんでる風な
感じは私たちには見せないけど。心の中でどう思われてたか
はわからない」という語りから，〈死別した家族へ思いがある〉，
「お母様との思い出。お母様の名前を言われて。美人ねって
言ったら，すごい嬉しそうな顔してたから。そういうの大事
にしたいんやろうなって感じ。入院当初はお母さんが亡く
なっていることも忘れているくらいな感じやったけど。遺影
とかも持って帰ろうねって言ったら，うんうんって（言って
いた）」という語りから，〈母親との思い出を大事にしたいの
ではないか〉，「部屋を見たら，息子さんの写真かなと思うも
のが飾ってあって棚に。息子さんにもやっぱり，たまには会
いたいというか。近くにいて欲しいとかそういう気持ちもあ
るのかな。やっぱ親なんでね」という語りから，〈患者は家族
に対する寂しさや会いたいという気持ちがある〉，他の語りか
ら〈名前入りの酒は家族より贈答されたもので，家族とのか
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かわりがあるものではないか〉など計 4 つのコードを生成し
た。これらのコードから，《家族に対する思いはどうか》のサ
ブカテゴリを生成した。加えて他のコードから《患者自身が
家族に求めていることはなにか》など計 2 つのサブカテゴリ
を生成した。これらのサブカテゴリから，［患者自身の家族へ
の思いや望みはなにか］のカテゴリを生成した。
８）【社会資源の活用】 

【社会資源の活用】では，［本来の持てる力が発揮できる社
会資源の活用がなされているか］［家族の力を補う社会資源の
検討がなされているか］［精神的安定を図るための社会資源の
検討がなされているか］［本人の希望を踏まえた生活の場の検
討がなされているか］［食を整える力を補う社会資源の検討が
なされているか］［身体機能を補う社会資源の検討がなされて
いるか］［生活圏内での活動の可能性はどうか］［経済支援を
行うための他職種連携がなされているか］の 8 カテゴリが生
成された。例えば［本来の持てる力が発揮できる社会資源の
活用がなされているか］は，看護師が社会資源の活用を念頭

に置きながらも，患者の自立度に影響を及ぼさないかといっ
た着眼点を有していたことを示す。「ものすごく本人が頼りに
している方がいて，何かしら地域の。ケースワーカーではな
くて，その人に頼りすぎてる部分があって，ちょっと距離を
おこうみたいなのがあったんですけど」という語りから，〈地
域の人的社会資源を必要以上の活用をしていないか〉，「社会
資源を頼ってくれるのはいいけど。まだそんな全部が全部頼
るっていうのも，この先まだ長いので。本当，それだとどん
どん ADL が下がっていったりするので。出来ることは自分
でしてほしい」という語りから，〈社会資源に全部頼るのでは
なくできることは自分でしてほしい〉の 2 つのコードを生成
した。これら 2 つのコードから，《社会資源の活用による自立
度の低下は生じていないか》のサブカテゴリを生成した。加
えて他のコードから《利用可能なものは利用する考えはある
か》など計 2 つのサブカテゴリを生成した。これら 2 つのサ
ブカテゴリから，［本来の持てる力が発揮できる社会資源の活
用がなされているか］のカテゴリを生成した。 

表 4 8 項目におけるカテゴリ・サブカテゴリ一覧 
項目 カテゴリ サブカテゴリ

生活に ける 動動 の活動への支 はないか
退院後 を保持するための体⼒の有無

への補 が必要かどうか
活動による身体機能の れはあるか

物の有 象により 生活を るための身体機能への支 が生じていないか 物 の有 象が える身体機能への支 はないか
退院後に自⽴した生活を るための⾷生活を整える けのセルフケ
ア⼒はあるか
身体機能と活動への思いの の有無

現在の身体機能で生活可能な となっているか 動動 と生活 間は⾒合っているか
身体の安 が られる人的・物理的 の整 がなされているか 他者に⾒ られる の が必要か

未来を予測した⾦銭管理ができるか
⾦銭管理や支 いの自⽴度はあるか
支 いに対する 感はあるか
自 能⼒はどの 度か
自 の⾷ の手 はあるか

への ス になる になっていないか
状を 化させる物 の存在があるか

生活リ の れは生じていないか
⾷ を 生活リ の れは生じていないか

生活 間を整 する があるか
生活 間を整 する意 の 度はどうか

に 意を向ける⼒はあるか
生活 整 の 在⼒はあるか
健康度低下時の生活 の整 状況はどうか

や が れる に整 する⼒はあるか 、 を 保できる場の 整は必要か
入院時から精神 状の 化 状況はどうか

から 感を することによる の は⾒ めるか
現在の 機能状態での退院後の生活への はあるか

機能や 低下による生活⼒への はあるか
他者の⾔ を に 理する⼒はあるか

なコミュニケーションから精神 状への はあるか
精神 状による自己主張の⼒への はあるか
他者への気 いによるス スはあるか
のセルフコン ール⼒はあるか

内 の管理状況による内 継続は可能か
精神状態（ 状）に する となっていないか

に ある ではないか
精神状態（ 状）が 、安定する であるか

生活リ を保つ⼒はあるか

【
精
神

状
】

退院後の 常生活動 に えうる身体機能は わっているか

身体の健康度向上のためのセルフケア⼒はあるか

【
身
体
機
能
】

精神 状や に する生活 となっていないか

生活 間を整えるために必要な身体能⼒や精神機能はあるか

【
生
活

整
】

⾦銭管理能⼒があるか

⾷生活を整える⼒はあるか

・ による精神 状の 状態、今後の可能性はどうか

精神 状 化による生活⼒の低下度はないか

対人関係と精神状態（ 状）の関連性はみられるか

や ア ア ンスの状況はどうか
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Ⅵ．考 察 

大江ら 3）は，精神科経験の浅い看護師が退院前訪問実施に
抱く困難の 1 つとして，【実施基準がない困難】があり，その
困難を軽減する手立てとして，退院前訪問に関するマニュア

ル作成等があると述べている。本研究の結果，看護師は何に
着目して退院前訪問を行なっているのかが明らかとなった。
退院前訪問における着眼点を有して退院前訪問を実施するこ
とによって，精神科経験の浅い看護師においても退院前訪問
における困難感を軽減できるのではないかと考える。退院前

表 4 8 項目におけるカテゴリ・サブカテゴリ一覧（続き） 

項目 カテゴリ サブカテゴリ
対人関係をつくる⼒はあるか
これまでの社会関係の様相はどうか
現在継続する支え合う交友関係の状況はどうか
⾔語や⾏動で自己主張できているか
他者への応援を求められるか
感情の⾔語での表現はどうか
コミュニケーション時の感情は安定しているか
相手に合わせたコミュニケーションができているか
相手を不快にしない態度ではないか
他者と関係を持ちたい気持ちがあるか
他者への積極的な関心があるか
他者の気持ちを予測した⾏動をとれるか
他者に対する申し訳なさがあるか
自分への⾏動を他者がどのように感じるかを考えられるか
礼儀がある⾏動がとれるか
もてなしや感謝の心があるか
自身と他者との要求の間で折り合いをつけられるか
自己の⽴場の主張による対人関係の破綻はないか

他者との間で折り合いをつける⼒はあるか

【
人
間
関
係
構
築
】

生活史の中でつくられてきた社会関係の様相はどうか

自己主張、自己表現する⼒はあるか

相手の気持ちを察する⼒はあるか

礼節、相手を敬う⼒はあるか

安定した感情で他者へ対応する⼒はあるか

他者に対する関心や関係したい気持ちはどうか

今後の生活を具体的に想像できるか
近い未来を想像して感情を動かすことができるか
計画性のある⾏動がとれるか
未来を描く⼒の向上の可能性はあるか
今後の目標の創造ができるか
今後の生き方を決意しているか

未来を⾒据えた⾦銭管理能⼒はあるか 今後の状況を予測した⾦銭計算ができるか
他者との関係の中での自己評価はどうか 他者に対する思いと自己評価はどうか

所有物による個性が捉えられるか
本人が嗜んでいたものはなにか
ものの⾒方考え方の特徴はなにか
実像に迫った対象像を描けるか

セクシャリティの健康的な発揮がなされているか 性に関わる健康度は⾒られるか
決断できれば夢中になれるか
将来像を描くことはできるか
家族が抱く患者への陰性感情はあるか
支援する家族の有無
家族との関係性によって社会資源を利⽤する必要があるか
家族に対する思いはどうか
患者自身が家族に求めていることはなにか
社会資源の活⽤による自⽴度の低下は生じていないか
利⽤可能なものは利⽤する考えはあるか

家族の⼒を補う社会資源の検討がなされているか 家族とのつながりの状況から社会資源の活⽤の必要性があるか

精神的安定を図るための社会資源の検討がなされているか 退院後社会資源を導入することで不安感の最⼩化を図ることができ
ているか
生活する⼒に⾒合った生活の場の希望があるか
現時点での生活する⼒と合致しない生活の場の希望がないか
⾷に関するセルフケア能⼒から、⼒を補う社会資源（宅配サービ
ス）の活⽤が必要か
入院前の⾷生活に関する社会資源の活⽤状況はどうか
身体異常時の対応ができるような社会資源の活⽤状況はどうか
身体機能を補う支援が必要か
社会資源（公共交通機関）の存在と利⽤能⼒はあるか
生活圏内の交通機関、店舗などを把握できるか
経済的な支援ができるよう精神保健福祉士との連携が可能か
精神保健福祉士による後⾒人制度が必要か

未来の生活を具体的に豊かに想像する⼒はあるか

【
自
己
評
価
】

【
想
像
す
る
⼒
】

患者自身の家族への思いや望みはなにか

自分の在りたい姿を描く⼒があるか

家族の支援⼒（情緒的・物理的・経済的）はあるか

退院後生活の在りたい姿を描く⼒はあるか

本来その人が持つ個性はなにか

生活圏内での活動の可能性はどうか

身体機能を補う社会資源の検討がなされているか

⾷を整える⼒を補う社会資源の検討がなされているか

【
社
会
資
源
の
活
⽤
】

【
家
族
と
の

関
係
】

本来の持てる⼒が発揮できる社会資源の活⽤がなされているか

本人の希望を踏まえた生活の場の検討がなされているか

経済支援を⾏うための他職種連携がなされているか
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訪問において国からは「退院後の療養上必要な指導を行う」
と示されるにとどまっている。具体的な指導方法や内容が明
示されていないことによって，各精神科病院によって様々な
解釈のもと退院前訪問が実施されていることが考えられる。
そのため，効果的な退院前訪問を行うためにも，今後退院前
訪問を行い地域移行や地域定着に繋がった事例，もしくは実
践の分析を行い，研究結果を蓄積していくことが必要であり，
それらの分析結果から共通の視点が明らかになり臨床活用さ
れることが必要であると考える。また，村田ら 4）は，退院前
訪問のマニュアルの有無による再入院予防効果を検証してお
り，退院前訪問のマニュアルを使用した群は，再入院率を低
下させる効果があったと報告している。本研究で明らかに
なった着眼点を看護師やスタッフ間で共有することで，患者
へ共通の目的をもって退院支援に寄与できる退院前訪問とな
り得るのではないかと考える。 

太田 5）は，「医，衣，食，職，住，友・遊，その他」をベース
に退院前訪問で見るべき視点について述べている。嵯峨ら 6）

は，「退院前訪問指導事前課題チェックシート」を作成し，訪
問指導前に患者の課題を確認し，訪問目的を抽出し訪問指導
における観察項目を可視化していた。また，大門 7）は退院前
訪問チェックリストを作成し，「1.医療，2.生活，3.人間関係，
4.食事，5.お金，6.QOL」の 6 項目において退院前訪問前に患
者や家族からあらかじめ情報収集を行い，訪問時に観察視点
をピックアップしていた。これらのチェックリストと本研究
の結果を照らすと，共通項目が多くみられることから，本研
究で明らかになった着眼点の有用性が確認できた。また，本
研究ではそれらに加え，「想像する力」や「社会資源の活用」
における着眼点も抽出された。退院後の患者の生活において，
未来の事を考えて自ら生活をつくりだす力があるか，またそ
れらに社会資源の応援が必要であるかを見極め，退院前訪問
後に他職種と情報を共有することで，患者に最も適切な社会
資源の紹介や，患者が入院中に必要な看護ケアや指導を明ら
かにすることができると考える。 

インタビューの結果，看護師は退院前訪問時に病院での患
者の様子を想起し重ねることで，病院生活では発揮されてい
なかった患者本来の持てる力や個性を見出そうとしていた。
また，患者が暮らす自宅の状況から，現段階での ADL で自
宅での生活が可能か，どのような社会資源が必要であるかと
いった着眼点も有していた。退院前訪問の最大の特徴は，患
者の入院中に患家等を複数の医療スタッフで訪問可能なこと
である。そのため，退院前訪問が患者の病院内生活のみでは
見出せない，患者本来の持てる力や個性，特性を見出す機会
になり得る。それら退院前訪問時に得られた情報を，他職種
が互いの専門性に沿って共有し，患者本来の持てる力や個性・
特性が発揮されるような看護計画や栄養指導，作業療法等の
計画に反映し，病院内看護に還元されることが求められてい
ると考える。 

薄井 8）は，精神を病む人々について，「他人との関わりの中
で心が傷つき，他人を避けた方が安全だ，という学びをして
きた人々である（中略）そしてその癒しもまた，他人との良
い関わりを必要とする」と述べている。また，南郷 9）は認識
について，「私たち人間の認識は，本能が創ったモノではなく，
私たち人間の住んでいる社会の社会的認識が社会性をもって，
個々バラバラになろうとする私たちの認識の創造を常に社会
的にしようと努力しているからなのです」と述べている。患
者は社会の中で精神の病に陥ったが，回復のためにも社会の
中で他者との良い関わりが必要である。その社会の中で自分
を助けてくれる人がいる，関心を寄せてくれる人がいるとい
う体験を持ち，患者自身がそれらを自覚できるという事が大
切であると考える。退院前訪問では，自宅周辺へ患者自身と
共に医療者が伺うことのできる数少ないチャンスであり，病
院から自宅への退院，新たな施設や作業所等に入所あるいは
通所する患者にとって，シームレスな退院支援の一環となる
ことが求められている。退院前訪問後に訪問看護や保健師，
作業所等の関係の中で，情報を共有し互いに顔の見える関係
を築くことによって，患者が何か困った際に助けを求められ
る人的なつながりを構築するという事も退院前訪問における
大切な役割の 1 つであると考える。 

Ⅶ．結 論 

退院前訪問において，8 項目における着眼点が明らかと
なった。その着眼点を有して退院前訪問を行うことで，病院
内生活のみでは見出せない患者の特性や持てる力を退院前訪
問によって見出し，病院内看護に還元することによってシー
ムレスな退院支援に活かすことが可能となり得ること，入院
患者へ退院前訪問看護時や病院内看護において見通しを持ち
関わることが可能となり得ることが示唆された。 
本研究の限界と課題 

本研究は精神科病院 1 施設に従事する看護師 6 名という限
られた対象をもとに得られた結果であるため，本研究の結果
を一般化するには限界がある。今後はこの結果を実践に活用
した結果の検討を積み重ねていく必要がある。 
謝辞 

本研究に快くご協力いただいた病棟の患者様方，看護師の
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◇研究報告◇ 

救命救急センターに勤務する看護師が抱える疲労の要因 

牧野夏子1）* 

【目的】：救命救急センターに勤務する看護師が抱える疲労の実態とその要因を横断的に調査し明らかにする。 
【方法】：全国の救命救急センターに勤務する看護師を対象に個人属性，救急看護の志向，救急看護に関する職務内容に
対する疲労の認識，労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストから構成した自記式質問紙横断調査を実施した。 

【結果】：疲労の高低の比較では個人属性では「勤務体制」「月間の夜勤・当直回数」「月間の残業時間数」，救急看護の
志向，救急看護に関する職務内容に対する疲労の認識はいずれも疲労に差を認めた。対象全体では「勤務体制」「救急
看護へのやりがい」「患者や家族との関わり」が疲労の要因として関連があった。 

【結論】：救命救急センターに勤務する看護師の疲労軽減のためには救急独自の勤務体制の工夫や志向に合わせた人的
配置，教育体制の整備が必要と示唆された。 

【キーワード】疲労，看護師，救命救急センター 

Ⅰ．は じ め に 

看護師は変則勤務や多重業務により疲労が高いことが知ら
れている。患者の安全，安楽を守りながら職務を継続するた
めには，多方面から疲労の蓄積を防ぐ対策を講じることが必
要と考える。日本看護協会は，2013 年に夜勤・交代制勤務に
伴うリスクマネジメントに関する情報提供等を目的とした
「夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」1）を策定した。
策定にあたり，2008 年に「看護職の労働時間管理に関する緊
急調査」，「時間外労働，夜勤・交代制勤務緊急実態調査」，2010
年に「病院看護職の夜勤・交代制勤務等実態調査」2），2013 年
～2014 年に「看護師の夜勤・交代制勤務ガイドライン」の普
及等に関する実態調査 3）4）を行っている。近年では，看護職
の夜勤・交代制勤務の過重負担を防ぐために夜勤時間（回数）
の上限基準設定，勤務間インターバル規制，適正な看護師配
置人数等の夜勤負担軽減に向けた政策提言の資料となる調査
研究 5）を実施している。このことからも，看護師の職務環境
に関する体制づくりの重要性が確認できる。 

国内の看護師の疲労に関する研究について医学中央雑誌
WEB 版で「看護師」「疲労」をキーワードに原著論文で検索

したところ 905 件が該当し（2022 年 9 月 20 日最終検索），
1980 年代から研究 6）が報告されている。その後，1990 年代
は 38 件，2000 年代は 78 件，2010 年代は 416 件と増加傾向
にあり長年に渡り看護師の疲労には関心が高いことが伺える。
これらの文献の内容を概観すると，看護師の夜勤勤務に関す
る研究 7）8）が多く報告されている。これは夜勤時間帯の医療
事故の多さや夜間に働くことによる心身の不調等への影響か
ら改善策を模索していたためと推察される。夜勤勤務以外に
も看護師の労働環境は多忙で過密な就業状況で十分な休息が
とりにくい環境，複雑で緊張を伴う人間関係が存在する環境
が疲労に影響しているという指摘もある 9）。 

上記の研究について専門領域別に確認すると，精神科病棟
の看護師を対象とした研究 10）や手術室の看護師を対象とし
た研究 11）などが確認され，特殊な環境に伴う看護師の疲労の
蓄積が問題視されている。特に，救急看護領域の看護師を対
象とした研究は幾つか報告 12）13）がなされている。これは，救
急医療の場では通常体験するような仕事上のストレスに加え，
人の生死に関わる極限状況に対応することによりストレスフ
ルな状況にあることや患者の緊急度，重症度により判断力や
調整力など多岐に渡る能力が求められることから，看護師の

受付日：2022 年 10 月 12 日：2023 年 9 月 12 日 
1）札幌市立大学看護学部 
＊ E-mail：na.makino@scu.ac.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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疲労が蓄積されやすい状況が影響しているものと推察される。
しかし，当該領域の看護師の疲労に関する具体的な要因は一
施設や地域を限定した調査が多く実態の把握には課題がある。
そこで本研究では，全国の救命救急センターに勤務する看護
師を対象とし疲労の実態とその要因を明らかにすることを目
的に横断調査を実施した。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，救命救急センターに勤務する看護師が抱え
る疲労の実態とその要因について横断的に調査することである。

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン 
横断的実態調査研究デザイン 

２．研究対象 
日本救急医学会のホームページ「全国救命救急センター一

覧」に掲載されている救命救急センター266 施設（2013 年 9
月 1 日現在）に勤務する看護師 
３．調査方法 
１）調査期間 

2014 年 2 月～3 月 
２）調査方法 

対象施設の施設長に文書で研究の目的・趣旨を説明し，同
意の得られた施設の救命救急センターの研究協力者に研究対
象者宛の質問紙等を郵送した。質問紙の配布は救命救急セン
ターの研究協力者に依頼し，回収は同封した返信用封筒を用
いて厳封したうえで投函するよう依頼した。 
３）調査内容 

調査は先行研究 14）～16）を参考に独自に作成した自記式質問
紙を用いた。調査項目は個人属性，救急看護の志向，救急看
護に関する職務内容に対する疲労の認識，疲労の指標である
労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストとした。以下に
各項目について示す。 

（1）個人属性 
性別，看護師経験年数，救命救急センターの経験年数（以

下，救急看護経験年数），勤務体制，月間の夜勤・当直回数，
月間の残業時間数，年間の年休取得回数で構成した。 

（2）救急看護の志向 
救急看護への配属・異動希望，今後の職務継続希望，救急

看護へのやりがいの 3 項目から構成した。各項目について 5
件法（救急看護への配属・異動希望は「とても希望していた
（5 点）」～「まったく希望していなかった（1 点）」，今後の
職務継続希望は「とても希望する（5 点）」～「まったく希望
していない（1 点）」，救急看護へのやりがいは「とても感じ
る（5 点）」～「まったく感じていない（1 点）」）で回答を得
た。 

（3）救急看護に関する職務内容に対する疲労の認識 
救急看護に関する職務内容に対する疲労の認識として「患

者の重症度・緊急度」「患者の転帰や死」「軽症患者の不必要
な受診」「患者や家族との関わり」「同職種の医療者との関わ
り」「他職種の医療者との関わり」「同職種の医療者の教育」
「救急患者の搬送や受け入れ対応」の 8 項目から構成した。
各項目について疲労を感じるか5 件法（「とても感じる（5 点）」
～「まったく感じない（1 点）」）で回答を得た。なお，「救急
患者の搬送や受け入れ対応」は救急外来で患者の搬送や受け
入れを担当している看護師のみ回答するよう依頼した。 

（4）労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト 17）

このチェックリストは，厚生労働省のホームページで公表
されており，労働者の仕事による疲労蓄積を自覚症状と勤務
の状況から仕事による負担度点数表を用いて仕事による負担
度を総合判定するものである。既に信頼性と妥当性が確認さ
れており，仕事による負担度点数表は 0～1 点は「低い」，2～
3 点は「やや低い」，4～5 点は「高い」，6～7 点は「非常に高
い」と判定される。 

なお，質問紙は救命救急センターに勤務する看護師 2 名に
プレテストを実施し，質問内容の妥当性確保に努めた。 
４．分析方法 

対象全体の各項目について記述統計を行いデータを概観し
た。次に，疲労の高低による特徴を明らかにするために，対
象を労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの仕事によ
る負担度点数により，0～3 点を「低疲労群」，4～7 点を「高
疲労群」に分類した。疲労の高低と個人属性についてχ2 乗検
定を行い，期待値が 5 以下の場合には Fisher の正確確率検定
を用いて比較した。なおχ2 乗検定で関連を認めた場合の対応
数 3 変数以上の結果の解釈については Harberman の残差分
析（|r|＞2.57 ならば p＜.01，|r|＞1.96 ならば p＜.05）を実施し
た。疲労の高低と救急看護の志向，救急看護に関する職務内
容に対する疲労の認識の比較は正規性を認めなかったため
Mann-Whitney の U 検定を用いて分析した。最後に，対象全
体の仕事による負担度点数の素点を目的変数とし，各項目を
独立変数とした重回帰分析を行った（強制投入法）。重回帰分
析の際は，個人属性，救急看護の志向，救急看護に関する職
務内容に対する疲労の認識は推測統計の結果を考慮し 2 値変
数に数値化した。 

分析は IBM SPSS Statistics for Windows ver23.0 を使用し
た。すべての分析において有意水準を 5％とした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は札幌医科大学倫理委員会の承認を得て実施した
（承認日：2014 年 2 月 7 日）。対象施設と対象者には文書で
研究目的・趣旨，研究参加の自由意思，研究協力諾否と撤回
の自由，個人情報の保護の遵守，厳重なデータの取り扱い・
保管および廃棄方法，結果の公表方法等を説明した。なお研
究同意は質問紙の返送をもって得られたものとした。 
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Ⅴ．結 果 

全国の 50 施設の看護師から回答を得た。質問紙の配布数
は 2,670 部，回収数は 778 部（回収率 29.1％）であった。この
うち，労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの記載が
ない場合を無効とした有効回答数は 738 部（有効回答率
94.9％）となり，これらを分析対象とした。 
１．対象者の概要と疲労の高低の特徴 

対象者の概要を表 1 に示した。性別は，男性 106 名（14.4％），
女性 632 名（85.6％），平均看護師経験年数は 11.3±8.4 年，平
均救急看護経験年数は 5.9±5.3 年であった。看護師経験年数，
救急看護経験年数をベナーの技能習得レベルの区分を用いた
4 段階で分類したところ，熟練した看護師経験をもつ者が半
数以上を占めた。勤務体制では「二交代制・当直制」と回答
した者が 381 名（51.6％）と最も多く，「三交代制」294 名（39.8％）
と合わせると 90％以上が夜勤勤務に従事していた。月間の夜
勤・当直回数は「6～10 回」が 365 名（49.5％）ともっとも多
く，次いで「1～5 回」185 名（25.1％）であった。月間の残業
時間数は「1～10 時間」が 469 名（63.6％），年間の年休取得
回数は「1～5 回」が 386 名（52.3％）と多かった。 

対象全体の労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリストの
仕事による負担度点数の平均値は 4.1±2.1 点，「高疲労群」は
461 名（62.5％），「低疲労群」は 277 名（37.5％）であった。
「高疲労群」「低疲労群」と個人属性の比較について表 2 に示

表 1 対象者の概要 

表 2 「高疲労群」「低疲労群」と個人属性 
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した。看護師経験年数，救急看護経験年数は中央値が 10.0，
4.1 であったため，看護師経験年数は 10 年，救急看護経験年
数は 5 年を区切りとし 2 群に分類した。結果，勤務体制（p
＜.01），月間の夜勤・当直回数（p＜.01），月間の残業時間数
（p＜.01）において関連を認めた。残差分析の結果では，勤務
体制は「高疲労群」で「三交代制」を選択するものが有意に
多く，「低疲労群」で「三交代制」を選択するものが有意に少
なかった。月間の夜勤・当直回数は「高疲労群」で「6～10 回」
「11～15 回」を選択するものが有意に多く，「0 回」「1～5 回」
を選択するものが有意に少なかった。「低疲労群」では「0 回」
「1～5 回」を選択するものが有意に多く，「6～10 回」「11～
15 回」を選択するものが有意に少なかった。月間の残業時間
数は「高疲労群」で「11～20 時間」「31 時間以上」を選択す
るものが有意に多く，「0 時間」「1～10 時間」を選択するもの
は有意に少なかった。「低疲労群」では「0 時間」「1～10 時間」
を選択するものが有意に多く，「11～20 時間」「31 時間以上」
を選択するものが有意に少なかった。 

対象全体および「高疲労群」「低疲労群」の救急看護の志向
について表 3 に示した。救急看護への配属・異動希望（p＜.01），
今後の職務継続希望（p＜.01），救急看護へのやりがい（p＜.01）
のいずれの項目も「高疲労群」より「低疲労群」で有意に高
値であった。 

対象全体および「高疲労群」「低疲労群」の救急看護に関す
る職務内容に対する疲労の認識について表 4 に示した。「患
者の重症度・緊急度（p＜.01）」「患者の転帰や死（p＜.01）」
「軽症患者の不必要な受診（p＜.01）」「患者や家族との関わ
り（p＜.01）」「同職種の医療者との関わり（p＜.01）」「他職種
の医療者との関わり（p＜.01）」「同職種の医療者の教育（p
＜.01）」「救急患者の搬送や受け入れ対応（p＜.01）」のいずれ
の項目も「高疲労群」より「低疲労群」で有意に低値であっ
た。 

2．疲労に関連する下位項目の特徴 
疲労に関連する下位項目の特徴を明らかにするために，対

象全体の仕事による負担度点数の素点を目的変数とし，各項
目を独立変数とした強制投入法による重回帰分析を行った。
看護師経験年数，救急看護経験年数以外の独立変数は疲労の
高低の特徴で示された結果を考慮し以下のように 2 値変数に
変換した。勤務体制は「日勤のみ」「夜勤あり」，月間の夜勤・
当直回数は「10 回以下」「11 回以上」，月間の残業時間数は
「10 時間以内」「11 時間以上」，年間の年休取得回数は有意な
差はなかったため本邦の厚生労働省から取得努力義務として
示されている 5 日を区切りとし「5 日以内」「6 日以上」に設
定した。 

救急看護の志向は，救急看護の志向による要因は救急看護
への配属・異動希望は「とても希望していた」「やや希望して
いた」を「希望あり」，「どちらともいえない」「あまり希望し
ていなかった」「まったく希望していなかった」を「希望なし」
に，今後の職務継続希望は，「とても希望する」「やや希望す
る」を「希望あり」，「どちらともいえない」「あまり希望しな
い」「まったく希望していない」を「希望なし」に，救急看護
へのやりがいは「とても感じる」「やや感じる」を「やりがい
あり」，「どちらともいえない」「あまり感じていない」「まっ
たく感じていない」を「やりがいなし」に設定した。なお，
「どちらともいえない」は，志向していないと判断し分類し
た。 

救急看護に関する職務内容に対する疲労の認識は，各項目
の「とても感じる」「やや感じる」を「疲労を感じる」，「どち
らともいえない」「あまり感じていない」「まったく感じてい
ない」を「疲労を感じていない」に設定した。なお，「どちら
ともいえない」は，職務内容による明確な疲労の特徴を明ら
かにするため，「疲労を感じていない」として判断し分類した。

表 3 対象全体および「高疲労群」「低疲労群」と救急看護の志向 

表 4 対象全体および「高疲労群」「低疲労群」と救急看護に関する職務内容 
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その結果，勤務体制（標準化偏回帰係数（β）=.191，p＜.01），
救急看護へのやりがい（（β）=－.204，p＜.01），救急看護に
関する職務内容に対する疲労の認識の「患者や家族との関わ
り（（β）=.151），p=.010）が疲労と有意な関連を示した（調
整済み決定係数 0.176，ダービン・ワトソン比 1.884）。 

Ⅵ．考 察 

１．対象者の概要 
対象者は平均看護師経験年数，平均救急看護経験年数が 5

年以上であり，ベナーの技術習得レベルの区分からも豊富な
経験を有する看護師が多い集団であった。一方，看護師経験
1 年目が 71 名（9.1％）であり救命救急センターへの新卒での
配属が一定数は存在することが伺えた。 

勤務体制は多くの看護師が夜勤・交代制勤務を行っていた。
日本看護協会 18）は看護師の月間夜勤回数について三交代制
で 8 回以下を目標に掲げている。対象者は月間の夜勤・当直
回数が 10 回以上の者は 16.0％であり対象の 4 分の 1 は目標
回数を上回って夜勤勤務を行っていた。これは，「夜勤・交代
制勤務に関するガイドライン」においても，集中治療室は夜
勤回数が多いことを報告しており同様の結果であった。この
背景として，診療報酬算定要件の施設基準に沿って昼夜一定
の患者対看護師比率を維持しなくてはならないため，必然的
に夜勤を担う看護師配置数が必要となることが要因と考える。
月間の残業時間は労働基準法では時間外労働の上限は月 45
時間としているが 66.7％の対象者が 10 時間以下と回答した。
月間の残業時間は 20～30 時間の段階で疲労の自覚症状が出
現する報告 19）がある。対象者の残業時間が 20 時間を越える
者が 10％程度と少なかった理由として，救命救急センターは
救急外来，集中治療部門で構成されていることが多く，救急
外来の場合には搬入患者の対応等は時間で交代することが可
能であること，集中治療部門は診療報酬の特定集中治療室管
理料のため看護師配置基準が制定されている背景により看護
師一人が担当する患者数が少ないことが影響していると推察
される。つまり，救命救急センターに勤務する看護師は，夜
勤数は多いが残業は少ない傾向にある特徴がみられた。しか
し，本調査では具体的な職務環境について質問していないた
め，救命救急センターの部署による相違があるか否かを考察
することは今後の課題である。 

年間の年休取得回数は調査時の 2014 年においても 6 回以
上取得している者が 40％近くいたことは，他の病棟と比較し
特定入院料算定により部門への配属人数が多いことから年休
を取得しやすい環境であったと推察する。 
２．救命救急センターに勤務する看護師が抱える疲労の特徴 

対象者の疲労の高低の特徴を明らかにするために，「高疲労
群」「低疲労群」の 2 群に区分し疲労との関連について調査し
た。その結果，個人属性では勤務体制，月間の夜勤・当直回
数，月間の残業時間数で有意差を認めた。以下にその特徴に
ついて考察する。 

「高疲労群」は「三交代制」，月間の夜勤・当直回数が「11
～15 回」，月間の残業時間数が「11～20 時間」「31 時間以上」
と回答した者が有意に多かった。勤務体制の「三交代制」に
ついては，どのような勤務体制が看護師にとって望ましいか
議論がなされてきた。現在も，三交代制，二交代制，変則交
代など様々な方法がなされている。日本看護協会の 2008 年
の時間外勤務，夜勤・交代制勤務緊急実態調査 20）では日勤の
終了後，数時間後に深夜勤務に就くシフト編成をとる病院が
6 割であったことを報告している。本調査時は，2012 年診療
報酬改定により夜間看護体制について「勤務終了時刻と勤務
開始時刻の間が 11 時間以上」が評価項目と設定された後で
あり，前述したシフト編成は改善されていたことが期待され
るが，三交代は勤務間隔が短いことからも疲労が蓄積しやす
いことが示唆された。 

月間の夜勤・当直回数について「高疲労群」は前述した日
本看護協会の月間夜勤回数 8 回以下 21）を上回る結果であっ
た。月間の夜勤時間は 72 時間を越えると健康，生活への悪影
響を与えることが明らかとなっている 22）。本調査では夜勤時
間について詳細な情報を得ていないが，三交代制の 8 時間勤
務の夜勤と想定しても月間の夜勤時間は 72 時間を上回るこ
とから，夜勤回数，時間減に向けた対策が求められる。「夜勤・
交代制勤務に関するガイドライン」では，人事労務管理のポ
イントとして看護師数の戦略的な見直しやリリーフ体制の整
備を掲げており，救命救急センターに勤務する看護師はリ
リーフの主力となると述べられている。しかし，救命救急セ
ンターからのリリーフ要請は救急外来での重症患者の搬入の
対応や，集中治療部門での重篤患者のケア，人工呼吸器など
の ME 機器の操作などの難しさがあり容易ではないと考える。
看護師の夜勤・交代制勤務による疲労の対策として夜勤前・
夜勤中の仮眠 23）が効果的だと報告されており，夜勤中の仮眠
環境の確保や，搬入数に応じた救命救急センター内でのフレ
キシブルな勤務体制など，救命救急センターに勤務する看護
師独自の対策が必要と考える。 

月間の残業時間は 11 時間以上で「高疲労群」が優位に高値
を示す結果であり，残業時間の超過は疲労に影響することが
明らかとなった。久保 24）は勤務間インターバル制度を参考に
勤務間隔と疲労回復について調査を行っている。結果，勤務
間インターバルを確保しても残業が生じることによってイン
ターバル時間が確保できず疲労が回復できないと指摘してい
る。つまり，残業は組織が交替制勤務の夜勤への対策を講じ
ていても障壁となる要因である。本調査では対象者のシフト
や勤務間隔については調査していないが月間の残業時間 10
時間のラインで疲労の高低の訴えが異なっていた。そのため，
管理者は残業時間 10 時間を目安とし，残業時間をマネジメ
ントしつつ，残業時間を減少できる取り組みとして人員確保，
早出・遅出のシフトの工夫，夜勤専従看護師の配置など施設
に合った取り組みを行うことが期待される。 

次に，救急看護の志向についてその特徴を考察する。救急
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看護の志向はいずれの項目も「高疲労群」「低疲労群」で優位
な差を認めた。先行研究では救急看護へのやりがいは疲労の
軽減に関係する 25）ことが報告されている。本研究においても
「高疲労群」と比較して「低疲労群」が救急看護へのやりが
いを感じていたことから，やりがいは疲労軽減への重要な要
因であることが再確認された。やりがいとは看護実践におい
て価値を見いだすことで獲得できる，看護の専門性を追求し
たいと思える原動力である。救急看護師は救急特有の対応が
できたときにやりがいを感じること 26）が報告されており，
日々の看護実践のなかで看護師が自らの看護実践を振り返り，
次への原動力へと繋げることかできるような支援が必要であ
る。一方，配属希望と疲労の関連は先行研究 27）とは異なり，
「高疲労群」と比較して「低疲労群」が配属・異動希望や今
後の職務継続希望があった。先行研究では，救急看護師の職
務への適合の重要性や専門性を重視することが職務継続に影
響することが報告されている 28）。このことから，看護師自身
の志向を考慮した人的配置の必要性や個々の看護師のキャリ
アビジョンを踏まえた支援が必要と考える。 

続いて，救急看護に関する職務内容に対する疲労の認識に
ついてその特徴を考察する。救急看護に関する職務内容に対
する疲労の認識はいずれの項目も「高疲労群」が優位に高値
を示していた。特に「高疲労群」の平均値を確認すると，「患
者の重症度・緊急度」や「軽症患者の不必要な受診」が高値
であった。「患者の重症度・緊急度」が高かった理由として，
患者の重症度や緊急度に対応することは心理的負担が大きい
こと，患者の急変や死などに対してリアリティショックを感
じることが推察される。明神ら 29）はクリティカルケア領域に
勤務する卒後 2 年目初期の看護師の認識について，重症な患
者の全体像が把握しきれず，自分の臨床判断や看護介入が患
者に適していたのか不確かなままケアをしていると報告して
いる。本調査では対象者の背景から一定数の新人看護師が含
まれていたことから，慣れない環境下で重症患者のケアを行
うことは心身の負担が大きく疲労に繋がった可能性がある。
今後，経験年数による疲労の相違と対策について調査を進め
ることが課題である。「軽症患者の不必要な受診」が高かった
理由として，軽症患者の救急車利用などの社会的背景が影響
している可能性がある。本研究の対象者のなかには，救急外
来に勤務している者もおり複数患者のトリアージや優先順位
の決定などマネジメントを行っていることが推察される。重
症患者と軽症患者を同時に看つつも円滑な診療の補助が求め
られ，多重課題への対応や各部署との調整が必要とされるこ
とから不必要な受診に伴う弊害について実感していたのでは
ないかと推察される。解決策として患者への啓発活動や不必
要な受診に関する実態の解明が求められる。 

最後に，疲労に規定する下位項目を明らかにするために重
回帰分析を行った。その結果，勤務体制，救急看護へのやり
がい，「患者や家族との関わり」に有意差を認めた。以下にそ
の特徴について考察する。 

勤務体制は「夜勤あり」の者は疲労が高く，夜勤勤務の有
無が影響していることが明らかとなった。これは前述したよ
うに，夜勤そのものの身体への影響に加えて，夜勤間の時間
確保ができず疲労が回復できないことが影響していると考え
られ，救命救急センターに勤務する看護師独自の対策が必要
と考える。特に救命救急センターに勤務する看護師は，夜勤
勤務に対応するために一定に業務を覚え実践する能力が求め
られると推察される。そのため夜勤勤務が可能な人材を育て
ることも必要と考える。 

救急看護へのやりがいは，「やりがいなし」の者は疲労が高
く，前述した通り看護師自身がやりがいを実感できるような
働きかけが必要と考える。看護師がやりがいの獲得には内省
し自ら得られるものと外的評価による承認がある。そのため
管理職は個々の看護師のキャリアデザインを踏まえつつ多様
な働き方の提案とやりがいが得られるような支援が必要と考
える。 

患者や家族との関わりは，救急患者は身元不明の場合や，
搬入時心肺停止などの臨終時の関わり，代理意思決定支援等
が即時的に求められ困難を感じる看護師も多い 30）。救急患者
と家族との関わりは多岐に渡る知識と技術の蓄積が必要とさ
れ，学会から策定されている終末期看護プラクティスガイド 31）

の活用や，倫理的な課題に関するリソースナースの活用，実
践の内省を促すことを通して成長を実感できる関わりが効果
的ではないかと考える。 
３．本研究の限界 

本研究は回答率が低く調査の精度には限界がある。また疲
労の要因は調査項目以外の内容が疲労に影響している可能性
は否定できない。更に，今回の結果は調査時期当初のもので
あり，調査後に流行した COVID-19 の影響や昨今の働き方改
革等による効果，影響について検討できていない。しかし，
横断的に調査することで救命救急センターに勤務する看護師
の疲労の実態が明らかとなり対策を講じる基礎資料となり得
ることが強みと考える。 

本調査は対象全体の疲労の特徴について検討したことから，
救命救急センターの施設特徴や対象者個人の経験年数等の個
別的な分析は今後の課題である。 

Ⅶ．結 論 

１．救命救急センターに勤務する看護師が抱える疲労の要因
について調査し，「高疲労群」「低疲労群」の比較では，勤
務体制，月間の夜勤・当直回数，月間の残業時間数，救急
看護の志向，救急看護に関する職務内容に対する疲労の認
識において有意差を認めた。 

２．救命救急センターに勤務する看護師の抱える疲労に関連
していたのは，夜勤勤務体制，救急看護へのやりがいの有
無，「患者や家族との関わり」であった。 
本研究は科学研究費補助金（若手研究B：課題番号24792441）

の助成を受けて実施した研究の一部である。本論文の内容の
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◇研究報告◇ 

訪問看護事業所と介護保険施設における利用者・ 
家族から受ける暴力・ハラスメントの実態調査 

― A 県内の管理者の調査結果を分析して ― 

三木明子1）*，手嶌大喜1），仲村亜依子2）

Ⅰ．はじめに：看護職が受ける暴力・ハラスメントの影響は甚大であるが，訪問看護事業所や介護保険施設の利用者・
家族からの暴力・ハラスメントの実態はあまり検討されていない。 
Ⅱ．目的：訪問看護事業所と介護保険施設における利用者・家族から受ける暴力・ハラスメントの実態を明らかにする。 
Ⅲ．方法：A 県内の訪問看護事業所 661 施設，介護保険施設 224 施設の管理者 885 人を対象に，無記名自記式質問紙調
査を実施した。 
Ⅳ．結果：各施設の管理者 362 人から質問紙を回収した（回収率 40.9％）。利用者からの身体的暴力の経験率は介護保
険施設において有意に高かった（p<0.001）。「報告ルート等について周知している」などの対策実施率は訪問看護事業
所が有意に高かった（p<0.05）。 
Ⅳ．考察・結論：利用者や家族から受ける暴力・ハラスメントの経験率，対策実施率に差がみられ，介護保険施設での
対策実施率が低い傾向にあった。今後さらなる暴力・ハラスメント対策の推進が求められる。 

【キーワード】暴力・ハラスメント，訪問看護事業所，介護保険施設，管理者，実態調査 

Ⅰ．は じ め に 

平成 30 年版過労死等防止対策白書 1）によると，看護職が
精神障害となる事案の割合が高いことが示されており，これ
らの事案においては，患者から暴力を受けたことが精神障害
と関連しているものが一定数存在することが明らかとなった。
この結果を受けて，全国の管理者を対象に看護職等が受ける
暴力・ハラスメントに対する実態調査と対応策検討に向けた
研究 2）が実施され，労災の適用が 1 件以上の施設は 185 施設
（22.4％），暴力が原因で休職した看護職等の人数が 1 人以上
の施設は 46 施設（5.6％），暴力が原因で離職した看護職等の
人数が 1 人以上の施設は 32 施設（3.9％）であったことが報
告された。このように看護職が受ける患者や家族からの暴力・
ハラスメントの影響は甚大であり，病院における暴力・ハラ
スメントの対策の実施は急務である。 

一方，在宅現場における暴力・ハラスメントに関する全国
調査 3）の結果では，過去 1 年間における訪問看護師の利用者
や家族からの暴力被害は，精神的暴力が最も多く 36.1％であ

り，セクシュアルハラスメント 31.7％，身体的暴力 28.8％の
順であった。また，訪問看護師が身体的暴力を受けたことが
あると回答した訪問看護師は 33.3％であったとの報告 4）や，
利用者と家族から何らかの暴力を受けた経験があると回答し
た訪問看護師は 50.3％であったとの報告 5）がある。これらの
研究はいずれもこれまでの全業務期間の中での経験率を示し
ており，過去 1 年間の経験率と単純に比較することはできな
いが，利用者と家族から暴力・ハラスメントを受けている実
態は明らかとなっている。また，暴力防止マニュアルがある
と回答したのは 30.5％6）と低く，訪問先で暴力が発生しても
十分に対応できる体制ではないことが示されている。 

介護現場における全国調査 7）では，65 の介護老人福祉施設
において，過去 1 年間の利用者や家族からのハラスメント（身
体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメント）の発生
を把握していると回答したのは 46.2％で，介護現場で取り組
みを行う上での課題として，「ハラスメントかどうかの判断が
難しい」が最も多かった。 

新型コロナウイルスパンデミックにより，世界中の医療従
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事者が感染症だけでなく，暴力，スティグマ，心理的苦悩に
直面しており，2020 年 9 月に世界医師会が暴力と健康に関す
る声明を出し 8），WHO は世界患者安全の日に医療従事者の
安全は患者の安全のための優先事項であるとテーマを掲げた 9）。
このような世界的な動向と同様に，日本でも新型コロナウイ
ルス感染症の流行に伴い，訪問看護事業所や介護保険施設の
職員に対する差別，人権侵害の問題が発生している。訪問看
護師が受けるコロナハラスメントの実態については，行為者
は利用者や家族に加え，地域住民や事業所内の職員も含み，
事業所への要望も示されている 10）が，それ以外にほとんど報
告はなくコロナハラスメントの実態は明らかとなっていない。 

以上より，訪問看護事業所や介護保険施設において暴力・
ハラスメントに関する全国調査 11）12）は行われているが，都道
府県ごとの暴力・ハラスメントの発生状況の詳細はわかって
おらず，コロナハラスメントを含めて，より詳細な実態を検
討する必要がある。また，これまで暴力・ハラスメントの研
究が少ない訪問看護事業所や介護保険施設において，暴力・
ハラスメントの発生状況や具体的な対策の実施状況を把握し，
施設の特徴に応じた対策実施を推進していくための示唆を得
たいと考えた。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，A 県内の訪問看護事業所と介護施設の管理者を
対象に調査を実施し，暴力・ハラスメントに関する実態を明
らかにすることを目的とした。 

Ⅲ．方 法 

１．研究対象者 
2021 年 3 月，A 県内の訪問看護事業所 661 施設，A 県看護

協会会員施設である介護保険施設 224 施設の管理者 885 人を
対象とした。 
２．データ収集方法 

無記名自記式質問紙調査を実施した。各施設に郵送法にて
質問紙を配布後，2 週間で回収した。返信用封筒を同封し，
回答者に個別で返送を依頼した。 
３．調査内容 

本研究では，暴力・ハラスメントについて，訪問看護師が
利用者・家族から受ける暴力に関する調査 13）を参考に，身体
的暴力，精神的暴力，セクシュアルハラスメントに分類して
調査項目を作成し，先行研究 14）で指摘されているコロナハラ
スメントについても調査項目に追加した。また，管理者の暴
力・ハラスメントに対する考え方，暴力・ハラスメントの経
験，暴力・ハラスメントの対策についても，訪問看護師が利
用者・家族から受ける暴力に関する調査 15）を参考に調査項目
を作成した。 

基本属性は，年代（20 代，30 代，40 代，50 代，60 代），性
別（男性，女性），雇用形態（常勤，非常勤），実務経験年数，
管理者経験年数，施設内職員の常勤人数，非常勤人数を尋ねた。

管理者の暴力・ハラスメントに対する考え方は，「病気や介
護でつらい状況にある人を理解し多少の暴力・ハラスメント
は我慢すべきだ」などの 7 項目について，全くそうである，
そうである，違う，全く違う，の 4 段階で測定した。 

過去 2 年間（2019 年 1 月～2020 年 12 月まで）における暴
力・ハラスメントの経験については，利用者からの身体的暴
力，精神的暴力，セクシュアルハラスメント，コロナハラス
メントの 4 項目，家族からの身体的暴力，精神的暴力，セク
シュアルハラスメント，コロナハラスメントの 4 項目の有無
を尋ねた。 

暴力・ハラスメント発生後の職員の状況については，勤務
継続した，医療機関を受診した，休職した，退職した，警察
に届け出た，の 5 項目の有無を尋ね，その他の場合は自由記
述で回答を求めた。 

管理者の暴力・ハラスメントの対策に関する考え方は，「施
設で暴力・ハラスメントの対策を行う必要があると思う」な
どの 3 項目について，全くそうである，そうである，そうで
ない，全くそうでない，の 4 段階で測定した。 

暴力・ハラスメントの対策については，「すべての職員が暴
力・ハラスメントの対応に関する研修を受けている」などの
16 項目の実施の有無を尋ねた。 
４．分析方法 

基本属性の記述統計，各項目の記述統計を算出し，訪問看
護事業所と介護保険施設において，訪問サービスと入所型
サービス間で，暴力・ハラスメントの発生状況や対策に違い
があるかを検討するため各項目の比較を行った。過去 2 年間
における暴力・ハラスメントの経験率，暴力・ハラスメント
の対策実施率について，Fisher の正確確率検定を用いて検討
した。統計学的分析においては，欠損値を除外し分析した。
データの分析には，R ver4.1.3 を用い，統計的有意水準は 5％
とした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究対象者に，目的，質問紙は無記名であること，自由意
思での研究参加であること，研究に不参加でも就業の支障や
不利益がないこと等を文書にて説明し，研究参加の同意欄に
チェックがある質問紙を分析した。なお，本研究について A
県看護協会社会経済福祉委員長の所属施設の倫理委員会で承
認を受けた後，研究を実施した。 

Ⅴ．結 果 

１．対象者の属性 
A 県内の 292 訪問看護事業所，70 介護保険施設の管理者

362 人から質問紙を回収した。回収率は 40.9％（有効回答率
100％）で，訪問看護事業所は 44.2％，介護保険施設は 31.3％
であった。 

対象者の属性を表 1 に示した。年代は 50 代が最も多く（訪
問看護事業所：41.4％，介護保険施設：40.0％），次いで訪問
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看護事業所は 40 代，30 代，介護保険施設は 60 代，40 代の順
であった。性別は，訪問看護事業所は男性 11.0％，女性 86.0％，
介護保険施設は男性 20.0％，女性 80.0％であった。雇用形態
は常勤が訪問看護事業所 84.6％，介護保険施設 80.0％であっ
た。介護保険施設のほうが管理者の実務経験年数が平均 10.31
年と長く，また，管理者経験年数が平均 8.33 年と長かった。
訪問看護事業所での常勤人数は平均 5.03 人，非常勤人数は平
均 2.88 人で，介護保険施設はそれぞれ平均 8.41 人，2.85 人で
あった。（表 1） 
２．管理者の暴力・ハラスメントに対する考え方 

管理者の暴力・ハラスメントに対する考え方は，「病気や介
護でつらい状況にある人を理解し多少の暴力・ハラスメント
は我慢すべきだ」について，全く違うと回答したのは訪問看
護事業所で 40.8％，介護保険施設で 41.4％であった。「暴力・
ハラスメントがある利用者・家族の思いや行動の意味をもっ
と理解すべきである」について，全くそうであると回答した
のは訪問看護事業所で 18.8％，介護保険施設で 25.7％であっ
た。「精神疾患・認知症患者の暴力・ハラスメントは病気が原
因なので暴力・ハラスメントではない」について，全く違う
と回答したのは訪問看護事業所で 23.6％，介護保険施設で
18.6％であった。「何度も繰り返される暴力・ハラスメントは
防ぎようがない」について，全く違うと回答したのは訪問看
護事業所で 32.2％，介護保険施設で 24.3％であった。「暴力・
ハラスメントを受ける職員にも問題がある」について，全く
違うと回答したのは訪問看護事業所で 21.6％，介護保険施設
で 11.4％であった。「職員の関わり方がうまければ暴力・ハラ
スメントの行為は発生しない」について，全く違うと回答し
たのは訪問看護事業所で 24.7％，介護保険施設で 15.7％で
あった。「暴力・ハラスメントを受けることは仕事の一部であ
る」について，全く違うと回答したのは訪問看護事業所で
63.4％，介護保険施設で 54.3％であった。（表 2） 
３．過去 2 年間における暴力・ハラスメントの経験率の比較 

過去 2 年間における暴力・ハラスメントの経験率を Fisher
の正確確率検定を用いて比較した結果，利用者からの身体的
暴力の経験率は訪問看護事業所に比べて介護保険施設におい
て有意に高かった。一方，利用者からのコロナハラスメント
の経験率は介護保険施設に比べて訪問看護事業所において有
意に高かった。その他の暴力・ハラスメントについては，両
施設で統計学的に有意な差を認めなかったが，訪問看護事業
所は介護保険施設に比べて，家族からの身体的暴力，家族か
らのセクシュアルハラスメント，家族からのコロナハラスメ
ントの経験率が高かった。一方，介護保険施設は訪問看護事
業所に比べて，利用者からの精神的暴力，利用者からのセク
シュアルハラスメント，家族からの精神的暴力の経験率が高
かった。（表 3） 
４．暴力・ハラスメント発生後の職員の状況について 

暴力・ハラスメント発生後の職員の状況で最も回答が多
かったのは，訪問看護事業所・介護保険施設共に「勤務継続

した」であり，訪問看護事業所が 102 件と多かった。また，
「退職した」「警察に届け出た」は訪問看護事業所が 7 件，6
件と多かったが，「医療機関を受診した」は介護保険施設が 7
件と多かった。その他の内容については「担当者の変更など
の調整を行った」が最も多く 10 件，「施設内で情報共有や対
策の検討を行った」「上司に相談した」などの回答があった。
（図 1） 
５．管理者の暴力・ハラスメントの対策に関する考え方 

管理者の暴力・ハラスメントの対策に関する考え方は，「施
設で暴力・ハラスメントの対策を行う必要があると思う」に
ついて，全くそうであると回答したのは訪問看護事業所で
57.5％，介護保険施設で 52.9％，そうであると回答したのは訪
問看護事業所で 37.3％，介護保険施設で 42.9％であった。「施
設で暴力・ハラスメントの対策を行う上で相談できる人がい
る」について，全くそうであると回答したのは訪問看護事業
所で 43.2％，介護保険施設で 41.4％，そうであると回答した
のは訪問看護事業所で 44.9％，介護保険施設で 45.7％であっ
た。「暴力・ハラスメントの対策を具体的にどうしたら良いか
わからない」について，全くそうであると回答したのは訪問
看護事業所で 12.0％，介護保険施設で 7.1％，そうであると回
答したのは訪問看護事業所で 39.7％，介護保険施設で 35.7％
であった。 
６．暴力・ハラスメントの対策実施率の比較 

暴力・ハラスメントの対策実施率を Fisher の正確確率検定
を用いて比較した結果，「すべての職員に暴力・ハラスメント
の報告ルート等について周知している」の対策の実施率は介
護保険施設に比べて訪問看護事業所において有意に高かった。 

表 1 対象者の属性 
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表 2 管理者の暴力・ハラスメントに対する考え方 
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表 3 過去 2 年間における暴力・ハラスメントの経験率の比較 
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図 1 暴力・ハラスメント発生後の職員の状況 
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「暴力・ハラスメントによる解約について契約書に明記して
いる」「暴力・ハラスメントの被害を受けた職員に対して管理
者が面談する体制がある」「暴力・ハラスメントのケースにつ
いて他施設と情報共有する体制がある」のいずれの対策の実
施率も介護保険施設に比べて訪問看護事業所において有意に
高かった。 

その他の暴力・ハラスメント対策については，両施設で統
計学的に有意な差を認めなかったが，訪問看護事業所は介護
保険施設に比べて，「すべての職員に暴力・ハラスメントに関
する施設の対策について説明している」「暴力・ハラスメント
発生時の対応について契約書に明記している」「暴力・ハラス
メントの行為のあった当事者に迅速に対応策を検討する体制
がある」「暴力・ハラスメントの被害を受けた職員に対して必
要なケアを提供する体制がある」の対策の実施率が高かった。
一方，介護保険施設は訪問看護事業所に比べて，「すべての職
員が暴力・ハラスメントの対応に関する研修を受けている」
「利用者・家族に満足度調査を行い暴力・ハラスメントの発
生防止に努めている」「利用者・家族の様々な状況から暴力・
ハラスメントのリスクを施設内で検討する体制がある」「暴
力・ハラスメントの対応の訓練を受けた職員から支援を受け
られる体制がある」「暴力・ハラスメントの発生リスクが高い
場合，複数で対応を行う」「暴力・ハラスメントの対応に関す
るマニュアルを作成している」「暴力・ハラスメントの対応に
ついて弁護士のアドバイスを受ける体制がある」の対策の実
施率が高かった。 

訪問看護事業所において，暴力・ハラスメント対策で最も
実施率が高かったのは，「暴力・ハラスメントの被害を受けた
職員に対して管理者が面談する体制がある」で，235 施設
（84.8％）が実施していた。次いで，「暴力・ハラスメントの
発生リスクが高い場合，複数で対応を行う」が 229 施設
（83.3％），「暴力・ハラスメントの行為のあった当事者に迅速
に対応策を検討する体制がある」が 191 施設（69.5％）であっ
た。一方で，実施率が低かったのは，「暴力・ハラスメントの
対応の訓練を受けた職員から支援を受けられる体制がある」
が 64 施設（23.8％），「すべての職員が暴力・ハラスメントの
対応に関する研修を受けている」が 90 施設（33.0％），「暴力・
ハラスメントの対応に関するマニュアルを作成している」が
105 施設（38.0％）であった。 

介護保険施設において，暴力・ハラスメント対策で最も実
施率が高かったのは，「暴力・ハラスメントの発生リスクが高
い場合，複数で対応を行う」で 59 施設（84.3％）であった。
次いで「暴力・ハラスメントの被害を受けた職員に対して管
理者が面談する体制がある」が 50 施設（71.4％），「利用者・
家族の様々な状況から暴力・ハラスメントのリスクを施設内
で検討する体制がある」と「暴力・ハラスメントのケースを
振り返り自施設内で再発防止を検討する体制がある」は各 44
施設（62.9％）であった。一方で，実施率が低かったのは，「暴
力・ハラスメントの対応の訓練を受けた職員から支援を受け

られる体制がある」が 18 施設（25.7％），「暴力・ハラスメン
トのケースについて他施設と情報共有する体制がある」が 21
施設（30.0％），「すべての職員が暴力・ハラスメントの対応に関
する研修を受けている」が 24 施設（34.3％）であった。（表 4）

Ⅵ．考 察 

１．管理者の暴力・ハラスメントと対策に対する認識 
本研究は A 県内の全訪問看護事業所と全介護保険施設の

管理者を対象とし，全体で回収率は 40.9％であった。全国の
訪問看護・訪問介護事業所の管理者を対象とした暴力・ハラ
スメントの全国調査の回収率は，訪問看護事業所が 36.3％16），
介護現場が 21.6％17）であり，これらと比較し，本研究の回収
率は高かった。 

訪問看護管理者の暴力・ハラスメントに対する考え方は，
「利用者・家族の思いや行動の意味をもっと理解すべきであ
る」について，全くそうであると回答したのは，本研究では
18.8％，全国調査 23.2％18），「職員の関わり方が上手ければ暴
力・ハラスメントの行為は発生しない」について，全く違う
と回答したのは 24.7％，全国調査 24.2％19）であり，これらの
認識については，本研究の訪問看護管理者のほうが，全国調
査 20）に比べて暴力・ハラスメントを容認しない傾向が示され
た。一方で，「多少の暴力・ハラスメントは我慢すべきだ」につ
いて，全く違うと回答したのは 40.8％で，全国調査の 45.5％21）

と比較すると低かった。また，「病気が原因なのは暴力・ハラ
スメントではない」に全く違うと回答したのは，本研究では
23.6％，全国調査 24.5％22），「暴力・ハラスメントは防ぎよう
がない」に全く違うと回答したのは，本研究では 32.2％，全
国調査 36.6％23），「職員にも問題がある」に全く違うと回答し
たのは，本研究では 21.6％，全国調査 29.3％24），「仕事の一部
である」に全く違うと回答したのは，本研究では 63.4％，全
国調査 73.2％25）であった。これらのことから，全国調査 26）と
比較し，本研究の訪問看護管理者は暴力・ハラスメントを問
題と捉える認識がやや低い傾向が示された。管理者は被害を
受けた職員を責めることなく，安心・安全を守るための職場
風土を醸成していく役割がある。そのため，今後は A 県の訪
問看護事業所と介護保険施設の管理者が一堂に会して，暴力・
ハラスメントへの認識を高めるための管理者研修の場が必要
と考えられた。 

次に，訪問看護事業所と介護保険施設の管理者の認識の比
較については，両事業所の管理者とも同じような認識を示し
た。少し開きがあった項目をみると，「暴力・ハラスメントの
行為者に対しても対象理解をするべき」と考える管理者は介
護保険施設のほうが多かった。介護保険施設の管理者のほう
が，「病気が原因なので暴力・ハラスメントではない」と「何
度も繰り返されるので防ぎようがない」と捉えていた。同じ
く，介護保険施設の管理者のほうが，「職員にも問題がある」
「職員の関わり方がうまければ暴力・ハラスメントの行為は
発生しない」「暴力・ハラスメントを受けることは仕事の一部」 
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表 4 暴力・ハラスメントの対策実施率の比較 
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と捉えていた。先行研究 27）では，介護現場ではハラスメント
かどうかの判断が難しく，取り組みを行うことが難しいこと
が示されている。介護保険施設では認知症を抱えている高齢
者が多いため，病気が原因なので暴力・ハラスメントではな
いと捉える傾向があるが，これらの認識は，組織での暴力・
ハラスメント対策を推進する上での弊害になりやすい。暴力・
ハラスメントを仕事の一部と捉える傾向は日本特有のもので
はなく，スペインでは 2022 年に「介護施設における高齢者か
らのセクシュアルハラスメント：それは本当に仕事の一部な
のか？」という論文が掲載され 28），今なお暴力・ハラスメン
トが仕事の一部だという認識について議論されていた。この
調査では，高齢者介護施設で働くスタッフ 2,196 人のうち，
29.9％がセクシュアルハラスメントの被害を経験していたと
報告された 29）が，セクシュアルハラスメントを受けることを
仕事の一部と捉えることは推奨されていなかった 30）。また，
職員にも問題があると考えたり，職員の関わり方だけで暴力・
ハラスメントが発生するわけではないので，職員を責める風
土を醸成せず，管理者は適切な認識を持つ必要性が示唆され
た。 
２．訪問看護事業所と介護保険施設における暴力・ハラスメ

ント対策の実施状況 
本研究は，利用者からの身体的暴力の経験率は訪問看護事

業所に比べて介護保険施設において有意に高く，利用者から
のコロナハラスメントの経験率は訪問看護事業所において有
意に高い結果が明らかとなった。訪問看護事業所と介護保険
施設での暴力・ハラスメントの経験率を比較した先行研究や
コロナハラスメントの先行研究がないため，これらの違いが
生じた理由については十分に分からない。ただし，本研究の
暴力・ハラスメント発生後の職員の状況では，介護保険施設
に比べて訪問看護事業所において勤務継続したがとても多く，
医療機関を受診したのは介護保険施設のほうが多かったこと
から，介護職員は利用者からの身体的暴力を受け，ケガをし
て医療機関を受診している可能性が推察された。また，訪問
看護師が受けるコロナハラスメントの実態 31）では，「消毒薬
をかけられた」などの体験もあり，コロナ禍で外出自粛があ
る中で，自宅に訪問する看護師にコロナハラスメントの発生
が高くなった可能性がある。一方で，施設に入所している対
象者と関わる介護職員にとっては，利用者からのコロナハラ
スメントの発生は訪問看護師に比べて少なかったと推察され
る。また，訪問看護事業所では，「退職した」が 7 件と多かっ
た。暴力・ハラスメントを受けた訪問看護師は訪問に行きた
くなくなり，退職したくなることが先行研究 32）33）で示されて
いることからも，暴力・ハラスメントを受けて訪問看護師が
退職することのないようにしていく必要がある。 

また，暴力・ハラスメントの対策実施率を比較した結果，
「すべての職員に暴力・ハラスメントの報告ルート等につい
て周知している」の対策の実施率は介護保険施設に比べて訪
問看護事業所において有意に高いことが明らかとなった。ま

た，「暴力・ハラスメントによる解約について契約書に明記し
ている」「暴力・ハラスメントの被害を受けた職員に対して管
理者が面談する体制がある」「暴力・ハラスメントのケースに
ついて他施設と情報共有する体制がある」のいずれの対策の
実施率も介護保険施設に比べて訪問看護事業所において有意
に高いことが示された。本研究の結果では，訪問看護事業所
のほうが有意に対策の実施率が高かったが，スペインの高齢
者介護施設の研究 34）では，ハラスメントのない環境で働くス
タッフの権利を尊重し，施設における明確なガイドラインと
トレーニングの機会が必要であると結論づけていた。今後，
介護保険施設においてもさらなる暴力・ハラスメントの対策
の推進が求められる。 
３．本研究の限界と今後の課題 

本研究の対象である管理者は，95％ほどは対策が必要と考
えていたが，研究協力の得られなかった約 6 割の管理者の暴
力・ハラスメントの認識は低い可能性があり，その施設の実
態は明らかとなったとは言えず，研究の限界である。また，
本研究で明らかとなった実施率の低い暴力・ハラスメント対
策について，実施率を向上することが課題である。 

Ⅶ．結 論 

本研究では，A 県内の訪問看護事業所と介護保険施設にお
ける暴力・ハラスメントに関する実態を明らかにすることを
目的として調査を実施した。その結果，A 県内の訪問看護事
業所と介護保険施設における暴力・ハラスメントの発生率，
対策実施率に違いがあることが明らかになった。暴力・ハラ
スメントの問題は，看護師の精神面への影響や休職・離職の
原因となるなど，看護師のメンタルヘルスや就労継続に対し
て影響が大きい問題である。今後もさらなる暴力・ハラスメ
ントの対策を推進し，看護師が安全に安心して就労できる環
境を作ることが求められる。 
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◇研究報告◇ 

両側同時人工股関節全置換術後患者の 
有用な退院支援の検討 

― 患者の術前・術後の日常生活の実態から ― 

吉田まり1）*，中江里香1），林 京子1），土本千春1），和泉美里1），櫛比七海1）

 本研究の目的は，両側同時人工股関節全置換術後患者の術前・術後の日常生活の実態を明らかにし，有用な退院支援
を検討する一助とすることである。参加者 17 名に疼痛と生活動作に関するアンケート調査と日常生活の実態に関する
半構成的面接を行った。アンケート調査より，疼痛・生活動作ともに術後経過期間の短い A 群（術後 1～6 か月）と比
較して B 群（術後 7 か月～1 年 8 か月）は数値が低かった。面接で語られた内容は三つの時期に分類し，入院前 4 個，
入院中 3 個，退院後 6 個のカテゴリーの日常生活の実態が明らかとなった。参加者は迷いながらも一回で治すと両側同
時の手術を決断し，入院中から退院後を見据えた準備を行い，退院後は自らの状態に合わせて生活の工夫をしていた。
手術を決断した背景から患者の目標を確認し，入院中の生活場面も退院後の生活と結び付けて準備や工夫を共に考え
ていくことが，有用な退院支援となる可能性があると示唆された。 

【キーワード】両側同時人工股関節全置換術，退院支援，日常生活動作，生活体験，思い 

Ⅰ．は じ め に 

変形性股関節症や特発性大腿骨頭壊死症などに適応となる
人工股関節全置換術（Total Hip Arthroplasty：以下 THA）
は，大腿骨頭と寛骨臼の両方を人工関節に置き換える手術で
あり，高い除痛効果と歩行能力の改善が期待できる 1）。両股
関節に原疾患が発症している場合は，片側のみの THA（以下
片側 THA）を二期的に実施する場合と両側同時の THA（以
下両側 THA）を実施する場合がある。両側 THA は二期的片
側 THA と比較して，1 回の手術あたりの手術時間や術中出
血量が有意に高値であり，術後 1 週間のヘモグロビン値が有
意に低値であったと報告されている 2）。一方で，二期的片側
THA と比較して患者の病院滞在日数は約 10 日短く，2016 年
の高額療養費制度適用後の最終支払額では約58,000円の差が
あったとの報告 3）もあり，一度の麻酔・入院で済むことから
患者の治療期間やリハビリテーション期間の短縮，医療費負
担を軽減するメリットがあるといえる。 

全国的には 2001 年より両側 THA が開始された病院もあ
る中 4），A 病院では 2019 年より積極的に両側 THA が施行さ
れるようになった。しかし，2020 年の手術件数は片側 THA

が年間 119 件施行されたのに対して，両側 THA は 7 件と圧
倒的に少ない。そして施行されて間もないことから，看護師
が退院支援をする上で片側 THA 後患者と同様の介入方法で
よいのか，両側 THA 後患者ならではの日常生活の特徴はあ
るのかという疑問を抱いた。両側 THA は全国的に行われて
いる手術ではあるものの，片側 THA あるいは二期的片側
THA を行った患者の退院後の Quality of life（QOL）の変化
や退院後の日常生活での困りごと 5），在宅での生活状況 6）に
ついての先行研究が多数ある一方で，両側 THA 後患者の日
常生活や退院支援に焦点を当てた先行研究はない。今後両側
THA 後患者の日常生活に合わせた退院支援を行っていくた
めに，まず患者がどのような日常生活を送っているのか明ら
かにする必要があると考えた。   

そこで本研究では，両側 THA 後患者の術前・術後の日常
生活やその時期によっての思いの変化を明らかにすることで，
有用な退院支援の一助としたい。 

Ⅱ．目 的 

両側 THA 後患者の術前・術後の日常生活の実態を明らか
にし，有用な退院支援を検討する一助とする。 

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）金沢大学附属病院 
＊ E-mail：myoshida.inquiry@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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≪用語の定義≫ 
本研究においての「日常生活の実態」とは患者の日常生活

での体験やそれぞれの時期での思いの変化も含めたものとす
る。 

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：質的記述的研究・調査研究 
２．研究参加者：2019 年 12 月から 2021 年 8 月までに，A 病

院において両変形性股関節症，両特発性大腿骨頭壊死症，
両リウマチ性股関節症に対し両側 THA を施行された患者
のうち，本研究の参加に関して文書で同意が得られた者。 

３．調査期間：2021 年 8 月～9 月 
４．データ収集方法：術前と術後の疼痛と生活動作について

アンケート調査を実施した。疼痛の項目は独自に作成した
5 段階評価を用いて調査した。生活動作の項目は，変形性
股関節症診療ガイドライン 7）に日常生活動作の程度などを
評価する患者記入式の臨床評価基準として記載されている
Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis 
Index（WOMAC）や藤田ら 8）の WOMAC 日本語版の信頼
性・妥当性が検証された研究，A 病院整形外科医師が外来
で身体機能評価として日常的に使用している患者記入式の
調査用紙などを参考に作成した 17 項目 5 段階評価を用い
て調査した。術前の回答は当時の状況を想起した評価を記
載してもらい，術後の回答は調査時の段階での評価を記載
してもらった。加えて日常生活の実態が分かるよう独自に
作成したインタビューガイドを基に，プライバシーが保護
される個室にて研究者 2 名が 30 分程度の半構成的面接を
行った。なお，研究者内でデータ収集に差異がないよう事
前にロールプレイを行った。内容は「手術を受けるまでの
生活はどうだったか」，「両側同時に手術を行ってみてどう
だったか」，「手術をしたことで退院後の生活に変化はあっ
たか」，「術後の生活で工夫していること」，「生活上でのサ
ポート状況」とし，自由に語ってもらった。面接内容は参
加者の同意を得て録音し，同意のないものはその場で筆記
した。また，診療録より参加者の基本属性について情報を
収集した。 

５．分析方法：アンケート調査により得られたデータは単純
集計し，術前・術後の変化の分析を行った。面接によって
得られたデータは逐語録に起こし，術前・術後の日常生活
の実態に関する内容を抽出し，質的に分析し類似性と相違
性を検討しながらカテゴリー化を行った。なお，分析の信
頼性・妥当性の確保のため質的記述的研究・調査研究経験
者よりスーパーバイズを受けた。  

Ⅳ．倫理的配慮 

参加者へ研究の趣旨，個人情報保護への配慮，基本属性の
情報収集のため診療録からデータを得ること，データの取り
扱い，所要時間などを事前に電話で説明した。電話で同意が

得られた者に対しては外来受診日に合わせて日時を設定し，
再度説明文書を用いて対面にて説明した。同意書への署名に
て同意を得た後，半構成的面接・アンケート調査を実施した。
説明文書・同意書には研究への参加は自由意思であり，不参
加の場合でも不利益となることはないことや，研究参加への
意思はいつでも撤回できること，研究で得られた結果は学会
等に発表する予定があること，その場合でも個人が特定され
ることがないよう配慮することを記載した。本研究は，金沢
大学医学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号
3732）。 

Ⅴ．結 果 

１．参加者の概要 
参加者は 17 名（男性 2 名，女性 15 名），原疾患は両変形性

股関節症 15 名，両特発性大腿骨頭壊死症 1 名，両リウマチ性
股関節症 1 名であった。手術時の年齢は 36～74 歳（平均 60
±9.1 歳），調査時の術後経過期間は 1 か月～1 年 8 か月（平
均 8±5.4 か月），自宅退院が 13 名，転院が 4 名であった。な
お，アンケート調査は回収できた 16 名を分析対象とした（有
効回答率 100％）。 
２．疼痛と生活動作の変化 

術後経過期間による変化を評価するため，術後 1 か月～6
か月の参加者を A 群，術後 7 か月～1 年 8 か月の参加者を B
群と二つの群に分類した。 

疼痛に関しては，術前は全体で 6 名（38％）が「常に非常
に痛い」，4 名（25％）が「常に痛い」と回答した。術後は「常
に非常に痛い」，「常に痛い」と回答した数は 0 名（0％）であ
り，「全然痛くない」と回答した者が 8 名（50％）であった。

A 群と B 群の比較では術後「全然痛くない」と回答した数
が，A 群では 3 名（33％），B 群では 5 名（71％）で，術後経
過期間の長い B 群のほうが「全然痛くない」と回答する割合
が高い結果となった。また，疼痛の左右差に関しては，術前
は 15 名（94％）が「あり」と回答し，術後は 2 名（12％）が
「あり」と回答した（表 1）。 

生活動作に関しては，術前は 17 項目のうち⑤床に向かっ
て体をかがめる動作（4.3±0.9 点），⑨靴下をはく動作（4.0±
0.8 点），⑯重いものを片付ける動作（4.0±1.0 点）の 3 項目が
難易度の高い上位 3 項目であった。術後は術前と同様の項目
が上位 3 項目となったが，それぞれ難易度を示す点数は低下
していた。 

A 群と B 群の比較では，A 群では最も難易度の高い動作が
⑯重い物を片付ける（2.8±1.3 点），次いで⑤床に向かって体
をかがめる（2.7±1.2 点），①階段を降りる（2.6±0.7 点）の
順であった。B 群では最も難易度の高い動作が⑨靴下を履く
（2.1±1.1点），次いで⑦乗用車に乗り降りする（2.0±0.0点），
次は同率順位で⑤床に向かって体をかがめる（1.9±0.8 点），
⑪靴下を脱ぐ（1.9±0.8 点），⑯重いものを片付ける（1.9±0.8
点）の順であった。術後経過期間によって難易度が高いと感
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じている生活動作の順位は異なったが，数値の比較では⑦乗
用車に乗り降りするを除く 16 項目で B 群が A 群の点数を下
回る結果となった（表 2）。 
３．術前・術後の日常生活の実態 

半構成的面接での患者の語りを経時的な流れに沿って入院
前・入院中・退院後の三つの時期に分類し，合わせて 13 個の
カテゴリー，42 個のサブカテゴリー，157 個のコードが抽出
された。カテゴリーを【 】，サブカテゴリーを〔 〕，実際
の患者の語りをコードとし「 」と記載した（表 3）。 
１）入院前の日常生活の実態を表す 4 カテゴリー 

（1）【どうしようもない痛みで限界】 
術前は〔生活に支障をきたす限界と思うほどの痛み〕や〔痛

みによって固まって動きにくい感覚〕を抱えながら生活して
いた。自分では気づかない〔周りから違和感を指摘される歩
き方への引け目〕を感じる一方で，「杖を使用したかったけど
見栄を張ってしまった」と補助具の使用には抵抗感を持って

いた。そして時間とともに〔段々痛みに慣れてくる〕と感じ
ていた。 

（2）【自らを制限してやっとやっとな生活】 
症状の進行によって〔どこにも行けない，自らを制限する

生活〕や〔状態に波がある中でのやっとやっとな生活〕を送
るが，家族のことなど〔自分より優先しなければならないこ
とがある〕ことで，受診を後回しにしたり手術を受ける直前
まで仕事を続けたりしていた。 

（3）【生活復帰と楽しみのために一回で治す】 
〔とにかく早く生活復帰したい〕という思いから〔一回で

手術して，一回で治す〕と覚悟をもって両側 THA を決断し，
手術が終わった〔あとの楽しみを考えながら〕前向きに手術
に臨んでいた。 

（4）【大きな手術だから何度も考えた】 
一方で〔何度も手術を考え直した〕り，〔大きな手術だから

怖い〕と手術そのものへの怖さを抱いたりしていた。また， 

表 1 術前・術後の疼痛の程度と左右差 

表 2 術前・術後の生活動作の変化 
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表 3 入院前・入院中・退院後の生活実態 
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両側同時の手術を受けることによる〔手術後への心配〕をし
ていた。 
２）入院中の日常生活の実態を表す 3 カテゴリー 

（1）【想像より動けない手術後】 
両側に創があることで〔横向きはどっちも痛い〕と自覚し

ながらも，歩き出すと〔自分の足じゃない感覚〕をもってい
た。〔手術後はすっといくのかと思いきやそうもいかず〕，〔リ
ハビリは死刑台にのぼるような気持ち〕で臨んでいた。 

（2）【動ける嬉しさと助けられた周りの言葉】 
術後は早い段階での離床指示には驚いたが〔案外大丈夫

だった〕と振り返り，〔手術が終わったことへの嬉しさ〕を感
じていた。経過とともに〔周りが驚くほど自由に歩ける〕よ
うになっていき，入院生活で気分が落ち込むことがあっても
〔せっかく手術してもらったんだから明るくしよう〕という
気持ちで過ごしていた。 

（3）【自信をもって家に帰るための準備】 
参加者らは看護師が退院に向けた説明をする前から，入院

生活を通して〔備えあれば患いなし〕と退院に向けた様々な
準備をしていた。病室での生活やシャワー浴の経験から自宅
にもベッドやシャワーチェアなどの生活物品を準備した者や，
入院中の間に家族と協力して自宅改修を行った者，また家族
が〔完璧に治して帰ってきてほしい〕と願うことから，自宅
退院に不安がある場合はリハビリ転院で自信をつけてから自
宅に帰るという選択をした者もいた。 
３）退院後の日常生活の実態を表す 6 カテゴリー 

（1）【手術前とは違った感じと生活の難しさ】 
退院後は，〔“できない”は手術の前と後で感じがちがう〕と

捉え，〔手術後の痛みや人工関節が馴染まない違和感〕を感じ
ていた。また，想像していたよりも自分の回復が遅く〔気持
ちに体力がついていかない〕，〔左右の経過の違いを比べてし
まう〕という声もあった。 

（2）【痛くなかった頃の生活に戻った感じ】 
経過とともに〔手術前の生活を思い出せないほど楽になっ

た〕と苦痛から解放され，〔手術前はできなかったことが今は
できる〕，〔段々できるようになり痛くなかった頃に戻ったよ
う〕と喜びを感じる者や〔手術をした感じがしない〕と捉え
る者もいた。 

（3）【できないことやリハビリは日常生活の中で工夫】 
爪切りが難しい場合は高めの台に足を乗せて切る，入浴時

に足の裏が洗いづらい場合は床に石鹸をつけたタオルを敷い
て擦りつけるようにして洗うなど，生活の中で難しい動作が
ある場合は〔できないことはやり方を工夫〕していた。 

リハビリの時間の確保が難しい場合は〔会社の階段も立派
なリハビリ道具〕として活用し生活の中にリハビリを組み込
んだり，自宅でのリハビリが難しい場合は通院日を設定し，
確実にリハビリの時間を確保したりしている者もいた。 

（4）【退院後も気は抜けない】 
退院後に気をつけていることは，自宅環境での〔おっとっ

とに注意〕し，〔自分の骨じゃないからこそ怖い〕ため脱臼肢
位に注意する，〔手術前に痛かった動作はしない〕などであっ
た。また，手術時の自分の年齢から〔人工関節の寿命〕を気
にする者もいた。 

そして，膝や腰など股関節以外に疼痛を抱える者は「座る
より立つほうがしづらいのは，やっぱり膝が悪いからやと思
う，股関節の手術の影響じゃないと思う」と話し〔股関節だ
けがよくなっても〕劇的な疼痛の改善や生活動作の拡大は難
しい現状を抱えていた。 

（5）【退院後の生活で頼りにしているもの】 
退院後は〔家族や周囲がサポート〕と捉えて食事の準備や

買い物，ゴミ出しなどの協力を得ている者や，〔周りに頼れな
いからサービスに頼る〕ことで生活を送る者もいた。術後 1
年以上経過した参加者も「靴下は今も自分でスムーズに履け
なくて，家族に手伝ってもらっている」と話し，難しい生活
動作に関しては家族の協力を得て生活していた。 

（6）【手術を終えてみての『両側同時』への様々な思い】 
4 名の参加者は〔一回で済むのが何よりよかった〕と語っ

たが，他の 4 名は「片方ずつ手術したほうが楽だったかな，
でも麻酔のこととか考えると同時が楽なんかなとも思う」，
「片側ずつと比較することはできないからこんなもんかなと
いう感じ」と話し〔両側同時は“こんなもん”かな〕と捉えてい
た。 

Ⅵ．考 察 

以上の疼痛・生活の動作の変化と各時期の日常生活の実態
から，有用な退院支援について考察する。 
１．両側 THA への期待や目標を確認し目標達成に向けた支

援をすること 
入院前～退院後のカテゴリーより，参加者らは片側ずつ手

術をする選択肢もあるにも関わらず【生活復帰と楽しみのた
めに一回で治す】という思いから，【大きな手術だから何度も
考えた】と不安を抱えながらも手術を決断していた。  

退院後は【手術を終えてみての『両側同時』への様々な思
い】を感じていたが，参加者らが話した【生活復帰と楽しみ
のために一回で治す】の「生活復帰」には家庭や仕事，趣味
など個々が生活の中で大切にしていることが込められており，
それらを目標に手術や入院生活を乗り越えていたと考えられ
る。 

両側 THA と片側 THA の意識調査を行った先行研究にお
いても，両側 THA を選択した患者は「仕事復帰」や「スポー
ツができる」というニーズが有意に多かったと報告されてお
り 9），患者が両側 THA を決断した背景を知ることで，手術
に期待することや退院後の生活の目標の理解に繋がると考え
た。 

そして，患者が 1 日でも早い生活復帰を望んで両側 THA
を選択しているからこそ，入院前の外来受診日や入院時など
早期の段階から患者の退院後の目標を確認することが重要で
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あり，医師やリハビリスタッフなど他職種と目標を共有し，
目標達成に向けて治療やリハビリが進むよう支援していくこ
とが必要であると考えた。 
２．退院後を見据えた準備や工夫への支援をすること 

入院中～退院後のカテゴリーより，参加者らは入院中の段
階から【自信をもって家に帰るための準備】をしていた。看
護師がその都度説明をしていなくても入院生活の中で自然と
退院後の生活を意識しており，その意識が自宅環境を整える
ことや転院を選択することに繋がったと考えられる。 

退院後は【できないことやリハビリは日常生活の中で工夫】
しており，自分の状態に合わせた生活方法を自らの力で編み
出していた。片側 THA 後患者を対象とした先行研究におい
て，術後 1 年の片側 THA 後患者は人工関節の不自由さを感
じているが，それぞれの生活状況に応じて道具などを用いて
工夫し，生活の一部として取り入れていたと報告されている 10）。
本研究の参加者も自分自身の身体の状態と向き合い，それに
合わせて準備や生活の工夫をしようとする姿勢があり，看護
師は患者の持つ力が最大限に発揮できるようサポートする必
要があると考えた。 

そのためには，術後の入浴や更衣など一つ一つの生活場面
も退院後の生活と結び付けて実践できるように関わっていく
ことや，できない生活動作を単に援助するのではなく，援助
場面を通して患者と共にできない動作をできる動作にするた
めの工夫を考えていくことが重要だと考えた。また，本研究
で今回明らかとなった参加者の生活体験をもとに，今後両側
THA を受ける患者に向けて退院後の生活の工夫や退院後に
活用できる生活物品・サービスの情報提供を行うことで，患
者が安心できる退院支援に繋がると考えた。 
３．疼痛と生活動作の変化を伝えること 

入院前～退院後のカテゴリーより，参加者らは術前【どう
しようもない痛みで限界】と感じ【自らを制限してやっとやっ
とな生活】を送っていたが，術後は【手術前とは違った感じ
と生活の難しさ】へと変化していた。疼痛からの解放や生活
動作の改善を期待して手術を受けた参加者らは，術前とは異
なる疼痛や違和感の出現への戸惑いや，術後もできない動作
があることで術前とあまり変化がみられないことへの不安や
回復への焦りを感じていたと考えられる。しかし，これらは
経過とともに【痛くなかった頃の生活に戻った感じ】へと変
化していた。 

アンケート調査の結果より，A 群と比較して B 群の方が
「全然痛くない」と回答した人数が多く，また生活動作の難
易度を示す点数も低値であったことから，経過により疼痛や
生活動作の難しさは解消されていくものと予測される。 

しかし，B 群の中にも疼痛の左右差を抱えながら生活して
いる者や，術後 1 年が経過しても靴下の着用は家族の援助を
受けていた者がいたことから，術後経過期間が長くなっても
難しい生活動作はあり，その時期に応じた生活の工夫をして
いく必要があると考えた。 

小澤ら 11）は THA 後の疼痛は術後 3 か月までの期間に顕著
な回復を示すが，関節可動域は術後 3 か月までの間に緩やか
な回復を示すことを明らかにしており，術後 3 か月の短い期
間でも疼痛と生活動作の改善の回復速度には差があると考え
られる。また，赤木ら 12）は THA を受けた患者の心身の苦痛
を考慮すると，医療者の適切な時期に患者の不安に応えられ
る支援と情報提供の必要性が示唆されたとしている。 

このことから，疼痛や生活動作は経過とともに解消されて
いくことが予測されるものの時期によって変化しており，術
後 1 年が経過しても難しいと感じる生活動作は残存している
可能性があること，その時期に応じた生活の工夫が必要であ
ることを伝えることで，患者の回復への不安や焦りを軽減で
きるのではと考えた。 
４．膝や腰椎などに疾患や疼痛を抱える患者への関わり 

一方で膝や腰椎に疾患や疼痛を抱える参加者 3 名は，術後
も劇的な疼痛の改善や生活動作の拡大は難しいと語り，股関
節だけが手術で改善しても【退院後も気は抜けない】状況に
あった。森本ら 13）は変形性股関節症と腰椎疾患は中高年に好
発するためしばしば併存し，かつ両疾患は相互に影響し合い
疼痛源の同定をしばしば困難にさせるとしている。そのため，
股関節以外に疼痛を抱える患者にとって疼痛の原因は複雑な
ものであり，手術による股関節痛の解消のみでは解決に至ら
ない場合も多いと考えられる。また，変形性股関節症を持つ
患者は，歩行時の膝関節への負担が増強するため変形性膝関
節症の発症や進行リスクが高いとも報告されている 14）。 

このことから，術前から股関節以外に疼痛を抱える患者に
対しては術後も疼痛や生活動作の難しさが継続する可能性が
あることを伝え，症状に合わせた生活の工夫を共に考えなが
ら，状況に応じて股関節以外の疼痛に対しての治療も検討で
きるような支援が必要と考えた。 
５．本研究の限界と今後の展望 

本研究において術前のデータは参加者の想起であり，術後
のデータに関しても調査時の術後経過期間によって異なるた
め，経過を追って検証していくことが望ましく本研究の限界
といえる。しかし，振り返りのデータからも様々な日常生活
の実態が明らかとなったことから，本研究で検討した退院支
援が実際に今後両側 THA を受ける患者に有用なものである
か効果を検証していきたい。 

Ⅶ．結 論 

両側 THA 後患者の術前・術後の日常生活の実態として，
入院前 4 個・入院中 3 個・退院後 6 個のカテゴリーで示され
た。三つの時期を通して分析した結果，参加者は手術に迷い
ながらも一回で治すと決断し，入院中から退院後を見据えた
準備や工夫をしながら生活を送り，退院後は自らの状態に合
わせて生活の工夫をしていた。疼痛の程度と生活動作の難易
度は術後経過期間が長い群が短い群と比較して低値であり，
経過とともに解消されていくものと予測された。 
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これらを踏まえて，両側 THA を決断した背景から患者の
目標を確認し目標達成に向けて支援していくこと，入院中か
ら退院後の生活を結び付けて準備や生活の方法を共に考え支
援していくこと，また疼痛や生活動作の難しさは時期によっ
て変化がありその時々で生活の工夫が必要だが，経過によっ
て解消されると伝えていくことが，退院支援として活用でき
ると示唆された。 

本論文の内容の一部は，第 53 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。なお，本論文に関して，開示すべき利益相
反関連事項はない。 
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◇研究報告◇ 

看護系大学生の臨地実習におけるアルツハイマー型 
認知症に関する知識の獲得 

田中友紀1）*，奥山真由美2），村田幸治3）

【目的】：臨地実習前の認知症の知識量を調査した張らの研究において，更なる知識の向上の必要性が示された。本研究
は臨地実習後の認知症の知識量を調査し，臨地実習が認知症の知識量に及ぼす影響について調査した。 

【方法】：張らの研究と同様の 224 名を対象とし，ADKS 尺度を用いて調査した。分析方法は，ADKS 尺度の総得点と
7 つの下位尺度（リスク要因，アセスメントと診断，経過，治療と管理，症状，生活への影響，ケアの内容）毎に平均
値を求め，張らの調査との比較を行った。 

【倫理的配慮】：山陽学園大学研究倫理審査委員会の承認を得た（承認番号：2019U024）。 
【結果】：ADKS 尺度の総得点の平均値は臨地実習前 20.7±2.5 点，臨地実習後 21.8±2.3 点であり臨地実習後に有意に高
かった。下位尺度毎の比較では「生活への影響」において臨地実習後に有意に高かった。 

【考察】：総得点の平均値が臨地実習後に有意に高かったことから，臨地実習は認知症の知識量の向上に有効と考えられ
た。 

【キーワード】アルツハイマー型認知症，ADKS 尺度，臨地実習，知識 

Ⅰ．は じ め に 

2014 年に厚生労働省が行った我が国における認知症の高
齢者人口将来推移に関する研究では，認知症の推定患者数は
2025 年時点で約 600-700 万人となることが示されている。ア
ルツハイマー型認知症は，認知症のなかで約 6 割を占めてお
り，各年齢層の有病率が一定であると仮定した場合あるいは，
各年齢層の有病率が上昇すると仮定した場合においては，他
の血管性認知症やその他の認知症患者数と比べ，著明に増加
すると推測されている 1）。2005 年に「認知症を知り地域をつ
くる 10 カ年」キャンペーンが開始となり，2013 年には認知
症施策推進（オレンジプラン）が施策された。その後，2015
年には認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）が打ち
出された。新オレンジプラン 2）の 7 つの柱の 1 つである認知
症対応力の向上において，看護ケアの質の保証や質の向上は，
看護職をはじめとした医療従事者にとって重要な課題である
と示されており，今後さらなる質の高い人材の育成が重要で
ある。 

認知症の知識量を測る尺度として，金と黒田ら 3）や杉原ら 4）

の尺度が広く使用されているが，一般的な認知症の知識量を
測定する目的で開発されており，基礎教育において必要な知
識量の程度を示す基準は我が国では明確となっていない。
2019 年に，張ら 5）の研究において中日両国で臨地実習直前の
4 年制看護系大学に在籍する 3 年次生の学生を対象に ADKS
尺度（日本語版）（Alzheimer Disease of Knowledge Scale：
アルツハイマー病の知識スケール）を用いた「アルツハイマー
型認知症に対する中日両国の看護系学生の知識についての比
較調査」が行われた。この研究のなかで，ADKS 尺度（日本
語版）の総得点（30 点満点）のうち日本の学生の総得点の平
均は 20.7±2.5 点であったことが報告されている。2016 年に
アメリカ合衆国で老年看護学の授業を修了した 4 年次生の看
護学生に対して行われた調査結果では，アルツハイマー型認
知症の知識量としては，ADKS 尺度の総得点で 24 点以上が
満足できる知識レベルであるとの見解が示されている 6）。こ
のことから，我が国の看護系大学の学生においては，臨地実
習前の老年看護学の座学が終了した時点では，満足できる知

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）医療法人尚和会のぞみ訪問看護ステーション  2）山陽学園大学  3）山陽学園大学大学院 
＊ E-mail：yuki.tanaka0719@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 273 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

識レベルには到達していないことが明らかとなり，張らは臨
地実習による知識量の影響を検討する必要性を示している。 

平成 14 年の看護学教育の在り方に関する検討会 7）のなか
で「臨地実習は，学内で学んだ知識 ・技術・態度の統合を図
りつつ，看護方法を習得する。学生は，対象者に向けて看護
行為を行い，その過程で，学内で学んだものを自ら実地に検
証し，より一層理解を深める。言い換えると，看護の方法に
ついて，『知る』『わかる』段階から『使う』『実践できる』段
階に到達させるために臨地実習は不可欠な過程である。」と位
置付けている。このことからも，看護学生の知識量の評価は
座学だけではなく臨地実習で得た知識量を加味して評価する
必要があると考えた。 

Ⅱ．目 的 

本研究は，臨地実習を終えた看護学生のアルツハイマー型
認知症の知識量が実習前と比較してどのように変化している
のかを ADKS 尺度（日本語版）を用いた比較を行い，臨地実
習による知識量への影響を明らかにすることを目的とした。
本研究の結果を看護系大学や臨地実習施設と共有することで，
看護系大学の臨地実習における教育内容や実習指導方法を検
討することができるだけでなく，臨地実習指導における指導
上の課題や今後の方向性を見出すことが出来る。さらには，
新人看護師の教育にも活かすことができ，より看護実践能力
の高い看護師の育成につなげることが可能になると考える。 

Ⅲ．方 法 

１．研究対象 
2018 年に行われた張らの「アルツハイマー型認知症に対す

る中日両国の看護系学生の知識についての比較調査」の調査
対象であった，A 県内の国立・公立・私立の各 1 校の 4 年制
の看護系大学の 2019 年度に 4 年次であった学生計 224 名
（2018 年の調査時は 3 年次生）を対象とした。張らの調査に
おいて，調査の協力の同意の得られなかった学生の特定がで
きなかったため，3 大学とも 4 年次生全員（224 名）を対象と
した。 
２．調査期間 

各大学において，臨地実習終了後の 2019 年 9 月～11 月の
間に行った。 
３．調査場所 

4 年制看護系大学 3 ヶ所の各講義室内で実施した。 
４．調査内容 
１）ADKS 尺度（Alzheimer Disease of Knowledge Scale） 

ADKS 尺度は 2009 年にアメリカで開発された尺度である。
過去に開発された様々な認知症の基本的な知識尺度を統合し
た内容を含んでおり 8），質問内容はアルツハイマー型認知症
に特化しているが，認知症の基本的な知識やケアに関する内
容を広く含むという点や医学的根拠に基づいているため文化
的差異が反映されにくいと言われており，認知症の知識を測

定する評価指標として近年積極的に使用されている 9）。現在
スペイン語版 10），日本語版 11）等が作成されている。尺度の評
価項目は，①リスク要因：6 項目，②アセスメントと診断：4
項目，③経過：4 項目，④治療と管理：4 項目，⑤症状：4 項
目，⑥生活への影響：3 項目，⑦ケアの内容：5 項目の 7 分野
計 30 項目の質問から構成されている。30 点満点で点数が高
いほどアルツハイマー型認知症の知識が高いとされ，30 点満
点中 24 点以上が満足出来る水準とされている 12）。 

調査を実施するにあたり，ADKS 尺度日本語版の使用許諾
を得て調査を実施した。 
２）臨地実習後の認知症の知識に影響すると思われる要因 

臨地実習後の学生の認知症の知識に影響を及ぼすと予測さ
れる「個人属性」としての性別と年齢ならびに「認知症者と
の同居経験」，「臨地実習中の認知症患者の受け持ち経験の有
無」について ADKS 尺度（日本語版）以外に質問項目を追加
した。 
５．調査方法 

3 つの大学のうち 2 つの大学においては，各大学の講義室
内で授業終了後の時間を利用して研究者が学生に対し文書を
用いて口頭で研究の趣旨，目的，方法，個人情報の保護，匿
名性の確保，研究への協力は自由意思であり，協力しなくて
も成績などに影響をしないこと，不利益を被ることはないこ
となどを説明した。ADKS 尺度（日本語版）についての質問
紙は，約 15 分間で回答を求め調査，研究についての説明，調
査票の配布を合わせて 30 分以内で調査は終了した。記入済
みの調査用紙は，講義室外に一定期間設置する回収箱に直接
投函するように求め約 1 週間で回収を行った。 

3 つの大学のうち 1 つの大学では，大学の希望にて担当教
授により上記と同様の方法で説明と調査票の配布を行った。
他の 2 つの大学と同様に，調査用紙は講義室外に回収箱を用
意し，約 1 週間設置した後に回収を行った。 
６．分析方法 

ADKS 尺度（日本語版）は，総得点と調査内容を項目ごと
に統計ソフト SPSS for Windows ver.25 を用いて張らの 3 年
次の臨地実習前のデータとの比較検討を行った。張らの調査
データと本調査データは，個人ごとのマッチングされたデー
タセットを作成することが出来なかったため，臨地実習前と
臨地実習後の ADKS 尺度の総得点と下位尺度ごとの平均点
の差の検定には，対応のない t-検定（独立した 2 群の t-検定）
を使用した。さらに，臨地実習後の認知症の知識に影響を及
ぼす可能性のある要因としての「認知症者との同居経験」，「臨
地実習中の認知症患者の受け持ち経験の有無」別に ADKS 尺
度の総得点と下位尺度ごとの平均点の差の検定（対応のない
t-検定）を行った。 

ADKS 尺度の総得点は有意確率 5％未満（p<0.05）を有意
差ありとして検定を行った。ADKS 尺度の下位尺度毎の平均
点の比較に関しては，第 1 種の過誤 13）を考慮し，有意確率
0.7％未満（p<0.007）を有意差ありとして検定を行った。 
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Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は山陽学園大学研究倫理審査委員会の承認（承認番
号：2019U024）を得て実施した。各大学の学長と各大学院の
研究科長に対して，研究の趣旨・内容等について文書を用い
て説明を行った。研究の承諾を得たうえで各大学において研
究者自身で調査を実施した。教員からの調査に対する強制力
が働かないようにするために，無記名自記式質問紙調査とし，
留め置き法で実施した。調査への参加は自由意思であり参加
を拒否されても授業評価に影響しないこと，調査の回答を
もって研究に同意したと判断する旨を研究依頼書に記載した。
調査で得られたデータは研究指導者の研究室の鍵のかかる場
所で保管した。研究終了後 10 年間保管しその後，紙媒体で得
られた情報やデータはシュレッダーで破棄を行い，電子デー
タは全て消去する。 

Ⅴ．結 果 

１．調査票の回収率と有効回答率 
調査票は 240 枚配布し調査表の回収数は 183 枚，回収率は

76.3％であった。そのうち，有効回答数は 176 枚で有効回答
率は 96.1％であった。 
２．対象とその属性（表 1） 
１）性別 

張ら 14）による臨地実習前の調査では，男性 12 名，女性 175
名，無回答が 3 名であった。臨地実習後は男性 14 名，女性

163 名であった。男性の割合は，臨地実習前では全体の 6.4％
であり，臨地実習後では全体の 7.9％であった。女性の割合は，
臨地実習前では 93.6％であり，臨地実習後では 92.0％であっ
た。X2 検定において有意な差を認めなかった（P=0.727）。 
２）年齢 

年齢は，臨地実習前は 20.6±1.5 歳，臨地実習後は 22.0±2.0
歳であり，有意に臨地実習前よりも臨地実習後の方が大き
かった（P<0.001）。臨地実習前に 3 名，臨地実習後 2 名の無
回答があった。 
３）認知症高齢者との同居の経験 

認知症高齢者と「同居の経験がある」と回答した学生は，
臨地実習前は21名（11.2％）であり，臨地実習後は21名（11.8％）
であった。同居の経験がないと答えた学生は，臨地実習前 166
名（88.8％）で，臨地実習後では 156 名（88.1％）であった。
X2 検定において有意差を認めなかった（P=0.935）。同居経験
について臨地実習前の調査において，3 名は無回答であった。
４）臨地実習での認知症患者の受け持ち経験の有無 

臨地実習後の調査において，128 名（72.3％）の学生が「認
知症患者の受け持ち経験がある」と回答した。反対に，49 名
（27.6％）の学生が「認知症患者の受け持ち経験がない」と回
答した。 
3．臨地実習前後の ADKS 尺度（日本語版）の平均点の比較

（表 2）及び項目毎の正答率と下位尺度毎の平均点の比較
（表 3） 

１）ADKS 尺度（日本語版）の総得点 

表 1 対象とその属性 

表 2 臨地実習前後の ADKS 尺度（日本語版）の平均点の比較 
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表 3 臨地実習前後の ADKS 尺度（日本語版）の項目毎の正答率と下位尺度毎の平均点の比較 
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ADKS 尺度（日本語版）の総得点は，臨地実習前は 20.66±
2.50，臨地実習後は 21.82±2.26 であった。対応のない t-検定
を行った結果，臨地実習前に比べて臨地実習後は有意に総得
点が高かった（P<0.001）。 
２）臨地実習前後の ADKS 尺度（日本語版）の下位尺度毎の

平均点と項目毎の正答率の比較 
（1）ADKS 尺度（日本語版）のリスク要因（6 項目） 

臨地実習前は 3.28±1.03，臨地実習後は 3.47±1.05 であり，
臨地実習前後に有意差を認めなかった（P=0.072）。しかし，
全ての質問項目の正答率は臨地実習後に上昇した。 

（2）ADKS 尺度（日本語版）のアセスメントと診断（4 項目） 
臨地実習前は 2.70±0.77，臨地実習後は 2.79±0.79 であっ

た。臨地実習前後に有意差を認めなかった（P=0.295）。質問
項目別にみると「いらいら等の症状を引き起こす原因がアル
ツハイマー病以外でみつかることがある」，「重いうつ症状は
アルツハイマー病と間違えられることがある」，「アルツハイ
マー病は認知症になる原因のひとつである」の項目の正答率
は臨地実習後に上昇した。 

（3）ADKS 尺度（日本語版）の経過（4 項目） 
臨地実習前は 2.32±0.92，臨地実習後は 2.52±0.87 であり，

臨地実習前後に有意差を認めなかった。（P＝0.035）。質問項
目別にみると「アルツハイマー病の症状が現れてからの平均
寿命は 6～12 年である」「アルツハイマー病はまれに治る人
がいる」の項目の正答率は臨地実習後に上昇した。 

（4）ADKS 尺度（日本語版）の治療と管理（4 項目） 
臨地実習前 2.68±0.66，臨地実習後 2.84±0.63 であり，臨地

実習前後に有意な差を認めなかった（P＝0.020）。全ての質問
項目の正答率は臨地実習後に上昇した。 

（5）ADKS 尺度（日本語版）の症状（4 項目） 
臨地実習前 2.82±0.88，臨地実習後 2.91±0.81 であり，臨地

実習前後に有意な差を認めなかった（P=0.290）。全 4 項目中
3 項目において臨地実習後の正答率は上昇したが，「金銭管理
ができなくなる症状はアルツハイマー病の初期からみられる」
の質問項目の正答率は臨地実習前 61.4％であったが，臨地実
習後に 44.9％と低下を認めた。 

（6）ADKS 尺度（日本語版）の生活への影響（3 項目） 
臨地実習前 2.33±0.71，臨地実習後 2.62±0.54 であった。臨

地実習前に比べて臨地実習後は有意に平均点が高かった
（P<0.001）。全ての質問項目の正答率は臨地実習後に上昇し
た。 

（7）ADKS 尺度（日本語版）のケアの内容（5 項目） 
臨地実習前 4.52±0.68，臨地実習後 4.66±0.61 であり，臨地

実習前後に有意な差を認めなかった（P＝0.038）。質問項目別
にみると「身の回りのことができなくなったらすぐに代って
してあげるのがよい」，「夜間に起きて興奮した様子がみられ
た時，昼間に十分に運動することが効果的な場合がある」，「同
じ質問や行動を繰り返す時，「同じことを言っているよ」と本
人に伝えるのがよい」，「アルツハイマー病になると物事の決
断がまったくできなくなる」の項目の正答率は臨地実習後に
上昇した。 
３）認知症患者の受け持ち経験の有無別の ADKS 尺度総得点

と下位尺度毎の比較（表 4） 
（1）ADKS 尺度（日本語版）の総得点 

認知症患者の受け持ち経験のある学生は 22.0±2.16，認知
症患者の受け持ち経験のない学生は 21.2±2.36 であった。認
知症患者の受け持ち経験のある学生の方が受け持ち経験のな
い学生よりも総得点が有意に高かった（P<0.025）。 

（2）ADKS 尺度（日本語版）のリスク要因 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 4.21±1.12，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 3.39±1.12 であった。認
知症患者を受け持ち経験のある学生の方が受け持ち経験のな
い学生に比べて平均点が有意に高かった（P<0.001）。 

（3）ADKS 尺度（日本語版）のアセスメントと診断 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 2.80±0.81，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 2.76±0.74 であった。両
者に有意な差を認めなかった（P=0.721）。 

（4）ADKS 尺度（日本語版）の経過 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 2.51±0.90，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 2.55±0.81 であった。両
者に有意な差を認めなかった（P=0.791）。 

（5）ADKS 尺度（日本語版）の治療と管理 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 2.84±0.61，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 2.82±0.69 であった。両
者に有意な差を認めなかった（P=0.807）。 

表 4 認知症患者の受け持ちの有無別の ADKS 尺度（日本語版）総得点と下位尺度毎の比較 
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（6）ADKS 尺度（日本語版）の症状 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 2.88±0.61，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 3.0±0.73 であった。両者
に有意な差を認めなかった（P=0.389）。 

（7）ADKS 尺度（日本語版）の生活への影響 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 2.60±0.54，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 2.67±0.55 であった。両
者に有意な差を認めなかった（P=0.412）。 

（8）ADKS 尺度（日本語版）のケアの内容 
認知症患者の受け持ち経験のある学生は 4.69±0.61，認知

症患者の受け持ち経験のない学生は 4.59±0.60 であった。両
者に有意な差を認めなかった（P＝0.326）。 
４）認知症者との同居経験の有無別の ADKS 尺度（日本語版）

総得点と下位尺度毎の比較（表 5） 
（1）ADKS 尺度（日本語版）の総得点 

認知症者との同居の経験のある学生は 22.1±2.62，認知症
者との同居の経験がない学生は 21.8±2.19 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.481）。 

（2）ADKS 尺度（日本語版）のリスク要因 
認知症者との同居の経験のある学生は 3.50±1.03，認知症

者との同居の経験がない学生は 3.47±1.05 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.893）。 

（3）ADKS 尺度（日本語版）のアセスメントと診断 
認知症者との同居の経験のある学生は 2.95±0.88，認知症

者との同居の経験がない学生は 2.77±0.78 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.301）。 

（4）ADKS 尺度（日本語版）の経過 
認知症者との同居の経験のある学生は 2.50±0.94，認知症

者との同居の経験がない学生は 2.53±0.86 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.897）。 

（5）ADKS 尺度（日本語版）の治療と管理 
認知症者との同居の経験のある学生は 2.73±0.54，認知症

者との同居の経験がない学生は 2.86±0.64 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.394）。 

（6）ADKS 尺度（日本語版）の症状 
認知症者との同居の経験のある学生は 3.27±0.81，認知症

者との同居の経験がない学生は 2.86±0.80 であった。両者に

有意な差を認めなかった。（P<0.027）。 
（7）ADKS 尺度（日本語版）の生活への影響 

認知症者との同居の経験のある学生は 2.68±0.47，認知症
者との同居の経験がない学生は 2.61±0.55 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.565）。 

（8）ADKS 尺度（日本語版）のケアの内容 
認知症者との同居の経験のある学生は 4.50±0.72，認知症

者との同居の経験がない学生は 4.69±0.59 であった。両者に
有意な差を認めなかった（P=0.177）。 

Ⅵ．考 察 

１．臨地実習前後の ADKS 尺度（日本語版）の比較調査につ
いて 
ADKS 尺度（日本語版）の総得点の平均値が臨地実習後に

有意に高かったことから，臨地実習は認知症の知識量の向上
に有効であると考えられた。特に 7 つの下位尺度のうち「生
活への影響」において臨地実習後に平均値が有意に高かった。
臨地実習において認知症高齢者の看護に関わるなかで，退院
後の生活を見据えた看護や在宅療養に向けての具体的支援や
対応について学ぶ機会があったことが推測され，それらが知
識量の向上に寄与したと思われた。 

それに反して，「リスク要因」「アセスメントと診断」「経過」
「治療と管理」「症状」「ケアの内容」の 6 項目の平均値は，
臨地実習前後で有意差がみられなかった。我が国の老年看護
学のカリキュラムにおいては，認知症の概念，疫学，症候，
検査（MMSE，改定長谷川式スケール，NM スケール等），診
断と治療，認知症の予防，ケアの方法，介護者への支援，介
護保険制度などの支援等が教授されている 15）。認知症の知識
の修得のための座学や演習における教育内容や教育方法に関
する先行研究では，高齢者理解のためのシミュレーション教
育の効果 16）や認知症高齢者を演じる模擬患者の経験からの
学び 17），認知症に関する映画を用いた教材化の検討 18），生活
機能に焦点をあてた認知症高齢者の視聴覚教材の作成と看護
過程演習への活用の教育効果 19），TBL（Team‐Based‐
Learning）を導入した授業効果と課題 20）などが報告されてい
る。しかし，これらの教育内容や教育方法が，認知症の病態
生理や症候などの知識へ及ぼす影響について検討した報告は

表 5 認知症者との同居経験有無別の ADKS 尺度（日本語版）総得点と下位尺度毎の比較 
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みられない。今後，臨地実習前までの座学や演習において，
認知症の病態生理学や症候学などの知識の強化を図ることは
重要であると思われた。

「ケアの内容」の項目は，臨地実習前の時点で平均得点が
5 点満点中 4.52±0.68 と高く，座学において既に知識の習得
がなされていることが考えられる。臨地実習において，「ケア
の内容」の得点をさらに向上させるためには，認知症患者の
ケアの実践内容との比較，座学で獲得したケアの知識と実践
を結び付けるための指導方法の工夫などについて検討する必
要がある。 

また，ADKS 尺度（日本語版）の総得点は臨地実習後にお
いても満足できるレベルとされる 24 点には達していなかっ
た。今後は，認知症の病態生理や症候などの知識の習得のた
めの座学の強化のみならず，臨地実習においても病態生理学
や症候学などを踏まえた実習教育の内容や方法を検討する必
要性があると思われる。現在の看護学教育においては，社会
構造の変化に伴う看護の対象や看護活動の場の多様性・複雑
性に応じた看護を実践するための臨床判断能力の強化が求め
られており，今後の認知症教育においては，キュアとケアの
両方の視点や疾患に対する医学的知識，看護独自のケアに関
する知識の習得の必要性が報告されている 21）。学内演習にお
いて，認知症高齢者と直接触れ合う経験を通した学生の学び
についての先行研究 22）では，認知症高齢者とのコミュニケー
ション能力の向上や認知症高齢者の理解に効果的であったこ
とが報告されている。臨地実習の場では，学生は認知症高齢
者と直接かかわる機会は多いことから，座学で習得した病態
生理や症候学の知識と認知症高齢者の看護ケアとの関連を結
びつけることができるよう，さらなる臨地実習教育の工夫が
必要であると考えられた。 
２．認知症患者の受け持ち経験の有無別の ADKS 尺度（日本

語版）の総得点と下位尺度毎の比較 
認知症患者の受け持ちの経験のある学生は，受け持ち経験

のない学生に比べて ADKS 尺度（日本語版）の「総得点」と
「リスク要因」の平均値が有意に高かった。「総得点」が有意
に高かったことは，臨地実習の中で認知症患者を受け持つと
いう経験が認知症の知識全般の向上に繋がったと推測された。
受け持ち経験のある学生の「リスク要因」が有意に高かった
理由として，認知症患者は判断能力の低下や危機予測力の低
下による転倒・転落のリスク，徘徊や離院といったリスクを
抱えているケースが多い。臨床の看護師は認知症患者の看護
実践において，リスク管理は特に重点を置いている。そのた
め，学生は受け持ち患者の看護実践を通して，臨地実習指導
者や看護師の指導のもと，リスク要因について考え，リスク
の予測，リスク回避のためのアセスメントや看護計画の立案，
実施，評価を通して知識を獲得していると考えられた。 

その他の下位尺度の平均値は，受け持ち経験の有無別で有
意差はなかった。認知症患者の受け持ち経験のある学生の方
が受け持ち経験のない学生に比べて ADKS 尺度（日本語版）

の総得点が有意に高かったため，臨地実習で認知症患者を受
け持つことは認知症の知識量を向上させることには有効であ
るといえる。しかしながら，認知症患者を受け持った学生の
臨地実習後の ADKS 尺度（日本語版）の総得点の平均値は満
足できるレベルの 24 点には到達していなかったことから，
認知症患者を受け持つだけでは，知識の向上には十分とはい
えない。今後，さらなる認知症の知識量を増加させるために
は，臨地実習で可能な限り認知症患者を受け持つ機会を持つ
こと，ならびにリスク要因以外の下位尺度についての学習内
容を臨地実習教育のなかで強化する必要性が示唆された。 
３．認知症者との同居経験の有無別の ADKS 尺度総得点と下

位尺度毎の比較 
認知症者との同居の経験の有無に関わらず，ADKS 尺度の

総得点，7 つの下位尺度において臨地実習前後で平均得点に
有意な差を認めなかった。その理由として，本研究では，認
知症者との同居経験のある学生の割合は，全体の約 1 割程度
であり，サンプルサイズの小ささの影響があると思われる。
また，同居経験について，同居時の学生の年齢や同居期間，
同居時の認知症者の症状の有無や程度，経過，学生と認知症
者との関わり方などの ADKS 尺度の得点に影響すると思わ
れる要因については調査できていない。そのため，同居の有
無との関連についてはさらなる調査が必要である。 
４．研究の限界 

調査実施時期である 4 年次の 9 月～11 月は看護師国家試験
前であり大学での学習以外の個人学習による影響，基礎学力
の差の影響，認知症関連の資格取得の有無などが本調査結果
に影響を及ぼすと考えられる。 

Ⅶ．結 論 

１．臨地実習前に比べて臨地実習後には，「総得点」ならびに
「生活への影響」の 1 つの下位尺度の平均値が有意に上昇
した。 

２．「リスク要因」「アセスメントと診断」「症状」「経過」「治
療と管理」「ケアの内容」の 6 つの下位尺度の平均値は臨地
実習前と臨地実習後で有意差はなかった。 

３．臨地実習中に認知症患者の受け持ちを経験した学生は受
け持ちを経験していない学生に比べて，「総得点」「リスク
要因」の平均値が有意に高かった。 

４．臨地実習後に総得点の平均は上昇したが，満足出来る水
準とされている 24 点には達してなかった。 

５．臨地実習前までの座学において認知症の病態生理学や症
候学などの知識の強化の必要性が示唆された。 
本文の内容の一部は，令和 2 年度山陽学園大学大学院看護

学研究科看護学専攻修士課程において発表したものに加筆，
修正を行った。 

本文の内容の一部は，日本老年看護学会第 25 回学術集会
において発表した。 

本研究に関連した開示すべき利益相反はない。 
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◇実践報告◇ 

新型コロナウイルス感染症患者とその家族への 
心理的支援の実践報告 

― テキストマイニングによる自由記載の分析 ― 

宮本朋子1）*，児島育穂1），和田媛世1）

 2020 年に新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）が国内でも流行し，A 病院は特定感染指定の医療機関のた
め COVID-19 患者の受け入れが開始された。本調査は第二波までの COVID-19 患者と家族への心理的支援の実態を明
らかにする。方法は A 病院の COVID-19 専門病棟の看護師 25 人を対象に，患者・家族に対する心理的支援の自由記載
である。分析はテキストマイニング KH Coder を使用し，単語頻度分析，共起ネットワーク分析を行った。単語頻度分
析では《家族》《患者》《電話》が上位 3 位を占めていた。共起ネットワーク分析では【患者と家族双方を意識した対
応】，【感染対策の上での特別な面会調整】，【不安な思いの傾聴】，【病棟の電話を使用し声を届ける】，【主治医からの病
状説明への確認】，【不安定な状態悪化時の家族への対応】に分類された。入院時から患者と家族へ関わり，患者の揺れ
る気持ちを理解し，チーム内で共有し，患者と家族の繋がりを大切にする支援が示唆された。 

【キーワード】新型コロナウイルス感染症患者，家族，看護，心理的支援，テキストマイニング 

Ⅰ．は じ め に 

2019 年末に中国武漢市から報告された新型コロナウイル
ス感染症（coronavirus disease 2019：以下 COVID-19）は，
瞬く間に全世界に拡大し，WHO（World Health Organization）
は 2020 年 3 月 11 日にパンデミックの宣言をした。日本国内
では 3 月下旬から 4 月上旬にかけて感染者数が急増し一旦減
少したが，その後も数回の患者数の増減を繰り返している。
2022 年 4 月時点では，第六波が収束に向かいつつある。わが
国では当初 COVID-19 は指定感染症に分類され二類相当感染
症として患者の入院勧告及び措置が取られた。 

この感染症がもたらす恐怖や不安，就労，就学や日常生活
への影響と事態の進展予測の困難さは人々に極めて強いスト
レスをもたらす 1）と言われている。  

患者は，隔離入院による孤立や孤外への不安，家族との交
流が阻害される体験をしている。また患者や患者にとって重
要で大切な人（以下；家族）に対する偏見・スティグマ・中
傷にさらされる体験など，COVID-19 に特有の問題も関わる
ため，心理的な支援が重要である 2）と報告されている。 

A 病院は特定感染症指定の医療機関のため，第一波の 2020
年 1 月から COVID-19 患者の受け入れが開始された。同年 4
月から呼吸器内科・感染制御内科病棟が COVID-19 専門病棟
となり，COVID-19 の軽症から中等症までの患者に対応でき
るように，感染症に特化した病棟構造やゾーニング，感染防
止のための設備が構築された。さらに感染対策のため家族の
面会が禁止され，家族も COVID-19 患者の病状や療養環境な
どを直接目で確認することができないことによる不安やス
ティグマの諸問題からストレスを抱えやすい状況にあった。 

第二波が襲った 2020 年 6 月頃は COVID-19 への有効な治
療法について十分なエビデンスがないため，COVID-19 患者
の経験する不安や苦痛の傾聴，共感などの心理的支援が重要 3）

といわれていたが，従来の看護支援と異なって，COVID-19 患
者とその家族に対してどのような心理的支援ができるのか
日々模索していた。 

本調査では第一波及び第二波における看護師が実施した
COVID-19 患者および家族への心理的支援の現状について振
り返り，今後のパンデミックにおける感染症患者への心理的
支援に対する示唆を得る。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）奈良県立医科大学附属病院 
＊ E-mail：h.e.kiiroibenche@gmail.com 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅱ．目 的 

A 病院の COVID-19 専門病棟における 2020 年 4 月（第一
波）～6 月（第二波）までの COVID-19 患者とその家族への
心理的支援の実態を明らかにし，今後のパンデミックにおけ
る感染症患者への心理的支援に対する示唆を得る。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．看護実践内容 
１）A 病院 COVID-19 専門病棟の概要 

COVID-19 専門病棟の看護師は，感染管理認定看護師によ
るスタッフの感染予防の徹底，就業前の健康観察の実施，標
準予防策の基本知識，感染拡大防止策などの実践的な教育を
受けている。 

COVID-19 入院患者は，第一波では平均 13 人/日（最高 25
人/日），第二波では平均 11 人/日（最高 21 人/日）であった。 
２）COVID-19 入院患者の概要 

パンデミック当初は感染者を早期発見，即時隔離とされ，
感染された全ての方に入院治療が行われた。第一波は軽症の
患者が多く，年齢層は 20 代～90 代であった。高齢者の重症
化が増加し，重症化率は第一波では 6.52％であった。この状
況を受け，第二波は 50 歳代以降の重症化リスクのある患者
の受け入れを行い，中等症患者，終末期患者も増加した。 
３）COVID-19 専門病棟の環境 

COVID-19 専門病棟は，感染領域と非感染領域を明確にし
たゾーニングが行われ，感染領域から非感染領域に戻る場所
で，個人防護具の脱衣を行っている。 
４）COVID-19 患者への看護実践 

パンデミック当初は，防護具や消毒薬の供給不足が発生し
た。防護具の消費を最小限にするために，担当患者にナース
コールを使用した会話が行われていた。隔離された環境で孤
独な療養生活を余儀なくされる患者もあり，看護師が患者の
思いを傾聴し，家族と電話で会話をできるように調整をした。
重症化する患者数が徐々に増加し，面会禁止により患者と家
族への対応に看護師は困難を感じていた。 
２．調査内容 
１）調査対象者 

A 病院の COVID-19 専門病棟で COVID-19 患者とその家族
への看護に携わった看護師 25 人。ただし COVID-19 疑似症
患者のみ対応を行った看護師，管理職者を除外した。 

２）調査期間 

2020 年 11 月 1 日～2021 年 1 月 17 日 
３）データ収集方法 

（1）調査方法 
研究対象者に無記名自記式質問紙を配布し，病棟に鍵付き

回収箱を設置し，自ら投入する質問紙留置法とした。 

（2）質問紙内容 
対象者の病棟所属年数，「COVID-19 患者・家族に対する心

理的支援」の自由記載とした。 
４）分析方法 

本 調 査 は テ キ ス ト マ イ ニ ン グ ツ ー ル KH Coder
（Ver.2Beta.31）を使用して分析した。今回の分析は単語頻度
分析（どのような単語がどれだけの頻度でテキストデータに
含まれるのかを分析する）4）と共起ネットワーク分析（テキ
スト全体に出現する単語同士がどのような関係にあるかを捉
え，文章の特徴を分析する）5）を行った。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本調査への参加は，自由意志によるものとし，質問紙の提
出をもって同意を得た。質問紙への記載は無記名で行うこと
とした。質問紙の回収に対しては記載した本人に記載済みの
質問票を鍵付き回収箱に提出してもらうよう依頼した。なお，
本調査は奈良県立医科大学医の倫理審査委員会の承認（承認
番号 2838）を得て実施した。 

Ⅴ．結果・成果 

１．対象者の病棟所属年数 
質問紙は 25 人中 21 人から回答を得た（回収率：84％）。病

棟所属年数の平均は 4.8 3.4 年であった。 
２．自由記載内容のテキスト分析 
１）単語頻度分析の結果 

21 人の自由記載データのうち抽出された文脈は 69 文脈で
あった。69 文脈中の単語の出現頻度を分析した。単語総数は
991 語，単語種別数は 267 種類であった。本文中の《 》は
単語として抽出されたものである。自由記載に高頻度で出現
した上位 10 単語は，《家族》79 回，《患者》77 回，《電話》34
回，《面会》30 回，《連絡》20 回などであった（図 1）。 

原文を参照すると，《家族》では，「最初に家族の体調を確
認するようにしていた」，「家族のニーズや思いを知り，でき
るだけそれに添えるようにした」などの記載がみられた。 

《患者》では，「入院経過や治療に対する患者の気持ちや不
安の内容を傾聴し，看護師間で共有した」，「患者の揺れる気
持ちに寄り添い，少しでも闘病意欲を失わないように，主治

図 1 自由記載における単語頻度（上位 10 位） 
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医にすぐに病状説明してもらうようにした」などの記載が
あった。 

《電話》では，「患者の状態変化があれば電話で家族に適宜
伝えるようにした」，「家族が患者の病状や入院生活を心配さ
れていたので，患者の携帯電話から患者の表情，病室から見
える風景もわかるように写メも送るようにした」などの記載
があった。 

《面会》では，「（家族と長い間対面できていない施設入所
の患者で）車椅子移乗が可能になった時には，家族が患者の
顔を見て安心できるようにできるだけ窓越し近くで面会でき
るようにした」，「終末期に近づいてきた時は，患者の体調を
みながら家族の希望に合わせてビデオ通話，タブレット面会，
対面での面会ができるように師長や医師に相談して面会調整
をした」などの記載があった。 

《連絡》では，「家族の連絡可能な時間を聞き，確実に連絡
できるようにした」，「患者の生活支援者，心の支えとなる人
の連絡先，または自宅電話の番号など連絡可能な番号をでき
るだけ多く聞いた」などの記載があった。 
２）共起ネットワーク分析 

自由記載に書かれたテキストとデータ全体に出現する単語
同士がどのような関係にあるのかを捉え，文章の特徴を把握
するために共起ネットワーク分析を行った。共起ネットワー
ク分析の結果，ネットワークは【患者と家族双方を意識した
対応】，【感染対策の上での特別な面会調整】，【不安な思いの
傾聴】，【病棟の電話を使用し声を届ける】，【主治医からの病
状説明への確認】，【不安定な状態悪化時の家族への対応】の
6 つに分かれていた。 

【患者と家族双方を意識した対応】では，《患者》《家族》
を中心としたネットワークであった。このネットワークでは，
「患者」「家族」「電話」「連絡」「伝える」「状況」の 6 語が太
い線で結ばれており共起関係が強いことが示された。「入院時
から患者が家族のことを 1 番に心配していたため，患者に家
族といつでも電話で連絡して良いことを伝えた。また家族へ
は看護師から電話で患者の症状や入院生活の状況をできるだ
け伝えるようにした」，「家族とのコミュニケーションの取り
方で困っていること，伝えたいことはないか状況確認してい
た。家族には患者に対してしてあげたいことがあれば電話連
絡してもらい，可能な限り支援した」などの原文から抽出さ
れた。 

【感染対策の上での特別な面会調整】では《面会》を中心
としたネットワークで，「面会」「対面」「PPE」「着用」「タブ
レット」「終末」「調整」の 7 語が太い線で結ばれており共起
関係が強いことが示された。「タブレット面会やビデオ通話で
面会を調整した。終末期や看取りの場面には家族に PPE を着
用してもらい，短時間でも最期の時間を過ごせるように対面
での面会ができるようにした」などの原文から抽出された。 

【不安な思いの傾聴】のネットワークでは，「思い」「傾聴」
の 2 語が太い線で結ばれており共起関係が強いことが示され

た。「患者，家族に不安はないか，どう感じておられるかといっ
たお互いの思いを傾聴するようにした」，「周囲の人との関係
など心配事を話されたので思いを傾聴した」などの原文から
抽出された。 

【病棟の電話を使用し声を届ける】のネットワークでは，
「携帯」「病棟」「持つ」「会話」「使用」の 5 語が太い線で結
ばれており共起関係が強いことが示された。「携帯電話を持っ
ていない患者に対しては，病棟の電話を使って家族と会話を
してもらった」，「携帯電話を利用されている患者で充電器を
持参されていない方が多いので携帯電話の充電や病棟の電話
を使用し会話してもらうよう調整した」などの原文から抽出
された。 

【主治医からの病状説明への確認】のネットワークでは，
「主治医」「確認」「説明」の 3 語が太い線で結ばれており共
起関係が強いことが示された。「主治医からの説明をどのよう
に理解されているかを患者に確認した。急変時の対面での面
会の希望を確認し，家族との関わりを大切にした」，「主治医
より家族へ患者の死期が近づいていることについて電話で説
明後，改めて電話をかけて家族の理解度の確認と気持ちを大
切にするようにした」などの原文から抽出された。 

【不安定な呼吸状態悪化時の家族への対応】のネットワー
クでは，「話す」「状態」の 2 語が太い線で結ばれており共起
関係が強いことが示された。「倦怠感や呼吸苦があり話すこと
がしんどい患者に代わり，家族に状態を伝えた」，「呼吸状態
の悪化で呼吸苦が増強してきた患者が鎮静を使用する前に家
族と話しができるようにタブレット面会を試みた」などの原
文が抽出された（図 2）。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

１．家族への心理的支援 
COVID-19 患者とその家族への心理的支援において単語頻

度分析では，《家族》，《患者》，《電話》，《面会》，《連絡》が多
くみられ，最頻出単語は《家族》であった。つまり，看護師
は COVID-19 患者とその家族への関わりにおいて，入院時か
ら COVID-19 患者だけでなく，家族への心理的支援も重要視
していたことが明らかになった。看護師は面会できずに複雑
な思いを抱きながら自宅で過ごしている家族に対して，家族
の身体変化や，その時々の家族の心理的状況も確認すること
を心掛けるなどの気遣いがみられていた。また，《家族》を関
連語とした共起ネットワークでは「患者」「電話」「連絡」「伝
える」「状況」が共起関係として結ばれていた。面会禁止のた
め家族は患者を直接見ることができない。家族が患者の状況
に関する情報を十分に得られないことは，家族の不安や恐怖
を一層かき立て，情緒的危機を強める結果を招きやすい 6）と
報告されている。看護師は家族に，患者の状況に合わせてい
つでも電話連絡できること，患者の入院生活の状況を細かく
伝えていた。これは，看護師が患者の病状や療養環境を知り
たいという家族のニーズにできるだけ応えて安心感を与える
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関わりを実践していたと考える。また，看護師は家族との関
わりを，患者と同様に家族も含めた単位として捉え，患者と
家族とのつながりを大切にした心理的支援をしていたことが
示唆された。 

《面会》を関連語とした共起ネットワーク分析から，終末
期医療へ移行した COVID-19 患者の病状変化にあわせて，
COVID-19 患者と家族が特別に面会できるように調整してい
たことが明らかになった。家族面会は患者に安心感をもたら
し，闘病意欲を向上させるなどの目的がある 7）と言われてい
る。感染予防の観点から面会禁止となっている状況の中，従
来通りにはいかないが，患者の病状変化や家族の希望に合わ
せて面会方法の選択を行い，面会方法を工夫することで，
COVID-19 患者と家族の心理的な距離を近づけ，双方が同じ
空間を共有でき，コミュニケーションがとれる関わりを大切
にしていたと考える。 

《確認》を関連語とした共起ネットワークでは「主治医」
「説明」が共起関係として結ばれていた。主治医が家族に電
話で患者の病状変化や治療内容について説明をされている。
様々な情報が錯綜していた時期でもあり，看護師は，家族が
必要な情報を正しく理解できているかを確認していた。看護
師は，家族に患者の病状の受け入れを促す関わりを大切にし
ていたと考える。 
２．患者への心理的支援 

次に頻出単語として多く認めたのは《患者》であった。患
者は，日常生活の影響への不安な思いを抱えていた。COVID-
19 感染症パンデミックで，メンタルヘルスへの影響が大きい
と考えられる第一の集団は，COVID-19 の罹患者である 8）。
また COVID-19 患者を取り巻く環境として，感染経路の特定
作業などでプライバシーを守ることが難しい側面もあり，ネ
ガティブな社会的反応を招き，当事者やその家族・関係者に
対する偏見は著しいものがある 9）と述べられている。《思い》
を関連語とした共起ネットワークでは「傾聴」が共起関係と
して結ばれていた。COVID-19 患者への心理的支援として，

不安な思いについて時間を使って傾聴し，患者の希望を確認
していたことが明らかになった。

「話す」「状態」の共起関係が強く【不安定な呼吸状態時の
家族への対応】のネットワークから COVID-19 患者の病状悪
化時には，今後の病状変化も予測しながら，管理者や主治医
と相談し，可能な範囲で音声やオンライン面会，短時間でも
対面できる環境を整え，家族が患者と過ごせる貴重な時間を
工夫するなどの支援をしていた。 

以上のことから，COVID-19 患者への心理的支援として，
COVID-19 患者の揺れる気持ちを理解し，チーム内で共有し
闘病意欲に繋がるように寄り添い，入院時から COVID-19 患
者と家族との繋がりを大切にする関わりを実践していたこと
が示唆された。 
３．今後の課題 

今回関わった COVID-19 患者の多くは，高齢者であり，自
ら電話やソーシャルメディア，オンラインツールなど積極的
に ICT を活用することが困難な傾向にあった。COVID-19 患
者のベッドサイドに寄り添えるのは看護師である。看護師は
患者の家族とのコミュニケーションを維持できるための支援
が必要である。電話などの通信手段を利用することで，隔離
環境でも人との繋がりを保ち，孤立感や孤独感を和らげる支
援が必要である。さらに，医療者は患者や家族と早期から信
頼関係の構築を心掛け，思いを傾聴し相談相手としての役割
を担うことも必須である。今後のパンデミック下においての
課題は，認知症や重度障害者等の施設クラスターによる入院
患者が増加し，患者は慣れ親しんだ環境とは異なる病院での
隔離入院で不安や混乱に陥る可能性が高く，心理的支援の関
わりは困難が予想される。認知症や重度障害を有する患者へ
の心理的支援への介入に対して，さらなる研究が必要である。  

本調査の内容の一部は第 52 回日本看護学会学術集会にお
いて発表した。 

なお，本調査に関して，開示すべき利益相反関連事項はな
い。 

図 2 自由記載における共起ネットワーク 
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◇実践報告◇ 

COVID-19 陽性の高齢患者に対する摂食嚥下機能回復に 
向けた多職種での取り組み 

岩﨑せりな1）*，藤田夢加1），竹内美加1），香西尚実1）

【目的】：長期臥床と絶飲食により摂食嚥下障害を認めた COVID-19 陽性の高齢患者に対し，多職種協働の下，早期離
床，早期経口摂取再開を進め，摂食嚥下機能の回復に努めた事例を振り返り，今後の看護実践に役立てるものである。

【結果】：報告する事例は A 氏，90 歳代の患者で，COVID-19 による呼吸状態悪化に伴い 7 日間絶飲食していた。全身
の筋力低下，覚醒不良により食事摂取全介助の状態であった。看護師によるリハビリテーションや嚥下体操，言語聴覚
士とリモートでの食事形態アップ，管理栄養士との患者の嗜好に合ったメニューの検討や，家族とのリモート面会を実
施した。その結果，一部介助での車椅子移乗や食事の自力摂取が可能となり，1 週間でミキサー・キザミ食を半量以上
摂取可能となった。 

【考察】：看護師の直接介入により姿勢・活動性が強化され，嚥下及び全身の筋力が改善された。さらに，口腔ケアやア
イスマッサージ，リモートでの家族との関わりが刺激となり，覚醒不良の改善に繋がった。 

【キーワード】COVID-19，摂食嚥下障害，KT バランスチャート，多職種 

Ⅰ．は じ め に 

日本では，2020 年 1 月に初めて新型コロナウイルス感染症
（以下：COVID-19）の感染者が確認され，2022 年 3 月末ま
でに 655 万 2920 人が COVID-19 と診断されている 1）。現在
は COVID-19 対応についての必要な感染予防策が明確になっ
てきており，多くの医療従事者が個人防護具（Personal 
Protective Equipment）（以下：PPE）の着脱などの再教育を
受け COVID-19 陽性の患者と関わっている。しかし，実践報
告当時は感染の第 3 波といわれていた時期で，重症化しやす
いといわれている 60 歳以上の感染者の割合が第 2 波の 2 倍
以上であった 2）。また，ワクチンが承認されていなかったた
め，感染のリスクを考慮して，COVID-19 陽性患者に直接関
わる医療従事者は，医師と看護師に限定されていた。特に患
者のベッドサイドに行く機会の多い看護師は，清掃，食事介
助，清潔ケア，心理面での支援などあらゆる療養環境の支援
に対して大きな役割を担っていた。その役割を担うことに
なった者は，隔離病棟で PPE を着用して患者と関わるという
新たな環境への戸惑いや飛沫・エアロゾルへの曝露リスクを

感じるだけでなく，COVID-19 が出現する前は多職種と協働
で行ってきた処置やケア等を看護師が担わなければならない
という不安を抱えていた。

人工呼吸器管理などを必要とする重症患者に対しては，理
学療法士（以下：PT）が気道クリアランスや腹臥位療法など
のポジショニング支援を行っており，急性呼吸促迫症候群
（Acute respiratory distress syndrome：ARDS）の急性期後
の早期リハビリテーション着手が必要不可欠である 3）とされ
ている。そのため，急性期においては，多職種が直接介入を
行った事例が多数報告されている。しかし，急性期を脱した
患者に対する摂食嚥下機能回復に向けた研究や報告は見当た
らない。感染拡大防止の観点から訪室人数が制限され，摂食
嚥下機能の回復に向けた取り組み方が確立されていなかった。
そのため，第 3 波の時期に入院中の長期臥床と絶飲食によっ
て摂食嚥下障害を認めた COVID-19 陽性の高齢患者に対して，
訪室人数が制限された状況でも多職種介入を行い，早期離床，
早期経口摂取再開を進め，摂食嚥下機能の回復に努めた事例
を振り返った。対象者 1 名の入院中の電子カルテより情報収
集し得られたデータを基に事例報告としてまとめた。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）香川大学医学部附属病院 
＊ E-mail：iwasaki.serina@kagawa-u.ac.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅱ．目 的 

COVID-19 陽性の高齢患者における摂食嚥下機能回復に向
けての多職種での取り組みを振り返ることで，看護のあり方
を検討し，今後の看護実践に役立てるものである。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．患者背景 
A 氏（90 歳代）は，COVID-19 に対する治療目的で入院し

た。入院時 37 度台の発熱があり，酸素投与をしない状態で
SPO2は80％台後半であったため，経鼻カニューレで酸素1L/
分を投与し，SPO2 は 95％前後となった。CT で肺炎像を認
め COVID-19 中等症Ⅱと診断された。急性期病棟で抗ウイル
ス薬とステロイドを投与されたが呼吸状態が悪化したため絶
飲食となり，細菌性肺炎疑いで抗生剤を投与された。その後
1 週間の絶飲食期間を経て回復期病棟に転棟となり，同日よ
り食事摂取再開となった。入院前は車椅子に座った状態で食
事の自力摂取が可能であり，普通食を摂取していた。上下義
歯装着中で，看護師が義歯洗浄と口腔ケアを行い，口腔内の
保清は良好であった。要介護 3 で，生年月日を答えることは
できるが年齢は答えることができないといった記憶障害がみ
られた。 
２．多職種での取り組みと患者の経過 

A 氏が，食事摂取再開時は全身の筋力低下，覚醒不良によ
り臥床で過ごしており，ADL は看護師の全介助が必要であっ
た。また，右優位の握力低下もあり，スプーン把持が困難で
あったため，全介助で食事を摂取していた。食事はゼリーか
ら開始となり，咽せはないものの嚥下に時間を要し，ゼリー
1 個の摂取に 10～15 分必要であった。感染拡大防止の観点か
ら院内では言語聴覚士（以下：ST）や PT による直接的なリ
ハビリテーションは行なわない方針となっていたため，ベッ
ドサイドに行くことのできる看護師がリハビリテーションを
実施した。全身の筋力低下に対しては，ベッド上頭部挙上か
ら開始し，日中ベッド上で座位になる時間を少しずつ増やし
た。また，ボールを用いた手指の把握運動や下肢の屈伸を促
した。食事摂取再開 4 日目より看護師 2 名の全介助で車椅子
に移乗し，足踏み運動と膝伸ばし運動，座位姿勢の保持を行っ
た。摂食嚥下機能低下に対しては，医師や ST と相談し嚥下
体操，アイスマッサージ，スワブを用いた口腔ケアと義歯洗
浄を毎日行った。しかし，食事摂取再開 3 日目に 38 度台の発
熱と CRP 上昇を認め，誤嚥性肺炎が疑われた。そこで，ST
とタブレット型端末を用いてリモートで繋ぎ，嚥下機能の確
認を行った。ST による遠隔指示のもと，改訂水飲みテストを
2 回施行した結果，咽せや湿性嗄声なく，判定 4～5 であった。
医師や ST と相談し，誤嚥性肺炎疑いだが，無理のない範囲
でゼリー摂取を継続し，引き続き嚥下体操やアイスマッサー
ジ，口腔ケアを行うことにした。その後発熱なく経過し，6 日
目には栄養補助食品の摂取開始，7 日目にはゼリーから軟食

へ食事形態アップを行った。また，管理栄養士（以下：RD）
と協働して，患者の嗜好に合わせたメニューの検討を行った。
ゼリーは「美味しい。」と話し摂取したが，オリーブオイルを
かけた魚は摂取が進まなかったため，油っぽいものは避け，
甘辛い味付けの煮物などを提供した。さらに，患者の生きる
意欲を覚醒させる目的で，家族とタブレット型端末を用いて
リモートで面会し，コミュニケーションを取る機会を作り，
家族写真を病室に掲示した。 

また，感染拡大防止の観点から，看護師が患者と直接的に
関わる時は，患者の正面に立つことや，至近距離で顔を覗き
込むような姿勢は避け，患者の横に立ち口腔内にアプローチ
するという対策が必要であった。しかし，認知機能の低下が
ある高齢患者であったため，可能な限り患者の目を見て，マ
スク装着中でもわかるように大きな声でゆっくり話しかけた。

対象者の口から食べる支援において，多面的で包括的な視
点で多職種による評価とアプローチをするためのアセスメン
トツールである KT バランスチャートⓇ（以下：KTBC）4）を
用いて，転棟時と退院時（回復期病棟への転棟から 11 日目）
に摂食嚥下状態の評価を行った。 

Ⅳ．倫理的配慮 

個人が特定されるような情報は収集しないよう配慮した。
院内の看護研究事前審査委員会において，同意書への代諾者
欄の追加と患者属性の性別削除の指摘があり，修正後承認を
得た。本事例報告の参加は自由意思であり拒否における不利
益はないこと，ならびに本研究の目的と内容を対象者の家族
へ説明し口頭で同意を得た。 

Ⅴ．結果・成果 

まず，全身の筋力低下において，ベッドサイドでのリハビ
リテーションを毎日継続したところ，退院時にはベッド柵を
把持し看護師が背部を支えれば立位を保つことができるよう
になった。また，車椅子移乗も軽介助で可能となった。そし
て，自己でスプーンを把持し食事を口に運ぶ動作も可能と
なった。次に，摂食嚥下機能低下においては，ゼリーから軟
食への食形態アップが可能となった。リハビリテーション開
始時は摂取量に差があり一口も摂取しないこともあったが，
徐々に摂取量が増え，退院時には概ね半量以上摂取していた
（表 1）。家族とタブレット型端末を用いてリモートで面会を
行い，覚醒不良であった患者が笑顔で家族に手を振る姿がみ
られた。 

また，飛沫・エアロゾルを曝露するリスクに注意しながら
患者のそばに立ち，口腔内へのアプローチや，嚥下機能評価
を ST とリモートで実施したことで，摂食状態の改善を認め
た。 

転棟時と退院時に KTBC を用いて評価した結果を図 1 に
示した。食事摂取再開時の合計は 32 点であったが，前述した
介入により，退院時は 43 点となり，11 点改善した。項目別
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にみると 13 項目中，認知機能，咀嚼・送り込み，嚥下，姿勢・
耐久性，食事動作，活動，摂食状況レベル，食物形態の 8 項
目で点数がアップしていた。さらに，視点別にみると摂食嚥
下の機能視点と姿勢・活動性の視点で特に改善が認められた。
KTBC を用いることで，客観的に患者の全体像を把握するこ
とができ，どのようなアプローチをすれば患者の「口から食
べる幸せ」をよりよく支え，QOL 向上につながるかを検討す
ることが出来た。栄養状態に関しては入院中の体重が不明な
ため評価できていないが，転棟時と退院前日の採血データを
比較した結果，TP は 5.6g/dl から 6.2g/dl，ALB は 2.3g/dl か
ら 2.6g/dl に上昇した（図 2）。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

武政ら 5）は，入院中に絶食期間を有した 75 歳以上の肺炎
患者において，絶食の食数が多い患者は退院時に嚥下障害が
残存しやすいと述べている。絶飲食の場合，摂食嚥下活動の
低下から摂食嚥下に関連する器官に廃用性の変化が生じ，嚥
下障害に至る。A 氏は回復期病棟へ転棟してきた日より食事
摂取を再開し，絶食期間の短縮に努めたことが摂食嚥下障害
の改善に繋がったと考えられる。また，武政ら 6）は，早期の
理学療法開始が嚥下機能低下防止に寄与すると述べている。
嚥下時の喉頭の運動は重力に拮抗するため，抗重力位での姿

表 1 食事摂取量 
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図 1 KT バランスチャートⓇ
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勢をとると嚥下筋に負荷をかけることとなり，誤嚥による続
発性を回避するには，誤嚥物や気道分泌物を喀出させること
が重要となる。さらに柏尾ら 7）は，離床を進めることは全身
持久力および認知機能を向上させることになるが，同時に嚥
下に必要な筋力を獲得することにもなる。そのため離床して
体幹機能を改善させることが必要と述べている。看護師が
ボールを用いた手指の把握運動や下肢の屈伸を促し，昼食時
には一部介助で車椅子に移乗し，足踏み，膝伸ばし運動，姿
勢の保持を行ったことにより，姿勢・活動性が強化され全身
の筋力の改善に繋がったと同時に嚥下に必要な筋力を獲得す
ることができたと考えられる。 
 柏尾ら 8）は，口腔ケアを行うことにより口腔への機械的刺
激の入力や，冷水による温度刺激の入力ができ，これらによ
り，口腔器官の運動向上，感覚機能の維持，唾液分泌の促進
が期待できる。唾液分泌の促進により口腔内浄化が進み，口
腔運動も円滑になり，嚥下反射を惹起することができると述
べている。そして，先述したように嚥下体操やアイスマッサー
ジにも，口腔周辺の運動機能や感覚機能の回復を促し，嚥下
反射の誘発や唾液の分泌促進の効果がある。さらに柏尾ら 9）

は，口腔ケアは覚醒向上や認知機能へのはたらきかけにもな
ると述べている。ST と相談しながら，嚥下体操，口腔ケア，
アイスマッサージを行ったことが口腔や認知機能への刺激と
なり，摂食嚥下機能や覚醒不良の改善に繋がったと考える。
また，ST とリモートで嚥下機能を評価したことで，看護師は
専門的なリハビリテーションの知識や技術を得ることができ，
統一したケアを提供することができた。 

小山 10）は，食欲は食物に対する過去の経験，情緒，感情に
よって左右されると述べている。嗜好品を提供することで食
への満足感を引き出し，リモートであっても家族と関わりを
持つことにより，つながりを実感することが安心感を与え，
食べる意欲に繋がったと考える。また，家族とのリモート面
会や家族写真を掲示することは，覚醒不良の改善にも効果的
であったと考えられる。 

さらに，食事介助や口腔ケア，アイスマッサージは患者が
マスクを装着していない状態で行うとともに，咽せや唾液飛
沫などの影響で飛沫感染・エアロゾル曝露のリスクが大きい
行為であるといえる。患者の正面に立つことや至近距離で顔
を覗き込むような姿勢は避け，患者の横に立ち口腔内にアプ
ローチするという対策をとり，食事介助中の嚥下機能評価を
ST とリモートで行うことで，飛沫やエアロゾルを曝露する
リスクを減少させることができた。COVID-19 陽性であって
も目の前にいる１人の高齢患者であるという認識を持ち，感
染対策に留意しながら高齢者への常日頃の姿勢を可能な限り
保った結果，感染拡大防止と患者の食行動の回復に繋がった
と考えられる。 

看護師が患者のベッドサイドで適切な口腔ケア，嚥下評価
などを行うとともに，必要な専門職との橋渡し役となりリ
モートという方法をとることで，COVID-19 陽性であっても
多職種で連携をとりながら関わることが可能となった。
COVID-19 陽性の高齢者であっても急性期を脱した早期から
患者の可能性を諦めず，適切な評価を行い，摂食嚥下の専門
職でなくても出来ることを続けたことによって，摂食嚥下機

図 2 血液データの推移 
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能回復に繋がったと考えられる。制限下であっても，多職種
の連携や家族の参画を促すことは可能であり，介入を継続す
ることが重要である。PT や ST の直接的なリハビリテーショ
ンが困難であっても連携を取りながら看護師が直接的なリハ
ビリテーションを行うことは，急性期を脱した COVID-19 陽
性の高齢患者における摂食嚥下機能回復に有効であった。 

しかしながら，本研究の今後の課題として PT や ST が直
接介入出来ない状況において，適切に患者の状態を PT や ST
に伝えるスキルが看護師に求められるということが挙げられ
る。COVID-19 陽性の高齢患者が隔離中に身体機能，認知機
能低下をきたさないためには，看護師が PT や ST など専門
職の介入の必要性を見極めて働きかけることが必要となる。
COVID-19 陽性患者であっても，多職種連携の橋渡し役とな
る看護師が，多職種で介入を行う方法を模索する姿勢を持ち
続けることが重要であると考えられる。 

感染拡大防止の観点から患者との関わりが制限された中で
も，職種を超えて柔軟な対応，連携をとることの有益性を念
頭に置きながら，COVID-19 陽性の高齢患者における摂食嚥
下機能回復に向けての今後の看護実践に役立てていきたい。 

本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。なお，本論文に関して，開示すべき利益相
反関連事項はない。 
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◇実践報告◇ 

新型コロナウイルス感染症患者・家族の治療・ 
検査に対する意思決定支援の実態 

兒島育穂1）*，宮本朋子1），和田媛世1）

 新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）患者とその家族への治療・検査に対する意思決定支援の実態を明ら
かにする。対象は A 病院の COVID-19 専門病棟で勤務する看護師に自由記述で回答を求める質問紙調査を実施し，21
人から回答（84％）を得た。内容分析の結果，【徹底した感染対策のもと意向に寄り添う】【情報を分かりやすく伝える】
【希望や意思を尊重できるよう医療者間で共有する】【積極的に家族の意向を丁寧に確認する】【家族が病状を認識でき
るよう言語化する】【可能な範囲で対面できるよう調整する】【退院後の支援を医療者間で共有する】の 7 カテゴリーが
抽出された。治療法が確立していない時期から，看護師は患者・家族の意思に沿えるような選択ができるよう，早期か
ら傾聴や情報提供，医療者間での情報共有などを実施し意思決定支援を行っていたことが明らかになった。

【キーワード】COVID-19 患者，家族，意思決定支援，他職種連携 

Ⅰ．は じ め に 

世界では新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019；以下 COVID-19）は猛威を振るっており，多くの感染
者・死者がでた。我が国でも 2020 年 3 月下旬より感染者数が
急増し，いわゆる第 1 波が到来した。その後，緊急事態宣言
が発令されいったん感染者数が減少したが，COVID-19 の流
行により患者数の増減を繰り返し，2022 年 4 月現在，第 6 波
が収束に向かいつつある。 

A 病院は特定感染症指定医療機関のため，COVID-19 流行
前から COVID-19 患者の受け入れが開始され，呼吸器内科・
感染症内科病棟が COVID-19 専門病棟となり，軽症から中等
症までの COVID-19 患者の看護に携わるようになった。第 2
波が到来した 2020 年 6 月頃は，COVID-19 が未知のウイルス
のため，発症から数日のうちに急激な病状変化をきたし致死
的な状況になる症例が報告されていた 1）。COVID-19 患者は
原則隔離入院となり，今後の見通しが立たない入院生活とな
り，不安・孤立・拘束などを強く抱いていると推測された。
また，A 病院では院内感染防止の観点から原則面会禁止を余
儀なくされていたため，重篤な状態や終末期と判断された場
合でも COVID-19 患者と家族との対面が厳しく制限されてい

た。COVID-19 患者が急激に病状悪化した場合，1 人で治療・
検査への意思決定を求められることが多く，家族や医療者と
の十分な話し合いをする時間もなく蘇生行為が行われること
もあった。COVID-19 ガイドラインにおいて有効な治療法に
ついて十分なエビデンスがない中で 2），患者・家族は治療・
検査に関しての意思決定を迫られる。そのため，治療・検査
を意思決定する過程において患者・家族の希望に沿った介入
ができるよう看護師は支援する必要があった。また，在宅医
療を受けている患者の入院中の治療・検査は，患者の退院後
の生活にも影響を来すことが予測される。COVID-19 の流行
で退院前カンファレンスの実施にも影響を与え，患者を支え
るケアマネジャーや訪問看護師など（以下;他職種）も面会禁
止となり，COVID-19 患者や家族が希望する退院後の療養先
に沿えなかったことも経験してきた。 

国内では，COVID-19 患者とその家族への治療・検査に対
する意思決定支援の実態についてはあまり報告されていない。
そこで，今回，COVID-19 患者とその家族への治療・検査に
対する意思決定支援の実態を明らかにすることで，感染症看
護の向上につながる示唆を得る。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）奈良県立医科大学附属病院
＊ E-mail：n.ra.kgno@outlook.jp
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Ⅱ．目 的 

COVID-19 流行開始時期である第 1 波および第 2 波におけ
る治療法が確立していない状況下で，看護師が行った
COVID-19 患者・家族の治療・検査に対する意思決定支援の
実態を明らかにすること。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．調査期間：2020 年 11 月 1 日～2021 年 1 月 17 日 
２．調査対象：A 病院の COVID-19 専門病棟で勤務する看護

師 25 人。ただし，管理職者や COVID-19 疑似症への対応
のみ行った看護師は除外した。 

３．調査方法：「COVID-19 患者と家族をケアする看護師のた
めのガイド」3）を参考に独自の自記式質問紙を作成した。
本研究での意思決定支援とは，治療・検査を決定する過程
に対する支援とした。対象者に質問紙を配布し，鍵付きの
回収箱を設置し回収した。 

４．調査内容：『感染症病棟の所属年数は何年目ですか』の 1
項目に対して数字記載での回答を求めた。『COVID-19 患者
へ意思決定支援についてどのような支援を行ったか具体的
に記載してください』『COVID-19 患者の家族へ意思決定支
援についてどのような支援を行ったか具体的に記載してく
ださい』の 2 項目に対して自由記述で回答を求めた。
COVID-19 患者における他職種連携については『ケアマネ
ジャーや支援者から情報を得た』『患者・家族に関する情報
について他職種カンファレンスを通して共有した』につい
て 4 件法で回答を求めた。 

５．分析方法：研究者同士で，自由記述を意味内容の類似に
より分類し，サブカテゴリー，カテゴリーへと抽象した。
他職種連携に関する質問事項については，リッカート尺度
を用いて 4 段階評価した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

A 大学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号
2838）。質問紙調査は無記名・自由意思によるものとし，学会
などで公表することや研究への不参加の場合も何ら不利益を
被ることがないことを文章で説明し，質問紙の投函をもって
同意とした。 

Ⅴ．結果・成果 

有効回答数は 21 人（84％）で，基本的属性として 1 年目 2
名，2～5 年目 12 名，6 年目以上 7 名であった。以下，文章中
の【 】はカテゴリー，〈 〉はサブカテゴリー，『 』は対
象者の記述内容を示す。 
１．COVID-19 患者への意思決定支援内容 

COVID-19 患者への意思決定支援の内容から 6 サブカテゴ
リー，3 カテゴリーに分類できた。その内容は『PPE 着用し，
時間を作りベッドサイドで座って思いの傾聴を行った』など
の〈万全の感染対策をして治療や退院後の生活について思い
を傾聴した〉や『入院中につらいこと，不安なこと，退院後
に何をしたいかなど話を聞いた』などの〈入院生活でのニー
ズや希望について傾聴した〉といった【徹底した感染対策の
もと意向に寄り添う】を実践していた。また【情報を分かり
やすく伝える】【希望や意思を尊重できるよう医療者間で共有
する】が抽出された。（表 1） 
２．家族への意思決定支援内容 

COVID-19 患者の家族への意思決定支援の内容から 8 サブ
カテゴリー，4 カテゴリーに分類できた。その内容は，『DNR
を決定された後，家族への思いを傾聴した』などの〈入院時
から家族に連絡をとり思いを傾聴した〉や『何か本人に対し
て家族がしてあげたいことがあれば，代わりに可能な限りで
支援しますと説明した』などの〈家族の希望やニーズをでき

表 1 COVID-19 患者への意思決定支援内容 

PPE

ICU
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るだけ丁寧に確認した〉といった【積極的に家族の意向を丁
寧に確認する】を実践していた。また，【家族が病状を認識で
きるよう言語化する】【可能な範囲で対面できるよう調整する】
【退院後の支援を医療者間で共有する】が抽出された。（表 2） 
３．COVID-19 患者における他職種連携について 

「ケアマネジャーや支援者から情報を得た」という項目に
対して「よく実践した」4 人（19％），「実践した」12 人（57％），
「あまり実践しなかった」5 人（24％）が回答しており，他職

種や周囲からの情報収集ができていたと認識していた人は
70％程度であった。一方，「患者・家族に関する情報について
他職種カンファレンスを通して共有した」という項目に対し
て「よく実践した」2 人（10％），「実践した」7 人（33％），
「あまり実践しなかった」9 人（43％），「実践しなかった」3
人（14％）と回答しており，他職種連携が実施できていたと
認識していた人が半数以下であった。（図 1） 

表 2 家族への意思決定支援内容 

DNR

PPE iPad

ADL

図 1 COVID-19 患者における他職種連携 
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Ⅵ．看護実践への示唆 

COVID-19 患者に対する意思決定支援として，PPE 着用し
てできる限り COVID-19 患者の治療や退院後の生活について
の思い，入院生活でのニーズや希望について傾聴するなど【徹
底した感染対策のもと意向に寄り添う】など工夫して関わっ
ていた。COVID-19 患者は突然の発病に直面し，孤独や寂し
さを抱きやすい。だからこそ，看護師は，感染対策を十分に
講じたうえでそばに寄り添いながら，今後の治療や療養生活
への思いを傾聴し希望を確認していた。つまり，看護師は
COVID-19 患者が治療・検査を選択して決定できるように支
援者としての役割を担い，COVID-19 患者の意思決定の過程
を大切にした関わりであったと考える。一方，家族に対して
は，看護師が入院時からコミュニケーション手段として電話
を使用して思いや希望，ニーズについて時間をかけてコミュ
ニケーションを図るなど【積極的に家族の意向を丁寧に確認
する】関わりをしていた。COVID-19 による急激な病状変化
を想定し，早期から患者とその家族の双方の思いを丁寧に傾
聴し，患者だけでなく家族の意向にも寄り添った関わりを
行っていたことが示唆された。 

また，看護師は COVID-19 患者に正しい情報提供を行った
り，医師の病状説明後に理解できているか確認するなど【情
報を分かりやすく伝える】関わりを行っていた。家族に対し
ては医師に電話での病状説明を依頼し，看護師から患者の病
状について家族に電話で伝えるなど【家族が病状を認識でき
るよう言語化する】ことを配慮していた。これらのことから，
看護師は，COVID-19 患者・家族の意思決定支援として情報
提供や理解度の確認が重要と考え看護実践していたと考える。
さらに COVID-19 患者の家族の意思決定支援において，看護
師が急変時や看取り時に希望があれば可能な限り対面できる
ように調整するなど【可能な範囲で対面できるよう調整する】
ことを行っていた。吉田は，COVID-19 患者とその家族 31 名
に COVID-19 による重症呼吸不全治療に関する同意説明の現
状調査で，患者の代わりに治療方針に関する意思決定をした
家族の半数は，患者の意向がわからない状態で判断しなけれ
ばならない状況であったと報告している 4）。また，「本人と家
族および医療・ケア従事者とのコミュニケーションの不足は，
身体・心理状況に関する迅速な情報収集の遅延を来す」とも
提言されている 5）。調査期間はオンライン面会なども定着し
ていない状況下であったため，看護師が家族の表情や反応，
態度など視覚的情報を得ることができず介入方法に困難さを
感じながらも，医療者から積極的に電話というツールを活用
し，正しい情報提供を行い患者の容態について共有すること
で，治療やケアへの理解が深まり，病状の受け入れの確認や
面会調整などの関わりにつなげていたと考える。 

COVID-19 患者における他職種連携において，看護師は患
者の希望や意思をカルテに残し，院内の医師・看護師などの
病院スタッフ間でのカンファレンスを定期的に開催するなど

【希望や意思を尊重できるよう医療者間で共有する】ことや
家族の希望を確認したうえで【退院後の支援を医療者間で共
有する】ことを実践していた。病院スタッフや他職種で患者・
家族と関わる中，今できる最善のケアを見出すために情報共
有することが重要であったと考える。医療者間での情報共有
を通し，COVID-19 患者の意思や希望を理解し意思決定支援
に繋げていたことが示唆された。 

ケアマネジャーや支援者から情報を得ることが実施できて
いたと半数以上が回答しており，入院前の患者の情報を知る
ことで，看護師は COVID-19 患者の個別性に合わせた看護実
践を重要視していた結果であると考える。また，COVID-19 患
者とその家族に関する情報について他職種カンファレンスを
通して共有し，他職種連携が実施できていたと認識していた
人が半数以下であった。COVID-19 の流行により病院スタッ
フと他職種が参加する退院前カンファレンスを開催すること
が困難であった。電話もしくはサマリーなどの紙媒体での情
報共有を駆使していたが，迅速な情報共有が難しい現状があ
り地域との連携不足を感じていた結果であったと考える。藤
田らは「質の高い患者の意思決定を支える看護の発展のため
にはカンファレンスを行っていることが重要」と述べている 6）。
今後も感染対策の観点から家族の面会制限だけでなく，地域
を支える医療者との関わりにも制限が続くと考えられる。
COVID-19 患者・家族が希望する退院後の療養生活を支援す
るにあたり，他職種との連携の強化が重要であり，オンライ
ンを活用したカンファレンスを実施する方法も含めて検討し
ていくことが課題といえる。 

COVID-19 に感染すると隔離され，流行当初は不確実な情
報が飛び交い，家族とも直接会うことが出来ない状態で，不
安・孤立・拘束などを強く抱いている患者に対し，COVID-19
流行開始時期である第 1 波および第 2 波における治療法のエ
ビデンスが確立していない時期から，看護師は患者・家族の
意思に沿えるような選択ができるよう，早期から傾聴や情報
提供，医療者間での情報共有などを実施し意思決定支援を
行っていたことが明らかになった。 

これは COVID-19 患者・家族のみならず，隔離が求められ
る感染症患者や未知の感染症対応時にも同様の意思決定支援
は求められると考える。今後パンデミックが起こった際，早
期から介入し意思決定支援を行うことで円滑に意思決定がで
きるよう調査結果を活用していきたい。 

本論文の内容の一部は第 52 回日本看護学会学術集会にお
いて発表した。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はない。
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◇実践報告◇ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのオンライン 
面会が与えた患者の心身と家族の心理への影響 

廣瀬京子1）*，本田可奈子2），山本 寛1），前田輝子1），米田照美2），千田美紀子2），伊丹君和2）

 A 病院では新型コロナウイルス感染拡大により面会規制を実施する一方でオンラインによる面会を実施した。本研
究の目的は，オンライン面会による入院患者の心身と家族の心理への影響について明らかにすることである。2 つの調
査を行った。第 1 に，オンライン面会を行った患者 22 人と家族 172 人を対象に自記式質問紙による調査を行いテキス
トマイニング法で分析を行った。第 2 に，20 人の患者を対象に面会前後で唾液中のストレスマーカー・コルチゾール
を測定し比較した。結果は第 1 調査では，オンライン面会前には，「さみしい」「不安」，面会後には，「安心しました」
という言葉が患者からも家族からも頻出していた。第 2 調査では面会前後で有意差を認めなかった。オンライン面会は
「顔を見て話すこと」が「心の安定」に繫がっていた。一時的でも患者と家族に安心感を提供した。オンライン面会は
家族等との繫がりを継続する有用なサポートであった。 

【キーワード】新型コロナウイルス，オンライン面会，面会の心身への影響，家族との対話，安心な療養環境 

Ⅰ．は じ め に 

世界中に感染拡大した新型コロナウイルス感染症（以下
COVID-19）は，人類の生活に大きく影響している。特に医療
機関において，COVID-19 が患者に与えている影響は甚大で
ある 1）。一般病床や療養病床に入院中の基礎疾患を持つ患者
間でクラスターを起こさない防止策の 1 つには面会規制があ
る。高濱 2）や太田 3）は感染対策防止上，面会規制の必要性を
述べており，多くの医療施設は面会規制を実施している。 

一方，「面会」を患者の視点でみると，患者は面会に対して
「家族とのつながり」「意欲の向上」などの思いがあり，特に
家族から受けるエネルギーによって回復意欲の向上があるこ
とが言われている 4）。Heater 5）も面会の基本的前提に「入院
という事態にあっても，患者と家族は一緒にいることができ
る権利を持っている」ことをあげている。これらは Maslow6）

の自己実現論の社会的欲求を満たすことに繋がり患者の基本
的欲求といえる。しかし，臨床現場では COVID-19 に対する
感染対策を優先し，家族との関わりが遮断される面会規制を
行っている。藤田 7）は，面会規制により患者の精神的な安定
が図れず，その影響が身体症状にまで及ぶケースが見られる

ことを報告しており，谷田 8）は，家族は面会規制によって入
院前の患者像とのギャップがあり，病状認識が進まないこと
を述べ，家族支援の必要性を指摘している。そこで A 病院で
は，面会規制の影響を最小限にしたいと考え，デジタル機器
を活用した非接触型オンライン面会を試みた。 

Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，オンライン面会による入院患者の心身と
家族の心理への影響について明らかにすることである。これ
により，面会規制のある患者および家族にとっての面会の有
用性について示唆を得る。 

なお，本研究においてオンライン面会とは，家族が病院に
来院し，病院内の指定の場所からオンライン端末を用いて患
者と面会することとする。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．オンライン面会の方法 
オンライン面会は，COVID-19 のため通常の接触型の面会

ができない代わりにインターネット接続可能なタブレット等
の画面を通して，入院患者と近親者が面会する非接触型の方

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）医療法人社団仁生会甲南病院  2）滋賀県立大学人間看護学部 
＊ E-mail：n_manager1@kohnan-shiga.or.jp 
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法であり，事前予約制で多くの患者が利用できるように 1 回
につき 10 分の時間制限を設けた。看護師は，オンライン面会
時は患者の顔がタブレットのカメラに映るように体位保持の
支援をし，必要時は付き添った。 
２．調査方法 

本研究では心理面と身体面の影響を調査するため，以下の
2 つの調査を行った。調査 1 は入院患者と家族に対して自記
式質問紙法による心理面の調査，調査 2 は入院患者に対して
唾液中のストレスマーカー・コルチゾール測定（以下，コル
チゾール測定）による身体面の調査であった。 
１）調査 1（入院患者と家族に対して） 

（1）対象者  
2021 年 7 月から 10 月までの期間内に A 病院に入院した患

者の中で，オンライン面会に初めて参加した患者と家族 180
組を対象とした。患者は 180 人のうち，会話が可能，及び自
身でアンケート記載が出来る座位が可能な 28 人が対象とな
り，家族は面会者の代表者 1 名とし 180 人が対象となった。 

（2）データ収集方法 
対象の患者と家族に各々1 枚の自記式質問紙を依頼した。 

（3）質問内容 
質問項目は①オンライン面会前に感じたこと②オンライン

面会後に感じたこと③オンライン面会前後での気持ちの変化
であり，患者と家族のそれぞれに実施し自由記述とした。実
施前には病院事務員を対象にプレテストを行い質問内容の妥
当性を検証した。 

（4）データ分析方法 
質問紙に回答された内容を対象ごとに逐語録におこし，テ

キストデータとした。このテキストデータから，テキストマ
イニング法を用いて係り受け分析により名詞・動詞・形容詞・
形容動詞を抽出しカテゴリーを生成した。生成したカテゴ
リー間の関係性を検討するため主成分分析を行い，布置図を
作成した。布置図とは横軸を第一成分，縦軸を第二成分とし
た座標平面図上に語句がプロットされたものであり，カテゴ
リー間の関連の強さや分布の傾向を視覚的に確認できる図で
あ る 。 分 析 ソ フ ト は ， IBM SPSS Ⓡ  Text Analysis for 
Surveys,ver 4.0，Statistics ver 25 を用いた。主成分分析は，
患者は参加者が少なく，記述量が少ないため妥当性のある結
果が得にくいと判断し，参加数が多く記述量も多かった面会
者のみとした。 
２）調査 2（入院患者に対して）  

（1）対象者 
2020 年 12 月から 2021 年 10 月までの期間内に A 病院に入

院した患者で，オンライン面会に初めて参加した患者を対象
とし，その中から会話及び座位が可能な入院患者に対して，
看護師が口頭で唾液抽出の説明を行い，唾液採取が可能と自
己申告した患者 28 人を対象とした。そのうち 7 名は第 1 調
査に参加していない。また，全員質問紙の結果との関連はみ
ていない。なお，COVID-19 の蔓延の状況下にて感染対策上，

面会者からの唾液採取は危険と判断し，唾液の採取は患者の
みに行った。 

（2）唾液採取方法 
唾液採取はオンライン面会直前，直後の 2 ポイントで行っ

た。採取量は 1.5ml とし，ストローにて自力でスピッツに採
取してもらった。患者本人のよいタイミングで採取し，採取
時間はそれぞれ 10 分以内とした。オンライン面会前 1 時間
と面会中の飲食は避けてもらった。 

（3）データ分析方法 
唾液中コルチゾールを ELISA 法で測定した。オンライン

面会直前，直後の 2 ポイントについて比較し，t 検定を行っ
た。有意水準は 0.05％未満とした。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，参加の任意性と匿名性の保持，途中で撤回する
ことは可能であり，そのことにより患者が不利益を受けるこ
とはないこと，研究結果の公表について口頭と文章で説明し
同意書に記名することで同意を得て実施した。調査は A 病院
倫理委員会（承認番号 2021-1）にて承認された上，開始した。
さらに唾液中のコルチゾール測定において外部委託データの
個人情報保護に関して，A 病院倫理委員会（承認番号 2020-
02）にて承認された臨床研究（IRB 番号：20000098）であり，
UMIN-CTR に登録（UMINID：000042384）の上，開始した。
「ヘルシンキ宣言」及び「人を対象とする医学系研究に関す
る倫理指針」を遵守した。 

Ⅴ．結果・成果 

１．研究参加者の属性（表 1） 
１）調査 1 

患者には会話及び座位が可能な 28 人に配布し 22 人より回
答を得られた（回収率 78.5％）。面会者には 180 枚配布し 172
名より回答を得られた（回収率 95.5％）。 

（1）患者の年齢は 80 歳代が多く，オンライン面会した家族と
の関係は「配偶者」「子ども」が多かった。 

（2）面会者の年齢は 60 歳代が多く，オンライン面会した患者と
の関係は，「子ども」「親」が多かった。 

２）調査 2  
有効検体は 20 人であった。他は採取した唾液量が規定量

より不足し検査ができなかった。患者 20 人の年齢 は 80 歳
代が多かった。 
２．調査結果 
１）調査 1 

（1）患者のオンライン面会前に感じたこと 
自由記述に対してテキストマイニングを用いて 33 個の品

詞に分け，そのうち名詞・形容詞・形容動詞を選択した。対
象者数が 22 名で品詞の出現頻度が少なかったため，名詞・形
容詞・形容動詞のすべてを選択し，意味内容の類似性に基づ
き整理をした。その結果，19 個のカテゴリーが生成できた。
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一番多かったのは「さみしい」，次に「会えないこと」であっ
た（表 2）。 

（2）患者のオンライン面会後に感じたこと 
（1）と同様に，47 個の名詞・形容詞・形容動詞を選択し，

同様の手順で 17 個のカテゴリーが生成できた。一番多かっ
たのは「よかった」，次に「顔」であった（表 2）。 

（3）患者のオンライン面会前後の気持ちの変化 
（1）と同様に，37 個の名詞・形容詞・形容動詞を選択しカ

テゴリー化した。その結果，18 個のカテゴリーが生成できた。
一番多かったのは「うれしい」「元気になる」「顔」であった
（表 2）。 

（4）面会者のオンライン面会前に感じたこと 
自由記述から 347 個の名詞・形容詞・形容動詞を選択し，

意味内容の類似性に基づきカテゴリー化し，31 個のカテゴ
リーが生成できた（表 3）。一番多かったのは「会えないこと」，
次に「様子・状態」であった。31 個のカテゴリーに対し因子
分析を行い，布置図を作成した（図 1）。その布置図にはオン
ライン面会前の面会者の感じたことが 3 つのグループに抽出
できた。A グループは「触れない」「手」「握れない」という
カテゴリーが近距離にあり「接することができない思い」が
表出されたグループとなった。B は「対面」「さみしい」「残
念」「悲しい」「つらい」など多くのカテゴリーが中心に集まっ

表 1 対象者の属性 

表 2 患者のオンライン面会前・面会後に感じたこと・前後の気持ちの変化 

ン イン面会した患者の年 ン イン面会した面会者の年
50 2人 9 20 5人 3
60 人 1 30 9人 5
70 6人 27 0 1 人
0 9人 1 50 30人 17
90 1人 5 60 7人 27

面会者との 面会者から た患者 70 33人 19
2人 9 0 20人 12

者 人 36 90 5人 3
人 36 9人 5
2人 9 している患者との 患者から た面会者
2人 9 者 26人 15

の ー した患者の年 人 2
50 2人 10 6人 27
60 人 20 10人 6
70 5人 25 の 2人 2
0 人 0
90 1人 5

20

22 172

22

172

ン イン面会前 回数 ン イン面会 回数
ン イン面会 の

ちの
回数

しい 7 かった う しい 5
会えない と 7 になる

・ ・つらい 3 す 6
2 う しかった 分 るくなる 3

面会 2 る しました 3
2 前 2

い くなる 1 2 かった 2
1 分 2 あり とう 2

方ない 1 2 す 2
い と 1 いは ない 1 会う 2

1 面会 1 に考えていてく る事 1
1 1 う 1

一人 っちの 1 な と 1 でた 1
1 かる 1 かる 1

えら ない 1 えら た 1 る 1
感じる 1 っくりした 1 る 1
からない 1 る 1 かでした 1
ら ない 1 になった 1
ら ない 1
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ており「直接に面会できないことへの不安」のグループとなっ
た。C は「仕方ない」「コロナ感染」「今の状況」という「コ
ロナに対しての思い」のグループとなった。 

（5）面会者のオンライン面会後に感じたこと 
同様に 498 個の名詞・形容詞・形容動詞を選択，カテゴリー

化し，34 個のカテゴリーが生成できた（表 3）。1 番多かった

表 3 面会者のオンライン面会前・面会後に感じたこと・前後の気持ちの変化 

図 1 面会者のオンライン面会前に感じたことの布置図 

ン イン面会前 回数 ン イン面会 回数
ン イン面会 の

ちの 回数

ない と 51 　 しました 5
　 2 よかった よい 30

わからない 25 しました い かった 16
接 2 る 持ち　 16

コロ 感染、 の 22 　 10
不 22 わかる 9
う 16 わかる

1 面 られて　 る 7
13 うれしい う 6

面 12 できる うれしい 6
できない 11 6
さ しい 10 接 面 5
対面 9 ありがたい になる 5
す 7 す　 く

残 です 7 不 も残りました 3
方ない 6 う ができない と 3
った　 った と 6 面 3

6 接 3
ない 6 看護 ほっとしました 3
感 る 6 ン イン 3
れない　触れない 5 体　手 さ しい 2

少し 5 よく 残 です 2
5 時間 ち着きました 2

手 5 る　　 けて できて 2
体 5 さ しい ない 2
つらい　 しい 残 です 2
患者 できない るくなった 2
不 持ち 利用 2
さする 3 短い ン イン 2
多い 3 2
どのように 3 ない 目 2

ありがとう 2

ない と
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のは「顔・姿」，次に「よかった・よい」であった。これらの
カテゴリーに因子分析を行い，布置図を作成した（図 2）。こ
の図はカテゴリーが 4 つのグループになっていた。D グルー
プは「安心しました」「様子」「反応」等の「顔を見て話した
ことの安心」のグループとなっているが，「聞こえない」「短
い」等の「オンラインに対する不満」もある反面で「うれし
い」「よい」のカテゴリーも同じ島に示された。E グループは，
「直接」「会えないこと」「さみしい」「残念です」等であり，
「さらに直接に会いたい欲求の気持ち」のグループとなった。
F・G は「わかる」「聞こえる」等で「機器に関する感想」と
捉えられた。 

（6）面会者のオンライン面会前後での気持ちの変化 
同様に名詞・形容詞・形容動詞を選択し 215 個から 32 個の

カテゴリーが生成できた（表 3）。一番出現頻度の多かったの
は「安心しました」「顔」「良い良かった」であった。 
２）調査 2 

オンライン面会直前直後の1.5ml の唾液が採取できた 20 人
が対象となった。唾液中コルチゾール値は，オンライン面会

直前 0.57±0.06μg/dl，直後 0.61±0.07μg/dl（平均値±標準
誤差）で，t 検定では有意差を認めなかった。（図 3） 

Ⅵ．看護実践への示唆 

患者の気持ちの変化として，「さみしい」「会えないこと」
等のネガティブな表現であったのが，「よかった」「顔」など
ポジティブな表現に変化していた。「うれしい」「元気になる」
という心の変化も表現されており，面会が「意欲の向上」「精
神的な満足」に繫がるとした富田ら 4）の研究を支持している。
特に面会後のカテゴリーには「顔」は上位にあり，顔を視覚
的に捉えることでお互いが今そこにいると実感したと考える。
藤田 7）は「人とのつながりが遮断されることは高齢者にとっ
て精神的な打撃になる」と述べているが，直接「会うこと」
や「対話すること」は同じ時間と空間を共有していることに
なり，安心感に繋がったと考える。「顔を見て話す」ことが「安
心の要素」と示唆されたと言うことが出来る。 

面会者の気持ちの変化では，「接することが出来ない思い」
や「直接に面会できないことへの不安」から「顔を見て話し

図 2 面会者のオンライン面会後に感じたことの布置図 

図 3 唾液中のコルチゾール値 
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たことの安心」へと変化していた。面会規制を強いられた家
族にとって，「顔」を見て会話したことによって「安心」を提
供することができたのである。 

斎藤 9）は「オープンダイアローグ」と呼ばれるケアの手法
の中で「表情やしぐさ等の非言語的な要素が重要であり，対
面でなければ効果が発揮できない」と述べており，本研究の
結果からも，対面によって表情を感じることで安心感に繋
がったと言える。 

今回，オンライン面会による生体反応の客観的な指標とし
て唾液中のコルチゾール測定を行ったが，有意な結果は得ら
れなかった。ストレスマーカーとしてコルチゾール測定を
行ったが，10 分間の面会時間では，ストレス緩和には繋がら
なかったと考えられる。今後有効な面会時間の検証をしてい
く必要がある。また，高齢者は十分量の唾液を採取できない
ためサンプル数が十分には集まらなかったことや，コルチ
ゾールの日内変動 10）の考慮をしていなかったなど，唾液サン
プルの検体採取上の問題も考えられた。 

以上のことから，オンライン面会は，表情やしぐさでコミュ
ニケーションできる有用な手段であり，「顔を見て対話するこ
との有用性」が，今回の研究によりあらためて明らかとなっ
た。そして，デジタル機器を活用した非接触型オンライン面
会であっても，「会う」ことによって患者や家族の心が安定す
るのであり，入院中のいろいろな場面で提供していくべきと
考える。今後はこの経験をいかし，患者・家族を繋ぐために
は，ICT の活用も考慮しながら顔を見て対話できる治療環境
を整備し安心して療養できるように整えていきたい。 
研究の限界 

今回対象者について，面会者に比べ患者数が少なくデータ
量に差があり，患者と家族の比較はできておらず，結果の妥
当性への影響は否定できない。実践の評価方法については検
討が必要である。 
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◇実践報告◇ 

身体拘束減少を目的とした看護師勉強会の効果の検証 
― 身体拘束数に焦点をあてて ― 

鈴木さち子1）* 

【目的】；身体拘束を減少させることを目的に実施した勉強会の効果について，身体拘束をした事例の数と年齢等の属
性，実施した期間，複数の拘束具の同時併用に焦点をあてて明らかにする。 

【方法】；A 病棟看護師を対象に，身体拘束の減少を目的とした勉強会を 2 回実施。勉強会実施前後 2 ヶ月間で比較す
る。検定にはχ二乗検定および t 検定を用いた。 

【倫理的配慮】；秦野赤十字病院倫理審査委員会の承認を受けた。 
【結果】；勉強会後身体拘束実施事例患者数は減少した。拘束期間の短縮や拘束の併用事例数は有意差を認めなかった。
【考察】；看護師の知識向上は，身体拘束を減少に導いた。拘束期間の短縮や併用事例の減少が困難だったのは，身体拘
束によるせん妄の助長などが推測され，困難な事例に対してはカンファレンスの重点化などが必要である。身体拘束実
施事例患者は入院患者平均年齢から 10 歳以上平均年齢が高く，身体拘束による行動制限が筋力低下や強いストレスに
よる脳機能へ影響を容易に受けやすいことが考えられた。 

【キーワード】看護師勉強会，身体拘束，急性期病院，高齢者，日常生活自立度 

Ⅰ．は じ め に 

超高齢社会の日本では，65 歳以上の高齢者の 4 人に 1 人が
認知症高齢者とその予備軍 1）と言われており，認知機能低下
のある患者が急性期病院に入院することも多く，治療遂行に
伴い身体拘束を行う機会がある。しかし，身体拘束は行動制
限が故に合併症を引き起こすリスクがある。全身の筋力低下
や興奮・不安等の身体的且つ精神的弊害が考えられる。 

A 病棟では，転倒転落防止フローチャートに基づき，複数
の看護師によって身体拘束予防カンファレンスを行っている。
しかし，複数の身体拘束を併用しているケースや解除に苦慮
するケースも多い。身体拘束を選択しなければならない看護
師の精神的弊害についての先行研究は多くされており，A 病
棟の看護師も例外ではないと感じている。そこで，身体拘束
事例の傾向を明らかにし，看護師に向け減少に導くための勉
強会を行い行動変容を促す。その結果を身体拘束数から検証
することを目的とした。 

Ⅱ．目 的 

身体拘束を減少させることを目的に実施した勉強会の効果
について，身体拘束をした事例の数と年齢等の属性，実施した
期間，複数の拘束具の同時併用に焦点をあてて明らかにする。

Ⅲ．方 法 

１．研究デザイン：関係探索型研究デザイン 
２．用語の操作的定義 
 身体拘束：患者の生命・身体を保護するため，患者の行動
を一時的に制限すること。本研究においては，体幹抑制帯・
ミトン手袋・手足の抑制帯・4 点ベッド柵（エアマット使用
時外）・ベッド柵固定・車椅子用 Y 字ベルト・介護用寝間着
（つなぎ衣）を示す。  
３．研究データおよびデータ収集方法 

A 病棟に入院中の患者で研究協力に患者・家族が同意した
者のカルテから，年齢，入院期間，要介護認定状況，入院時
自立度判定基準，退院時自立度判定基準，身体拘束実施の有

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）秦野赤十字病院 
＊ E-mail：liveinisehara@gmail.com 
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無，実施した場合は期間と拘束具の種類について情報収集し
た。対象は下記の 2 つの期間に入院した患者である。 
前期調査 20YY 年 2 月～3 月（勉強会 3 ヶ月前から 2 ヶ月間） 
後期調査 20YY 年 8 月～9 月（勉強会翌月から 2 ヶ月間） 

翌月から調査を開始したのは勉強会の効果が如実に現れや
すい時期であると判断したためである。 
４．分析方法 

前期調査と後期調査で収集した情報について比較分析を
行った。検定には Excel を用い，χ二乗検定および t 検定を
実施した。 
５．A 病棟の概要 

A 病棟は，病床数 47 床の内科病棟である。内訳は循環器
内科 25 床，腎臓内科 6 床，内分泌内科 5 床，内科共通 8 床で
ある。約半数を循環器内科の患者が占めており主な疾患は虚
血性心疾患や心不全である。心臓カテーテル検査やカテーテ
ル治療およびシャント狭窄におけるカテーテル治療等 2 泊 3
日程度の短期入院患者も受け入れている。平成 29 年度の平
均在院日数は 17.92 日であった。 

A 病棟では入院時に全患者に対し，転倒転落アセスメント
フローシートを用い転倒転落の危険度を算出し対策を検討す
るカンファレンスを実施している。身体拘束の実施や解除す
る場合は身体拘束予防カンファレンスを複数の看護師にて
行っている。身体拘束実施後の継続および中止の評価は毎日
とし，身体拘束チェックリストに記載している。 

看護師は師長を含め 23 名，平均看護師通算経験は 8.4 年であ
る。尚，前期調査と後期調査で看護提供体制等に差異はない。
６．身体拘束についての勉強会の実施 

前期調査期間の 3 ヶ月後に，A 病棟看護師を対象に，身体
拘束に関する勉強会を実施。勉強会内容は表にて示す（表 1）。
前期調査期間の 3 ヶ月後としたのはこの間，新年度を迎える

時期にあたり，新入職や部署移動による変動が生じる可能性
があったためである。勉強会は 2 回行い，勤務の都合上生じ
える参加機会の制限に配慮した。2 回とも参加できなかった
看護師には個別に勉強会資料を配布した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究に際し，秦野赤十字病院倫理審査委員会で承認を受
けた看護研究倫理チェックリストに基づき看護研究を実施し
た。研究対象病棟である A 病棟は内科病棟であり，入院患者
の情報収集にあたり，研究対象施設となる B 病院の内科部長
へ研究協力依頼文を用いて説明し，文書に内諾の記名を得た。
また，B 病院の看護部長へ研究計画書を用いて説明し協力同
意を口頭にて得た。研究協力者となる患者・家族へは，本研
究の主旨および方法について，患者・家族用研究依頼書・同
意書，倫理的配慮に関する説明書を用いて研究への協力は自
由意思であり，協力を辞退してもいかなる不利益は被らない
こと，研究の途中であっても中止・中断できること，本研究
の目的以外で使用しないこと，研究結果を公表する際は仮名
により匿名性を保つこと，研究の全過程を通してデータを厳
重に取扱い，研究成果の公表後に研究者が責任をもってデー
タを破棄することを説明し，患者もしくは家族の文書による
同意が得られた場合のみ情報収集を行った。 

Ⅴ．結 果 

１．前期調査における研究協力者概要 
前期調査期間に A 病棟に入院した研究協力者 121 名につ

いての概要をしめす。平均年齢 75.9 歳（SD±13.7 歳），65 歳
未満が 15.7％であった。平均入院期間 17.5 日，入院期間が 10
日未満の患者は 55.3％であった。要介護認定未申請は 88 名で
あった。入院時日常自立度判定基準では J が 72 名，A が 5

表 1 勉強会概要 

1回目勉強会 2回目勉強会

日時 20YY年6月 20YY年7月
所要時間 60分 60分
参加人数 9人 7人
平均看護師
経験年数

5.1年 5.3年

事前アン
ケート

「身体拘束ゼロ構想」についてどう思う
か

あなたにとって「ちょっと待って」は
どのくらいの時間か

インシデント・アクシデントに対する考
え方の講義

インシデント・アクシデントに対する考
え方についての講義の復習

参加者全員何らかの拘束具を着用し体験
する

価値観の違い体験「ちょっと待って」と
いう言葉から感じる時間の違いを共有。
30秒〜10分まで幅広い結果を得た。

身体拘束を複数併用している研究協力者
1名を取り上げてカンファレンスを実
施。患者の言動・行動について共有

1回目と同一の患者の別場面を取り上
げ、各看護師の行動、考察の違いを共有

勉強会形式 講義型 体験型 カンファレンス型 講義型 体験型 カンファレンス型

勉強会内容
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名，B-1 が 3 名，B-2 が 17 名，C-1 が 7 名，C-2 が 17 名であっ
た。退院時の日常生活自立度判定基準が入院時より低下した
患者は 20 名（16.5％）であった。 
２．前期調査における身体拘束実施事例の概要 

身体拘束実施事例患者は 35 名，総入院数の 28.9％にあた
り，平均年齢は 85.57 歳（SD±7.28 歳）。平均在院日数は 27.43
日。要介護認定未申請は 14 名であった。入院時の日常生活自
立度判定基準では J が 2 名，A が 4 名，B-1 は 2 名，B-2 は
12 名，C-1 が 4 名，C-2 が 11 名であった。退院時の日常生活
自立度判定基準が入院時より低下した患者は 9 名，身体拘束
実施事例患者の 25.7％にあたる人数であった。平均身体拘束
期間は 18.86 日。同時に複数の身体拘束具を併用している事
例は 18 名おり，身体拘束実施事例全体の 51.4％であった。 
３．後期調査における研究協力者概要 

後期調査期間に A 病棟に入院した研究協力者は 196 名，平
均年齢 71.1 歳（SD±16.7 歳），65 歳未満が 25.0％であった。
平均入院日数 12 日，10 日未満の入院患者は 68.3％であった。
要介護認定未申請は 133 名であった。入院時の日常生活自立
度判定基準では J が 121 名，A が 26 名，B-1 は 5 名，B-2 は
13 名，C-1 が 11 名，C-2 が 20 名であった。退院時の日常生
活自立度判定基準が入院時より低下した患者は10名（5.1％）
であった。 
４．後期調査期間における身体拘束実施事例の概要 

身体拘束実施事例患者は 13 名，総入院数の 6.6％にあたり，
平均年齢は 86.38 歳（SD±10.57 歳），平均在院日数は 21 日。
要介護認定未申請は 2 名であった。入院時の日常生活自立度
判定基準では J が 0 名，A が 2 名，B-1 は 1 名，B-2 は 3 名，
C-1 が 1 名，C-2 が 6 名であった。退院時の日常生活自立度判
定基準が入院時より低下した患者は 2 名であり，15.4％にあ
たる人数であった。平均身体拘束期間は 18.77 日，同時に複
数の身体拘束具を使用している事例は 6 名おり，拘束実施事
例全体の 46.1％にあたる人数であった。 
５．前期調査と後期調査の患者属性比較 

前期調査と後期調査における研究協力者全体の属性をχ二
乗検定および t 検定にて統計学的に検証した。まず，年齢平
均値は有意差を認めた（p＜0.05）。入院期間は後期調査のほ
うが有意に短かった（p＜0.01）。要介護認定比率は有意差が
無かった。日常生活自立度判定基準の属性比率では有意差を
みとめた（p＜0.05）。介助の有無に着目し J，A，B-1 と B-2
以下での割合で再度検定を行った結果でも後期調査のほうが
介助を必要としない患者の割合が有意に高かった（p＜0.05）。
６．調査期間に入院した研究協力者全体との比較 

前期調査と後期調査の協力者数と身体拘束実施事例数につ
いてχ二乗検定を実施した。勉強会後の身体拘束実施事例数
は有意に減少した（p＜0.01）。 
７．前期調査と後期調査の身体拘束実施事例患者の属性比較 

前期調査と後期調査における身体拘束実施事例患者の属性
をχ二乗検定および t 検定にて統計学的に検証した。まず，

年齢の平均値比較では有意差は無かった。入院期間平均値も
有意差はなかった。要介護認定比率も有意差がなかった。日
常生活自立度判定基準の属性比率では有意差をみとめた（p
＜0.05）。しかし介助の有無に着目し J，A，B-1 と B-2 以下で
の割合で再度検定を行った結果では前後期調査に差はなく，
共に介助を必要とする割合が多いことがわかった。また，入
院時と退院時で日常生活自立度が低下した患者割合は前期調
査 25.7％，後期調査 15.4％であったが統計学的には有意差は
みとめられなかった。 

身体拘束期間の平均値では，ほぼ同率で変化は見られな
かった。ただ事例数の差から検定では正しい結果が得られに
くく，個々の入院期間に対する身体拘束実施期間の割合を算
出し比較した。その結果，入院期間を 100％とした場合，前
期調査では 73.9％，後期調査では 82.5％にあたる期間身体拘
束を実施していることが分かった。 

また，複数の身体拘束具を併用している患者の割合は前後
調査期間で有意差はなかった。 

Ⅵ．考 察 

１．身体拘束患者数の減少について 
看護師への勉強会実施後の調査で，身体拘束実施の割合は

22.3％減少し，検定においても有意差をみとめた。本研究で
は，A 病棟看護師へ身体拘束についての勉強会を 2 回実施し
た。勉強会を始める前，厚生労働省等が掲げている身体拘束
ゼロ構想 2）について感じる率直な意見を出してもらった。「生
命危機に関わるから」，「マンパワー不足」，「患者の認知機能
低下」，「看護師の責任問題」という意見が多かった。梶原ら
は，看護師は身体拘束を行う場面において患者の人権を尊重
したいという思いとの間でジレンマを感じている 3）と述べて
おり，A 病棟看護師も同様にジレンマを感じていた。そのた
め，身体拘束ゼロへの勉強会とせず，患者理解の視点，身体
拘束の知識習得の講義を中心に行った。まず，同時に複数の
身体拘束をしている研究協力者 1 名を例に挙げ，身体拘束を
検討した際の患者の行動や発言について共有した。田畑は，
患者をよく看て，話を聞いて，触れることで，その患者が抱
える身体的苦痛だけでなく心理・社会的苦痛など，真のニー
ズを捉えることができる 4）と述べている。今回取り上げた事
例でも肩の疼痛や排泄など場面の前後の患者の言葉や行動が
共有でき，拘束ではない対応方法を話し合うことができた。
勉強会後の感想では，「患者の行動から患者理解につなげたい」
「身体拘束について再度考えたい」「知識が不足していた」「身
体拘束も他の方法で置き換えることが必要だと思った」等の
声があり，気持ちに変化がみられた。したがって，勉強会後
の身体拘束事例の減少は，看護師が身体拘束を検討する際，
患者の行動理解を深め，個別性と多角的な視点を持ち身体拘
束問題に取り組むことができた結果ではないかと考える。 
２．身体拘束期間，併用について 

研究対象者の身体拘束期間は，ともに約 18 日であり，入院
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期間に対する拘束期間の割合からも入院期間中ほぼ拘束を実
施している患者が多いことが分かる。また，同時に複数の身
体拘束具を使用している患者の割合は検定にて有意差を認め
ず，共に身体拘束実施事例患者の半数程度が併用しているこ
とが明らかとなった。身体拘束の弊害について，日向は，高
齢者はもともとの脳機能の脆弱性や入院による環境変化，多
剤併用，感覚遮断や治療のためのベッド上安静指示など，内
的・外的要因からせん妄や転倒を起こしやすく，この状況に
身体拘束が加わると，さらにせん妄を助長してしまう 5）と述
べている。勉強会後も身体拘束期間に有意差が認められな
かったことは，一時的なせん妄状態の研究対象者に身体拘束
を施行しても，その身体拘束によりせん妄が助長され，身体
拘束の早期解除や入院期間の短縮には至らなかったと考えら
れる。つまり，急性期治療が終了しても治療遂行のための身
体拘束を，安全のためという看護師の視点が先行し継続され
ていたのではないか。2 回目の勉強会で「ちょっと待って」
という言葉がさす個々が認識する時間についてのアンケート
を元に，待たせる側，待つ側との価値観のずれや個々の認識
のずれを共有している。今後は，拘束解除にむけ苦慮するよ
うな事例について勉強会やカンファレンスを重点化し，対応
を考える必要があると思われる。 
３．日常生活自立度判定基準から 

身体拘束実施事例にて退院時の日常生活自立度判定基準が
入院時に比べて低下した患者の割合は前期調査期間で 25.7％，
後期調査期間では 15.4％であった。粟生田は，身体拘束によ
る弊害は，機能回復を目的とするリハの領域においては，回
復を望めなくなる方向へと患者を導くことになる 6）と述べて
おり，竹澤らは，身体拘束を行うことによって障害がない患
者であっても行動が制限され，必然的に日常生活自立度や
ADL が低下し，床上での生活を余儀なくされる 7）と述べて
いる。患者属性比較にて有意差があるため，複数の要因が考
えられるが，行動制限が故の身体拘束が要因のひとつである
と推測される。後期調査期間でその割合が低下している要因
には身体拘束期間の短縮は認められなかったが，一時的に身
体拘束を外す時間を設けるなど，看護師の知識向上による介
入の変化の現れであると推測する。 
４．高齢者に対する身体拘束について 

身体拘束実施事例患者の平均年齢は前期調査 85.57 歳，後
期調査 86.38 歳であった。身体拘束実施事例患者の年齢散布
図を示す（図 1）。散布図からも前後調査期間における年齢分
布にほぼ差が無いことがわかる。また，前後調査期間共に同
時期の A 病棟入院患者平均年齢よりも 10 歳程度高齢であり，
高齢者への身体拘束実施実態が明らかとなった。嶋森は，高
齢化が進む一方で，診断・治療技術の革新によって，高齢者
でも高度な医療を受けられるようになった。しかし，高齢者
が侵襲性の高い高度医療を受ける場合，一時的に認知症状が
生じ，危険な行動を起こすことがあり，そのために身体拘束
などの行動制限が行われることになる 8）と述べている。した

がって，身体拘束は認知機能低下がみられる高齢者に行われ
ることが多く，高齢化が進む社会において今後は増加してい
く事が考えられる。一般社団法人日本老年看護学会の立場表
明にもあるように，介護施設のみならず，急性期病院を含む
全ての医療機関で，身体拘束を当たり前としない医療やケア
の提供が必要であると感じる。 

本研究の限界として前期調査期間に入院した患者と後期調
査期間に入院した患者の属性に違いがあり，せん妄や認知症診
断の有無なども不明であるため，継続した研究が必要である。

Ⅶ．結 論 

看護師の知識向上は身体拘束の減少をもたらした。 
本論文の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会において

発表した。 
本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はない。 
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図 1 身体拘束実施事例患者の年齢散布図 
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◇実践報告◇ 

結腸腹腔鏡手術における機能的端々吻合実施時の 
共通孔閉鎖前の自動縫合器のアンビルジョー部分の 

再生処理の有効性 

川上 將1）* 

目的：機能的端々吻合後の自動吻合器のアンビルジョー（以下，ジョー）部分の術中再生処理の有効性を検証すること。
方法：ジョー部分の検体採取後，以下の手順で再生処理を実施した。①自動縫合器先端部を生理食塩水でジョーの根元
部分まで浸漬振盪②クロルヘキシジンエタノールで 20 秒間浸漬振盪③10 秒間乾燥④滅菌蒸留水で 5 秒間浸漬振盪を行
い，再生処理前後で検体を採取した。大腸菌，Clostridium difficile（以下，CD），Clostridium perfringens（以下，CP）
を目的菌とした定性判定後，培養同定した。 
結果：定性判定では，再生処理前は大腸菌が 4 例，CD が 1 例で陽性であった。再生処理後は大腸菌が 1 例のみ陽性で
あった。培養同定では，再生処理前は 5 例全てでそれぞれ複数の菌が確認されたが，再生処理後は 2 例で菌は確認され
ず，2 例は 1 種のみの確認であった。 
結語：自動縫合器の再生処理は，ジョー部分の菌量を減らすうえで有効であった。 

【キーワード】手術部位感染，自動縫合器，機能的端々吻合 

Ⅰ．は じ め に 

結腸の吻合方法には，手縫いによる吻合と自動縫合器を用
いる器械的吻合がある。 

自動吻合器を販売する会社は，国内に複数あるが，手術部
位感染の発生率を比較した報告はない。 

A 病院では 2017 年の結腸における手術部位感染発生率が
15.5％であり，厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業
手術部位感染部門における手術手技別手術部位感染の 2017
年度発生率 11.2％1）を上回っており，手術部位感染予防対策
が十分に機能していないことが推測された。そのため原因を
追究すべく外科医師と病棟，手術室で会議を持ち手術部位感
染対策を再考した結果，手術部位感染バンドルのうち手術室
看護師の出来る対策として二重手袋の装着徹底および 3 時間
毎の手袋交換，閉創セットの導入に加え，術中にも自動吻合
器の再生処理を実施する必要があることが明らかとなった。 

これは結腸手術の吻合方法の一つである器械的吻合を選択
する場合，結腸を自動縫合器で切離後，必ず結腸内腔に自動
縫合器先端が入る。そのため大腸菌群などの細菌が自動縫合

器先端のカートリッジおよびジョーの約 10 ㎝部分に付着す
る。その後，共通孔の閉鎖に再度同じ自動吻合器を使用する
際に腸管外側から自動縫合を行うため，吻合部に細菌等が付
着し，手術部位感染の原因となる。先行研究では，腸管閉鎖
前に自動吻合器の先端の滅菌ガーゼによる払拭のみの方法と，
滅菌ガーゼで払拭した後にクロルヘキシジンで消毒する方法
を比較し，その有効性を報告 2）したものはある。しかし国内
外のガイドラインでは，自動吻合器の先端の消毒時に使用が
推奨される消毒薬は明記されておらず，ポピドンヨード液や
クロルヘキシジン，次亜塩素酸ナトリウムと施設によって使
用される消毒薬は様々である。また無消毒の施設もあり，A
病院も同様に自動吻合器の先端の術中の消毒は実施していな
かった。 

Ⅱ．目 的 

A 病院において，自動縫合器で機能的端々吻合を実行した
場合，術中に再生処理を実施することで，ジョー部分の細菌
量を減少させることができるかを検討すること。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）椙山女学園大学 
＊ E-mail：s-kawakmai@sugiyama-u.ac.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅲ．看 護 実 践 

１．症例 
A 病院において，2018 年 1 月から 2018 年 12 月までに施行

した腹腔鏡下上行結腸切除術（術中に機能的端々吻合の手技
を含む）を受けた 5 例とした。 

今回，クロルヘキシジンまたはエタノールにアレルギーの
ある対象者は外した。なお，本研究では，自動吻合器として
ETHICON 社 Powered ECHELON FLEXⓇ7 を用いた（図 1）。
２．術中再生処理 
１）消毒薬の選定 

術中に行う手順のため，短時間で洗浄，消毒を実施する必
要があり，十分な洗浄に加え，消毒液 1 瓶で自動縫合器先端
10 ㎝以上（図 2）を十分に浸漬可能な量で，短時間で一般細
菌に効果が得られ，医療安全の面から，着色されており，ま
た希釈を必要としない薬液が望ましいと考えた。その結果，
中水準消毒液の中から，上記条件を満たしており，コスト面
でも折り合いのつく薄紫色透明 0.5％クロルヘキシジンエタ
ノール 500ml を選択した。 

２）ジョー部分の消毒耐用構造の確認 
自動縫合器の自動縫合器先端部に関する組成（図 1）は，

カートリッジジョー，ジョー，ナイフブレードウインドウ，
シャフト部分はステンレス鋼であり，アーティキュレーショ
ンジョイントはポリウレタンとアルミニウム合金でできてお
り，組成的には一般的な手術医療器械と同様であり，クロル
ヘキシジンエタノールの消毒に耐え得る構造になっているも
のと考えた。さらにジョー部分の消毒耐用構造であること，
新しいカートリッジ装着後のカッター作動やステープル落下
等への影響がないことを ETHICON 社へ事前に確認した。 
３）再生処理手順 

機能的端々吻合時に結腸管内腔へ入れた自動縫合器を使用
後，器械だし看護師が受け取り，不織布を使用し手袋に腸液
等の体液が付着しないようにカートリッジを外し，後述する
検体採取を実施した。 

ジョーの部分をシードスワブⓇγ1 号（以下，スワブ）を回
転させながら 2 往復擦式採取。検体は外回り看護師が受け取
り，症例番号と再生処理「前」の検体名を記載した。 

また同時に外回り看護師は，あらかじめ準備しておいた洗

図 1 Powered ECHELON FLEXⓇ7 各部名称 

図 2 シードスワブを用いた擦式採取とクロルヘキシジンエタノールを用いた浸漬浸透の手順 
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浄コップ 500ml 用 3 個にそれぞれ生理食塩水 500ml，クロル
ヘキシジンエタノール 500ml，滅菌蒸留水 500ml を注ぎ，器
械だし看護師は，組織，血液，体液，残ったステープラーを落
とす目的で，ジョー部分の根元まで生理食塩液 500ml に浸漬
し，5 秒間の浸透洗浄を実施した。次にクロルヘキシジンエタ
ノールにて先端部分の消毒目的でジョーの根元部分まで浸漬
し，20 秒間振盪洗浄を実施した。その後，10 秒間乾燥させ，
外観上エタノールが揮発していることを確認後，クロルヘキ
シジンエタノールの成分を除去する目的で，ジョーの根元ま
で滅菌蒸留水に浸漬し，5 秒間の浸漬洗浄を実施した（図 2）。 

さらに再生処理の時間を統一するために，器械出し看護師
および外回り看護師は，大画面のタイマーをお互い目視しな
がら，決められた時間で遂行できているか確認した。 
３．検体採取 

まず機能的端々吻合時に結腸管内腔へ入れた自動縫合器を
使用後，器械だし看護師が受け取り，不織布を使用し手袋に
腸液等の体液が付着しないようにカートリッジを外し，
ジョーの部分をスワブを回転させながら 2 往復の擦式採取を
実施した。検体は外回り看護師が受け取り，症例番号と再生
処理「前」の検体名を記載した。共通孔閉鎖のカートリッジ
装着前に再度，ジョーの部分をスワブで回転させながら 2 往
復擦式採取した。同様に検体は外回り看護師が受け取り，症
例番号と再生処理「後」の検体名を記載した。 

検体採取後は可及的速やかに A 病院検査科へ輸送し，4℃
で冷蔵保存した。検体の保存及び輸送に関しては，検体保存
輸送培地の菌保存性能に関する基礎的検討 3）を参考にした。

検体検査に関しては（株）SRL に依頼した。目的菌は
Escherichia coli（以下，大腸菌），Clostridium difficile（以下，
CD），Clostridium perfringens （以下，CP）とし，定性判定
と培養同定を実施した。なお，目的菌が検出されない場合に
は増菌培養を実施した。 

手順は，A 病院細菌検査部の臨床検査技師，検体提出先で
ある（株）SRL のスタッフと手術室スタッフで検体採取およ
び保存，検体依頼用紙の記入方法を詳細に確認した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

A 病院倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号 17）。
対象者には自由意思の尊重に対する保証および参加を辞退し
た場合の不利益がないことを説明した。対象者および家族に
は，あらかじめクロルヘキシジンエタノールの使用に関して
も使用目的，効果，副作用発生時の対処について説明を行い，
承諾を得た。今回使用する器械および器材で商標登録してあ
る会社へは使用許諾を得た。 

Ⅴ．結果・成果 

目的菌の定性検査の結果，消毒前の陽性は大腸菌が 4 例，
CD が 1 例，CP は 0 例であった。消毒後の陽性は，大腸菌が
1 例であったが，CD, CP は 0 例であった（表 1）。 

培養同定検査の結果（表 2），消毒前は 5 例全てで好気性菌・
嫌気性菌が同定されたが，消毒後は減少していた。消毒前後
において菌種の変化または菌量が増加した症例はなかった。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

目的菌の定性検査の結果，消毒前の陽性は大腸菌が 4 例，
CD が 1 例，CP は 0 例であった。消毒後の陽性は，大腸菌が
1 例であったが，CD, CP は 0 例であった（表 1）。 

手術の流れを止める時間を最小限にしつつ再生処理を確実
に行うためには，クロルヘキシジンエタノールの殺菌時間は
30 秒とされている 4）。しかしクロルヘキシジン 0.1％以上の
消毒薬では 15 秒 5），クロルヘキシジンアルコールでは 15 秒
以内の浸漬で殺菌が可能 6）という報告もあり，クロルヘキシ
ジンエタノールの浸漬振盪時間 20 秒は適切であったと考え
られる。 

しかし，鋼製小物ガイドライン 7）で示されているように，
最初の生理食塩水で血液や腸液などの付着物を洗い流せない
まま消毒液に浸漬することは器械に付着した有機物を固定し
て洗浄除去しにくくすることから，消毒後の大腸菌陽性反応
は，消毒前の生理食塩水での浸漬振盪による洗浄が不充分で
あった可能性が考えられる。 

CD に関しては 5 例中 1 例に陽性が認められた。しかし消
毒後に陽性は認められなかった。CD は芽胞形成菌であり，
クロルヘキシジンエタノールは無効とされている 7）。消毒後
に CD が認められなかった理由は，生理食塩水，クロルヘキ
シジンエタノール，滅菌蒸留水での浸漬振盪中の菌の落下が
推測され，消毒前後の洗浄も有効であったと考える。 

さらにクロルヘキシジンエタノールにはエタノールを含有
しているため，電気メス等による引火の可能性を否定できない。
その対策として，10 秒の乾燥を実施した。加えてクロルヘキシ

表 1 再生処理前後の目的菌 

患者 菌 前 後
菌 + +

菌 +

菌
+

菌 +

菌 +

c

d

e

a

b
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ジンの特徴である粘膜への使用禁忌 8）も考慮し，A 病院外科医
および薬剤師，クロルヘキシジンエタノール製造会社等の意見
を踏まえ，滅菌蒸留水による浸漬振盪をおこなうことで，自動
縫合器の先端部にクロルヘキシジンエタノールが万が一残留
していたとしても充分な希釈と除去がなされていると考えた。

器械出し看護師は生理食塩水，クロルヘキシジンエタノー
ル，滅菌蒸留水と 3 種類の浸漬振盪を行うことになり，再生
処理への負担が大きくなった可能性は否めないが，手術部位
感染防止のために医師の協力も得られたことも細菌量減少に
寄与したと考えられる。 

この再生処理方法は，細菌量を減らすことができるため，
今後の活用を S 状結腸や直腸と幅を広げていけるように消化
器外科医や手術室スタッフと話し合いを重ね，手術部位感染
の減少に取り組んでいきたい。 

本論文の要旨は，第 33 回日本手術看護学会年次大会（2019
年,岡山）で発表した。 
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ライン 2004 Ⅰ.使用済み鋼製小物の一次洗浄/消毒廃止に
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8） 医療用医薬品 0.5％ヘキザックアルコール（2019），2023 年
8 月 14 日閲覧， 
https://www.yoshida-pharm.co.jp/files/pamphlet/30.pdf. 

表 2 再生処理前後の培養同定 
患者

Escherichia coli 少数 Escherichia coli 少数
Aeromonas hydrophila 少数 Aeromonas hydrophila 少数
Bacteroides fragilis group＊ 少数 偏性嫌気性グラム陰性桿菌* 少数
偏性嫌気性グラム陰性桿菌＊ 少数
Escherichia coli 1+ Clostridium sp.* 増菌培養
Streptococcus sp. 少数
Klebsiella pneumoniae 少数
Bacteroides fragilis group＊ 少数
偏性嫌気性グラム陰性桿菌＊ 少数
Enterobacter cloacae 1+ Enterobacter cloacae 増菌培養
Citrobacter freundii 少数
Enterococcus sp. 少数
Bacteroides fragilis group＊ 1+
Peptostreptococcus sp.＊ 1+
Clostridium difficile＊ 少数
Clostridium sp.＊ 少数
偏性嫌気性無芽胞グラム陽性桿菌＊ 少数
Klebsiella oxytoca 1+ 検出されず
Streptococcus sp. 1+
Escherichia coli 少数
Bacteroides fragilis group＊ 1+
Peptostreptococcus sp.＊ 少数
偏性嫌気性グラム陰性桿菌＊ 少数
Escherichia coli 少数 検出されず
Bacteroides fragilis group＊ 少数

*:嫌気性菌

c

d

e

再⽣処理前 再⽣処理後

a

b
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◇実践報告◇ 

褥瘡予防のポジショニング演習における 
看護大学生の学び 

― 問題解決思考を促す教授方法の工夫 ― 

宮永葵子1）*，坂井恵子1）

【目的】：「褥瘡予防のポジショニング演習」を受講する学生を対象に，問題解決思考を促す教授方法を導入し，到達目
標に沿った学びが得られているか，副次的効果は何かを明らかにすることである。 

【方法】：看護学部 1 年生 76 名を対象に演習を実施した。演習構成は，1．褥瘡に関する説明とデモンストレーション 
2．課題学習 グループに分け，「褥瘡を有する患者に対し，新たな褥瘡発生を防ぐためのポジショニングとは」につい
ての体験・ディスカッション 3．シート型体圧測定器を用いた発表，の 3 部とした。演習終了後に記載した感想の内容
を質的に分析した。 

【結果】：副次的効果として，【褥瘡ケアや看護に関する学習意欲の高まり】【看護師の責任の実感】【患者の心身への負
担，辛さ・安楽さの実感】【患者にとって安全・安楽を配慮したポジショニングを行うことの必要性の実感】【思考と実
践を関連づけることの面白さの実感】など 12 のカテゴリーが示された。 

【キーワード】問題解決思考，褥瘡予防，ポジショニング，看護大学生 

Ⅰ．は じ め に 

褥瘡は疼痛や感染を引き起こし，著しく患者の Quality of 
Life を低下させる要因となる。褥瘡は，「一定時間持続する組
織への圧迫とずれ力により生じる 1）」と定義されており，褥
瘡を予防するためには身体に加わる圧力である体圧とずれ力
をコントロールする必要がある。この体圧をコントロールす
る看護技術には，体位変換，ポジショニング，背抜きがある。
体位変換技術は看護の基本的技術として古くから教授されて
いたが，2002 年褥瘡対策未実施減算制度が導入されて以降，
臨床を中心に教育が進み現在では看護基礎教育の教科書にも
褥瘡予防のポジショニングが掲載されるようになった。 

A 大学では 1 年前期の基礎看護学技術論Ⅰの「安全・安楽
確保の技術」の単元において，「褥瘡予防のポジショニング」
を教授している。学生は臨床患者をほとんど見たことがなく，
臥床患者の状況理解や褥瘡好発部位と体圧との関係をイメー
ジすることができないため，視覚化教材を用い褥瘡好発部位
の体圧をリアルタイムに視覚化し，学生に示す授業を行って
きた。その結果，褥瘡予防ケアのみならず，【学習意欲や役割

意識】，【他者との関係性の気づき】などの多様な学びがあり
看護学の初学者において，その後の学修姿勢が養われている
ことが明らかとなった 2）。そこで，高まった学習意欲をさら
に深化させる次の取り組みとして，教授方法の検討を行った。

医療提供体制の多様化が進む中で，看護者には，様々な場
面で人々の身体状況を観察・判断し，状況に応じた適切な対
応ができる看護実践能力が求められている。こうした能力を
培うために，根拠に基づいた課題対応能力の育成が推奨され
ている 3）。未知の課題に対して情報を収集し，倫理的・道徳
的な判断および科学的根拠の選択によって課題解決に向けた
対応をするには，問題解決思考を促す必要がある。看護基礎
教育において，看護過程の展開技術やシミュレーション教育
などで問題解決思考を促す教授方法がとられている 4,5）。著者
が担当する「褥瘡予防のポジショニング演習」においても，
これまでの実施を主とした演習に加え，課題を解決するため
のディスカッションや学びの内容を共有する機会を設けるこ
とで，学生に問題解決思考を促すことができるのではないか
と考えた。 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）金沢医科大学 
＊ E-mail：aiko3000@kanazawa-med.ac.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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Ⅱ．目 的 

本研究の目的は，「褥瘡予防のポジショニング演習」を受講
する看護大学生を対象に，問題解決思考を促す教授方法を導
入し，到達目標に沿った学びが得られているか，その他の副
次的効果は何かを明らかにすることである。本研究により，
現行の演習に問題解決思考を促す教授方法導入の効果が明ら
かとなれば，他の看護技術教育を行う上での一資料となる。 

Ⅲ．看 護 実 践 

授業内容と構成 
１．「褥瘡予防のポジショニング演習」の内容 
対象：A 大学看護学部 1 年生 76 名 
時期：2018 年 5 月末 
状況：基礎看護学技術論Ⅰ（1 単位，30 時間，必須，演習科
目）の単元「褥瘡予防と予防のポジショニング」の演習とし
て 90 分。 
レディネス：演習実施時には看護系科目では看護学概論の一
部，演習ではコミュニケーション技術を終了している。また，
5 月に臨地実習として病院の構造と機能の見学，看護師の行
動のシャドーイング，入院患者の思いを聞く体験を終了して
いる。 
２．本演習（90 分）の到達目標 
１）褥瘡発生要因・機序が述べられる。 
２）仰臥位，側臥位，座位の体位による圧迫部位と圧分布の

違いを説明できる。 
３）体位変換による体圧の変化を知ることにより，体圧管理

の重要性が述べられる。 
４）褥瘡を予防するためのポジショニング方法が考えられる。 
３．「褥瘡予防のポジショニング演習」の演習展開 

演習を以下の 3 つの構成で実施した（表 1）。学習心理学者
の Gagne, R.M.が提唱する 9 教授事象 6）や松井らの論文 7）を
参考に，第 1 段階は前提知識の想起と新しい知識の提示，第
2 段階は課題提示，体験とディスカッション，第 3 段階は発
表による共有とフィードバック，を意識し演習設計した。問
題解決思考を促す教授方法としては，第 2 段階，第 3 段階を
設定した。教材は，体圧値を数値化・視覚化することができ
るよう，体圧分散測定システムと携帯型接触圧力測定器を選
択した。
４．使用機器 
１ ） 体 圧 分 散 測 定 シ ス テ ム BPMS （ Body Pressure 

Measurement System）（HUGE-MAT：ニッタ株式会社，
大阪）（図-a） 
この測定器はセンサで感知した圧力を電気抵抗値に変換し，

分布と色で示される。本授業ではこの画面をスクリーンに表
示した。 
２）携帯型接触圧力測定器（Palm QⓇ：ケープ株式会社，神

奈川）（図-b） 

10cm×10cm のセンサーパッドに 5 つのポイントが配置さ
れ，各ポイントに加わる圧力が液晶画面にリアルタイムに表
示され測定できる。 
研究方法 
１．対象者 

2022 年度「褥瘡予防のポジショニング演習」を受講した A
大学看護学部 1 年生 76 名。 
２．研究デザイン 

質的記述的研究 
３．調査実施日・方法・内容 

調査実施日は 201X 年 5 月 
調査方法は，演習終了直後に無記名自記式調査用紙を配布

し，対象者の属性として，年齢と性別を，調査内容として「こ
の演習でわかったこと，感想」について自由記載で回答を求
めた。 
４．分析方法 

学生が記載した感想内容の分析作業を行った。データ分析
の視点を，本授業における学びと感想とし，文節を理解可能
な最小単位として取り出してコード化した。第 1 著者と第 2
著者でコードの類似性と差異性を検討し，共通する意味を持
つもの同士をサブカテゴリーとして集め，さらにカテゴリー
として統合した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，金沢医科大学医学研究倫理審査委員会の承認を
得て行った（承認番号 I178）。対象者に研究の目的と方法を口
頭で説明し，無記名の調査用紙の提出をもって研究への参加
の同意とした。調査用紙の回収は演習を行う実習室の外に設
置したボックスを使用し，研究者の目に触れないようにした。
調査への参加は学生の自由意思であること，参加の有無は成
績評価に影響しないことを保証した。記載内容が成績評価に
影響しないようにするために分析作業は本科目の成績評価終
了後，実施した。調査用紙は，研究者以外が閲覧することが
ないように厳重に管理した。また，一部の対象者には，写真
データを使用することの承諾を得た。 

Ⅴ．結果・成果 

１．対象者の背景 
調査用紙を 1 年次生 76 名に配布し，回収数は 75 枚（回収

率 99％）であった。年齢 18～20 歳，性別は女性 71 名，男性
4 名であった。 
２．カテゴリーと内容 

データ分析の結果，本演習を受講した学生の学びとして，
12 個のカテゴリー（以下，【 】で示す），【褥瘡の理解】，【褥
瘡好発部位と体圧の関係の理解と実感】，【褥瘡予防の必要性
の実感】，【体圧分散の意義の理解と実感】，【ポジショニング
方法や褥瘡予防用具の活用の理解と関心】，【褥瘡予防ケアや
看護に関する学習意欲の高まり】，【看護師の責任の実感】，【患
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者の心身への負担，辛さ・安楽さの実感】，【患者にとって安
全・安楽を配慮したポジショニングを行うことの必要性の実
感】，【思考と実践を関連づけることの面白さの実感】，【主体

的授業参加に関する楽しさの実感】，【悪化予防と発生予防の
複合課題取り組みの難しさの実感】が抽出された。各カテゴ
リーのサブカテゴリーと合わせ，表 2 に示す。 

表 1 「褥瘡予防のポジショニング演習」の演習展開 

https://www.nitta.co.jp/product/sensor/ 
bpms/ 2023 年 2 月 13 日 

https://www.cape.co.jp/products/pdt017  
2023 年 2 月 13 日 

図 ポジショニングを考えるために使用した教材 
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Ⅵ．看護実践への示唆 

考察 
１．到達目標との関連からみた演習方法の妥当性 

前述の本演習の 4 つの到達目標と学生の学びを比較すると，

【褥瘡の理解】，【褥瘡好発部位と体圧の関係の理解と実感】，
【褥瘡予防の必要性の実感】，【体圧分散の意義の理解と実感】，
【ポジショニング方法や褥瘡予防用具活用の理解と関心】が
得られていたため，演習自体の到達目標の設定や教授方法は
妥当であったと考えられた。 

表 2 問題解決思考を促す教授方法を用いた「褥瘡予防のポジショニング演習」の学生の学び 

カテゴリー カテゴリー

圧 やずれが の とわかった

発生 の 解

体位による体圧の いがわかった

シート 体圧測定器使用による圧 と の 解

患者体 による 体圧 感の実感

は予防できる とがわかった

予防の必要性の 解

体圧 方法の 解

体圧 の必要性の 解

体位 換の 要性の実感

ポジショ ングと の 要性の 解

部位を けたクッションの て方の実感

患者に適した の 、 で 性を する

予防用具への関

予防用具 用による

ケアの必要性の 解

の看護 への

の まり

予防に ける看護 の の

看護 の は の が である とに く

なく行われている看護に がある とに く

先を してケアする との 要性の 解

患者の を減らすための看護への

患者の 体の や さを実感

患者の 場に つ との必要性を実感

患者体 をしてわかる と、わからない との き

別性に合わせた 予防の しさの実感

患者にとって なポジショ ングの必要性の実感

患者の に したポジショ ングの必要性を実感した

患者の を 減するポジショ ングと 発生予防を同時に
た

しっかりと し実 する との 要性に いた

した とを実 でき 解しやすかった

者の実 が られて になった

体的に り で 解しやすかった

行 した とで、 に残り しかった

と実 の ップに いた

予防に正解がない とに いた

体位 換、ポジショ ング の しさの実感

予防と発生予防を る との しさを実感

予防と発生予防の 合 り の
しさの実感

患者の への 、 さ・ さの実感

看護 の の実感

患者にとって ・ を したポジショ
ングを行う との必要性の実感

ポジショ ング方法の と 予防用具
用による

と実 を関連 ける との面白さの実感

体的 に関する しさの実感

の 解

発部位と体圧の関 の 解と実感

予防の必要性の実感

体圧 の の 解と実感

予防ケアや看護に関する の まり



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 313 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

２．問題解決思考を促す教授方法を用いた副次的効果について 
１）患者体験からの学び 

今回，学生の問題解決思考を促すために，段階的に情報を
提示し，体験とディスカッションを行った学生の学びとして，
【患者の心身への負担，辛さ・安楽さの実感】，【患者の安全・
安楽を配慮したポジショニングを行うことの必要性の実感】
のカテゴリーが示された。全員が患者体験をしたわけではな
かったが，患者役をしている学生からタイムリーにフィード
バックがあったことで，患者体験から感じたことがグループ
間で共有され，効果的に振り返りができていたことから，学
生の乏しい生活体験を補える機会となったのではないかと考
えられた。 
２）主体的・実践的授業参加による学び 

本演習は，グループワーク・ディスカッションや学生たち
が実演できるように工夫した。学生からは，【主体的授業参加
に関する楽しさの実感】が示され，問題解決思考を促す教授
方法の導入に好印象であったことが伺える。また，実際に学
生自身の体圧値を測定し，体圧分布を視覚化したことにより，
ポジショニングを工夫するとどのように体圧値や分布が変化
し，患者がどのように体感するかを一連の流れとして学ぶこ
とができ，【思考と実践を関連づけることの面白さの実感】に
繋がったのではないかと考えられた。以上から，本演習にお
いて学生が主体的に学び，根拠に基づいた思考が促され，問
題解決思考の育成に繋がったのではないかと考えられた。 
３）複合課題による学び 

1 年次生への課題として褥瘡悪化予防と発生予防の複合課
題は困難であると推測していたが，学生の記述からは，【悪化
予防と発生予防の複合課題取り組みの難しさの実感】が示さ
れた。学生は困難な課題に直面しながらも，グループ員と協
同しながら試行錯誤し，自分たちなりの解決策を導き出した
ことから，【思考と実践を関連づけることの面白さの実感】，
【主体的授業参加に関する楽しさの実感】へと繋がったので
はないかと考えられた。Keller, J. M.8）は，学習者が課題をう
まく完了し，それが期待通りの成果を生んだ場合，将来の成
功への期待感が高まるという効果を持つことを示している。
学生から，【褥瘡予防ケアや看護に関する学習意欲の高まり】
が示されており，困難な課題に取り組んだことが，さらなる
学習意欲へ繋がった可能性があるのではないかと考えられた。
３．本研究の限界と課題 

今回調査したデータは，問題解決思考を促す教授方法を導入
した後のみである。よって，1 年次に本演習を受けた学生が，
その後臨地実習においてどのように褥瘡予防の看護に活かせ
るか，経時的学習効果について，今後明らかにしていきたい。

結論 
看護学部 1 年次生を対象に「褥瘡予防のポジショニング演

習」に導入した問題解決思考を促す教授方法の効果について
明らかにするために，演習終了後に学生が記載した感想につ

いて質的に分析を行い，38 のサブカテゴリーからなる 12 の
カテゴリーが示された。 
１．到達目標に沿った学びが得られたかについては，目標到

達を示す 5 つのカテゴリーが該当し，目標に沿った学びが
できていた。 

２．到達目標以外の副次的効果については 7 つのカテゴリー
が該当し，患者体験，主体的な授業参加，困難な課題への
取り組み，根拠に基づいて思考したこと，による様々な学
びが得られたことが示唆された。 
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◇実践報告◇ 

小児転倒・転落アセスメントツールとビデオスライド 
による看護師と付添い者の意識の変化 

永岡美穂1）*，高比良洋子1），末田博子1），曽田由美1）

【目的】：成人と小児の混合病棟である B 病棟では，小児の転倒転落件数が年間平均 10 件だった。小児の転倒転落リス
クアセスメントツール（C-FRAT）の活用とビデオスライドの視聴で，転倒・転落防止に対する意識が向上するか検討
した。 

【看護実践】：B 病棟の看護師と児の付添い者に対し C-FRAT の活用とビデオスライドの視聴を行い，介入前後に転倒
転落に関する質問調査を行った。 

【結果】：看護師の介入前後の比較では 35 項目中 6 項目が有意に上昇した。付添い者の介入前後の比較では有意差はな
かった。 

【考察】：看護師に対してビデオスライドを使用することで転倒転落を具体的にイメージすることができ，C-FRAT の
活用でアセスメントのタイミングが明確になり意識が高まった。付添い者は，入院後すぐの説明では関心が児に向いて
いるため，十分に説明が理解できない可能性があり，子どもの状態にあった適切な時期に説明を行い，理解を深める必
要がある。 

【キーワード】小児，転倒転落，アセスメントツール，C-FRAT 

Ⅰ．は じ め に 

成人と小児の混合病棟である B 病棟では，小児の入院患者
は年間 870 名である。病棟内での小児の転倒・転落件数は，
平成 29 年度は 11 件，平成 30 年度は 11 件，令和 1 年度は 10
件だった。転倒・転落の原因は，子どもの病状が軽快し活発
になったことや，子どもの予測不能な行動による偶発的な事
故である。また，ベッド柵を上げ忘れ子どものそばを離れた
等の付添い者の不注意によるものも多く，転倒・転落予防に
対する認識の低さも考えられる。入院時のオリエンテーショ
ンで，付添い者にサークルベッド使用中は，ベッド柵を必ず
上まで上げておくよう説明をしている。しかし付添い者が，
転倒・転落予防に対する対策を十分に理解出来ているかを看
護師が確認するには至っておらず，付添い者の状況も含めた
個々のリスクを把握できていないことが多い。これまでは，
成人と同一の転倒・転落アセスメントツールを使用していた
が，同一のアセスメントツールでは，小児に該当しない項目

等があり，判定結果と実際の子どもの危険度が一致せず有効
性が疑問視されていた。山下らは「医療事故防止の取り組み
は患者の危険度を把握し，様々な側面から捉え，看護師一人
一人が危険予測をしながら看護を行い，リスク感性を向上さ
せることが重要である」1）と述べている。藤田らは「転倒・
転落アセスメントツールは，患者の転倒・転落の危険性（リ
スク）が，どの程度であるか数量化して危険性の状態を客観
的に評価（アセスメント）できる方法（ツール）」2）と述べて
いる。藤田氏が作成した子ども用転倒・転落リスクアセスメ
ントツール：C-FRAT（Child Falls Risk Assessment Tool）
（以後 C-FRAT）は，小児に特化した転倒・転落アセスメン
トツールである 3）。今回 C-FRAT を使用することで，小児の
転倒・転落リスクが，どの程度あるのかをより具体的に把握
でき，それに基づいたカンファレンスを行うことで，スタッ
フの転倒・転落防止への対応を標準化し，転倒・転落防止に
対する意識の向上を図ることができると考える。また，付添
い者は，看護師と共に定期的に C-FRAT の評価を行うこと

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）山口県済生会下関総合病院 
＊ E-mail：kango@simo.saiseikai.or.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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と，転倒・転落防止に関するビデオスライドを使用すること
で，転倒・転落がよりリアルに感じられることで，付添い者
と看護師の転倒・転落に対する意識の向上へ繋がることを期
待した。それにより，患者個々のリスクを把握することで，
転倒・転落件数が減少すると考えた。 

Ⅱ．目 的 

C-FRAT とビデオスライドを用いて看護師と付添い者の
転倒・転落防止に対する意識の向上を図ることが可能か否か
を検討する。看護師と付添い者の意識が向上することで，転
倒・転落件数の減少に繋がることが期待される。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．研究期間 
2020 年 1 月～2020 年 11 月 

２．対象 
B 病棟に勤務する看護師 20 名（B 病棟経験年数 6.0±4.5），

及び B 病棟に入院した小児（9 歳以下）の付添い者 49 名（介
入前 21 名，介入後 28 名）。 
３．研究方法 
１）看護師と付添い者に転倒・転落に関する質問用紙調査を

実施した。 
（1）看護師への転倒・転落に関する質問用紙調査について 

藤田らの入院時転倒・転落防止対策（デルファイ法による
検討）を参考にし，看護師が実施するべきと考えられること
に対する 35 項目の「看護師用小児転倒・転落に関する」質問
用紙を独自に作成した。内容は，【小児について】に関するこ
と 7 項目，【家族について】に関すること 10 項目，【転倒・転
落リスクアセスメントのタイミングについて】に関すること
9 項目，【環境に対しての対策】に関すること 5 項目，【病棟
全体について】に関すること 4 項目とした。評価方法は 5 段
階リッカート尺度（5：常にしている，4：している，3：どちら
でもない，2：していない，1：まったくしていない）とした。
「看護師用小児転倒・転落に関する」質問用紙調査を看護師に
行い，病棟に質問紙調査回収箱を設置した（以後介入前）。 

（2）付添い者への転倒・転落に関する質問用紙調査について 
付添い者に対して 7 項目の「付添い者用小児転倒・転落に

関する」質問用紙を独自に作成した。内容は，「オリエンテー
ションの内容は理解できましたか」「説明時期は適切でしたか」
「説明時間は適切でしたか」「オリエンテーション後にお子様
の転倒やベッドからの転落に気をつけようと思いましたか」
「オリエンテーション後にお子様の転倒やベッドからの転落
に危機感を感じましたか」「お子様から目を離すときにベッド
柵を常に上まで上げていましたか」「付添い交代時には交代す
るご家族にベッド柵の上げ下ろし等の説明を行いましたか」
とした。評価方法は 3 段階，質問用紙は無記名選択式とし，
退院時に質問用紙と同意書を付添い者へ渡し，スタッフルー
ムのカウンターに質問紙調査回収箱を設置した（以後介入前）。

２）C-FRAT とビデオスライドの使用方法について 
C-FRAT は，危険因子の該当の有無を付添い者と看護師が

行い，転倒・転落リスクの判定を入院時，入院 3 日目，入院
1 週間ごと，また点滴抜去時や手術直後等に評価を行ってい
くものである。C-FRAT を使用するにあたり，作成者である
藤田氏に使用許諾を得た。介入前質問紙期間終了後に，看護
師に C-FRAT の活用方法を説明した。 

小児転倒・転落防止を注意喚起するビデオスライドを独自
に作成し看護師にビデオスライドの視聴を実施した。内容は，
ベッド柵が下がっていることによる転落の危険性を中心とし
た約 3 分間の動画である。 

入院時に付添い者に，ビデオスライドの視聴と看護師と共
に C-FRAT を実施した。その後，看護師と付添い者に介入前
と同様の質問紙調査を用いて，質問紙調査を実施した（以後
介入後）。 
４．データの分析方法 

看護師に行った介入前後の質問紙調査結果を，項目別に
Excel 統計（2016）を用いてウィルコクソンの符号順位和検
定で分析した。付添い者に行った介入前後の質問紙調査を項
目別に Excel 統計（2016）を用いてカイ二乗検定で分析した。
有意水準 5％である。 

Ⅳ．倫理的配慮 

所属施設の倫理委員会の承諾を得ている。対象者へ研究目
的及び方法，参加は自由意志であること，研究への協力の有
無により不利益を生じないこと，得られたデータは研究目的
以外には使用しないこと，研究結果を論文やその他の方法で
公表する際，匿名性を守ることを文章で説明し，サインを得
ることで同意を得た。 

Ⅴ．結 果 

１．看護師に行った質問紙調査の結果では，介入前に比べ介
入後では，【小児について】の項目で 7 項目中，「小児へス
リッパや，スリッパではなく，靴を履くように説明してい
ますか」の 1 項目，【家族について】の項目 10 項目中，「ベッ
ド内の整理整頓をするように説明していますか」の 1 項目
が有意に上昇した（p＜0.05）。【転倒・転落リスクアセスメ
ントのタイミングについて】の項目で 9 項目中，「入院 2 日
目にしていますか」「点滴抜去時にしていますか」の 2 項目
が有意に上昇した（p＜0.05）。【病棟全体について】の項目
では有意差はみられなかった（表 1）。 

２．付添い者の質問紙調査の回収は介入前が 21 名，介入後が
28 名だった。「オリエンテーションの内容は理解できまし
たか」に関しては，「理解できた」は介入前 21 名，介入後
28 名とともに 100％だった。「説明時期は適切でしたか」に
関しては，介入前は「適切」95％（20 名），「早い」5％（1
名），「遅い」0％（0 名）だった。介入後は「適切」96％（27
名），「早い」4％（1 名），「遅い」0％（0 名）だった。「説 
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表 1 介入前後の看護師用小児転倒・転落に関する質問用紙の中央値の比較  n=20 
質問項目 前 後 有

1 ・ のリスクア ス ントをして、 が歩く時は付き っていますか 4 2 4 4

2
・ のリスクア ス ントをして、 がトイ に行く は、 ースコール

で ように していますか
4 2 4 4

3
・ リスクをア ス ントして、 の 有をするために口 で し

りをし、 で して っていますか
4 2 4 3

4 適切な ッドを していますか 4 8 4 9

5
・ のリスクをア ス ントして、 の 有をするためにカルテに
し、 で し っていますか

3 9 3 9

6 ・ のリスクをア ス ントして、 へは 繁に していますか 3 8 4

7 へスリッ や、スリッ ではなく、 を くように していますか 3 6 4 2

1 ッドから れる は を1番 まで るように していますか 5 4 9

2 ッド を ている時は、 から目を さないように していますか 4 9 4 9

3
剤、 剤を使用してからの 後は一 で歩かせないように して

いますか
4 5 4 8

4 付き い者が交 した時は、 ッド の り いを再 していまか 4 2 4 4

5 ッド の をするように していますか 3 2 3 9

6 ・ の がある場合は、 ースコールを すように していますか 4 5 4 6

7
に入 時 リエンテーションに してもらっていますか（ ッド を る

など実 にしてもらっていますか）
4 7 4 7

8
付き い者が交 した時は、 防止について 間で し りをする
ように していますか

4 1 4 4

9 ッド の使用に関する入 時 リエンテーションをしていますか 4 9 4 8

10 の ・ 防止の実施 をア ス ントしていますか 3 9 4 1

1 が した時にしていますか 3 7 4 3

2 が た時にしていますか 3 9 4 1

3 静 が になった時にしていますか 4 4 4

4 ・ の があった時にしていますか 4 5 4 5

5 手 後にしていますか 3 8 4 5

6 時にしていますか 3 2 4 1

7 ・ リスクの看護 の にしていますか 4 5 4 5

8 入 2 目にしていますか 2 7 4

9 入 1 間後にしていますか 4 2 4 5

1 が れていたら速やかに いていますか 4 7 5

2 のコード を していますか 4 2 4 7

3 ッド の をしていますか 3 6 4 3

4 ッドのタイ を に入れ、 ッジハンドルを収 していますか 3 9 4 3

5 よ の 物（ いすなど）を していますか 4 4 4 5

1 ・ リスクの看護 を使用していますか 4 9 4 9

2 ・ リスクア ス ント ール（ア ス ントシート）を使用していますか 4 3 4 3

3 ・ があった を、カンフ ンスで り 、 有していますか 4 9 5

4 と に ・ リスクの看護 を していますか 4 1 4 1

                                                                                      <     
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 明時間は適切でしたか」に関しては，「適切」が介入前 21
名，介入後 28 名とともに 100％だった。「オリエンテーショ
ン後に子どもの転倒やベッドからの転落に気を付けようと
思いましたか」に関しては，「思った」が介入前 21 名，介
入後 28 名とともに 100％だった。「オリエンテーション後
にお子様の転倒やベッドからの転落に危機感を感じました
か」に関しては，介入前が「感じた」76％（16 名），「やや
感じた」10％（2 名），「感じなかった」14％（3 名）だった。
介入後は「感じた」57％（16 名），「やや感じた」29％（8
名），「感じなかった」11％（3 名），「無回答」3％（1 名）
だった。「お子様から目を離すときにベッド柵を常に上まで
あげていましたか」に関しては，介入前が「必ず上げてい
た」71％（15 名），「時々上げていた」29％（6 名），「上げ
ていなかった」0％（0 名）だった。介入後は「必ず上げて
いた」75％（21 名），「時々上げていた」25％（6 名），「上
げていなかった」4％（1 名）だった。「付添い交代時には交
代するご家族にベッド柵の上げ下ろし等の説明を行いまし
たか」に関しては，介入前が「行った」62％（13 名），「時々
行った」19％（4 名），「行わなかった」14％（3 名），「無回
答」が 5％（1 名）だった。介入後は「行った」68％（19 名），
「時々行った」0％（0 名），「行わなかった」14％（4 名），
「無回答」18％（5 名）だった。7 項目すべての質問に対し
ての回答率は介入前後に有意な差を認めなかった。 

Ⅵ．考 察 

１．看護師の転倒・転落に関する質問用紙調査の結果から考
えらえること 
看護師に行った調査の結果，【小児について】の項目では，

「小児へスリッパや，スリッパではなく，靴を履くように説
明していますか」で介入後に有意に上昇した。成人患者を対
象とした研究で，津野らは，「外的要因では，履物の不備，ベッ
ド柵の不備，補装具の不備，障害物，滑る，無灯火であり，
スリッパの使用による転倒が多かった」4）と報告している。
A 病院でも履物が原因による転倒は発生した。小児は 1 歳
6 ヵ月頃までには歩行を始め，2～3 歳で歩行が安定する。し
かし，小児は検査のため処置室へ案内するとき等，付添い者
や看護師が一緒に側を歩行することや抱っこでの移動が多く，
スリッパによる危険性を意識していなかったと考えられる。
ビデオスライドを用いることで，スリッパによる転倒の疑似
体験ができ，リスク要因として認識するきっかけとなった。
スリッパが転倒・転落事故の予測から予防する意識へ変化し，
成人と同様の危険性を改めて理解したことで，スリッパによ
る転倒の危険性が明確になったと考えられる。 

【家族について】【環境に対しての対策】の項目では，ベッ
ド内の整理整頓について，介入後に有意に上昇した。ベッド
内は患者の生活の場のため整理整頓を促しにくい。ベッド内
を整理整頓していないことが，ベッドからの転落に繋がる事
を看護師がイメージできず説明できていなかったと考えられ

る。ビデオスライドを視聴することで，小児がベッド内のテー
ブルや玩具を使用しベッド柵を乗り越える危険性を理解する
ことができた。C-FRAT とビデオスライドを使用することで，
ベッド内を整理整頓していないことが，ベッドからの転落の
原因になることが具体的にイメージすることに繋がり，ベッ
ド内の環境にも気を配ることができ，付添い者への説明がス
ムーズに行えるようになったと考える。 

【転倒・転落リスクのアセスメントのタイミングについて】
では「手術後にしていますか」「点滴抜去時にしていますか」
「入院 2 日目にしていますか」の 3 項目で有意に上昇した。
これまでは，成人と同一の転倒・転落アセスメントツールを
使用し，成人と同じタイミングで評価をしていた。しかし，
小児の病状は急激に変化し，成人とは異なった経過をたどり，
同じアセスメントツールは適応ではなかった。藤田らは，「小
児に対してアセスメントツールを使用している施設は使用し
ていない施設よりも転倒・転落率は低く，小児でもアセスメ
ントツールの有効性が明らかになった」5）と述べている。本
研究においても C-FRAT を使用することで評価のタイミン
グが明確となり，看護師の意識が高まったと考えられる。 
２．付添いの者転倒・転落に関する質問用紙調査の結果から

考えられること 
付添い者に対して行った調査では，「オリエンテーションの

内容は理解できましたか」「説明時期は適切でしたか」「説明
時間は適切でしたか」「オリエンテーション後お子様の転倒や
ベッドからの転落に気をつけようと思いましたか」の 4 項目
は，介入前後ともに変化は認めなかった。「オリエンテーショ
ン後にお子様の転倒やベッドからの転落に危機感を感じまし
たか」「お子様から目を離すときにベッド柵を常に上まで上げ
ていましたか」「付添いの交代時には交代するご家族にベッド
柵の上げ下ろし等の説明を行いましたか」の 3 項目は有意差
を認めなかった。伊藤らは，「小児の転倒・転落事故のうち，
付添い者がそばにいる時に発生した事例は 71.4％」6）と報告
している。また，佐藤らは「小児のベッドからの転落予防に
は付添い家族の協力が必要不可欠であり，そのためには入院
時オリエンテーションだけではなく，患児の状態にあった適
切な時期に家族と共に転落予防対策の修正が必要となってく
る」7）と述べている。今回，入院後すぐにオリエンテーショ
ンとビデオスライドの視聴を行ったが，ほとんどの小児が緊
急入院という突然の状況である。付添い者は，子どもがどう
なってしまうのか，きちんと治るのかといった子どもの病状
が心配な状態や，入院という結果になってしまったことに対
する自責の念で，混乱している可能性がある。入院直後は子
どもが活気のない状態であり，転倒・転落についてオリエン
テーションとビデオスライドの視聴を行っても印象に残らず，
介入前後に差がなかったと考えられる。また，子どもの緊急
入院時は，検査や治療で，子どもが泣いて嫌がる処置をする
場合が多く，付添い者の精神的動揺が考えられる。入院後す
ぐのオリエンテーションでは，付添い者は子どもの病状が特



― 318 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

に心配な時期であり，関心が子どもに向いており，付添い者
が十分に理解出来ていない可能性がある。藤田らは「医療者
が転倒・転落防止対策を実施しても，家族の理解不足や不注
意により，小児が転倒・転落しては意味がなく，家族の理解
と協力が必要不可欠」8）と述べている。入院中は，普段の生
活とは異なり，点滴をしていることや，手術後であること，
解熱し急に活気が出るなど子どもの状態は様々である。その
ため付添い者に正しく転倒・転落の危険性について説明し，
理解してもらう必要性があると考えられる。また付添い者も，
慣れないサークルベッドや簡易ベッドで過ごし，子どもの病
状によっては夜間起きることもあり，疲労がたまる可能性が
ある。藤田らは，「転落が発生した日は，入院 3 日目が最も多
い」9）と報告している。付添い者の協力を得るには，付添い
者が病院環境に慣れた頃に行うことでゆっくりと説明を聞く
環境が整い，付添い者の転倒・転落防止に対する理解と協力
が得られると考えられる。しかし，入院 3 日目は転倒・転落
の発生率が高いため，入院翌日または 2 日目には個別性のあ
るオリエンテーションとビデオスライドの視聴を再度行う必
要があると考えられる。 

Ⅶ．結 論 

C-FRAT とビデオスライドは看護師が転倒転落の原因を
具体的にイメージすることにつながり，意識の向上に繋がっ
たため，引き続き使用し転倒・転落件数の減少を目指してい
く。小児の状態にあった適切な時期に個別性のあるオリエン
テーションとビデオスライドの視聴を行うことで，付添い者
の協力を得ることが出来れば，さらなる転倒・転落件数の減
少が目指せると考えられるため，今後の課題となった。 

本論文の内容の一部は第 52 回日本看護学会学術集会にお
いて発表した。 

本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はない。 
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◇実践報告◇ 

夜間帯を想定した看護師と介護福祉士の協働による 
急変時シミュレーション研修の効果 

秋元恵子1）*，窪田雅江1），石田一美1）

【目的】：A 病院の地域包括ケア病棟での急変時は看護師・介護福祉士が協働した初動対応が必要であるため，夜間帯を
想定した急変時シミュレーション研修を 3 年間継続し，その効果を検証する。 

【方法】：急変場面のシナリオを作成し，看護師・介護福祉士全員を対象に研修を実施し，その前後でアンケート調査を
行った。 

【結果】：アンケート回収率は 100％だった。研修前後で急変時対応に関する不安が，看護師は 6 項目，介護福祉士は 4
項目において軽減した。3 年間の研修にて両職種の急変直後の対応力が向上した。 

【考察】：不安が軽減したのは，急変時の双方の役割把握による相互連携の強化と，具体的な初動対応の実践にて急変の
イメージ把握ができたためと考える。課題は，看護師の介護福祉士への明確な指示だしの個人差や経験不足による実践
への不安であった。今回の研修は地域包括ケア病棟における急変時対応に有効であり，定期化で効果の持続と向上が期
待できる。

【キーワード】急変時シミュレーション研修，看護師，介護福祉士，協働

Ⅰ．は じ め に 

わが国は世界に類をみない高齢化率の増加を示し，慢性疾
患を合併した高齢者の割合は増加している。A 病院の地域包
括ケア病棟の入院患者も複数の慢性疾患を抱え，急変が増え
ると推測される。また夜間配置は，看護師 2 名・介護福祉士
1 名であり急変時は協働による初動対応が求められる。 

A 病院における救急蘇生に関する研修は，1 年に 1 回開催
される院内全体研修「BLS・AED 研修」がある。看護師の急
変時対応研修は卒後教育のクリニカルラダーシステム，レベ
ルⅠのみで，配属部署ではしていなかった。地域包括ケア病
棟においては，急変時の蘇生事例は年間 1～2 例と少なく，看
護師は急変場面における経験不足により，急変時対応の習得
や維持に不安があった。一方，介護福祉士の卒後教育には急
変時対応研修がなく，多くのスタッフが急変対応未経験のた
め不安を抱いていた。急変時対応の不安について松原は「シ
ミュレーション研修にて予測ができ知識が増えチームでのコ
ミュニケーションの重要性が学べたことで不安が軽減した」1）

と述べている。そこで看護師・介護福祉士の協働による急変
時シミュレーション研修が必要であると考えた。 

先行文献では看護師を対象とした研修の効果や，繰り返し
研修を行う必要性に関する研究はあるが，看護師・介護福祉
士協働による急変時シミュレーション研修の効果に関する研
究はない。 

今回，地域包括ケア病棟に勤務する看護師・介護福祉士を
対象とした急変時シミュレーション研修を 3 年間継続し，そ
れぞれの効果を明らかにする。これにより看護師と介護福祉
士の効果的な研修の在り方を考える一助になると予想される。 

Ⅱ．目 的 

地域包括ケア病棟における夜間帯を想定した看護師と介護
福祉士の協働による急変時シミュレーション研修（以下研修
とする）の効果を明らかにする。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．調査期間 2018 年～2020 年 

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）公立学校共済組合北陸中央病院 
＊ E-mail：akikeko0316@yahoo.co.jp

© 2023 Japanese Nursing Association
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２．調査対象者 
A 病院の地域包括ケア病棟で夜勤勤務をしている看護師・

介護福祉士（師長・副師長を除く）の中で，調査に同意を得
られたものとした。 

看護師経験 5 年目以上で夜間のリーダー業務を担う看護師
をリーダー看護師，5 年目以下で夜間のリーダー業務をして
いない看護師をメンバー看護師と定義する。 
３．調査方法 
１）看護師の指示で介護福祉士が急変時に実践可能な項目を

明確にし，研修目的と達成目標を独自に設定した。研修目
的は 5 項目，達成目標は看護師 16 項目・介護福祉士 13 項
目とした。（表 1） 

２）夜間帯の急変場面を想定しシナリオを作成した。内容は，
デールームで朝食時，介護福祉士が誤嚥した患者を発見し，
窒息により呼吸停止に至る場面とした。あわせてリーダー
看護師・メンバー看護師・介護福祉士に期待する動きを記
載したシミュレーションアウトラインシートを作成した。 

３）事前に対象者へ研修方法とシナリオを説明した。リーダー
看護師 1 名・メンバー看護師 1 名・介護福祉士 1 名の 3 人
1 組とした。スタッフ個々の評価は達成目標に基づき
チェックリスト型評価表を作成し，看護師長・副看護師長
2 名の計 3 人が，それぞれ当直医師役・管理当直看護師役・
患者兼家族役をしながら行った。研修後に受講者と評価者
によるデブリーフィングを行い，さらに評価者が受講者
個々に評価結果を伝えた。 

４）3 年間継続し研修を実施した。 
４．評価方法 
１）初年度の受講者に対する研修前後の不安に関するアン

ケート調査 

アンケート調査票は独自で作成した。研修の達成目標を項
目（看護師 16 項目，介護福祉士 13 項目）とし，不安を 4 段
階で評価した。研修前後で点数化し平均値で t 検定を行い，
p<.05 を統計学的に有意差ありとした。 
２）3 年間，研修を継続した受講者に対する研修の効果に関

するアンケート調査 
アンケート調査票は研修目的の 5 項目に対し 5 段階評価す

るものを独自で作成した。研修後の結果を点数化し割合で示
した。さらに自由記載欄を設け，内容を帰納的にカテゴリー
化した。 

Ⅳ．倫理的配慮

対象者に研究主旨を説明し，匿名性の保証と自由意思によ
る参加であること，途中辞退も可能とし，研究に協力しなく
ても勤務評価に影響しないことを書面および口頭で説明した。
調査は所属施設の倫理委員会の承認，研究の公表の承諾を得
た後に実施した。 

Ⅴ．結果・成果

3 年間共に研修前後と 3 年間継続受講後にアンケート調査
票を配布し，いずれも回収率 100％，有効回答率 100％であっ
た。 
１．初年度の受講者に対する研修前後の不安に関するアン

ケート結果（表 2） 
対象者：看護師 21 名 介護福祉士 10 名 

１）看護師の結果 
不安は【挿管の準備】【患者発見直後の対応】【人工呼吸器

準備の指示】の順に大きかった。また研修により不安が有意
に軽減した項目は 6 項目あった。1 番有意差がみられた項目

表 1 看護師と介護福祉士の研修目的と達成目標 
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は【患者発見直後の対応】（p=.005），次に【人工呼吸器準備
の指示】【介護福祉士へ必要物品準備の指示】（p=.01），次に
【気道確保・胸骨圧迫】【救急カート準備の指示】【患者の移
送】（p=.05）だった。不安が高値であり有意に軽減しなかっ
た項目は【挿管の準備と介助】【AED・DC の準備と施行】で
あった。 

２）介護福祉士の結果 
不安は【人工呼吸器の準備】【胸骨圧迫の施行】【AED・DC

の準備】の順に大きかった。また研修により不安が有意に軽
減した項目は 4 項目あった。1 番有意差がみられた項目は，
【救急カートの準備】（p=.01），次に【胸骨圧迫の施行】【AED・
DC の準備】【人工呼吸器の準備】（p=.02）だった。（表 2） 

表 2 初年度研修前後の不安に関するアンケート結果（上段は看護師、下段は介護福祉士） 

0.05

0.05
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２．3 年間の継続研修の効果に関するアンケート結果 
対象者：看護師 8 名，介護福祉士 5 名 

１）研修目的 5 項目の効果について 
（1）看護師の結果（図 1） 

『急変直後の対応力向上』『介護福祉士への指示出し』に関
しては「かなりある」37.5％，「ある」50.0％であった。『急変
時の技術の向上』は「かなりある」25.0％，「ある」50.0％，
「わからない」25.0％であった。『不安の軽減』は「かなりあ
る」25.0％，「ある」25.0％，「わからない」50.0％であった。
自由記載には「手順は理解できたが実際の場面は未経験」「毎
回，初回のような緊張感」という内容があった。 

（2）介護福祉士の結果（図 2） 
「ある」「かなりある」がすべての項目で 80.0％を超えてい

る。中でも『急変直後の対応力の向上』は「かなりある」が
100％，『急変時の技術の向上』『連絡方法や説明力の向上』は
「かなりある」が 80.0％であった。『不安の軽減』は「ある」
20.0％，「かなりある」80.0％であった。自由記載には「実際
の急変時，対応が良かったと言われた」「転倒発見時，シミュ
レーションで実践したように行動できた」という内容があっ
た。 
２）3 年間継続研修の効果に関する自由記載内容（表 3） 

《急変時の不安の軽減》《急変時相互連携の強化》《急変時
の初動対応力の向上》《前に踏み出す力》《日常生活の協働意

識の強化》の 5 つのカテゴリーが抽出された。一方，課題と
して《軽減しない不安》《適切な判断と明確な指示だしにおけ
る個人差》の 2 つのカテゴリーが抽出された。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

今回，急変時対応力向上と不安の軽減を目的に，夜間を想
定した看護師・介護福祉士協働による急変時シミュレーショ
ン研修を 3 年間継続して実施し，アンケート調査にて検証を
試みた。 

看護師の 3 年間継続研修の効果として，75.0％以上から『介
護福祉士への指示だし』『急変時の技術の向上』『急変直後の
対応力向上』に効果があったという結果を得た。『急変直後の
対応力向上』を示す内容には，初年度の受講前後で不安が有
意に軽減した 6 項目のうち【患者発見直後の対応】【患者の移
送】の 2 項目が相当する。初動対応を介護福祉士と協働し実
践したことでイメージが付き自信に繋がったと考える。『急変
時の技術の向上』に関しては，【気道確保・胸骨圧迫】が初年
度の受講前後でも不安が有意に軽減している。これは院内研
修の｢BLS・AED 研修」で学習していたことに加え，研修と
その後のデブリーフィングで技術を再確認し自己の技術に納
得できたためと考える。一方，初年度の受講前後で【挿管の
準備と介助】【AED・DC の準備と施行】の不安が高値で有意
に軽減しなかった。しかし，3 年間の継続研修によって，技

図 1 看護師の 3 年間継続研修の効果（ｎ=8） 

図 2 介護福祉士の 3 年間継続研修の効果（ｎ=5）
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術は向上したと感じており，継続研修の意義が示唆された。
『介護福祉士への指示だし』は 87.5％の看護師が効果を感じ
ている。初年度の受講でも看護師が介護福祉士への【人工呼
吸器の準備指示】【介護福祉士への必要物品準備の指示】【救
急カート準備の指示】に対する不安は有意に軽減している。
これは介護福祉士の急変時に実践可能な項目の明確化により，
看護師は迷わず介護福祉士に指示ができたと考える。しかし
3 年間継続研修の効果として『不安の軽減』した看護師は
50.0％にとどまった。自由記載内容にも「手順は理解できたが
実際は未経験で不安」｢毎回初回のような緊張感｣とあり，技
術は向上しても《軽減しない不安》が課題として残った。中
村らは｢日常的に業務の中で経験している項目に関しては不
安が低く，除細動など経験の少ない項目の不安は高い｣2）と述
べているように，経験の少ない看護技術に対する不安の払拭
には時間を要すると考える。 

一方で介護福祉士の 80.0％以上が 3 年間継続研修の 5 項目
すべてに効果があったことは大きな成果である。今回，急変
時の実践可能な項目【発見直後の対応】【胸骨圧迫】【SBAR
を意識した管理看護師や家族への連絡】を経験し，命を守る
中でできる行動がより明確になった。つまり介護福祉士の不
安は，急変が起こった際，どのように対応したらよいかわか
らない漠然とした感情であったため，具体的な行動を示し実
践できたことで軽減したと考える。初年度の受講前後で介護
福祉士の不安が有意に軽減した【救急カートの準備】【AED・
DC の準備】【人工呼吸器の準備】は『指示に対する対応』で
ある。これは実践可能な項目を研修前の事前指導とブリー
フィングで把握し，研修の場で実践できたため不安が軽減し
たと考える。加藤らは，役割把握について｢急変時対応で大切

なことは，グループを構成する個々のメンバーが互いの役割
分担を確認し，統率のとれた迅速な処置を施行することであ
る｣3）と述べている。指示する看護師も，指示を受ける介護福
祉士も急変時の役割を把握し実践できた。結果，『指示に対す
る対応』への不安軽減に影響を与えたと示唆する。また自由
記載内容の「看護師の指示を聞き情報共有も増えた」という
言葉からも，看護師からの【指示に対する対応】で安心だけ
でなく協働意識が高まったと考える。 

明らかになった課題に，｢ベテラン看護師と経験の浅い看護
師での差があり不安｣と自由記載があるようにリーダー役割
の《的確な判断と指示だしにおける個人差》があった。救命
という重大な責任を担うリーダー役割の不安は容易に払拭で
きないと考える。｢リーダーの役割は，チームメンバーそれぞ
れのスキルに応じて任務を明確に指定し，振り分けることで
ある。メンバー全員がそれぞれの担当と責任について理解し
ていれば，チームはより円滑に機能する｣4）と述べられている
ように，今後はさらにリーダーを中心としたチームダイナミ
クスを意識した研修にアップデートする必要がある。また看
護師を対象とした急変時シミュレーション研修の効果として，
加藤らは｢迅速な判断と的確な指示が出せるスタッフの育成
が必要である｣｢習熟度，経験値を高め，不安を払拭するため
にも，急変時シミュレーション研修の継続が必要である」5）

と述べている。今後も思考と実践を統合できるシミュレー
ション研修を定期的に継続することで効果の持続と向上が期
待できると考える。 

シミュレーション研修の効果として，研修前に主体的に｢自
己学習した｣｢グループで話し合った｣，研修後は｢急変をイ
メージするようになった｣など肯定的な思考につながり，《前

表 3 3 年間継続研修の効果に関する自由記載内容 
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に踏み出す力》に影響した。これは｢多くの教育学者が学習者
中心の教育・主体性を促す教育を提唱している｣6）ように，心
地よい経験からついた力と考える。さらに研修の副産物とし
て，お互いの役割を理解し，連携が強化したことにより，「行
動制限を一緒に考えられるようになった」「いつでも必要物品
を頼めるようになった」など急変時以外の《日常業務の協働
意識の強化》につながったと考える。 

今回の研究は，地域包括ケア病棟の看護師・介護福祉士に
よるチームパフォーマンスの向上に繋がる重要な成果であり，
協働研修の在り方を考える一助となったと考える。 

利益相反について 
開示すべき利益相反関連事項はない。 
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◇実践報告◇ 

人工股関節置換術後の自主リハビリテーションにやる気
ボードを活用した関わりが患者と看護師に与える効果 

佐藤亜耶子1）*，佐藤美菜1），藤田幸恵1）

 本研究では，人工股関節置換術後の自主リハビリテーションにやる気ボードを活用した関わりが患者と看護師に与
える効果を明らかにするため，患者に対して半構造的面接，看護師に対して質問紙調査を実施した。その結果，患者が
実感する効果として【筋力運動を行うことによる筋力向上の実感】【自主リハビリテーション方法・目標の明確化によ
るリハビリテーション意欲の向上】など 11 カテゴリーが抽出された。看護師は知識不足・コミュニケーション不足を
実感しながらもやる気ボードにより指導が統一化されコミュニケーション時間も増加したという効果がみられた。こ
のことから，やる気ボードを活用した関わりにより，患者は目標が明確化され筋力向上を実感することでリハビリテー
ション意欲が向上し，看護師は患者とのコミュニケーション時間が増加することが分かり，やる気ボードは患者と看護
師とのコミュニケーションツールとして効果があることが示唆された。 

【キーワード】人工股関節置換術後，やる気ボードを活用した関わり，自主リハビリテーション 

Ⅰ．は じ め に 

我々は前回，人工股関節置換術（以下 THA）術後患者の自
主リハビリテーション（以下自主リハビリ）や整形外科看護
師によるリハビリテーション（以下リハビリ）に対する意識
について疑問を感じ，現状調査 1）を行った。その結果，THA
術後患者は自主リハビリへの意欲を高めていたが，具体的な
自主リハビリの方法は不明確であった。また，看護師は患者
のリハビリを支援したいという思いを持っているが，知識・
技術不足，業務多忙により，理想とする関わりができないこ
とでジレンマを抱えていたことが明らかになった。そこで，
患者が自主リハビリの方法を理解し，さらに意欲を向上させ
るため，また看護師のジレンマを解決するために，看護師が
患者と具体的なリハビリ内容の目標及び結果を共有できるよ
うなコミュニケーションツール作成の必要性が示唆された。 

橋本ら 2）は人工膝関節置換術術後患者に関わる看護師に対
してリハビリ教育の実施やリハビリプログラムを作成・実施
したことで，看護師の病棟リハビリへの意識が向上したこと
を明らかにしている。しかし，リハビリプログラムを使用し
た患者への効果は明らかにしていない。また，日々の業務に

追われて病棟看護師の過半数以上で十分なリハビリ指導・施
行時間が取れず病棟リハビリを定着できなかった，と我々の
調査と同様の結果が述べられている。そこで我々は，コミュ
ニケーションツールとして THA 術後患者と看護師が日々共
に取り組むための目標を明確に示したやる気ボードを活用し，
看護師が患者のリハビリに関わることとした。そして，THA
術後の自主リハビリに対するやる気ボードを活用した関わり
が患者と看護師にどのような効果があるか調査したため報告
する。 

Ⅱ．目 的 

THA 術後患者の自主リハビリに対するやる気ボードを活
用した関わりが，患者と看護師に与える効果を明らかにする。

Ⅲ．看 護 実 践 

１．用語の定義 
 やる気ボード：患者と看護師が日々共に取り組むために術
後日数に対応した自主リハビリの目標を明確に示した日めく
り式ボードで，目標達成時には木型の台紙に花のシールを貼
付し，最後は満開になることで患者の頑張りを承認するとと

受付日：2022 年 5 月 16 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）盛岡市立病院 
＊ E-mail：bpjnj514＠yahoo.co.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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もに，進捗状況を楽しみながら確認できるよう工夫した。自
主リハビリの方法と目標は理学療法士（以下 PT）・作業療法
士（以下 OT）と協力して独自に作成した。 

やる気ボードを使用した関わり：独自に作成した自主リハ
ビリ方法と目標を説明するパンフレットとやる気ボードを活
用し，看護師と患者がその日の目標を共に確認し合い達成で
きるよう自主リハビリに共に取り組む関わりとした。 
２．データ収集期間 

2020 年 6 月～2020 年 12 月 
３．対象者 

THA 術後にやる気ボードを活用して自主リハビリを行っ
た患者のうち研究の趣旨を理解し同意を得られた 5 名と整形
外科病棟の看護師 9 名とした。 
４．データ収集 
１）THA 術後の患者：THA 術後にやる気ボードを使用して

自主リハビリを行った患者に対して，術後 2 週間を目安に
半構造的面接法を用いたインタビューを行った。質問項目
は，①やる気ボードを使用してどう感じたか，②やる気ボー
ドがあることで自主リハビリにどのような影響があったか，
③看護師も一緒にリハビリに取り組んでくれたか，④退院
後も継続してリハビリを行えるか，とした。インタビュー
内容は同意を得て，IC レコーダーに録音した。 

２）整形外科病棟看護師：背景（年齢，経験年数），疾患・リ
ハビリの知識や自信，やる気ボード使用前後の患者とのコ
ミュニケーション時間など 9 項目について 4 件法による設
問と，やる気ボードの患者への影響，やる気ボード使用後
の指導や支援をする際の変化など 6 項目について自由記載
欄を設けた。 

５．分析方法 
１）患者に対するインタビュー内容：患者が語った言葉をす

べて逐語録にした後，リハビリや看護師の関わりに関連す
る記述を抽出し，文脈に留意しながらコード化を行った。
次いで類似のコードを分類整理しサブカテゴリーとし，さ
らにカテゴリーへと段階的に収束し命名した。 

２）看護師に対する質問紙調査：9 項目の質問項目について
単純集計を行い，6 項目の自由記載に関してはすべての回
答をコード化し，類似性のあるものを関連づけ，サブカテ
ゴリー化，カテゴリー化した。 
カテゴリーは【 】で表記した。分析過程において，3 名の

研究者間で検討を重ね，すべての研究者が結果に同意をする
まで分析をくり返し，信頼性の確保に努めた。また，分析の
真実性を確保するため，全過程において研究指導者からスー
パーバイズを適宜受けた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

本研究は，A 病院倫理委員会の承認を得て実施した。対象
者には個別に文書を用いて口頭で研究の趣旨や方法を伝え，
参加は自由意思であること，研究の参加の有無により不利益

が生じないこと，研究の途中であっても参加の撤回は可能で
あること，患者に対しては今後の看護援助，および看護師に
対しては今後の業務などに支障を来さないことを説明した。
また，研究の目的以外ではデータを利用しないこと，データ
の管理は鍵のかかる場所に保管し，成果の発表の際も個人が
特定されないよう配慮することを文書と口頭で説明し，同意
を得た。 

Ⅴ．結果・成果 

１．リハビリに対する患者の意識についてのインタビュー結
果（表 1） 
THA 術後患者 5 名の年齢は 50 歳代 1 名，60 歳代 2 名，70

歳代 2 名，性別は，男性 1 名，女性 4 名だった。THA 術後に
やる気ボードを活用した関わりを通してリハビリを実施した
患者に対する効果として，62 コード 39 サブカテゴリー11 カ
テゴリーが抽出された。 

【筋力運動を行うことによる筋力向上の実感】では，看護
師の指導通りに筋力運動を行ったことにより筋力の向上を実
感できたという効果があった。【やる気ボードによる自主リハ
ビリの意識付け】では，やる気ボードはいつでも患者から見
える位置に掲示するようにしており，目に入ったら自主リハ
ビリを思い出すという意識付けの効果があった。【自主リハビ
リ方法・目標の明確化によるリハビリ意欲の向上】は，方法
や目標が明確化したことにより自主リハビリの実施が促され，
目標を達成しようとする意欲が向上していた。【自主リハビリ
方法を習得できたことによる退院後への前向きな思い】は，
やる気ボードを用いて患者ができるようになった生活動作の
確認や自主リハビリを指導した結果，習得した自主リハビリ
方法が退院後でも活用できることを知り，退院後に対して前
向きな言葉が聞かれた。【精神的負担なく継続できる自主リハ
ビリ方法の習得】では，やる気ボードを活用した関わりが負
担にならず，自主リハビリを継続できるものとして認識され
ていた。【頑張りを認められることによるリハビリ意欲の向上】
では，その日の自主リハビリの頑張りを認めるシールがリハ
ビリ意欲につながっていた。【看護師の関わりによるリハビリ
意欲の向上】では，看護師が一緒にリハビリに取り組んだこ
とが，自主リハビリの継続性・意欲向上につながったことが
分かった。やる気ボードの活用による関わりがリハビリ意欲
に効果がある一方，【期待された目標を達成できなかったこと
による不甲斐なさ】【やる気ボードの指導内容への物足りなさ】
【頑張りの認められ方とリハビリ意欲との不一致】【日常生活
動作（以下 ADL）自立に伴い減少する看護師の関わりへの不
満】と，効果の実感に至らない場合があることも分かった。 
２．リハビリに対する看護師の意識の質問紙調査結果 

対象者は A 病院整形外科看護師 9 名で，年齢は 20 歳代，
30 歳代，40 歳代以上ともに 3 名ずつ，整形外科経験年数は，
1 年未満が 2 名，1 年以上 2 年未満が 4 名，2 年以上が 3 名
だった。質問紙調査は回収率 100％だった。看護師の質問紙
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調査を単純集計した結果（図 1），やる気ボードを活用したこ
とで，やる気ボードは使いやすいか，患者がリハビリに取り
組むようになったか，コミュニケーションが増加したか，や
る気ボードを今後も使用したいか，統一した指導が行えたか，
の項目で効果が高かった。一方，疾患やリハビリに対する知
識や自信があるか，患者とのコミュニケーション時間は十分
か，の項目ではあまり効果は認められなかった。 

自由記述項目について得られたデータからカテゴリー化し
た結果（表 2），11 サブカテゴリー6 カテゴリーが抽出された。
やる気ボードの活用により，【看護師間での統一した指導】【自
主リハビリの重要性を意識した関わり】【自主リハビリ方法明
確化による意欲的な関わり】【コミュニケーション時間の増加】
【患者のリハビリ意欲向上の実感】の効果がみられた。しか
し，【知識不足・業務多忙によるコミュニケーション不足】で

表 1 やる気ボード使用後の患者のリハビリに対する意識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 リハビリに対する看護師の意識 
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は，やる気ボード活用後でもコミュニケーション不足を感じ
ていることが分かった。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

患者のインタビューと看護師の質問紙調査から分かったや
る気ボード使用前後のリハビリに対する意識の違いを，その
関係性・順序性を考慮し，図に表した（図 2）。 

今回，自主リハビリ方法がイラストで説明されたパンフ
レットを基にやる気ボードの目標に沿って指導することで，
何を行えば良いか，どのように行うのが効果的か，というこ
とを患者に伝え，理解を促すことができた。また，1 日の目
標回数を具体的に設定することで，目標を達成できるように
頑張りたいというやる気につながっていた。このように，や
る気ボードの活用により具体的な自主リハビリ方法や目標を
明確化でき，筋力の向上を実感することで，自主リハビリへ
の意欲を高めることができたと考える。 

患者と看護師のリハビリを通した関係性において，看護師
は，患者のリハビリに対し忙しく関わる時間が足りないとの

思いがあった。しかし，やる気ボード使用後の患者は，看護
師に対しリハビリに十分関わっているとの認識を持ち，一緒
に取り組んでくれたと感謝の言葉が聞かれた。このことから，
患者に対して満足感を与えるのは時間ではなく関わる内容が
重要であることが分かる。本研究では，1 日の自主リハビリ
の目標回数を行えたか看護師が確認し，患者の頑張りを認め
る方法として，木型の台紙に花のシールを貼り，シールを増
やすと満開の花が咲くような工夫を行った。この方法は，看
護師にとって短時間でも患者に関わり，患者の頑張りを認め
ることを意識的に行うこと，患者にとっては自分の努力が視
覚的に認識できることを目的とした。患者の言葉から，シー
ルが増えることがリハビリ意欲に効果があったことが分かる。
奥宮ら 3）は「看護師は患者の努力や頑張りを認め，揺れ動い
ている様々な気持ちに沿いながら，目標に向かっていくこと
が必要である」と述べている。また，原ら 4）は「看護師は，
信頼関係を築いたうえで助言や支持的声掛けを行うことで，
患者は指導を否定的にとらえずに前向きに捉えて努力するこ
とが出来る。また褒め認めることで，自信を持たせ不安を取

表 2 リハビリに対する看護師の意識（カテゴリー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 患者・看護師のやる気ボード使用前後のリハビリに対する意識 
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り除くことが出来る」と述べている。看護師は短い時間の中
でも患者と向き合うことで，支援したいという思いを伝えら
れ，シールという視覚に訴えるものにより努力や頑張りを褒
め認めることで，患者に対して自信や目標に向かうやる気を
与えられたと考える。また，先行研究 1）における，短時間で
も患者に対して効果的な関わりができれば患者のやる気は向
上する，との考察を裏付ける結果となった。 

看護師の質問紙調査結果から，看護師は自主リハビリ方法
を明確化したことにより指導が統一化され，その重要性を理
解できたため，やる気ボードの活用はリハビリを通した患者
への関わりにおいて効果があった。また，やる気ボード使用
後も知識不足や業務多忙のためコミュニケーション不足を感
じていたが，使用前より全員が患者との指導時間が増加した
と感じていたことから，十分な時間が取れていると実感をも
つに至らずとも，やる気ボードは患者とのコミュニケーショ
ンを増加させる効果があったと考える。知識不足があると不
安に感じていても，患者とリハビリを通したコミュニケー
ションが図れることが分かり，やる気ボードは患者と看護師
とのコミュニケーションツールとして効果があることが示唆
された。 

やる気ボードを使用した関わりが効果の実感につながらな
かった要因として，今回すべての患者に同じ内容のやる気
ボードを使用し関わったことが考えられる。やる気ボードに
よる自主リハビリの方法は，ベッド上及びベッドサイドリハ
ビリに重点を置いており，無理なくどこでも年齢を問わず誰
でも行え，退院後でも継続できることを重視した。だが，な
かには目標回数が合わずプレッシャーとなっている患者や，
現行のやる気ボードの内容に不満がある患者，シールで頑張
りを認められることに喜びを感じない患者もおり，やる気
ボードがリハビリ意欲の向上につながらない場合もあること
が分かった。また，リハビリ進行度や ADL に関わらず，ど
の段階でも看護師の関わりを求めていた。以上のことから，
患者の個別性を考えた臨機応変な指導・関わりが必要である
ことが分かった。この課題に対し，今後はやる気ボードを患
者の状態やリハビリ進行度に応じて変更し，患者の希望に対
応できるような仕組みの構築が必要であると示唆された。 

また，本研究では先行研究 1）の結果から看護師が知識を習
得できるよう研究開始時に PT による THA のリハビリと筋
力運動について勉強会を開催した。しかし，質問紙調査結果
において知識や自信がないと考えている看護師がほとんどで
あった。1 回の勉強会では，知識と技術を定着させるには不
足していたと考える。今後自信がつくような方法や回数を検
討していく必要がある。 

本論文の内容の一部は，第 52 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。なお，本論文に関して，開示すべき利益相
反関連事項はない。 
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◇実践報告◇ 

外来看護師の在宅療養支援への意識と看護実践能力を 
高めるための学習および自宅訪問を通した 

取り組みの効果 

太田由美1）*，藤本由香里1），安田直子1）

 在宅療養支援に関する学習と支援が必要な外来患者の自宅訪問を行うことにより，外来看護師の在宅療養支援への
意識と看護実践能力の変化を明らかにする目的で本研究に取り組んだ。介入として退院支援研修会に計 5 回参加，事例
検討会，ロールプレイングで学習後，スクリーニング票で訪問患者を抽出し，自宅訪問を実施した。訪問後に他職種と
のカンファレンスを行った。介入前後で独自に作成した質問紙を用いて在宅療養支援に関する意識と実践状況を調査
した。介入後，「在宅生活のイメージを共有して関わっていますか」等 11 項目が有意に上昇した（p＜0.05）。学習に加
えて訪問で患者の生活の場を目の当たりにし，生活の視点を持つことの重要性を再認識し，受診時に生活状況や家族関
係，自己管理状況を聞く等の実践につながった。事例検討や自宅訪問の機会を増やし，在宅療養支援への意識と実践能
力を更に高めていくことが，今後の課題である。 

【キーワード】在宅療養支援，外来看護師，自宅訪問 

Ⅰ．は じ め に 

近年，在院日数の短縮化が進み，入院患者の早期退院支援
が進んでいる。限られた医療資源を効果的・効率的に活用す
るため，医療ニーズの内容に応じて機能分化し，どの地域の
患者も身体状態に即した適切な医療を適切な場所で受けられ
ることを目指し，病院完結型医療からケアと生活が一体化し
た地域完結型医療への転換が進んでいる。そのため，入院前，
退院後に患者・家族にとって身近な医療者として関わる外来
看護師は，受診時に患者の情報を収集し，安心安全に在宅療
養を送ることができるように支援していく必要がある。日本
看護協会は，看護の将来ビジョン 1）の中で『看護は，対象と
なる人々を，どのような健康状態であっても，人生を生きる
一人の個人として総合的にみる。つまり，“疾病”をみる「医
療」の視点だけではなく，生きていく営みである「生活」の
視点を持って“人”をみることにその専門職としての価値をお
く』と強調している。 

先駆的に在宅療養支援に取り組んでいる病院からは，外来
看護における在宅療養支援に関する看護師の役割として，在
宅生活をイメージした情報収集や地域の他職種と連携して意

思決定を支え，主体的に療養生活を送れるように支援するこ
との必要性と課題が報告されている 2）。また，「外来受診中に
ある処置や検査，起こっている症状に対しての看護だけにと
どまらず，患者の日常生活，帰宅するときのこと，在宅での
こと，心理や予測される苦痛や苦悩に対する看護，在宅をイ
メージした関わりが必要である」3）とも言われている。しか
し，在宅看護の経験がない看護師にとって，患者の在宅での
生活をイメージすることは容易ではない。そこで，在宅療養
支援に関する学習，および在宅療養支援スクリーニング票で
支援が必要と判断した外来患者の自宅訪問を実施し，外来看
護師の在宅療養支援への意識と看護実践能力の変化を明らか
にすることを目的に，本研究に取り組むこととした。 

Ⅱ．目 的 

在宅療養支援に関する学習および在宅療養支援スクリーニ
ング票で支援が必要と判断した外来患者の自宅訪問を行うこ
とによって，外来看護師の在宅療養支援への意識と看護実践
能力の変化を明らかにする。 

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）山口県済生会下関総合病院 
＊ E-mail：kango@simo.saiseikai.or.jp 
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Ⅲ．看 護 実 践 

１．用語の定義 

在宅療養支援スクリーニング票：独自に作成し在宅療養に
支援を要する患者を抽出する目的で使用しているシート。 
２．研究期間：2020 年 8 月～2021 年 8 月 
３．研究対象：クリニカルラダーⅢを取得し，研究同意が得

られた外来看護師 6 名（管理者は除く） 
４．調査方法 
１）外来看護師に在宅療養支援に関する意識，および実践状

況に関する質問紙調査を実施した。質問紙は峰村ら 4）の在
宅支援の看護の概念 6 視点（生活重視の看護，生活の自立
支援，予測と予防，家族関係の理解と調整，チームケア，
ケアマネージメント）を基に，許可を得て独自に作成した。
質問内容は 29 項目で回答は 4 段階評定尺度（1：全くして
いない，2：あまりしていない，3：時々している，4：常に
している）による評価とした。また，質問紙には自由記載
欄を設け，在宅療養支援で患者に関わる時に困ったことを
調査した。  

２）介入として，対象者は計 5 回の退院支援スキルアップ施
設内研修会（計 5 時間）に参加した。学習内容は，①退院
支援について，②地域資源，他施設の役割・違いについて，
③介護保険制度について，④訪問看護，訪問診療，退院前
カンファレンスについて，⑤退院支援の事例検討であった。

３）次に，1 回目の質問紙調査結果を基に，在宅療養支援に
関する事例検討会，および訪問看護師をオブザーバーとし
たロールプレイングを実施した。検討事例は，「認知機能低
下があり服薬困難となっている独居高齢者の支援」「妻が介
護負担を感じているインスリン注射中の高齢患者の支援」
の 2 事例とした。ロールプレイング後は，アセスメントの
視点や看護介入方法について在宅支援経験が豊富な訪問看
護師よりフィードバックを受ける時間を設けた。 

４）次に，対象者らは在宅療養支援スクリーニング票で支援
が必要と判断した訪問看護を利用していない外来通院患者
のカンファレンスを実施し，看護計画を立てた後，患者の
同意を得て外来看護師が単独で自宅訪問を実施した。自宅
訪問に際して，自施設訪問看護師より訪問時の手順の指導
を受けた。自宅訪問での滞在時間は 1 時間とし，訪問時は
独自に作成したアセスメントシートを用いて情報収集を
行った。アセスメントシートには生活状況や社会資源活用
状況，セルフケア状況の他，住居環境，家族構成及び家族
間の関係性，生活スケジュール，患者及び家族の価値観の
項目を設けた。自宅訪問した外来看護師は，1 週間以内に
担当患者の情報をまとめ，他職種・訪問看護師等含めた合
同カンファレンスを実施し，サービスの利用等について再
検討した。 

５）患者の自宅訪問 1 か月後，2 回目の質問紙調査を実施し
た。質問紙には自由記載欄を設け，訪問に行って感じたこ

と，患者と関わる際に意識して行うようになったこと，今
後，在宅療養支援に活かせると思ったことを調査した。 

５．分析方法 
１）学習および自宅訪問（以後，介入とする）前後の質問紙

調査結果は，ウィルコクソンの符号付き順位検定を用いて
検定した。統計ソフトは，エクセル統計 2016 for Windows
を使用した。 

２）介入後の質問紙調査の自由記載の内容をコード化し，類
似性のあるものを相違点，共通点について比較し，サブカ
テゴリー化した。更にそれを統合し，カテゴリー化してま
とめた。カテゴリーの精度を上げるため研究者間で合意が
得られるまで分析を繰り返し，信頼性の確保に努めた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

所属施設の看護部倫理委員会の承認を得て，対象者へ研究
目的及び方法，参加は自由意思であること，研究への協力の
有無により不利益が生じないこと，得られたデータは研究目
的以外には使用しないこと，研究結果を論文やその他の方法
で公表する際，匿名性を守ることを文章で説明し，質問紙の
回収をもって同意を得た。自宅訪問するにあたり患者・家族
へ訪問スケジュール，訪問中に得た情報のプライバシー保護，
訪問のキャンセル・中断は可能であることを説明し，同意を
得て訪問した。訪問中は患者・家族の体調に配慮し，再診時
に訪問による負担の有無を確認した。 

Ⅴ．結果・成果 

１．アンケートの有効回答率は，介入前後共に 100％であっ
た。対象者の平均年齢は 42.3±5.4 歳，平均経験年数は 17.0
±5.8 年，外来平均経験年数は 13.5±7.6 年であった。 

２．介入前後の質問紙調査の項目別平均点の比較 
１）『生活視点の看護』では 4 項目中 1 項目，『生活の自立支

援』では 10 項目中 4 項目，『家族関係の理解と調整』では
3 項目中 3 項目，『チームケア』では 3 項目中 1 項目，『ケ
アマネージメント』では 4 項目中 2 項目が介入後，有意に
上昇した（p<0.05）。『予測と予防』の 5 項目は，介入前後
で有意な差は認めなかった（表 1）。 

３．介入前後の自由記載結果 
１）介入前の自由記載では，「患者の生活を意識した介入が必要

だができていない」等の意見があった（表 2）。 
２）介入後の自由記載より，25 のコード，6 のサブカテゴリー，

【生活の視点を持つ】【支援の幅の広がり】の 2 のカテゴ
リーが抽出された（表 3）。カテゴリー【 】，サブカテゴ
リー≪ ≫，コード＜ ＞で示す。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

質問紙調査の項目別平均点の比較において，介入後，29 項
目中 11 項目が有意に上昇した（p<0.05）。『生活視点の看護』
では，問 4「本人・家族と療養生活のイメージを共有して，関 



― 332 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

表 1 介入前後の質問紙調査の項目別平均点の比較 
6

1 や が を 切にしているかや （ ）を いていますか 2 50 3 50

2 や の までの生き方や、生 スタイル、生 などを確 していますか 2 33 3 50

3 患者指 は、 や の生 時間や生 を して生 者として 指 していますか 2 50 3 67

4 ・ と療 生 のイ ージを 有して、関わっていますか 2 50 3 83

5 の を した関わりをしていますか 2 83 3 83

6 や が生きる を感 、 の らしく生きていく へ 的になれるような関わりができ
　ていますか

2 17 4 00

7 ・ が らの の 、 の を確 できるような と、 後の しについて
　の ができる関わりをしていますか

2 50 3 67

8 の や の の必要性を 解し関わっていますか 2 50 4 00

9 ・ ができる と・できない とを し 定できるように、 のプロ スに関わる とが
　できていますか

2 17 3 50

10 を すために と を るだけでなく、生 の で につながるような指 的
　　関わりができていますか

2 17 3 50

11 のケースに 合った ポートの ・ 容・方法について、 な と ができて
　　いますか

2 67 3 83

12 ポートの 容と 方法に関して、 や の 的な 定 の をした関わりができ
　　ていますか

2 17 3 67

13 ・ の 定した ポート への同 と ができていますか 2 33 3 67

14 ・ の な 定時の 利を 護する者として、 的に関わっていますか 2 50 3 67

15 指 時、 や 護者の の や 管 を した関わりができていますか 2 67 3 83

16 や に りうる 問 の予測と の予防についての指 ができていますか 2 33 3 67

17 に りうる 護 の予測と の予防についての指 ができていますか 2 17 3 50

18 療 のト ルや使用 器のト ルについての対 方法の指 ができていますか 2 33 3 50

19 疾 ・ の 的な合 の 発や の予防、 時の対 について指 の必要性を
解していますか

2 33 3 67

20 療 に けて、 や の に ける の 解ができていますか 2 33 3 83

21 療 に けて の 力と 力体 を 解し して関わっていますか 2 00 3 83

22 療 に けた は、 の関わりの で して行う との 切さを感 ていますか 2 17 4 00

23 に関する関 の についての 解ができていますか 2 67 4 00

24 ームケアが り つために、 の や を 解し 力を める とができて
　　いますか

2 50 3 83

25 の目標 のために、 から や を めた関連 との 有と
　　 を る とができていますか

2 33 3 50

26 常からの に対する 収 ・ 管 れらを 用できるための の
　　ができていますか

2 33 3 50

27 や が 療 を める で を 確にしていますか 2 33 3 67

28 必要に 、 の 口との連 、 関 関との連 ができていますか 2 33 3 83

29 の効 的利用のための 部 の と、マ ージ ントを行う れらの を
　　 解できていますか

2 33 3 83

　　　

入前 入後 有

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 05　　　
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わっていますか」が介入後，有意に上昇した。これは，学習
で【生活の視点を持つ】ことの重要性を再認識したことに加
えて，自宅訪問で患者の生活の場を目の当たりにし，療養環
境や生活状況をより深く把握できたことが大きく影響してい
ると考えられる。核家族や共働きが増える中，自宅で家族を
看取ることや介護の経験がない看護師が多くなっている。こ
のような背景も，患者の在宅での生活をイメージしづらい一
因となっていることが推測される。しかし，地域包括ケア体
制の構築が推進される現在において，外来看護師には在宅療
養を支援する役割があり，在宅生活をイメージした関わりが
求められる 5）。今回，介入後に＜自宅での生活をイメージし
やすくなった＞ことから，学習や自宅訪問は在宅生活のイ
メージ促進に有用であったと考える。 

『生活の自立支援』では，問 6「本人や家族が生きる意味
を感じ，その人らしく生きていく事へ積極的になれるような
関わりができていますか」，問 8「本人の ADL や IADL の拡
大の必要性を理解し関わっていますか」，問 9「本人・家族が
できること・できないことを判断し決定できるように，その
プロセスに関わることができていますか」，問 10「自立を促
すために知識や技術を伝えるだけでなく，生活の中で習慣化
につながるような指導的関わりができていますか」が介入後，
有意に上昇した。また，『家族関係の理解と調整』では，問 20
「在宅療養に向けて，本人や家族の家庭内における役割の理
解ができていますか」，問 21「在宅療養に向けて家族の結束
力と協力体制を理解し意識して関わっていますか」，問 22「在
宅療養に向けた支援は，日々の関わりの中で意識して行うこ

表 2 介入前の自由記載 

表 3 介入後の自由記載 

・ 時で によく に られる患者に対してもなかなか とができず
　 入する とが しいと感 る とがある
・ ともに の患者への の必要性の が しい
・患者 と の 方や のずれがある時の関わり方に った
・患者の とを て関わ うと っているが できているかわからない
・ から患者や と 関 を き 患者の生 を した 入が必要だと って
いるが 実 に 入できていない 不足や患者とのコ ケーションが不足して
いると う

・ へ や 護保 の とを しているが が に入る とを まれ
　ていない
・患者や の を する とが しい
・ を いて 入してよいかわからない
・患者と っくり関わる とができて らず 患者や の いや生 に り う
　 とができているか不 がある
・問 解 までのプロ スが 一つのと がある

カテゴリー 2 コード数 25

・生 で する にイ ージがつけやすくなった 1

・ での生 をイ ージしやすくなった 1

・患者の での生 を して関わるようになった 2

・実 に生 の場を て どんな生 をしているのかわかった 1

・ では れない生 者としての患者の が れた 1

・ 問に行って 常生 での問 をより く する とができた 1

・ での り や 方法など患者の へ目を けるようになった 1

・患者 や 管 の方法などを しく くようになった 1

・ になる患者について具体的な を るようになった 1

・患者 の いを いて 解する とが 切だと感 るようになった 1

・ まで 患者の を うと っていなかったが、確 するようになった 1

・体 の だけでなく 手 や なども 収 するようになった 1

・具体的な問 や 策の かけができるようになった 1

・ の患者 から使 る や はないか 前より て関わるようになった 1

・患者へ できる との が がった 1

・ 指 がより具体的に患者の にあった指 ができるようになった 1

・ 者が多く、いつ が するか からないため予測しながら関わるようになった 1

・ 問した とで 関 が 前よりも く く とができた 1

・ 問によりさらに患者との 関 が生まれ、 とも す い となった 1

・ と連 して 入する とが 要とわかった 1

・合同カンフ ンスで の力を りる とで患者の の が がり、とてもよかった 1

・ 問看護 と の を 有した とで患者の生 の質を る とができた 1

・ 剤 と連 をとって の 管 のできない患者の につな る とができた 1

・ ケアマ ジ ーと連 をとり、 交換する とで、患者の生 につながった 1

との連 ・

の
の がり

生 を
イ ージ

具体的な 収

関 を

生 の を
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実 への

カテゴリー 6
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との大切さを感じていますか」が介入後，有意に上昇した。
一般外来での看護師の役割は，診療の補助，自己注射等の技
術指導，患者の自己決定やアドヒアランスへの支援等，多岐
に渡る。外来診療の限られた時間の中で患者の価値観や生活
状況，セルフケア状況の詳細を把握することは，外来看護師
が意識的に行わなければ難しい。また，一人で通院されてい
る患者については，家族構成や家族間の関係性まで把握でき
ていないケースが多い。しかし，これらの情報は，在宅療養
支援の方向性を決定する上で重要な看護情報となる。そこで，
今回の自宅訪問は滞在時間を 1 時間に設定し，患者・家族と
ゆっくり対話や指導ができる環境を整えた。患者の自宅に出
向き 1 対 1 で関わることで，患者・家族との≪信頼関係を構
築≫することができ，より円滑なコミュニケーションが図れ
るようになったことで，自立支援や家族関係の調整の実践に
つながったと考える。また，重要な看護情報は意図的にアセ
スメントシートに採用し，収集できるように工夫したことで，
≪具体的な情報収集≫を意識して行うことの必要性に気づき，
生活者として患者・家族を捉え，個別性のある支援を展開す
ることが可能となり，これが≪実践への自信≫につながって
いると考える。人は自身で経験し，振り返り，そこから様々
な気づきをすることで学び得た内容を次の実践に活かすこと
ができるといわれている。今回の学習及び自宅訪問，合同カ
ンファレンス経験は，外来看護師個々の内省的省察の機会と
なり，在宅療養支援における行動変容に繋がったと考える。 

『チームケア』では，問 23「在宅支援に関する関係職種の
役割についての理解ができていますか」が介入後，有意に上昇
した。また，『ケアマネージメント』では，問 28「必要に応じ，
病院内の相談窓口との連携，地域関係機関との連携等調整が
できていますか」，問 29「社会資源の効果的利用のための調整
部門の存在と，マネージメントを行う職種それらの役割を理
解できていますか」が介入後，有意に上昇した。患者中心の医
療のために，そして多様な支援内容と評価の活用には，地域関
係機関を含めた他職種との連携と各職種の専門性を生かした
チームアプローチが必須である。その中で，看護師には診察・
治療等に関連する業務から患者の療養生活の支援に至るまで
幅広い業務を担い得ることから，チーム医療のキーパーソン
としての役割が期待されている 6）。しかし，専門職間の壁を取
り払うことが困難，互いの遠慮といった理由から職種を越え
て連携・協働することに困難を感じている看護師は多い 7）。今
回も同様の課題を抱えている看護師がいることが推測された。
しかし，学習により各職種の専門性と役割を理解したこと，支
援方法を検討する過程で調剤薬局薬剤師や担当ケアマネ
ジャーと連携・協働する機会を持ち顔の見える関係づくりが
構築できたことで，≪他職種との連携・協働≫への困難感が軽
減し，≪実践への自信≫が高まり，【支援の幅の広がり】を実
感することに繋がったのではないかと考える。 

今回の介入により，在宅療養支援に関する意識や実践能力
が高まった項目がある一方で，『予測と予防』は有意差が認め

られなかった。先行研究 8）でも予測と予防に関する看護活動
は実施率が 3 割であり，他の項目と比較して低いことが報告
されている。予測的判断はエキスパート性の高い能力の 1 つ
であり，豊富な経験と学習が必要であろう。現場での経験や
看護職自身の生活経験が必要であるという見方もある。今回
の介入における学習は，一般的知識の提供や 2 事例の事例検
討に留まっており，高度の知識・技術の獲得には至らなかっ
たことが推測される。これが，『予測と予防』における意識及
び実践能力を高めることができなかった要因であると考える。
様々な疾病や背景の異なる事例への支援検討，自宅訪問の機
会を増やし，外来看護師の在宅療養支援に関する意識及び実
践能力を更に高めることができるように教育的に介入してい
くことが，今後の課題である。 

Ⅶ．引 用 文 献 

1） 公益社団法人日本看護協会（2015），2025 年に向けた看護
の挑戦 看護の将来ビジョン～いのち・暮らし・尊厳をま
もり支える看護～に寄せて，2021 年 10 月 20 日閲覧． 
http://www.nurse.or.jp/home/about/vision/index.htm/. 

2） 吉田ミツエ，青砥浩子，西山幸江：在宅療養支援に対する
外来看護師の役割認識，日農医誌，64（5），p.871-876，2016． 

3） 廣川恵子：終末期がん患者や家族にとっての外来通院の意
味と外来看護師の役割，日本赤十字広島看護大学紀要，7，
p.27-34，2007． 

4） 峰村淳子，吉田久美子，宮崎歌代子，他：病院看護師の在
宅支援の看護についての研究（第 4 報）―3 施設の看護師
の認識と行動の実態分析―，東京医科大学看護専門学校紀
要，18（1），p.1-34，2008． 

5） 前掲書 2）． 
6） 厚生労働省（2010），チーム医療の推進について（チーム

医療の推進に関する検討会 報告書），2021 年 10 月 20 日
閲覧． 
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/dl/s0319-9a.pdf 

7） 吾妻知美，神谷美紀子，岡崎美晴，他：チーム医療を実践
している看護師が感じる連携・協働の困難，甲南女子大学
研究紀要第 7 号 看護学・リハビリテーション学編，p.23-
33，2013． 

8） 近藤浩子，牛久保美津子，吉田享，他：群馬県内病院看護
職の在宅を見据えた看護活動に関する実態調査，KMJ 
THE KITAKANTO MEDICAL JOURNAL，66，p.31-35，
2016． 



日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023

― 335 ―

日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

◇実践報告◇ 

大腸内視鏡検査前処置を自宅で行う患者に対する 
電話訪問の効果 

山本早紀1）*，山口龍司1），菅田幸江1）

 自宅で大腸内視鏡検査の前処置を行う患者に対し，内視鏡看護師が電話による看護介入を行い，その効果を検証する
目的で本研究に取り組んだ。対象は，自宅での前処置患者 59 名と病院での前処置患者 138 名であった。方法は，質問
紙調査を実施し，前処置に関する 4 項目の質問と，電話訪問についての意見を自由記載とした。分析方法は，マンホ
イットニーU 検定を用いた。自由記載は，類似性のあるものを関連づけ項目別に分類した。結果，質問紙調査の 2 項目
で自宅の方が有意に高かった（p<0.05）。自宅での前処置患者のうち，前処置不良で検査に支障を来す例はなかった。
内視鏡看護師の電話訪問により，専門的アドバイスができ，安心感に繋がった。また，自宅での前処置を選択した全例
で検査が実施できたことからも，内視鏡看護師による前処置の電話訪問で臨機応変に対応ができ，病院での前処置と同
様に看護介入ができたといえる。 

【キーワード】大腸内視鏡検査，前処置，電話訪問 

Ⅰ．は じ め に 

A 病院は地域の中核を担う急性期病院で，年間約 1700 件
の大腸内視鏡検査を行っている。従来までは外来患者は全て，
前処置である経口腸管洗浄剤の服用（以下，前処置とする）
の説明，服用指導，体調管理は，院内で救急部の看護師が行っ
ていた。しかし，2020 年 4 月から新型コロナウイルス院内感
染防止対策により，病院滞在時間の短縮や処置室の密集を防
ぐため，自宅で前処置を行う患者の選定基準を作成し，自宅
で服用可に該当する患者には，自宅での前処置を勧める方法
に転換した。 

自宅服用の利点として，花岡らは「自宅を選んで良かった
理由として，ほぼ全員が自宅でいることでリラックスできた。
自宅のトイレが気兼ねなく使えたと回答した。」1）と述べてい
る。しかし，日本医療安全調査機構が発行する大腸内視鏡検
査等の前処置に係る死亡事例の分析によると，大腸内視鏡検
査等の前処置として使用する下剤・腸管洗浄剤の服用によっ
て腸管内圧が急激に上昇し，腸閉塞，腸管穿孔，敗血症など
が惹起され検査に至る前に死亡するリスクがあると提言して
いる 2）。そのため，病院で前処置を行う患者と同様に，自宅

で安全に前処置が行えるように看護介入が必要と考えた。介
入方法として，自宅で前処置を行う患者に対し，内視鏡看護
師が電話による前処置の説明，服用指導や体調管理（以下，
電話訪問とする）を行うようにした。秋友らによるスケジュー
ル形式の説明書を使った自宅での前処置の確実性を高めよう
とした研究 3）はあるが，自宅で前処置を行う患者に対して電
話訪問をして，その介入した効果を調べた研究はなかった。
そこで，内視鏡看護師が電話訪問を行い，病院で前処置を行
う患者と同様に説明，服用指導，体調管理を行うことで，適
切に前処置ができるか否か，効果を検証したので報告する。 

Ⅱ．目 的 

大腸内視鏡検査の前処置を自宅で行う患者に対し，内視鏡
看護師による電話訪問として，前処置の説明，服用指導，体
調管理を行い，病院と同様に適切に前処置が行えるか，その
効果を検証した。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．研究期間：令和 2 年 6 月～令和 3 年 8 月 
２．研究対象：令和 3 年 3 月～令和 3 年 4 月に研究の趣旨に

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）山口県済生会下関総合病院 
＊ E-mail：kango@simo.saiseikai.or.jp 
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同意と質問紙調査に協力が得られた大腸内視鏡検査を受け
る患者で自宅で前処置を行った患者 59 名（平均年齢 65.0±
12.6 歳）（以下，自宅群とする）と病院で前処置を行った患
者 138 名（平均年齢 67.6±10.7 歳）（以下，病院群とする）
フローチャートにより自宅で服用可に振り分けられ，かつ
大腸内視鏡検査予約時に自宅での服用を勧め，同意した患
者を自宅群とした。フローチャートにより病院での服用に
該当，または説明時，自宅での服用に対し不安が強い患者
は病院で服用することにして，病院群とした。 

３．研究方法 
１）自宅群の選定基準（フローチャート式）（図 1）を作成し

た。 
選定基準の内容は，前処置で気分不良になったことがない，

前処置に対するリスクがない，ADL の低下，聴力，視力の不
自由がない，検査の理解力がある，家族の協力があるとした。 
２）自宅群に電話訪問を行うことにして，その手順を作成した。
３）自宅群に手渡すための前処置の手順を作成した。 
４）検査予約時，消化器内科外来にて両群ともに外来看護師が

前日の検査食や前処置の手順や方法について説明した。ま
た，自宅群には腸管洗浄剤の調剤の方法と検査当日の午前
8 時 45 分と 10 時 30 分，12 時，13 時 30 分に内視鏡看護師
による電話訪問があることを説明し，前処置の手順を手渡
した。 

５）検査当日，病院群は従来通り，午前 8：30 に来院し，消化
器内科外来で体調確認後，救急外来に案内して救急の担当
看護師が薬局で調剤済みの腸管洗浄剤の服用方法を個別に
説明した。その後，腸管洗浄剤を 1L 服用してもらい服用
後の排便状態を担当看護師が見て適宜声かけを行い，内視
鏡室に排便状態を報告した。患者からも体調不良時は看護
師に声をかけてもらうようにした。 

６）検査当日，自宅群は内視鏡看護師が外来が記入した患者
の申し送り表を確認しながら電話訪問を行った。内容は午
前 8 時 45 分に排便や体調不良の有無，心配事がないか，理
解の程度を質問し服用方法の説明をした。体調不良があれ
ば主治医に報告し指示を得た。患者に 1 時間半おきに連絡
することを伝えた。服用前に腸管洗浄剤を自分で開封し準
備してもらい，午前 9 時から前処置を開始し，腸管洗浄剤
を 1L 服用し終わる午前 10 時 30 分に排便状態や体調に関
して電話訪問をした。その後，12 時，13 時 30 分に同様に
電話訪問を行い，検査可能な排便状態になるまで腸管洗浄
剤を追加で服用してもらい，来院時間を伝えた。また，そ
の時間以外にも，患者の理解の程度，排便状態，体調によっ
て，電話訪問時間の間隔を 30 分から 1 時間おきに短くし
た。また，希望する電話の時間があればその時間に電話訪
問を行った。排便が検査可能な状態になったとき，服用後，
気分不良，嘔吐，嘔気があったとき，腸管洗浄剤を 1L 服用

図１ 自宅群の選定基準（フローチャート式） 
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して全く排便がないとき，排便はあるが，追加で服用して
も排便がほぼ黄色か透明にならない，便のカスが大量に出
てきれいにならないときは服用を中止して病院に連絡をす
るように説明した。 

７）「無記名式質問紙調査」を独自に作成し，両群に対し前処置
後に質問紙調査を実施した。内容は「年齢」「性別」「検査
経験回数」「前処置をした場所」「次回の前処置を希望する
場所」および前処置に関する 4 項目の 5 段階評定尺度によ
る質問と，その他自由記載とした。4 項目の質問の内容は
「自宅または病院の前処置を選択してよかったですか」
（5=とてもよかった，4=よかった，3=どちらでもない，2=
悪かった，1=とても悪かった），「自宅または病院で前処置
をして困ったことが無かったですか」（5=全くなかった，
4=あまりなかった，3=どちらでもない，2=少しあった，1=
かなりあった），「前処置を始める時間は適切でしたか」（5=
とても適切だった，4=適切だった，3=どちらでもない，2=
あまり適切ではなかった，1=全く適切ではなかった），「看
護師の説明は適切でしたか」（5=とても適切だった，4=適
切だった，3=どちらでもない，2=あまり適切ではなかった，
1=全く適切ではなかった）とした。「自宅または病院で前処
置を選択した理由」「看護師の電話訪問時の説明について」
「次回の前処置で自宅服用又は，病院服用を希望する理由」
は自由記載とした。 

８）記入後は，各自で内視鏡待合室に設置した回収箱へ投函
してもらい回収した。 

９）腸管洗浄度については検査を担当した内視鏡看護師が服
用・排便チェックシートを用いて腸管内の観察結果を 5 段
階の便の状態で評価した。 

４．分析方法 
（1）質問紙調査について，「前処置の場所はよかったか」「困っ

たことがなかったか」「前処置を始める時間」「看護師の説
明の適切性」の 4 項目と腸管洗浄度はマンホイットニーU
検定で分析した。 

（2）自由記載は，類似性のあるものを関連づけ項目別に分類
した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

所属施設の看護部倫理委員会の承認を得て，研究目的，参
加は自由意志であること，協力の有無や答えの内容により不
利益が生じないこと，研究結果の公表については，全く個人
の特定はできず，プライバシーは守ること，データは本研究
以外に用いることはないことを口頭と書面で説明し，署名を
得ることで同意を得た。 

Ⅴ．結果・成果 

１．質問紙調査の回収率及び有効回答率は 100％であった。 
２．対象患者の背景は，平均年齢 66.8±12.1 歳で，男性 97 名，

女性 100 名，合計 197 名であった。大腸内視鏡検査平均回
数は 2.6 回であった。自宅群 59 名，病院群 138 名であった。
検査が初めての患者は 47 名，自宅群が 10 名，病院群が 37
名であった。家族の協力があり自宅での服用可と判断され
たものは 3 名であった。 
 また，自宅で前処置の途中で，嘔気などの症状が出現し，
看護師が病院にすぐに来院するようアドバイスし，その後
病院で処置を続け問題なく検査を終了できた事例が 1 件で
あった。 

３．質問紙調査の結果   
１）4 項目の質問内容について，「自宅または病院の前処置を選

択してよかった」「困ったことがなかった」の 2 項目で，自
宅群が有意に高かった（p<0.05）。「前処置を始める時間」
「看護師の説明の適切性」に有意差はなかった（表 1）。 

２）自宅で前処置を選択した理由の自由記載には，「トイレが自
由に使えゆっくりできる」「リラックスできる」などの意見
があった。病院で前処置を選択した理由には「何かトラブ
ルがあった時にどうしたらよいか心配」「すぐに対応しても
らえる」「検査が初めてで自宅では不安があった」「家が遠
いので病院が良い」などの意見があった。 

３）看護師の電話訪問時の説明の自由記載では，「状況を詳しく
確認してくれて質問にも答えてくれた」「便がきれいになら
ないときに飲み方などをアドバイスしてくれて良かった」

表 1 自宅群と病院群でのアンケートの比較（平均点±標準偏差） 

59  138   

か か 4 2 0 8 4 0 0   

か か 4 2 0 9 3 8 1 0  

 3 0 0 3 0 0 4  

 4 4 0 7 4 3 0   

   0 05   
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「飲んだことがあるからきれいになればこちらから連絡す
る」などの意見があった（表 2）。 

４）自宅群で次回の前処置希望場所を自宅と選択した患者は
53 名（89.8％），病院と選択した患者は 6 名（10.1％）であっ
た。病院群で次回の前処置希望場所を病院と選択した患者
は 126 名（91.3％），自宅と選択した患者は 12 名（8.7％）
であった。自宅群で次回も自宅で前処置を希望する理由と
して「電話訪問があるので安心してできる」「トイレなど気
を遣わなくて良かった」「来院までの時間に余裕が持てる」
「排便の状況は今回でわかったので自宅でできる」などの
意見があった。次回は病院を希望する患者は，「自宅だと他
の用事をしてしまう」といった意見があった。病院群で次
回も病院で前処置を希望する理由として，「安心して飲める」
「病院に来るまでのトイレが心配」「聞きたいことをその場
で看護師に聞くことができた」「自分では便がきれいになっ
たか判断ができない」「他の人と話をしながら待つことがで
きたから」という意見があった。次回は自宅を希望する患
者からは，「1 回飲んだら要領がわかった」「トイレで気を
使った」という意見があった。 

４．腸管洗浄度は，自宅群（4.0±0.9），病院群（3.9±1.1）で，有
意差はなかった。 

５．自宅群のうち，前処置不良で検査に支障を来す例はなかった。

Ⅵ．看護実践への示唆 

質問紙調査の結果で「自宅または病院の前処置を選択して
よかった」「困ったことがなかった」の 2 項目において，自宅
群が病院群よりも有意に高かった。中村らは，「前処置におけ
る満足度の関連因子として，良眠，短い待ち時間，自宅での
前処置などの精神的な因子も関係していることが明らかに
なった」4）と述べているように，自宅群からは「来院までの
時間に余裕が持てる」「トイレなど気を遣わなくて良かった」
などの自宅環境に関する意見が多く，また，電話訪問で排便

状態から腸管の洗浄具合を把握し，きれいになった順番で検
査に案内するため，病院群の検査時間と併せて検査可能時間
を予測して来院してもらうことにより，待ち時間に対する不
満の声は聞かれず，自分のペースで服用できたと考えられる。
腸管洗浄度も，両群ともに，有意差はなく，電話訪問時に内
視鏡看護師が適切に検査可能な排便状態を判断し，患者の検
査をスムーズに実施できた。このことから自宅群では電話訪
問がその一因となり，腸管洗浄度も病院群と遜色なく患者満
足度が高いということが言える。 

患者と 1 対 1 の電話対応を行うことで電話にて服用前後の
観察や判断ができ，患者も電話でゆっくりと話すことで直接
検査の要望などを伝えやすく質問しやすいのではないかと考
えられる。また，服用する前，服用後 1 時間半おきに電話訪
問をすることにより，自宅服用において服用方法の間違いを
防ぎ，患者の状態を把握しやすくなる。 

「前処置をして困ったことがなかった」の項目で，病院群
が担当により対面で個別に説明，声かけを行っているにも関
わらず，自宅群が有意に高かった。これは，病院群が元々前
処置に不安があったり，説明しても理解や記憶に不安が残っ
たりした方が多いためと考えられるが，他にも自宅群が外来
で前処置の説明を受けていても当日まで日数が空いているた
め服用方法を忘れている患者が多く，電話訪問時に内視鏡看
護師が手順に沿って説明することにより服用方法の再確認が
でき，質問にも適切に答えることができたためであると考え
られる。望月らは「前処置は患者にとって侵襲があり決して
楽な処置ではない。丁寧に説明をし，十分に理解をしてもら
えるようにすることが，内視鏡を受ける患者の安心・安楽に
繋がる援助である」5）と述べており，電話訪問前の患者情報
に基づき，丁寧にわかりやすい説明を心掛ける必要がある。
また，自宅群の中には家族が患者の代わりに電話に対応する
こともある。自宅での前処置の危険性や対処方法についても
家族にも十分に説明していくことが必要である。 

表 2 看護師の電話訪問時の説明（自由記載） 

59 

 か  2 

 1 

 か  9 

ら か  5 

ら  1 

 1 

通 か  1 

 1 

ら  1 

から らから  1 
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田近らは「大腸内視鏡検査を行うにあたり腸管を洗浄する
前処置は重要な位置を占めるが，ときに偶発症を招くことも
ある。より確実で安全な前処置を行うため現状の把握は重要
である」6）と述べているように前処置時の観察の重要性を上
げている。病院群では腸管洗浄剤を 1L 服用後の排便を担当
看護師に見せて判断しているか，きれいになったら看護師に
見せるように説明している。また担当看護師がそばにいるこ
とで体調不良時は声をかけてもらい対応している。 

自宅群には近くに専門知識を持つ医師，看護師などの医療
従事者がいないため，現状の把握や早急な対応が電話訪問に
求められる。実際に自宅で前処置の途中に気分不良が起き，
看護師が病院での前処置に切り替えるよう判断・アドバイス
した患者のように，内視鏡看護師が電話訪問を担うことで，
イレギュラーな出来事が生じた際に，内視鏡の専門知識をも
とに，患者にアドバイスし臨機応変に対応ができていた。 

また，電話訪問の自由記載には，「わかりやすく適切だった」
「便がきれいにならないときにアドバイスしてくれた」など
の意見があり，内視鏡看護師が専門的知識で状況に即した判
断ができたため，電話訪問があってよかったという意見が多
く，内視鏡看護師による電話訪問の看護介入は患者に安心感
を与えることに繋がったと考える。自宅群のうち，前処置不
良で検査に支障を来す例はなかったことにより，電話訪問に
よって適切に前処置が行えたのではないかと考える。 

次回も自宅で前処置を希望する理由についてゆっくりとで
きる自宅環境だったこと，病院は服用する場所が決まってお
りトイレも共有のため自宅にて気兼ねなく過ごせたことが大
きかったと考える。自宅群で次回は，病院と選択した理由と
しては，自宅だと他の用事もしてしまうといった意見があり，
朝から来院して病院で服用し検査に備えたいといった思いも
あるのではないかと考える。 

今回，病院群で次回は，病院と選択した理由としては，安
心して飲める。家が遠いので病院が良い。他の人と話をしな
がら飲めたといった病院の環境が良かったという意見があり，
自宅よりも病院服用のほうが安心して飲めるという意見が多
かった。次回は，自宅と選択した理由としては今回，初回で
病院で服用した患者からは副作用など見られず，服用方法や
排便状態も理解でき，これならば自宅で服用できるといった
意見があり，検査を経験した患者からは自宅での服用を望む
意見もあった。初回の患者は，前処置の手順や不安なことな
ど電話訪問によって患者の思いを傾聴し支えていくことが重
要である。 

今後は，電話訪問がなくてもよいという患者の意見を念頭
におき，経験や知識など患者背景に合わせた自宅服用への取
り組みを継続し，わかりやすい説明や患者の体調に合わせた
電話訪問を実践していく。 

本論文の内容の一部は，第 53 回日本看護学会学術集会に
おいて発表した。 

なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はない。

Ⅶ．引 用 文 献 

1） 花岡典子，奈良井恵子，古林恵，他：患者背景を考慮した
大腸内視鏡検査の前処置場所決定に向けた支援とその効
果，第 50 回日本看護学会論文集（ヘルスプロモーション），
p.103-106，2020. 

2）日本医療安全調査機構，医療事故の再発防止に向けた提言，
大腸内視鏡検査等の前処置に係る死亡事例の分析，第 10
号，p.3，2020. 

3） 秋友偉穂子，岡田亜子，福山さとみ，他：自宅における大
腸内視鏡検査前処置の確実性を高めるための取り組み，香
川県看護学会誌，第 1 巻，p.25-29，2010. 

4） 中村純江，福原紀代子，西倉美穂，他：大腸内視鏡検査前
処置における患者満足度の関連因子，日本消化器内視鏡技
師会会報，No. 63，p.74-76，2019. 

5） 望月亜沙子，山田順一，岩崎達也，他：大腸内視鏡検査の
前処置と歩行運動の関連，第 49 回日本看護学会論文集（慢
性期看護），p.311-313，2019. 

6） 田近正洋，正木久典：医療従事者に対する大腸内視鏡検査
の前処置に関するアンケート調査，日本消化器がん検診学
会雑誌，59 巻 6 号，p.531-545，2021. 



― 340 ―

日本看護学会誌　Vol.18 No.2, 2023 日本看護学会誌 Vol.18 No.2, 2023 

◇実践報告◇ 

効果的な新型コロナウイルス感染症対策フローシート・
フローチャートの活用の検討 
― 訪問看護アンケート調査の分析 ― 

田川由香1）2）*，久保好子1）3），小枝美由紀1）4），岩崎美智子1）5），信川千賀子1）6）

 今回，作成した新型コロナウイルス感染症対策フローシート・フローチャートが，実際に活用できているのか，A 県
訪問看護ステーションを対象に調査した。質問紙の配布数は 494 件，回収数は 110 件（22.3％）であり，フローシート・
フローチャートを「知っている」が 94 件（85.4％），「知らない」が 16 件（14.5％）であった。「実際に使ったことがあ
り，役に立った」が 20 件（18.2％），「まだ使ったことがないが，役に立つと思う」が 76 件（69.0％）であった。今後
の検討内容として，【実際の事例が知りたい】といった，どんな課題があり，どう解決していったのかを共有したいと
いうニーズ，【在宅の感染対応の遅れを感じている】【変異株など今後新たな自宅療養対応が必要】といった，今後を見
据えた最新情報もあわせてスピーディに発信する必要性，【コロナウイルス以外を含めた感染症対策と BCP が知りた
い】といった様々な場合に備えた対策を配信し，活用してもらえるようにしていくことが大切であると考えられた。 

【キーワード】新型コロナウイルス感染症，フローシート・フローチャート，訪問看護 

Ⅰ．は じ め に 

2020 年 3 月より，新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
が拡大し訪問看護ステーション事業所（以下，事業所とする）
においては，感染症対策の為の情報収集に振り回される状況 1）-3）

にあった。また，在宅に特化した公的な組織・部署からの参
考になるガイドライン等がない為，それぞれが独自で対応指
針を作成せざるを得なかった 4）。 

A 県内事業所においても感染症対策マニュアルが作成でき
ていない中で対応することへの不安の声が聞かれた。A 県訪
問看護ステーション連絡協議会では，各事業所より，どこま
でが濃厚接触者に該当するのか，濃厚接触者に該当しない為
には具体的にどのようにすればよいのか，もし感染した場合，
その後どうすればよいのか，その場ですぐに判断できる手引
きが欲しい，と現場からの要望を受けた。 

そこで A 県訪問看護ステーション連絡協議会では，厚生労
働省老健局，全国訪問看護事業協会，国立感染症研究所感染
症疫学センター，日本産業衛生学会，日本環境感染学会等の
新型コロナウイルス感染症対策ガイドを参考にしながら，事
業所用の新型コロナウイルス感染症対策フローシート・フ

ローチャート（以下，フローシート・フローチャートとする）
を 2021 年 1 月に作成した。内容は，現場の職員はどのように
動いたらよいのか，事業所はどのように動いたらよいのか，
の 2 点を軸に基本的な情報をフローシート・フローチャート
形式にしてまとめた。 

内容として現場の職員はどのように動いたらよいのかは，
利用者，同居家族，職員，職員家族に発熱・症状がある場合，
利用者が濃厚接触者になった場合を場面毎にまとめた。事業
所はどのように動いたらよいのかは，利用者・同居家族に感
染の可能性が高い，利用者もしくは家族の感染が後日分かり
職員が訪問していた，職員が感染した場合を場面毎にまとめ
た。 

作成した内容は，2021 年 2 月に A 県訪問看護ステーショ
ン連絡協議会に登録している事業所にメール配信と，ホーム
ページ上に掲載し誰でも閲覧利用できるようにした。 

今回，作成したフローシート・フローチャートが実際に現
場で活用できているのか明らかにし，今後どのような内容の
情報提供や提供方法・手段が適切か，課題を検討したので報
告する。 

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会訪問看護質向上委員会  2）明石市医師会訪問看護ステーション  3）社会医療法人社団順心会順心会訪問看護ステーション別府 
4）神戸女子大学看護学部 元たまつ訪問看護ステーション  5）医療法人社団慈恵会もみじ訪問看護ステーション  6）おかもと訪問看護ステーション垂水 
＊ E-mail：h-houkan@hna.or.jp 
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Ⅱ．目 的 

本研究では，作成したフローシート・フローチャートが，
実際に活用できているのか明らかにし，今後の活用について
の課題を検討した。 

Ⅲ．看 護 実 践 

1．研究デザイン 
A 県訪問看護ステーション連絡協議会が作成したフロー

シート・フローチャートを訪問看護師がどのように活用でき
ているのか具体的に知る為調査研究を行った。 
２．調査期間 

2021 年 6 月 3 日から 6 月 15 日 
３．データ収集方法 
１）研究対象者 

研究対象者は，A 県訪問看護ステーション連絡協議会に登
録している 494 カ所の訪問看護ステーション事業所 1 か所に
つき 1 名を対象に無記名の自記式質問紙メールを配信し協力
の依頼をした。 
２）調査内容 

内容は，①A 県訪問看護ステーション連絡協議会が作成した
フローシート・フローチャートを知っているか，②どの方法で
知ったか，③役に立つと思うか，理由（自由記述），④新型コ
ロナウイルス感染症に感染または濃厚接触者となった事例の
有無と対応，⑤今後検討して欲しい内容（自由記述）とした。
４．分析方法 

分析方法は，質問項目データを単純計算し実数と比率を算
出した。自由記述については，文脈がもつ意味を損なわない
ように気をつけながら，類似した内容のものをまとめ，カテ
ゴリー化した。カテゴリーの妥当性については，研究者間で
検討を重ねた。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究対象候補者となる訪問看護ステーション管理者と訪問
看護師に対し，回答者（施設）は特定されないこと，本研究
の協力ならびに参加は，自由意志であり強制力は働かないこ
と，協力の有無に関わらず仕事上の不利益は一切被らないこ
と，辞退できることを保障した上で，依頼時に研究目的，方
法，研究の意義，および予測される負担やリスクに対する対
応，研究者が知り得たデータは，研究対象者の個人が特定さ
れない形で所属する連絡協議会，関連学会，学会誌等で発表
する予定である文章を送付し，オンラインでの回答をもって
同意を得たものとした。本研究は，兵庫県訪問看護ステーショ
ン連絡協議会の理事会の承認を得て行った。 

Ⅴ．結果・成果 

１．回収数および分析対象者数 
質問紙の配布数は 494 件，回収数は 110 件（22.3％）であった。 

２．質問内容 
１）フローシート・フローチャートの認知度 

A 県訪問看護ステーション連絡協議会に登録している訪問
看護ステーション事業所に配信したフローシート・フロー
チャートを「知っている」が 94 件（85.4％），「知らない」が
16 件（14.5％）であった。知った手段として，「A 県訪問看護
ステーション連絡協議会からのメール」が 80 件（72.7％），
「A 県訪問看護ステーション連絡協議会ホームページ」が 5
件（4.5％），「知人から聞いた」が 2 件（1.8％），その他（医
療機関から入手，上司からの情報提供，地域の協議会から）
が 5 件（4.5％）であった。 
２）フローシート・フローチャートの活用 

フローシート・フローチャートを「実際に使ったことがあ
り，役に立った」が 20 件（18.2％），「まだ使ったことがない
が，役に立つと思う」が 76 件（69.0％），「使おうとしたが，
役に立たなかった」が 1 件（0.9％）であった。 

各回答の理由は，表 1，表 2，表 3 にカテゴリーと記述数を
示した。文中では，記述内容は〈 〉，カテゴリーは【 】で
示す。 

「実際に使ったことがあり，役に立った」と答えた理由（表
1）は，〈フローチャートを元に，陽性者の訪問を行った〉，〈訪
問すると本人ではなく同居家族に発熱者あり。本人は発熱お
よび症状がなかったが，どうすればよいかフローチャートを
見て判断した〉，〈スタッフの家族が発熱した際，参考になっ
た〉〈4 月に事業が停止しフローチャートを見ながら確認を行
い行動した〉等【発熱，陽性者が出た際に指針となった】，〈ご
利用者様が濃厚接触者となったことがあり対応方法をスタッ
フで共有ができた〉や〈まだ情報が少ない状況の時にスタッ
フへの指導に活用した〉等【スタッフへの指導に活用した】
であった。 

「まだ使ったことがないが，役に立つと思う」と答えた理
由（表 2）は，〈様々なパターンがある為活用しやすそうだ〉，
〈現場状況がたいへん詳しく提示されている〉，〈行動がとり
やすく分かりやすい〉等【具体的で分かりやすいので活用で
きると思う】であった。また〈当ステーション独自のマニュ
アルを作っているが，状況が変化し対応に苦慮している。こ

表 1 「実際に使ったことがあり、役に立った」理由 
  

  

  

表 2 「まだ使ったことがないが、役に立つと思う」理由 
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のようなマニュアルがあれば参考にできる為助かる〉，〈自社
で初期対応のフローチャートを作成したが，参考にさせて頂
き更に実用的なフローチャート作成や研修に活かせると思
う〉，〈法人で作成しているフローチャートと内容が一致して
おり，対策が間違っていなかったことに安心した〉等【自社
の感染対策の根拠として参考になる】との意見であった。〈ま
だ感染者への訪問がなく，同居家族が濃厚接触者という例し
かない状態であり，きちんとしたマニュアル作成が完成して
いない。参考とさせて頂いている〉，〈実際その場面に遭遇し
た時どのように動いたらよいのか情報が二転三転し保健所に
問い合わせても回答がまちまちで困っていたので参考にした
い〉等【対象者の発生が無かった為使用していないが，今後
使いたい】，〈フローチャートができる前に事業体でマニュア
ル作成されていた。細かい場面分けがされており実際に困っ
た時すぐに使用できると思う〉〈他ステーションで役に立った
と聞いた。現在，自社のものより分かりやすい。連絡会での
情報からもそう考える〉等【他のものを既に使っているが，
分かりやすい】という意見であった。 

「使おうとしたが，役に立たなかった」の理由は 1 件で，
〈職員全員がそれぞれ訪問カバンに防護服と一緒に常備し，
訪問時発熱がある場合にシートに従って行動できている〉で
あった。 
３）利用者，その家族が新型コロナウイルス感染症に感染，

または濃厚接触者の事例の有無 
利用者，その家族が新型コロナウイルス感染症に感染，ま

たは濃厚接触者の事例は，「ある」が 68 件（61.8％），「ない」
が 42 件（38.2％）であった。 
４）感染者および濃厚接触者対応マニュアル作成状況 

感染者および濃厚接触者に訪問する際のマニュアル作成状
況として「既に他で作られたマニュアルを使用」が 38 件
（34.5％），「自ステーション事業所で作成」が 26 件，「法人
作成」が 19 件（17.3％），「現在作成中」が 17 件（15.5％），
「マニュアルは不要」が 1 件（0.9％），その他 6 件（5.4％）
であった。その他の内容は，〈保健所の指示に従った〉〈はっ
きりしたマニュアルがない為検討していく予定〉〈このフロー
チャートを利用している〉〈法人で作ってほしいと依頼中であ
るが進行していない〉であった。 

「マニュアルが不要」の理由は，〈必要性を感じない〉〈エ
ビデンスの理解があればあえていらない〉であった。 
５）検討内容 

今後検討して欲しい内容（表 3）は，〈インド型が流行れば
（感染力がさらに強い）どうなるのか不安はある〉〈コロナ感
染症対策マニュアル最新版〉〈変異株の感染力に合わせた個人
用防護具（personal protective equipment：以下，PPE）や行
動の修正，PPE を強化するタイミングが必要と感じた〉等，
【変異株など今後新たな自宅療養対応が必要】であった。ま
た，〈在宅での感染者対応における課題等，事例を通して共有
できれば有り難い〉〈実際に陽性者や濃厚接触者に対応された

事業所に報告等が聞ける機会があれば，現実味があり参考に
しやすい〉〈マニュアル作成において他のステーションはどん
な取り組みをされているのだろうと思い，参考にできるもの
があると助かる〉等【実際の事例が知りたい】，〈病院とは違
い，専門のスタッフもおらず訪問系の感染の意識の低さにど
のように取り組んでいけばいいか試行錯誤している〉〈在宅は
後回しの様子が漂う〉等【在宅の感染対応の遅れを感じてい
る】という意見もあった。〈連絡協議会から発信してもらう情
報をもとに対応していくので，これからも最新情報を発信し
てもらえることを願っている〉等【連絡会からの情報を期待
している】や，〈自然災害時の事業継続計画（以下，BCP とす
る）が知りたい。自然災害とコロナ感染対策が同時に求めら
れることが出てくる為〉等【コロナウイルス以外を含めた感
染症対策と BCP が知りたい】との意見も得た。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

１．フローシート・フローチャート活用の有効性 
配信 3 ヶ月後経過しフローシート・フローチャートの存在

を知っているとの回答が 8 割を超えていることから，認知は
されているといえる。「実際に使ったことがあり，役に立った」
は 18.2％であり，実用は少なかった。「まだ使用していないが，
役に立つと思う」が 69.0％であり，フローシート・フロー
チャートが【具体的で分かりやすいので活用できると思う】
【対象者の発生が無かった為使用していないが，今後使いた
い】という意見から，該当する対象者が発生していない為使
用していない状況にあると考える。吉川ら 5）は，コロナ感染
拡大下における訪問看護ステーションの困難として，「感染対
策のマニュアル等準備不足」，「PPE と感染予防策の情報不足」
があったと述べており，対象者が出た場合の備えの一助に
なったと考える。【自社の感染対策の根拠として参考になる】
【他のものを既に使っているが，分かりやすい】という意見
から，コロナウイルス感染症が発生した約 1 年後に配信と
なった経緯から，配信時期が遅くなったことが結果に反映し
たと考える。 

これらのことから，今回作成し，配信したフローシート・
フローチャートは，対象や状況に合わせ臨機応変に対応出来
るようにいくつかの場面に分けており，現場での手引きとし
ての活用に有効であると考えられた。また，配信時期は早い
方が，より役に立つことが明らかとなった。 

表 3 今後検討して欲しい内容 
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２．フローシート・フローチャート活用に関する今後の課題 
今後の検討内容として，【実際の事例が知りたい】という意

見を得た。今回のアンケート調査は，高齢者施設でのクラス
ター発生が多発し，自宅療養者が出始めた新型コロナウイル
ス感染症拡大第 4 波の最中に実施されており，当該地域にお
いては，病院・施設での感染者対応から在宅における感染者
対応が増加し始めたタイミングであった。一部地域では，新
型コロナウイルス感染症陽性となった自宅療養者および自宅
待機者への訪問看護事業が行われ始めていた 6）。 

しかし，適応される医療保険における加算等，様々な訪問
看護の体制はまだ整備される前であり 7），具体的な事例の共
有も少なかった 8）。これらのことから，訪問看護での感染症
対応の機会が一気に高まる中，様々なケースでどんな課題が
あり，どう解決していったのかを共有したいというニーズが
明らかとなったと考える。今後は，フローシート・フロー
チャートで情報共有するとともに他施設がどのようにしてい
るのか各々把握する機会を提供することが必要であると考え
られた。 

感染対策のマニュアルは既に作成使用している事業所が半
数あり，作成中が 15.5％であった。〈マニュアル作成において
他のステーションはどんな取り組みをされているのだろうと
思い，参考にできるものがあると助かる〉〈コロナ感染症対策
マニュアル最新版〉との意見があった。感染対策のマニュア
ルは，地域・事業所ごとにより内容が異なってくる為，あえ
て作成掲載はしなかったが，今後は，最新情報もあわせて発
信する必要があると考えられた。 

【在宅の感染対応の遅れを感じている】という意見があり
つつ，【変異株など今後新たな自宅療養対応が必要】【コロナ
ウイルス以外を含めた感染症対策と BCP が知りたい】と今
後を見据えた意見が見られた。新型コロナウイルス感染症は，
時期により特徴が異なりエビデンスに基づいて最新情報を収
集しスピーディな対応が求められることから，変異株感染力
に合わせた PPE や対応行動の最新情報等，作成する上で参考
になる情報を掲載していくことが望まれた。上田ら 9）は，「今
後は，多施設の多職種で，同じ利用者に関わる場合の連携方
法について検討して備えておくことが重要である」と述べて
おり，医療職が感染症対策を行うだけでは限界があると考え
る。「訪問系サービスについて，利用者に発熱等の症状がある
場合であっても，十分な感染防止対策を前提として，必要な
サービスが継続的に提供されることが重要である。」10）とい
うように，医療職のみならず，介護職も一体となっての在宅
での感染症対応が望まれる。また，「訪問看護師の動きは，医
療－介護，保健－医療，医療－生活のハブとして機能する」1）

ことを期待されている。これらのことから，最新情報をスピー
ディにアップデートしながら，在宅全体として感染症対策を
行っていけるよう，看護職だけでなく，在宅で利用者の対応
をしている他職種に対しても分かりやすいフローシート・フ
ローチャートを配信し，活用してもらえるようにしていくこ

とが大切であると考えられた。 
なお，本論文に関して，開示すべき利益相反関連事項はな

い。 
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◇実践報告◇ 

看護学生の手指衛生と個人防護用具に関する 
知識と手指衛生の方法の認識 

― 小児看護学実習前 ― 

宮良淳子1）* 

 本研究の目的は，小児看護学実習前の学生の手指衛生と個人防護用具に関する知識と，手指衛生の方法の認識を明ら
かにすることである。すべての学生は，血圧・脈拍測定後に手指衛生が必要，爪を短く切る，同一患者でも別の処置を
行う際に手袋を交換，手袋は再利用しないことを正しく理解していた。一方で，速乾性手指アルコール製剤より，せっ
けんと流水による手指衛生のほうが手荒れしないと誤って理解していた。速乾性手指アルコール製剤の 1 回使用量と
手指消毒の効力，クロストリジウム・ディフィシル陽性患者のケア後の手指衛生，採尿バッグからの尿の回収や廃棄時
に必要な防護用具，防護用具をはずす順番を正しく理解していなかった。手指衛生の方法の認識では，速乾性手指アル
コール製剤ではなく，せっけんと流水による手指衛生が望ましい場面について，正しく認識できていなかった。実習で
は場面を教材化し，具体的な指導を行うことが必要である。 

【キーワード】手指衛生，個人防護用具，看護学生，小児看護学実習 

Ⅰ．は じ め に 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い，
医療機関はこれまで以上に感染防止対策に取り組んでいる。
一方で，COVID-19 の感染リスクを恐れて，医療機関への受
診や予防接種を控えたり，健康診断を先延ばしにしたりして
いる患者も少なくない。COVID-19 の流行により，医療機関
はこれまでと異なる形での医療提供を求められており，日本
医師会では，患者が安心して医療機関に来院できるよう，感
染防止対策を徹底している医療機関に対して，「新型コロナウ
イルス感染症等感染防止対策実施医療機関 みんなで安心
マーク」1）を発行している。COVID-19 を契機とし，医療機関
における感染防止対策に関する国民の関心が高まっている状
況にあるといえる。しかし，COVID-19 の感染経路は今まで
の感染症で想定しえないものではないという点で，院内感染
防止対策についてもこれまでと全く違った新たな取り組みを
求められているわけではない 1）。スタンダードプリコーショ
ンは，医療関連感染防止対策上，医療従事者自身が感染を媒
介しないための最も基本的かつ重要な対策である。  

看護学生においても，臨地実習では直接，患者に接するこ

とから，スタンダードプリコーションの実践が求められる。
特に，小児看護学実習で受け持つ子どもたちは大人に比べて
抵抗力が弱く感染を起こしやすい。子どもの安全を守るため
に，看護学生のスタンダードプリコーションの適切な実施は
必須である。一方で，小児看護学実習では，対象である子ど
もが予期せぬ動きをしたり，学生の事前のシミュレーション
通りに援助が進まない場面が少なくない。そのため，学生は
子どもに触れる前後の手指衛生や適切な個人防護用具の着用
を，場面に応じて瞬時に判断し実践しなければならない。し
かし，実際には学生が場面を判断し実践しているのではなく，
指導看護師の動きを模倣し実践している場合が見受けられる。

臨地実習を開始した看護学生を対象とした感染防止対策に
関する知識に関する調査では，「感染防止対策」という言葉自
体は認識しているものの，その内容については曖昧な点が多
くみられた 2）との報告がある。また，小児看護学実習前の学
生を対象としたせっけんと流水を用いた手指衛生では，拇指，
指の付け根，指先が洗い残しやすかった 3）。 

手指衛生は正しい手技で実施するだけでなく，手指衛生を
必要とする臨床実践の場面において適切な方法を選択する必
要がある。そのためには，正しい知識と，その意義を正しく

受付日：2022 年 10 月 12 日／受理日：2023 年 9 月 12 日 
1）中京学院大学 
＊ E-mail：miyara@chukyogakuin-u.ac.jp 

© 2023 Japanese Nursing Association 
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理解し，方法を選択する認識が求められる。 
そこで本研究では，小児看護学実習前の学生の手指衛生及

び個人防護用具に関する知識と，手指衛生の必要な場面にお
ける手指衛生の方法の認識に着目し，今後の小児看護学にお
ける感染防止対策の教育方略を検討する基礎的資料としたい。

Ⅱ．目 的 

小児看護学実習前の学生の手指衛生及び個人防護用具に関
する知識と，手指衛生の必要な 11 の場面における手指衛生
の方法の認識について明らかにする。 

Ⅲ．看 護 実 践 

１．対象及び調査期間 
A 大学看護学部 3 年生 74 名のうち，協力の同意を得られ

た学生 66 名の回答用紙を調査対象とした。調査は 2017 年 8
月 1 日に実施した。学生は本調査前に，基礎看護学実習Ⅰ，
基礎看護学実習Ⅱ，成人看護学実習Ⅰ（急性期），成人看護学
実習Ⅱ（慢性期），老年看護学実習Ⅰを履修している。 
２．データ収集方法 

小児看護学援助論Ⅱ（2 単位 30 時間）の「子どもの安全を
守るための看護技術」の単元において，手指衛生と個人防護
用具に関する知識と手指衛生の実施に関する認識について調
査を実施し，その場で教員が回収した。なお，単元のなかで
正しい手指衛生と個人防護用具の使用について教授する際に，
正答を示すとともに，簡易的に集計した調査結果を用い，誤っ
た認識については重点的に指導した。調査項目は，既存の「感
染対策チェックテスト 100」4）を参考に構成した標準防止策
のうち手指衛生と個人防護用具についての知識 22 項目と，
手指衛生の必要な 11 場面における手指衛生の方法の認識に
ついてである。 

手指衛生と個人防護用具についての知識 22 項目は，正答
または誤答で評価した。手指衛生の方法の認識については，
「医療現場における手指衛生のための CDC ガイドライン」5）

を参考に，手指衛生の必要な 11 場面を設定し，「せっけんと
流水による手指衛生」と「速乾性手指アルコール製剤を用い
た手指衛生」のどちらを適していると認識しているか調査し
た。 
３．分析方法 

統計ソフト IBN SPSS Statistics 24 を用い各項目の回答に
ついて記述統計を行った。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究への協力依頼は，成績が個人に知らされた後に行った。
研究目的，方法，参加は自由意思で拒否による不利益はない
こと，個人情報の保護について，文書と口頭で説明を行い，
書面にて同意を得た。同意の得られた学生の調査用紙及び研
究結果のデータは，個人情報を匿名加工し，個人が特定され
ないよう配慮した。なお，本研究は中京学院大学研究倫理審

査会の承認を得て実施した（承認番号 17-01）。 

Ⅴ．結果・成果 

同意の得られた学生は 89.2％（66 名），男性 22.7％（15 名），
女性 77.3％（51 名）であった。 
１．手指衛生と個人防護用具に関する知識 

「血圧測定や脈拍測定などの処置後は，手は汚染されない
ので，手指衛生は不要である」「同一患者であれば，別の処置
を行う場合に，手袋を交換する必要はない」「手袋は消毒すれ
ば再利用してもよい」の 3 項目について，質問項目は誤りで
あるとすべての学生が正答した。「長い爪の間には細菌が繁殖
しやすいので，爪は短く切る」について，正しいとすべての
学生が正答した。 

90％以上の学生が正答した項目は 9 項目であった。「スタ
ンダードプリコーションは，感染症の有無にかかわらず，す
べての患者に対して標準的に行う感染防止策である」98.5％
（65 名），「手指衛生を必要な場面で，かつ適切な方法で実施
すると，医療関連感染は減少できる」97.0％（64 名），「末梢
静脈カテーテル挿入など侵襲的な処置を実施する前は，手指
消毒を実施する」90.9％（60 名），「手指衛生時に洗い残しや
すい部位は，親指，指先，指の間である」97.0％（64 名），「せっ
けんと流水での手洗い後は，水道の蛇口は手で閉めない」
95.5％（63 名），「手荒れをすると，細菌が定着しやすくなる」
98.5％（65 名）が正しいと答えていた。「手袋をはずした後は，
手指衛生は不要である」98.5％（65 名），「手袋は必要時すぐ
に使用できるよう，常に白衣のポケットに入れて持ち歩く」
93.9％（62 名），「血液ウイルス疾患を持たない患者の血管確
保や採血時は，手袋を着用しなくてもよい」98.5％（65 名）
の 3 項目については，質問項目は誤りであると正答していた。

反対に，「採尿バッグからの尿の回収や廃棄時は，手袋とエ
プロンを着用すればよい」を誤りの質問項目であると正答し
た学生は 37.9％（25 名）と非常に少なく，「手荒れ防止のた
め，ビンタイプのハンドローションを使用するとよい」につ
いても誤りの質問項目であると正答した学生は39.4％（26名）
と少なかった。また「速乾性手指アルコール製剤による手指
消毒よりも，せっけんと流水による手洗いのほうが手荒れし
ない」を誤りの質問項目であると正答した学生は 56.1％（37
名），「速乾性手指アルコール製剤の 1 回使用量は，手指消毒
の効力には影響しない」についても誤りであると正答した学
生は 60.6％（40 名）であった。「患者への医療処置や看護ケ
アで使用した防護具をはずすときの脱衣の順番は，①手袋→
②ゴーグル・フェイスシールド→③ガウン→マスクである」
59.1％（39 名），「クロストリジウム・ディフィシル陽性患者
のケア後は，せっけんと流水で手洗いを行う」59.1％（39 名）
が正しい質問項目であると正答していた（表 1）。 
２．手指衛生の必要な 11 場面における方法の認識 

手が目に見えて汚れているときや，血液や体液で目に見え
て汚れているときはせっけんと流水による手指衛生が適して
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いると全ての学生が答えたが，タンパク性物質で手が汚染さ
れているときにせっけんと流水による手指衛生が適している
と答えた学生は 28.8％（19 名）であった。また，食事前やト
イレの後にせっけんと流水による手指衛生が適していること
を認識している学生は，98.5％（65 名）であった。 

速乾性手指アルコール製剤を用いた手指衛生が適している
と学生が答えた場面は，患者に直接触れる前 78.8％（52 名）

が最も多く，次いで患者のすぐ近くのものとの接触の後が
77.3％（51 名），患者のケア中に，身体の汚染部から清潔部位
に移動する場合が 74.2％（49 名）であった。中心静脈カテー
テル挿入時の滅菌手袋装着前に速乾性手指アルコール製剤を
用いた手指衛生を行うと答えた学生は 34.8％（23 名），末梢
血管留置カテーテルの挿入前に速乾性手指アルコール製剤を
用いた手指衛生を行うと答えた学生は 36.4％（24 名）であっ
た（表 2）。 

Ⅵ．看護実践への示唆 

１．手指衛生と個人防護用に関する知識と手指衛生の方法の
認識 
手指衛生のタイミング，手袋を処置毎に交換し使い捨てに

することは理解されていたものの，速乾性手指アルコール製
剤の効果的な使用量について正しく理解している学生は
60.6％（40 名）であった。正しいタイミングで手指衛生を行っ
ても，速乾性手指アルコール製剤の 1 回の使用量が少なすぎ
ると殺菌効果が劣る。臨地実習中の手指衛生では，速乾性手
指アルコール製剤を使用する頻度は高いため，効果的な使用
量を用いて適切に実施することができるよう正しい知識を持
つことが必須であると考えられる。 

CDC ガイドラインの勧告では，手指が目に見えて汚染され
ていない場合には速乾性手指アルコール製剤が手指衛生の基
本であるが，手指がタンパク性物質に汚染された場合には，
アルコールを塗布しても効果が期待できないことから，せっ
けんと流水による手指衛生が優先される。手が目に見えて汚
れているときや，血液や体液で目に見えて汚れているとき，
食事前やトイレの後にせっけんと流水による手指衛生が適し
ていることを学生は認識していたが，タンパク性物質に汚染
された場合にせっけんと流水による手指衛生が適しているこ

表 1 手指衛生と個人防護用具についての知識 n=66 
解答 正答数（％）

1 感染は、微生物に接触するだけで発生する × 48 72 7

2
スタンダードプリコーションは、感染減の有無に
かかわらず、すべての患者に対して標準的に
行う感染予防策である

○ 5 98 5

3
手指衛生を必要な場面で、かつ適切な方法で
実施すると、医療関連感染は減少できる

○ 4 97 0

4
血液が手に多量に付着してしまったら、
速乾性手指アルコール製剤で手指消毒する

× 58 87 8

5
末梢静脈カテーテル挿入など侵襲的な処置を
実施する前は、手指消毒を実施する

○ 0 90 9

6
血圧測定や脈拍測定などの処置後は、
手は汚染されないので、手指衛生は不要である

× 100

7
手指衛生時に洗い残しやすい部位は、親指、
指先、指の間である

○ 4 97 0

8
長い爪の間には細菌が繁殖しやすいので、
爪は短く切る

○ 100

9
速乾性手指アルコール製剤の1回使用量は、
手指消毒の効力には影響しない

× 40 0

10
クロストリジウム・ディフィシル陽性患者の
ケア後は、せっけんと流水で手洗いを行う

○ 39 59 1

11
速乾性手指アルコール製剤による手指消毒
よりも、せっけんと流水による手洗いのほうが
手荒れしない

× 37 5 1

12
せっけんと流水での手洗い後は、
水道の蛇口は手で閉めない

○ 3 95 5

13
液体せっけんがなくなったら、空になった容器に
液体せっけんを継ぎ足しして使用してよい

× 57 84

14 手荒れをすると、細菌が定着しやすくなる ○ 5 98 5

15
手荒れ防止のため、ビンタイプの
ハンドローションを使用するとよい

× 2 39 4

16 手袋をはずした後は、手指衛生は不要である × 5 98 5

17
同一患者であれば、別の処置を行う場合に、
手袋を交換する必要はない

× 100

18
手袋は必要時すぐに使用できるよう、常に
白衣のポケットに入れて持ち歩く

× 2 93 9

19

患者への医療処置や看護ケアで使用した
防護具をはずすときの脱衣の順番は
①手袋→②ゴーグル・フェイスシールド
→③ガウン→マスクである

○ 39 59 1

20
血液ウイルス疾患を持たない患者の
血管確保や採血時は、手袋を着用しなくてもよい

× 5 98 5

21 手袋は消毒すれば再利用してもよい × 100

22
採尿バッグからの尿の回収や廃棄時は、
手袋とエプロンを着用すればよい

× 25 37 9

　質問項目

表 2 手指衛生の必要な場面における方法の認識 n=66 
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とを認識している学生が少なかった。タンパク性物質に汚染
された場合だけでなく，病原体が芽胞を形成する場合なども
合わせて，速乾性手指アルコール製剤が適さない場面につい
ての指導が必要である。 

中心静脈カテーテル挿入時の滅菌手袋装着前や末梢血管留
置カテーテルの挿入前は速乾性手指アルコール製剤による手
指衛生が最も適しており，せっけんと流水による手指衛生を
おこなった場合でも，速乾性手指アルコール製剤を使用する 5）

必要がある。CDC ガイドラインにおいて速乾性手指アルコー
ル製剤による手指衛生が推奨されている理由について指導し，
具体的な場面を教材化することにより学生の認識が高まると
考えられる。また，個人防護用具をはずす順序を正しく理解
している学生は 59.1％（39 名）と少なく，採尿バッグからの
尿の回収や廃棄時に，手袋とエプロンだけでなく，マスクや
ゴーグルを着用する必要性を理解している学生は 37.9％（25
名）と非常に少なかった。それにより，臨地実習において学
生たちが看護師の行動に戸惑うことや，根拠を踏まえたうえ
での適切な行動をとれない可能性があると考えられる。  

また，クロストリジウム・ディフィシル陽性患者のケア後
の手指衛生方法の正答率が低かった。クロストリジウム・ディ
フィシルは，高齢者に多くみられる感染症であるため，基本
的な知識を確実に習得させる必要がある。その上で，状況を
的確にアセスメントし，適切な行動を実践できる能力が求め
られている。 
２．医療関連感染防止教育への示唆 

医療関連感染を防止するために，すべての医療従事者がス
タンダードプリコーションを遵守する必要があり，無資格者
である学生であっても同様である。尾上らは，看護学生の手
指衛生の手技を培養法で判定した結果，正確な実施率は進級
に伴って増加している 6）ことを報告しており，低学年から確
実な手指消毒手技を体得させる指導が必要であることを示唆
している。また，臨地実習は看護実践能力を最も高める学習
場面 7）である。看護としての実践内容は，①看護職者の看護
の場における即座の判断ないし意思決定によって行われるも
の，②生活の流れにおける日常生活行動の適切な維持にかか
わるもの，③看護問題として看護計画に基づいて計画的に継
続しておこなうものなどに整理 8）され，感染防止行動は①看
護職者の看護の場における即座の判断ないし意思決定によっ
て行われるものだと考えられる。意思決定のプロセスは，最
初に関連内容の「知識」を学修し，それに関して「経験」す
る機会を得たり，必要内容の模倣を行い，その過程で知識，
経験を生かして「直感」が働くようになる 9）ため，正しい知
識が定着するように教授するとともに，十分な学内演習を行
うことが重要である。知識の定着には，受動的方法である講
義形式よりも，討論や体験，自分が教えるといった能動的方
法が記憶に残る 10）ため，共同学習を取り入れる等の工夫が必
要と考えられる。また，看護行為は認知領域（想起－解釈－
問題解決），情意領域（受入れ－反応－内面化），精神運動領

域（模倣－コントロール－自動化）で構成される 11）が，スタ
ンダードプリコーションは精神運動領域ではより高次の自動
化が求められる。講義を受動的に聞き，デモンストレーショ
ンを模倣する演習スタイルは，精神運動領域の評価が低いこ
とが指摘されており 12），グループによる課題学習を取り入れ
た探求的学修プログラムによる演習が効果的であるとの報告
13）14）がある。学内演習においては，主体的な学修を通してス
タンダードプリコーションの必要性や根拠を理解し，知識に
基づいた練習を反復して行うことにより，適切な方法で確実
に実践できるよう体得させる必要がある。その上で，臨地実
習では指導者等をロールモデルとしながら，経験の蓄積をし
ていくことが重要である。 

看護基礎教育において，スタンダードプリコーションは基
礎看護学領域で学修した後，各看護学領域の中で常に意識し
て実施すべき基本的技術である。各看護学領域の実習前のオ
リエンテーション等を活用し，スタンダードプリコーション
の知識の確認をするとともに，実施への意識を高めることが
求められる。臨地実習では指導看護師と十分に連携し，機会
を逃さず具体的な指導を行うことが必要である。 
結論 

成人看護学実習や老年看護学実習を履修した学生であって
も，手指衛生と個人防護用具に関する誤った知識と，手指衛
生の必要な場面における誤った方法の認識を有していること
が明らかとなった。医療従事者には，自身の行う行為によっ
て血液や体液の曝露が発生しうるか予測したうえで，適切な
スタンダードプリコーションを実施することが求められる。
そのため，講義－演習－実習という学習段階に応じた具体的
な指導の必要性と，領域横断的な教育の必要性が示唆された。
なお，本研究における，開示すべき利益相反関連事項はない。 
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4）査読結果を受けた修正原稿は、査読結果通知から 1 か月以内に、査読者のコメントに明快かつ簡潔

な返答を記載した回答文書とともに再提出することを原則とする。再提出がされない場合は、投稿

を辞退したものとみなすが、再投稿を妨げるものではない。 
 
参考：投稿から掲載までのスケジュール目安 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 執筆要領 

1) 投稿時は、投稿チェックリストに従って提出前に原稿を確認すること。 
2) 投稿原稿はホームページにある指定様式をもとに MS-Word で作成すること。標準的なフォント

（MS 明朝，MS ゴシックなど）、10.5 ポイントで A4 横書き 35 文字×28 行で作成する（1 ペー

ジ約 1,000 字）。各頁の下中央に頁数を記入し、本文には行数を入れる。 
3) 投稿原稿は和文・新かなづかいを用い、外国語はカタカナ表記とする。数字および英字は半角と

する。 
4) 原稿ファイルは表紙、抄録、本文、図表の順で構成する。  
5) 表紙には「タイトル」、「サブタイトル（あれば）」、「キーワード」及び「図表の添付枚数」を記載

する。表紙に氏名や所属施設は記載しない。 
6) キーワードは 5 つ前後とする。 
7) 抄録は 400 字程度とする。文字数には含まない。 
8) 文字数と項目立て 

原稿種別 文字数 項目立て 

原著 16,000 字以内 Ⅰ.はじめに Ⅱ.目的 Ⅲ.方法 Ⅳ.倫理的配慮 Ⅴ.結果  

Ⅵ.考察 Ⅶ.結論 Ⅷ.引用文献 

研究報告 16,000 字以内 Ⅰ.はじめに Ⅱ.目的 Ⅲ.方法 Ⅳ.倫理的配慮 Ⅴ.結果  

Ⅵ.考察 Ⅶ.結論 Ⅷ.引用文献 

実践報告 8,000 字以内 Ⅰ.はじめに Ⅱ.目的 Ⅲ.看護実践 Ⅳ.倫理的配慮 Ⅴ.結果・

成果 Ⅵ.看護実践への示唆 Ⅶ.引用文献 

   
9) 見出しは、Ⅰ.・Ⅱ.・Ⅲ.…、1.・2.・3.…、1）・2）・3）…、（1）・（2）・（3）…の順で記載する。 

 

投稿 
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投稿から 
約 4～5 か月後 

投稿から約 7～8 か月後 
掲載 

著者
校正 

査読結果通知 
から約 1 か月後 
修正原稿提出 

修正原稿提出 
から 

約 4～5 か月後 

投稿①から 
約 13～14 か月後 

掲載 

著者
校正 

掲載
不可 

掲載
不可 

再査読結果通知 
から約 1 か月後 
修正原稿提出 

修正原稿提出 
から約 4～5か

月後 

投稿から 
約 19～20 か月後 

掲載 

 

 

 

 

著者
校正 

 

掲載
不可 

  

 



 
 

 

10) 図表は、図 1、表 1 などの通し番号をつける。本文の後ろに 1 ページ 1 枚に作成する他、システ

ム上にオリジナルデータ（XLS、JPG など）をアップロードする。図表挿入希望位置は本文中（ ）

にて指定する。図表は文字数に含む。図表はその大きさによって、A4 サイズ 1/4 ページで 250
字、1/2 ページで 500 字、1 ページで 1,000 字と換算する。 

11) 学術集会にて発表している旨や修士・博士論文に加筆・修正を加えたことを記載する場合は、本

文内の利益相反状態の前に記載する。 
例：本論文の内容の一部は、第○回○○○○○学会学術集会において発表した。 

12) 利益相反状態について、本文内の引用文献の前に記載すること。 
例：（ない場合）なお、本論文に関して、開示すべき利益相反関連事項はない。 
  （ある場合）筆頭著者は「企業名」より、報酬を受理している。 

13) 文献 
(1) 引用文献は引用順に本文の引用箇所の肩に１）２）と番号をつけ、本文原稿の最後に一括して引用番

号順に記載する。 
(2) 引用文献は次のように記載する。共著者は 3 名まで表記し、それ以外は他とする。 

＜雑誌掲載論文＞ 

 著者名：表題名,雑誌名,巻（号）,頁,発行年（西暦年次）． 

例）学会花子：看護研究の○○○について,○○看護,25（11）,p.35-38,2008. 

例）学会花子,日本協子,清瀬看子,他：看護の○○○研究,第○回日本看護学会論文集（看護管

理）,p.5-8,20△△. 

＜単行本＞ 

 著者名：書名（版）,発行所,頁,発行年（西暦年次）． 

例）学会花子：看護実践研究の手引き(3),○○看護出版,p.145,2006. 

 著者名：表題名,編者名,書名（版）,発行所,頁, 発行年（西暦年次）． 

例）学会花子：研究における○○,日本協子編,看護実践研究(2),△△出版,p.76-88,2007. 

例）前掲書1）,p.115. 

＜翻訳書＞ 

 原著者名：書名（版）,発行年,訳者名,書名（版）,発行所,頁,発行年（西暦年次）． 

例）Alice Williams：Nursing Research(4) ,2001,学会花子訳,看護研究(4),○○看護出

版,p.298,2003. 

＜電子文献＞ 

 著者名：表題名,雑誌名,巻（号）,頁,発行年（西暦年次）, アクセス年月日， URL． 

 発行機関名 (調査/発行年次)，表題，アクセス年月日， URL． 

例）文部科学省,厚生労働省（2021）,人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針,2021年12月6日閲覧, https://www.mhlw.go.jp/content/000757566.pdf. 

※公的機関から提供される情報（統計、法令等）、電子ジャーナルのみを対象とする 

 

  



 
 

 

9. 著作権 
日本看護学会誌に掲載された著作物（電子媒体への変換による利用も含む）の複製権、公衆送信権、翻

訳・翻案権、二次的著作物利用権、譲渡権等は本学会に帰属する。（掲載可となった際には、著者・共著

者全員の「著作権同意書 」を送付すること。）著者・共著者自身が利用する場合、これらの権利を拘束

するものではないが、事前に本学会宛に申請し許可を得ること。 
 
10. 著者校正 
査読を経て掲載可となった投稿原稿については著者による校正を１回行う。編集委員からの加筆・修正

依頼を除き、著者による加筆・修正は原則として認めない。 
 
11. 著者が負担すべき費用 
掲載料は原則として無料とする。著作権同意書送付時の郵送料は著者負担とする。 
また、不正行為に伴い発生した訂正等に要する費用は原則として著者が負担する。 
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青 木 美 香 
浅 井 美千代 
浅 野 浩 子 
渥 美 綾 子 
網 中 眞由美 
荒 木 暁 子 
安 藤 満 代 
安 保 寛 明 
飯 野 英 親 
猪 川 康 恵 
池 田 美 里 
池 西 悦 子 
伊豆上 智 子 
市 村 久美子 
伊 東 美佐江 
稲 垣 範 子 
稲 野 聖 子 
乾   友 紀 
井 上 直 子 
井 上 奈 々 
井 上 真奈美 
井 上 裕美子 
今 井 芳 枝 
上 田 伊佐子 
上 野 栄 一 
上 原 明 子 
植 村 真 美 
牛 田 貴 子 
宇 城   令 
内 川 洋 子 
内 野 聖 子 
江 口 裕美子 
江 角 伸 吾 
遠 藤 和 子 

大 石 ふみ子 
大 江 佳 織 
大 江 理 英 
大 草 由美子 
大 竹 眞裕美 
大 西 麻 未 
大 野 美千代 
大日向 陽 子 
大 堀   昇 
大 山 祐 介 
大 山 裕美子 
尾 形 由貴子 
岡 本 双美子 
小 倉 邦 子 
長 内 さゆり 
小 野 五 月 
小山田 恭 子 
樫 原 理 恵 
春 日 広 美 
片 田 千 尋 
片 山 将 宏 
勝 山 貴美子 
桂 川 純 子 
加 藤   茜 
加 藤 隆 子 
金 盛 琢 也 
金 子 昌 子 
加 納 江 理 
川久保   愛 
河 田 照 絵 
北 野   進 
久 間 朝 子 
清 村 紀 子 
國 江 慶 子 

窪 川 理 英 
熊 谷 有 記 
久 米 真 代 
黒 田 暢 子 
桑 原 美 香 
行 田 菜穂美 
髙 力 きよみ 
古 賀 雄 二 
越 村 利 惠 
小 西 由起子 
小見山 智恵子 
佐久間 佐 織 
櫻 井 敬 子 
佐々木 美 果 
佐々木 吉 子 
佐 竹 陽 子 
佐 藤 美香子 
佐 藤 幹 代 
佐 藤 みつ子 
佐 藤 淑 子 
柴 田 滋 子 
島 田 裕 子 
霜 山   真 
菅 原 清 子 
菅 谷 智 一 
菅 原 美 樹 
菅 原 よしえ 
鈴 木 久美子 
鈴 木 幸 子 
鈴 木 美 央 
鈴 木 和香子 
須 田 果 穂 
角   智 美 
隅 田 千 絵 
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関 井 愛紀子 
関 根   正 
曽根原 純 子 
高 井   怜 
高 岡 智 子 
髙 木 夏 恵 
髙 岸 弘 美 
髙 谷 恭 子 
髙 橋 奈 智 
高 橋 奈津子 
髙 橋   亮 
篁   宗 一 
田 川 由 香 
夛喜田 惠 子 
竹 本 由香里 
竹 森 志 穂 
立 野 淳 子 
田 戸 朝 美 
田 中 博 子 
玉 田 田夜子 
田 村 康 子 
為 永 義 憲 
丹 治 史 也 
塚 崎 恵 子 
塚 本 友 栄 
槻 木 直 子 
辻 本 雄 大 
土 屋 守 克 
寺 岡 征太郎 
徳 岡 良 恵 
戸 沢 智 也 
冨 澤 絵 美 
直 井 千津子 
中 尾 友 美 
中 川 有 加 
永 谷 智 恵 
中 村 康 香 

中 村 由 美 
中 山 栄 純 
成 田 小百合 
成 田 康 子 
成 瀬 早 苗 
難 波 美 貴 
西 澤 和 義 
西 田 頼 子 
西 塚 弘 子 
二 瓶 映 美 
二 瓶 洋 子 
沼 口 知恵子 
萩   典 子 
萩 原 結 花 
萩 原 夏 紀 
橋 野 明 香 
橋 本 佳奈子 
畑   吉節未 
畠 山 卓 也 
畑 中 あかね 
花 井 理 紗 
濱 田 正 美 
濱 吉 美 穂 
原   等 子 
原   理 加 
原 田 竜 三 
坂 東 志 乃 
板 東 孝 枝 
日 浅 友 裕 
樋 口 美 樹 
樋 口 有 紀 
平 川 美和子 
平 田 良 江 
平 林 優 子 
廣 瀬 泰 子 
深 尾 亜由美 
福 島 綾 子 

藤 井 徹 也 
藤 浪 千 種 
藤 野 智 子 
藤 村 朗 子 
古 島 幸 江 
細 田 志 衣 
本 城 綾 子  
前 田 ひとみ 
増 野 章 子 
眞 嶋 ゆ か 
町 田 真 弓 
松 枝 美智子 
松 田 千登勢 
松 本 賢 哉 
眞 鍋 知 子 
三 上 千佳子 
箕 浦 洋 子 
宮 木   良 
宮 本 いずみ 
宮 本 有 紀 
村 井 文 江 
村 中 峯 子 
望 月 宗一郎 
山 岸 直 子 
山 下 いずみ 
山 下 早 苗 
山 勢 善 江 
山 田 明 美 
山 村 江美子 
山 本 小奈実 
吉 田 紀 子 
米 田 昭 子 
米 山 雅 子 
和 田 由 樹 
渡 邉 タミ子 
渡 邊 裕見子 
   （五十音順） 
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